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序

木蓄の謀題「現代港湾の諮問題」とは，きわめて深く して巾広い意味内谷

をもっている。本年度は，日木港湾経済学会創立10周年の全国大会を催すに

あたり， 「港湾経済研究」第9巻が，その意味をもって，装い新たに誕生す

ることもよろこびに耐えない。

第10回大会の共通論題は「広域港湾と港湾、経営の諸問題」であるが，本書

は，ますます重要かつ複雑化するわが国の港湾問題を総合的にとらえ，ここ

に大方の御高批を仰ごうとするものである。直面するわが国港湾の諸問題と

共に， 「広域港湾Jや「経営問題」もわが国港湾の今後の基本的な重要課題

であるc 港湾、は国の内外を問わず，めまぐるしい経済的変動を感ずる機能で

あるかぎり，それにふさわしい経済・社会的な港湾体制を確立させねばなら

ない。このためには，港湾を経営体と してとらえた客観的な理論が形成され

る必要がある。広域港湾もそのような概念をもとにして考えられるべきであ

り，その他の諸問題についても，明治以来の旧い「公物思想」や経済外的な

規制で港湾が運営されるものから脱出しないと，港湾の営みも近代化してこ

ないであろう。木書はそのような問題意識の中で。とくに第1部（第10回大

会共通論題〉第2部（記念論文〉第3部（第9回大会自由論題）の構成によ

ってわが国港湾の現代的課題を論じている。

木学会の大会については，開催地各位の絶大なご尽力によっている。学会

年報の刊行にかんしては，賛助会員，ならびに正会員諸氏のご協力， さらに

は事務局関係者および編集委員の方々および出版の労をとって下さった成山

堂書店の大きなど努力に依存していることを憶い，心からなる謝意を認めた

い。また学会活動における学会誌の役割の重要性をこの上共ご理解いただ

き， なお一層のお力ぞえを願い， 共に木学会の健全な発展に資されること

を，と くに10周年の期に深く念ずる次第である。
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公企業経営としての港湾問題
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l. はじめに

2. 港湾，港湾経泊の概念について

3. 「港湾近代化」と「港湾合理化」
4. 政策論としての近代化と合理化

(1）序説

(2）港全体経討の近代化ーーポートオーソリティー制度
(3) 掠頭経仰の近代化一一ターミナノレオベレータ一方式

（生） 港全体経伝およびJ申頭経也の合nu.化
(5）結 言

5. 港湾販売論
(1）序説

(2) 港湾立地論

①方法論としての立地論のfilli偵
② わが国の立地問題のあり方
③ わが閣の港湾発展と立地態様

④ 港湾性格要素の立地機約

(3）港湾背後地論
6. むすび

1.はじめ に

1〕 東京港と航浜港とは，その性格によって共栄し発展するという。果して

そう であろうか＝貿易量が増えて既存施設の能力が不足するから，埠頭を

新設するというの果して計画通りに使われるであろ うか。

この港湾施設を改良すれば，経済効果としてこれだけ諸掛りが厳くなる

という。果して物fmiは廉くなるであろうか。物価が廉くならないのであれ

ば，だれの利益となるのであろうか。私たちが港湾を計画する場合に，ふ

とそのような疑問が頭をかすめる。しかし私たちは，それほどに気にとめ

てこの疑問を追及しようとも思わないし，建設後の結果に責任を感じよう

ともしなし、。私企業がその企業のためのものを計画するのであればp この
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ようなことですむ答はない。公共施設は人のためのもので， 「個人の目的

や個々の私企業の利益を超越した観点に立つ点にこそ生命がある」とい

う。しかし公共施設の建設，管理は，社会生活の基盤をつくるために，固

または地方公共団体の行なう保育行政の一つであって，このために一般税

を財源とし一般公共の福祉のためを目的としているが，それだけにひとた

びその仕事にあるもののとる立場と仕事にぶつかる態度とを誤まれば，そ

の仕事はかえって社会的にマイナスとなる。今まではその責任を追及され

ることがなかったにすぎない。現行憲法ないし港湾法の制定によってその

ような誤りをおかさないようにしたいと言うのが，永年港全体経営，埠頭

経営の公企業的追及を主張し；続けてきたゆえんで、ある。私はここで，港湾

法にいう港湾管理者の立場に立って，これからの推論を行なうことを明ら

かにしておく。

2) 最近流通革新ないしは綜合愉送体系化によって，埠頭を利用する各企業

の合理化による革新的要請が強く且つ急速であって， 港湾管理者への不

信，港湾法改止論に及んでいるっこの問題の木質は， 「近代化」， 「合理

化J理念の混乱にある。従ってこの2つの理念を明確に区別し，港全体経

営の公企業的追及を徹底し近代化を進めれば，自ら港全体または埠頭経営

の合理化を解決し必然、的にその運営は広域化を求めるであろうし，政策論

的にポートオーソリティ制度，タ ーミナル ・オベレータ一方式の方向に進

む。木論は，この推理を述べるとともに，港全体ないし埠頭経営の企業目

的である「、港湾販売」についてその基礎的論理を述べる。そして，本論を

書いた目的は， 「むすびに」述べるように，港湾管理者がその港全体経営

をそのような確固たる体制において初めて未来社会への大変革に対処し得

ると言いたいのである。

2. 港湾，港湾経営の概念について

1) 推論の都合上，木論にいう港湾、ないし港湾経営の概念について，思想を
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統ーしておきたし、。この場合の「港湾Jという言葉は，できるだけ社会経

済的な分野に立とうとすると，いわゆるハーパーでなく，いわゆるポート

に限定され，さらにつきつめると広義の「埠頭」と同義語に解される。

だれがそれを所有し，どのような内容の企業であるかということになる

「だれかは」港湾法の定めるところとなったが，地方公共団体である港湾

管理者であるo法は，港湾管理者に対し公共の福祉のために地方自治によ

ってその港湾、を開発，発展させる一切の責任を与え，国はそれを共助する

ものであることを定めているつこのために法は，港湾管理者がその港全体

の経営を公企業経営的観点に立って行なうことを主張するとともに，その

一連の条文において医l，地方の公益および一般国民の福祉を確保するよう

調整しなければならないものとしている。 例えば，港湾計画をたてるとす

る。とそれは単なる土木計画ではなく，港湾経営という企業を行なうため

の附帯施設の建設計画となる。その施設はただちに利用されて投資効率の

最大のものでなければならない。また，経営効率も高く，その利益が国，

地方の公益または一般の福祉のために充分に寄与するものでなければなら

ない。従って「何の目的のために」は，港湾諸掛りを低燦にするととも

に， 港湾荷役を迅速ならしめて船拘／~／－貨物および旅客をその港に吸引港

湾取扱量の増大をはかるためのいわゆる「港湾販売」にある。この 「港湾

諸掛りの低廉化」および「港湾取扱：＠：の明大」を企業としての工業生産に

おいて言いかえれば「原仰の低廉」 化および生産量の増大に相当するであ

ろう。以上は，木論でL、う港全体経営ないし埠頭経営が地方公共団体が所

有し経営する公企業であることを示しているが，これからの推論上「こ

の考え方」は次のような前提に立っていることをここで明らかにしておく

ことが必要であると思う。すなわち，

(1) わが国の社会経済組織が自由な資木主義的基盤の上に立っていること。

(2) 海運運賃がし、かなか愉送機関によるよりも低廉であること。

(3) 旅客または迅速を主とする貨物以外は海運を主とする輸送経路をとる
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」と。

(4) 貨物の流れは自由な港湾競争によってまた港のなかでは諸掛りを最も

廉くするよう径路に流れること。

2) 本論を展開する上に 「港湾」という概念があまりにも包括的なので，こ

れを分析して数種の「港湾性格要素」によって組み立てられているものと

するが，ここで一応 「港湾性格要素」という概念を明らかにしておきた

い。港湾が交通の必要からある地理的場所に発達し，経済的有機体として

その集索現象を明らかになし得るようになると，私たちはその港湾にある

性格を与えて港湾の発展の方向を推定する。この場合，はじめのうちはあ

る程度まで普通化された，概念たとえば「商港jとか「漁港」というよう

に表現しているが，港湾の発展とともにその内容は次第に広汎複雑とな

り，そのような簡単な概念をもって今後の港湾の発展を推定することが不

適当となってくる。たとえば償浜港は一般に外国貿易港として知られてい

るが，次第に工業港，内国貿易港，地方的港湾，バンカー港などの内容を

あわせ現在では単に外国貿易港という概念だけをもって今後の繊浜港を論

ずることは不当であることは言うまでもない。

従って木論においては，他の科学推論と同じように極めて狭い範聞に考

えた特質と差別的属性とを考慮して，港湾という概念を件絡的に分析し，

推論の方法的要素とする。

第1に，Tことえば一般に商港と言われている俄浜港と工業港と言われて

いる室蘭港との内容を性格的に検討してみると，その割合は異なっている

が，いずれも商港的要素，工業港的要素，その他の集合体であり，最も書IJ

り合いの多い性絡的要素をもって，その港の性秘概念を表現していたこと

を知る。

第2に，一般に「港湾の性格」と言われているものの示すものは，その

港において取扱われている貨物の別であり，その港を通過する物の流れ，

人の流れの方向別および，目的別であることである。
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これらのことから私は数多くの港湾について分析を行ない，そのなかか

ら普遍的であってかつ差別的なものをとりあげて，次の幾つかの港湾性格

要素を得た。

① 商港的要素一一定期船を主とする一般商船による貨物または旅客を対

象とするもの。

ω 甲種一一対欧米濠州連絡港的要素
(2) 乙種一一アジア圏内各地域連絡港的要素

φ） 丙穏一一一圏内各地域連絡港的要素

(4) 丁種一一地方商港的要素

②特殊積出港的要素一一石炭，鉱！磁石，油類などの特殊物資の積出港的

要素。

③工業港的要素一一主として工場に附属し，工業原料あるいは製品を対

象とするもの。

④ 鉄道連絡港的要素一一鉄道と特殊な関係にある船車連絡港的要素。

⑤ 漁港的要素一一ーもっぱら漁業の用に供せられ，または漁獲物を対象と

するもの。

＠避難港的要素一一暴風雨に際し，船舶が避難のために碇泊することを

主たる目的とする。

⑦ 遊覧観光港的要素一一ーもつばら遊覧または観光の用に供せられるもの。

③パンカー港的要素ーーもっぱら船舶に対する給炭給水の用に供せられ

るもの。

⑨ その他港的要素一一木材港的要素など。

これによって， 00港とL、う概念は解体し， 00港の××港的要素につ

いて推論される。

また00港がどのような性絡要素によって組み立てられているかを求

めるには，明治44年よりの港湾統計その他の統計資料カモら，過去のその港

の取扱笑績を貨物,'ljlj，方向別p 門的別に分析すれば，その港を構成してい
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る港湾性格要素を抽出することができ，各要素ごとの取扱量を知ることに

よってそれぞれ性絡要素の強さが明らかとなり，00港のもつ性格を如実

に示すものとなる。なお，木論においては，その目的の上から各要素のう

ち最も代表的な商港的要素について推論を展開することをお断り してお

く。

3. 港湾近代化と港湾合理化

私は，港湾、社会の社会構造，経済構造，政治過程の3つの領域の中心観念

をそれぞれ近代化，合理化， 市民化（民主化ないし地方自治化）として，近代

化と合理化とは概念として全く違ったものであるとし，問題意識の場として

も異なった場に立つものと考える。しかし具体的には，この関係はメンドリ

と卵との関係に類し港湾、の構造的問題としてはいずれが先にある というべき

ものではないが，政策論的に港湾管理者の立場に立てば，まず近代化が先行

して体制を整え，その構造のもとに港全体運営ないし埠頭運営の合理化に進

むのが論理であるとするのは， 当然であろう。

そこで2つの概念をその木質から明らかにして行くために，青山学院大学

北見教授のつくられた図表 lを引用してその概要を述べてみたし、。（詳細は，

その著書「港湾論Jおよび論文「港湾の合理化と近代化の基礎条件」輸送展望96号〉

1) 日本は，その急激な資木主義的発展によって，封建社会から近代市民社

会へ移行したが，港湾は特殊な事情から一般社会から切り離されて取り残

され，港湾経済の性格は資木主義以前の段階に止まっていて，これがわが

国の港湾問題をきわめて複雑な内容のものにしている。

2) 資本主義的発展の段階で企業合理化が進み，港湾にも合理化の要請がで

てくるようになり，交通資本として投資しても効率があがるようになる

と，埠頭に盛んに投資が行なわれ，埠頭の専門化，専用化，機械化，自動

化へとその要請はっきるところをしらない。

3) つまり「合理化J理念は，企業合理化などと言われているように，生産
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図 表 1 『港湾の合理化』と『港湾の近代化』の概念とその関係

港湾の｜合理化」と「近代化Jの基礎条件 （参考〕
一「輸送展望」 No.96－一（北見俊民11.青山学院大学教授〕

〔国民経済・社

J!li業社会・港湾社会・行政
与の民主化

休 iliiJ的改善
人IHJI則係 ・生産関係制度的変革

国民経済と港湾の発展

（港湾機能の利用者と形成者のi出i和）
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性の向上とか利潤追及の方法で、あって，生産手段と労働力との合理的操作

が基礎になる。つめたくもいつまでも続く合理性の追及であるO

4) これに対して，もし港湾機能の利用者と形成者との聞の調和がとれてい

るならば，合理化とともに図表の右側に示されている近代化が平行して進

んでいる答である。ところが，前述の日本港湾の特殊事情から体制の上に

前近代性が根強く残されているために，合理化は大きな壁にぶちあたる。

社会構造上の変革，経済構造上の技術革新の使い方などが，その政治過程

において市民化， 民主化ないし地方自治化の方向に変って行ってないと巧

くいかないことが判ってくる。

5) つまり「近代化」理念は，歴史的概念に基く経済，社会のあり方や人格

善の追及や人聞社会の合目的な態度と関係する。いわば体制の問題である

ことが，その図表によく示されている。

6) なお1つの例として，最近協同一貫輸送（イ ンタ ーモーダ、ル ・トランス

ポーテーション） が大きな課題としてとりあげられているが， これも交

通資本の合理化理念を具体的に技術的に達成させる方法として説かれてい

る。技術革新で、あるとか， アメリカはこうであるとか， ヨーロッパの港

はこうであるとかというように，それが悪いというのではない。問題は，

ある企業の「合理化」を不用意に交通部門の「近代化」としてとらえてい

るところにある。量的に行きづまる。企業としては合理化のために直ちに

アメリカやヨーロ ッパを真似て採用しようとする。体制上の壁に行きあた

る。すく内に港湾管理者への不信，港湾法の改正の必要を主張する。また管

理者もこの主張にひきづられて右往左往し自分が港の主人公であること

を忘れてどう してよいかと迷い，責任のがれのような態度をとることが多

くなってきたので、はないか。

私は，港湾管理者がこの「近代化」 「合理化」の2つの概念を冷静に正

しくとらえ，後に述べるように現行港湾法の立法精神がこの「近代化」 を

体制としてとらえていることとを再確認するとともに，その精神の徹底を
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現実に追及して行けば，自ら「合理化」へつながる と信じているものである。

4. 政策論としての近代化と合理化

(1）序説

それでは問題を政策論に移すが，論旨を判りやすくするために図表一一一2

を作成した。前章で近代化， 合理化の概念を述べたなかで問題意識の中心 と

なるものについて明らかにしたが，それから私は問題意識の場 として， 近

代化は経営，合理化は運営であると一応割り切って，それぞれの場のなかで

推論を進めることとする。政治過程については，日本はその資本主義的発展

凶表ー2 政策論としての港湾近代化と港湾合理化

品見 品｜港湾近代化 ｜
品 、 IModernization I 

港 湾合理化
Nationalization 

l問題意識

の場
経.，；；；；

＊－的考察に基く

五li
A・久.,_, 
Eニs

｝浴の体制jのあり
2問題意識

生産手段と労働力の合理的操作を基臓とす

る。生産性向上，利潤追及の方法

のtド1心 方ないし合目的

性を考える態度
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配置 ｜ ｜理の一元化
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によって封建社会から現代市民社会へ移行したとする。政策論的にこれを表

わせば，経営，運営のそれぞれの場において，民主化，市民化ないしは地方

自治化の方向を見失ってはならないと思う。なおこれからの推論は，港全体

経営と埠頭経営との2つに分けてするが，その理由は同じ公企業の近代化，

合理化であると言っても，前者は公共そのものの枠のなかで近代化を先に求

めるのに対し，後者は近代化された公企業のなかで私企業体化による合理化

の方向を追及することとなって，自らこの両者には政策論として近代化また

は合理化に先後ないし濃淡の差があるからであるO

(.Z) 港全体経営の近代化

封建社会から近代社会へのプロセスは，いわば「権力から経済へ」の思想、

に裏づけられる。今まで、のいわゆる「港務所経営」を主体とした修策経営

は， リーフマンの分類（国，公共物の営む事業を公営造物，公経済，公企業

の3っとする〕にいう公営造物の範囲であって， 「もつばら行政原理によっ

て支配される消費経済的経営の程度」で権力の内容の方が多い。

港全体経＇，＇＠；を近代 化すると言うことは， 「権力から経済へ」， リーフマン

の分類にいう「公営造物」から「公経済」 （「公益を目ざしつつ実費主義的

最小費用の原則によるもの」〉，さらに 「公企業」〕営利経済であって独立機

構をもつもの」〉へと移行することを意味する。

このような考え方による港全体経営は，私企業のように営利追及を絶対の

目的とする狭義の企業とは違うが，やはり流通経済におけるー単位としての

経済的有機体であって，その事業の内容は港湾法第2条に示すものとなり，

その企業目的は港のなかにあっては既存施設との争い，港湾間にあっては自

由な港湾競争によって船舶すなわち貨物および旅客をその港に吸引し， 「取

扱貨物量の増大」および「港湾諸掛りの低廉化」をはかるための 「港湾販

売」にあるといえよう。ここまでは，凡そ現行港湾法によって考えられる最

大限の近代化であるが，これをさらに民主化，市民化ないし地方自治化とい



公企業経蛍としての港湾問題 11 

う政治過程をうらづけとして近代化を進めようとすれば，欧米にみるような

ポート・ オーソリティ制度の採用ということになろう。ポート・オーソリテ

ィーについてはいろいろのところで述べているのでここでは省略するが，日

本のように中央集権的官僚主義行政の強いところに適当するものは，Fしそ次

のような内容をもつことが必要であろう。すなわち，

(1) 政治より独立した衆知による民主的支配（委員制〉による地方自治の

特殊公法人。

(2) 独立採算制を徹底し自主的企業経営と適正料率の決定をはかる。

(3) 科学的経営管理と事務の機械化。

住） 設備の専門化， 専用化および機械化，自動化に徹する。

(5）港湾販売を徹底する。

φ） 埠頭経営の近代化

港全体経営を公企業と して考えると，埠頭経営もまず原則として第一義的

には管理者の行なう公企業と して考えることから始めるのが理屈である。そ

こで公物と しての公共規制が主となっている公共I車頭から，現行港湾法にお

ける体制あるいはさらに近代化を進めるとどのような体制および企業形態が

考えられるかを多少本質な問題にふれて考えて行く。詳細IIは学会年報8号に

「日本港湾におけるターミナノレ・ オベレーターの論理」と題して発表してお

いたので，ここではそのあらすじを述べるに止める。

① 1つの埠頭を構成する施設ごとに企業として成り立つかを考えて行

くと，水域施設，外かく施設は論外として，けい留施設，l臨港交通施

設，荷捌施設，保管施設，船舶補給施設，港湾、用地などもその運営ない

しサービス業務を併せ行えば充分に企業と して成り立つことが判った。

さらに一歩進めて埠頭全体の管理，経営，運営を一本にすれば有利とな

ることは当然で、，ここにいわゆるタ ーミナノレ ・オベレータ一方式の考え

方が生じてくる。
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「輸送上の発着点に貨客の移動を容易ならしめるための一切の技術的

設備」すなわちターミナル・ファシリティ ーズと「これらの設備によっ

て提供される用務」すなわちターミナノレ・サービスとを併せて一つの企

業タ ーミナル・オベレータ一方式となる。このタ ーミナル・オベレータ

一方式が，港湾法立案の際に今後の施設経営の方向と して法第12条との

関連において考え得るものであったということを改めて考え直して欲し

し、と思う。

②埠頭経営は， 少なくとも管理者自らが積極的にこれを公企業と して経

営する。消極的には公益の立場に立って私の行宇為を規制するのがたてま

えである。しかし法第13条の私企業の不干与の規定がある。また法第46

条で、はそれらの施設が公共の用以外に供せられることを阻止しようと し

ていることからみて， jヰi頭経営の企業内容は公共性をもつことを主張し

ていると言える。以上の 3つのことから言えることは，港湾法は公物法

であるから， 「私企業を公益統制する」いわば公益事業法的な考え方で

解決することを許さなし、。問題は必然、的に， 「公企業の私企業体化」 の

方向に進む。つまり公共という立法精神に従って許されるだけ法文を拡

張解釈して立法日寺の妥協による条文修正を元に戻すことが必要となるだ

ろう。 （前記論文参照〉。そしてこのことは，純行政経営（リーフマン

の公営造物〉から変化して行く方向を示したものであるが，現実の企業

形態はその時の社会思潮，経済組織構造に根源するものによっていろい

ろなものが考えられるO 在、は，ナチス以前のドイツにおける公私企業接

近化の実例から，日本港湾の現状において最も適切なターミナル ・オベ

レーターの企業形態として， 公私共同企業 および公有民営の2つを選

び，終戦後機会あるごとにJ:Jil頭計画とともに企業経営的考察による埠頭

経営方式を具体化することを努めてきた結果，前記論文に示すように，

直接，間接に関係して「ターミナノレ・オベレーターたることを期待して設

立された時頭会社」が既に28にも及んでいる。この実例によって，それ



公企業経伝としての港湾問題 13 

ぞれの設立趣旨，経緯，その時々の問題点をケース・スタディ 一的に纏

めれば，r:1木港湾における近代化，合理化の論理を実証的にうらづけす

ることができると考え，同志とともにその作業に着手している。 （日本

港湾協会：公私共同企業体による埠顕経営の笑↑市と問題点研究会〉

住） 港湾全体経営および埠頭経営の合理化

前述によって，日木港湾の近代化の体制が現行港湾、法体制lから，その立法

精神をふまえながら港全体運営tこついてはポート。オーソリティ方式へ，J阜

頭経営方式についてはタ ーミナル・ オベレータ一方式へ方向づけられること

を切らかにしてきたが，そのような体制を予測しながらその体制のもとでの

合理化方策を若々促進して行けば，合理化とともに近代化体制もまた実現し

やすくなる。そのような合理化対策とはどのようなものであるかを述べるの

が，この項目の目的とするところである。私は， 「港湾合理化Jを図表－2

にあるように，専門化，専用化， 機械化（自動化〉の3つの1m或に分けて考

えて行く。

まず運営の場において，生産（ないしは流通〉手段と労働力の合理的操作

を基盤とする生産性向上，利潤追及の此も適切な方法は，設備を機械化，自

動化し省人化することにある。

このために港湾では，同じ貨物が，同じ荷姿のもので，大量が，なるべく

同じ地域で取り扱われるようになるのが当然で‘ある。これを専門化と名づけ

る。またそのような方法がとられるようになると，なるべく少数のものの独

占すなわち寡占且つ白主的運営が資本主義的企業発展の当然、の姿であり，適

正な料率を決定することを目的とする独立採算制が採用され，公企業といえ

ども親方日の丸式のルーズな運営は許されない。従って埠頭別に公共支配に

よる会社的運営，優先使用， リース，経営賃貸借， 経営委託などによって私

企業的運営が行なわれなければならなし、。 これを専用化と名づけた。 機械

化，専門化，専用化によって投資効率があがれば， さらに機械化に投資が行
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なわれ，自動化，省人化が進む。

港全体経営については，東京湾，大阪湾など，「東京経済」「大阪経済」を中心

とした資木主義的発展により工業化，過密化，都市化をもたらしているところ

に特別な問題が起っている。港湾取扱量の増加，流通革新による埠頭運営方

式の合理化の要請急なるものがあるが背後の「流通」の場である都市地域はそ

の機能において，公害問題において全く行きづまっていること。沿岸各港の

発展を港湾性格要素別にみると，各港それぞれの港域のなかで同じような港

湾性絡要素の組み合せとなり，それぞれ相競合する段階になってきたととも

に各港とも各性格要素を画期的に拡大する余地がなくなっていること。従っ

てrl1民の立場に立って考えると，東京湾，大阪湾をそれぞれ一つの巨大都市

として考え，政策の第1としては中小企業問題，物価安定問題，社会保障問

題，物的商的流通問題（以上経済構造），住宅規準，公共施設，公害規準3 環

境保全（以上社会構造〉など市民生活権一シビ、ノレミニマムーの規準を例えば

地方公共団体連合協議体のごとき協同体によりっくりあげて行きながら，そ

のなかから公害なき地域社会の繁栄を求める都市ヴィジョンへ。従って政策

の第2の都市ヴイジョンについては，近未来（2000年代の初期〉を目標とし

都市問題，流通問題，災害対策，環境問題の抜本的対策の場として大港湾全

域の極限的利用をはかることとなろう。この実施のために前述の近代化体制

としてのポート・オーソリティが期待され，運営面の合理化については，専

門化（広域港湾として港湾性格要素の適正な配置〉 ，専用化 （公企業概念の

徹底，独立採算制の採用〉， 機械化（コンピューターによる情報管理，運蛍

管理の一元化〉において港全体経営の公企業的追及に徹することとなろう。

埠頭経営としては，コンテナー，スピード・トレーナーによってコンテナ

ーの荷役，貯蔵，蔵出し， 蔵入れ，小運搬が自動化され，またロ ー／レ・オ

ン，ローノレ ・オフ，ラッシュ船方式等が容易にとり入れられ，当然に直取り

はなくなり，総揚げ，総積み，総繋岸荷役が徹底し，クウィ ック・デスパッチ，

諸掛りの低廉化につながるとともに，現在の運世の 3つの壁と言われている
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公共使用の原則，船側受渡しの原f!IJ，港運業自営の原則の足かせを脱して，

一気に港湾近代化体制の実現を促進することとなると思う。逆に前述のよう

な近代化体制が合理化とともに進められていなければ，合理化もまた大きな

壁につきあたることを忘れてはいけない。

(5）結

－ 
;:; 

今私のところには， 機械化，省人化，自動化の技術革新の情報が集まって

きている。

港湾合理化が機械化から強制されてくることは必至のようである。また愉

送機関の技術革新から，輸送体系の綜合化政策から港湾合理化への風当りは

強くなるばかりである。

重ねて言うがそれが，港湾管理者への不信，港湾法改正の主張へつながり港

湾革命前夜ともいうべき問題意識にならざるを得ないで、はないか。港湾管理

者は，すみやかに近代化体制を整えて合理化を受けとめねばならない。もし

くは近代化体制への道をふまえて，進んで合理化にとり組まなければならな

い。それが港全体経営，がjl.頭経営の公企業的追及の徹底から始まると夜、は主

張しているのである。

5. 港湾販売論

。）序説

前章の結言で述べた港全体経営または埠頭経営の公企業的追及の第lは，

「港湾販売」である。ポート・セーリングという言葉は英国から始まってい

る。マンチェスター港は海に面していないので，貨物はリパプーノレ港を経由

していたが， 8000万ドノレを投じ運河を聞きくし，次のように措置して リパプ

ーノレ港経由より有利なることを13人のセールスマンを使って荷主に徹底的に

賃伝し遂にリバプール港経由の商慣習をマンチェスタ ー港に引きつけること

に成功した。
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(]) マンチェスター・シップ・キャナノレ会社は，船会社にマンチェスター

港への直接寄i濯を要請しリパプール港と同ーの海上運賃とすることに成

功した。

② さらに会社は，鉄道会社と交渉して，奥地の工業中心よりマンチェス

ター港への鉄道運賃を リバプール港へのものより廉くすることに成功し

~· h」。

③ マンチェスター港の港税，諸掛りを低肢にした。

その後このような努力がポート ・セーリングという言葉とともにカナダ，

アメリカ，涼の各国に行なわれることとなったが，その木質は商品の版売と

異なったものではなく，注意提起， 興味誘導，購売心の作興，服売の順序で

ある。しかしここでは「港湾販売」という企業目的のために，徹底した公企

業的追及を行なうために，必要な科学的な調査および予測について述べなけ

ればならない。その第1は，港湾性i各要素ごとの発展の可能性（港湾性格要

素の適地問題〉およびその方向（港湾性格要素の性格問題〉を求めること，

その第2は販売市場の範囲を求めて港湾性格要素ごとの規模を予測すること

にある。これが基礎となって初めてポート・セーリングの活動となるのであ

る。

(2) 港湾立地論

①方法論としての立地論の価値

木論が港湾販売の方法論の第1段階に立地理論的考察をとりあげたのは，

社会的生産の一部門としての港湾経営が工業生産と全く同じような段階にあ

ると考えたからである。そこで， 第 1に企業としての港湾経営は強力な特権

を与えられた独占的公企業で、あること。第2に国はその発展に共助する反射

として国家経済計画からみた制約を港湾、経営に刻して要求していること。従

っていかなる企業的発展のプランも，国民経済，地域経済内の各港の港湾性

格要素の合理的配分（つまり配置および構成〉の諸原理を究明しなくては，
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未完成であると考えられるつこの問題は，今まで港全体経営の問題追及にと

りあげられたことがなかったばかりでなく，港湾管理者が公企業的追及にと

りくむ態度に関連があるので， ｛yljを東京， 杭￥:G~可港にとって具体的に掘り下

げて見ょう。港湾法制定以前においては， 国は， 横浜港を外国貿易港（甲

種，乙種商港的要素，工業港的要素） として政策的に発展させるために，東

京港を単なる市内消費港（乙種商港的要素の一部，丙種，丁種前j港的要素，

木材港的要素など）として水深を（一） 6 m以上とすることを強権をもって

許さなかった。この間両港の摩擦は大きく政治問題として調整するに非常な

困難があったが，体制としては一応国の権力によって経首方針の競合を避け

るようになっていた。しかるに港湾法は，他の必要から地方自治による港湾、

行政の統一，公共性の担保および経営の効率化をはかるものとする。東京都

および杭浜市は，それぞれ原則として自由な港湾競争の立場に立って，その

企業的発展のプランを計画し， 実施できることとなり，国の制約はわずかに

国の共助の反射と して最小限の監督権限のみとなった。東京は，一応過去の

強圧的な制約を除かれ，新たな観点から再検討されることとなり，必然的に

その規模は大きくなって行く。

両港の企業的発展のプランの相競合する可能性は多く，そのいかんによっ

ては国民経済，地域経済に大きな影響を与えることも起り得る。法は，この

ような場合の企業的プランの合理的調整を管理者に要求している。 すなわ

ち，東京都および横浜市のたてる同港の企業的発展のプランにはそれぞれの

港湾性格要素の合理的配分（つまり立地論的考察〉が充分に導入されていな

ければならない。それでなければ，両港における企業的発展のプランの調整

は非常な困難にうちあたると考えたが，既に現実にその状態にうちあたって

いるO すなわち，立地論をと りあげるべき状態にあると思わざるを得なし、。

それでは，木論にとりあげる立地問題はどのような範聞のものであろうか。

「港湾経営の直接的目標が経済性の不断の追及にあり，立地問題もこの目

的達成のための基木的前提である｜浪札 立地理論はまず港湾経営それ ／~I 体の
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よって立つところの技術的基礎，およびかかる技術的過程がそのもとに営ま

れる経済的諸関係，ならびにこれらと復合する一般社会的諸 関係等につい

て，それぞれ分析し，これらの｜調連を求めることが絶対に必要である。しか

も経済性は現在経済機構のものにおいては価値関係として現われ，従つで港

湾立地問題は価値計算にまで掘り下げられて始めて真に港湾経営の一分野と

しての価値を見出し得るものである」。以上の記述は，工業立地理論におけ

る「工業生産」を「港湾経営」とおきかえたものにすぎないが，よく港湾経

営の一分野と しての港湾立地問題の範囲を明らかにしていると思う。 しか

し，もとよりこのような大きな任務は木論のょくする ところではなく 3 まず

わが国において一定の地理的場所に港湾が発達した原因はfnJであるか，この

原因は立地因子として，いかに特質づけられるか，これによってある港の立

地機構を求めるとどのようになるかを推論し価値計算への道を聞いたにすぎ

ないが，現象研究の分野においては一応方法論的に，すなわちある港湾経営

のためにはどのような種類の荷現象を分析研究する必要があるか。従ってど

の点に対策を求めれば企業：的発展のプランとすることができるかを，多少と

も科学的に究明することができると思う。

② わが同の立地問題のあり方

元来立地理論は AlfredWeberがその著書 “ReineTheorie des Stand-

ortes" (1922）において提唱して以来，経済理論特に個々の工業に関する立

地研究として発達してきたが，交通機関としての港湾の分野において立地研

究をとりあげたものに ErichA, Kautrz“Des Standorts Problem der 

See hafen” （1934）がある。 その理論を詳細に述べることは省略するが，

Kautrzは Weberの立地理論を継承し，港湾の立地理論を純粋経済理論的

に発注させて，輸送指向，労働指向の3つの立地因子を抽出したが，発達し

た市場の実在，活発に活動する取引所，代表的商社の状態，海岸都市におけ

る人口集中などの困子は，不可：吊なものとして立地理論の；構成より除外され
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また海外の関連ある港湾の位置，背後地における発達および荷受場所は決定

されていることを前提としている。すなわち Kautrzの推論によって，私た

ちは，港湾立地の研究のあり方を知ることができたが，絶対的な超地理的な

純粋理論が具体的現実を把握し得ないように，木論においてはさらにわが国

の港湾発達の特殊事情を考慮にいれなければ，あるいは港湾という概念をさ

らに分解しなければ，木論の目的とする港湾販売の方法的基礎とすることは

できないと思う。

この理論的根拠をここに一つ一つ詳述することは省略するが，これを要す

るにわが国の港湾経営の方法的基礎としての立地機構と超地理的な純粋経済

理論による港湾立地理論とは，おのずから相違せざるを得ない。本論の港湾

立地機構は，現在わが国の港湾において歴史的に構成されている立地態様を

土台として出発しなければならない。これによって港湾経営が行なわれては

じめて港全体経営の公企業的追及が有効に働き得るものであると考える。す

なわち本論の立地問題は次のごとく展開する。

(a) わが国において一定の地理的場所に港湾が発注した原因は何であるか。

ω） この原因は立地因子としていかに特質づけられるか。
(c) これによってある港の立地機構を求めるとどのようなものとなるか。

③ わが国の港湾発展と立地態様

わが国は四聞海に囲まれ海運の利用は古くから聞けていたが，l肌船の時代

には沿岸貿易を主としていて，港は天然の地形の適当なところに限られ，港

聞の距離はほぼ帆船の 1日行程の海上距離であった。その当時の港湾の立地

因子は「海岸の位置」および「海洋の位置」であり，これらの港湾のうち背

後地が経済上有望なものは自然とそこに都市的集落の生成発達を見，さらに

それが港の発達を促進せしめた。その後造船および航海技術が進歩してくる

と， 「海洋の位置」， 「海岸の位置」のみに立地する港湾は，自ら表亡の道

を.iiliっている。 例えば坊津港（鹿児島県〉は，大件，琉球との間の帆船渡航
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地点とし潮流，恒風，海上最短距離においてすぐれていたこと。また宮津港

（京都府〉は，大阪，京都への百石－舟の 1日行程の沿岸寄港地であり，経ケ

11111の難所を控えての避難港であったことによって帆船時代に栄えたが，造船

および航海技術の進歩につれて，唯一の発達因子を失い他に特殊な立地因子

を有しないので，昔日の繁栄を維持することができなかった。これに対し大

阪港は，河口という ri毎岸の位置」において生成し，陸路の不使な時代に京

との最短交通地点として発達したが，造船航海技術の進歩および陸上交通の

発達した｜時代となっても ， 生産地であり大消~！，（’地である，近畿地方を背後地

としてもっていることによって，ついには築港上の技術的困難を克服し典型

的な人工港と して発展を続けている。しかるに，わが国が明治維新聞固によ

って世界と相通ずるようになると，造船，航海技術の進歩と相まち，富国強

兵，殖産工業の国策による新たな港湾の発生を見るに到った。 明治末期から

大正，昭和にかけて国はみずから横浜，神戸，敦貨，関門瓶l挟，下関，門司

を含む北海道各港， 苅田の諸港を国首をもって修築した。 横浜は生糸の輸

出，ネqi戸は綿花の輸入を主として使利なように外かく施設，埠頭，倉庫，税

関，取引所，検査所を配置して，国政を投入または助成し，財閥に船を与え

て外国貿易を行なわしめる拠点をつくった。敦賀の1万屯岸壁，大陸作戦の

兵たん基地として国鉄をして北鮮との聞に連絡船航路を設定せしめた。これ

は後に潜水鑑への恐怖から博釜 朝鮮鉄道の経路に変更されている。関門海

峡の掘さく水深は，連合舷隊の日本海への通路として重要な意味をもってい

た。北海道の各港および苅田港は，小栂，稚内の商港的要素ならびに漁港的

要素の北海道拓殖のためのものを除けば，政府のねらいは中央資木による石

炭の開発にあったことは明らかである。この大港集中方針の後，国内産業の

発達にともなってまたは国土開発を目途と して，地方海岸都市に中小港湾の

改良修築を実施した。この場合注意しなければならないことは，第 1次に位

置された大港湾は（東京，大阪，名古屋などを含む〉中小港湾発達の素因を

培養し， 第2次に位置されたに｜コ小港湾と密接な関係のもとに相寄り相扶けて
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発達してきたことである。すなわち，わが悶においては，大港湾は純粋な経

済的悶子による立地のほか多分に政策的その他の因子によるものが非常に強

く， また巾小港湾はある限度までは大港湾と港湾j涜争をしない一大港湾と異

なった性格要素を切らかにして発達するよう行政的に指導されてきた。つま

りわが国の港湾の立地機構は，大港湾と中小港湾、との生成発達の順序および

性格が政策的に区別されていたために，わが阿の特殊な立地機構をつくりあ

げていると言うこ とができる。もちろん各港の史的生成根拠とその港の立地

関係とをかるがるしく一致せしむべきではないことは言うまでもなL、。それ

ではこのような柏市殊事的のあることを頭におきながら，地方自治的に生成発

展した大阪港と， 悶),j'~的に近代的修築された航浜港に例をとって， その史

的発展の後を辿り，わが同港湾の特殊な立地態様を追及して見ることとした

し、。

A 大阪地のとu或と発jよ過程一一大阪港の生成は古く，近畿平原への！加が

かりの良好なことから（l'..I然的因子，地理的因子〉その地理的場所を占

めたものであるが，貨物の集散にともなって楽落を形づくるようになる

と，ょ うやく港の形を備えるに到った。中世一ーまだ陸上交通の不使で

あったnH~~·こは，外国あるいは国内各地からの最短交通路と して発達し

ていった。 三抑，｜姐，店ーとの交通は顕繁を加え，奈良朝代にも大和から

海上に出るllf('ーの泊になっていたが（自然的因子，地理的因子，社会的

内子〉，平安朝時代兵庫港が利用され，足利時代にはさらにその繁栄を

堺港に奪われ，大｜奴港はただ色i.'.Jllの河口とし存在したに過ぎない｜時代も

ある（社会的肉子，地理的悶子，経済的因子，自然的因子〕。豊臣秀吉

が大阪に居以を定め，堺商人を招致するに到って（社会的因子）再び海

上貿易を復活し，東西総務H，道頓抑などの閃さくも行なわれ（資本指向〉

地理的優秀VI:.に加えて経済力が充実された（経済的因子〉。さらに徳川

llH＼；に入ってから全国荷大名の蔵屋敷が各河川筋に設けられ（社会的因

子〉 ，多量の米穀が国もとから愉送される一方（経済的因子〉，運河の
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開さく ，港の改良（資本指向〕などにも力がそそがれ，江戸の政治中心

に刈し経済中心となるに至った。ために大阪港の立地はゆるがなかった

（経済的因子〉。この間の工事の代表的なものは安治川の閉さくであっ

た（資本指向〉。明治元年開港（社会的因子〕となった頃には，造Jtiお

よひ

因子〉 としての欠点がようやく暴露されてきTこが，その経済的立地条件

（経済的因子〉の強さは，第1次，第2次大阪港修築工事（資木指向〕

を実施する原動力となり，典型的な人工港と し躍進の一途を辿るに至っ

た。これはもちろん築港技術が進歩したためであるが，その背後の経済

力が多額の建設費をかけても大阪港の立地を決定させたので、ある。ここ

に注意しなければならないことは，わが国の多くの港が多かれ少なかれ

国策的にその発達が援助されてきたのと違って，明治以後の大阪港は独

自の立場で主としてその経済的立地条件により立地し発達してきたこ と

である。以上の生成発達過程を経て大阪港は現代に至ったものである

が，戦争に余り影響されない昭和10年について大阪港がどのような情勢

にあったかを概説すると

大阪市を中心とする大産業地域を背景とし（陸連指向， 労働指向〉，内外交通の

要衡を占め （航路指向，都市指向，泌距指向〉 港湾施設の整備に伴って〈花！地指

向，水深指向，施設指向，資本指向〉貿易の発展いちじるしくついに出入貨物屯

数はわが国の首位を占め，さらに発展の一途を辿りつつある。外国貿易において

北米，満支，南｜洋，印度方面との取引多く（海運指向〕輸出額は綿織物その他の

工業製品を大宗として1,856,395屯（649,243,399円〕輸入額は工業原料を主とし

て4,919,399屯（574,949円〉であってく出入貿易額対比指向，積荷要素指向〉，

旅客および定期船物資を大宗とする神戸港とその性格を異にしている（経済指

向〉。内閣貿易においては，瀬戸内海沿岸各航路の基点として四国，中国，北九

州方面の物資交流の中心であって（海運指向〉 ，移出額は鉄鋼および同製品，木

材，綿織物などの工業製品を主として5,224,526屯（381,064,686円〉移入額は工

業原料を大宗として 13,632,767屯 (1,406,954,360円）であって大阪港が大阪市

を中心とする大産業泌湾であることを如実に示している Cl±＼入額対比指向，和や7
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必j素Ja1i'iJ）。安治川，木津川の河口附近は，金属，機械，造船等の工業地帯を形

成し工業生産力はいよいよ盛んな状勢にあるく工業指向〕。船舶修理施設，船員

厚生施設，代表的商社，取引所など存在し，神戸港とともに西日本における海運

の線拠地である（慣習指向〉と同時に，背後に日本の代表的な文化地域を有し，

（人文指｜句〕 ，交通上地方プロックの代表的都市の門戸としての位置にある（都

市指向〉。

B 横浜港の生成と発展過程一一安政6年開港（政策指向〉当時の横浜港

は，横浜村というー漁村にすぎず，単に江戸に近く（都市指向〉政治的

に江戸から適当な距離をもっ（政策指向）天然の泊地（泊地指向〕であ

ることにより選定されたものであるが，明治中期に到り世界通商により

国富の増強をはからんと して政府が対外貿方針を決定した当時，横浜港

を選定した理由は

a. 対米航路との関係一一海洋の位置（航路指向〉

b. 東京（政治の中心〉 を背後に控えて日本の玄関としての位置一一海

洋の位置（都市指向〉

c. 天然；港としての拡築関係一一一海岸の位置（泊地指向，水深指向，資

木指向〉

d. 対米通商に対する背後地の経済的見透し一一背後地の位置（経済的

因子〉

e. 貿易商社などの存在（慣習指向〉

f. 既に存在する海岸都市の存在（都市指向，労働指向，人文指向〕

などにあったと思われ，その後の躍進もこれらの立地因子をもって発達

し現在に至ったものということができる。さらに推論の都合上大阪港の

場合と同じように，戦争によって発達過程の歪められない昭和10年当時

の横浜港の港勢をみると

｜到際航路の終端港（航路指｜旬〕および寄港地（港距指向〉として，来日本の説、治

（政策J旨｜旬） であるとともに首都の対外門戸 （都市指向〉であり，一方京浜工業
地帯の発展にともなって工業港とてのIft要性を加えんとしていた。外国貿易にお

いては，北米を主とし，消j世II，被州，印jぷ，欧洲方面を取引J山（海運指向）と
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し，輸出は生糸および綿織物の1.078,, 000屯（60¥1,457, 000円〉 輸入は~l~i 1l1 ， 石

炭， 木材などの6, :,063,000屯（630,029,000円〉。内凶貿易は内回全地域に~；，；；が り

移：±：は石炭，鉱打t1，木材等の4,30Li, OOC「1, ( 418, 119, 000円）移入は工業阪本lおよ

び石炭の3,991,000屯（262.133,000円〉の状態にあった （l:l:l入貿易額指向，私有j

要素指向〉。船舶修理設備，船具商，代表的海運TI'ti主L取引所，市場船fHi二）苫な

どの存在 （慣習指向〕によって口木における海巡の似拠地であるとともに1＇~後地

は「｜木における最大の文化の＂ I寸心土l!lでめる（人文指向〉。

以上大阪港および杭浜港の生成発述過程を述べたが，この記述を通観し

て明らかなことは，両港ともに甲種陥港的要素の発展の原因として幾多の

共通な立地因子を析出することができることである。同様な作業を乙種，

丙種，丁種商港的要素，工業港的要素などのそれぞれ代表的な港について

行なうとその程度において強弱があるが上述のいろいろな原因すなわち0

0指向を見出すことができる。ただこれはある港の 「なまJそのものの史

的生成根拠にすぎないので，立地因子としてさらにこれを特質づける作業

が必要となる。

④ 港湾性格要素の立地機構

さて前節に述べた方法を使って，大，仁｜コ，小港湾（ここでは甲極，乙

種，丙種，丁種商港的要素が代表的要素である港湾〉の生成発注過程から抽

出された「なま」の史的生成根拠（一応00指向と名づけたもの）につい

て大，中，小港湾の関連を求めて，立地l週子と して特質づける作業を行な

う。例えば，地理的因子のうち航路折向については，甲種n:H港的要素は世

界一周fijjt路，対欧，対米航路に沿うか，近い位i丘にあることが決定的！，（；j子

である（最強〉。乙種におし、ては 刻アジア地域航路に沿うか，近い位置

にあることが決定的であるく強）。丙種は圏内各地域連絡航路（やや強〉。

丁種においては航路指向の立地因子としての比重は小さい（弱〉 。さらに

特殊物資積出港的要素，工業港的要素，漁港，遊覧港ts:.どの性格要素は既

存の航路によって決定づけられることは少なく（弱〉，鉄道連絡港的要
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素，避難港，観光港的要素は既定航路に沿うか，近い位置にあることが決

定的因子となる（最強〉。同様の作業を各立地因子の00指向について，

各港湾性絡要素の関連を求め，最強，強，やや強，弱の度合に特質づけて

一覧表としたものが図表－3である。

図表－ 3 

正竺
商工的要素 特資殊事~物出工業港鉄道連 特殊港的要素

甲種｜乙種｜丙種｜了種港的要的要素絡要港的素漁港11~111 1：：＝ン品｜蓄覧｜露光
素

(1) 地理的因子

1. 航路指向最強 強 強 耳目 ~~ ~~ 最強 ~~ 最強 最強 ~~ l'li強

2. 都市指向最強最強相当強 gg ~~J gg ~iJ ~~ g~ ~~ 日虫 最強

3. 港距指向最強 強 梢強 ~~ giJ g§ 耳目 耳目 最強 最強 ~§ 強

(2) 自然的因子

1. 7EI l也指 ｜旬i員強最強最強iii強 最強 i忌Sftl i成強 i設強最強 最強 最強最強
2. 水深指向 ＊強最強最強l及強 i込~rtl iiX:U11 最強 I円反o!ilft主強 最強 J誌強最強
(3）経済的因子

1. 愉送指向

イ 径路指向最強i最強最強最強 JiX:強 最強 最強 ロ司コ司 g§ g§ ~g ~~ 

ロ ｜控運指向)ji強最強最強最強 最強i梢強 粉強 g~ 1コ3コ司 g~ 耳目 g~j 

海運指向最強最強最強最強 精強i精強 科j強 最強 gg g~ gg gg 

2. 対1封入比貿指易額向i品質最強 強 ~~ ~~ 日号 司ア2主＇／ ~~ g~ ~g ~~ ~g 

3. L指T荷袈索向 日虫 最強最強坂出再 ~~ 利mi 利・n1i羽tr5！虫 gg gg gg 司ロロ》

4. 荷役!J,＇（指｜旬

イ 労働指向i同窓i副虫 5験 fi~J羽1 最強ii設Utu i員U1tfi!J強 ~g 強fr主 g~ g~ 

ロ 施設指向最強最強 強 l'f1J強i最強 M:Urt1 it:.l:Urt¥ 精強 ~g 最強 i耐強iii強
5. 資木指向 jJIJ 梢強 強 最強 1門民~·、r!J.¥ ft＇豆5.dl ff'JU;虫 利~5.蜜 ~~ gg ft日虫最強

(4）社会的因子

1. 政策指向 司コ令ロ'i 司自 強 ~~ ~~ コ司司コ g~ 

2. 人文指向 1及1危i強強弱弱 giJ iJIJ コ＞Jコ,,, ~~ ~~J 最強最強

3. tl’i習指｜句i設U1l最強強弱約強 iJg IN 日虫 コ司コ司 強 ~~ ~g 

このうち経済的因子は特に重要なものであるので，その特質づけの論理を

明らかにしておく。

経済的因子については，木論に言う「港湾」 ，特に商港的要素の機能の
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直接的目標は経済性の不断の追及にある。従ってその立地は，経済的困子

を主体として構成されることは言う までもない。

(1) 輸送指向，港湾を通過すると予想される主要貨物の発地と仕向地との間

の輸送ができるだけ輸送費の廉くなる方法によろうとする傾向のあること

は，港湾の立地が輸送に指向することを示し，各商港的要素について普遍

的に決定的（最強〉である。この輸送指向は港湾立地機構の主体をなすも

のであって本論の方法的基礎の重要な部分であるので，いま少し具体的に

その内容を追求することとしよう。

海外の発地から内陸の仕向地への輸送過程を分析して考えると3つの要

素から成立っていることを知る。すなわち，海外港より港湾までの海上輸

送くまたはその逆），港湾における輸送機闘より他の輸送機関への貨物の

積換。港湾より内陸地点までの陸上輸送（またはその逆〉である。

これを幾何学的に言う と， 海外港と内陸地点とが貨物輸送過程の立地図

形をなし，これに対して第3の要素である港湾の積換場所が決定される。

この立地図形をなす多角形の各頂点（それぞれの海外港または内陸地点〉

は，一定の分力をもって港湾の立地を自分自身の方向に吸引するが，その

分力が平衡して静止するところに港湾が立地するものである。このこと

は，ある工業過程において消費場所と材料所在地とが工業生産過程の立地

図形をなし，これに対し第3の要素である作業場所が決定される関係と全

く同様に考えられる。

この立地図形のなかで港湾の立地がどこに定まるかについては，さらに

次のように3つの考え方に分析して推論することとする。

1. 経路指向 第1は， 1つの海外港及び1つの内陸地点を考えると，旅客

あるいは貨物の種類によって，海運を主とする輸送経路により強く指向す

るものと，陸連を主とする輸送経路により強く指向するものとの2つがあ

り，この区別は， その貨物の単位当り陸上運賃の比率いかんl)tびに迅速で

あることを必架とするか及び逆nの低廉なことを必要とするかの2つの要
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求の強さの比率によって決定される。すなわち，海運経路を主とするか，

陸運経路を主とするかの輸送経路の範囲によって港湾立地を指向せしめる

ものを経路指向と名づけることとする。一般的には，迅速を必要とする旅

客，特殊貨物（貴重品）及び陸上，海上運賃の聞きのない軽重量の貨物は

特に陸運を主とした交通最短距離に，また海上運賃が陸上運賃よりはなは

だしく低廉な重量貨物は海運を主とした経済最短距離に，港湾立地を指向

せしめる。このことは，港湾の立地が海外港の方に強く牽引されるか，内

陸地点の方に強く牽引されるかの輸送経路の範囲による指向を示すもので

ある。

例えば，図－1において海外港Aより内

陸地点Bへある貨物を輸送せんとする場

合，輸送貨物数量 W，海上交通距離 α，

｜生上交通距離 b，輸送貨物単位当り海上運

賃 ρ，陸上運賃 q，海上l愉送速度 u，陸上

愉送速度uとすると，

A 

(A）迅速を必要とする旅客，特殊貨物または 図－ 1

。＝qのような貨物においては， W (a/u+b/v）が最小となるような位置
に港湾 H1の立地が指向する。すなわち， u<uであるから，。くb－陸連
を主と した経路に指向する。

（同 ρ＜q である重量貨物においては， W（αρ＋bb）が最小となるような位

i置に港湾 H2の立地が指向する。すなわち，ρ＜qであるから，α＞b一一一

海運を主とした経路に指向する。

2. 陸運指向 第2~こ ， 多数の内陸地点 と ， 港湾とを考えると港湾の立地は

移l±l入貨物量の最大発着地である内陸地点の方向に指向する。すなわち，

各内陣地点よりの｜時上運賃の総和が最小な方向（これは同H寺に，輸送時間

の総不j］の最小な方ffrjであるが）に桁向するものを｜；棋連指向と名づけーること

とする。
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例えば， 図－2において港湾の立地場所

を H，内陸地点を B1,B2, Ba, B4，とする

場合， B1H,B2H, BaH, B4H, 聞の貨物数

量をそれぞれ ん，b2,b3, b4，輸送貨物単位当

り陸上運賃を q とすると，q(Wム＋W2

b2+ W3b3＋下九九〉 の最小となるような位

A1 

B, 

l置に港湾Hの立地が指向する。すなわち， 図－2

W1, W2, Wa, W4, の最大なものを W1とすると ん が最小となり，B1の

方向にHが牽引される。

3. 海運指向 第3には，多数の海外港と港湾とを考えると，港湾の立地は

輸出入貨物量の最大発着地である海外港の方向に指向する。すなわち，各

海外港よりの海上運送費の総和が最小な方向（これは同時に，輸送時間の

最小な方向であるが〉に指向するものを海運指向と名づけることとする。

例えば，図－ 2 において港湾の立地場所を H， 海外港の位置を A1,A~ ・

Aa,Aむとする：場合，A1H,A2H, AaH, A4H，聞の貨物数量をそれぞれ Qi,

Q2, Qa, Q4，海上交通距離をそれぞれ G1,Cl2, G3, Cl4，輸送貨物単位当り海上

運賃を ρとすると，ρ（Q1a1 + Q2v:i + Qaaa + Q4a4）の最小となるような位

置に港湾Hの立地が指向する。すなわち，Qi,Q2, Q3, Q4の最大なものをQ1

とすると Cl1が最小となり，Aiの方向に Hが牽引される。

以上の作業によって，輸送指向という概念は解体し，独立した3つの立

地因子一一一経路指向，｜控運指向，海運指向ーーーのそれぞれについて今後の

般論を行うことと したが，これによって今まで不明確であった諸問題を明

らかにできる。木節の範囲においては，各商港的要素の立地は3つの立地

因子のし、ずれについても同様に決定的（最強〉であることに変りはない。

商港的要素以外の性格要素についてはその作業の詳細は省略するが，この

3つの立地因子についてそれぞれ指向性の強弱をもつことが明らかとなっ

~駒，」。
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それでは次に図表－3において， 1つの性格要素をとりあげてみる

と， その欄に記入されている最強，強，やや強弱の4つの言葉の表現する

ところのものは，それぞれの立地因子がある性格要素の立地を決定づける

比重度を示している。私はこれを「立地因子の比重」と名づけた。

例えば，丁種商港的要素の立地を決定づける比重度の強い立地因子は，

一覧表によって，泊地指向，水深指向， 経路指向， 陸連指向，海運指向，

積荷要素指向，資木指向などで労働指向，施設指向はこれに次ぐが，これ

らの立地因子だけについて次節に述べる強度計算を行えば，その港の丁種

商港的要素の発展の可能性を知ることができる。

すなわち，図表－3は各港湾性格要素の立地機構を示しているが，その比

重度の表現するものは前述したよ うに絶対値的なものでなく，1つの立地

因子について性格的要素聞の相対的な度合を表現するにすぎないことを注

意されたい。しかし，もしこの表に価値ありとすればある港湾販売のため

にどのような種類の現象を分析研究する必要があるか，従って，どの点に

対策を求めれば企業発展のプランとすることができるかを求めることがで

きることであると思う。

さて，ある港湾性格要素の立地を決定づける立地因子の構成が切らかと

なったが，これだけでは港湾立地問題は，港湾販売の一分野として，その

価値を発揮し得るもので・はない。問題はさらに各立地因子の強度計算にま

で掘り下げられることを必要とする。

いま，ある性絡要素についてそれぞれの立地因子の強度が計算されると

すると，比重とあわせ考えることによって，例えば， 2つの同じ性格要素

の適地のいずれがより発展の可能性をもつかを判定したり，またはある港

のどの点を改良すればその港をより発展させることができるかを明らかに

することができると思う。しかし， 前述したように港湾，特に商港的要素

の直接的目標は経済性の不断の追及にあるとすると，経済性は現代経済組

織のもとにおいては，価値関係として現われ，具体的には企業としての港
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侭 1

湾経営の経営計算と して現われなければならない。本論の意図する終極の

目的もここにあるが，ここでは各立地因子について強度計算の尺度となる

事項を列記することにとどめておく。
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ゆ） 港湾背後地論

fjJj章において，港湾管理者はその港のどの性格要素に発展の可能性がある

か，あるいは性格要素のどの点を改良すれば発展するかを知る方法を明らか

にしたが，この章ではその性格要素の改発または改良の目標はどの程度であ

るか，それを知るためにどの範囲が販売市場と してよいかを求める方法論に

ついて述べることとする。

a) 背後地の定義と性格による分類

少しでも港湾に関心をもっ者は，背後地と言う言葉をよく耳にし，まずこ

口にする。私もまた港湾に関係してから，港湾、を開発し，造り，発展させる

ものはその背後地である。港湾、の社会経済的研究ないし港湾販売の木質は

背後地を追及するにあるとの感をますます深く している。 しかし，これが

観念的に問題とされているうちはよいが，笑際にある港の背後地を求める

こととなると，その範囲は大きくもなり小さくもなり，なかなかこれを客

観的に定めることはむずかしい。例えば，敦賀港の人に聞けばその背後地

は東海地方を含み，名古屋港の人に聞けばその背後地は敦賀市に及んでい

る。いずれも一応の根拠をもっているものとすれば，名古屋港と敦賀港と

の問には当然激しい港湾競争が行われていなければならないが，国全体の

港湾の配置から見てもまた現実においても，それほどの事実を認めること

はできない。この見かけの矛盾はいろいろの疑問を生む。背後地にはいろ

いろの段類があるのではなかろうか。同じ種類の2つの背後地の聞には立地

的にどこかに境界があるはずではないか。これらの一連の疑問を切らかに

するためにはまず「港湾の背後地」と言う言葉を定義づける必要がある。

すなわち， 「港湾の背後地とは，港湾経営の観点からその港湾を開発販

売するための陸地域の勢力範囲を言い，その港湾の立地条件からみて，海

運により閤内に出入する貨物及び旅客は当然、その港を通過すると考えられ

るものである」。
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この定義によって明らかなことは，ある港の背後地の範囲を経済理論的

に追及することができると言うことである。その経済理論的な背後地の範

囲は， 「し、かなる港湾をも，経済的に無理なく発展せしめる」ように立地

的に仮定されるものであって，現実にはそれぞれの港がこの理想の範囲を

目標に，自由な港湾競争を行っているものと考えることができる。

言い換えると， 経済理論的な背後地の範囲とは，同種の港が同ーの条件

のもとに自由な港湾競争を行った結果落ちつく姿であると思う。

ただ港湾問題を理論的に追及しようとするには，背後地（陸上勢力圏〉

のほかに前方地域（海上勢力圏〉をも明らかにする必要があるが，木章の

推論の範囲ではないのでここでは省略する。

次に，木節の官頭に述べた疑問を解決するために，この 「背後地Jと言

う概念をさらに分析してみよう。

はじめに「港湾」と言う概念を分析しいくつかの港湾性格要素の集合

体であFとしたがその性格要素の定義を見れば，この分類の基準はその要

素を通過する人の流れ，物の流れの目的及び方向別にあることに気がつか

れると思う。港湾とその背後地との関係もまた，前述の定義からみて，人

の流れ，物の流れによって表わされるものと d思われるので，同じような分

類基準が背後地の性格的分析にも使用される。すなわち，ある港の背後地

はその港の各性格要素別の背後地の集成であると言うことができる。従っ

て「ある港の背後地」と言う概念は解体し，今後の推論は各性格要素ごと

の背後地について作業を進めることとする。

b) 背後地の経済理論的範囲

前にも例示したように， 「商港的要素の機能の直接的目標は経済性の不断

の追及にあるJ。従って，同種の港湾性格要素は自由な港湾競争によって

それぞれの背後地を拡大しよ うとする。

木論に言う経済理論的な背後地の範囲は，このような港湾競争の結果落

ちつく姿， つまり，その定義からも明らかなように， 「いかなる港湾を
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も経済的に無理なく発展せしめる」ように立地的に仮定されるものであっ

て，現実にはそれぞれの港がこの理想的な範囲を目標に港湾競争を行なっ

ているものと考えるO

それで、は，この経済理論的な範囲を求めるために各港湾性格要素ごとの

立地因子とその背後地との相関関係を追求してみよう。

第1に，地理的因子のうちで背後地との関係をもっているものは都市指

向である。甲種商港的要素の立地が日本の代表的都市（特に東部中部西部

の代表的政治都市）にひきつけられると言うことは，その背後地がその都

市を中心としその数だけ国土を分轄したものであることを示している。ま

た乙種商港的要素の立地が経済地理的地方区域（または地方行・政区域〕の

代表的都市に指向することから，その背後地はその都市を中心とする経済

地理的地方区域であることを知るが，丙種及び丁種商港的要素その他の性

格要素の背後地の範囲については，都市指向はあまり重要な関係を示して

いなし、。つまり，都市指向との関連においては，ある種の港湾性格要素の

背後地としてその都市の数だけ国土が分けられることはわかるが，その分

轄の境界を明らかにすることはできない。

第2に，経済的因子のうち経路指向についてみると港の立地は，輸送経

路が陸運を主とするか，あるいは海運を主とするかによって，輸送時間の

最も少ない方向にひきつけられるかあるいは輸送費用の最も少ない方向に

ひきつけられるかによって全く異なった問題となるものであるが，このこ

とは，旅客，貴重品， l怪い貨物と重量貨物とに対する背後地が，ある港湾

性絡要素においてベつべつに存在することを示している。

第3に，経済的因子のうちで背後地の範囲に最も重大な関係をもつもの

は陸運指向である。前に各商港的要素の立地は仕出地または仕向地である

内陸地点と港湾との聞の運賃の総和の最も少ない方向にひきつけられるこ

とを述べたが，このことから，ある港湾性格要素の背後地と隣接する同種

の港湾性格要素の背後地との境界は， 「2つの港へ等しい運賃で貨物を
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運ぶことができる内陸地点」の軌跡で示されることを知る。いまOをある種

の港湾性絡要素の地点， AをOと同種の港湾性格要素の地点としてOから

Aへの輸送経路のうち任意の lつをとり出し，その経路はOからある地点

までは鉄道，その残りは道路であったとする。この；場合，その鉄道距離を

L1(km），道路距離を L2(km），ある貨物の鉄道運賃を P1(P:J/km),道路運

賃をp~〔円／leめとすると ， O から A への総運賃は（L1P1+ LzP~） （円〉

となる。いまかりに， (L1P1 + LzP2) （円〉で同じ経路の上を鉄道だけで・

運んだこととすると（L1P1+L2P2〕IP1 (km）だけ運ぶことができ，0から

Aへの距離は思推の上ではあるが （L1P1+L2九）！P1（帥〉であると言うこ

とができる。この思推上の距離を実際の「交通距離」に刻して「経済距

離」と名づけることとする。

この言葉によって前述のことを表現してみると， 「ある商港的要素の背

後地の経済理論的範囲は，隣接する同種の性格要素聞の経済距離を等分す

る点の軌跡によって分轄された地域である」と言うことができる。

次にこれを実際に求めるには，まず同種の性格要素をもっ隣接港を決定

して，その港との問の道路，鉄道などの交通距離の等分点を求めて結べば

よく，どうしても経済距離の等分点を求める必要がある場合は次のような

数式によって簡ヰ1に出すことができょう。

a0 1 a, 1 a2 、 n

¥ k np I 

) •- ' A. 
』
山
一

A, 

図－3において， Oより交通路に沿うて Ao,Ai, A2°0"00Anの地点があ

り，各区間の交通距離をそれぞれ αo.a1，向，… 向，その区間の lk111当り

運賃をそれぞれ ρ，K1ρ，KzP・・・・・・K,,pとすると， 0より Anに到る総運賃

は， p（α。＋a1K1+a2K2十GηKπ〉である。従って，ρを基準運賃としたと

きの Oより Anまでの経済距離は（ao+a1K1－トa2K2＋・・・＋仇K,,) とな

る。いまこの経済距離の等分点Mを交通距離上に求めるために， σM=xと
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すれば

(1) M が百五。聞にある場合，

X＝そ（ao＋αん a2ι＋・ ・a,,Kn) 
(2) M が 互戸； 間にある場合，

x=ao+ (-ao+a1K1 ＋αd(2＋・・・・・・＋仇Kn)/2K,

(3) M が AiAz間にある場合，

x=ao+a1 +(-ao-a1K1 ＋ α~K2 ＋・・・・・・ ＋ a,, /1ι）／2K

(4) M が λて疋；間にある場合，

X＝α。＋a1＋……＋αト 1+ (-ao-ailC一・・・・・・
-aト 1Kn1＋αnKn)/2Kη 
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旅客，貴重品および軽貨物の背後地については，運賃を輸送n:~＇問と おき換

えれば同じような作業によって求めることができる。

以上，向｜港的要素の背後地の経済理論的範囲を明らかにすることができ

たが，私はこのような背後地，甲種，乙f,ll｛.丙種，丁極の各商港的要素の

それぞれの背後地が重なり合って集成されて，ある誌の背後地となってい

るものと仮定したので、ある。

(C) 経済理論的背後地の価値

以上，本論に言う「背後地」を定義づけーると ともに。その内容について方

法論として必要な程度を記述したが， なおここに注意しておきたいのは，

経済理論的背後地は方法論として求められたもので全くの仮定の，現実と

は異なったものであることである。

もし現在の背後地の範囲が必要であれば，各港の陸上出入貨物（あるい

は旅客〉の仕向地，仕出地を性格要素Jjljに，貨物別に調査することによっ

て求めることができょう。

この理論的背後地の示めすものは，今まで莫然として放置されていた港

湾の社会経済的な働らきを少しでも科学的な基礎のもとに把橿しようとす

る努力である。 この仮説は，終戦後わが~Iの港湾事業が今後どのような方
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向に進むものか，また各港湾の計画方針がどのように変更されなければな

らないかと言う問題を検討する場合に採用されて，指定港湾以上400港に

ついて各性格要素別の経済理論的背後地が求められ，それぞれの背後地内

の人民生産，消費による物の流れ，人の流れからその浴の計画目標が推

定された。さらにこの仮説を使って行なえると考えられることがらをあげ

ると次のとおりである。

。） この理論的背後地は，国土計画における地方地域に相当する。背後地は

Iつの経済地理的な地方区域であって，もし，港湾の配1白Lが国土計画的に

適正であれば，国土計画の地方区域と全く一致すべきものである。この理

論的背後地と港湾の発展の実態との相関関係を数的に検討することによっ

て，その港湾の規模及び配置が国土計画的に適正であるか，どうかを明ら

かにすることができるO

(2) この理論的背後地は，自由な港湾競争の結果最後に落ちつく理想的な

姿，適正な港湾の配置であれば，どの港にも経済的に無理のない発展を可

能ならしめる背後地を示している。従って，港湾管理者にとっては 町現実

の背後地と比較することによってその港湾経営の目標とすることがで き

る。

6. むす び

以上港湾管理者の立場に立って，港全体ないし埠頭経営の公企業的追及の

方法論を述べて，いわゆる 「港湾革命Jの危機感に対処することを目的と し

たが，私は既に 「港湾消滅前夜」を問題意識としている。例えば，技術開発

の未来予測および未来社会への研究とともに，私たちが前提としている海運

すなわち船舶が輸送機関としてどうなるのか， また自由な資本主義社会とい

うがこれがどのように変って行くのか。情報化社会の兆しは始まり，技術革

新の未来予測と生態学的不安による悲観的未来像とが別々に，全く調整され

ることなしに情報と して流されるコ港湾消滅前夜を思う。
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しかし，近未来を経て未来社会へと， 港湾の大変革を行なうのは，港湾管

理者自身であるべきである。他よりの衝撃に打ちこわされるものでなく ，自

らが自主的にこの荒波をのりきるものでなければならない。そのためには，

まず自らの公企業的追及によって，近代化，合理化をふまえ近未来をのりき

るそのなかに未来社会への港湾像を画きだすべきだと思う。
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港湾 と港湾運送

一一治的機能拡大と変 1'1＇！：の基礎一一一

目次

l. はじめに

2. 港湾整備開発の方向
3. 「産業基礎強化」と港湾の役割1
4. 専用ふ頭化の傾向と港符運送
5. 港湾運送の体系変化
6. 港湾の機能拡大と港湾経；：_er;
7 むすび

喜多 村昌次郎
（運輸港湾産業研究室〉

1.はじめに

港湾利用度の増加は，当面港湾経由貨物量の増大となって現象しており ，

生産力配置なり経済の集積が著しい地域に立地する特定重要港湾をめぐ、っ

て，とくにその傾向が顕著である。

それゆえ，昭和36年度を初年度とする第1次港湾整備5カ年計画の実施い

らい，すでに第4次港湾整備5カ年計画（昭和46年～昭和50年〉の「策定」

を必要とするまで、にいたっているが，なお港湾施設の不足を解消しえず，港

湾原単位の低下と港湾における滞船，刊誌貨時間の増加は慢性的となっており，

港湾の整備開発とあわせ，港湾のあり方を総合的に問題とすべきことが課題

となっている。

港湾施設と港湾運送の結合が，一定の合理性にもとづいて完成するという

；昔、義は，港湾施設の開発目的が港湾を必要とする産業資本の巡環過程に包摂

されつつあるかぎり，港湾運送もその過程において機能することとなるわけ

であって， それとの関連で， 港湾運送のあり方が問題となっているのであ

る。
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2. 港湾整備開発の方向

港湾整備計画の背景は，経済の自由企業体制を前提として，それぞれの分

野における市場機構と価格機構を通じ，経済行為を展開するに際して，それ

を促進成長させるに必要な基礎の整備にある。いわゆる産業基盤の強化のた

めの社会資本投資によって，生産力のいっそうの拡大と殖産興業の突を発揮

させることであろう。

第1次港湾整備5カ年計画（昭和36年～昭和40年度〕が，国の全体計画と

された国民所得倍増計画の一環として，閣議決定にもとづく拘束力と港湾整

備緊急措置法（昭和36年法律第24号〉による規制のもとに，はじめて国民経

済的視野から港湾施設をとりあげた事情は周知のとおりである。

この計画の主要なねらいの一つに，経済規模の急速な拡大にともなう社会

公共投資の相対的立遅れへの反省と， その回復の必要理由がのべられてい

る。つまり，経済の近代化が産業構造の高度化によって達成されるものであ

るいじよう，重化学工業を中心とする第2次産業の拡大成長策が，国の経済

計画の基本ともなるのである。そしてそれを促進させることによって他部門

からの雇用を吸収し，あわせて他部門の生産性を引上げることの効用が，結

果として就業構造の近代化と，二重構造の解消をもたらすものとされている。

そのためにまず，原材料， 燃料および製品輸送の基礎施設ともなる港湾の

整備開発を必要とするが．港湾は道路，空港，上下水道ならびに防波堤等の

例にみられるように，ほんらい私的経済における市場メカニズムの作用しが

たい場所であるため，国が行政投資をもって開発することとなるのである。

したがって第l次港湾整備5カ年計画の目的は，経済の発展成長に伴う港

湾胞設の拡充であり，とくに，産業基盤強化のための一般産業港湾が重点的

にとりあげられている。

第2次、必ー湾整備5カ年計画（昭和140年～昭和44年度〉では，わが国の産業

構造の高度化の進行と，D自欣体制への移行に対処するための港湾盤怖が重点

となり， 外国貿易港湾の整備にアクセン トが置かれることとなったのであ
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る。それとともに，大都市における過密化問題の台頭によって，過密地域か

らの工業分散と産業の適正配置構想が，港湾の整備計画との関連で意識の対

象となっている。

もとより，このような地域的課題にかかる解決の主体は新産業都市の建設

なり，あるいは工業整備特別地域の整備等にあるとしても，地域開発の基盤

となる港湾はそれなりの関連を強くもつもので，この計画の背景となる中期

経済計画においても，組組その事情がのべられている。

つぎに，第3次港湾整備5カ年計画（昭和43年～昭幸1]47年度〉は，経済社

会発展計画（昭和42年〉の策定に伴って発足するが，この計画の重点目標は

流通近代化のための港湾の整備であって，外国貿易港湾および内国貿易の進

展する港湾にその方向がむけられている。ついで大都市圏港湾と地域開発の

ための港湾整備が，計画の対象となるのである。

さらに，第4次港湾整備5カ年計画（昭和46年～昭和50年度〉の目的意識

は，周知のとおり新経済社会発展計画の発足に伴ってスタートするわけで、あ

り，ここでは港湾取扱貨物量の大巾な増加に対処すること，および物的流通

の合理化に対応することがその基本となっている。それとともに，経済発展の

基盤の強化を目的とした開発港湾の整備促進と，大規模臨海性工業基地の開

発なり，あるいは国民福祉の向上をねらいとした地方生活基盤の整備（具体

的には海洋性レクリエーシヨン基地の整備と安全，公害対策等があげられる〉

等もこれに含めるため，整備対象，投資額ともに巨額に達するわけである。

このように，港湾整備計画の系譜をたどると，第1次整備計画をもたらし

た要因は，経済発展途上において急増する港湾取扱貨物量と入浴船舶への物

理的対応であり，第2次整備計画の背景は，貿易自由化と開放経済体制移行

に伴う産業構造の高度化，合理化であって，高度成長のもたらす矛盾の集積

が，産業基盤整備のための社会資本の不足を港湾において露呈したとみるべ

きであろう。

また，第3次整備計画の指向する方向は，いうまでもなく流通革新の社会
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経済的要請の投影とみることができるのである（I）。

さらに第4次整備計画の目標とする問題意識は，極大化する物流と対応す

る港湾の機能拡大であり，あわせて社会的緊張緩和の基盤形成に寄与するこ

ととなっている。かくして，港湾整備と開発に投入された投資額は，計画を

重ねるにしたがって巨額化するとともに，計画目標においては，港湾機能の

社会経済的役割の変化と対応しつつ推移しているのである。

それでもなお，港湾資産の蓄積度なり，港湾施設体系一般の不足事情を解

決するにいたっていない原因は，もとより生産力拡大と，経済の高度化によ

ってもたらされる港湾貨物輸送需要の極大化である。 もともとわが国の港湾

は，戦後の復興と需要増加への対応およびその近代化といういわば三重の桂

袷のもとに施設酷使型の港湾利用を基本と してきたもので、あって，その解決

には長期にわたる計画と対策を必要とするものである。

3. 「産業基盤強化」と港湾の役割

生産部門の合理化が一応完成するにしたがって，そこでは流通部門におけ

る合理性を追求する方向と，生産過程と流通過程を一体とし，相互補完と関

連のもとに全体の合理化を達成するというこつの傾向を指摘しうるが，港湾

利用の形態、からこれをみると，いずれも輸送革新の影響を表現しつつも，そ

こには基本的な相違がみとめられる。

前者は生産部門一般に共通する方向であるが，後者は装置産業に特化しつ

つ発展する流通の基本形態である。いわゆる専用ふ頭化の進展がそれを物語

るとともに，ますますその傾向を拡大強化することとなって， 「産業基盤強

化のための社会公共資本の役割」が港湾投資の性格を問題視する（めようにな

っている。

ところで，港湾をめぐ、る輸送革新の具体化は，まず，第2次港湾整備5カ

年計画の発足にあたって，外国貿易港湾の整備促進をうけた 「港湾管理者の

財政基盤の強化及び港湾施設の効率的使用の確保のため緊急に実施すべき方
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策に関する答申」 （昭和40年10月11日， 港湾審議会〉 がその端緒ともなる

が，その後の経済情勢の変化と生産力構造の変革の港湾への投影は，コンテ

ナ専用ふ頭の開設と物資別専用ふ頭の開発によって結実する。

たとえば，第3次港湾整備5カ年計画でいう大都市圏港湾をめぐる流通の

近代化は，大量流通をうけとめるための専門化と組織化であって，港湾内部の

流通過程なり，あるいは流通基礎施設の提供活動からその機能を拡大させ，

需要と供給，生産と消費にいたる全過程を対象とすることとなっている。

それをささえ，かつ，促進させることの政策的実践の方向は，周知のとお

り， 「専用ふ頭の効率的使用と特殊料金のあり方について」答申（昭和45年

3月27日，港湾審議会〉によって具体化されようとしている。ここでは，港湾

における輸送革新の現状を，①， コンテナ輸送の発展，②，大型バノレク ・キ

ヤリヤーの発達，＠，大規模臨海流通センタ ーの建設，④，フエリー輸送の

発展，等のそれぞれの視角から，港湾のあり方を展望し，あわせてこれによっ

て変貌する港湾運送の将来構想を設定するものとされている。

さらに，専用ふ頭の効率的使用についての基本原則と目的は，輸送の合理

化によって輸送コストを低減させ，結果的には物価の抑制と国際競争の強化

に寄与することにあるといわれているが，自由な経済活動と私的資木の自己

責任制を前提とする「輸送革新」の木質は，むしろ資本の法則によって支配

され，規制されるものとみなければならない。

港湾、と港湾運送の効率化の目的達成に際しては，もとより与件となる前提

によって対策，手段はおおきく相違するわけで、あって，たとえば，合理化を必

要とする側の港湾利用の範囲が，大量，定型，均質，連続性からなる貨物輸

送に｜浪定的であるばあいには，港湾機能と港湾運送は生産過程に完全に包摂

される方向で完成するO すなわち，専用ふ頭も生産部門の一環として機能す

ることとなるのであるつまた， 愉送の技術革新は，輸送における技術から組

織へ発展し，コンテナリ ゼーシヨンの例にみられるよ うに，愉送紙済の効率

化のための体系化を｜｜ ざすことによって達成される。
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このような専用ふ頭化を主治hとする港湾施設の利用傾向は，万I）表lにしめ

すとおり，港湾貨物の専用ふ頭経由量の増大と，その将来予測によって実証

されている。

それとともに，専用ふ頭における利用の効率性と港湾運送の実態が，これ

までの港湾運送とは別体系として高度な生産性を記録している実情は，公共

ふ頭扱いの運賃，料金との比較によってこれをみるまでもなく，迅速，低廉

な用役生産関係をしめしているのである。

したがって，港湾施設の整備と開発は，とくに港湾貨物輸送需要の集中し

ている大都市圏港湾において， 海上コンテナふ頭， 物資別流通センターふ

頭，およびカー フエリー ふ頭等が中心的謀題となり，これに輸送の技術革

新を関連させ，流通システムの体系的合理化をはかる構想が基本となってい

る。もとより，港湾運送の形態，組織についても，専用ふ頭における港湾運

送の体系，様式をめざし， その方向での誘導が開始されつつある。この場合

港湾施設一般が，私的経済活動の分野では市場機構なり価格機構が作用しな

いゆえをもって，行政投資，社会公共資本をもって開発することには問題も

あろう。港湾を公共の場とする理論形成なり理念の設定には，一般公衆の利

用に供するという最大多数の最大利益にその根拠があるともいわれるが，港

湾は道路や公園あるいは上下水道のように，直接生活上の結びつきをもたな

い場所でもある。

したがって，そこではむしろ「産業基盤強化」を目的とした社会資木投資

に性格づけられるものであるがm，港湾を利用することによって基盤の強化

される産業もまた限定的で、ある。かりに，そのような産業の基盤を整備，強

化することによって，国際競争力を強め，ひいては物価の安定に寄与するこ

とのJ切符があるとしても，自由経済機構のもとでのその実現は容易でなく，

また，現実がそれを実証しているわけでもある。

港湾鐙備と開発投資の性絡には，このような産業への迂回生産資本として

の役立fl）を果たす側面iも指摘されており，そのような問題性が生産過程に包摂
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される専用ふ頭の発展によって， しだいに顕在化しつつあるのが現状であ

る。

物資別専用ふ頭の建設が2 生産過程の一貫として産業資本によって開発さ

れたと しても，ふ頭をめぐる陸域と水域の一定空間は，航路，防波堤および

港湾、道路との関連なり，あるいは港湾全体との機能的かかわりにおいて，な

お強く公共性をもつべきものと思われる。港湾資産蓄積の不足と港湾施設の

体系的遅れが問われ，社会資本の相対的不足が問題視されているけれども，

無秩序な私的資本と需要の集中が（4），都市問題と同様港湾施設の相刻的不備

をもたらすという，逆な命題も検討すべき必要があろう。

別表 1 港湾における＊命送の動向 （昭和46年6月， 運輸省港湾局〉

二てと 昭和 44年 昭和 50年 ｛音

取扱貨物量 ｜需役E取扱貨物量 ｜需役2取扱:l1l:I荷役量
外貿貨物 462(279) 274 1,001(599) 599 2. 1 2.2 

公共貨物 121(118〕 243(236) (2.2〕〉

コンテナ定期 2.5 28.2 11. 2 

一般定期 40.5 47.2 1. 1 

不 定 j切 78 167.6 2. 1 

専用貨物 341Cl61) 757(363〕 (2.2) 

フエリー貨物 1 

内貿貨物 890(468:, 105 1, 759(804) 171 2.2 1. 6 

公共貨物 234(203〕 383〔336) (1. 7~ (1. 6 
専用貨物 467(265) 888〔468) 1. 7 

フエリー貨物 189 489 

I I I I I 2. 01 
合 計 I i, 3s2c147)1 3叫 2.760(1, 403)1 7叫 (1.9)1 

注 1. 重要港湾及び特定重要港湾の数字である。

2. c 〕内は．フエリー及びid1.W:（原れl1及び石油類）を除いた内数。
3. 50年の港湾取扱貨物量は保留分を除く。

4. 専用ふ頭化の傾向と港湾運送

港湾運送における生産手段の体系変化一ふ頭の利用形態の変革ーは，港湾
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運送の技術や組織にも影響をおよぼすこととなっている（5.,0 専用ふ頭化の進

展にしたがって， 対処すべき港湾運送のあり方を考えるに先立ち， 港運業

の現状と問題点にかかる関係者の認識は，おおむねつぎのように要約されて

いる。

(1) 港湾運送事業の集約についてはある程度の進肢を見たが，一貫責任体

制の確立については充分でなし、。

（幼 専用ふ頭の比重土居！大により，港湾運送はこれと接続する海運と｜控運に

わたる一貫したシステムの中で，最適のサーピスを提供すべきである0

(3) 労働環境と労働条件の改善をはかり，労働力の確保定着に努力すべき

である。

仏） 業界内部における前近代性の払拭と国民経済的要請（合理化）への対

応、をはかるべきである。

以上の問題点に共通する基礎条件は，別表にしめすとおり，港湾運送用役

生産における決定的な労働手段要因の欠落である。

労働市場の需給ひっ迫に際して，労働条件を維持改善しつつ資本蓄積を達

成するには，まず，港湾運送の生産性との関連を問題としなければならない

ものと思われる。いわゆる生産性は技術革新なり設備の改善やその合理化に

よってもたらされるものであるかぎり，必然、的に資木の装備率を高めること

となるのである。

そのような資本制生産における基礎的な条件の充足なくして，労働力の確

保定着も，また，企業の前近代性の払国もともに困難な課題ともなろう。

つぎに，専用ふ頭化の比重増大にしたがって，そこにおいては迅速，低廉な

港湾運送が現実に行なわれているわけであるが，そのような方向に転換，移

行することをもって港湾運送の将来像とみなすには飛躍もあろう。なるほど

物資別専門ふ頭におけるターミナノレ ・オベレーシヨンの低コスト態勢なり，

あるいはコンテナふ頭をめぐる港湾運送の生産性の高さなどから類推するか

ぎりでは，そうした 「舷惑」もまた自然、であるかも知れない。



46 港湾と港湾 :iill送

もともと運送業は社会的分業の発達にともない，商人の自己輸送から他人

輸送へと分化しつつ独立の業を形成するのであるが，経済生活の進展と自然

科学の進歩にしたがって運送技術も確立し， 運送業はきわめて集団的，組織

的に営なまれるようになる。商品経済が成立し，商品交換社会の確立するに

およんで，運送業もまた社会的分業の一部門として独立するにいたるわけで

あって，海，陸，空および港運も独自の沿革と制度のもとに発展してきたも

のである。

運送業の発達は，また企業の能率的な運営を容易にし，いっぽう利用者の

選択上の利便に資することの必要から，運送市場秩序に区分を設けることが

要請されてくるコ いわゆる市場秩序維持のための区分であって，運送の性格

なり，それが果たしている社会的重要度や公共性との関係で，公共的運送業者

(Common Carrier）と特定運送業者（ContractCarrier）および自己運送

(Private Carrier）とに区分されている。

自己の運送について，商人が自己の商品を白から運送するばあいを商人運

送（MerchantCarrier) とし，さらに製造業が原料，製品を白から運送す

るものを製造業運送 （IndustrialCarrier）として秩序づけている。つまり，

公共運送業者には一般利用者〈不特定多数者〉に対して合理的にその要求に

こたえ，かつ，能率的で適正な運賃，料金をもってサービスを提供することの

義務づけとともに，自己の業務に属する需要についてはこれを引き受けねば

ならないし，また利用者の選択も禁止されるのである。しかし，そのような

義務を負う反面では公共運送業は社会にとって必要であり，有用な存在とし

て他からの競争参入の規制一免許によって保護されるーという制度によって

ささえられている。 このような運送市場における秩序区分の港湾における関

係では，公共港湾、において，港湾運送事業法に規制される港湾運送事業者が

これに該当するものと思われる。

つぎに特定運送業者（ContractCarrier）の運送業態と責任は，特定；荷主

あるいは需要者との交渉によって運送契約を締結するもので，いわゆる不特
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定多数者の需要についての引受け義務は生じない。したがって，特定需要者

との運送条件をめぐっての契約により運送を業とするものであり，いわば，

コンテナふ頭における契約港湾運送事業者がこれに相当するのである。

さらに，自己運送の現代版ともいわれる物資別専用ふ頭（商業資木によっ

て開発された輸出専用ふ頭における系列港湾運送事業者は， MerchantCar～ 

rierともみなされる）において，生産過程に包撰されつつ機能するタ ーミナ

ルオベレーターは，明らかに IndustrialCarrierとして位置づけられるもの

であろう。

公共ふ頭における港湾運送が，一般利用者の需要の引受け義務と，確定料

金（認可制にもとづく運賃，料金）にみられる公共規制，港湾運送需要の波動

性負担など，反面では競争参入制限の免許制による保護をうけるとしても，

運送原価構成上あるいは経営の安定とその基盤強化には多くの問題がある。

いっぽう，ContractCarrierとしてのコンテナふ頭における運送実態は，

海上コンテナ輸送におけるウイークリ ー・ サービスの体制確立によって，大

量 ・定型，連続した運送対象の提供が約束されているわけであり，運送需要

の波動性の解消と機械化の導入によって生産性向上を達成しうる。また，物

資別専用ふ頭におけるタ ーミナノレ ・オベレーターのばあいでも，計画的な運

送需要は需要者によって，長期に，定量的に提供されるのである。

したがって， ContractCarrierなり，あるいは IndustrialCarrierのあ

げている高い生産性の実績と、その低廉なコスト構成をもって港湾運送の今

後の全体像を規定することは問題であろう。つまり，公共港湾における港湾

運送ムコンテナふ頭や物資別専用ふ頭のもとで行なわれる港湾運送とはや！；

系が別であり，それゆえ，運送用役の生産性の価値基準，公共港湾と対応し

て実施される港湾運送の社会的必要性と有用度など，港湾運送需要との関連

で，その体系化をはかる必要がある。

港湾運送を合理化の角度から現状，実態を見るとき，コンテナふ頭や物資別

専用ふ頭で実施されているターミナル ・オペレーシヨンの合理的態勢とくに
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港湾、焔設の利用形態とその体系および施設量との関連で，港湾運送組織は

沖荷役，はしけ回漕を基本とし，船内荷役，はしけ運送および沿岸荷役がそれ

ぞれ独立的に機能することの実態のうえに，これを統括する一般港湾運送事

業を置いて，港湾運送を完成させる方式がとられたのである。港湾運送事業

をめぐる問題性のおおくは，もとより，港湾機能施設の公共利用ー港湾運送

事業経営からいえば運送手段であるが投資対象とはならないーと運送行為別

の独立性によってささえられている経営規程の中小，零細性およびその多数

14ミである。

ところで，以上の港湾運送事業の運送市場は，公共港湾における公共的運

送人としての性格と地位により，きわめて閉鎖的な市場構造のもとにおいて

機能してきたともみなされる。港湾運送においても他の運送関係と同様，運

送市場を通じて需給が闘連し合い，その用役の質に応じた価格一運賃，料金

ーを形成する方法が基本とならねばならないが，公共港湾と港湾運送の関係

では，いわゆる運送需要の弾力性が極小となり，港湾運送の運賃（6），料金の

改訂に際して，需要者，供給者の間でつねに問題をのこしている。

運賃， 料金は港湾運送のばあいであってもこれを港湾運送用役 （サービ

ス〉の価格とみなすものであるかぎり，港湾運送貨物の重量，容積，距離，

時間，速度，運送設備，運送手段，貨物の保安および付帯サービスの有無な

どの運送条件によって原価が構成され，これに需要者の評価が関連して対価

が決定されるものと思われる。

もとより，運送用役の価格決定にいたる過程では，各種の機能が相互に作

用し合って最終的に運賃，料金として表現されるものであるけれども，その

うちの基本となる価格の需給統制機能一つまり価格の高低によって需要の切

りつめ効果と供給促進効果がそれぞれ作用しつつ，需給関係の再調整，適正

{ii[i；絡がもたらされるーを欠くことが問題となっている。

このような運送市場においては，ときに独占的な価格形成をともなうもの

であるが，港湾運送においては港湾運送事業法に定める認可料金制度の適用
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をうけ，いわゆる公共料金体系のもとに「抑制」 されてきたこと，および需

給関係をめぐっての折衝過程で，港湾運送事業の経営がなお独立の用役生産

関係を確立していないことなどの理由により，運賃，料金は原f1fJiをCT＼いえな

いともいわれている。

港湾運送の用役生産過程において自llH制滋構が作川しないのは，これまでに

もふれてきたとおり，労働手段（港湾機能施設）と港湾労働力が，港湾運送

用役（サービス〉の生産をめぐって結合しないゆえである。

コンテナふ頭と物資別専用ふ頭などの出現と，それらのふ頭における新し

い港湾運送 （ターミナノレ ・オペレーター〉の台頭は，公共ふ頭と刈応する港

湾、運送事業に，体制的な影響をもたらすこととなっている。

その第1は，まず港湾、運送市場の拡大需要の弾力性の増大ーとなって経

営における能率刺激機能が作用しはじめたことである。同じ港湾貨物が揚地

（または積地〉ふ頭を変えることによって，運送時間，コストおよび貨物の安全

性について格段の相違をみせている現状は，今後の経営のあり方を考え，あわ

せてそのような事情をもたらす原因について探究されることとなっている。

第2には，公共ふ頭における港湾運送の社会的有用度と必要性についてで

ある。港湾施設を公共投資によって開発し，広く一般の利用に開放すること

をもってたてまえとする公共ふ頭においては，それに対処する公共港湾運送

が必要となる。そこでは不特定多数者の需要を引受けることによって生ずる

需要の波動性，需要者の意思にもとづくために確定しない運送供給上の不規

則i~I:.. 常時引受けの義務づけ，需要選択の禁止などの規則をうける港湾運送

につき，その有用性と必要性の限度において， 社会的原仰を適用することの

可否である。

第3には，港湾運送の行為別規制と水際線に限定的な現状を拡大し，全流

通過程において機能する運送としての位置づけをはかることにより，港運態

勢を改善しようとする問題意識の台頭である。

港湾施設の強備！？日発の進展は，施設の利用形態の変更のみならず，港湾貨
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物の増大を背景とした輸送革新との関連において，港湾運送もまた体制的な

変革に当而するが，その契機ともなる専用ふ頭化の今後の方向はそれなりに

また複雑で、ある。

s. 港湾の機能拡大と港湾経営

港湾の整備開発が，国民所得倍増計画以降の社会資本充実政策によって計

画的に実施され，今後とも，その系譜にしたがって，大規模化しつつ継続さ

れようとしている。

港湾の整備開発を必要とする背景なり基盤には，もとより急増する港湾貨

物に対応する「目的」が一貫してつらぬかれているのであり，したがってこ

れまでにものべたとおり，各計画期間（第1次～第4次〉のいずれのばあい

でも，予測を上廻る港湾貨物量に見合うよう，中途変更しつつ対処してきた

のである。

港湾貨物量が飛躍的に土首大することの現由は，周知のとおり産業規模の拡

大とその構造の高度化である。第1次港湾整備5カ年計画がスタ ート してい

らい，港湾施設は格段と充足され拡充されてはし、るが，反而，港湾を利用す

る産業資本の蓄積も，はるかにそれを上廻っているのである。したがって，

港湾施設（資産）は絶対的に欠乏しているのではなく，いわば相対的に不足

しているのであって，私的企業の原理によ りp 無計画に拡大する産業資本の

必要を充足するかぎり， なおこの関係は継続されるものと見なければならな

L、。

とくに，太平洋似I)に位置する大都市周辺に投資が集中しており，臨海1生産

業生産高の大部分がこの地域から産出されている。したがって，工業用水，

港湾，鉄道および道路などの社会的生産手段一般の需要をそれだけおおきく

するとともに，まずこ，それが土地問題，都市交通問題その他，過密のもたら

す各種の問題を露呈する基礎ともなっている。

それゆえ，地域別港湾取扱貨物量の推移をみても，外資貨物では関東の占
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める割合がもっとも多く，内貿貨物では近畿，中国，四国の占める割合が大

きいが，この うち，東京湾，大阪湾および伊勢湾で、取扱われた貨物量は，全

国のそれぞれ19.8%, 12.45弘 7.1%であり， これら3湾で39.3%を占める

こととなっている。さらに，これを港格別港湾取扱量で示すと，特定重要港

湾が全国計の：：；2.8JC:，重要港湾が31.6%，そして地方港湾が15.6%を取扱っ

たこととなるのである（7）。

港湾の規模拡大はまた，それを管理する港湾管理者（地方自治体〉の財政

を増大させるが，港湾の管理，利用については港湾法（昭和25年5月法律第

218号〉 の規定によって，そこでは施設の公共利用をたてまえとすること，

港湾管理者の業務遂行についての私企業との競業禁止と不平等取扱いの規

制， をうけるのみならず，施設使用料も手数料主義によって，原価を｛丘いえ

ないものとなっている。 このことは，港湾施設工事費の閣による補助と，地

方自治体の一般会計からの繰入れおよび起債による補嬰のうえに，港湾が維

持されつつあることを物語っている。

たとえば，主要8港 （東京港，）11111崎港，横浜港，名古屋港，大阪港，神戸

港，下開港および北九州港〕の港湾管理者財政の概況を官庁会計方式によっ

てこれをみると， 歳出総額399億7,100万円のうち，使用料収入27%，国庫負

担金15.8%，県市および受益者負担金1.8%，一般財源28.8%, 公債26.65杉

となっている（昭和45年度運輸白書〉。これを企業会計方式によったばあい

でも，施設使用料および役務利用料はようやく管理費（歳出総額の17%~~〕

をまかないうるにすぎないのである。

したがって， 港湾整備が進捗するにともなって起きあがってくる港湾施設

の輸送革新へ対応要請は，いっそう港湾管理者の一般財源繰入れ額を増加さ

せることとなる。もっ とも．最近港湾法の一部改正により，外貿コンテナふ

頭，専用ふ頭などの特定用途港湾施設の建設および管理について，これに民

間事業を導入することにより，港湾管理者の財政負担の軽減と，能率的な企

業経営の効果を期待する方法がとられてはいるが，基本的には港湾管理者の
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財政を改革することとはならないであろう。

港湾はその地域の住民の利害と密接にかかわるものとして，地方分権の趣

旨により港湾管理を地方自治に委譲したわけであるが，生産力構造とその配

置が，港湾をもつことの利害のうちの L害） として，都市交通なり都市環境

を含め，しだいに顕在化しつつある事情が地域住民と港湾を疎外する原因に

なっている（8）。

輸送革新が港湾に要請する目的と理由は， 輸送費の軽減利益の追求であ

り，それによって輸送の体系的合理化が達成されるとともに，あわせて資源

の開発と産業の振興および市場圏の拡大などの経済的波及効果の期待にある

といわれている。しかし，反面で，港湾、の拡張開発にともなう減少利益は，

開発地域周辺にもっとも顕著であるという事実も見のがしえないのである。

臨海工業の開発は別体系として進められているとしても，漁業および観光資

源への影響，海水汚濁，振動騒音の発生および都市交通問題の台頭などの集

積が，ますます拡大されているのはこのことの実証でもある。

自治体行政の基木的使命が，住民生活の安定（健康と生命および財産に対

して〉と福祉の増進にあるとすれば，自治体一般財政の支出はこれを尺度と

して決定すべき義務を負うもの，ともいえるのであり，港湾整備計画の大規

模化にしたがって増大する自治体（港湾管理者〉財政のいっそうの圧迫は，

この点からも再検討を必要と しているものと思われる。

港湾用地埋立技術の発達により，新しい用地の造成が合理的に可能となっ

た現在，交通用地なり流通用地の建設と配置が計画的にすすめられているい

っぽうでは，これを都市再開発との関連で利用することの発想が現実のもの

となりつつある。 このような問題意識が都市問題改善の一環 としてクロー

ズアップすることとなり「港湾機能と都市Jとのかかわりが改めて認識され

ることとなって， 「広域港湾問題」が都市サイドから接近する 「契機」を提

供することとなった。

港湾需要の増大が港湾の機能を拡大させ，同一港内あるいは隣接地域の港
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湾相互の機能的一体·l~Eを宅密接化することとなって ， 各港湾機能の重複是正と

投資効果の効率化を目的とする見地から，広域港湾構想、が日程にのぼりつつ

あるがp このような物理的拡張は経済効果としての機能拡大であるがゆえ

に，都市を含む周辺の産業活動との調和がとくに必要となるのである。

そうした機能の調整をはかりつつ経済活動を促進する基礎は，機能を開発

し提供する港湾にその主体があると思われるので，港湾整備開発の社会経済

的役割と対応しうる「港湾経営」の理念形成が重要となる。そしてまた， 「行

政的機能」はこれとの関連で，その権限と区域がおのずから決定されること

となろう。

7. むすび

港湾利用度の増加が，港湾貨物量の増大となってあらわれており，これと

対応する必要から港湾の整備開発が進行するとともに，いっぽうでは 「施設

の効率利用」 「輸送革新の要請」もしだいに具体化しつつある。こうした港

湾に向けられている合理化なり効率化の影響は，港湾整備，港湾運送，港湾

施設および港湾管理の各面に変化と変容をもたらすこととなるが，その基礎

はもとより生産力構造の影響として理解すべきものと思われる。

港湾、が交通における基礎施設であり，また，輸送の体系化にとって重要なか

なめともなっている性格からすれば，輸送革新の影響はそれなりにおおきい

わけである。それとともに，産業基盤強化なりあるいは生産力の増強を目的と

するばあいの累積社会資本総量は，とくに交通センターにおいて不足してい

る事情にあるので，港湾整備開発の必要性はあらためてのべるまでもないが，

いっぽうでは，港湾をめぐる態勢との調和を欠き，しだいに別な問題を提起

しはじめているのが現状である。港湾機能と経済活動の調和ある発展を目的

とする目標には，もとより港湾地域（港湾産業もそれを構成する l部門とし

て）の生活基盤の安定とその発展が含まれねばならないものと思われる3
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注 （1)till稿「港湾投資と港湾政策」『貿易実務ダイジエスト』港湾講座⑬，1968年
2月号。
(2) 池間博行『交通資本の論理』 ，ミネノレヴア書房1971年4月， 15～17ベージ。

(3）宮木憲一『社会資本論』 ，有斐閣1970年9月初版第5刷，279ページ。

住） 谷本谷一『大都市における物的流通の諮問題』交通日本社，1969年i月，27～

28ベージ。

(5) 「専用ふ頭の効率的使用と特殊科金のあり方について」の答申によれば，専

用ふ頭とは一般に船舶に係る貨物の積卸しの用に供せられるふ頭のうち，港湾

管理者によって公共の用に供せられるもの以外のものをいうのであるが，ここ

ではさらに，特定の種類の貨物に特化して使用される公共ふ頭〈専門ふ頭〕を

も含めて，広義の専用ふ頭として定義する。としている。

また，織田政夫稿「鉄銀タ｛ミナ／レの形成と一般的背景」て

いう表現の外に，専用ふ頭という語句も用いられているが，これは前者が「取

:flkい貨物Jを後者が「ふ頭利用者」をそれぞれ基準にし，本質的に性格を奥に
する基準のもとに使い分けられているもので，ふ頭によっては双方の利用形態

を示すものもある。とされる。北見俊郎・織田政夫・喜多村昌次郎共同研究
『鉄鋼ターミナノレ経蛍と問題点』東京港における鉄鋼ターミ ナノレの現状とあり

方1967年2月，報告書4ベージ。

(6） 一般に輸送サービスの価絡を運賃といい，通信サービスの仙i絡を料金と表現

するが，輸送については距離，空間克服をサービスの対象とするものを運賃と

されている。また，荷役，保管，運搬などの短距離，極地的輸送の対i凶を料金
ということが通説のようである。港湾運送に運賃の概念が含まれるのは，はし

け運送も対象とするからである。
(7）運輸白書，昭和45年度版，312ベージ。

(8) 「港は住民に何を与えるか」 について，①自然と住民の恕の場の破媛，②生

活と健康はむしばまれる，③交通事故激増への不安，④危険物による事故の可

能性憎加，⑤港周辺の物価Iiの上昇，⑤漁業の破壊，⑦市財政への影響等が懸念、
されている。

『湘南新港をめぐる平塚市の情勢』 湖南港反対委員会，6～7ページ。また，自

治体として「海岸線の変化， 水産業への影響はもとより，港もない既成市街地

に新泌をつくる例はあっても極めて少ないので研究しなければならない。それ

よりも経済社会的に見た場合，本県に益する分は少ないと思われる。それなの

に木県に膨大な工事費をねん出できるかが問題であるJと考えられている。昭
和43年5月12日，神奈川新聞，副知事談話の要約。
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2. 港湾管理運蛍と港巡業界の立場
3. 輸送革新と港運事業
4. 港運業近代化への基本姿勢

山 本長 英
（港湾近代化促進協議会〉

5. 新港湾整備5ヶ年計画と基準港湾における問題点
6. 港湾運送事業の近代化への道と今後の施策
7. 総合交通体系の確立に関する運輸省のi隣組、
8. 参考書類

9. おわりに

1. はじめに

港湾運送事業の近代化， 合理化については，現在各港において行政の指導

のもとに，業者の自主的な努力と利用者団体の協力により，かなりの成果を

挙げてはいるもののいまだに個々については問題が残っている。

では港湾の近代化というのは一体どのようにしたらよいのか，また近代化

ということばの定義はどうであるか，これの解釈については①近代化とは歴

史的法則性に裏付けられた封建社会から資本主義社会への脱皮をいう。②コ

ストダウン，あるいは機械化の充実＠港湾の機能そのものを近代的，有機的

にその姿を変化させていく ，等種々の意見があるがいずれにしても，港湾を

とりまく経済的な要素は，日本経済の発展につれて急激に変化して い くた

め，港連事業もこれに即応して近代化していかなければならないという要請

がでてくるわけである。もちろん港湾の近代化を考えた場合，港運業のみで

はなく ，広域港湾の問題，あるいは港湾、管理運営等非常に広範囲な問題の解

決に迫られているn かかる渦中にあって，直接作業を担当している港運業者

のおかれている立場はま ことに微妙なものがある。
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2. 港湾管理運営と港運業界の立場

現在わが国の港湾は，経済の著しい発展により急激な進展をとげつつある

が，他方改善を必要とする問題もなお，山積していると思考されるのでその

一端を述べることとする。東京湾の総合開発については既に各方面からいろ

いろな提案がなされてきたため，各関係機関は，あげてこれが対策に取り組

んでいる。港湾の広域化が必要であることは言を侯たないところではある

が，われわれにごく身近な東京湾を例にとってみれば，横浜， 川崎， 東京，

千葉（特定重要港湾〉，市川，船橋（重要港湾〉，木更津（地方港湾〉等の港湾

が湾内に位置しており g 今後予想される急激な流通革新の進展からみた首都

圏と しての，発展を展望した場合，各々の港湾がぱらぱらの管理，運営を実

施していては，到底増大する輸送の需要に応ずることは不可能といえよう。

これらの各港湾について細部にわたり，その機能を検討分析した場合，沿革

的には外貿，内貿に区分されて，それぞれの機能を分担しである程度の効果

をあげてはいるものの，将来の海上輸送の増大を考慮に入れた場合において

は，広域的，一体的に管理，運営する必要性が生じてくることは言を侯たな

いところである。港湾管理者としてその重要性をになう地方公共団体と して

は，いろいろな利害関係を内蔵し難しい問題をかかえていると思われるが，

制度機構の効率的な運用により何とか広域港湾化を促進しないと大量輸送，

大量荷捌きの見地からみて，大きなアンバランスを生ずる結果となろう。

貨物の輸送量が増大する一方，コンテナ化， 専用船化， および巨大タンカ

一等の出現により，海上輸送は実質的に急激な変化をとげつつある。過去に

みられたように，何処へで、も防波堤と埠頭および上屋等の荷捌き施設をつく

れば，港湾としてすぐに利用できるというようなことは考えられない時代と

なってきている。例えていえば，東京湾の新しい造成計画にしても，港湾用

地のみでなく，港湾関連輸送施設や，コ ンビナート等の工場建設，都市再開

発のための用地造成計画が含まれており，かつ，陸上輸送施設の整備および

都市計画，工場立地計画の調整も不可欠の要素となっている。海上輸送と陸
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上輸送の接点が港湾である以上，いくら外的要素が整備されたとしても，港

湾がこれにともなっていかなければ，その効果が期待されないばかりでな

く，国民経済発展のうえにも，大きな支障を来たすことは間違いないところで

ある。このような港湾整備の重要性に関連して，忘れてならないのは，港湾

運送事業，あるいは港湾労働の近代化である。現在の港運業界は，あげてこ

れらの社会情勢に対応するため，第2次近代化， 合理化策（別紙参照〉に迎

進し，基盤の強化に全力をあげて取り組んでいる。海上コンテナ輸送，カー

フェリ一等の異状なまでの発展が今後どのように伸展したとしても，港湾運

送事業そのものは絶対に消滅してしまうものではなし、。したがって，港湾労

働と しても，量，質ともに優秀な労働力を確保するため港湾労働，ひいては

港運業の近代化が大きな要素を占めていかなければならない。港湾整備の方

向は，かかる要素を十分考慮に入れ解決していかなければならないと思う。

3. 輸送革新と港運事業

船舶の大型化， 専用化が急速な進歩をとげつつある今日，港湾荷役につい

ても高能率，しかも専門化された機械による自動化， 迅速化が強く要請され

るところである。かかる情勢下からみて，今後，さまざまな専用時頭が計

画，建設され，旧態的な一般埠頭は順次その姿を消していくことは間違いな

い事実となろう。現在，石炭，鉱石，穀類，自動車などをはじめとし，セメ

ント，工業薬品，石油化学製品，木材，バナナ，糖蜜，鉄鋼，チップ，石炭石な

ど，多数の貨物が専用船によって運搬され，それぞれの専用埠頭において一

貫的な輸送が効率的に行なわれている。雑貨のユニ ット化，コ ンテナリゼー

ションなど既に開拓されている輸送形態の革新，拠点輸送聞の採用等新しい

輸送方式がややびていることはTlli述の通りであるが，さらに内陸輸送との｜刻辿

においても，ターミ ナノレの複合化，広域化など，在来の港湾ターミナノレの様

相を一変している ιの結果従米の沖荷役を中心とした港湾運送の形態は，

土井i頭ターミナノレをr!1心とする接序列役へと急速に転換しつつある。この結果
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必然的に，港湾を通過する貨物量そのものは増加するが，港運業者の挙収額

は逆に減少の一途を辿ることは否定できない事実となってあらわれてきてい

る。かかる変遷の中で HはしけH を基盤としたものが圧倒的に多い一般港湾

運送事業者は近い将来，総体的にみて HはしけH が経営を支える基盤となら

なくなり ，したがってはしけ運送の減少によって生じてくる減収は，経営の

合理化による吸収策では極めて困難となるであろう。こうした環境のなか

で，船内，沿岸等の単独業者が，どのような立場に立たされるかというと，

端的にいって，今後の接岸作業体制は， HはしけII を中心とした時代が去っ

て特に利用者が整備する専用埠頭においては，前記両者を区分するこ とがで

き得ない輸送の流れに入ってくる。利用者側としては港運業者の必要性並び

に永年にわたる経験とその価値については十分認識してはいるものの，専用

埠頭に関する限り， II国際経済H との競争に打ち勝っためには膨大な施設投

資により，専用埠頭の整備を急ぎ，かつ大宗貨物の円滑， 迅速な作業遂行の

ための機械化を促進しなければならない段階に直面している現状から判断し

て，港運業者としては，流通システムの変革に大いなる関心を寄せつつ過去

の姿勢を正し，利用者の代行者として恥しくない立場に立つことが肝要であ

る。さもないと現行の法律は無意味なものとなり，港運業そのものが自由化

されるべきであるという強い意見もチラホラ耳にする時代となってきてい

る。このような利用者側の考え方は，専用埠頭の完成と同時に，まず Hはし

けH が完全に不要となること，大型機械荷役が従来の荷役方式を大幅に変

え，船内，沿岸等の区別がつかなくなることを前提として，今後の港運業者

に大きな警告を与えたものである。このような情勢下において，流通機構の変

化に対応していく港運業界のあり方としては3 もはや組織の力で抵抗すると

いうような泊息な考え方をすてて，合理的な管理．機構を整備確立しその上に

立って近代化によるしわょせを利用者側に理解してもらう一方，政府として

も何等かの助成措置が講ぜられるよう s真剣に取り組まなければならない時

期に到達している。このような趨勢におかれている港運業者と しては，港湾運
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送事業法を楯にとった権利の主張のみではなく，個々の立場を離れ，業界全体

が一つに固まって利用者に理解される受入れ体制を急がなければならなし、。

さもないと港運業界全体が大きく後退せざるを得ない羽目に陥ることは明ら

かである。なお，海上コンテナの運営については，港運業界が提示した運営

体制方式に対し船社側と しては，港運業界の立場を無視しては，コンテナ埠

頭の運営そのものが円滑に遂行できないとの判断のもとに，作業の一元化に

よる一貫運営体制を基礎として1業者 1ターミナルによる既存業者への委託

運営が確約されると同時に，その料金についても，船社側に与えるメリッ ト

を対象と して企業経営に見合う対価について事務ベースによる協議体制のも

とに話し合い， 合法的な原価モデノレ計算が合意された次第で、ある。

（参考〉 専用陣頭を港運業者が所有若しくは保有し逓伝する場合のチ＋ート
（前頁の区I)

4!・ 港運業近代化への基本姿勢

現在各港において行なわれている港運業の実態は，

包） 船社系列によるもの

同 メーカー， 荷主系列によるもの

ゆ） 商社系列によるもの

性） 倉庫系列によるもの

（劫 複合輸送と関連をもっ通運，陸運業者の港運事業への進出積極化

（紛 海運貨物取扱業者（個品取扱一種業者〉の今後のあり方

などが考えられるが，今後これらの作業構造を大きく変ぼうせめしる要素と

して

① 外貿埠頭公団の建設にかかわる専用埠頭

② メーカー， 荷主等により建設される専門埠頭

＠ カーフェリーの大型化， 長距離化

④ LAS H船の出現

⑤ 受渡しの合理化および、荷姿の変化に伴う作業方式の改善
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などがあげられるが，このような転換期を迎えた港運業界は自主的な近代化

施策と して慎重審議した結果次に示す対策を早急に笑現すベく努力すること

としている。

＠港湾近代化に対応する元請業者のあり方

現在，われわれ港湾運送事業をとりまく環境は，一面において利用者のイHI!

からの流通革新に即応しうる体制づくりの強い要望を受けつつあり，一雨に

おいて沖取荷役を中心とする在来方式からの，急激な変転によって経営危機

は日を追って激しくなっている。

このような転換期の中で， 経営を維持し，将来の発展を期するためには，

まず利用者が納得しうる体制を作り上げることは，勿論必要であるが，同時

にその姿は業の安定につながる体制でなければならない。

この体制とは窮極的には，中核体としての一種業者 （元請業者〉のあり方

に焦点が絞られ，具体的には元請業者の引受責任の明確化を確立するために

はどのような方策を講ずるべきかとしづ問題であり，同時に元請業者の経営

基盤を如何にすべきかという問題である。

このような問題を認識した上で元詰業者のあり方について以下の方策をた

てる必要がある。

両己

元請業者のあり方

は） 元請業者の経営基盤

元請業者は船内荷役事業と貯運送事業とを基盤とする。

(2) 元請業者の作業体制

元請業者は船内荷役事業を直営するか，または直也と同等の効果のある

運営体制をとり，好運送事業は事業協同組合の組合員となる。

付） 7乙請業者と船内荷役事業者と結びつく場合

≪c¥) 元請業者 1 祉に刈し， ｛M~ IJ'J の専業者を 2 -tL以内とする。
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倒船内の専業者 l社に対し元請業者の数を2社以内とする。

伊） 府：運送は大型グノレープ化による経営の効率化，安定化をはかるため，

元請業者は府専業者と事業協同組合を結成して，その組合員となり，港

湾ごとに数プロックの合JIH的な運営方式をとると共に料金の完全収受と

府数の適正化を図る。

但しこの場合は現在の免許基準には拘泥しない。

5. 新港湾整備5カ年計画と基準港湾における問題点

運輸省は，わが国経済の高度成長に伴なう生産活動や，物資流動の活発化

を背景とした，港湾経由貨物の取扱量が急激に伸びている現状に鑑み，第 3

次港湾整備5カ年計画は実状にそぐわないとの判断を下した。すなわち，全

国の港湾における43年度の取扱貨物量は，輸出入貨物および内国貨物を合せ

ると13億5,400万トンに達し， 44年度は前年比20%増としても， 16億トン台

を優に超える取扱量となっている。これに対する現在の港湾整備計画は，

47年度の目標値を 15億3,000万トンとしているため， かかる変化から第4次

港湾整備のための新計画をたてて，需給の不均衡を是正することとなったわ

けである。この新計画により，重点的に整備する港湾施設は，船舶の巨大化

が進む一方，塩，石炭，飼料などの大型専用船が，次々に建造されているた

め，まず，輸出港を中心とする大型岸壁と，内国貿易の商でカ ーフェリーの

飛躍的増加が予想されているため，フェリー専用埠頭の整備およびこれが付

帯施設を完備すると岡崎に，わが国海岸線の港湾開発がほぼ限界に達してい

るとの判断から，航路の開発などにより，既存重要港湾の高度利用を図ると

いう考え方ももっている。このような状況下における基準港の開発，拡張計

画の焦点を促えながらその問題点を究明したいと思う。

⑥ 新港湾整備5カ年計画・・・・・46年2月5日閣議了解

]. 策定の趣旨
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港湾整備は昭和43年を初年度とし昭和47年に至る投資総額10,300億円〈港湾整備事

業8,000億円，災害関係事業，地方単独事業1,200億円，港湾機能施設整備事業1,100 

億円）の港湾整備5箇年計画に基き実施してきたが，

① 新経済社会発展計画の策定

②港湾、取扱貨物量の増大

③海上コンテナ輸送，フェリー輸送の本格化，新規開発港湾の整備促進，船舶航行

安全対策の推進，海水汚損防止等公害対策の推進など新たな要請の台頭などの諸情

勢から現行港湾、整備5筒年計画を改訂する必要が生じ新たに港湾整備5筒年計画を

策定するものである。

2. 計画の期間，規模

計画期間 昭和46年度ん昭和50年度

計画規1契 総投資額 21,000億円

港湾整備事業 15, 500 II 

災害関連事業 ・地方単独事業等 2, 400 II 

港湾機能施設整備事業 2, 100 II 

予備 g'f 1, 000 II 

3. 重点事項

新港湾整備5箇年計画の内容となる重点的な事項は，次のとおりである。

(1）物的流通のための港湾の整備

収） 外国貿易港湾の整備

（ロ） 国内貨物輸送における拠点港湾の終的

(2）地域開発に関連する港湾の整備

げ）産業港湾の整備

（ロ）民生安定，地場産業育成のための地方港湾の整備

(3）安全確保のための施策の推進

“）狭水道航路の整備促進

（ロ）安全対策上必要な水域，外かく施設の積極的整備

（生）公害防止のための施策の推進

海水油消防止施設の整備等公害防止施策の推進

4. 今後の調整

計画の内容については，今後港湾審議会の意見をきき，また経済企画庁との協議を

行なって検討を進めたい。具体的な各港の整備事業については，各港湾、管理者との調

整を図ると同時に離島関係については，経済企画庁，北海道関係については，北海道

開発庁と協議して，その内容をli'{JI定し，できるだけ早期に港湾整備5箇年計画を閑議

決定する。

（東京港〕

背後の大消費，生産都市東京をひかえている東京港は，昭和42年9月わが国初の

北米太平洋岸のコンテナ輸送に踏切ったことを契機として，従来の内貿中心主義か

ら~＇.際貿易地へ脱皮する努力が続けられている。

1. 東京を巾心とする地域経済の中心機能を来す都市港湾の建設を促進し，機械力
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の充実による荷役の能率向上化を図る。

2. 東京湾ベノレト地帯における外貿機能を分担する方針のもとに，外貿定期船浴と

して新発足する。

3. 港湾区域の有効な埋立開発により港湾施設の整備拡充を図り，貨物の背後輸送

力の強化および東京を中心とする陸上交通輸送体系の抜本的改善に努め， さら

に，既成市街地の再開発に害干与するための用地を大規模に造成する。

（横浜港）

横浜港は従来の東京を中心とする首都圏への輸入港というイメ ージを破り，神奈

川県内陸工業の進展 （中津工業団地，伊勢原工業団地，東名高速道路の厚木インタ

ーチェンジ付近の内陸型地帯〕に歩調をあわせ，これらの産業と密接な結びつきを

もって過去償浜のみを中心に発展してきた神奈川県経済の姿を全県域的な規模に拡

げるよう改革することが必要であり，現に本牧埠頭の完成とともに，これらの隙頭

関連産業用地については，日産自動車，三井物産，三菱重工業，住友金属，日石化

学など，自動車，鉄鋼を中心とする港湾に大きく変ぼうしつつある。

世界の工場といわれ，貿易立国としてのわが国の表玄関たる横浜港は，港湾の近

代化，効率化を図るため，コンピュータによる情報センターを開発するなど港湾機

能の画期的な強化を図っているが今後，東京湾広域港湾、の形成や東京湾ポー ト・ オ

ーソリ ティ椛想が実現されるJJJ'liにはそのリ ーダーと して大いに発展することが期待

されているが，一面現状を凝視した場合，労働力の洞渇，港湾施設の未充足，臨港

路面交通の混雑激化， i巷運業者の集約化推進など，横浜港が将来の飛躍をめざすた
めには，是非共解決策を椛じなければならない問題が山積しており，まさに大きな

変革期に直面しているといえよう。

（名古屋港〕

海上コンテナの基地も整備されつつある名古屋港は，神戸，横浜に次く阜市i土i第2

位の実績を誇り，トヨダ自工を中心とする自動車工業の中心地である。今後の名古

屋港は，コンテナ中間基地とする外貿と鉄鋼，自動車，木材などの効率的な港湾整

備の拡充に向けられているが同港の問題点として挙げられる諸点は次の通りであり

これらの解決策が急務となっている。

① 高価品貨物の輸出高が比較的少いこと。

② 中間浴のハンデとでもいえるが船社側においてスケジューノレ維持のための早荷

役の要請があるほか，貨物の関係で抜港となる宿命を負っている。

（大阪港〉

全国的な輸出の飛躍的場大により，大阪港は鉄鋼，肥料，雑貨が大幅に仲び，大

消費地大阪を背後にひかえて化学工業品，鉱業品， 金属，機械工業品など工業化へ

のバイタリティをみせている。年間200万トンの取り扱い増をみこんでの港湾整備

は着々と進められており，この計画は，これまで立遅れていた港湾の整備を一気に

回復するとともに，内航のターミナノレと して， 大正港，南港の両内航整備，建設，

外航貿易については南港コンテナ埠頭の建設が，鋭意、進められており，将来神戸港

と並ぶ商港と してクローズアップされることは間違いない。 また，背後地輸送の動

脈的な役割りを果す内陸への整備も着々と巡み，大｜波港に陸揚げされる貨物のスム
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ーズな輸送体制の確立が期待されている。なお，昭和50年以降の計画としては，北

港の防波堤の西側水面約400万平方米を埋立て，コ ンテナ，フェリー， ラッシュ

船，CBパージ，海底トンネノレ，橋渠と高速道路との連結， m港とのベイブリッ
ジ，ヘリポートによる陸瓶空一貫輸送が企画されている。

（神戸港〕

わが闘の代表的な輸出貿易港である神戸港は， H混和50年度完成を回途として，ポ

ートアイラントの建設を急いでいるが，これにたずさわる流通関連業界の関心は，

駆めて高いものがある。東都埋立地区の真向いに計画されている六甲埠頭の造成計

画は，ポートアイラントに並ぶ大事業として，熱心に検討中であるが，これと本格

的に取り組むのはまだ速い先のことであり，現在はポー トアイ ランド l本にしぼっ

て，集中的な投資が行なわれている。なぜならば，神戸港は現在コンテナ化が急ピ

ッチで進められているため，これが受入れ体制lの完備が急務となっているからであ

る。この外，神戸港全体として，摩耶埠頭，新港第8突提東堤，新港第4突堤を拡

張再整備するとともに，内貿施設として西部地区に須磨港を，東郎地区に東村l戸フ

エリー埠頭の建設がいそがれている。

（関門港〉

関門港は，九州の表玄関として，九州全域，また山口県， I-Lil陰地方を背景とし

て，内外貿易の拠点となり，わが国経済の発展に寄与してきたが，従来門司は外貿

港，F関は内貿港としての性絡が濃いとされてきた。しかしながら現在の F関港はか
つての内貿港としてのイメ｛ジから脱皮し，長府臨梅工業地帯などの造成もあり次

第に国際港としての性格をおびつつある。なお，海｜ニコンテナ輸送の急激な進展に

ともない，コンテナ貨物を確保し，コ γテナ船の寄港を目指して， l昭荊144年8月に

着工された門司田野浦コンテナターミナノレが，いよいよ本年4月より使用を開始し

た。この回野浦埠頭は，当初ライナーパースの建設が予想されていたものであった

が，コンテァ革命の予想外の急速な進展によって， ~I門港か ら神戸港に流出する貨
物がさらに増加の傾向にあるところから，北九州港湾管理組合ではこれが対策に苦

慮した結果，コ ンテナ船誘致泊設の建設以外に方策がないものと判断し，急拠田野

浦埠頭をコンテナ基地に変更したものである。

九州，山口経済閣の発展にともなって今後ますますその規模の拡大が期待される

関門/JJif主，以ヒのよ うに第4次北九州港湾整備5箇年計画の完了する昭和50年に
は，わが国経済発展のー裂を担うメインポートとして生れ変るべく，日夜変ぼうを

遂げつつある。

6. 港湾運送事業の近代化への道と今後の施策

1. 海運業の近代化に関する経緯（図解）
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2. 運輸政策審議会流通部会の特別委員会の設置について（昭和46年3月29日

運輸省港湾局港政課の要請〉

1. 特別委員会設置の趣旨

港湾運送事業については，港湾労働等対策審議会の昭和39年3月31:1の答申以

来，昭和41年6月の港湾運送事業法の一部改正により，事業の集約化を始めとする

近代化施策を強力に推進してきたところであり，経営規模の鉱大，一貫責任体制の

確立，荷役機械化の促進等について一応の成果を収めたのであるが，最近に至りコ

ンテナ化を始めとして港湾をめくる輸送革新の動きはまことに目覚ましく，このた

め事業の前近代性の払拭に重点を置いた従来の港湾運送事業近代化政策は，輸送革

新への適応という方向への転換を検討すべき時期に来ているといえよう。

港湾審議会は，昭和41年7月から運輸省設置法の一部改正によって，港湾運送事

業に関し審議する椛限を与えられ，運輸大臣の諮問に応じて港湾運送布業の近代化

施策について港湾運送部会を設けて審議し，数次にわたり答申を行なって来たので、

あるが，法定の期限の終了により昭和44年度限りで同審議会の港湾運送事業の近代

化に関する審議は一応終了した。その最終の答申である昭和45年3月27日付「専用

場頭の効率的使用と特殊料金のあり方について」答申において，港湾雰議会は，円

頭に述べたよ うな問題認識のもとに専用埠頭の効率的使用に関し港運行政の今後の

基本的方向をさし示した。しかしながら，港湾における技術革新は，今後悔頭使用

の専用化の方向において大きく発展するのであるから，そこにおける港湾運送事業

と港運行政のあり方の問題は，単に専用埠頭に止まらず，港湾全体の規模において

根本的な検討を行なう必要がある。したがって，問答申は，その末尾において「輸

送革新に対応する港運業界の新たな体制っくりを促進するために，解決しなければ

ならない諸問題を今後審議するのに適切な機構を設けることを，政府に強く要望」

しているのである。港湾運送特別委員会は，この要望にこたえるため，運輸政策審

議会流通部会の特別委員会として設置するものである。

2. 審議事項

昭和45年6月の諮問第2号に関し，物的流通近代化の重要な一環である港湾運送

の近代化について，その主主木的な方向に関する調査 ・審議を行なう。

〔諮問第2号〕 『物的流通近代化のあり方およびこれを実現するための基本的方

策について』

3. 検討項目

(1) 港湾運送需要の動向

(2）港湾をめくる諸輸送革新の発展の見通しと港湾運送事業者の果すべき役割

(3）輸送革新に対する港湾運送事業の対応状況と問題点

ω輸送革新に対応して宇佐迎政策上取るべき焔策の方向
4. 委員会の構成

運輸政策審議会委員（物的流通部会所属〉 5名

グ 特別委員 l名

グ 専門委員 11名
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（学識者 2，港湾管理者2，事業者2，港湾労働者2，利用者3)

合計 17名

5. 審議日程

(1）審議の開始 昭和46年4月下旬

(2）審議の終了 昭和46年10月を白途とする。

(3）審議の回数

本会議 3回（審議事項検討，中間報告および総括〉

専門委員会 5～7回

3. 港湾調整審議会〔総理府〉における港湾近代化に関する審議事項について

港湾調整審議会においては，コンテナー化の進展等に伴う諸問題を調査審議する

こととなり，さしあたり専門委員会の作業として，調査審議を裂すると思われる問

題点の提起を行なうこととなりました。

つきましては，近く開催される専門委員会の会議資料とするため，ご多端の折恐

縮ですが，下記の事項について3月末日までにご回線下さるようお願いします。

自己

港湾における施策の整備，輸送革新の進展 （コ ンテナー， 複合一貫輸送，カーフ

エリー， 戸前受制等〕に伴う，港湾運送，港湾労働にかかる問題，その他港湾問題

として検討すべき事項。

上記に関レ港運業界より選出されている専門委員としては，木件の重要性

に関し慎重審議の結果輸送革新に伴なう港運業の問題点について下記の要望

を行なうとともに今後この問題点について上記運輸政策審議会と併行して港

運業界のあり方と位置づけについて審議が進められることとなった。

輸送革新に伴う問題点

I 輸送革新 （コ ンテナ，複合一貫輸送，カーフエリー，戸前受制，専用海頭等〉の

進展に伴なう港返業者の峨j或（位置づけ〉の明確化， 並びに港湾労働者の職場確保

の問題

立 輸送革新に伴なう港運業者の企業不安（過剰施設対策等〉の問題

III 現行港湾作業慣習とこれに伴なう労働慣習の改善問題

4. 港湾運送をめぐる問題点の要旨

1. 物的流通における港湾運送の意義

2. 港湾運送事業の近代化の意義

2-1 近代政策導入の動機

① 流通部門における合理化要請

② 労働力不足と労働問題



70 JJ.'¥J或港湾における港連事業の近代化について

2-2 近代化を阻む諸要因

2-2ー1 内的要因

① 企業の零細性

② 経営の育fj近代性

③ 元詰，下請関係の錯綜による元請責任の弱体化

④ 契約の不自由性（義理人情〉

⑤ 日雇への依存（波動性の問題を含む〉

＠ 労働条件の劣悪性（身分保障，労災保障の不備，長期間労働〉

2-2-2 外的要因

① 港運需要の波動性

②事業の他律性

2-3 集約の成果

①経営基盤の強化

② 一貫責任体制

③ 波動性への対応

2-4 集約の問題点

① 適正規模（何が適正規模か〉

② 集約と合理化（果して集約は合理化を推進したのか，競争を

なくしサービスを悪くしたのではないか etc)

2-5 現在婆望されている港運近代化

3. 港湾をめぐる輸送革新の見通し

① コンテナ

②流通センタ－±ljl顕

＠ プエリ ー

④ プッシャーノミージ， ラッシュ船

⑤ 上屋戸前受制

⑥ 一貫協同輸送
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4. 港湾労働力の確保

4-1 一貫直営方式，下請会社方式およびハイヤ リング ・ホーノレ方式

との比較

4-2 港運の営業日および営業時間（約款〕

,1-3 魅力ある職場（労災防止， 労働時間短縮，筋肉労働の軽減，福

祉の向上）

5. 新しい港湾運送事業のあり方

5. 登録日雇港湾労働者の雇用のあり方について

木件に関しては，昭和45年度港湾雇用調整計画に関する答申（昭和45年 3

月17日付答申第9号〉において「登録日雇港湾労働者の就労確保の見地 か

ら，雇用の基本的あり方等について引続き検討することを申し添える」 と指

摘され，その後労使問題分科会から公益側委員会へと移り数度にわたる検討

の結果，現行法のなかでどのような対策を行なうべきかがまとめられた結

果，総会の席上承認され，45年11月30日付 （総審港第34号〉をもって労働大

臣に対し建議がなされた。

本建議は労働大臣，運輸大臣および自治大臣等に報告されたものであり，

その要旨は次の通りである。

総審港第34号 （｝沼荊145年11月301::1)

労働大臣野原正勝殿

港湾、調整審議会 会長石 井 照 久

王査録1::1雇港湾労働者の雇用のあり方に関しては，昭和45年度港湾雇用調整計画に関

する答申（昭和45年3月17日付答申第9号〉において絞木的に対策を検討すべき段階

にあることを指摘したが，その後の審議により問問題に関し当面措置すべき対策につ

き結論をえたので，意見として提出する。

国際貿易の著しい伸長，輸送革新の進展のなかで，港湾機能の整備拡充は緊急の課

Jillである。
港湾労働については，港湾労働法の随行を契機として，%働者の常用化，日雇港湾

労働の近代化等の対策が進められているが，なお改善すべき余地が少なくない。港湾

機能の保持にとって港湾労働は欠くことのできないものであり，その改善には不断の

努力が傾けられなければならない。

~·~録 ll llf.i径約労働者の原用のあり方にl:i~I し， 当 1rntf!ili'tすべきものとして別紙にかか

'.Jる対策の挑進に努められたい。
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なお，対策の推進にあたっては，次の基本方針にも十分の配慮を加える必要がある。

1. 労使関係の近代化

登録日雇港湾労働者をめぐる問題の解決への途は，労使関係の近代化がめつてはじ

めてひらかれる。労使は急速な変革を求められている港湾運送をめぐる諸事情，わが

国全体の厳しい労働需給の状況等を認識し，それぞれが主体性を確立するとともに，

労使関係の近代化にさらに努めなければならない。

2. 港湾運送事業の体制l整備

港湾運送事業の近代化を進め，輸送革新に対応しうるよう，その体制の整備を行な

うべきである。

3. 港湾労働の総合的検討

港湾の関係施設の整備や輸送体制の変革（コンテナ化，複合一貫輸送等〉に伴って

港湾運送に大きな変化があらわれ，これらの影響が港湾労働者の質および泣について

波及してくることが予想されるので，これに対する総合的な施策の検討が必要であ

る。

（男lj紙〉

I 日産港湾労働者の雇用に関する問題点

1. 港湾雇用調整計画等について

港湾雇用調整計画における登録日雇港湾労働者数は，いずれの業務についても

現に登録されている労働者数を下廻わらないようにとの配慮が加えられているた

め，事態の変化に必ずしも即応しておらず，また，港湾雇用調整計画は次のよう

な事情もあって，登録日雇港湾労働者の確保および就労の安定につき所期の効果

をおさめているとはいし、難い。

付） 登録制度を尊重し，育成しようとする姿勢が労使に徹底していないこと。

〈例えば，事業者全体に，公共職業安定所の紹介によって登録日雇港袴労働者

を優先して雇用する慣行が定着していないこと。 〕

（ロ）常用港湾労働者の中には季節雇用の者が含まれており，これが登録日雇港湾

労働者の就労を圧迫していること。

付登録日雇港湾労働者の中には，出頭，就労の状況が著しく思い者がいて，制

度の適正な運用が妨げられていること。

2. 就労日数について

登録日雇港湾労働者の出頭の状況，紹介方法の問題（職種区分の問題，就労条

件についての労働者のえり好み， 庭用すべき労働者についての事業者のえり好み

等の問題を含む） ' i直接雇用の慣行など諸種の要因がからみあって，登録日雇港

湾労働者の就労日数の改善が進んでいなし、。

3. 求人の未充足について

登録日雇港湾労働者の就労の機会が ｜ー分に確保されない状況のもとで，部分的

には日雇求人の未充足という変則的な状態が続いている。

4. 登録日雇港湾労働者の給源について

登録制度がとられた後においても，登録日雇港湾労働者の給源についてみるべ

き変化はあらわれておらず， 登録日雇港湾労働者が近代的な労働市場のもとで碓



広域港湾における港辺事業の近代化について 73 

保されていく見とおしはほとんどない。

1I 登録日雇港湾労働者制度等の改普ー

1. 登録日雇港湾労働者の共同雇用の理念

(1）登録日雇港湾労働者の制度は，港湾労働近代化のための重要な方策であると

ともに，日々変動する荷役需要に応じうる労働者を，各港湾運送事業者が常用

労働者として雇用しておくことについての事業者および荷役需要者の経済的負

担の軽減と労働力の効率的な活用を目的とする方策でもある。

最近の登録日雇港湾労働者の雇用をめぐる前記のような問題に対処するため

には，実質上各事業者が港湾ごとに共同して登録日雇港湾労働者の全体を確保

しているという考え方およびこれに対応する労働者の姿勢（共同雇用の理念〉

を確立し，それにふさわしい措置をとることが必要である。

(2）登録日雇港湾労働者の制度について共同雇用の理念を採用し，これにふさわ

しい体制をとることは，港湾労働の改善，港湾運送の効率化を促進するもので

あるので，荷役需要者がこのような体制の実現を可能とするよう積極的に協力

（費用その他の負担〉をすることが必要である。

(3) ｜雪および地方公共団体は，職業紹介体制！の整備，関係者の指導等につき適切

な指置を進めるべきである。

2. 港湾雇用調整計画等

(1）登録日雇港湾労働者については，当該港湾において真に必要とする的確な数

とするため，港湾運送事業者等関係業界から提出される資料および地区職業安

定審議会における審議内容等の活用により，計画策定の改善を図ること。

(2）登録日雇港湾労働者の就労確保のため，次のような措置を行なうこと。

（イ）季節労働者は原則として使用しないものとすること。

（ロ）笠録日雇港湾労働者から常用港湾労働者に採用する体制を整えること。

(3）港湾運送事業者は，登録日雇港湾労働者の就労日数の向上を図るとともに，

実際の就労日数が労使聞で‘定めた就労日数に足りなかった場合には，その不足

する日数につき適当な補償姶置が行なわれるように努めること。

3. 雇用調整手当

雇用調整手当については，手当の支給額，財源、の合理化等につき次の点を含め

て所要の改訂を加えるべきである。

付）雇用調整手当の額は，賃金および就労の実情に応じて定めること。

（ロ）港湾運送事業者が港湾運送附加料金として収受した額が，納付金として納付

した綴をこえた場合，その資金を活用する方法について検討すること。

4. i賎業紹介等

μ）登録1:1雇港湾労働者の職業紹介については，職種区分の改訂，就労先や労働
者の選定にあたっての怒君、の封｜除，直接雇入れの厳正な規制等により改善を図

ること。

（ロ）登録日雇港湾労働者の出頭，就労状況による登録取消しについては，その基

準を検討し， 厳正に行なうこと。

付 日々の労働需給を的確に把握し，円滑な職業紹介を行なうことに資するた
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め，公共職業安定所に労使代表を加えた「登録日雇港湾労働者需給委員会」

（仮称〕を港湾ごとに設けること。

][ 教育訓練と福祉対策の改善

1. 教育訓練

港湾運送をめぐる種々の変化に応じつつ，就労機会の確保，災害の防止を図る

ため登録日雇港湾労働者が作業内容の変化に弾力的に適応できるようこれに対応

する教育訓練を開始することが必安である。この場合関係者は教育訓練の受講を

促進する措置について配慮すること。

なお，国は新たに登録日雇港湾労働者として就労する者についての基礎的な教

育訓練を事業者側の協力を得て確実に実施することG

2. 福祉対策

事業者は， 登録日雇港湾労働者の福祉対策を常用港湾労働者の福祉対策に準じ

て惟進すべきであり ， 国 ， 地方公共団体はこれに対レ~·、要な援助を行な うべきで

ある。

主筆録日雇港湾労働者の住宅の改話については，この際特段の始置が必裂である。

7. 総合交通体系の確立に関する運輸省の情想

運輸省当局は，新しい時代に対応する交通の総合的体系への仕向性を高め

る必要があるとして，輸送の需要に対し過不足のないサービスを提供し得る

よう各種の交通機関を効果的に組合せた全国的な交通ネッ トワークを形成し

これらの，交通網の最も効率かつ合理的な運用を図るとともに，相互の経済

競争原理の導入と 3 その評価，公共投資と受益者負担のあり方の関係， 運賃

の水準や運賃制度の相互比較を行ない，海陸輸送のアンバランスを調整しつ

つ有機的な総合輸送体系を整備したし、考えである。なお，従来からの運輸行

政は，運輸関係者の保護，育成を図ることに最大の主眼をおいてきたが，今

後は輸送サービスの質的変化の限界を考慮しつつ利用者側を含めた交通対策

を樹立する必要があるとしている。また，運輸行政のあり方のなかで，許可

または認可事項についてもそれぞれの競争原理に応じて弾力的に運用し合法

的な措置をとること も考慮している模様である。このほか制約要因として，

労働力の不足， 土地， if1jI (rj, ~;g域等空間利用の問題も深刻化することが予想

されているため，交通に』、jする技術改新，省力化等も強力に進めることとし

ている。運賃料金i川についても，経済運営上大きな比重をもっているので，
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その引上げは当然抑制されなければならない。これが解決のためには企業の

合理化，近代化の徹底を図ってコスト上昇要因をできるだけ企業内部で吸収

するほか， 政府としては公共投資による交通関係社会資本の整備を図り，企

業の外部環境を整備し， 交通生産性の向上を図るべきであるが， これらの措

置を講じてもなお，吸収しきれないコストの上昇に対処するためには，適

時必要最小限度の引上げを国民の合意の上で‘実施する配慮がとられている。

8. 参考書類

1. 5大港における港湾運送事業者数（ 1～5種，昭和45年3月31日現在〉

------------
区分 5 ブ乙 港

業 種 ＼＼＼＼＼  京浜 ｜名古屋 ｜大阪 ｜神 戸 ｜闘門 ｜ 計ー

一 無 限 定 41 13 109 

港般湾

26 16 13 

1侮 貨 ｜浪 定 58 9 37 45 1 150 

運
いかだ一貫限定 3 1 8 。 。 12 

卒業送
その 他限定 30 7 17 12 1 67 

計 88 I 73 15 338 

船内荷J交事業 61 13 21 24 19 138 

はしけ運送 λY 130 12 106 59 25 332 

沿岸：荷役 ρ 158 46 176 90 64 534 

いかだ運送 グ 14 8 16 7 ;) 50 

363 79 319 180 113 1.054 

£に益1、 495 253 128 1,392 

(;J＼業者数〉 (337) (63) (292) (183) (90〕 (965) 

2. 払込資本金別企業数

資本金別！100万円 ｜100万円 I300万円 11.000万円 f5,000万円 11億円
｜ ｜を超え ｜を超え ｜を超え ｜を超え ｜を超え｜合 青｜

'-- ¥ f OO万円 fl,000万円 f5,000万円 f1億円 ｜るもの
：年別 ＼＼！ 以下 ｜以下 ｜以下 ｜以下 ！以下 ｜

40年10月末｜ 1印 I 263 I 384 I 284 I 57 I 92 I i. 240 
現在 c13) i c21) I c31) I c23) I cs) I c 1) I c100) 
45年10月末｜ 57 I 118 I 318 I 358 I 98 112 i i. 061 
境在I c 5) I cu) I (3o〕I (34〕I (9)1cu〕i(100〕d
Cil) 港湾運送c]i・業笑態調査による。



76 広域港湾における港連事業の近代化について

3. 港湾運送収入（ 1企業平均・単位百万円〉

区 分 5 大港 地方港

1！［限定一般港湾運送事業者 1, 773 440 

海貨限定一般港湾運送事業者 296 

その他限定一般港湾運送事業者 461 321 

船内荷役事業のみの専業港湾Jill送~t;：業者 302 352 

はしけ運送事業のみの専業港湾運送事業者 101 152 

沿岸荷役事業のみのZ草業港湾運送事業者 61 30 

上記事業の2以上を兼笛する事業者 439 105 

（注〕 1. 第一3回港湾運送事業実態調査による。
2. 収入の期間は昭和45年5月末の時点において最近の事業年度〔年2回

決算のときは2回分合計〉の港湾運送事業収入である。

4. 物的流通からみた専用埠頭およひ商港タ ーミナノレなどの一貫輸送体制へ

の連繋と複合化

専用船 専用埠頭 商港テーミナル（臨海工業地・：！；） 内陸輸送
距円 市情。日品愉；；： (ti.kit－＇￥門 ft－自動化ー陣i.ft-
｛大型化高連1t-n曲lt-i日化） （埠頭劫等化ー専門ft－）；量ft) iYfrlt－港J<ft専門It!

（）；風眼他ー広域It)

!TI三3
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9. おわりに

以上述べた通り，港運業者としては，このようなきびしい現失 に堪えつ

つ，積極的に強力な基盤の確立を図札利用者の理解が得られる合理化およ

び労務体制をつくりながら，流通機構の一環となる覚悟が必要である。 さも

ないと，第l次集約を終った業者で、あっても，脱落者がでることを念頭にお

く必要がある。筆者は単純な合併，集約論者ーではないが，今後のあるべき理

想の姿としては，新 3・3答申にみられる通り，業界全体が団結して， 一時

的にはかなりの犠牲が生ずる危険もあるが，これに植えつつ外部からの強い

要請に応えて，バランスのとれた近代化の方向に退進してし、かなければなら

ない。なお，これが達成については，個々の事業者が全体の需給関係を考え

ず，バラバラにその事業を拡大し，改善していくというような姿勢でなく，

また，個々の経営にとって都合のいし、もののみをとり入れるというような，

便宜的なものであってはならないことを銘記しつつ，近代的な組織化と経営

の合法的管理を徹底的に行なうことが肝要であり，企業のもっている人的，

財的，技術的な能力を流通過程にあわせて冷崎に対処すべきであると信じて

やまない。
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東京湾港湾取扱い貨物量の

適正化と港湾管理問題

@I 次

1. 港湾利用の問題点
2. 東京湾港湾取扱い貨物物資別流動のiliJJl(•J
3. 東京湾港湾整備の政策的回顧

千須和 富士夫
（港湾経済研究所〕

4. 東京湾港湾、取扱い貨物量の適正化の条件
5. 広域港湾管理へのシ久テムズ・アブローチ

1. 港湾利用の問題点

昭和44年度の東京都港湾局よりの委託調査に関連して，報告書を作成した

結語として，次の点を強調させていただいた。すなわち，

「港湾を市民のものとするためには，基本的には，現在のシステムと新し

いシステムのいく種かのあり方とを比較させ，そのいく種かの新システムの

うち真に経済的なt低コスト性をもち，民主的かつ高能率で，正確，安定した

システムを市民によって選択させることであろう。行政の立場からは，それ

らのシステムを政策と して政治の場に提起することではなかろうか。それ故

にこそ，オベレーション，管理，開発のシステムの内容を今後も検討し，設

計することが望まれるのである。」ω

以上のよ うな提案はp 日夜その衡に当たられておられる港湾管理者内の方

がた，あるいは港湾経済の研究者において，既に自覚され，考究され，検討

されたものも含んでいるのではあるが，寡聞にして管理について，阪神ポー

トオーソリティ構想がある以外は，国民的な共通の話題となったものを知ら

ない。オベレーション技術に関する｜浪りは，つとに高見玄一郎先生の論文，

口述筆記等によってその構想は伝えられ，ポート ・コンピュータ論の展開を

みているωことは，周知！のところと）；！，.（われる。この研究計画も大きく進展し
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ていることは，関係者の一人としても誠に喜ばしいところである。ご承知の

ように，荘、は港湾の管理開発，オベレシーョン等において，一定の価値観を

導入すべき点をすでに港湾のオペレーションに関する「公共性」の経済的立

味を追求する過程で指摘した。

つまり，私は港湾の「公共性」とは，個別企業，個別産業（私的資本も しく

は個別資本〉に代表される資本の間で，港湾が平等に使われたり，無規定の

『一般公衆』が自由に使えることではなくて，むしろ日々顔を合わせる個々

人全体にとって有用であり，低廉な物価や快適な生活環境を保障し，また港

湾のために負担すべき費用を最小にとどめ，最大の利益をもたらす共同の生

産手段であるように港湾を維持開発することであると考えたわけで、あり，こ

の価値観こそが，私自身の港湾経済学の方法論につき吟味されるところでは

ないかと思われる。

港湾は，社会の再生産を可能ならしめる生産手段として機能している。港

湾を経由する貨物は原材料であれ，製品で・あれ，社会を支える有用物であ

り，価値ある商品であり，資本の循環の過程にある一つの形態である。港湾

統計上，廃棄物， くずもので出てくる貨物量は決して少なくないが，この貨

物そのものの輸送は社会的消貰’というべきものといえるものであって，港湾

がなければ，こうした有用物の供給や資本循環，廃棄物の処理等が停止し，

社会は大混乱に陥ることは明らかである。 （港湾、ス トを想起すれば足りる〉

こうした裏づけがあるからこそ，港湾は一般的労働手段と して重視され，

社会的所有化される素因があるのである。しかし社会的所有化，とりわけ公

有化されていく理由には，次の点が考えられる。

第1に土地的要因を含む港湾については，元来，土地は限定性をもつため

競争原理が働いて地代や土地1i0i格が上昇する結果，個別資本としては，利潤

部分を狭ばめられることを余儀なくされる。それ故，港湾の公有化や個別資

本による「平等な」共同利用が望まれること。

第2にタ ーミナノレ機能〈方向性，媒介VIミ，時間性を通過貨物につき決定す



80 東京湾港湾取扱い貨物量の適正化と港湾管理問題

るような機能等〉に係る個別資木とか海運のような運輸資本のためだけでな

く，生産資本として稼働するもの（商品の形態をとる資本〉が港湾を通過す

ることが必要で、あり，そうでなければ，単なる施設である。つまり一般的労働

手段のうちでも，土地と結合した対象的条件の性格をもつことになるため，

生産物への価値の移転が行なわれなくなる，すなわち，貨物の流動がなけれ

ば港湾そのものは空費され，廃港となってしまうのである。ここで行なわれ

る価値の移転こそ港湾を利用する産業資本にとっては，特別利潤の源泉とな

るものである。海運が港湾を利用するからといって，海運にとってのみ生産

手段となっているかのように理解することは，誤りであると思われる。海運

においてすら，貨物を運ばなければ，つまり産業資木の生み出す諸種の商品

の移動を図らなければ，自らを存立させえないのは，自明のところである。

それでは，価値の移転はどのように起こるのか？それは固定資本が生産過

程で示すように，全体としての機能を停止する期間にわたって，価値を分割

しつづける。この移転の原理は原則として通過貨物の重量に対応して働く。

第3に，こ うして固定資本として循環が長期化することとあいまって，巨

額な先行投資が要請される。このことは，産業資本の要請にみあう経済規模

に応じた最大限の利用が整備目標とされるからである。

第4に，港湾が港湾としての役割を全うするには，一定以上の規模の土

地， 資木を要することは当然である。つまり，機能を果たすに必要な最小限

の諸種の港湾施設を一切揃えなければならないということである。

第一5に，港湾は物資輸送という物的流通の中核を構成することそれ自体

に，本来的に軍事的政治的性絡を備えており，日米安全保障条約及び日米行

政協定により兵持基地化している経済基盤主要港その他にみられ，国家支配

及び植民地従属国支配の中枢を担う施設ともいえる。

第6に，地方港湾にみられるごとく，住民にとってあるいは旅行者にとっ

て，生活の場やレクリエーションの場を提供することがあるm これは個人の

消費に役立っているわけであるがp ー而ではp こうした消質的性格をもっこ



東京湾港湾、取扱い貨物品の適正化と港湾管理問題 81 

とも銘記する必要がある。（4)

こうした条件を土台にして，港湾は公権力の下におかれ，公権による管理

体制が成立させられているわけで、あるO

しかし，港湾の社会的所有化，公有化をすすめたことによって，新たな矛

盾に逢着した。 それは， 利用独占の方向とその競争の激化という事態であ

る。

生産手段は私的所有として独占的に利用できるとき，最も有効に働く。労

働と労働手段との結合は，工場制の組織のように，安定していなければ，計

画的な生産（港湾では用役の生産〉ができないのである。

そこで，港湾における私的所有が存立できる条件が求められることとなっ

た。その条件とは，専用埠頭の出現である。

専用埠頭が登場するに至るには，一般的条件がある。歴史的には， Marc 

hant Carrier段階における Merchartの埠頭所有があるが，資本主義経済

下においては，独占段階に到達したということである。独占段階に達したこ

とにより，大量生産，大量消費，大量輸送が可能となったのであり，巨大産

業資本の巨大需要が原材料に対して起こり，市場の独占的ないし寡占的占拠

によって，大量消費の道が聞かれ，かく して輸送におけるユニッ ト・ロード

化や専用船，大型荷役機械の導入による物資別専門輸送が行なわれ，個別資

木の似I）における専用埠頭とりわけ物資別の専門化を基盤とする専用埠頭＝私

的所有の埠頭の出現となってきたのである。

専用埠頭を発達させた理由は，まだこのほかにある。わが国においては，

原料海外依存型の資源構造と，産業資本の臨海地帯への立地は，安〈広い用

地の取得ができるこ と，しかも臨海に立地することにより，輸送距離，輸送

時聞を短縮し，輸送コストを抑えることができ，そのため，工業立地の条件

としても，工場に隣接する専用埠頭の設置を促進させた。

さらに専用埠頭が私的資本の投資対象となりえたのには，次の理由が考え

られる。
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ターミナノレのーっとしての港湾の機能を最小限に充たす要件はなんである

かというと，i繋船可能なパースないし少な くとも数パースをもっ埠頭こそが

最小の機能単位であるということ，ただし埠頭のみ単独では存在しえないの

で，部分的な所有により，公共投資による港湾施設に多くを依存しながら，

港湾そのものの機能を吸収しているといえるであろう。ここに「公共性」な

るものをあたかも公共埠頭にだけ係ることであって，私的埠頭には関係のな

いものだと捉えるものの限界がある。港湾、は一体となって防波堤も航路も綿

頭もその他の港湾施設等々を含め，物的要素と労働とが！動く時，始めて生産

的機能をもちうるのである。私的資木が港湾内のー埠頭に投ぜられたといっ

ても，それはあくまでも港湾の一部を補てんしたこと，さらにいうならば，

特別利潤を一層大きくすることを可能とする道を開いたにすぎないというこ

とである。

この点は，港湾取扱い貨物の品目別増加｜寄与率を女11ることにより，また専

用埠頭と不可分の原材料の動向をみれば，港湾利用の大筋の笑態を知ること

ができるコ専用埠頭では，近年公共埠頭の 3f音を取扱っているのである。

これを東京湾については，昭和34年から42年にかけての動きをまとめたこ

とがあり，湾内各港ごとの取扱い貨物の品類別分担率を明らかにした。∞次

ぎに，最近の5年間の動向について検討してみるこ とにしたい。（第1表参照〉

第l表東京湾港湾取扱い貨物公共・専用別推移 単位 ・千トン

36:i:!三 37年 38年 39年 40年

公

専

j与 I 31. 546 I 30. 010 I 32, 667 I 
用 I 68, 405 I 76, 154 I 100, 269 I 

ft 1. ( 〕内はフェリ ー貨物換算量

2. 運輸省港湾問「東京湾港湾計画の基本構想、資料」 。！日荊l42壬「〉より

注 （1）港湾経済研究所「結合一貫輸送調査報告書」 （昭和45年3月） p. 286 
(2）高見玄一郎「港湾運・）;I；と情報処理」 〔「港湾」 1969年4月号〕
問 「港湾の近代化一一輸送革新と港湾」 （「運輸と経済」 1969年10月号〉
同 「広域港湾論一一主としてオベレーツョンの観点から」 (Fl本港湾経済
学会王手報No.7 1969) 

同 「講(J:i＼－ 流通革命と東京湾の将来」 （東京湾総介開発協議会港・rrij委員
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会議事録昭和44年12月18日〉
同 「港湾と情報システム一昭和45年5月20「！ 航jJ~脱r.n1における訪日目i」

（「港湾経済研究所」〉

同 「港湾におけるコンピュータリゼイション」 （「港約と↑，＇；·~'fl ジステム」
神戸市港湾局昭和46年3月〉

同 「港湾業務へのシステムズ ・アプローチ（1）」〔港湾経済研究所 1970年〉
(3) }ill稿「ターミナノレ・オベレーションと「公共性」 の経済的怠味」 〔｜｜木港湾経済
学会年報 No.8 1970〕

(4）社会資本の一般的労働手段の怠義については，宮本窓ー 「社会資木論」 （昭和
42年）p .16～24を参照

(5) Jill秘「東京拘内清治における貨物流動分担の動向」（「港約と貿易」 No.11 1970) 

2. 東京湾港湾取扱い貨物物資別流動の動向 （昭和40年・44年の比較〉

昭和140年と44年との湾内取扱い貨物盆を54品種別に検討比較してみよう。

この5年間で，東京湾の輸出規模〈貨物量〕は1.84倍，輸入規模も1.84倍，

移出規模2.06倍，移入規模1.68倍，港湾取扱い総量では1.85倍 となった。総

取扱いトン数は3億3,200万 トン（昭和44年〉である。 （第2表，第3表参照〉

昭和40年の港湾取扱い貨物の順位は，原油（3,102万 トン17.2彪〉，原YIII

(2,996万 トン，16.7%），鉄鉱石 (1,866万 トン，10.4%），石炭（1,549

万 トン， 8.6%），鉄鋼（1,528万トン， 8.5%〕，石力，，製品 (1,416万 トン

7.9%），輸送機械（859万トン，4.8%），砂利 ・砂 ・石材等（823万 トン，

4.6%），米 ・雑穀 ・豆（412万トン， 2.3，%），原木（367万 トン，2.0%）の

順であり，44年では，原油（6,880万トン， 20.げの，重油（5,000万 トン，15.

1%），輸送機械 （3,833万トン， 11.5%）石油製品（2,878万ト ン，8.7%) 

鉄鋼（2,778万トン， 8.4%），鉄鉱石 （2,552万トン， 7.7%）， 石炭（1,732

万トン， 5.2%），米・雑穀・豆（609万 トン， 1.8%）と変わった。

変化の特徴は，①原納，重油の比重が大きくなっていること，②鉄鉱石は取

扱い量は増えているが，比重は下がってきていること，＠輸送機械の比重が

2倍以上になったこと（その内容では， 77.2；＇＆は湾内カーフェリ ー輸送量〉④

石油製品は比重を増しつつ，取扱い量は2倍となったこと，⑤鉄鋼は湾内の品

純別取扱い比重ではやや減少傾向をみせたが，実質取J及L、量：では81%伸ばし
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ていること，⑥石炭，米穀類等は量的には横ばいながら，総、取扱い量の中で

は，比重を下げていることなどである。 44年は品種別には，パラツキが広ま

り，逆に取扱い上位品の集中度も一方では進行する傾向が出ている。いずれ

も上位は重油，原油，石油製品，鉄鋼等重化学工業原材料ないし製品である。

それでは，輸出入，移出入の実質取扱い量の面での動きはどうであろう

か，正常な傾向で，2倍以上の伸びのあったものを以下にあげてみよう。正

常な傾向でない場合というのは， 40年と44年を比べ，どちらかに全く扱いが

なかったり，極めて小さい扱い量であったりすると，その変化が査みとなっ

て現われるので，これを除外した。 （第4表〉

〔輸出品〕 米・雑穀・豆 4,454.5 (%) 樹脂その他化学工業品 293.8(%) 

麦 1,946. 1 綿 花 280.6

金属く ず 1.448. 8 輸 送 機 械 276.1 

その他非金属鉱 867.0 輸 送用 容器 254.1

分類不能のもの 850.0 動純物性製造飼肥料 252.5

取合せ品 465.0 そ の 他 機械 238.1 

薪 炭 400.0 その他窯業品 212.3

〔輸入品〕 取合せ品 1,123. 8 (%) 野菜 果物 265.9 (%) 

ヵ： ん 具 393.7 その他製造工業品 265.0 

輸送用容器 384.8 草作 炭 232.6 

木 製 口＂＇口 343.8 その他窯業品 227.9 

石油製品 336.3 原 ilil 224.0 

その他金属鉱 303.2 その他非金属鉱 223.0 

砂利 ・砂・石材 296. 7 その他農産品 204. 1 

ガラス類 287.3 その他機械 203.3 

その他繊維工業品 270.9 日 用 口口口 200.0 

〔移出品〕 石 灰 石 3,477.1 (%) イヒ 戸て子u. 薬 口ロ口 310. 5 (%) 

取合せ品 1,478.7 紙 ノ、。 ノレ フ 297.9 

羊 毛 796. 7 セ メ 、ノ ト 295.0 

カF ラ ス類 701. 8 米・雑穀・豆 270.5 

輸送機械 487.0 その他繊維工業J 256. 7 

砂利・砂・石材 465.6 (%) 非 鉄 金 属 238. 1 

コ ク ス 381. 7 原 木 228.4 

その 他農産品 364. 1 石 7111 製 ll口'I 206.8 
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〔移入品〕 その他窯業品 1,581. 9 (%) 

輸 送機械 473.2 

羊 毛 355.0 

その他非金属鉱 353.6 

その他畜産品 325.0 

その他繊維工業品 304.0

石 灰 石 254.5 

3. 東京湾港湾整備の政策的回顧

手ド 主9i 金 属
その 他 機械

鉄 鋼

ヵ： ん コ円目

イヒ ρ寸u.一 薬 ロロロ

麦

224.4 (%) 

222. 7 

214.4 

213.8 

211. 9 

207.6 

港湾整備計画が広域的，複数港湾管理者を通したものとして，東京湾にで

きあがったのは，昭和42年9月の「東京湾港湾計画の基木構想」が公式の計

画では初めてのものである。 （港湾審議会第30回計画部会了承〉この基木構

想、は，昭和50年を目標とした湾内各港の整備計画と土地造成計画を含むもの

であった。

これに続いて，運輸省第2港湾建設局は，i 昭和43年3月「基本構想Jを補

充するねらいで， 「東京湾における広域港湾計画」を発表したコ

内容的には，先の「基本構想、」を概括し，さらに東京湾地域における交通

輸送体系に関する計画に係る部分で，湾内のフエリ ーボート輸送計画，パー

ジライン輸送計画を加え，さらに東京湾横断堤計画を紹介し， 最後に東京湾

開発における今後の問題と題する1章を設け，港湾管理に関する問題，港湾

施設整備および土地造成にともなう技術的問題，船舶交通に関する問題，港

湾および臨海工業立地にともなう社会的問題の 4つの面からの問題点の摘出

を試みたものである。このうち，港湾管理に関する問題を除く後者の問題の

視点は，工学的問題か，もしくは政策論の判断基準設定に関する問題といえ

るのであって，当面する本題の中では取扱わないことにし，港湾管理に関す

る問題について簡単に紹介しておくことにする。

「広域港湾計画「においては，現行の港湾管理体制をこえる広域港湾とし

ての管理運営体制の確立の必要を説き，加えて，港湾施設の増強にともな

い，現港湾管理者の地方自治体に対し，財政的負担が過重化するおそれがあ
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るとして，港湾建設資金の総出方法については，外貿埠頭公開方式の資金調

達建設体制の登場をみるに及んだ今日においても，公lj1依等の形で出資金の

負担を求められる限り，やはり関係地方自治体の財政負担は問題として残る

と指摘していることである。

その後，同じ第2港湾建設局は，「昭和60年を目標とした首都圏地域の港湾

整備の方向（試案〉」を新全国総合開発計画が閣議決定される前の昭和43年

12月に作成発表した。 「（試案〉」は，はしがき，1.開発の基本的方向， 2.

首都圏地域における主要開発構想からなり，空間的対象を東京湾内に限定せ

ず，茨城，千葉県の大平洋側，相撲灘を見通すものであった。新全総で，九

十九里浜臨海工業地帯の開発は認められなかったため，後に 「試案」の中よ

りこの部分が削除された。

この「試案」段階では，地域開発と土地利用の長期構想、がもりこまれ，湾

内における産業開発に大きな制限を加えようとする意図がはっきり現われて

きた。その核心ともいうべき点は，昭和50年以降新たに造成される湾岸の埋

立地には，重化学工業の進出は極力押え，都市機能用地として活用するほ

か，重化学工業の新天地は首都圏では，鹿島灘臨海部等とした点である。ま

ずこ新たな輸送手段としてのパイプライン輸送に着眼し，湾内需要や全国への

石油配分基地を館山湾に建設し，超大型タンカーの湾内航行を排除するなど

の構想が加わってきたことである。

昭和44年5月に新たな日：本の国土計画の基本構想ともいうべき「新全国総

合開発計画」が閣議決定された。 「新全総」の考え方の基礎には，国土の抜

本的再編成と均衡ある発展を図る対策として，新ネットワークと大規模開発

プロジェクト，新しいシステム主体の三つの理念が採択された。新ネットワ

ークとは，人および物の流動を効率的に体系化する措置であって，総合的な

高速の交通体系とデータ通信としての情報通信網体系より構成されるもので

ある。港湾はこうした新ネッ トワークの一つの結節点として，全国的に影響

を与えあう有機的な機能を担うものとして重視された。ただし，東京湾その
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もののあ り方については，東京が中枢管理機能を高めるであろう ことが予想

された以外，明確な機能分担の方向は出されていない。

この 「新ネットワーク」の一要素としての総合的交通体系の構想が， 「新

経済社会発展計画」策定の過程で論議されることになってきた。総合的交通

体系とは，既存の交通機関が多様化，革新化される中で，各交通機関の機能

と特性に着目 しつつ，総合的視野に立脚した政策体系の中で活用することが

必要であり，こうした総合的政策体系に立脚した交通施設体系をいうのであ

る。ω新経済社会発展計画（昭和45年5月閣議決定，昭和50年目標〉の中で

は，適確な交通需要予測のも とに重点的かつ先行的な施設整備を行ない，輸

送の高速化，快適化， 通信の高度化等のサービスの向上のため，｜溢路打開を

早急に急ぐとともに，長期的視点に立った広域的，体系的な国土の新骨格の

建設を目指し， 輸送機関相互の協調体制を図り，施設の近代化を図るとうた

ったのであったが，肝心な 「総合政策体系」の立案には遂に到達するに至ら

なかったので、ある。

ただし，新経済社会発展計画策定の基礎となった経済審議会公共金融分科

会，社会資本研究委員会の報告によれば，社会資本整備の当面する三つの課

題と して，a，ナショ ナノレバニマム拡充への要請，b,［＇径路打開への要請，c,

新たな社会建設のための戦略投資の要請とに分け，計画期間中に予定される

「公共事業Jの相当部分は，a,bのための社会資本の充足となり，cに関

する主要プロジェク トを推進するためには，財政金融政策全体の再検討と社

会資本整備への民間資本の参加など，社会資本整備の全般にわたる新たな体

制の創出が不可欠で・あるとして，先行投資的分野に，民間資本の活動の場を

与えることを構想している。

ここで注目したいのは，「ナショナノレ ・ミニマム」をいかに決定するか，木

米国がその整備に責任を負うべき施設の範囲，整備目標を定め，計画期間中

に極力夫r境を凶るという計画l目標をいかに計量化するかという問題である。

同委員会が検討した段階では，ナショナル ・ミニマムの範聞ともいうべき施
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設を各種のタイプごとに生活基盤，生産基盤，国土保全に分類したに留まっ

た。 （港湾はナショナノレ ・ミニマムの生産基盤関係に据えられた。〕新経済

社会発展計画そのものにおいては，この整備目標については， 「部門別投資

額Jとして提示し， うち港湾、投資は1兆9,000億円（44年度価格で45年から

50年までの5年間の投資総額〉と定められた。これに対し，運輸省は，①こ

の新経済社会発展計画が策定されたこと，②港湾取扱い貨物量が増大してい

ること，③海上コンテナ輸送，フェリ ー輸送の木格化， 新規開発港ー湾の整備

促進，船舶航行安全対策の推進， 潟水汚染防止等公害対策推進の要請が新た

に起こってきたことなどから，第4次港湾整備5か年計画を昭和46年度から

50年度にわたる期間内で実施することを計画し， 46年2月5日の閣議了承の

下に，新5か年計画は結局，総投資額2兆1,000億円， うち港湾整備事業4

兆5,500億円，災害関連事業，地方単独事業等2,400億円， 港湾機能施設整

備事業2,100億円，予備費1,000億円の枠で進められることになった。経済情

勢や財政事情等が勘案されて，弾力的に実施されるであろう ことが期待され

るが，新5か年計画の狙いとするところは，①物的流通のための港湾の整備

を目指し，イ〉，外国貿易港湾の整備，ロ〉，圏内物資輸送における拠点港湾

の整備，②地域開発に関連する港湾の整備として，イ〉， 産業港湾の整備，ロ〉，

民生安定，地場産業育成のための地方港湾整備，③安全確保のための施策の

推進を図るため， イ〉， 狭水道航路の整備促進， ロ〉， 安全対策上必要な水

域外かく施設の積極的整備，④公害防止のための施策の推進と して海水油濁

防止施設の整備等諸種の公害防止施策がとられる予定である。詳細について

は，港湾審議会あるいは港湾管理者，関係省庁との聞の調整を待って実施計

画が出来てくるであろうし，また東京湾内の港湾計画への反映も近く現われ

るものと思われる。以上政策的に回顧をしてきたが，各段階ごとに前進があ

るとはいえ，しかし一貫した政策的立場は，現状対応型であることだけは，

事実である。

これを数量的にみるならば，港湾取扱い貨物量の推移を港湾整備のテンポ
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の指標としてきていることから，この動きの実態と予測値との関係，予測段

階の推定式を第2港湾建設局の資料により，次に掲げよう。担当者の立場で

は，経済活動の活発化が笑態と予測値とのズレをなしたのであって， 実際数

値（関数〉を推定式に入れてみるならば，修正値（44年14.5億 トン〉と実績

推定（44年16.2億トン〉との聞では大きな聞きとはならず，従来の推定式も

しくは港湾取扱い貨物量の推計方法は原則として正しかったのであろうと説

明している。∞ （次頁の図参照〉

次ぎに東京湾港湾整備計画の目標値と44年実績，第4次5か年計画策定時

の東京湾内の目標推計値を掲げておこう。
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第2表 昭和40年東京湾港湾取扱

品 類
千 業 JI!. 京

抽出 輸入 移 出 移入 抽出 1抽入 移出 移入

I * 
6, 963 40』599 - 526, 197 36, 143 31, 614 

農 2 米・雑 憩 ・豆 4,352 85.曲l 100 543, 653 39, 249 211, 530 

3 野菜・果物 !, 355 748 84,823 5.樹1 33, 227 

木 4 綿 iE 132 418 9,446 

5 その飽 食産 品 688 20，団3 52, 813 

産 6 羊 毛 169 80 

7 そ の他農産品 18, 693 3, 532 41, 437 

S 水 産 I日 1, 203 2, 192 2倒，746 8，田9 且3，曲4 29, 884 270, 445 

林
9 原 木 3, 782 39, 347 410 2,864,865 24, 148 791,418 

10 樹 』日 宮i 340 200 248 4, 5日 38, 207 

産
II そ の他不材 558 12, 261 4,260 12, 302 

12薪炭 I, 5担 3, 938 

13 石 IR - l,960,585 1,071 2, 189. 025 - 444, 553 120, 141 2白540,470

14 鉄 鉱 石 - 5,659，曲2 42, 059 189, 059 1,000 73, 672 お 945

鉱 15 その他金属鉱物 10，お8 16,356 92, 530 10.剖8 15. 929 

16 砂利・ 砂 ・石材 等 - 389,305 l,255,3剖 - 252, 875 3, 026. 3四

17 原 ηIi - 6,620，拍l 4,550 108, 041 - 457,571 19, 236 1凹 028

18 り ん鉱石 28, 785 3, 504 - 127, 434 7, 986 64，伍5

産 19 石 灰 石 - 787,6担 251 60 

油膜 主巨 181. 593 174, 8師 100, 548 148, 363 

21 その他非金属鉱物 I, 300 62 58, 3凹 II, 368 21, 621 l師＇982

械ご金属機l 監

22鉄鋼 218 28S 136 291 2, 548, 346 615，田3 27, 8話 308, 959 I, 110, 592 4, 078, 345 

ぉ非鉄金属 22, 882 55, 972 2, 239 26, 083 67, 038 

24金属製品 55 2, 415 I, 330 - 133,330 61, 395 

25 輸 送機 織 - 703,802 720, 764 3, 310 I. 354 501, 461 185, 922 

26 その他機械 1,3却 7,413 6, 572 281 81, 137 43, 962 

27 陶 磁 器 l,450 52 59 331 

28 -t メ ：／ト 89. 599 21.446 I. 588, 386 

化 29 ガ ラ ス額 2,804 316 358 17，即6

30 その他照準品 140 7, 792 2, 867 9, 778 

学 31 重 袖 ーし159. 540 4, 151, 332 I. 492, 804 35, 2叩 2. 808, 548 

32石油製品 32 678 68,885 2, 566, 099 652, 473 351 77, 415 143, 562 2, S55, 055 

33 コー ク，R 48, 782 3. 709 157, 117 337 12 150 41, 458 

工 34 そ白他石炭製品 500 305 JO, 916 157 14, 777 

35化学薬品 I, 284 116.412 36，伍6 2, 403 9, 651 95 746 363 372 

業 36 化 学 肥料 75, 118 15,437 30 875 23, 883 31,425 2. 704 41 239 122, 639 

37務讃巴九噂日 233 II, 747 992 128 44，回3 Ill, 105 

一 38抵パル プ 3, 305 34,>130 29, 148 856, 521 

軽 39 糸及び紡t.'（半製品 110 391 235 

工 40 その他繊維工業品 630 71 I, 658 539 

諜 41 砂 官邑 21, 737 7田 2,472 2. 502 489 312 42. 455 120, 645 

42 その他世料工業品 10,492 48, 596 61 435 2, 787 60, 979 581, 653 127, 728 

43 ヵ： /v 兵 2, 3田 291 6 187. 448 627 

雑 44 n m 吊1 243 2, 620 18 869 13, 506 129, 591 98 379 

コー 45コム製品 196 39 7, 088 6. 380 

7距 46 木 製 ," 1・『 46 220 19・1 •I, 225 6, 707 13. 266 

47 その他製造工業品 5 205 657 

48金属く ず - 202, 281 81, 105 60,4田 200 306, 431 24, 893 107. 363 

特 49 くずも の 625 114 3. 9•19 

50 動植物性製造飼肥料 15, 255 91, 173 1,077 7. 9.17 28. 816 35, 880 

51 出 ヨ5 明。 2, 329 192 

殊 52 戦 ；i; !TI 続出 2, 016 •125 78, 096 3.1. 177 

53 ）匝合せ，r:, 3 637 37, 731 48. 43.j 

剖分野1不能のも の ・16 19, 735 15. 240 

ノ、 ロ7，”6516, 127.802 IO. 742 735 9. 076. 611 ) 17，曲5 6, 765, 512 4, 204, 650 21, 372. 352 

一一一
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貨物量制品検別集計1; 単位；ト γ

神 査を Jll 東 京 湾 合 " 
Yエ7 (%) 

抽出 睦入 移出 移入 届出 匝入
IO ttt 移入

750 I, 116, 911 226，田Z 121, 932 750 1，臼3,108 267, 487 194, 145 2.105, 4叩 l. 17 

718 2, 4H. 607 437, 498 356, 612 818 2, 985, 260 477, 212 652, 708 4. 115, 9四 2.28 

2,978 224, 500 3,812 3, 165 3, 726 309,323. 9, 219 37, 747 3曲，115 
0. 2 
、

788 61, 730 10，日6 250 788 61,862 11.()()4 9, 696 関，350 0.04 

35，田7 267, 587 28, 553 11.429 35，剖7 286, 275 49, 236 64, 242 
435,6曲 o. 24 

382 19,277 10 80 382 19,446 剖 80 19明8 0 01 

5,259 l曲＇714 羽，国6 6,849 5, 259 127,407 42, 718 48, 286 詑3,670 0.12 

53,9釦 44, 927 18,2田 169. 959 62, 819 1羽，034 50, 333 645.1切 回8,336 0.49 

44.132 印2.991 213, 921 66, 425 44, 542 3, 495, 182 241, 851 887, 160 
3, 6曲 735 2.03 

9,365 117, 052 36,342 5, 181 9. 565 117,300 40. 898 43. 728 
211,491 0 ll 

1,240 8, 959 2, 110 195 1, 798 21,220 6 370 12.497 41.885 0 02 

1 l, 315 賞品 1, 127 1 1. 315 2, 334 5，国5 8, 715 0.00 

3 2, 110，剖6 722, 732 5,4倒＇143 3 4. 515, 784 843, 9判 10, 133, 638 15. 493 369 8. 61 

- 5,015師9 3, 518，幻O 4, 137, 884 - 10, 676, 351 3,634，田l 4,3却＇888 18,Gt拍，240 10. 37 

制3 846.131 147. 523 回＇148 843 制8,919 158, 471 120, 433 1, 228，届6 0国

1,362 15，届2 433，由7 2,8日，948 I, 362 15守田2 1, 076, 147 7, 138, 591 8, 231, 762 4. 57 

- 23, 379, 723 197,221 119, 366 一拍＇ 4弘 275 221，曲7 336, 435 31, 015, 717 17 23 

」 240,486 93, 291 4. 135 - 396, 705 101, 285 72, 304 570, 294 o. 31 

9 1,499 9 251 789, 193 789, 2曲 0.43 

- 339,2師 130, 273 203. 977 - 695, 745 お0,821 352, 340 1. 278，気お 0. 71 

6, 527 2曲，542 264, 585 3田町お3 6,527 213, 210 286,2曲 533, 664 1,039，即7 0.57 

1,704，田1 210,6叩 2, 209, 518 2, llO, 819 1, 951, 022 655, 910 5,8回，4弱 6, 805, 167 
15, 2!拍，555 8 49 

I曲，816 127, 718 72, 482 同，726 1回，816 129, 957 121,447 189, 736 
曲1,916 0.33 

168，倒9 19, 326 13, 931 担.603 169,379 19,326 147,316 98,414 534, 435 
0. 29 

1, 231, 637 110, 013 2 534, 224 2, 595, 033 l, 234, 947 lll, 367 3, 739, 487 3，叩l,719 8, 587, 520 
4. 77 

933, 871 198, 397 74, 833 33,851 940, 443 198, 678 157,3加 85, 226 1, 381, 637 0. 76 

・19,612 1,367 2回 19，回4 l, 426 E叩 1, 781 23, 071 0.01 

14, 179 1, 702 日 683 1, 412, 935 14 179 1, 702 85, 149 3，出拍，920 3, 191, 9田 1 77 

38，飢l6 9, 186 4, 475 6,977 39, 122 9, 186 7,637 24，凪3 80, 828 0 04 

団，479 羽.473 378 16,505 28, 479 30, 473 3,385 34, 075 88,412 0.砂4

27, 292 3, 925, 216 12, 264, 423 4，曲8,989 27, 292 5, 084, 7田 16,450，弼4 8,4曲，341 m，部3，お3 16 65 

1坦，077 712, 335 4,871，却8 2, 0田，329 161, 1師 858, 6お 7，随0，田9 5，日3，筋2 14, 164，日2 7. 87 

制。 186 58, 871 35, 954 133, 305 74, 730 234, 529 442，日4 0. 24 

4 2，幻4 216 504 2, 736 25，叩9 29, 149 0.01 

128, 602 148.170 172, 250 379, 782 132, 289 157,821 お4,4佃 729, 960 l, 404,470 0. 78 

287, 436 お9,5国 76，凹l 69，臼O 393, 979 277, 647 148 205 269，田2 1, 088, 893 0.6 

263,858 2叩，351 124, s踊 130, 551 2臼，目。 2叩，479 169，国2 お3,40Z 町8,013
0.54 

0. 73 

114, 774 216, 191 2日；，984 33, 930 118, 079 お0,621 55, 132 8田，451・ l, 314, 233 

ll,871 5, 3曲 554 11, 871 5,416 945 235 18,367 
0.01 

29, 446 12, 507 340 40 29, 517 12,507 l, 998 1, 2開 45,231 0. 02 

29,654 456, 348 40, 598 お，2ll 32.156 967, 397 問。753 156, 328 1, 239, 635 0回

247, 972 265, 769 1, 807, 512 151,817 2田，759 337, 240 2, 337, 761 340, s曲 3, 266, 740 I. 81 

342,869 4, 957 200 76, 429 343, 160 4，蝿3 187, 648 79, 356 615.127 0. 34 

518，お9 79, 853 3. 071 19，初2 537, 258 93, 359 132，曲玉 120, 301 阻止823 0. 49 

103, 274 5, 818 20, 050 l, 718 103, 470 5, 857 27, 138 8，田8 144, 563 0国

84,473 10,4剖 l, 7田 2,012 84, 667 14, 7凹 8, 552 15, 4岨 123, 426 0師

34,404 8,805 1,218 104 制，409 8，回5 1, 428 761 45,403 0.02 

3, 752 ll9,0田 73, 439 29, 222 3, 952 627, 738 179,437 196, 985 l，田8,U2 0. 56 

8, 1田 56, 745 5, 667 776 8, 106 56, 745 6,4佃 4, 725 75, 982 0 CH 

9,370 641, lll 187, 944 108，曲1 10, 447 649, 058 232, 015 235, ll4 1, 126, 634 0.62 

248, 571 2, 598 250.筑JO 2. 7田 253白6回 o. 14 

81,269 53, 743 l曲。213 45, 884 83, 285 54, 1曲 同4,3国 曲，国l 401,833 0 27 

27 517 11.677 12 603 11，倒4 33, 398 ll, 677 50, 337 60; 115 155, 527 0.曲

5蝿 149 85 200 596 149 19,8砧 15. 440 諸国1 0.02 

G 947 540 45, 140, 8四 31, 605, 705 位7,4田．凹l 7, 392, 410 曲，034,143 刊，553,0剖 57. 945. 7制 179, 925, 407 100.00 
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第3談昭和44年東京湾港湾取扱貨

』r., 事自
千 君臨 耳目 京

抽出 臨入 l移 tll 移入 輸出 抽入 移出 移入
l :≪ 20目697 3，依)9 140,854 - 698，お4 249, 482 24, 839 

民 2 j転， 緯按，豆 3,950 613 051 164, 750 116, 925 l,410 215, 443 13,677 204,461 

3野菜，果物 242 99 374, 739 5, 232 10, 125 

水 4 綿 1E I，叩8 50 113 602 9,632 

5 その他 £li!l1品 10,089 l, 119 8, 964 128 l, 145 30,615 17,862 

6 羊 毛 l佃 717 284 
産 7 そり他昔FNi品 26 97, 389 l, 241 156, 112 

8 水 産 ,r., 129 7, 651 14, 798 172, 529 19,080 402, 039 

林 9 Ji;( 木 - 277, 525 12, 9描 100.402 - 3,352, 203 89, 952 928, 822 

10 樹 目白 顕 2, 126 l,271 25,315 

産
ll その他木材 l, 016 4, 692 6. 180 4, 581 15,467 

12新政 576 関

13 石 E止 - 4，師43叩 - 2, 018, 245 - 657,858 147,816 2 256, 128 

鉱 14鉄鉱石 - 9,027,470 42.449 331, 474 4,474 669 24, 472 

15 そり他金属鉱 - 1,218回同4 45,428 - 163.233 10，剖2 34，謁8
16 砂草lj，砂，石材等 3,6田.553 2,447,481 760 428目751 3, 559. 493 

17 原 柑i - 2•1, 433, 434 9,40・1 186, 938 - 469,020 I0,945 52, 222 

18 り ん鉱石 68, 443 9,643 4』叩O 回.940 13, 250 21, 085 

19 石 Ii< 石 8,465 2，凹5907 240 1, 205 
産 20 』；1 暗証 8,548 - 125目536 71, 121 147,001 

21 その他非金属鉱物 田 033 12,972 368. 049 18, 747 52, 997 41, 785 581, 147 

22鉄編 制8,087 氏J0,6叩 4, 530, 556 2, 928, 215 40 457 180, 380 1, 971. 092 6, 132, 657 

書n非鉄金属 54.476 l拍.217 341 6, 273 37, 835 128，部8

機 24金属製品 8, 902 14.473 5, 738 233 105, 279 43, 779 
械 25愉送機蹴 - 7,8剖，043 8, 503, 042 33. 544 2,436 684, 485 149, 572 
エ フ ~v 内数（自航〉 - 7, 858, 294) (7,8'12,081) 2長
おその他機械 21.466 17.435 50 518 78 829 10.445 149 469 60.414 
27 胸 隠 器量 270 3.189 38 1,892 
28 セメ ント 301 228, 952 220 13,231 164, 759 

化 29ガラス顕 5, 194 7,816 2,519 504 時6 27, 533 
30 その他黒j;¥l:品 6. 521 169，日3 2,201 293 9,416 40. 432 

学 31lfi 員＂ - 1. 548,572 6,841,854 I, 916, 217 36, 666 4,434,456 
32石油製品 21, 201 I, 223, 169 4. 831 808 8•16, 897 63 57, 670 臼 913 5, 024, 981 
ヨ二 33 コ ー ク λ 22. 565 2, 906 3紙 796 15,979 44,878 
34 その他石炭製品 741 1.134 51 師8

業 35化学業品 5. 091 - 409,6伍 168, 565 1,443 19,558 275, 533 54 299 
36化学肥料 62, 550 58, 790 80, 194 89 2, 781 8, 985 76，凹9

37 染そ料り．他Z化H料学工，合梁成品樹脂 621 53，回9 7, 893 4,949 7,634 35, 952 175, 203 

38抵パルプ 592 17,414 5,177 140,894 83,871 I, 177目前4
経 39 来，及び£／j続半製品 62 8, 160 336 
工 40 その他繊維工業，r,, 1,627 2,428 21・1 I, 707 
業 41 砂 聴 68, 164 35,239 16,210 723, 991 33, 759 26, 685 
42 その他企料工業品 11, 303 70, 385 13. 076 73 937 739,844 325, 753 
43 ヵ： ん 具 7, IOI 76 334. 627 4,352 

雑 44 11 周 臣、 2,838 23, 782 14,087 3,046 81,337 18,361 
工 45 ゴム製品 105 633 51 1,391 1,2蝿

3長
46木製品 1,41 •1 19,652 6. 798 12,931 
47 その他製造工業品 632 353 394 
48金属くず 29, 085 186, 912 150. 615 28, 9r.3 3. 730 188. 582 99, 899 34. 943 

特 49 ＜ず もの I. 858 13, 383 3,094 2, 2叩
印動10!物性製造飼肥料 5，α抽 52, 624 15, 594 111 693 810 12, 769 以），782 71目577
51 礎 葺E 物 24, 019 138 1,805 

殊 52 愉送用科目t 6, 233 5. 082 108, 839 155,491 84制O 55,291 
日収合せ品 85. 867 部 098 557, 773 92, 329 
54 分額不能のもの 5，国6 28, 244 6. 995 
f守 計 797.051 13. 5:l7. 064 28. 848. 009 23, 597, 978 173. 151 8. 182, 185 6. 347，回8胡，840，田3
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物置 54品種別集計表 単位；ト γ

お事 京 Jll 東 京湾 it 計 シェア ｛%〉
輔出 姶入 移出 事入 抽出計輸入計早出計 1移入計

14. 596 I, 159,830 211,641 237，臨6 14,596 1,878,891 464, 132 402, 759 2, 760, 378 0.8 

31,078 3, 189, 613 I, 112, 285 430, 203 36, 438 4, 018. 107 1, 290, 712 751, 589 6, 096, 846 I 8 

3, 704 419 937 2. 662 3, 771 3,803 794, 676 8, 136 '13. 8田 820, 511 0 2 

2, 1回 54,919 211 2. 210 56, 040 813 9,632 68, 695 。。

26, 887 4田，筏担 36,671 17，担5 27,015 492, 233 68, 405 44, 211 631, 864 0.2 

160 22.日当8 160 22，凪8 717 2ル4 23, 829 。。

7,872 165守195 154, 309 I, 216 7,898 262. 584 155, 550 157, 328 583, 3回 0.2 

65, 004 79, 683 29, 535 166, 121 79, 802 252, 212 48, 744 575, 811 956φ569 0.3 

16,314 1,311,392 449, 504 60, 139 16,314 4, 941, 120 552, 412 1,0回，部3 6 599 2凹 2 0 

569 1日，680 26, 353 572 569 l曲，8田 27, 624 25，回7 222, 886 0. I 

865 9.516 I 18 865 16, 712 4,582 20, 177 42, 336 。。

4 3,058 70 4 3,058 576 153 3, 791 。。

1,066 3, 120, 801 4四＇705 4, 650, 489 1,066 7，副3,049 576, 521 8, 924. 862 17,345,498 5.2 

40 6, 910, 450 4, 797, 933 4, 383, 044 40 15, 942, 394 4,841,051 4, 738, 990 25, 552, 475 7. 7 

125 I, 495, 451 274, 053 89, 953 125 2, 877，剖8 284, 655 169, 769 3, 331, 897 1.0 

1,2坦 45, 707 回5,148 4, 189, 345 1,228 46, 467 5, 010, 452 10, I田，319 15, 254, 4師 4.6 

- 43, 326, 591 2佃，5四 1凹＇230 一回，229，倒5 220, 948 348, 390 68, 798, 383 20. 7 

- 111,873 40, 087 7, 907 4, 9佃 241, 256 53, 337 38,635 338, 128 0 I 

I, 675 8, 705 2，αJS, 787 2, 017, 492 0 6 

5 .. α刻。 719, 013 お6,396 153,427 5，α四 853，凹7 337, 517 却3.428 l, 489, 042 0.4 

37, 842 332, 346 357, 681 937, 802 弱珂9 475，幻6 412, 438 I，田6抽8 2,831. 401 0.9 

2, 295, 371 244，叫3 2, 975, 816 5, 529，田2 2，田3915 1,0お＇133 9, 177,464 14, 5田，534 幻＇777046 8. 4 

186, 054 415, 195 1田，曲6 86, 486 1師 395 421, 4曲 289, 117 405, 671 l, 302, 651 0. 4 

152, 149 22, 987 叩，636 10，伍6 157，朗7 23, 220 164,817 68, 918 414,842 O. I 

3, 375, 597 l担，926 9，砧7,970 7, 917，回5 3,4凹，141 137. 362 18, 212, 498 16, 570, 469 羽＇329,470 II. 5 

- 6, 793, 489) 6，曲8,705) - 14,651,783) 14,7田，786) 位9,402，出，9)

2, 138, 674 393, 776 ll8，叩2 78, 845 2, 238，前9 404, 221 285,8田 189, 777 3 118, 773 0 9 

27, 302 2,443 32, 491 2, 443 38 2, 162 37, 13>1 。。

7, 223 542 237, 615 I, 574, 492 7, 283 762 251, 147 3, 438, 203 3 697, 395 1.1 

60，刷8 25,8回 47, 437 4, 201 63, 167 26, 387 53, 597 39, 5却 182, 701 0. 1 

41，由9 回，8回 14, 131 329, 046 43, 410 69 173 30，曲8 日9,041 国 l,752 0. 2 

54 3, 633, 722 23. 729, 058 7，酷3,335 54 5, 182, 294 30, 607. 578 14,214，叫8 50，回3,934 15 l 

195白5朗 I, 606, 633 10, 7田，510 4, 129, 554 216, 854 2, 887, 472 15, 676, 231 10，田1,432 28, 781, 989 8 7 

2,9剖 198, ll8 2面白332 21,0部 2, 9叩 220, 683 285, 219 467, 770 973, 662 0 3 

10 2 130 925 10 53 871 2, 9幻 3,861 0 0 

233, 164 208，四7 508, 203 873, 974 239, 698 228, 555 l, 193,402 I, 546, 838 3, 208, 493 1.0 

214, 187 223,8叩 105, 705 101,376 276, 826 226. 679 173, 480 257, 579 934, 564 0 3 

772, 674 3田＇7四 229, 173 103, 163 778, 244 404. 363 318, 734 Z師，259 l. 787, 6冊 0.5 

169, 324 501, 335 79, 7田 151,925 174, 80l 642, 229 164, 262 I, 347, 313 2, 328, 605 o. 7 
19,433 15, 921 1, 613 19,495 24,081 l,613 336 45, 525 0, 0 

50, 639 31,452 4, 914 I, 976 52, 266 33,880 5, 128 3φ回3 94, 957 。。

7,831 671,827 29, 792 15,027 24, 041 I, 463, 982 63, 551 136, 951 I，田8.525 0. 5 

344, 251 '!JJ, 776 1,805,6田 曲＇735 357, 327 407, 713 2, 5回，8訂 486, 873 3, 808, 7剖 I.I 

419,301 19, 464 4. 637 165,413 426, 402 19, 540 339, 264 169, 765 954, 971 0 3 

862. 941 183, 654 13,267 116, 166 877, 028 国6,7凹 97, 442 158, 309 I, 319, 479 0. 4 

174,691 8, 503 29, 757 2, 542 175, 323 8,554 31,253 3，刷。 218, 970 0. I 

86,014 30,913 3, 760 759 87, 428 50，田2 10,578 13, 6拍 162, 2羽 o.o 
43, 132 23,333 337 700 43, 765 23, 3お 690 I, 094 曲。882 。。

24, 443 71,804 63, 425 23, 153 57, 258 447, 298 313, 939 87, 059 同5,554 0.3 

10,335 64守5田 5，田8 l.424 10,335 77, 949 10, 020 3. 714 102, 018 0,0 

20, 572 629, 404 178, 736 167，曲l 26，担2 694, 797 245, ll2 おO，幻6 l. 316, 627 0 4 

- 294,845 - 319, 002 I, 805 3却，807 O. I 

103,0田 52，担9 54, 083 33, 842 211, 895 208, 420 144, 9珂 94, 215 659, 486 0, 2 

69, 547 35白1坦 15,089 20, 878 155, 414 131, 226 572, 602 113, 207 772, 649 0. 3 

5，郎6 28,244 6 995 40, 305 。。

12, 325, 041 ~3. 376, 422 ¥60. 7田＇97044, 855, 710 13,6凹＇242125，回5,671回5，臨＇ 78797四4,591 331, 9回，291 四 8



94 東京湾港湾取扱い貨物誌の適正化と港湾管理問題

第4表昭和44年／40年東京湾港湾貨物取扱い量品種別伸び率 単位；パーセント

積 ｜輸 出｜移 ~i· 

変 1946.1 114. 3 173. 5 207. 6 1, 131.1 

米． 雑 穀，豆 4454. 5 141.8 270. 5 115. 2 148.1 

¥,f 3匝 * 物 102.1 255. 9 88.3 36. 8 2釘.9 

綿 iE 280. 6 90.6 7. 4 ・99.3 82. 4 

その他農産品 75. 2 171. 9 138.9 68.8 144.8 

羊 毛 41. 9 116. 6 796. 7 355. 0 119. 2 

その他者産品 150. 2 204. l お4.1 325. 8 260. 3 

水 産 μ口" 127.0 194.0 96. 8 89. 3 107. 7 

原 木 36.6 141. 4 228. 4 122. 8 179. 9 

樹 ！~ 類 6. 0 144. 0 67. 5 59. 2 105, 4 

その他木材 48.1 78. 8 71. 9 161. 5 101.1 

薪 炭 400. 0 232. 6 24 7 3.0 43. 5 

石 炭 35, 533. 3（注〕 173. 7 48.3 88. I 112. 0 

鉄 拡 石 4, 0佃 0（注〕 149. 0 133. 2 108. 6 136.8 

その他金属鉱物 16. 8 303. 2 179.6 141. 0 271. 2 

砂利，砂．石材等 90. 2 296. 7 465. 6 142. 8 185. 3 

原 1曲 224.0 100.0 103. 6 221. 8 

り ん 鉱 石 490, 000. 0（注〉 60.8 52. 7 53. 4 59. 3 

石 氏 石 一〈注〉 -900 0（世〉 3, 476 1 254. 5 255. 6 

原 塩 500, 000. 0（注） 122. 6 146. 2 183. 3 116.4 

そ の他非金属鉱物 887 0 223.0 144 1 353. 6 272. 6 

鉄 鋼 152. 3 156. 3 156 4 214. 4 181. 8 

非 鉄 金 属 115. 9 170. 4 238 1 224. 4 216. 4 

金 嵐 製 品 92. 9 120. 2 111. 2 70. 0 77. 6 

輸 送 機 械 276.1 123. 3 487. 0 』73.2 446. 3 

その他機続 238.1 203.3 181. 7 222. 7 225. 7 

陶 磁 器 165. 2 171. 3 19. 0 121. 4 16.2 

セ メ "/ ト 51. 4 44. 8 295. 0 111. 3 115.8 

ガ ラ ス 額 161. 5 287.3 701. 8 158. 9 お4.8 

その他窯薬品 212.3 227. 0 90.1 1,581.9 771.1 

重 油 o. 2 101.9 186. J 169. 2 1伍 9

石 柑l 製 ,r,, 195. 2 336. 3 206. 8 179. 8 203.2 

コ タ ス +29，”。‘0（注〉 165. 6 381. 7 199.5 220. 0 

その他石炭製品 0.2 +5300.0（世〉 31.8 11. 5 13. 3 

化 'ff. 薬 品 181. 2 144 8 310. 5 211. 9 228. 5 
イヒ 品十 !E 料 70. 3 81. 6 117. I 95. 7 85. 8 

染そ料の，他塗化料，学合工成業樹脂品 293.8 139. 2 188.3 113.0 182. 8 

車E .. ..: ノレ プ 148.0 256 3 297.9 151 3 177. 2 

糸及び紡紙製品 164. 2 444. 6（法〉 170. 7 143. 0 247. 9 

その他繊維工業品 177.1 270. 9 256. 7 3刷 6 209. 9 

砂 備 74. 8 151.3 75. 9 87.6 1：弘Z
モ 白他食料工業品 142. 5 120. 9 109 4 142. 8 116. 6 

カ2 ん 共 124.3 393 7 180.8 213. 9 155. 3 

I.I 用 目回" 163. 2 200.口 73 3 131. 6 149.3 

コ ム 製 g日 169.4 146.1 115. 2 47. 4 151, 3 

木 製 品 103. 3 343. 8 123. 7 88.3 131. 5 

そり他製造工業品 127. 2 265. 0 48. 3 143. 8 151. 7 

金 属 〈 ず 1, 448.8 71. 3 175. 0 44. 2 89.8 

〈 ず も の 127. 5 137. 4 156. 3 78. 6 134. 3 

動植物性製造飼肥料 252 5 107.1 105.6 1-19. 0 116. 9 

廃 楽 物 127. I 64 7 126. 5 

輸送用料器 254. 4 384.8 78. 7 117. 7 164. I 

耳E 合 せ ,::. 465 3 1. 123. 8 】，0787 119.4 625. 4 

分銅不能のもの 850.0 -14鉛0.0（注〕 142. 2 77. 7 111.8 

合 184.0 183. 9 206. 2 167. 9 184. 5 

〈泊〕 44年で新たにまま場したか，企く失くなった場合，もしくは，41年が非’h'；に小さかった場合であるp
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第5表東京湾港湾計阿（42.8）の目標値と新5カ年計画の比較
（百万トン〉

［ 旧推計 （42.s) 1 ？？準1-flI 44年

愉

輸

内

仕1Jso年目標19（百万トン〉

入

貿

22 

49 

d
u
z

』

告

の

白

ワ
u

q
U

7

・

11 

16 

37 

合 計 90 136 64 （実績〉

i'1. 1）貨物一一砂利，自動車等を一部除外 2）第2港湾建設局資料より。

注 (1）経済企画庁総合計画局編「新経済社会発展計画の全貌」 p.365 
(2）港湾経済研究所「第21回港湾業務近代化研究委員会議事録」 P52
(3) 東京湾全体のマクロ推計方法については， fl目指「東京湾港湾計画の基本構想
資料」 （昭和42年8月〕 P41～50に示されている。

4. 東京湾港湾取扱い貨物量の適正化の条件

新経済社会発展計画策定の過程で確立してきた認識は，総合的な政策体系

に立脚した交通施設体系の整備，資金ならびに新事業主体の創出の必要とい

うことであった。

港湾という現実の場は，物的流通のタ ーミナノレという機能を媒介として，

大都市圏もしくは特定地域経済の地域需要を充たしつつ，圏内における，あ

るいは国際間における資本の循環を促進している。

資本の循環運動が無限である限り，なんらかの資本の転位した形の商品が

港湾、取扱い貨物となって，港湾に殺到してく ることは，これまでの経済活動

と港湾取扱い貨物量との関係からして，明白である。

ただし物的流通の目的は，それ自体を目的とすることではなく，多くは経

済的な目的に基づきなんらかの需要に応ずるための行為であるから，流通の

発生と需要の双方の地点においては， 比較優位性の原理が働く。 その 根底

になるのは，比較生産費である。従って交通用役の購入を行なう輸送者

(Shipper）は，交通｛間格が限界純収入（貨物輸送需要では発生地から需要
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地までのコストを含めて限界費用を形成する。この；場合，輸送者の側から

は，需要地において限界純収入が決まるコ〉に達するまで，負担し続ける。

また交通需要についても，価格磁力性，所得蝉力性，交叉強力性がみられ

ることは，よく知られているω。価格弾力性とは価格（流通コス ト〉と需要

量（輸送量〉との関係であり，所得弾力性とは，所得（商品購入者の収入〉

と需要量（輸送量〉との関係であり，交叉弾力性とはA商品の価格とB商品

の需要量（輸送量〉との関係である。

すなわち，①交通においては，需要弾力性に地方的相違がある，②交通用

役価格の引き Fげが与える影響には，輸送商品によって大きな差がある。

（需要が弾力的な商品ほど動きが活発化する〉。＠輸送コストの割合の小さ

い商品ほど輸送需要は非弾力的である。④輸送に伴う附帯費用が輸送量に応

じて急速に上昇するならば，交通需要も非蝉力的となるつ以上のような関係

がみられることである。∞

従って，港湾において，物資別の流動の形を変えようとするならば，

①財貨に対する需要のあり方

②交通用役コス トのあり方

の両而から検討して行く必要があることになる。

①財貨に対する需要のあり方からすれば，まず個人需要であるが，その前

に人口の流入流出に伴う社会的変動を政策的にどうするかである。経済的要

因以外でも人聞は行動するのであるから，政策的には経済的刺激を加味しな

がら，集中を回避する方法はいくらでもとりうるであろう。

結局，個々人について，快適な生活環境，安定した物価の中で、年々増大す

る所得，それに対応する耐久消費財を含む消費物資の安定供給，教育，医

療，老後廃失保障等，人的資源の開発，生活安定等を保障する社会的費用負

担の大巾増加をもって， 財貨需要の基木とされなければならなくなるであろ

う。

これは数量化すれば，次のとおりとなる。
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Civil Minimum Pi （社会的費用負担基準〉

ここでiは基準の諸側面をあらわす。例えば

i = 1. 住宅居住環境基準（現行1世帯1住宅 いまだ実現せず〉

i = 2. 服飾品供給基準 （現行自らの負担で，生活困窮者も所与分から

好きなだけ〉

i = 3. 公園施設（現行1人当たり 6m2 （都市公園法） 43年2.3mり

i = 11 葬祭基準（現行社会福祉事業で 3,000円のみ〕

要素の異った基準であるが，これを費用に換算し，さらに物量として算出

する。1期間単位の必要経費，必要量（維持費だけで済むものも当然、ある〉

と当該対象地域の人口動態とを掛け合わせれば，当該地域に必要な物資別の

数量（需要量〉が出てくる。

実質物資別需要量＝必要物資別需要量×（ 1一地域内自給率〉

すなわち，J:C=J:Ri(1-Q) Qは地域内自給率， Rは必要需要量さらに

成長率系数をkとすれば，1期間単位の個人需要は（l＋的 LC;で増大して

いくであろう。

地域内の重複移動率をJとすれば， (1 +l) (1 ＋め J:Ciが個人需要を充

たす当該地域の物資別流動量となるわけである。この流通コストは非弾力的

である。

次に，企業需要に係る物的流通についてであるが，人口に比べ，弾力性が

大きいとみなければならなし、。

資本集積の便益に従って，企業の立地は進み，さらに資木の集積は進行す

るのであるが，集積の効用の限界に速すと，企業活動を縮少し， 停止し，他

地域へ移動することになる J 企業活動は経済的行為そのものであるから，貨

物輸送需要に対しては，極めて大きな影響をもたらす。現体制ではむしろ企

業需要が貨物輸送需要をリ ードしているとみるべきであるが，企業において
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自家1自立されるものと加工され，あるいは販売されて再び市場に出ていくも

のとを区別する必要はある。重複輸送需要は，加工ばかりでなく，限界純収

入の発生地点まで起こり続ける，企業活動は自由である｜浪り，そこで発生する

貨物輸送需要に係る輸送コストについては，企業の限界費用の中で，企業の

責任において負担すべきであり，情報ネットワークの広域的な形成が，輸送

需要の適H寺発生，配分，相殺に役立ち，企業の輸送コストを引き下げること

を可能にさせる。こうして輸送コストの中に新たに情報コストを加味させる

必要が生じてくる。

地方自治体政府 ・公共機関を含む需要については，物的施設としては，大；＇；＇

分が社会資ヌkを形成す－るものであつて， 生産的もしくは社会的消費に役立っ

ている。ただし，公的資金を使うためp 政府計画に従う場合が多いが，首都

圏整備の構想等においてみられるように， 地域投資の基準あるいは地域開発

の長期計画については不定の部而が多く，総合性に欠けている。政府 ・公共

機関需要については，機関内の消費物資と社会資本として対象化される物資

とに分けて考えておく必要がある。定量的には，この流動量は政府公共機関

の予算支出や財政計画，事業計画を積みあげる他はなし、。この需要は極めて

弾力的であるといえる。

物的流通の計画化を進めるためには，例えば昭和45年8月， 産業構造審議

会の通産大臣への中問答申「流通近代化地域ビジョン」をみれば，地域聞の

流通機能の分担についてふれ，次のようにいっている。

「わが国の経済，社会が地域的に調和のとれた均衡ある発展を遂げるため

には，流通部門においても，各地域相互間の流通機能の分担，および各地域

内て、の流通機能の分担が流通近代化の方向に即して，合理的かつ体系的に考

えられなければならない」∞

と指摘した。そして報告の中で地域流通近代化に関する施策のうち，物的

流通施設の適正配置計画の確立とその推進，情報化政策における地域的配慮

を冒頭に掲げ，内陸，海岸を一体とした特に商的流通と物的流通の近代化へ
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の指針を示したのであるが，流通計画において情報の重視が特徴的である。

首都圏地域内の貨物流通の状況も，昭和41年度貨物地域流動調査で明らか

になるように， 地域内発総貨物量10,6億ト ン（対全国比34.1%），地域内着

総貨物量10.8億トン（対全国比34.75紛このうち地域内発着が10.2億トンで

あり，貨物流通の実状はp地域内としても京浜葉で半分近く占め，輸送機関で

は自動車による場合が90%近くになっている。 これで知られるように，（4）首

都圏でも，特に東京湾周辺部を自動車で物資が交互に往来していることは，

この周辺部でいかに取引ならびに需要の型が多様であるかを表わしている。

次に②交通用役コストのあり方の問題がある。

交通用役コストについては，施設用役コス トの負担という側からみれば，

一般には費用基準方式（CostBased Pricing) と需要基準方式（Demand

Based Pricing）に大別される。需要基準方式で行けば，交通需要の増大に

応じ，高くなり，減少するにつれて安くなる。この結果，貨物の性格，負担

力に左右され，国民消費関連必要物資のような需要弾力性に乏しい貨物につ

いては，コスト・ インフレとなる恐れがある。価格基準方式では，厳格に価

格の中に管理費を含むものとして交通施設の償却を行ないうる運賃料金が徴

収されるならば，まず問題は少ない。償却期間を短縮しようとすると，負担

が大きくなる関係にある。しかし価格額の決定をどうするかは， 受益者負

担，目的などなお検討の余地はある。（5)

さらに用役供給の似I］からみればi用役供給量の拡大は，輸送需要を換起す

る。港湾が整備されれば，貨物は集まってくる傾向があるの （貨物輸送需要

の発生要因は木来別にあるのであるが，（更益を求めて流れてくる。〉

また交通用役の価格は，経済的にみれば，優等地（大都市需要地に所在す

るもの〉と劣等地（地方過疎地域に所在するもの〉との間で，差額地代と類

似の差を生じる。東京湾、内においても，この関係が成立するといえる。そう

なれば，優等地なり優等地港湾、をどう判別するかという問題が出てくる。

こうしてp 東京湾内の港湾取扱い貨物量：の適正化条件は定められる。
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まず，広域的に財貨の輸送需要を海上（港湾経由〕分と陸上分とで構成さ

れるものを検討する。海上陸上相互に融通しうるものは融通しあうことがで

きるが，経済活動が土台になるので，経済活動のガイドとなる地域経済，国

民経済，国際経済の相関式を当該地域の参加をもって策定するようにしなけ

れば，地方自治体としての責任はもてないことになるであろう。適正化の基

礎には，住民と企業に対する地方自治体の密着強力な接触がない限り困難の

ように思われる。

注 （1）綱l原併夫「交通の経済理論J （昭和42年） p. 30 
(2) 同前掲書p.32 

(3）通産省企業局編「地域経済と流通近代化」 （昭和45年8月） p .65 

(4）問ヒ p.116 

(5）経企庁総合計画局編「新経済社会発展計画の全貌」 p.574 

fil（直接的Wli格方式一一運賃料金
論J間接的価格方式｜一受益者負担
塗｜ ｜一一目的税

語l租税政策 一一一般財源

5. 広域港湾管理へのシステムズ・アプローチ

さて，東京湾における広域港湾管理運営体制には，なにを期待することに

なるであろうか。

「現状の体制では，港湾の管理運営の面においては，計画面のごとく簡単

に港全体の一元化， あるいは，広域港湾管理という段階を期待することはで

きないコこの点，将来，東京湾を広域港湾と してさらに有効に利用していく

ためには，より一体的かつより総合的な管理運営の体制を整備することがの

ぞまれ，またそのような方向に進められなければならない。 」ω

港の一元管理，有効利用に価値理念をみている論理であるが，一元管理も

手段であって，有効利用が目的価値と推定できる。普通，広域港湾問題を取り

扱う場合，多元的な管理体制により生じる非合理，非能率の解消が念頭にお

かれる。もう一つの重要な理向に，建設資金の調達に係る問題があり，港湾、
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管理者が地方自治体であることから，地方財政を圧迫する心配があり，整備

のテンポに遅れをとるのではないかというおそれである。

基本的な問題は，とりわけ広域港湾の管理運営と建設資金に関する限り，

地方自治の理念を原則とする港湾法の立場を守るかどうかという点が1つで

あり，港務局の業務が今日の交通体系の総合的整備，利用が必要とされる段

階で，単に港湾、施設面のみで，特定地域の陸上の輸送手段や輸送施設も包含

するような管理運営的機能をもたないで‘済むのかという点である。さらに，

港湾管理者と私的企業との競合業務が現出している中で，港湾管理者の業務

が私的企業活動の補助をするに留まり，実質的には，私的企業活動を補完す

るような範囲で，低廉なサービスを提供することが要請されているにすぎな

いのであるが，この姿のままでよいかという点。第3に建設資金に関するも

のでもあるが，港湾における収入のあり方についても，単なる物的施設使用

料金であってよいのかという点。現に港湾管理者が相当数の人員を港湾管理

のために割いている状況や地方債の発行，市中銀行借入れなどに伴う利払い

等いわゆる企業会計における一般管理費相当の費用，あるいは港湾施設の地

代相当分や原価償却に関する費用，こうした費用負担が地方自治体構成員の

住民負担にのみよるべきであるかどうか一一この点については，私は既に

「港湾利用料金」の設定による港湾財政自立化の構想を出している∞一一物的

施設の利用にのみ重点をおいた料金体系でなく，機能利用の料金体系への変

革が必要なのではないかという点，以上の 3点が広域港湾問題へのアプロー

チの関門だと考える。東京湾での港湾取扱い貨物量も，こうした関門を経る

ことにより，適正化が図られると思われる。

第1のチェックは，東京湾地域がわが国経済活動の心臓部に当たっている

ことから，物的流通が単に地域需要にとどまらず，全国的な循環機能をもつ

ほか，国際的にもアジアの中心点的流通センタ ーともなりえているのである

が，そのような地位を東京湾関係自治体，神奈川県，東京都，千葉県3都県

下の県市に委ねるか，どうかということである。陸上における貨物流動およ
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び海運貨物の背後閤とを考慮するならば， この者f~県内で80パーセントをカパ

ーすると推定できること，ω また人口集中度からいっても，首都圏 1都8県

の昭和50年推定34,550千人中，その62）＇，：；をこの1都2県で占めるに至るであ

ろうこと，この2つの理由から，東京湾広域港湾管理主体は， 1都2県生市

の地方自治体のなんらかの連合組織であって，自治体の一部事務組合の権限

によるばかりでなく，これに外貿埠頭公団，国の機関の機能の一部を吸収す

るものでなければ万全とはいえないで、あろう。この管理主体を国の機関とし

たり，公団とすることは，港湾法の趣意にそむくものとなるであろう。

第2に，港務局の業務の範囲をどの程度まで限定したならばよいかという

問題である，私的企業活動を港湾において自由に認めるかどうかという問題

を含むのであるが，さらに多元管理から一元管理へ移行するに当たっては，

地域開発や地方自治体単位の総合計画との調整が円滑にすすむように保障さ

れること，総合的交通体系の施策にも適応できる権限が加わってくること，

管理機能に経済採算（能率と低コスト，良質のサービスの確保〉の原理が据

えられることであろう。私的企業活動と競合する業務については，新たにそ

の私的活動を公共の福祉の法理に基づく基準において，認める方向が望まし

いと思われる。

流通計画でも 情報が重視されたように，港務局の中にこの港湾情報サー

ビス業務が加わって くることは，必至であるが，通信と交通施設との分離が

機能面でも物的なものと非物的なものとに対比されるわけであるので，港湾

管理業務の中に入れるべきであるかどうかは，新主体に地方自治体以外に他

の民間資本や政府資木が参加するかどうかにも係わる問題であり，にわかに

断定しがたいように思われる。

第3に，港湾収入の適正な確保である。もとより広域管理主体は，関係地

方自治体の議会を通してのチェックは必要であり，基本財産は自治体有であ

り，職員も自治体派遣を中心とすると思われるのであるが，全体としては，

独立していることが当然、望ましいのであるから，原則的には，地方自治体の
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一般財源、から出資を受けないで済むような採算ベースにのっていなければな

らないはずで‘ある。この見方は，一応おくとしても，港湾は物的施設により

かつ人的組織によって一定のの機能を提供するタ ーミナノレで、あることは，別

記のとおりであり，そのターミナノレ機能を維持拡大する条件として，利用者

なかんす．く商品の所有者が港湾利用料金を支払う義務があると思うのであ

る。自らの負担において企業活動を営む以上，低コストを実現する戦略を情

縦ネットワ ークを利用し，より低廉な交通用役の選択を図りながら，企業活

動を続けるべきであろう。また物価問題として，政策的に公共料金を規制す

べきではないかとしづ議論については，むしろ「管理価格Jとして形成され

る寡占市場の価絡操作こそ別途に追究されるべきであろうと考える。

注 (1) 運輸省第2港湾建設局「東京湾における広域港湾計画」 （昭和43年） p .29 
(2) 拙稿「ターミナノレ・オベレーツョンと「公共性」の経済的意味」 c 1::1木港湾
経済学会年報 No.8)
13）東京湾内の移出入貨物のうち， i管内諸港聞を流動している貨物量の比率は60
ノξーセγ ト以上となるであろう。

私の試算では，湾内（正しくは千葉県，東京都，神奈川県下各港計〉の昭荊J44年移
出.ill：計95,992.787トンのうち，湾内向け分は57,103, 352トンとなった。この割合では
59.4パーセントである。需要・立地・取引の性絡により，海上においても，重復流動
は大きいとみてよい。
i管内貨物の交錯流動については，別にこれをとりあげるつもりである。
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目次

1. 戦後における港湾広域化の主張と経緯
2. 港湾広域化のプロモーター
3. 港湾広域化と港湾の公共性

1. 戦後における港湾広域化の主張と経緯

1. 第一段階一一港湾行政一元化

柴 田悦 子
（大阪市大助教授）

戦後のわが国における港湾広域化の主張は，歴史的にみて三段階に分けて

考えられる。それぞれの段階で，その主張の内容や提唱者は異なり，広域化

そのものの使い方にも差があるが，いずれも現行港湾法に規定された港湾管

理のあり方に対する批判，あるいは修正の意味を含んで、いる点では共通して

いる。

昭和25年施行された港湾法は，戦前において国営港であった神戸 ・横浜港

など外貿定期港の管理 ・運営まで含めて，港務局あるいは地方自治体に港湾

管理権を与え，港湾行政を大巾に地方委譲したものであった。港湾法第33条

には「関係地方公共団体は，港務局を設立しない港湾について単独で港湾管

理者となり…・・Jと規定されている。現実の港湾管理者の実態をみると，港

務局を設立しているのは，新居浜港一港のみで，複数の地方自治体による一

部事務組合方式（地方自治法 284条第1項〉によるものは4港（苫小牧，名

古屋，堺，北九州の各港）にすぎず，その他89港（特定重要港湾と重要港湾〉は，

地方自治体の単独管理に委ねられた。そのうち都府県管理のもの17港，市

管理のもの18港である。

このように主要港の大部分が地方自治体で管理され運営されているのであ

るが，具体的な港湾行政は， 海運局，港湾建設局， 海難審判所（以上運輸
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省〉 ，税関（大蔵省〉 ， 植物防疫所，動物検疫所（以上農林省） ; 検疫所

（厚生省〉，入国管理事務所（法務省〉 ，海上自衛隊（防衛庁〉 ，通産省な

どの中央官庁出先機関でそれぞれ分担されている。また市が管理運営してい

る港湾についてみても，港湾区域内の海岸，河川の管理を担当するのは，府

あるいは県となっており，市，県，国家という各段階における各種機闘が煩

雑に入りみだれ，相互の連絡調整も不十分なまま運営されてきたのが実状で

ある。

まず港湾広域化への第一段階の提唱と考えられるのは，さきに述べたよう

な Hたこ足行政H つまり分裂行政を中央国家機関へ統一すべきだとする港湾

行政一元化論である ζ昭和3；：年に日本船主協会，日本貿易協会，日本関税協会

等によって主張された港湾財政に対する陳情書 ・意見書は，港湾業務の非能

率化の最大原因を行司政機構多元化によるものとして，各自治体港湾局の機能

と権限の国家機関への移行が，港湾合理化への先決条件で、あるとしている。

翌34年行政審議会が発表した「港湾行政制度改革に関する答申書」によれ

ば， 「－…行政機構を直ちに一元化すべきかどうかについては，なお検討の

余地が大きし、」としながらも， 「貿易振興の見地から，一地方の地域的利害

に拘泥せず対処する要があるので， 特に重要な貿易港の管理運営について

は，国が直接っかさどることが適切で、ある」 との指摘がなされ， 具体的に

は，東京港，横浜港， 川崎港，名古屋港，大阪港，神戸港，関門港について

の国営化が提案された。

行政審議会の重要外貿港湾の国営化に対して，当然のことながら上記七都

市の知事ー市長，港湾関係者，港湾労組などから統合国営化の方向に強固な

反対がおこった、国営化は「港湾法の精神に反した時代錯誤」ときめつけら

れて，行政審議会答申が実現しなかったのはむしろ当然で、あったで、あろう。

最初の広域化への主張は，港湾行政の一元化という形をとって，行政の能

率化を目的としたものであったが，港湾管理者の行なっている港湾、行政は，

サービス行政に主要な部分がある以上，これは直接住民や地方の産業界とつ
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ながりを持つ地方自治体が主体となることが最も適切であろう。さ らに港湾

行政の能率化は，港湾全体（もちろん行政が主体である〉の民主化の方向で

なされるべきで，港湾行政を地方から切りはなして，固に委ねる方向では実

現しない。

この時期は，港湾に｜彼らず一般的に戦後確立した地方自治制度に対して，

町村合併という形の広域化が進行した時で、ある。戦後民主的地方自治法の施

行ーにより，地方税の確立を土台とした地方自治が昭和24～25年頃まで、行なわ

れていた。しかしこのような政府の考え方は，シャウプ勧告を境として急激

に変化しはじめた。 「勧告」は市町村の財政支出を増やし，地方財政を悪化

させる原因をつく り，とくに24年「ドッジライン」とよばれる「日本経済安

定計画」によって地方財源引きしめ政策を強行してから，地方財政の赤字は

急激に増加する結果となった。このことが原因で昭和26～27年頃からiIIJ村合

併が具体化していく。この聞に政府の考え方は，円滑な地方自治行政のために

もある程度の標準的観模（人口 1万人程度〉が必要であるとしづ具合に変化

していった。ω

2. 第2段階一一ー財界によるポートオーソリティ構想

港湾広域化の第2段階は，昭和35年6月に関西経済同友会が発表した「神

戸・大阪港ポート・ オーソリティ構想」 である。 ここではじめて広域港湾の

構想が，政策として問題視されるようになった。すなわち，行政区画の広域

化と ともに， 経済圏拡大に照応する港湾管理のあり方が提起されたのであ

る。

経済同友会の主張は，当時池田内閣の「高度経済成長政策jの遂行途上に

あって，海外貿易の重要性が急速に尚まり，貿易量の激増にともなってどう

しても港湾機能をi¥';jめ， その合理化の必要性が生じたことから出発してい

る。この主娠が， 科的l11J友会から挺唱されたことは， 高度成長に適合した

「港湾づくり」とその逆営という資木の要求が前而に出たという特徴を品
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つ。さらに昭和35年発表された「国民所得倍増計画」は， 「道路，港湾3 用

地，用水等の社会資本の充実」が中心的課題のーっとしてとりあげられ，地

域開発， 新産業都市建設， 太平洋ベノレト工業地域の建設・整備と結びつい

て，港湾建設がすすめられていった。この時期に決められた「第一次港湾整

備5ヶ年計画（昭和35～39年，実際は38年まで〉」は，総事業費2500憶を計

上したJ この整備計画が重点をおいたのは，（イ）外国貿易拡大に対応するため

横浜港，神戸港を中心とした主要外貿港の整備， （ロ）鉱工業の発展に対応する

ため，石油，鉱石，石炭，木材その他工業原料を取り扱う港湾の整備，的地

域聞の所得較差の是正に貢献する地方産業開発のための港湾整備といった内

容であった。 さらに第一次計画（ただし4年間〉の進捗率は， 外貿港整備

94.6%，産業港整備87%，地方港整備85%という結果がでている。このこと

からも第一次計画は，経済効率の高い外貿港の整備に重点がおかれ，その後の

貨物の動きでも示されるように，主要港へのより激しい貨物集中と港湾の過

密化をひきおこすことに道を聞けたのである。

ところでこの段階にはいると，市町村合併の中心は，；農村合併ーから都市合

併にうつり，北九州市（門司市，小倉市，若松市， 八幡市，戸畑市， 1963

年）や東大阪市（布施市，枚岡市，河内市1967年〉でみられるように中小都

市の集合による大都市の出現といった形をとった。東大阪市の「合併基本方

針」は， 「新市建設計画の策定にあたっては市民生活と福祉の向上と経済開

発が調和するように特に留意するとともに近畿圏整備計画を始めとする各種

広域計画との有機的連けいのもとに地域のもつ特性を活かす」と述べ，関西

財界の要望に答えて流通副都心としての地域開発に重点がおかれた。（2)

1960年以降の広域化は，大都市周辺部諸都市の合併を急速に早めたが，そ

の目指す方向が，経済活動，生産基盤の要求する広域化にそった形で，つま

り住民の生活基盤要求を基礎とする方向とは必ずしも一致しない次元で広域

化がすすめられていった点が特徴的である。この点港湾についてみられるこ

の当JI~＇の広域化がめざした方向と一致していることが判切jする。



108 港湾、広 i或化問 題の一考察

3. 第三段階一一政府によって木格的にすすむ広域港湾

港湾広域化の第三段階は，政府自体によって積極的に提唱されだした昭和

39年以降のことであろう。昭和39年3月3日に総理府の港湾労働対策審議会

が出したいわゆる「3.3答申」は，第ーに港湾労働法の制定と施行，第二に

港湾運送業の集約化の実施を提示したが，同時に第三として港湾の管理運営

の効率化をあげて， 「従来の考え方にとらわれない広域港湾のもとに総合的

な港湾秩序の確立を期すべきである」としている。 「3.3答申」の出された

背景に， 36年前後の急激な貨物増，その結果としてf帯船数（入港できず港外

で抑留する〉船の増加1が，港湾機能の効率化を高める必要性となって強く主

張されたことはいうまでもない。

さらに41年3月，運輸省港湾局計画部会では， 「東京湾各港の特性を尊重

しながら湾岸道路，鉄道等を整備しつつ，東京湾全体を一つの広域港湾とし

て総合的に開発する必要がある」と港湾広域化への積極的アプローチをおこ

なっている。つづいて昭和42年になって同部会からだされてきた「大阪湾港

湾計画の基本構想」 「東京湾港湾計画の基木構想Jでは，広域港湾にl却する

諸問題が，本格的な形でとりあげられているのである。これら「基本格想」

は，東京湾，大阪湾がそれぞれわが閣の経済発展の中心的役割を有すること

から， 各湾内諸港の整備拡充と各港湾計画相互間の調整をすることによっ

て， 過密化している両湾を効率的に運用しようとするものである。 つまり

「秩序ある開発計画をたてることによって，水際線の有効利用をはかる必要

があり，また各港の特性を尊重しながら，湾岸道路・鉄道の整備と相倹って

－－－全体を一つの広域港湾として総合的に計画する必要にせまられてきた

（前記東京湾基本構想案1ページ〉」とのべているのである。

その後伊勢湾を含めてその開発，整備さらに物的流通システム化にともな

う港湾流通センタ ーなどのプロジェクトを前進させるためにも，港湾、を管理

運営まで含めて広域化しようとする主張が，港湾の利用者（例えば船担・荷

主〉のVU]からのみではなくて，政府当局側の姿勢においても定着してきたの
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である。

この段階における行政面における広域化は，都市の合併の段階を経て府県

合併，道州制の是非をめぐって論議がなされるコ生産活動，都市，人口を含

めて太平洋岸へ集中が進んだ段階で，従来の行政単位は種々の面で障害を生

み，生産活動にとって時は阻害要因とさえなった。しかし府県合併は，より

重要な問題として国家統制へ道を聞けるものとして，憲法や地方自治法の精

神に違反すると同時に，明治以来住民の生活の中にしみこんだ社会慣習と生

活意識を無視する点で，多くの世論の反対にあった そして実態は，行政単

位をそのままにして経済圏を広げ， （近畿圏とか京浜葉経済圏中京圏とか・・・

….. ），それぞれの経済活動単位で実質的広域化をすすめていく方向をとっ

た。

港湾広域化一一大阪湾港湾，東京湾、港湾といった広域化の方向は，以上の

ような経済活動中心の広域化のーっとして位置づけられる。

2. 港湾広域化のプロ毛ーター

1. 大規模プロジェクト

ここ数年港湾広域化の主張が運輸省を通じて強まるに応じて，大阪湾に対

する関西財界の主張は広域化の方向を目指して一段と活発になってきた。か

つて10年前「ポートオー ソリティ構想Jを発表して，広域港湾構想の先取り

をした関西同友会は， 「大阪湾はひとつ」の合言葉で，役所も民間も一体と

なった大規模な港湾整備計画の実行を提唱してきたコ昭和42年末関西経済同

友会が公表した「近畿圏整備開発への提言」は，（1）阪神ポートオーソリティ

(2）第二国際空港の新設，（3）琵琶湖総合開発，（4）情報産業の育成とその基線確

立，（5）一大流通センター設立などをあげ，大阪湾再開発の大規模プロジェク

トを示している。

財界に対して政府側の勤きも40年前後から活発になってきた。近畿圏整備

本部は，福井県を含めた近畿経済閣の総合的開発を，道路，水資源，港湾工
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業立地，地域開発，地方行政など各方面にわたってすすめてきたが，昭和43

年経済企画庁によって「新全国総合開発計画」が発表されるや，そのプロジ

ェクトによって大阪湾総合開発の方向はより具体化したのである。

運輸省第3港湾建設局は， 43年「大阪湾海上都市」構想を発表した。大阪

湾、を埋立て， 12,000ヘクターノレ（埠頭，港湾関係約 4,000ヘクターノレ，市街

地・住居地域約 5,300ヘクターノレ〉の土地を造成して， 200万人の住める港

湾都市をつくろうとするものである。そのうち港湾部門にしぼってみても，

防波堤，岸壁，護岸，埋立てなど2兆4,000億円を投じるという巨大な計画

である。 （これは今日でも H構想II にとどまってはいるがー・・・・・・〉。

従来大阪湾臨海部の開発は，土地造成という形で陸地を前進させながら，

｜臨海工業用地や港湾建設を行ってきた。従来の埋立てか，在来都市機能を部

分的に補完する程度の役割しか持ちえなかったのに対し， 海上都市プラン

は，海上に全く新しい都市をっくり出すとい うのである。この海上都市は従

来の行政区画や地方行政の枠にしばられず，香港 ・シンガポーノレに負けない

ような貿易港と香港 ・台湾・斡固などの工業化によって脅威をうけないよう

な高次加工産業，情報産業の；場となる一方，新しい輸送システムに適した港

湾施設や流通センター，さ らに海洋開発基地をもっ職住近接の理想都市を期

待している。この流通センター的機能を中心とした海上都市が，海陸一貫輸

送の拠点基地として運用されるH寺，それに適応した新しい輸送管理組織，例

えばポート オーソリティ構想も笑休をともなったものとなって出現するであ

ろう。

ここで重要なことは，将来の大阪湾開発のマスタープランにおいては，行

政の広域化は前提となっており，従来の地方自治のが同ミらかなり大胞にはな

れた次元で、広域行政の実態をつくり，やがては近畿全体におよぶであろう モ

デノレを海上都市に実現すべく期待していることである。

この場合，港湾においても広域化を強く要望している主体は，生産活動の

tJl; 
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は，日常生活にとって必ずしも密な関係をもたない港に対して，その街一都

市の IIおいたちII と結びつけて港に一定の関心を持つのであるから，帰属不

リ］の海上都市が誕生しでも直接何の恩恵をうけることもない。むしろ大阪湾

上に生まれる新しい巨大な土地のために，あらたに生じる問題（例えば大阪

湾の一層の汚濁化， 海上都市を結ぶ交通機関によって従来の街がうける公

害，場合によっては石油基地からの危険，航空機騒音等〉の方が，直接生活に

とって切実である。しかも海上都市に対する巨額な投資のために，在来都市

の住民が要望する諸施設の拡充が，より不十分にしか行われず，先へのばさ

れることが， 地域住民にとってはより切実であろう。

2. すでに進行している広域行政

このように大規模な海上都市構想をふまえて，港湾広域化がクロ ーズアッ

プされているのは事実であるが，すでに部分的に「やれるところからやれる

かたち」で，広域化への動きはかなり以前から進められていることに注意せ

ねばならない。その一つが外貿煽頭公団によるコンテナ坤頭の建設である。

「外貿附頭公団法」は， 1967年議会で成立，財政投融資と民間資本の活用に

よって，大阪湾と東京湾にコンテナバースならびに一般外貿坤頭を建設しよ

うとするもので，すでに神戸港ポートアイランド，大阪南港コンテナパース

等の建設が行われてきた。これら外貿路頭公団によって建設されたコンテナ

坤頭の運営は，従来の「公共使用」の原則からはなれて，船社へ専用貸方式

がとられている。船社へ専用貸方式は，コンテナ船の所有とコンテナ航路が限

定されている状態のもとで，ある段階では止むをえない方法であろう（ こ

れも出来るならば船社が共同利用を立前とした埠頭運営組織へ／Jllわり，コ ン

テナパースの切り売りではなしに，全体として合理的な運営と管理を行える

形の方がのぞましいがー・・・〉 。それにしても港湾管理者として従来から地方

自治との結びつきをもって管理・運営されてきた港湾の中に，大阪湾や東京

湾という広域化した地域における外貿埠頭公団の出現は，今後の各港におけ
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る港湾管理運営が，複雑化または二元化せざるをえない側面を有していると

いえる。

さらに運輸省は，昭和43年堺港，泉北港，泉大津港三港を合併させ，「堺 ・

泉北港」に，岸和田港と貝塚港を「阪南港」に，また尼崎港，西宮港，芦屋

港ーを 「阪神港」にそれぞれ合併させ，府県段階で広域的な港湾計画と港湾管

理をすすめてきている。 「堺・泉北港」と「阪南港」の合併も近いといわ

れ，運輸省第三港湾建設局では 「これで港湾合併の第一段階は終ったが，神

戸港 ・大阪港の身のふり方を決めるのはちょっと手にあまる」〈むといってい

るが，すでに理念の段階を過ぎて広域港湾が具体化しつつあることは事実で

ある。しかし同一管理母体内の中小港湾の合併といえども問題が無いわけで

はない。行政単位の相互関係が比較的円滑に行っている場合はよいが，隣同

士の行政単位で種々の問題を持って係争中の場合など，たとえ港湾のみ統ー

してみても真の意味で効率のあがる運営は不可能であろう。 1965年夏堺市を

中心とした泉北三市一一一和泉市，泉大津市一ーの合併問題は，泉北の臨海工

業地帯の造成にともなう産業基盤の整備，土地利用計画と，泉北ニュータウ

ンの造成にともなう生活環境，交通手段，学校の整備等を広域化する目的で

計画されたものであった。しかし堺市，泉大津市の聞では両市にまたがる新

しい造成地の帰属についてかねてから意見のくいちがいが存在していた。そ

のうえ和泉市，泉大津市両市で激しい合併反対運動がおこり，ついに府当局は

合併を実現させることが出来なかった。このような情況のもとで，たとえ港

湾において「堺 ・泉北港」が出来たとしても，現実的運営に問題を残さざる

をえないであろう。

昭和39年の 3.3答申（総理府港湾労働等対策審議会による〕は，港湾労働

と港湾運送業について「港湾労働法」制定と「港湾運送業集約」の方向を示

したが，港湾管理問題について「旧慣を打破して総合的な港湾秩序の確立」

の立場から， 「港湾行政の合理化， 管理者の財政確立，港台湾利用の改善」へ

の道を指摘した二この答申で広域港湾の考え方が明確にされたことはすでに
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述べたが， その後の行政指導の中に， 港湾広域化の方向は具体化されてい

る。

昭和45年6月2臼付行政管理庁による「港湾行政に関する行政監察結果に

基づく勧告」によれば，港湾、の整備についての項で，港湾施設相互間の相互

連携を密にする必要性が説かれ，そのため港湾管理者および道路管理者に対

して指導を徹底する必要性が主張されている。

わが国における港湾管理・運営は，戦後はとくに港湾行政の立場から，法

制化，法的規制， 行政指導といった形で実行されてきた。 港湾労働法の制

定，港湾事業の集約化，外貿峰頭公聞の設立，港湾、の合併などすべては国家

的視野からのつまり上からの行政が先行している。ここでは管理者＝地方自

治体の発言力と主導力はきわめてうすい。各自治体は所轄港湾の趨頭，上屋

など施設の管理運営，さらに港域内における船舶出入管理を中心として管理

の権限を有するのみで，港湾全体のマスタ ープランには，直接主体者となり

えない状態なのである。

このような現状において広域港湾化する方向は，国家的視野からの港湾行

政をより一層顕著にして，今日でもその主導権がきわめて部分的にしか持ち

えない地方自治体の地位をより低める結果になることは容易に予測しうる。

3. 港湾広域化と港湾の公共性

1. 港湾法に示す公共性の位置づけ

第2次大戦後，行政の民主化が行われた過程で，港湾、に関する行政権は基

本的に地方自治体の権限に含められるようになったっ地方自治法第2条第3

項4は，公共団体の行政事情の範囲に， 「ドック，防波堤，波止場，倉庫，

上屋その他の海上または陸上輸送に必要な営造物を設置し， もしくは管理

し，またはこれらを使用する権利を規制すること」が規定され，港湾管理主

体は地方自治体であることが明らかにされたのである。

昭平JJ25年港湾法は，港湾管理者として地方公共団体の長の任命による港務
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局の設置を規定し， 「港湾局を設立しない港湾について，単独で港湾管理者

となり，または港湾管理者として地方自治法第 284条第1項の地方公共団体

を設立することが出来る」として港湾管理組合の設立の可能性を含めて， 地

方自治の強化の方向がうち出された。この規定は，その後論じられる地方自

治の立場から「地域住民のための港湾」といった「公共性」の概念の出発点

となってきたのである。

「港湾、の公共性」が問題とされる港湾法の条文は次の諸条項である。港湾、

法12条5「一般公衆の利用に供するけい留施設のうち一般公衆の利便を増進

するため必要なものを自ら運営し，およびこれを利用する船舶に対し，けい

留場所の指定その他に関し必要な規制を行うこと」。港湾法13条2「港務局

は，何人に対しでも施設の利用その他港湾管理運営に関し，不平等な取扱い

をしてはならない」。

一般の公共均頭を長期にわたって特定の利用者に貸与することが出来ない

のは，上記の港湾法により公共規制をうけているからである。しかし昭和30

年後半以降，工業原材料，食料，コンテナ等のための専用崎頭が出現してき

た。表1で示すように，川崎， 千葉といった工業港の場合，専用貨物（石

炭，鉄鉱，原油，セメント，小麦など〉を取り扱う民間岸壁の比重が高くな

る。 これらの諸港では上屋 ・倉庫についても専用使用されている場合が多

¥, 、J ここ数年港湾、取扱貨物量の中で，民間1$頭経由貨物のしめる比率は年々

上昇し，昭和36年45.8%から43年61.4%に急増している。

以上のような専用坤頭の増加をみると，公共性の原則を厳密に解釈するか

ぎり，特定の業者への優先使用ないしはリ ース（たとえ期限つきであったと

しても......）は，港湾法のいう公共性と矛盾することになるO しかし現実に

は，運輸省は昭和45年3月27日に出した「専用埠頭に関する答申」の中で，

専用埠頭の効率的使用と，特殊料金のあり方について述べており，年々士制H

の一途をたどる貨物のより能率的な輸送のために，港湾における埠頭などの

効率的運用を指示している状態である。港湾における公共性概念は近年にい



港湾広域化問題の 一身祭

Tこってかな り蝉力的に考えられるようになったことは事実であろう。

表1 7大港湾の港湾施設
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このように地方自治体の管理する港湾が，一部の特定者（その多くは大手

メーカー， 大手商社，あるいは大手船社〉に優先利用を許すことは，公共港

湾のあり方とは別に重大な：官、味を持つ。これは港湾管理者が地域住民の意志

と要望を十分吸収できるような体制があり，自主的判断を基礎に，港湾の専

用化の方向がより望ましいと結論づけられた結果としての専用化ならば何ら

問題は存在しない。しかし事態はそうではない。第ーは，港湾財政が地方自

治体にとって大きな負担となっている現状では，経済的理由から専用化の方

向へいかざるをえない点である。さらに第二には，港湾取扱貨物の激増に対

応して，しかも物的流通近代化のネックと して港湾をみる時，港湾利用と埠

頭運営の能率化の課題が生じてくる。この点で国家的段階からの広域化が進

行しているのであり，その進行過程で港湾の地域性一一地域住民または地方

自治体との結合度は弱化しつつある点は事実であろう。

2. 港湾財政からくる自治体のなやみ

港湾法の示すように，地方公共団体が港湾管理者となって港湾の管理運営

に責任を持つかぎり，行政的には国の各行政機関による支配，指導力が制限さ

れねばならぬと同時に，経済的にも地方自治体の財政的自立性が保障されな

ければならなし、。港湾法29条は，港務局の財政原則として「港務局がその業

務を行なうために要する経費（港湾工事に要する経費を除く〉は，その管理ー

する港湾施設等の使用料，および賃貸料，ならびに港務局の提供する給水等

の役務の料金その他港湾の管理運営に併う収入をもってまかなわなければな

らないJとしている。さらに42条， 43条で，港湾工事の費用負担で国が補助

しうる範囲を，水域施設，外かく施設， けい留施設ごとに，港湾の重要度

（特定重要港，重要港，地方港，避難港など〉別に規定されている。すなわ

ち特定重要港の場合は，外かく施設工事で、は10；仙けい留施設で怯7・5/10が国

家費用で行えるのに対し重要港湾については両者ともに s；山地方港につい

ては 4/10の国家補助しかないために，積極的に港湾整備を試みた；場合にはp
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地方財政の負担はより大きくなるO

ただし港湾建設ならびに施設工事のための費用は，港湾、の果す機能が，

単にその港湾の所在地における地方自治体の範囲にとどまることなく，その

背後圏は大きく広がり，地方自治体の行政区域を大きく上まわり，一地方を

包括した範囲におよぶのであるから，建設費負担が全面的に国家の財政でカ

バーされても何ら不自然ではない。ここに一方では地方自治優先による地域

住民のための港湾を示しながら，港湾都市の財政悪化を必然なら しめ， 地方

自治体による港湾管理までも困難に至らしめている現実との矛盾をみるので

ある。

表2 港湾経常経費の赤字

経常経費 B
差 ヲ｜損益率

管理費 ｜公開IJ子 ｜減価償却費｜ 音｜
A-B=C C/B % 

主 40 5,094 5,049 2,618 1,581 9,248 ム 4, 154 ム 44.9 

要 41 6,333 6, 160 2,915 2,070 11, 145 ム 4,812 ム 43.2 

8 42 7,487 6,800 3,617 2,466 12,883 ム 日，396ム 41. g 

港 43 8, 798 7,636 4,029 2,854 14,519 ム 5, 721 ム 39.4 

東 40 512 971 68 252 1,291 ム 779 ム 60.3 

41 614 1,076 158 287 1,521 ム 907 ム 59.6 
京
42 876 1, 158 276 479 1,913 ム 1,037 ム 54.2 

港 43 1, 010 1,333 348 497 2,178 ム 1, 168 ム 53. 6 

出所・運輸白書，東京港湾局「東京港ハンドブック」昭44年

以上は建設費に関する考え方であるが，経常費についての現実はもっと深

刻であるつ表2で示すよ うに，港湾経常費用は，主要八大港の平均について

みても 4割前後の欠損率であり，東京港の場合は， 5割以上の欠損を示して

いる。ここ数年欠損率が徐々に低下はしているものの，4～5害｜！の赤字が恒

常的であり，金額としてはむしろ増加lしているのを見ても，地方自治体の財

政に大きな負担を与えている点は事実である。 欠損率の若干低下した原因
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は，港湾における諸料金の改訂が行なわれたことによるものであるが，それ

でもなお，わが国の港湾料金が国際的レベルからみてかなり低い料金決定が

されていることは，広く矢nられているところである。これは明治以来わが国独

得の海運保護政策の一例で‘あるが，この種の保護政策を公認した上での独立

採算制であるから，その出発点から独算待IJの基盤が独立していないと言わざ

るをえない。

港湾財政の赤字になやむ地方自治体が，少しでも有利な埠頭運営をするた

めに，民間への埠頭の専用貸，特定業者に対して専用埠頭の優先使用制を採

用することは， 財政的にそうせざるをえない側面iを有しているのであるω

「3割行政」という言葉は，有力財源を大部分固に吸い上げられた地方自治

体の財政難を指すJ易合によく使われるが， 港湾の場合についても同じであ

る。その収入源たる手数料，使用料等の額は国のきびしい規制をうけ，港湾

経常費用さえも賄えないとしたら，より緊急な地域住民へのサービスをかか

えている地方自治体にとって，港湾の存在が負担になってくるのも当然であ

ろう。

公共性の理念によって料金その他を統制するならば，国家助成は当然必要

である（例えば極端にいえば米の食管会計のようなー－〉。もし国家助成が

あるべき港湾の管理運営にとって望ましい方向でないものならく筆者は港湾

の地方自治体による民主的管理をのぞむ〉，財政をもふくめて管理者のより自

由な港湾運営を補償せねばならない。

この場合港湾、法13条1項（港務局による港湾運送事業，倉庫業等私企業の

活動を妨け‘たり，干渉したり，競争して事業を営んではならなしう，同法34

条（港湾管理者が地方公共団体の場合も上記規定を準用する〉の規定によっ

て，地方自治体が港湾における営利事業に参加することは，私企業を圧迫し，

競争を持ちこむことになるので従来の解釈では，この程度の経済活動は認

められていなかった。そのため地方自治体と民間の公私混合企業が設立され

たが，その業務内容についてみても必ずしも私企業同等の自由を持つもので



港湾広域化問 j越の一考察 119 

はない。

この種の規定と解釈が港湾管理者の経済活動の範囲を著しく制限し，経常

経費の万以上の欠損率を出さざるを得ない結果を生み出しているのである。

港湾料金決定の公共規制問題と港湾管理者の企業活動の保障については，少

くとも港湾の正常な活動のために再検討が望まれるであろう。（4)

3. 地域住民のための港湾とは何か

3割行政とはいつでも， 地方自治体がそれぞれの港湾に対する管理責任は

重く，港湾自体もかなりの程度において地域住民と密接な結びつきを有して

いる。ただ陸上交通機関や空港のように表面に明確な形をとってあらわれな

いため，一般には地域住民と港湾の結合力は弱いと考えられている。港湾と

住民との関係一一結合は，その緊密度に応じて次のように分類できる。

第ーは，港湾、の所在することによって直接港湾活動に関係した企業活動を

行いうる人々，またはその企業で労働を提供して働く人々。第二は，港湾活

動そのものではないが，港湾の存在が，企業の生産活動に不可欠の産業部門

の経営者ならびに働く人々（例えば臨海性工業など〉。以上は港湾との結合

は直接的である。 第三は， 大都市港湾のようにぼう大な人口を背後にかか

え，その生活に結合した物資の輸移入，または都市の生産活動の結果として

の製品の輸移出。これは間接的結合ではあるが，非常に広範な住民が港湾の

恩恵に浴している点であり，もっと高く認識されてもよいと思われる。第四

は，普からみなとと共に生き，共に発展してきた都市における HみなとH へ

の一般的関心である。数年前までは荷台を見ながら海水浴や釣をたのしめた地

域が汚染化するにつけ，住民の HみなとI/ への関心はむしろ高まっていった。

近年海辺リクリェーション ・エリアーの再開発が検討されているのは，この

立！朱から地域住民の関心を高めるにいたっていることは事実であろう。楽し

める港という点では，港が一望できる丘や公園の整備も加えて考えられる。

以上のように一般市民と港湾との関係は，必ずしも広〈一般に認知される
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に至ってはいないが，こ ういった立場から港湾活動の活漉化をは かるなら

ば，港湾料金の公共規制のある程度の撤廃や，地域を主体とした港湾の広域

化が必要な場合も当然、存在する。ここでは港湾広域化そのものの是非ではな

く，その推進母体の姿勢と立場こそが問題となるのである。

さらに地方自治体が港湾から生ずる赤字補撲で，一般市民へより直接的に

関係するサービスがあと回しになるとしたら，地方自治体のあり方が問題に

されるであろう。港湾に生じる赤字に関して「その赤字補虞のための財源を

固に要求するのはむしろ民主々義政治原則そのものの表現であり，公共性を

もつが故の態度と評価せねばならなし、」と和泉教授は指摘している。〈め こ

の点からみれば港湾管理者の固に対する姿勢はきわめて不十分といわねばな

らなし、。地方自治体が主体となり，港湾管理者相互の連携を深めながら，平

等の原則の上に自主的判断と民主的協力によって港湾広域化がすすめられる

ことが強く望まれるのである。

注 (1) くわしくは自治体問題研究所『住民と自治』 1970. 7, 吉岡建次「戦後
前期の広域行政」を参照されたい。

(2) 自治体問題研究所 『住民と自治』 1970. 8，宮本憲一「都市合併と住民自
治」
(3）毎日新聞昭和44年3月141:1
(4）織田政夫氏は「海事産業研究所報JNo. 54 (1970. 12）で「港湾の管理運
蛍について」の論文を発表され，その中で 「港湾管理者みずから港湾運送
事業を営むことは妥当とされねばならないと考える」 (12ページ〉 とのべ
られている。

(5) 和泉雄三「港湾における公共性と経済性J『海事産業新報』 No.55, 1971 
年1月号掲載
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目次
1. はしカ1き
2. 巨大都市化の背景と実態
3. 巨大都市における港湾問題
4. 広j或港湾問題の実態と問題意識
5. 広j或港湾問題の本質
6. 巨大都市と広域港湾問題とその特性

1.はしがき

今野修平
（運輸省港湾局〉

わが国経済の高度成長の一翼を担って，港湾での取扱貨物の増大と，それ

に比例しての規模の拡大が行なわれてきていることは周知の事実である。港

湾での取扱貨物の増大と規模の拡大は，全国一律に行なわれているものでは

なしそれが特定地域において特に顕著であり，そこに多くの問題が存在す

ることは，既に本年報においても過去に取上げられてきた。ω 現在において

ふりかえると，広域港湾としての問題意識が明確化すべき初期段階で、あり，

以後東京湾，大阪湾，伊勢湾の基本構想が提起される∞ と共に，幾多の視

点よりの論述がなされるに至った。∞

しかしながら，広域港湾とは単なる地域的概念よりの港湾の広域化したも

のだけではなしむしろ今後の情報化や港湾管理者の財政面での強化と結び

っく管理問題や，広域的港湾開発の必要性等々が問題指摘を受けたものと理

解される。だが筆者は，これでもって広域港湾の概念が確立し，その本質が

明確化されたのかという疑念をII青らせないまま今日に至っている。広域港湾

が単なる地域的に広域化しただけでないことについては，全く賛意、を示すも

のの，地域的に広域化したことは事実であり，しかもそのために種々の新し

い問題を提示してきていることも否定出来ないであろう。むしろ従来の広域

港湾問題の取上げは，これら現実の事実を大前提に，これに対する対処を中

心に論議されてきたきらいがある。筆者の疑念は具体的には，現象とそれに
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対する対処に終っていたのではないかという疑念であり，むしろ学問分野で

の問題接近としては，現象からその成因を究明する方向であるべきだろうと

考えているものである。その意味では広域港湾は，現実的問題でありなが

ら，解析の遅れていた問題で、あり，今日 となっては，古くて新しい問題であ

るという表現が妥当であるかも知れない。

本稿で

て，成因究明を念頭にしながら，現象解析を通して考察しようとしたもので

ある。問題の木質は，巨大都市問題と共通であろうとの見解から，方法論と

しては，巨大都市問題との対比によった。もちろんこの視角よりの広域港湾

の本質把握が，広域港湾の全てを明確にするとは考えていないが，少なくと

も広域港湾問題と本俗的に取組むとすれば，必要不可欠な一視角であること

には間違いないであろう。

以上のことからすると，本稿は広域港湾問題究明への一礎石であり，問題

提起を第一目的としているともいえよう。

2, 巨大都市化の背景と実態

一億総都市化とか国土総都市化とか言われるごとく，都市化は現代におけ

る最も顕著な社会現象の一つであるといえる。社会主義経済体制をとろうが

資本主義経済体制をとろうが，また先進国で、あろうと後進国であろうと，都

市化の進展は顕著に認められている。わが国でも戦後過半数をしめていた農

村人口は，その後経済復興から経済成長へと進むに従って，都市部への本格

的人口流動が続き，農村人口の減少に対し，都市人口の激増をみて，やがて

は都市人口が総人口の70泌をしめるのではないかとさえいわれるに至ってい

る。ω

しかしながら，このように急速に進展する都市化が，均一になされている

のではないことが指摘されている。∞ 過去数回の国勢調査の結果を分析した

結果，次第に者ll市刻棋の大きな都iiiへの集中が顕著となり， 、以．対に人円減少
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をきたしている都市は，地方の小都市から，人口規模の大きな都市に及んで

きていることが指摘されている。ω

さらに特定の地域に存在する都市の都市化が顕著であることは，同じ規模

と性格を有する都市でも，その所在地域により都市化の程度が異なることで

あり，都市化が単純に都市の持つ規模と性格だけによって惹き起こされてい

るのではないことを物語っている。特に巨大都市圏（MetropolitanAr巴a）内

の都市が，急速な人口集中と産業集積を起している事実は，少なくともわが

国の都市化とは，巨大都市化として担える必要があると考えてよかろう。

一方都市にはその基盤とする産業等の差異から，いくつかの性絡に分類す

ることが出来得る。∞このような視点から見た場合，いかなる性絡の都市で

都市化が進んでいるのかを考察してみる必要もあろう。 近年において最も顕

著なのは，人口にして 100万以上の集積がある巨大都市と，これにつぐ人口

集積を持ち，広域中心都市と しての位置を確立している福岡，仙台，広島等

の都市であろう。一時人口集積の決め手とも，また都市における経済の基盤

とも考えられていた工業は，その後の技術進歩や規模拡大に伴なう合理化も

手伝って，次第に人口集積の決め手としての地位を失い，むしろ管理中枢機

能の集積が意識されるようになってきた。

以上のようないくつかの視点よりの都市化の動向を認める時，その背景と

も要因ともなるものを考察せねばならなし、。この問題はこれのみでも大論文

ともなり，専門の学会での検討課題ともなる大問題であるといえる。ここで

はこの問題自体を解析する目的ではないので，解析を進める一課程であると

の前提をふまえての考察にとどめることとし，むしろ本論の中心課題である

広域港湾の解析に関連するもののみを取上げねばならないことを前もって断

らねばならなし、。

都市化の現象が解析されるのに際し，多くはその実証的資料として，人仁l

統計が一般的に比lいられていることが多L、。このため都市化は人l二lの集積説

象であるかのごとき誤解を受けることもあろうと思われる程である。これは
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単に統計調査の面で人口統計が極めて精績になされているがためだけで、あり

むしろ人口の集積は，あるメ カニズムに基く結果に過ぎないと考えられる。

もちろん人口の集中が，副次的にもたらす多くの諸問題は，今日での都市問

題の中で大きな比重をしめることも事実であり，等閑視出来ない。しかし，人

口集積という結果をもたらしたり，それによる副次的問題を惹起して，問題自

体を複雑にかつ大きく している基困は，都市に集中することがより有利であ

るとされている社会経済の機構と性格に求める必要があると考えられる。

既にわが国における都市問題は，人口と資本の集積にありとする見解も出

されているが，ω 資木の集積がなされることが促進されている経済社会の機

構と性格こそが，都市化の基因であると考えてよいのではなかろうか。

以上の問題意識に対し，近年の都市化の現象には，いくつかの解明の糸口

ともいうべざ現象が表われている。

その第ーは前述したように管理中本IR機能の集積する都市程都市化の現象が

著しいことであるοわが国における管理中枢機能には，大きく分けて三つの

分野が存在すると考えて良い。それは行政機能，金融機能および企業活動に

おける中枢機能であろう。このうち，これら多分野の中枢機能の集積は，行政

機能の集積を追随する形で集積が進められたとの報告（9) もある。これとは

別にしても，わが国における社会の構造を考える時，行政の持ついわゆる公的

権力の偉大さは，今さら詳説するまでもなく，特に国家権力の大きさは， 地

方自治体のそれと比較するまでもないことである。今日広域中心都市と呼ば

れる都市は，いずれも中央政府出先機関の集積がずばぬけて多いことから

も，管理中枢機能の集積する都市で都市化が進行していることは，国家権力

の集積する都市で人口・資本の集積が顕著であることを物語っており，国家

権力の地域的あり方と，人口 ・資本の地域的動向の間に，極めて深い関係が

あることを物語っているものである。

第二は結果的に人口・資本が集積する地域と，集積しない地域とに分けら

れてくると，一般的に諸産業，とりわけ資本主義社会における中心的産業で
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ある第二次，第三次産業のいわゆる都市的産業は，市場立地の原則にのっと

って，集積地域に立地することになる。〈山その結果集積地域の集積はさらに

進行することとなるが，さらにこれが経済成長をテコとして， 累乗的に規模

拡大を起しつつ集積してくることとなる。企業の規模拡大は，狭域的な地域

経済からの要請に対応するだけでなく ，次第に広域的な地域経済からの要請

に対応する一方s 国民経済全体にも大きな影響力を持ってくることになるつ

つまり寡占化の進行であり，その結果の全国市場支配の企業の立地が進行

してくることになる J つまり国民経済的要請に基づく基幹産業の立地が進

み，これと結びつく諸産業の集積が進んでくることになるのである。以上の

メカニズムによる集積が巨大都市化の背景と して大きな役割を果していると

考えられる。

わが国における都市化， その実態は巨大都市化といえる経済社会現象の背

景を以上のごとく考察すると，これは明らかにわが国における資本主義経済

発達の現段階における機構と構造，さらにその全てに漫みついている日本的

特性を理解せねばならないといえよう。

3. 巨大都市における港湾問題

巨大都市成立の背景と突態は，前章において詳説したが，以上のような考

察の上に立っと，まさしくその動向，すなわち都市化という観点からの問題

接近が必要であると考えられる。

このような基本的態度は保持しつつも，巨大都市が出現していることは厳

然たる事実であり，そこで、の港湾問題は巨大都市問題のーっとして，あるい

はそれと密接不可分な関係を有する問題として抱握していく必要がある。

人類の歴史上，これ程多くのしかも巨大な都市を成立させた経験はない。

それだけに巨大都市における港湾問題も初の体験であるといえる。このこと

からすると，巨大都市における港湾問題の解明には，第ーに巨大都市の実態

と形成の基本的メカニズムを理解する必要があり，第二に巨大都市l時代にお
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ける新しい基礎論理が必要で3 そこからの問題接近のための視点が確立され

る必要がある。これを受けて第三に巨大都市時代における港湾理論が成立さ

れ，かく して始めて巨大都市における港湾問題の木質が解明されるものと考

えている。

経済の基盤が第一次産業にある時の経済理論や社会政策が，第二次産業中

心の社会ではそのまま適用出来なくなっている事実は，歴史が教えていると

ころであり，その意味で者r~市化時代(lj) とも呼ばれる現在，新しい時代の基

礎理論なくしては真の解明は不可能であるといえよう。

しかしながら本章ではあえて基本的誤ちを認識しながらも，巨大都市の港

湾問題の解明に挑戦してみたい。港湾は従来海陸交通の結節点であり，地域

経済のー中心地としての機能を有していた。このような機能を果していたこ

とから，港湾においては後背地の広狭やそれに伴なう地域経済力が，港勢に

強い影響力を有し，後背地は港湾計画論にも強く引用されてきていた。（12）し

かし後背地が重要な意義を有するのは，地域経済力が比較的均等に分布して

いる時に成立する｜時代であり，都市化が進み，後背地全体の経済力のうち，

圧倒的多数が，面積的には点に等しい都市に集中する時代においては，従来

の考え方をそのまま適用すると，多くの無理を生じることになると考えられ

る。巨大都市における港湾では，特にこのような認識の改革が必要になって

いる。

わが国においては，巨大都市は中枢管理機能の集積すると同時に，国民経

済的要請とそれに対応する規模の生産企業が集積することは既に説いた。こ

れと同時に巨大都市は巨大な消費市場であり，それ自体が一点集積に伴なう

独特の経済活動を悲起してきている。消貸活動に伴なう港湾経済に｜銀ってみ

れば，港湾都市のもつ総合的経済力が，その背後地全体の経済力の中で，大

きな比重をしめていない時代には，港湾の機能は流通の中心としての機能で

あったが，港湾都市が巨大化し，背後地の経済力の1j1で港湾者nlrhのもつ総合

的経済力が大きな比重をしめるH寺代には，流i凶ではts:.く港湾者lliIiの消白その
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ものへと変化してくる。巨大都市の港湾は消費活動のr:j二I心的場所として，地

域閥幹線交通の拠点から，未梢の都市交通の拠点と化し，消費物資が直接多

岐微細な流動形態を示したり， (13) 都市における消費活動の窓口である卸売

市場が港湾そのものと一体化するような現象を呈してくる。

一方消費活動が地域的均等化から巨大都市に集中されてくることにより，

消費物資の輸送は小口輸送から大量輸送へと移行してくる。もちろん生活水

準の向上や都市における消費水準の高さ等が累乗化されていることは見逃せ

ない事実だが，消費物資輸送の海上輸送化が巨大都市を中心に進行している

ことは事実であり，大都市港湾における中心的貨物となって，従来の生産財

に替ってきていることは既に指摘をしておいた通りである。（14〕

かくして巨大都市における第ーの港湾の問題は，地方的流通の中心から，

都市的消費の中心へと港湾が変化してきていることから発生する問題である

といえる。〈山 この問題こそ巨大都市の中で，港湾の位置づけを明確化しな

ければならない問題で，いたずらに港湾は独占的産業資本への奉仕であると

か，海岸線を市民に返すために港湾を排除する（16）とか，選択なしに港湾焔

設の拡充を急ぐベし等の一方的考え方であってはならないはずである。しか

し現在の都市計画が，都市における人口中心（人間中心ではない〉の都市計

画である以上，港湾の位置づけが明確化されることは難しく，人間のための

物資の都市計画，生活の都市計画も考えられてこそ，真の位置づけがなされ

るものと考えている。17)

巨大都市における第二の港湾問題は，巨大都市の経済構造との関連問題で

ある。資本主義経済の発展は，生産部門での大資本支配が進行するばかりで

なく ，流通・消費部門でも大資本の比重が増大し，支配力が強化してくるこ

とによって，都市経済の大資本支配が進行している段階に達していると考え

られる。(18) その傾向は港湾においても顕著に表われ，巨大都市の港湾での

大資本支配が強化されているのではないかと考えられる。港湾、の大資木支配

がp 都市の利益，市民の利益と一致していれば問題はないが，若し一致して
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いないとすれば，巨大都市の港湾での特有の「問題であるという指摘が出来ょ

う。特に港湾を支配することは，巨大都市の消費の窓口を支配することであ

り，問題は深刻化しよう。

第三の問題点は市民と港湾の分離である。巨大都市は単一機能ではあり得

ない。ということは単純な港湾都市ではなく，複合された経済基盤と性格を

有する総合的都市である。都市を構成する市民＇ 19）の中で，直接港湾と関係

のある市民は極く一部となってくる J 特にわが国の巨大都市の場合，中枢管

理機能や工業と結びついて人口集積が行なわれている事実からすれば，その

比率は低率であろうことは統計的処理結果をみなく ても容易に想像がつく。

その上，海上交通における旅客輸送での役割の低さを考えると，巨大都市にお

ける市民と港湾の結びつきの弱さが，巨大都市における港湾の諸問題の根底

に横たわる基本的な特有の問題であろうと考えられてならなし、ο市民不在は

市民の利益と一致しないものに侵略され易い性格を有しており，この点から

も港湾管理や港湾開発のあり方にまで影響しそうな問題でもあろう。

第四に巨大都市はその圏内にあらゆるものを集積させる総合的地域中核体

であるから，当然その窓口としての港湾も総合的性格を有し，巨大都市圏の

地域構造からしても地域的規模からしても広域的とならざるを得ない。そこ

における港湾は決して単一機能的，狭域的なものではない。この特性は巨大

都市以外では通常認めることの出来ない特性ではないかと考えられる。

以上のように巨大都市における港湾問題は，商港とか工業港とかいう単一

機能的分類による視点や，海運 ・港運 ・陸運という流れというような単純な

社会構造からみたのではその実態を担握し得ない特性を有している港湾であ

り，巨大都市の成立と発展に伴なって従来みられない新しい性格と問題を有

している港湾であるということが出来ょう。

4. 広域港湾問題の実態と問題意識

現在わが国において広域港湾という問題語、識から取上げられ，常識的に問
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題意識を持たれるのは，東京湾，大阪湾， 伊勢湾であろう。

東京湾における実態については，既に木学会においても報告をした実績が

ある（20）が，戦後船橋地先，千葉地先，五井・市原地先，木更津地先，と千

葉県側の港湾開発が急速に進展する一方，根岸湾，横須賀港と神奈川県南半

部の海岸も港湾開発が進展して，湾全体が港湾と化した感を強めたことは事

実であろう。

このうち面積的ないし水際線延長からみた場合，大部分は産業資木による

工場埠頭として開発されてきており，それ以外の港湾でも新規に開発された

工業港からの貨物が激増し，そのための施設拡充が港湾開発の中で大きな比

重をしめていたことも事実である。（21〕

大阪湾においても堺・泉北地区を中心に重化学工業を中心にした工業港化

がなされ（22）これと深い関係を有して阪神地区の港湾開発が進んだことは事

実であろう。

伊勢湾においても戦後いち早く工業化をした四日市地区と，その後大規模

な工業港開発を行なった名古屋南部地区をテコにして，名古屋港等の開発が

進められ，広域港湾としての問題意識を持つに至ったということが出来る。

このようにわが国における広域港湾の問題意識を有する地域では，工業港

の開発を抜きにしては考えられないのが事実であろう。ここでいう工業港

は，基礎資源型装置性工業であり，工場と直結した工場埠頭を有するもので

その企業としての性格は，わが国においても代表的な巨大資本であり，工場

の規模は最も大規模な工場ばかりであることは，今更ここに説くまでもない

ことであるコ規模の拡大とコンビナート化が急速に進んだのもこの業種であ

り，全国的市場を背景に立地した（23）といって差支えない。

これら三大湾に立地した基礎資源型装置系工業は，国民経済的には基幹産

業としての役割を果して，それ自体で国際競争力を強化して輸出産業の花形

となる一方，基礎資材の供給者としての役割を果すと同時に，多くの関連産

業に各種の波及効果を及ぼしてP 工業化を中核とする高度経済成長の主役と
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しての役割を果してきた。

一方地域経済的には前述したように三大湾において広域的に水際線を中心

としての狗｜撲の空間を専用的に利用しつつ，近隣の巨大都市への資材供給基

地および巨大都市経済を支える各種産業の活動の震源地的役割lを果して巨大

都市化に大きく貢献すると共に，全国的あるいは広域的資材供給基地とし

て，巨大都市の広域的地域支配の一翼を担っていたといえる。

以上の動向を港湾経済的にみれば，大規模な工業港の成立と，そこからの

物資供給の窓口としての大都市港湾の発達を指摘することが出来ょうぶ24)

かくして新しい工業港の大々的発展と共に，古い商港的性絡の港湾も新し

い発展を遂げて，結果的に湾内の諸港湾、は地域的に連担する一方，極めて密

接な関係を有して複雑に結びつくこととなり，湾口航路の問題，湾内開発の

問題，背後地交通の問題等々で共通の問題意識を有して対処せねばならない

ことが多くなって，広域港湾としての問題意識を持ってきたのが実態であろ

う。

このような問題意識は別としても，湾内での以上の港湾経済聞からの動向

担握は，その根底が｜箆域における巨大都市化と密接不可分であることを物語

っている。

かくして広域港湾の問題意識は，まず第一に工業化を離れては的を得ない

ことになる。しかもこれが今日までの高度経済成長と直結して生じているこ

とは，わが国の産業の動向や経済政策が，広域港湾問題の根底に存在してい

るのではないかとの問題意識を持たせているといえる。

第二に巨大都市化の成因は既に述べたが，巨大都市という人口 ・産業の集

積の結果は，既に「巨大都市における港湾問題」の章で略説したように，巨

大都市特有の港湾としての機能と規模を要求されてきているといえよう。巨

大都市自体が管理中枢機能の集積結果であり，その結果資本の巨大都市集中

もなされているとみれば，全部ではなくとも貨物も広域中心地に集散するの

は自然の理であり，物的流通と商的流通は理論的に説かれている程明確に分
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離することは不可能ではないかと考えられる。かくして巨大都市の窓口とし

ての港湾機能も拡充強化され，地域的にも広域化して港湾地域は拡大する一

方，複合された性格を有してきて広域港湾化への一つの柱となっているので

はないかと考えられる。この点からの問題意識も成立するといえよう。

5. 広域港湾問題の本質

以上のような広域港湾の実態とそれに基づく問題意識を基礎にしで，広域

港湾問題の本質について若干の考察を加えておきたし、。

先ず広域港湾問題を検討するに際して，充分に配慮しておかねばならない

点から記さねばならなL、。広域港湾とは木論の冒頭で記したごとく，古くて

新しい問題であるが，その定義すら固定化していない。このため広域港湾と

は何か，その本質は｛可かといういわば総論的本質論も従来の研究成果も皆無、

ではない’25）が，充分とはいえず，本学会でも共通論題にとりあげる次第一で

あると理解される。

一方広域港湾における港湾内部の問題，例えば港湾、運送業の問題とか情報

管理の問題等は，同一に論じられるべきではないと考える。特に広域港湾の

総論的本質論が，統一見解ないしそれに近いところまで議論が到達していな

い現在，各論的本質論とは整理して検討を進めることがより良い方法と考え

られる。ただし両者は相互に補完し合うこ とが広域港湾の本質究明の木筋で

あることは当然である。

さて以上の前提の上に，広域港湾問題の木質が何にあるのかを探ることに

する。 「広域港湾の実態と問題意識」の章で指摘してきたことをまとめれ

ば，広域港湾の本質は港湾での大資本の進出をまずあげることが出来ょう。

港湾が経済の場である以上，資本主義経済の発展に即応した変貌を示すこと

は当然で，その立、味では大資本の進出は当然すぎる現象であるといえよう。広

域港湾の問題意識が持たれない地方の港湾においても，その語、味からすれば

大資本の進出は顕著であり，その点では大針木の進出は港湾一般の問題であ
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るといえよう。

しかし広域港湾の形成が，大資本の港湾進出を抜きにしては考えられな

い。大資木の性格は単なる資本の大きさだけではなく，政治行政権力との結

びつき，独占的性格，中小資本の従属化等の性格を有しており，その点での

地域や港湾等での影響は極めて複雑多岐の形となって現われてくるものであ

る。その点で広域港湾の形成には，直接間接大きな役割を果すと考えるべき

であり，この問題を抜きにしての木質究明はあり得ないと考えられる。以上

の考察はわが国における資本主義経済の発展段階を考えると，当然のことで

もあろう。

第こには港湾面からみた場合の資本集積の地域別差異をあげることが出来

ょう。これには近代港湾の建設が開始されて以来の港湾における資本集積の

地域的実績が，歴史を背景にして重要な役割lを果すと考えられるが，少なくと

も広域港湾の問題意識が持たれている地域については，長い期間の蓄積ーがあ

り，これが経済成長以降における港湾で、の資本集積に大きな役割を果して，

結果的に現在まで集積が進んだものと考えて差支えなし、そうだとすると広

域港湾の本質は港湾での資本の地域的集積に求めることが出来るのである。

港湾における拡大再生産の巾は，港湾施設等に投下された資本に対する，港

湾経済活動の総額で求められるとすれば，一般的には港湾原単位の低い程再

生産の巾は大きく，利用率の高い程資本の蓄積が進むことになるのは自明の

理である。総コスト的にみた場合，巨大都市を核とする三大湾においては，拡

大再生産の巾は最も大きい地域であり，ここにおいて再生産された資本の再

投資が結果的に集積に大きな役割を果していたのであり，現象的な広域港湾

形成の根源であると考えられるのである。

第三に資本の集積をI呼ぶ経済外的社会構造も見落すわけにはいかなし、。財

政制度を挺子とする新中央集権主義が，資本集積に大きな役割を果している

ことは既に他分野で論議されているところであるが，港湾においても地域的

に資本集積に差のある結果が出ているとすればp この問題が広域港湾の本質
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の中で大きな役目を果しているのではないかと考えられる。この問題は単に

政治行政上の中央集権のみではなく，例えば海運カルテノレによる強い規制等

も含めて考えるべきであろう。さらに補助的関連分野としての情報，人材，

文化等々の中央集中を有利にしている社会機構自体の問題を消去して，港湾

での集積は考えられないであろう。

以上のごとく広域港湾の本質は独占的巨大資本の港湾進出，特定地域にお

ける資本の集積とそれを可能にしている中央集権的社会機構にあると考えら

れ，その結果現象的には広域的，総合的に大規模な複合的港湾が形成される

ものとみて良いのではなかろうか。

6. 巨大都市と広域港湾問題とその特性

巨大都市化と広域港湾とは，以上の考察より判明するように，資本主義経

済発展の中で，同ーの背景と根源を有していると理解することが出来る。こ

れは両者がたまたま同一地域に現われることが多いという地域現象的観点か

らの指摘ではなく，構造的に同ーとみることが出来ることが判明する。

その木質は独占的巨大資本の強い影響力を受けながら，総合的，複合的，

広域的に大規模になりつつある点でも共通しており，資木の集積が容易で現

実にそれが進行しているとみられる点でも全く共通しているといえる。

このことは両者を切り離して考えるのではなく，一体的に取扱う必要があ

ることを物語っているといえよう。具体的現実的問題においても，多くの共

通の問題を抱えているのは，以上のような木質があるからであり，その点でも

両者が抱える共通の問題を詳細に検討してみる必要があろう。本章では問題

点の若干について指摘するに留め，今後の課題として提起しておくことにし

ておきたい。

都市と港湾については，両者の聞に極めて緊密な一体的問題があり，（26)

この両者の関係についての序論的接近も試みられてきた。（27）しかしあらため

て巨大都市と広域港湾を取上げる時，わが国における資本主義経済発展の落
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し子として出現してきていることが判明する。そこには板源的に独占的巨大

資本の動向ιそれが果している役割を見落すわけにはし、かず，新しい経済時
代，新しい都市化II寺代の音ll市像と港湾像を認めることが出来るのである。そ

の意味では産－業革命と市民の誕生により生じた近代都市と近代港湾の出現に

刻して，現代都市と現代港湾であると考えることも出来るであろう。

釦二に両者の聞に極めて日本的特性を見出し得る点があろう。巨大資本が

果している役割についても，日本的特性，もっと狭義的にいえば日本の社会

構造の特性を理解しないうちは，真実は把握し切れぬと考えられるし，巨大都

市，広域港湾内部の問題，すなわち，各論的問題を取上げるならば，なおの

こと日本的特性が顕著に接頭してくるであろう。急激なる経済成長，社会資

木蓄積の地域的栴差とその上に立つ地域経済現象等は，わが国経済の後進性

との関連で説明せざるを得ないのではなかろうか。

都市における政治的無関心層と農村的地域社会の存在は，少なくとも西洋

社会的視点よりすれば市民不在の前近代的都市であるということが出来る。

その点で都市規模が大きくなればなる程，無関心層の率が高まることが選挙

のたび毎に問題とされているのは周知の事実である。全く同じ現象が港湾に

おいても存在することを指摘しておいたが，市民不在の都市，市民不在の港

湾という問題でも巨大都市と広域港湾は共通の問題を有しており，日木的特

性に悩まされているということも出来るのである。

このよ うな基本的構造の上に，政治行政の権力と極度にまで成長した大資

木がのっているという姿が，巨大都市と広域港湾の生みの親であると同時に

問題点としての悩みの点であるとみることが出来るのである。

この結果，巨大都市と広域港湾は，国民経済的要請，国家的要品ーに強く推

されて出現したものであると結論づけられよう。これは究極的には国家独占

資木主義時代突入による産物であり，地域経済的要請，地方分権からの要請

を犠牲にして発展していく基礎的体質を有している可能性があるとい え よ

う。今後この両者をどのよ う に斉合性を持たせて発展させて行くのかは，~：



巨大郡市化と広域港湾問題 135 

要な課題として内在しており，次第に顕著化してくるものと考えられる。

広域港湾は単なる埠頭タ ーミナノレの集合体であり，問題としては港湾労働，

港湾管理，港湾産業等の課題があるというような内面的構造と問題点のみに

目をやっていては，その本質の把援と課題への対処が出来ないことが判明し

た。大都市港湾の問題点については，既にいくつかの論説が世に問われてい

る。（28)(29）〔30)(31ν32)33）が，このような問題意識をさらに発展させて，広域港

湾の本質と問題に接近する必要があり，その際巨大都市との関連は忘れるこ

との出来ない重要課題であることを強く認識せざるを得ない。

本論では巨大都市との関連において広域港湾問題を論じたが，その結果若

干なりとも整理された問題とそれに伴なう問題意識が，今後における本課題

検討に対し，いささかなりとも役に立てば何にもまさる結論であることを記

して筆を置くことにする。

ヌド；論を草している松中，学恩大なる会長矢野剛先生の員ト織に接し，悲嘆大なるもの

があった。記して先生の街l笑福を祈ると共に，拙論を御霊前に俸げることとしたい。

また常IJ頃暖き御指導御縦艇を戴いている青山学院大北見教授，運輸港湾産業研究

室喜多村室長，横浜市大柾教授ほか勤務先の上司先輩，東京港港湾問題研究会，港湾

産業研究会の諸学兄に深甚の謝意を表しておきたい。
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1. 港湾行政の規定

和泉雄
（函館 大学〉

港湾行政とは何か？と正面きって質問されると， 返答がむずかしくなる。

ということは，質問者も，答弁者も，暗に 「港湾行政Jを2つに区分し， そ

のどちらかの意義にとって問答するからである。質問者の想定する「港湾行

政」の範囲と内容とが，答弁者の想定する「港湾行政Jの範囲と内容とに一

致しない場合， 質問と答弁とがくい違って，討論にならなくなる。

その2つとは何か？，山口真IJJ,，住田正二氏は，次のようにいわれる。 ω

「港湾は海陸交通の連絡の施設であり，そこにおいては，各種の行政が行わ

れる。 したがって，港湾において行われる行政は，きわめて複雑な様相を呈

している3 それは，港湾行政に関係のある行政機闘が，地方海運局，港湾建

設局，海上保安監部又は海上保安部警備救難所，港湾管理者，港湾管理者

の長，税関，入国管理事務所検疫所，動物検疫所，植物防疫所，水上警察

署等の多数にのぼっている一事をもってしても明かである。」とされ，この

広い行政の分野を，従来，港湾管理行政と港湾修築行政とにわけでいたとい

われる。 港湾管理行政は更に「営造物と しての港湾の管理」行政と，港湾を

場として行われるもろもろの行政とにわけることができる。 「港湾修築行

政」とは「港湾の開発， 利用及び管理に関係のある施設の修築」 行政であ

る つ（2)

この分類は，管理と修築とをまず2大別し，そのうちの管理行政を，港湾
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管理者が主体となって行う営造物管理と，その他国，地方自治体の行う行政

とに2分したものである。

然、し，この分類は，行政機関の機能と地位とによって区分した分類で、あっ

た。放に，この書の出版された昭和30年以降，特に昭和36年度以降の高度成

長期における港湾行政の現実的諸問題を扱うには今少しく，キメ細かい観察

が必要となっている。特に，問題は第1に，港湾管理者の行う行政と，国の

行う行政とが相重なり，或いは矛盾する場合が，昭和30年以降の計画的港湾

整備，拡大において，非常にみられるようになったことである。即ち昭和36

年に始まった港湾整備5ヶ年計画， 40年からの新港湾5ヶ年計画，これを修

正した第3’次港湾整備5ヶ年計画（昭和43～47年，総事業費l兆300億円〉

これを修正した第4次港湾整備5ヶ年計画は，どれもが，増大する港湾貨物

需要に対応しきれず，つぎつぎに計画を変更，規模を増大させて行ったが，

これと共に，港湾建設 ・修理のみならず，管理の面においても，国の権限と

影響力とを増大させて行ったコそのテコは，いうまでもなく ，地方財政困窮

による港湾管理者の国貨及び公民依存の増大という経済財政制度にあった。

財政面で，重要港湾管理者は，始めから苦しい事情にあったが，急増する港

湾貨物を眼前に，とりあえず，港湾の拡充と整備とを行わねばならなかった

ことが，医！との密着度とその従属度を増々強めた現在では，多くの重要港湾

はもはや，港湾の管理と ， 建設修迎l~IJち修築行政とを切り離して考えられな

くなって来ているのではないか？

第2に， 同じく昭和30年以降の日本の経済成長が，工業，とくに臨海工業

の造成とその発展によってもたらされたことの意味である。港湾行政は，こ

の臨海工業地帯の造成と管理に，もとより無関心ではありえないのであり，

むしろ，その中心的行政分野になってきたのである。

第3に港湾における現実の運送機能を担当する資本と労働者へ，どう刻応

するかという ことであゐη 港湾労働法の制定， 41年の港湾運送司；：来世、改iiミ以

降，その指導，助成，あるいは肢替の重要性が，大きく浮び上ってきている
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のである。

以上の諸点を考慮するならば，運輸省港湾局が区分した港湾行政の分類の

方が，ヨリ機能的に，ヨリ現実的に，問題点にアプローチして行けるかもし

れない。

運輸省港湾局は， 「港湾を場とする行政」を行政機関の性質に従って次の

ように分類した。 ω

り） 権力的行政

税関検査，動植物検疫，海陸検疫及び入出国管理などの通関関連行政並び

に船舶交通取締行政のように，港湾を通過する人，船舶及び貨物に対して国

が行う行政。

(2) 港湾施設の建設，管理，運営

国及び地方公共団体が行う，具体的には港湾建設局及び港湾管理者。

(3) 事業者，労働者を指導，監督，助成

港湾において種々の業務を行っている事業者，労働者を指導，監督，助成

する行政で， 地方海運局及び公共職業安定所が担当する。

港湾行政を近代化問題一般と相関せしめて論ずる場合には， 山口，住旺i氏

のいう広義の港湾行政を 「港湾行政」の定義として，取上げた方が，ヨリ 使

宜的である。

この広義の意義での行政を包括して論じよ うとするな図には，従来，ふれ

ていなかった「視点」の問題がふくまれている。従来，港湾行政を論ずる場

合，行政主体のMに立つての，その行政主体の視点での，考え方，分類が表

面に出て来ているように思うからである。国の行政主体としての運輸省の視

点，港湾管理者の視点から，港湾行政を論じそれが，分類にもあらわれる

傾向がある。行政を論ずる場合，まず行政主体，行政機闘を取り上げるのは

当然ではあるが，行政主体の為す法律の笑施ということで，港湾行政を分類

し， J論じ切るのは， －方的であると考える。行政客体の悦点，J!JJち，港湾管’
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理者が地方自治体である限り，その行政客体であると共に，抽象的主体でも

ある地域住民の立場なり，視点なりが，行政主体の視点に劣らず重視されな

ければならない。特に，港湾行政を批判的にみるとし、う立場に立つならば，

このことは，同等以上に，重要視せねばならないと考える。広く一般国民の

立場に立って，あるいは，地域住民の立場に立って，その視点から，港湾行

政をみるということが，きわめて大切であると考える。一般国民，地域住民

の立場から，港湾行政を眺めた；場合，行政主体，行政機関は2つに大きく区

分されるのであり，それ以上にはならないのではないだろうか？第1に国で

ある。国を代表するのは，運輸省でも建設省でも自治省でも通産省でも，ど

こでも同じであって，区別はなし、。特にいいたいのは，運輸省の行う行政だ

けが国の港湾行政ではないということである。第2に地方自治体であり，そ

の作る港湾管理者である。これも又，00市港湾音llだけが地方自治体の港湾

行政主体ではない。 だから， 一般国民・地域住民の立場からみると，どう

しても， 「広義の港湾行政」を 「港湾行政」と理解することになる。

2. 港湾の近代化

港湾、行政の近代化ということの内容を明らかにするためには，次に「近代

化」とは何か，を規定する必要がある。この規定については，すでに北見俊

郎教授のすぐれた研究があるのはいうまでもない。 ω 私は，社会科学の問

題として港湾の近代化を取上げる以上，方法論上実証的に論ぜねばならぬと

考える。 抽象理論は，その実証の中から， 抽出され一般理論化されるべきで

ある。ということは， 「近代化Jを，現実の港湾史を踏まえて，論ずるとい

うことである。 方法論上の問題点の第2は，近代化というような社会関係一

般の基本特徴を論ずる以上，政治経済学的に，事を処理する必要があるとい

うことだ。特に，法的諸現象を無視することは許されない。法律，経済の2

商は，社会意識而と共に，同じ程度に重要観されるべきだという考え方であ

る。
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そのような方法論を採り上げて，港湾行政の近代化を歴史的に論ずるなら

ば，そこに，2つの方向を発見することができる。

第lは，港湾、行政の民主主義化の方向，路線であり，第2は，港湾施設の

紘大，充実，ヨリ一般的にいうならば機械化である。 経済史的には，合理化

の方向，路線である。

第1の民主化の路線は，終戦における新憲法の定めた路線で、ある。その最

大の特徴は， 国家権力を港湾行政より放逐することであった。 いいかえれ

ば，港湾行政の主体を地方自治体の結成する港湾管理者に切りかえたことで

あった。昭和25年の港湾法が，その輝かしい成果であったことは，いうまで

もない。

第2は，昭和36年の「船ごみ」現象以来，運輸省及び港湾管理者が最大の

重点をこめて推進してきた港湾運送機能の拡大であり，機械化，合理化であ

る。それは，前述した幾つかの5ヶ年計画の中心課題であった。

日本の；場合， 「港湾近代化Jを，このどちらの意義に解しようとも，それ

は，それなりに意味があるものといえよう。然し，このどちらかの怠義にあ

らかじめ限定をしないで「近代化」を論ずるならば，論議がかみあわなくな

るだろう。なぜならば，第1の 「民主化」の意義からするならば，その最大

の法律的結笑としての港湾法の中心論点たる固から地方自治体への港湾行政

主体の移行ということが， 第2の国の指導と財政援助による港湾機能の拡

大 ・充実を通して無視されつつあるのが現状だからである。この2つの方向

と路線は，矛盾なく蛇行して進むのでなく，相矛盾し合い相斗争し合い，相

衝突し合う路線となっているからである。だから，明確にされねばならない

のである。

特に問題なのは，最近の地方首長選挙，公害論にみられる市民運動である。

ここには，地域住民の自治意識の定着，一般に民主主義の定着化の傾向がう

かがえる。港湾の民主化ということが，i新く，本格的に問題となる時期を迎

えつつあるのではないだろ うか？
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それは，法律的には港湾法の再評価とその実践の問題であり， 行政的に

は，港湾管理者の権限拡大と行政の民主化の問題であり，かつ，港湾収支改

善の問題である。とくに，地方自治体の財政の貧困という現実をしっかりと

認識し民主化のために，この障害をどう克服するか，どのように認識し直

すかが重大であろう。問題の根木は，港湾管理者の財政の貧困であって，そ

の放に，増大する港湾「修築」需要に追ついて行けず，いわんや先行投資も

不可能であり，そのために，港湾法の立法趣旨に反して，戦前に引つづき，

港湾の実質的国家支配を導入しているからである。

処で，私が現在とりあげている「港湾行政の近代化」というテーマと「港

湾の近代化」というテーマとは，すべてが同じであるのでは勿論なし、。 「港

湾行政の近代化」というテーマからするならば，その問題とする「近代化」

の意義は，第1の「民主化」ということになるのであり，第2の機械化合理

化ということは，直接のテーマとはならなし、。

3. 港湾行政近代化のための諸問題

1. 所調タテ割り行政

港湾、行政を国民一般，地域住民のサイドから眺めるならば，まずそれがき

わめて多くの行政官庁によって執行されていることに気がつく。この；場合，

先に述べたように， 「港湾行政」を，広義の意義に理解していることは勿論

である。例えば，運輸省では，これを次のように示している0 15) 以上の系

統図では，現在問題の臨海工業地帯造成とその管理，公害行政という 2つの

重大行政分野が欠けている。 叉，貿易関係の行政分野も欠けている。 従っ

て，総理府，経済企画庁，建設省，通産省が加えられよう。ということは，

事実上，重要な大部分の国の行政機闘が港湾に所在し，各々その出先機闘を

もっているということである。これらの国の出先機関は，国家行政組織法に

基く各省、設置法により明文をもってその権限と所掌事務を制限せられた上

で， i没i位されている。 一方，港湾管理！者の権限とそのi9i・掌事務は港湾、法（flB
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和25年法律第218号〉第12条により明文をもって規定せられている。その母

体となる地方公共団体の権限と所掌事務は，地方自治法（昭不1]22年法律第67

号〉第2条により例示され，その長と国との支配服従関係が，同法第 146jた

に規定されている。財政は地方財政法（昭和23年法律第109；号〉で規定され

る。

港湾を場とする各経行政機関 （昭荊140'.f-f三4月1日現在〉

動物村t j主 l~i- 本所 1 支：＇P.- 3 :11；；長所 8 

植物ド；）j f主所 本円i 4 支岩 5 :11張所 25 

本所 16 XP.- 13 :1151<月r35 

本所 13 

~＇ WI s 会主＇P,- 61 :1111~所 79

i＇」長 58 

同tJ: IA~ 五古I>I w同州IO Wii.＇百l¥61 保安Jr.-t'f.-36

神主 巡 '"i I 本局 10 支局 59 :11gm叶 82

治的処，：r:: ,,.j I本／，；j 5 s制作；i;tJJ-・Wfn1,i-4 

機械聖書幅ii・j(ffiiiji4
コ： ：· 1 ·；＿市 ~Jj jiJj・42 

i在的 管 理l ~ 885 

巨亙三ヨ （都近府県知l、1・；）一公共職業安〉山本所側 :11；；附 142

タテ割り行政の基本的原因は，このように法律の明文をもって，｜雲｜の行政

機関の権限と所挙事務及び地方公共団体及び港湾管理者の権限と所掌事務と

を，精細に規定し，法律の改定を待たずしては，越権行為ができないように

組織されている所にある。たとえ国民，地域住民が，不便だからといって，

他省及び地方公共同体の権限と所掌事務に属する事務を代って，能率的に，

実施できぬようになっているのである。

運輸省内といえども同じことである。運輸省は，水運，陸運，港湾，船舶

及び鉄道草i柄その他の陸運機器，船員，運輸に関連する観光，気象業務，倉

庫業，海上の安全及び治安の確保，海難の審判， 航空，捕獲審検所の検定の

再審査を一体的に遂行する責任を負う国の行政機関である仰が，その権限

は運輸省設置法第4条に列挙せられており，それらは， 内部部局（第四条以

下〉附属機関（第29条以下〉 地方支分部局（第39条以下〉によって明文をも
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って分担執行するように定められている。

このように厳密に法律で行政官庁の権限と所掌事務を規定するということ

は，一見，きわめて官僚的で，従って，非民主的にみえるO 然し，このこと

は，日本の行政史，とくに，港湾行政史を踏まえてみた場合，そうは解釈し

えなし、。逆に，根本的に，民主化されたからこそ，そうなったものといえる。

終戦前の日本の港湾行政は，終戦後とは全く逆に，ほとんど法規らしい

法規を持たずに行われた0 .ll/Jち，これをl帰港についていうと，商港は国の営

造物でその施設はすべて国の所管に属するのであり，従って，その管理官＇Jt

は，その出先官庁としての地方長官であった。（7) 国の行政組織はすべて天

皇が親しくこれを定めるのであり，文武官の任免権をも持っていた。という

ことは議会の「協賛」を経なくてよいとされていたのである。∞ 議会の議

を経る必要がないということは，行政官庁の組織，権限と所掌事務の規定，

官吏の任免について，国民の同意を必要とせず，審議に供しなくてもよいと

いうことである。これこそ天皇制絶対主義の表現そのものであった。立法は，

議会の「協賛」を維なければならなかったので，民主主義政治にあっては，

法律が数多くあることになる。 ω 行政官庁が議会の承認を得た法律のみを

実行することになれば，形式的には，国民の同意を得て，かつ，その限りに

おいてのみ，行政権を発動せしめるということに解釈されよう。処が，終戦

l'liiの日本の港湾行政には，めぼしい法規がなかった。 「行政の運用に当って

は，従来の取扱慣習と条理とによっている」〈山というのが戦前港湾行政執

行の状態であった。そこには，民主主義と正に逆の絶対主義的官僚行政しか

なかったのである。行政権そのものが立法権の上位権力であったのである。

これを改め，行政機関の組織，その権限と所掌事務をすべて法律をもって定

め，その行政組織を，すべて，内閣の下においたことが，日本において，始

めて，立法権を行政権より優位権力ならしめたので、あり，ここに民主主義行

政の基木が建設されたといってよし、。 戦後民主革命の革命たる所以の第1

が，国会の実現であったとすれば，その第2は，行政組織の国会への従属の
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実現に外ならないと評価すべきである。制度的には，ここに民主主義が実現

しTこことになる。

現在の国の行政機関は，各省設置法によってきびしくその権限と所掌事務

とを制限されている。それ以上に逸脱することは許されていない。運輸省内

部でもこの原則が貫かれている。然、し， 現実の港湾行政は，この行政組織の

うちの 1つだけで処理しうる範閤と程度とを超えた程度，内容のものが次第

に噌加している。その処理が機能的に行われていないという批判が，タテ筈｜｜

り行政という非難の内容であったと しても，それは，以上の意味で，法律で

精新｜にその権限と所掌事務とを規定したことそれ自体にまで及ぶべきではな

いであろう。それは，行政各機関の連けい，連絡をヨ リ円滑に，ヨリスムー

スにすることによって，行政需要にヨ リ速やかに対応し， 以て国民と地域住

民のサービス向上に努めるべきであるという程度に止めるべきである。

民主化との関連では，このタテ割り行政の批判には，かなり，危険な要素

が含まれていると考えるべきであろう。

2. 官僚主義の排除

港湾行政の非能率i'l：を指摘するのは正しい一雨がある。港湾特有の現象と

いわれる波動性も，その原因を追求すると，港運部門でなく，貿易尚業及び

信用部門にその原因があるとされ，大蔵通産各省及び運輸行政の有険的連け

いの下での業界指導が望まれていることなど，その一例であろう。 (11) 港湾、

運送業界の資本集約も，運輸省の指導の下に，かなりの実績をあげているか

の如くであるが，その資本の中小企業的性格に起る経営近代化の遅れ，労務

管現の前近代性の克復も，国会図書館河越重任氏の多年唱導されるように，

海運業界との統合，一元的労務管理なく して考えられぬかも しれない。これ

は，運輸行政における港湾局と海運局との有機的連けいなくして実現がむづ

かしいかもしれない。 白木の港湾の特色ともいうべき日雇依存度の解消も，

単に労働省の， いわんや公共職業安定所の指導だけで解消するとも思えな

し、。
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昭不1136年以降の日本経済の高度成長が，臨海工業地帯の造成を核心として

実現したとすれば，これは開発行政，都市計画行政及び建設行政と最も密接

な連け』いの下に進められねばなるまし、。この間では，中央官庁聞の辿けいの

外に，地方自治体，港湾管理者・と中央官庁との連けいが問題であろう。総理

府，経済企画庁，建設省，運輸省と，タテ割りにされた中央官庁の設立に，

地方自治体，港湾管理者は，徒らに事務；量増大を慨いているのではないだろ

うかつ

日本経済の高度成長が生んだ公害，都市問題についても同じことがいえよ

う。

このようにあげて行くと， タテ制り行政の－7じ化， 改善を望む声が， 業
界，港湾管理者と地方自治体の聞に， 長年の間，底流をなしているものと考

えられる。

この要望を実現することは意義のあること勿論であるが，首i1項で、述べたよ

うに，これを行政機関の法律による権限，所掌事務の限定の緩和に求めるの

は，明らかに行きすぎであろう。然し，これを，行政官庁の官僚主義の排除

とその訂正，これによる能率の向上に求めるのは正しい把え方であろう。

現状の法体系の下で，できる限り，有機的連けいを求めるべく，連絡調整

機闘を設置することもすでに行われていることである。もし，それがいかに

しても問題解消に適合せず，恒久的行政指導を必要とすることが判明した場

合に限って，法律の改正による行政機関の経理統合新設が行われるべきであ

ろう。

3. 港湾法と港務局制度の再評側

昭和25年制定実施された港湾法の立法趣旨が，港湾行政の主体を国の行政

機関から地方公共団体に移すことにより，民主主義化を実現しよ うとしたこ

とにあるのは，議論の余地がなし、。その地方公共団体の港湾行政自体も，港

湾局制度を設置することによって，更に，主体内部の民主化が，徹底的に実
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現されるとした。この発想に誤りはなし、。なぜならば，民主化の第1は，国

家行政の専制支配を排除することにあり，第2は，固に代る行政主体それ自

体を更に民主化することでなければならないからである。

この港務局制度は，徹底していたっ即ち港湾管理の主体それ自体において

も地方公共間体の官僚組織を含む官僚主義を徹底的に排除しようとしている

からである。その管理主体は，原則として7人以内の委員会であるが，この

委員は「港湾に関し｜ー分な知識と経験を有する者又は声望のある者のうちか

ら，港務局を組織する地方公共団体の長が，当該地方公共団体の議会の同：琶

を得て任命する」 (12）のであるO 原則として地方公共団体の議会の議員，港

務局の工事請負業者及びその代表者は委員に不適とされ，その任期は3年，

議決は全委員の過半数で決する。もっとも，地方公共団体及び国の官公吏が

委員になれないという欠格条項はないのであり，地方公共団体の長の任命制

をとっているから，地方公共団体における官僚主義の弊害が，全く防止され

えたとはいえない。この港務局は，営利を目的としない公法上の独立法人で

あって，規程を定め，港湾整備のための債券を発行することができる。港湾

工事費用を除き，原則として独立採算制がとられるコ

以上のような組織原則は，港湾行政の主体として，当H寺にあっては革命的

に民主的発想といわねばならない。

この構想が， その後，港湾法の実施過程で．全く無｛~され， 空文に帰して

いることは，いう迄もなく，事実である。

然し，その不毛性の原因を， 「実状にそわなかった」 〈ω といってすませ

ておくことはできない。確かに「実状にそわなかった」に違いはないとして

も，その「実状」とは，外でもない，日木の政治及び行政の民主化がス トッ

プし，遅延し，法律について行けなかった「実状」と理解すべきであろう。

又，昭和25年としづ時期は，朝鮮動乱が勃発し，米ソ聞の冷たい戦争が激

化し 国内では反動化が湧き起った時期でもある。 「民主化」は，この年以

降，ストップし，所~.~ 「逆コース」の時期に入るのである。
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完全し，現在はどうであろうか？私は，その後20年を経て， 日本に漸く民主

主義政治が社会意識的に，定着しつつあるH寺期と判断している。

日本の港湾、は，歴史的にみても，現状においても，日本の政治経済，医！の

行政と全く密着した存在て、あったし，今もそうである J とするならば，日木

の政治・社会が未だ民主化されていない時期にいかに港湾行政の民主化を図

っても，所せん実現しなかったに違いないと考えられる。然し，もし，日木

の政治社会の民主化が進み，そして，それが，経済の成長，日IIち資本蓄積に

より裏うちされた場合には，状況は全く異なるはずである。私は，港務局制

度が再評価されねばならぬ時期に入って来ているように思う。

運輸省は，ヨリ精細に原因を追求している。そのいうところは，終戦から

昭和25年港湾法実施の聞において，総司令部，政府間折衝で「地方公共団体

が単独で港湾の管理主体となりうることが明らかにされていたので，地方公

共団体は自らが設立母体となって・・…・制限のヨリきびしい港務局を設立し，

自らの業務の一部を独立法人たる港務局に委ねる誘困が少なかった」（川の

が根本原因だということである。

この「根木原因」の説明は全く不 1－分である。地方公共団体が港湾の管理

主体になるということと，港務局という 「制限のヨリきびしい港務局」を設

立することとは，別のことである。港務局が必要なのは，地方公共団体の担

当する港湾管理行政それ自体において，民主化が更に実現されねばならない

からである。その必要性を感じ力説するのは，従って，地方公共団体自体

ではなし、地方公共団体の行政客体である国民・地域住民（法人を含めて〉

でなければならぬはずである。 実際，地方公共団体自体は，運輸省の説明の

通り，港務局設置の必要を感じなかったはすeである。問題を提起するのは，

地方公共団体でなくして， 行政客体でなければならなかったのだが， 当時

は，誰も，何にも，いわなかったわけで、ある。

然し，現状を，民主化が進行し定着しつつあると判断するのならば，港湾

局制度を，実状にそわない，必要がないと一蹴し，無視し去ることはできな
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い。 この制度は，今後，何らかの形で， 検討される尚一期がくるのではない

か，というのが私の考えである。もっとも，どの港湾でもそうだというので

なく，大都市港湾でまず問題にされてよいという条件がつくだろう。

4. 港湾管理者財政の採算制

港湾法は，港湾行政民主化の方法として，第1に行政主体の閏から地方公

共同体への移行，第2に新たな行政主体としての港湾管理者＝地方公共同体

内部における公営企業制度としての港務局制度を構想した。

この構想が， 絵に描いたモチに終っているのは， 先に述べた民主化の遅

れだけではない。 地方公共同体の財政的貧困，特に港湾修築自の国費依存が

その経済的原因である。

このことは，日本海運が漸く大戦の打撃から立直り，外航内航阿南にかけ

て商船隊を拡充整備した昭和36年以降の高度成長期に明白になったし，現在

も又問題であろう。

宮崎茂一氏によると， 昭和36年度予算及び港湾整備5ヶ年計画 (36～40 

年〉における国費依存度は，全事業費の50～55%に達している。 (15）これに

対し，港湾管理者（地方費〉の負担割合は40.%程度となっている。

~・ 1 表港湾4j1：業費の分担割合

36年度予算

事業費 1 0 0 

うち困費 5 2 

II J也方政 3 8 

H受4在者負担 1 0 

il 宮崎茂一氏「港湾計画」 P12より転載

港湾整備5ヶ年計画
〔36年～40年）

1 0 0 

5 5 

4 1 

4 

この関係はp 港湾法の規定した港務局の財務原則， l!llち経常支出は経常収
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入（使用料，賃貸料，役務料金その他港湾の管理運営に伴う収入〉でまかな

うこと， （但し，ぼう大な固定資本投下と通常以上にわたる固定資本回転期

間をもっ港湾工事貨は別で，この場合は，国が相当部分を負担する〉が適用

されているので，庇在でも基本的には同じであろう。

基本的には同じであるといっても，昭和40年以降，重要な問題が提起され

つつあるようである。それは，大都市港湾の財政的充実と，これによる国賞’

依存脱却の傾向である。試みに昭和45年運輸白書から資料を求めると，第2

表の通り，主要8港では，国庫負担金の割合が，わずかに16%未満にすぎな

し、。

第2表昭荊J42年度主要8港収支（官庁会計方式〉および財源椛成

才

人

才 出
百万円

39,971 

使用料等収入 i 10 879 ! 

:I国庫負 担金 ｜ 6,364 I 

金｜！県市負担金 ｜ 744 I 
｜受益者負担金 l ,.... I 

一般 財源 ｜ ｜ 

公 債 I 10. 708 I 

注 1. 昭和45年版「運輸白書」P316

土地造成関係及び海岸保全事業関係を除く

% 
100 

27.0 

15.8 

1.8 

28.8 

26.6 

この43年度の15.8%の国庫負担金の比重を，企業会計的にみて独立採算を

脅かす赤字の原因と認識するかしないかは，見解のわかれるところであろう

が，然し， 高度成長期において，急、土語1する港湾取扱量の処理のための修築工

事を鋭意行っている 8大港の状況からみて，むしろ，その財政負担の重さに

留意すべきであろう。

勿論，特定重要港湾以外の港湾では，そのような財政負担力はない 2 特に

臨海工業造成の対象地域となっている総合開発地域ではそうであって，未聞
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発地域であればある程，国費依存の必要度が増大しよ う。

従って，港湾管理者の国費依存よりの脱却といっても，それは， 1!¥li論，少

数の大都市港湾について，いわれるにすぎない。その意味では，突は，大都

市港湾は，戦前から，相当の経済力を持っていたのであり，それによって，

自主財源で，港湾、修築管理に当って来ている。いま始ったことではない。

問題は， 戦後， 法体系的に， 港湾行政主体が国から地方公共凶体に移さ

れ，地域住民の聞に，次第に，全国的に，民主主義が定着し始めた｜時期，段

階においては，この大都市港湾の経済的自主性の維持，国貨依存度の僅少性

が，正に， 制度的に，地方公共団体の固に対する発言権の増大をもたらすと

いうことの意義である。

このことは，一般に，港湾管理者財政における企業性導入の可否，独立採

算制の是非の議論を呼び起すことになろう。

港湾管理者の財政収支が企業会計的に少くともパランスすることの是非

は，無条件的一般的には，論ぜられなし、。

港湾法の意、図したように，港湾行政の国から地方公共団体への行政主体の

移行を「民主化」，の象徴とみる場合には，港湾管理者の財政が自主性を持

ち，国費に依存することなく，受益者負担主義を貫いて，収支パランスを平

衡させることが，正しいことになる0・経済的主体性なくしては，政治的主体

性も又もちえないからである。

この場合には，地方公共団体への港湾管理の移行が正に民主主義行政の象

徴であることを，国民一般， 地域住民が了解し納得し支持することが条件と

なろう。然し，港湾法のいう如く，国から地方公共団体への港湾行政主体の

修行が民主化の象徴であるかどうかは，無条件的には，いえないであろう。

まず，地方公共目l体が主体的内部的に民主化の突をあげ，地域住民を納得せ

しめねばならぬのである3 港務局が，そのための制度として構想されたこと

は前述した通りである。

ただ，｜；｜本港湾史を鱗まえた上で判断するならば，一般的にいって，港湾
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財政の自主性を確保することが，地方公共団体の国への発言権を増大させ，

そのことが叉，民主化を象徴するものとなるとは，いえるであろう。

5. 公共埠頭と専用埠頭

一反独占の問題一

公共埠頭と専用埠頭の問題については， 考えるべき点が2つある。 第1

は，国と港湾管理者との関連であり，外貿埠頭公団にみられるような，港湾

管理者の管理する港湾に対する国家規制の強化の問題である。これは，とく

に昭和36年の船ごみ以来，外国貿易が行われる大都市港湾の港湾機能の能率

化，有効利用を目的に実現している。このことは港湾の有効利用，能率化の

ためには，必要なことであろうと考えられる。一般に船舶が港湾の運送サー

ビスの需要者であ り，かっその需要者の船舶側が専用化を進めている以上，

これを受け入れる港湾においても，専用化が行われてよし、。但し，この港湾、

の有効利用，専用埠頭の造成運営が，地方公共凶体としての港湾管理者の意

思を無視あるいはおさえつけて行われるならば，その経済力に物をいわせる

形で，即ち国の出資，国庫負担，国庫補助の経済的裏づけを武器に，そのよ

うな国家規制，支配の強化が行われるとすれば，全く別問題であるP これが

港湾法の民主主義原則に反するのは勿論である。それ以上に国が国営或いは

半国営の形で直接港湾運営を行うという形をとるならばどうか？これこそ港

湾法の立法趣旨， 国から地方公共団体への行政主体の移行に，正而から反対

するものとなる。この；吉、味て、は外貿埠頭公l立｜の管理主体に問題が残っている

ょうである。 (16)

第2の問題は，大都市港湾、だけでなく重要港湾，地方港湾一般に通ずる原

頭の公共性の性格である。

港湾行政という百1iからみると，これは，港湾管理ー者の行政，港湾管理ある

いは運営の範囲の問題である。私は，別稿で，地方公共団体が，基本的に公

共性原則をふまえている限り，専用J！手頭の設定とい うことは，何ら ， 公共i~I

原則と矛盾しないと述べた。【17)
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然し，港湾行政の面から考える｜繰り，この閣での制限はやはり残るであろ

う。それは，港湾、法の公共埠頭の構想が，基本的に，反独占を意図している

からである。独占こそ民主主義原則に反するものと考えているからである。

もっとも港湾法では，はっきり明文をもって反独占原則を， 一般的に強調し

てはいない、その第46条2項で「港湾管理者は…－その管理する一般公衆の

用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供せられなくする行為をしてはなら

ない」と規定しているだけである。これは運輸省の解釈するように「特定の

ものに岸壁を貸し付けて専用使用させること」の禁止という，あいまいな，

見かたによっては非常にきびしい内容と理解せられる。然、し，この規定を，

民主化としづ大原則の下に統一解釈すると，これが私的独占禁止法を法的表

現とする反独占原則の表明であるということになる。

反独占，それも私的資本の反独占というように理解を徹底させることによ

り，公共埠頭の「公共性」の意義が明白になると考える。

この反独占という一般的原則からする と， 「独占」する経済主体，私的資

本の内容と性絡が更に問題となるであろう。独占資本がその具体的対象であ

ろう。中小資本，過小資本は，その独占資本の 「独占」行為によって自由競

争市場より追い出される被害者である。放に，この中小，過小資本は，逆に

独占資本に対して保護せられねばならなし、。中小過小資木が公共埠頭を 「独

占」する場合あるいは，保護さるべき中小過小資木が存在しない場合，公共

埠頭の専用使用の許可は，反独占原則とは矛盾しなし、。

又，反独占が， 民主化という大原則の一部として理解される｜浪り， その

「反独占」的規制が，逆に民主化を阻害する場合には，適用する必要はなか

ろう。(18)

4.結び

(1) 港湾行政は，行政主体の性絡と機能力、ら広狭2つの意味にとられうる。

狭義では港湾管理者の管理行政，狭義では，運輸省及び港湾管理者の管
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理行政と考えられる。然、し，紅、は，特に，一般国民，地域住民サイドよ

りみる立場で， 「港湾を場とする港湾行政」全体を問題とする。

(2) 港湾行政の近代化の「近代化」の意義は2つある。機械化合理化と民

主化である。ここでは 「民主化」を問題とする。その関連で港湾行政の

近代化を考える。

（め港湾行政近代化のための諸問題

1. タテ割り行政一行政の非能率を問題にするのはよいが，行政権の立法

権による支配を冒さぬ限り，その範囲内で論議すべきである。

2. 官僚主義の排除ータテ割り行政をこの角度ーから問題にすべきである。

3. 港湾法と港務局制度の再評{inj＝行政の民主化は，港湾管理者の主体的

民主化も問題である。港務局制度をこの角度から再評価すべきである 3

4. 港湾管理者財政の採算制＝地方公共団体の民主化を条件とする限り，

これは採らるべき原則である。

5. 公共埠頭と専用埠頭＝港湾、法は反専制主義の外に反独占主義を基礎と

し背景としている。

但し，この反独占主義は，民主化原則に立脚した反独占資本主義であるべ

きであり，形式的無条件的性格に解すべきではなし、。

注 （1) 111口よ』Z弘，lヒ｜上III::二氏「治的行政JP36～37，昭和30年， II本港湾協会｜リ
(Z) 111 1-1 ， 住出氏法、 以上の分~·i とは別に， 「港湾行政を狭義の港湾行政と，jム
ぷの港湾行政とにわける場合がある。狭義の港湾行政とは、r＼・造物としての港
湾に｜摘する行政であり， 広義の港湾行政とは， 狭義の港湾行政のほかに，港
湾を場として行われるもろもろの行政を含めたものである」と紹介される。 j1l1j

u.は、同省では，この規定をとらず，前出の規定をとられる
(3) 「港湾管理の現状と問題点JP91，昭和40年，述輸省港湾局
ω 北ーは俊郎氏「港湾論」 H百手＇（143年，海文堂，とくにその第11. 12掌
(5) 「港湾管理の現状と問題点J1]iI1·~：. p 92 
(6) 巡輸省、設鑑法 llL\,f:l.124年， i'1~11t第 157号〉第 3 号

(7) 矢野剛氏「l的出命lP299, II叫II6 (of，厳松主主

(8）美波部達吉氏 「行政法撮要 I－巻」 Pl49以下
大正13年初版，布斐f!,J,j
帝国怒法第10条 「 Jミ t包ハ行政谷ifl＼ ノ官制及文武官ノ｛似合ヲ定メ及文氏’J~＼＂ ヲ （.L'A'.
久」美波fril述l'i'光ノ！日よ，これを行政組織の大権というとし，次のように説明さ
れておられる。 ( p 149～150) 「IE！ノ行政権ハ天皇剃シク総僚スル所ニシテ／｝j(
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則トシテ議会ノ協賛ヲ婆セザノレヲ以テ天皇ノ下＝行政権ヲ分掌スル機関ノ組織

ヲ定ム／レコトモ亦原則トシテ議会ノ協賛、ヲ要セズJ大権，.,J<:星主己主熔スルナリ」
(9) 旧干任国憲法第5条「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」

仰矢野剛氏，lifj出， P300, 矢野氏は， 「本邦の港湾管理に関する法規は l~tl港
港JliJ，同施行規則，海港検疫法，太政官逮及び太政官布告を数えるに過ぎずー
…」 ( p 300）と説明されておられる。

ω喜多村昌次郎氏「港湾労働の構造と変動」 p291. 昭和39年，海文堂，喜多
村氏は次のよ うにいわれる，港湾における 「経蛍の近代化の実証的方策につい

て考察すればι まず第1に港湾に特有な荷役需要の月間波動性を解消する関係

者の努力から出発しなければならないと考える。.....，この港湾に特有な荷役の

波動性はー・おもに輸出入商品の船積期限と，信用状開設の関係が国際的な商

慣習によ り，また輸出業者とメーカーの商品取引の｜時期が，長年の慣習によっ

て月末に片寄ることなどが，集中配船の主要な原因となっている。したがって

波動性の緩和対策は，港運関係業者のみの努力で達成し得るものではなく ，よ

り広範な視点からメーカー，商社，船舶運航業者等の関連業界に，港湾関係行

政機関を含め， 総合的な対策を桃ずる必~が考えられる。 」

開港湾法第14,15, 16条

脚宮崎茂一氏「港湾計画」 P8～9，昭和39年， j毎文堂

(14) 前出「港湾管理の現状と問題点JP40 
間前出，宮崎茂一氏「港湾計画」 P12 

06) I宿病140年10月11日，港湾審議会が運輸大臣に答申した 「浴湾の管理連日に｜羽

する答申」中の「3 主~港における外貿定期船埠頭の建設連必に つい ての特
別措置」では，外貿燥頭を「港湾管理者の・元的港湾管理！のもとに国と港湾管

理者がともに出資する lつの団体を設け」ることを提案している。私と同趣旨

と理解する。叉，この答申の最期に， 「この種の政府関係機関がつぎつぎに設

附されることは好ましくないとの一般的建前より賛成できない旨の意見のあっ

たこ とを附記する」とある。この附記意、見こそが，最も正しく港湾法の立法趣

旨を貫いているものと考える。

中西｜陸氏， 「港湾流通経済の分析JP269以下， 1967年，成文笠。η 和泉雄三， 「港湾における公共性と経済性」海事産業研究所f.HNo.55, P 14, 
1971年1月号所収

;fl、は，この場合，公共性という概念を民主主義という芯沫に理解している。叉．

l談後日本の港湾史を踏まえている｜恨りにおいて，国からの地方公共団体への行

政主体の移行という港湾法の趣旨を，民主化を象徴したものと理解し，かつ合

理性あるものと認めている。叉その｜浪りにおいて，経済性，採'.t'/:i生を民主主義
の経済的表現と理解している。

岡昭和24年1月121二｜総司令部民間逆輸局は港運会社等解体再編成に闘するメモ

ランダムを発表，戦時中の港的運送業等統制令による企業合同を 「独占企業」

として，解散又は再編成の指示を行った。 これは京浜運輸会社のJill併に対する
横浜の占領軍当局の批判が契機といわれるが，これは，誤りであったと思う。

浴巡業は形式こそ「~占 ｜ 資木の如l く見えたが． 資本力弱少であった。 むし

ろ，戦時中の 1港1社制を存続せしめることにより，資本法盤を強化すべきで

あった。 これがために， 6大港の港運労働関係は長〈百ij近代的遺制が残存され

るに至り，労働組合も千Tたず，大局的にいって，民主化に逆行する路線、を辿っ
たと巧ーえられる。
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以上は，北海道立総合経済研究所「港湾労働」 P81，その他，第21事「港連企

業の史的分析」より （筆者担当〉
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広域港湾と港湾経営の

本質的課題

jヒ 見 俊 i
 

tM
目的

（青山学院大学）

目次

1. 問題意識
2. 港湾の「広域化」と体系的合理性
3目 港湾の「広域化」と体制的近代化
4. 「広域港湾」 と「港湾経営」
5. あとがき

1.問題意識

「広域港湾」と 「港湾経営」の二つのタームは，し、ずれも今後の課題とし

ての理念もしくは概念として存在するものである。したがって，わが国の港

湾活動の中で経験的事実をもったものではない。

しかしながら，その両者が理念もしくは概念としてと りあげられる問題意

識は，わが国における明治以降の港湾形成の歴史的な諸問題を背景にしてい

る。つまり，ここでなぜ、「広域港湾」と「港湾経営」の関係を考えねばなら

ないのかという発想点には，少な くも明治以降のわが国港湾の「あり方」に

かんする特定の認識なり反省、といったものがある。したがって，それらの問

題は，当然これからのわが国港湾の「あり方」にかんする展望とつらなる。

その場合，これからのわが国港湾の「あり方」にかんする展望の基準を何に

求めるのかといえば，それはあらたまるまでもなく， 「近代化」理念にもと

づく。

「広域港湾」と「港湾経営」は，も ともと両者の聞に論理的関係はない。

どこまでも，わが国における港湾の現状をふまえると共に将来への課題とし

て個々に提起される問題である。したがって，この両者が論理的関係をもつ

のは政策的な意味においてである。しかも，この両者が政策的に論理性をお
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びてくる思想的基盤となるのが「近代化」理念であるというわけである。

「広域港湾」や「港湾経営」についての論稿は貧しいながら，若干の発表

を行ってきた。また，この両者の具体的な中間項としての「ポート・オーソ

リティ」 についても先年少しく分析を試みた。それらは，いずれもまとまっ

たものではないので， ここでは，以上の問題意識にしたがって，またすで・に

発表したものを補うと共に， 「広域港湾」と「港湾経営」の基木的な関係を

とらえてみたいと思う。 ω もちろん，この拙稿も小誌にとどまるものであ

って，さまざまな限界をもつものであることをもとより自覚させられる。と

くに，それらが，わが国における経験的存在でないだけに実証性をともなわ

ない点にかなり の問題が残されよう。

注 (1) 例えば，「港湾管理 ・遥出と港湾の近代化J，「港湾：俊也の基礎議長短」，（い
づれも拙著『港湾論』 ，海文堂，1968，第12章，13:!i't)「広域港湾経蛍のあり
方」 （神戸市企画局調査部編『広域港湾の開発と発展』 1968) 「広域港湾とポ
ート ・ オーソリティ問題」（日本海運経済学会編『海運経済研究~ Noふ 1969)
「流通革新と港湾経蛍・の基本問題」 （日本港湾経済学会編 『港湾経済研究』
No. 8，成山£， 1970) 「東京湾港湾問題と広域港湾の基礎課題」 〈『経。守系』
No.79, 1969） その他， 等参Jll~。

2. 港湾の「広域化」と体系的合理性

「広域港湾」とし、 う言葉が用いられるようになったはじめは，港湾労働等

対策審議会 （総理府〉が，昭和39年3月3日に行なった「答申」や，昭和42

年における運輸省の東京湾，大阪湾をはじめとする「湾」を単位とする計画

の基本構想などによるものと思われる。

上記の「答申」，すなわち「3.3答申」は，周知のよ うに「港湾問題」解

決のための諸対策の基調として昭和37年 8月9El内閣総理大臣諮問「近年の

港湾労働及び港湾の運営，利用の状況にかんがみ，これが改善のためとるべ

き対策について貴会の意見を求める。」に対して行ーなわれた 「答申」 であ

る。との「答申」ーは，経済成長期のはなやかな時期に，港湾の重要性をのバ

ながら，港湾の近代的秩序を縫立し，その効率的な利J·H を ~I ることの急務を
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とき，そのために，必要労働力の確保，港湾運送事業の近代的育成，港湾関

係施設の計画的拡充および，港湾運送事業者，貿易業者，海運業者，金融業

者等の自主的な協力体制の確立等が必要で、あるとしている。またさらに「医｜

及び地方公共｜ゴ｜体は緊密な協力のもとに，これを実現せしめ得るような社会

的・経済的基盤を育成すべきである。 」とし， 「このような見知から，旧慣

を打破する抜本的な対策が必要であり，従来の考え方にとらわれない広域港

湾の構想のもとに，総合的な港湾秩序の確立を期すべきである。（2）」として

いる3 （傍点筆者〉

一方，運輸省における「湾」を単位とする計画の基木構想（『東京湾港湾

計画の基本構想Jをはじめ，大阪湾，伊勢湾等の基本構想もほぼ同様な構想

である。〉では，各湾に集積的に立地されている特定重要港湾や重要港湾、な

らびに各湾の周辺はいづれも政治，経済，産業などの中心的役割を果してい

る〈わ のでこうした地域を「秩序ある開発計画をたてることによって，水際

線の有効利用をはかる必要があり，また各港の特性を尊重しながら，湾岸道

路・鉄道の整備と相倹って」 これらの地域の 「全体を一つの広域港湾とし

て，総合的に計画する必要にせまられてきた。 ω」としている。（傍点筆者〉

以上は「広域港湾Jについて，政府が問題にしはじめた資料的ー断而であ

る。資料的に限られてはいるが，そこではとくに「広域港湾」というものの

性格規定や概念などについてのまとまった見解はのべられてはいないふ「3.3

答申」においても「基本構想」にしても， 「広域港湾」にかんする発想や問

題意識は， 「経済成長期」の「港湾問題」を解決するための根本的な課題と

して，もしくは将来における港湾機能の合理的展開をねらってのビジョン的

なとりあげ方としているものと考えられる。 とくに「基本構想」において

は，港湾機能の物理的似｜！而を主限とする港湾輸送の体系的合理性を追求する

放に，港湾、地域の「広域化」をねらったものである。 ω

注 (l）港湾労働等対策審議会「答申」 （昭和均年3月3日〉
(2）例えば、東京湾の場合，東京湾地区は『京浜地区を中心として、わが国政治，
経済，産業の中心的役割lを果しており，その人口は全国の29.4%，工業出荷額
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は全国の35.8%，港湾取扱貨物lilについても全国の22.1%を取扱っている。」
（運輸省港湾局『東京消港湾計図の基本構想（家〉』昭和42年9月，P.2〕と

し，大阪湾の場合は，大阪湾周辺地j或が 「阪神地lベを中心として，西日本にお
ける産業，経済の中心であり，その人口は全国の14.8%，工業生産額は全国の

23.9%であり，港湾、取扱貨物量についても全国の13.7%を取扱っている。」（巡

輸省宇佐許可局『大阪湾港湾計画の基木構想（案〉』昭和42年SJ], P. 2〕したが

って，この両者ーだけでも合計すれば，東京消，大阪湾周辺地域は，人口におい

て44.2%，工業生産額港59,7%，許可坂扱貨物量35.8%という全国対比をもつこ

とになる。 O:H稿『広j或港湾、とポート ・オーソリティ問題』 『綴運経済研究』
Noふ 1959.参照。）

(3) 運輸省港湾局『東京湾港湾計画lの基本i他畑、（楽〉』 p.1 （こうした考え方

は，大阪湾，伊勢湾などの場合においてもほぼ同じである。〉なお，これら計

画の基本方針としての共通点として次のように整理しうる。

①湾内海岸線，水聞の計画的fjf.J発（環境保全と公害予防を考慮〉

②各港の効果的な機能分化

③ 貨物流通に対する商港施設の合理的配位

④用地造成 （重化学工業用地，港湾用地，都市IJrJ発用地等〉の適正配信
⑤港湾施設の利用効率化，物資別専門埠頭化

⑥ 沿岸の幹線交通施設配置 （流通の円滑化，都市交通の混雑緩和I)

⑦港内安全化，その他

(4）詳細についてはr:H稿「東京湾港湾問題と！ム］或港湾の基礎謀題」 （『経済系』
No.79 1969，〕 「広域港湾とポート ・オーソリティ問題港一一港湾近代化の

論理的基礎一一」 （『海運経済研究』 No.3, 1969）等参照。

3. 港湾の 「広域化」と体制的近代化

前節では， 「広域港湾」 の発想をさぐりながら，それが経済発展に港湾機

能を即応させるため， 「広域化Jを計ることにより ，港湾機能の合理性を追

求するものであるとした。この港湾における機能的合理性の追求は，もつば

ら港湾の物理的な体系を再編成したり，新し く開発させることによって達成

しられるものであるという考え方が前提になっている。

こう した考え方は，明治以降のわが国港湾の開発にかんする基本的なもの

であった。つまり，現実の港湾が，その機能的役割を果たし，経済 ・社会に

おいて白からの発展を図るためには， 少な くも次の要因が必須の条件であ

る。ターミナノレとしての交通における①需要に応えうる機能を有すること。

②ターミナノレ白からが順当な発展もしくは再生産を図るための諸条件をもつ

こと。さらに①需要に応えうる機能をもつためには，機能形成のための物的
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条件，経済 ・社会的条件さらに人間 ・思想的条件が必要である3 この場合，

物的条件とは，港湾造成によって備えられる防波堤，岸ぺき，航路などの基

礎施設や，荷役施設，保管施設などである。また，経済 ・社会的条件とは，

ここではとくに需要に応えうるような社会的な機構，制度，組織などを意味

する。さらに，その背景ともなる人間や思想的な条件が必要で、ある。これら

の各条件は，それぞれ相関連しており，それなりの時代的制約をもうける

が， （人間．思、想） （？制j度 ．機構〉 （物財 ．技術）の相互反映をもつ(1)

港湾が交通におけるタ一ミナ／レとして，需要にこたえうる現実の機能は，

以上の三者の総合体としての「生産力」を意味する。明治の世代におけるわ

が国港湾の「生産力」構造は，その時代の価値観にうらづけられた（人間 ・

思想〉に対応する半封建的，もしくは，絶体主義的〈制度 ・機構〉が港湾を

支配しており，したがって，それらを背景とした港湾の（物財 ・技術〉的条

件が整備されてきた。あらためてのベるまでもなく，明治以降のわが国港湾の

開発の系譜は，「港湾、は国の公物である。」という表現に代表されるように，

「公物思想」にうらづけられた港湾で、あったω。天皇制を価値観の基盤とし

た絶体主義もしくは全体主義的人間と思想は，官僚機構を媒介として，欧米

港湾の物的・技術的な諸条件の導入につとめた。

しかしながら欧米港湾がもっていた物的 ・技術的諸条件の背景には，西欧

社会に代表されるように個人主義や市民社会があった。欧米港湾、の物的・技

術的諸条件はそうした近代化された人間と思想，ならびに社会的な制度や機

構にうらづけられると共に，そうした物的 ・技術的な諸条件がもたらす経済

的・社会的効果の合理的分配が可能な民主的制度や機構があった∞。

明治以降のわが国港湾の形成が，後進的資本主義であったが故に，欧米港

湾の直接的な物的 ・技術的諸条件のみの導入を急ぎ，しかも日本の在来的な

価値観や機構を「てこ」にして「富国強兵策」に役立つ結果になった。しか

もそのことが，港湾にとってもっとも重要な「港湾経済」や「港湾社会」の

形成をとり残す結果となった。つまり欧米港湾の「人間 ・思想」 「制度 ・機
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梢」によって形成されているもの，つまり「港湾、の生産力」そのものをつく

る港湾個有の経済と社会の存在は，日本における国家主義とそれにもとづく

行僚機構によって不必要とも思われたし，また物的 ・技術的諸条件を直接的

民導入することによって日本の港湾は外見上形成されると共に，;;:j；：史上「富

国強兵策」に貢献しえたのであった。そのことは，欧米港湾におけるよう

な，歴史的背景によってつちかわれてきた港湾機能のためのは二産力」の場

（港湾機能供給の立場， 港湾、都ili, 港湾管理者， 港湾産業等の立場）まで

が，国家のイニシァティブに属し， さらにそれが， 港湾機能を利用する立

場（港湾機能需要の立場〉にふくめられた。その意味からも，わが国の港湾

機能はとくに「富国強兵策」をもっとも代弁しうるものであったし，物理的

な港湾機能の合理性の追求だけで、こと足りたわけで‘ある。

「港湾は同の公物である。」としえたのは，港湾機能を供給する立場や港

湾の「生産力」を形成する場というものが，欧米においては，歴史的につちか

われていたが，鎖国，開国，外国貿易とし、う国家的な規模のめまぐるしい変動

を一挙に行なうためには，事実上国家権力以外にたよるものはなかったの

は，一方では地域的な港湾経済 ・社会の発芽がありえなかったがためである。

現笑の港湾は，すでにのベたように， 「生産力」形成の場としての， （港湾

という）特定の経済 ・社会を意味する。こうした形成の場を歴史的にもたな

かったわが国にあっては，当然、，港湾というものを， 「物」としてしか理解

しえなかったで、あろうし， その「物と しての港湾」 （つまりは， 物財・技

術〉の体系のみを導入，移組し，他の諸条件（港湾経済 ・社会の諸条件，あ

るいは港湾にかかわる人間 ・思想，制度，機構等）はすべて国家の政策の中

にふくめることが可能であった。

この場合，国家の政策とは「富国強兵Jのための工業生産力の拡大で、あっ

たが，．このことが，結果的にも産業資本の政策と方向を同じくした。そのた

め，国家の政策としての港湾政策（法制化と行政力）による港湾支配と，産

業資本の政策〈合理化〉，は育~節にふれたように，ただ港湾機能の体系的合
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理性の追求のみがうち出される結果となったω。

以上は，明治以降のわが国港湾の「体制的」な構造性の概要をのベたにす

ぎなし、。問題は，それが第2次世界大戦以前のことではなく，基本的には，

そのような構造性が，大戦後の「経済成長期」といわれた現代にまでつづい

ているのではないかということである。 1節にみた「問題意、識」と 2節でと

りあげた問題の焦点は以上にのベたわが国の歴史的な港湾の「体制」的な性

格にある。したがって，この「体制」的性格を「近代化」 することなしに，

「広域港湾」の諮問題を考えることは時代錯互もはなはだしいといわねばな

らなし、。

注 (1) 5H：~岩 「港湾総論J u丸山’主， 1971〕第 irn~，第 3 羊参！！な。

12）詳細については運輸省港約局編「Fl木港湾修築史」第2章参照。
(3）欧米港持労働事情研究調査｜丑l編著「欧米の港湾」第2部「欧米の港許可とその
背景」1971，参照。
（生）捌皆「港湾論」 〔海文革：，1968）第5章， p.66以降参照。

4. 「広域港湾」と 「港湾経営」

われわれは，I節において「広域港湾」と「港湾経営」の同課題が，わが

国にあっては末経験の問題であるとし，このj1lij者が論理的に必然、性をもつの

は，明治以降におけるわが国の港湾形成のあり方にあるのではないかとし

たコ 「広域港湾」と「港湾経営」をむすぶ中間項となるものは，いわば前近

代的な港湾の体制であり，これを港湾の「近代化」理念で展望する時，前近

代的港湾のあり方を体制的にいかにすべきかということになる。これは 2

節で考察したように，わが国の港湾がたえず問われてきたのは，港湾、におけ

る輸送の体系上の問題にかぎられており，この辺にわが国港湾の体質的な中

心課題があるのではないかとした。経済成長期における「港湾問題」とそれ

にかんする諸対策の多くは，いわば港湾の「合理化」対策がたえず中心にな

っており，むしろ「港湾問題」そのものの本質的課題ともいうべき港湾の

「体制J的側両の「近代化」がなされてこなかった。この辺の事情について

は，関治以降の港湾に課せられた立場や国家の果した役割りなどをふくめな
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がら 3節にとりあげた。

以上の諸考察は，決して充分なものとはいえないが，ただ考えておくべき

は，わが国港湾、の今後の展望において，明治以降の伝統や国家と港湾、の関係

を尊重しながら港湾の「体制」而をいかに近代化するかということである。

このことは，3節においてもふれたように，港湾は「公物」ではなく，それ

自体の経済社会体制を背景にもつものである以上，物理的な体系的合理性の

みを追求するばかりでなく，体系的合理性を可能にさせるためには，それを

支えている土台の 「体制」 を民主化しなければならないことになる。実は

「広域港湾」の問題の発想が2節にのベたように物理的な体系的合理性に終

っている点を，いかに近代的 ・民主的な「体制」をもったものにするかとい

うことに問題の焦点があり，この焦点に港湾の「経営」にかんする問題意識

がある。

周知のように「経営」 (Management, Betribs W irfshaft) ということ

が港湾との関連でもっとも基盤となる点は，すでに指摘したように，港湾が

「公物」ではなく，港湾機能を形成し，かつ港湾用役の「生産力」をもっ経

済・社会的な場であるとし、う認識である。港湾用役の「生産力」は，それな

りに独立した経済単位で、ある。 したがって港湾用役の生産は， たんに（物

財 ・技術〉的手段によってできるのではなく，それらは「生産力」を形成す

る他の要因，つまり「資本」 「労働力」 「労働対象」などとならぶ「労働手

段」としての位置づけがなされ，それらが総合的にむすびついてはじめて現

実の港湾機能となるω。この場合，したがって港湾機能を形成するそれらは

独自の経済領域をもつものであり，港湾機能を利用する立場の独占物ではな

いし，また国家に属するものでもない。

港湾用役の生産は， 経済活動一般がそうであるように， 一方に港湾用役

の消費がなければならない。 したがって， 港湾用役それ自体のためなら

ず，用役消費（利用〉の立場をもふくめた港湾活動の遂行にとって「経済性」

(Wirtschaftlichkeit）が重要視されるO この「経済性」の重要性は港湾機
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能を生産する立場，あるいは消費の立場の営利目的のための手段としてでは

なく，港湾、用役の生産と消費を総合する経済領域が考えられる。この港湾の

経済領域の客観的秩序を主体的にとりあげるために， 「港湾経営」がありう

る問。

港湾の用役生産は，周知のように関係企業の営利目的のみに供せられるも

のではなく， 「公共性」の立場よりも考えられねばならなし、。この場合も，

公益事業もしくは公共事業としての秩序が必要であるが，また何よりも「経

済性」を考慮せねばならなし、。 ここにも， とくに港湾の「公共性」が「経

済性」との関連において「経営」が要求されてくる。

ところで，一方港湾の「広域化」あるいは「広域港湾」における問題意識

の根拠は，さきにのべたように，経済発展にともなう港湾用役の生産をいか

に有機的かつ合理的ならしむるかにある。とくにそのような合理性への追求

が地域的拡大化とむすびついた体系的な再編成を意味する。港湾機能の合理

的再編成が広域化とむすびっくのは，そこでは （物財・技術〉的効用におい

てであるが，ここで問題にしているのは，港湾の「体制」的規模の拡大が地

域的拡大とともなっておきあがる場合，その「体制」の質的近代化を広域化

に際して当然考えるべきであろうということである。この 「体制」の質的近

代化こそが， 港湾の法的，行政的 「管理・ 運営」から「経済性Jにもとづく

「港湾経営」となってあらわれるものであろう。

この港湾の「運営」から 「経営」への質的転化がのぞまれるのは， 「経済

性」の原則にもとづく「合理性」にもよるが，すで、にのベたように，港湾用

役生産の場の客観的秩序を認めることが歴史的にも論理的にも「近代化」理

念に則するがためで・あるω。

また前節にも指摘したように，明治以降のわが国港湾体制の前近代性が，

「経済性」にもとづく「経営」理念によってまかなわれることは，旧い中央

集権的港湾行政の解体ともなり，むしろ今後における港湾のあり方の中で，

一方では港湾の地域的民主化の方行を考えると共に他方では今後における閏
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家と港湾の新しい方向付けも考えてゆかねばならないことを示す。そのよう

な港湾の「運営」から「絞首」へのうごきが，そのまま欧米における PortAu-

thorityの導入とむすびっくかどうかはわからなし、。しかしながら，湾を単

位とする広域化の合理性が，そのまま港湾の「体制」的な近代化とむすびっ

くとすれば，そこには在来各港の地域的主体性を認めた連合的な港湾規模の

拡大としての 「広域港湾Jが考えられるc それはアプローチの方法としても

民主的な意味をもつであろうし， 「営経」 とい う「経済性」の原則を実現さ

せる方法としてものぞましいように思われる。

注（1）詳細については，拙 著 「国民経済と港湾」第1主主第2節（1:1本港湾協会，
1958）参照。
位）古川栄一著「経官学通論」 （同文館，1970〕P10～11，参照。
(3）拙稿「広域港湾とポート・ オーソリティ問題一港湾近代化の論理的基礎ー」
（『海運経済研究』 No.3.1969）参照。

5. あとがき

この小誌は， I節でもことわったように， 「広域港湾Jと「港湾経営」の

基本的な関係をきわめて大ざっぱに考察するにとどまった。 これはどこまで

も「理論」の場からの推定的な論理を軸としての問題であって，そのことが

そのまま政策的な実践を指向するものでないことは勿論である。また，した

がって，明治以降のわが国港湾体制上の問題点にもふれたが，これについて

も特定の「価値判断」が勿論なされているわけでもない。

経済成長期における「港湾問題」の発生の本質は，たんに労働力不足や機

械化のたちおくれにあるのではなく ，港湾全体の体制的なたちおくれにあっ

た。「港湾問題」の発生以来うたれてきた数々の対策は，部分的には問題を解

決しえたかのようにも思われるが，それらはいずれも現象的側而の部分的修

正にとどまっているために，問題の本格的な解決を意味してはいなし、。港湾

労働の最近の事情や，コ ンテナにつづくラッシュ船の問題にかんしては，益

々「港湾問題」 の根を深くしているかのように思われるし， たん的にいっ
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て，わが国港湾の特徴的な「タテ割」行政の破たんを示しつつある。これら

は港湾機能の物理的な体系的合理性を問題にする以前の，港湾、の全体制を検

討すべき時期に来ていることを示すものである。ここにとりあげた， 「広域

港湾」もそのような全体制との関係で問題意識を深めないと港湾機能の一時

的な「合理化」が可能になっても，そのことが港湾全体の近代化とは矛盾す

る結果となるであろう。
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明治年代の港湾と鉄道

日次
1. 鉄道と船内i'I輸返の接点としての港湾
2. 鉄道建設の基地としての港湾

1. 鉄道と船舶輸送の接点としての港湾

宮野武雄
（東京交通短期大学）

明治年代においては未だ自動車運輸事業は僅かに発芽の程度で，全国的な

輸送は船舶を主としこれと鉄道輸送が港湾において接合して，円滑なlj命送

を形造るものであった。船舶および鉄道の両輸送がともに如何に改善されて

も，その接点が不合理であり，設備i不足などであれば円滑な輸送は望まれな

かった。従って港湾の改善が漸次論議の対象となった。その二，三をみると

次のとおりであった。

1-1 小 樽港

明治12年8月， 米国人技師ジョセフ ・クロ フォードが北海道開拓使長官に

石狩炭田の石炭輸送について意見を上申 した。この石炭の輸送方法は明治8

年5月，同じ米国人ベンジャミン・ライマンが調査をまとめ， l幌内， l協向太

聞に鉄道を敷設し，ここから石狩川の水運に移し，石狩に貯炭場を設け，こ

れを小樽に輸送する計画を検討したものである。その要旨は次のとおりで，

今日でも考えさせるものを持っている。

ここに似内鉄道を札幌を経て小榔に達する鉄道の敷設を建議する。小神はj孔担!i.を避

け得る地形で種々の便利がある。

(1）河川を航行する汽船を必要！としないので，その費用を節約できる。

(2）舟率の松換から生ずる石炭の似件減損を避けることができる。

(3）石狩川出水の際の輸送の渋滞， JiTIJllJの甚しい航路から生ずる不慮の災害を除く

ことができる。

性） 1か年間に採射したれ炭を夏手1I 1に輸出し得ないで多:hi：の蓄積を生ずるよう／工

不利がない。
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(5) レーノレを桟橋に敷設し車から直に船に移すので石炭ばかりでなく総ての貨物が

使利を得る。

(6) 札幌，小樽聞は毎年6か月聞は殆んど輸送ができないが鉄道は絶え間なく運転

することができるから石炭運送裂の減少を補助することができる。

北海道開拓使長官はこの意見をいれ，幌内小樽聞に鉄道を敷設することと

なった。

1-2 四日市港

江戸時代，四日市は桑名や熱田に較べてさして重要な港湾ではなかった。

これがフットライトを浴びて登場するのは明治維新後の交通の変化であり汽

船の出現であった。これに目をつけ，遠浅で不l:J船の入港にも不便であった四

日市港を「汽船の港」にするために改修を行い掘削したのが地元の有志稲葉

三右衛門で，その殆んど個人的な努力によって，今日では旧港として軽舟に

しか利用されていないが当時は横浜，神戸聞の数少い汽船の出入できる港で

あった。東海道線の草津駅から分岐，三雲，闘を経て四日市に達する関西鉄

道会社の設立はこの四日市港なくしては考えられなかった。当時，大阪港は

小型汽船，帆船の出入できる程度で中大汽船は神戸に入港する外なく大阪へ

の貨物は神戸港で貯積し，大阪港（安治川｜口など〉に廻送するか，神戸，大

阪聞を鉄道で輸送する外なかった。関西鉄道会社の草津，四日市間開通（明

治23年12月25日，によって，横浜，四日市間船舶，四日市，草津間闘西鉄道，

草津，大阪間官設鉄道の新しいノレートが聞かれた。これがまた船舶会社の束

海道線全通に対する対坑策でもあった。当時の配船を見ると横浜，四日市聞

は毎日就航があり，横浜，神戸間より遥かに回数は多かった。こうして稲葉

三右衛門の苦労はむくいられたのであるが，その後関西鉄道が延長して桑名，

名古屋に入り名古屋，熱田港が整備されるとともに四日市港は一時その輝か

しい使命を失った。

これよりさき， 明治16年5月，稲葉三右衛門等は四日rl1，関が原間鉄道の建

設を請願し，揖斐川の改修による水路の整備より鉄道の建設を実施すべきで
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あるとし，当時の三重県令岩村定高は 「横浜，神戸両港ノ問ニ於テ海陸ノ便

利ヲ併セ有スノレハ四日市港以外ニ之レ有ラサツレモ湾形広漠ニシテ埠頭ノ設備

無キ為高波ノ際往々自7：船ノ往来ヲ絶ツノミナラズ暴風ニ際シテハ本船ト雌難

ヲ他ニ避ケザノレヲ得ズ，又陸路鉄道ノ連絡無キハ欠陥ノ最ナノレモノト調ハザ

ノレヲ得ズ，管内有志者亦ココニ見ノレ所ア リ， 築港ニ鉄道ニ専ラ奮励シテ資金

募集ヲ計画セリ， 思フニ管民ノ奮励嘉スヘシ ト難此大事業ヲ全ク民力ニ一任

スノレノ、実ニ至難ノコトトス， 幸ニ己ニ長浜，関ヶ原間ノ鉄道建築セラ レタノレ

ヲ以テ願クハ関ケ原，四日市間枝線ヲ官費ヲ以テ起業セラ レタシ，然ルトキ

ハ築港ノ事業ハ管民之ヲ負担スヘシ（以下略〉 「El本鉄道史上編」

三重県令は更に明治17年4月10口， 次の要旨の「四日市垂井問鉄道」の私

設鉄道施設について副申している。

1. 四日市は数年前から船舶の出入が増加し海運の業が漸く盛んになろう

としている。

2. 鉄道は長浜，闘が原聞の鉄道が落成し，大垣への延長も遠くではなか

ろう。

3. 故に四日市， 垂井聞に鉄道を敷設し海陸を接続するは緊急のことであ

る。この鉄道によって既設鉄道の効用は増加し，中山道鉄道に必要な物

品材料運搬に｛更を与えるであろう。

この鉄道（四日市， 垂井間〉は明治17年5月8日太政大臣が中山道鉄道の建

設に「及ヒ大問ヨリ三重県下伊勢国四日市ニ至ノレマテ」を加えたが，後，明

治19年，中山道鉄道の建設が廃止され，この線の建設も運命をともにし鉄道建

設用資材の陸揚げには半田港が利用されるに至った3 しかし四日市港と東海

道線を結び，更に北陸へ延長して木州縦貫の鉄道を建設する企画は実現する

には至らなかったが東北鉄道会社（明治14年8月出願〉の計画にも見られる。

（第4区，江州長浜ヨリ勢州四日市問〉なお関西鉄道はその後大阪 へ延長

（天王寺，湊UIJ，片lllJなど）官設鉄道と激しい競争を行ったがついに鉄道凶千j

法により明治42年10月1日買収された。つい最近まで四日市駅構内に捌'.;'llJが
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あり，旧港に通じていたのは当時の水陸連絡の遺跡であった。

1-3 大阪港

明治39年12月1日，西成鉄道株式会社所属鉄道が固有鉄道法によって買収

された。この鉄道は大阪から安治川口を経て天保山に至る4マイノレ44チェー

ンの短距離鉄道であったが，大阪港と大阪駅を結ぶ臨港線的性格を持つ鉄道

で，同時に買収された他の16鉄道とはその事情をことにしていた。この鉄道

は明治37年12月1日から「大阪，安治川口間3マイル47チェーンおよびこれ

が延長線並に之に属する土地，倉庫，船渠，建造物等」を借受けた。その理

由はこの鉄道が大阪港における地位からこれと東海道線の結付を図るため，

一方には当時競争相手であった関西鉄道の大阪港との結付を防圧するためで

あった。この問題に対する平井鉄道作業局運輸部長の復命書中には「大阪湾

築港竣成して海陸連絡設備完整し，商取引状態亦一変して海運に依れる貨物

が安治川口に揚陸せられ，直に鉄道使に依るに至るか，又は鉄道作業局が西

成鉄道と連帯し， 割引その他の方法により，利益の幾分を割与して其存立を

扶助するに於ては或は独立営業し得へきも，若し然らずして現状のまま推移

すれば該鉄道は存在の意義を失い必然の趨勢として他の鉄道と合併するに至

るべし」と述べられている。この運輸部長の復命はやや関西鉄道に対し敵木

的であるが，さらに「今日に在りても，海運に依り大阪湾に入る貨物の多くは

更に河川の運送に由り－EL市内の倉庫に入り取引成立の上更に発送せらるる

慣習なるを以て関西鉄道の如く市内各所に停車場を有し，且つ官設鉄道に比

し，名古屋大阪聞の短距離を占むる鉄道に在りては或は共同曳船会社と連合

して神戸より直に鉄道に依り運送せらるへき貨物をも該曳船に依り大阪市ま

たは堺市に集注し」と言っているように大阪港運貨物のあり方も示してい

る。当時大阪港は淀川系などの川口にあって，大型汽船の碇泊に適しないの

で， ;'fill戸から鮮で大阪へ輸送された。

1 4 鉄道と港湾の接合の概要
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こうして鉄道輸送と海上輸送との接合を円滑化する港湾は当時はまことに

微々たるものであったコ 「木邦鉄道の社会経済に及ぼせる影響・中巻」によ

って明治末期の港湾設備をみると次のとおりであった。

1. 木川、｜，四国，九州および北海道の開港および 1カ年間商船40-50万卜

ン， l千万円以上の商港の数は56港に達しその中鉄道の連絡あるもの

40港である。

2. しかし港湾の設備は至って不完全で大船を土車頭に繋留，直に鉄道との

連絡貨物輸送を完全にできるものは稀れで，横浜，神戸，高浜，下ノ関

門司，函館，敦賀，若松，伏木，名古屋諸港にすぎない。これ等の諸港

では連絡運輸方法の改善に伴い，輸送時間の短縮，貨物事故の減少，諸

掛の節約など著しく利便を増進した。

3. その他の諸港における連絡交通の利益については将来更に益々改善を

待たねばならなかった。

4. しかし船員労働者の事情， 繋船料の関係その他複雑な事情は，むしろ

Fl宇に依って貨物の積替をなすのを利益とする場合がある。 一体鉄道と海

運業とは両々相待って国運の発展に資するものである。しかしその受け

る影響は港湾によって，各地の重要な大港を根拠とした海運業は，その

沿岸交通についても，また外国貿易についても鉄道との連絡に依ります

ます発展したに対し，小港で、は漸次鉄道のために客貨を吸収され，年々

衰運に傾いたものが多いが．これは水運は鉄道に比してその運賃は低廉

であるが運送上の危険が多く，輸送に長時間を要し，また発着の時間不

正確を普通とし，また積替費用，荷物の損傷が比較的多かったためであ

る。これは明治末期の事情であるが現在と比較して感慨が深いものがあ

る。

1-5 港湾輸送改善の要望

明治14年「横浜港波止場建築ノ建議」は横浜商法会議所が接岸埠頭の早期

新設を要望し，官民一体の協力による起業を主唱している。
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その一部を引用すると

「抑木埠ノ湾口タノレ東北ヨリ東南ニ向テ開キ比角，往々激浪怒、濡ノ来襲ス

ノレトコロニシテ，間々船艦ヲシテ風波ノ患アラシム，是ヲ以テ大艦巨舶率ネ

襖沖ニ碇繋シ，其船品ヲ揚卸スルヤ毎ニ綜舟ヲ用ユ，而守シテ一朝風濡起ノレニ

及ベバ又之ヲ揚卸スルヲ得ズ，是レ埠頭ノ完全ナラザノレガタメ ニ第一船舶ヲ

埠頭ニ接着セシムノレヲ得ズ，第二ノ船艦ヲシテ湾内ニ完全繋泊セシムノレ能ノ、

ザ／レノ二患ヲ生ゼノレモノニシテ，比船舶碇繋ノ不便ハ即チ内外貿易上ノ一大

欠暇 トイハザノレブ得ズ，然ラパ則チ該起業ノ如キハ之ヲ実地ニ験シ真ニ其得

策タノレブ知ノレノミナラズ断ジテ其工事ノ等閑ニ付スベキニアラザノレモノナノレ

ヲ知ルナム然、リト雌モ当時我ガ政府ガ機務ノ多端ナル其事業ノ重大ナノレ未

ダ之ヲナスニ至ラズ，市シテ世ノ論者亦之ヲ言フナキニ及ベリ，夫レ殖産工

業ノ事タノレ一国盛衰ノ繋ノレ所雨、ンテ運輸ノ便否又大ニ之ニ因スノレハ衆人ノ共

ニ熟知スノレ所ナム是ヲ以テ東奥北越及二京ノ間近ク鉄路開設ノ挙アラント

スノレヲ聞ク，是レ蓄シ輿論ノ賞賛スノレ所ニシテ其他ノ居民ニ於ルモ亦大ニ力

ヲ用ノレプラントスノレカ古口、ン。況ヤ木港ノ如キ物貨ノ蒐衆セル舟車ノ臨11渓セノレ

内国港場ノ巨繋タルニ於テオヤ，其貨物ノ運搬ニ於ケノレ船舶ノ繋泊ニ於ケノレ

宣シク意ヲ注ギ思ヲ凝シ精ヲ尽シ力ヲ労シテ之ガ改良ヲ加へ便利ヲ謀ノレベキ

ナム （略〉（横浜市史第4巻上〕

こうした意見は何も横浜港に限ったことではなく， 治んど全国各港におい

て問題があり意見があったものと思われる。明治35年6月8日付の大阪毎日

新聞は当時の官設鉄道を批判して，

「海陸連絡の問題は多年識者の聞に唱道された重要問題で、木年度から着手

すべき神戸の連絡工事は調査もII浴終結を告げ，いよいよ速からざる内に工事

着手の運となるべし，これについて思い起すことは毎度ながら官設鉄道の業

務に不熱心になることなり一官線鉄道の成績不結果については海陸連絡の機

関および倉庫の設備不完全なるに原因すと難もまた，ーには当局者が役人風

を守りて商売気に無頓者なるも与えて力ありといわざるべからず，鉄道会社
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にてもまた汽船会社にでも務めて荷主の便利を計り，貨物の蒐集に勉め而し

て陸上にも海上にもなるべく広く手を伸して貨物の吸収に専心すべきは論を

またず，然るに官線鉄道当局の如きはその態度極めて冷淡にして坐ながら貨

物の来るを待つを例とすれども貨物は決して坐ながらにして来るものに非ず

一今回の海陸連絡工事を好機会として，当局者は断乎として業務の大刷新に

着手するの必要あり，而して連絡工事と業務刷新とはその関係すこぶる密接

なるものあるが故に当局者は業務刷新の目的を以て熱心に該工事の調査を遂

げ先づ前途の大方針を確立し然る後工事を進捗せざるべからず」（後略〉

非常に長い論説の 1部であるが，これは海陸連絡施設自体よりは官設鉄道

の批判が多いのである。これは当時鉄道国有の可否が論議され，この新聞が

反対の立場をとったのも一因であろう。

1-6 鉄道と港湾の接合の改善

何れにしても，港湾における水陸連絡設備に遅ればせながら官設鉄道が手

を染めたことは大きな進歩で，まづ；横浜，神戸の両港について当時の新聞記

事によると，

0 横浜港（明治38年7月29日，鉄道時報）

埋立工事は繋船壁とともに大概出来し，目下突出部の北方一部の工事中に

て木年12月までにはすべて竣成の見込なるが，政府はl時局の進行如何により

更に之が陸上設備に着手せんとする計画なり。陸上設備は4カ年聞の継続事

業にして予算は380万円，内破損したる防波堤の修理費81万円，」二屋，倉庫，

鉄道など純粋に陸上設備に属するもの 270万円，事務貨23万円なる由，陸上

設備の設計は鉄骨上屋， 6保4480坪，木造上屋978坪，保税倉庫2棟 978坪

合計7096坪，鉄道は埋立地の西南！？国より起り延長6マイノレ倉庫，」二屋などは

官設線と連絡するはず，上屋には水圧起重機を言－｜画＇ 30トン定躍し 5トン

可動2, 3トン可動2' 1トン半可勘9台

0 11!1 戸港（明治36年7月25日，鉄道l時報〕
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ネ111戸港湾に分岐すべき住吉，三ノ宮聞の原田村よ り小野浜海岸に達する約

1マイル聞の土工請負を当地杉井組に命じたるが，これは住吉駅の西方約半

マイルの原田村より略1マイノレは海岸に沿うて西走するものなれば，工事比

較的容易にして多分年中に工事をおはり，来年に至らば，軌条を敷設するこ

ととなるべきも夫よりも税関構内に至る 1マイノレ余は，小野浜海岸を埋立てる

計画なれば，多少工事に手間とるべし，されど是また近日中に埋立工事の請

負を命ずべきはずなり，遅くとも来年中には土工竣成すベく，全部は37年度

内に落成せしむる予定なるが，この工費総額120万円， 内本年度支出は60万

円なり。市して分岐点原田村にはこの程汽車信号場を新設したるが，連絡線

の新停車場は右原因村より東南数千坪の聞にして，此付近は古来瀧（~ と総称せ

らるる所なりと，而してこの工事にして竣成せんか，始めて欧米各国におけ

るが如く，汽車汽船の連絡通し，汽船横橋に碇繋すると共に直ちに汽車に乗

替，或は反対に‘汽車より汽船に乗込むことを得ベく如何なる風雨にも自由自

在に乗降の使を欠くことなく木邦に未だ曽って見ざる鉄道運輸上の現象を｜｜

賭するに至るベし。

このように大きな理想をもって両港の連絡設備は明治35年度から着手され

たがその経過は間もなく，発生したiヨ露戦争などにより相当遅滞した。

0 横浜港

35年度用地買収の事業のみ。

36年度工事着手にいたらず。

37 II 同

38 』I II 

（高島，＊横浜両駅の開始は大正4年12月30日〉

O 神戸港

35年度神戸海陸連絡線は本年度から37年度までにその成功を期するもの

で，住吉，三ノ宮間西灘村地先から分岐，小野浜海岸税関構内にいたる聞に

敷設し，海陸運輸を連絡しようとするもので，本年度は用地買収などの準備
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工事を施工した。

36年度

前年度に引続き，停車場および線路土工橋梁，その他の工事に着手。

37年度

日露戦争による工事緊縮の決定に基き，すでに着手した工事のみを継続。

38年度

前年度に着手した工事を継続，小野浜停車場側線敷設など。

（住吉，三ノ宮聞に東灘貨物駅が開設されたのは，明治43年10月1日， 神

戸港の開設は40年8月20日，神戸港から湊川までの開設は昭和3年12月1日

であった。

0 その他の諸港

高松駅は四国航路（当時山陽鉄道会社による岡山高松間航路〉の開設によ

り駅の位置を変更した。

2. 鉄道建設の基地としての港湾

わが国の鉄道はその当初，すべての資材を外国，ことに英国に依存した。

機関車，客貨車，レーノレはもち論，当然わが国で生産されるものまでも英国

から運び輸入しその数量は莫大なものがあった。また鉄道の建設工事が各

地から開設されるに当って，鉄道資材を集結し工事の基地とするためにも港

湾が利用された。横浜港が京浜間鉄道，さらに関東東北方面への線路延長用

資材の，神戸が関西方面の，それぞれ輸入資材の揚陸港であり，これを鉄道

工事の延長とともに，長浜．敦賀間（さらには北陸線）の基地として敦賀港，

軽井沢，直江津聞の基地としては，直江津港を選定，これに資材を陸上げし

て，この港から工事を開始した。

2 1 半田港

こうした鉄道建設資材の輸送基地港の例として，半田港を揚げてみよう。

閉治18年2月，工部少輔渡辺洪基（工部省は当地諸般の建設，工務を主掌し
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た官省で，鉄道もその一部であった。今日の建設，運輸両省、を兼ねると見ら

れよう。〉は半田，四日市方面を視祭して意見を復命している。

当時同方面の鉄道は，神戸 ・大津｜ちj，長浜・敦賀間，長浜 ・大垣間が開通

し，関東では官設鉄道は新橋 ・横浜間， 日本鉄道会社は上野 ・前橋聞が開通

し， この両地方の鉄道を如何に連絡するか，従って関東，関西をどの経路に

よるか。 （具体的には東海道にするか中山道にするか。〉が深刻な問題とし

て争われていたのである。渡辺洪基の報告の大要は，

中山鉄道線路を延長し，加納（岐車〉から名古屋，熱田に連接させるのは

緊要である。半田港は良港であるが，西参河地方および地多地方の物産を出

入するに過ぎなし、。しかもその海底は傾斜が少し岸上は丘陵が低く巨船を

繋くに足りない。且つ湾辺の河口は多くの泥砂を流入して水底を埋めている

従って鉄道敷設は急務ではない。 熱田は名古屋の鉄道と連接するならば，現

在では十分である。四日市港は横浜 ・神戸に次ぐが四日市・垂井聞の交通は

水路（梓斐川〉 の使に依ればよいから鉄道敷設を必要と しない。

つまり関が原から岐皐に延長し， ここから中山道線を建設し，一方南下し

て名古屋を経て熱田港に延長，この港を改良すればよい。一方四日市港と鉄

道との連絡は水路により，四日市から鈴鹿を越えて京阪神と直接に鉄道で結

べとする意見であった。四日市と京阪神を結ぶ鉄道は後に関西鉄道会社がこ

れを笑行したものである。何れにしても半田港についてはその必要性を認め

ていない。

一方鉄道局長井上勝はその年 （明治18年） 3月23日， 次の要旨の意見を提

出， 半田港の利用を主張した。

昨年（明治17年） 10月，中山道鉄道幹線の工事は東西の二部に分け，両方

から進めて中央で会うという計画を立て，東部の工事は碓氷峠を越える困難

があるので鉄道建設資材輸送の便利，将来営業上の得失を考え，上回・直江

津聞をまづ起工することとした。西部については現在大垣までが開通，岐阜

までが工事着手されているがp これを名古屋に延長し，ここから木 曽方函
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（中山道線〉に連絡させねばならなし、。名古屋の地は尾張，美濃，三河，遠

江などの諸国の豊物を集め，人口は澗僚で，物産は多く， 三府（東京，京都

大阪〉に次ぐ。従って鉄道の幹線がここを経由するのは当然で，もし中山道

線がここを経由しな くても，必ず支線を敷設せねばならぬのは明かである。

（と名古屋に鉄道を引き込まねばならぬことを強調して〉 西部の幹線が名古

屋を経由するものとし，その施工の順序を立てるにはまづその資用材料愉送

の｛更を考えねばならない。その材料はレーノレその他船舶から移送せねばなら

ないので，これを神戸港から大津に輸送，琵琶湖を舟送し，再び長浜から大

用を経て転送するのは非常に迂固となり，工事施工に困難を感ずることが少

くない。従って鉄道を使宜の港に延長してこの困難を排除せねばならなし、。

（ここで鉄道局長は四日市港と半田港との比較を行い，〕港湾としては四日

市港ーが優れていることを認めているが，単に鉄道資材の陸上げについては差

がないとしている。

一方四日市港と垂井聞の距離は遠く（35＂イノレ〉，その聞の鉄道建設は非

常に困難で工費200万円，2カ年を必要とする。これに対して名古屋，半田

間は20マイル，工事費は80万円， 7,8カ月で十分であるから，両港を鉄道資

材の陸上げについてみれば半田港が優れているのは明かとし，半田港を鉄道

資材の｜持上げ港とし，名古屋 ・半田問に鉄道資材輸送のための鉄道を敷設す

ることを」二申し，

これに対し18年6月20日，太政大臣は「名古屋半回線ノ儀ハ建築資材運搬

ノ為仮ニ布設可致事」と指令，同年8月起工， 翌19年3月1日，武豊線が開

業したのであるつこの半田港，武重量線によって幹線（中山道をおさえ，まづ

東海道線を開通させたが〉の建設が促進されたこ とは明かである。

同様な例は敦賀港ーにも直江津港にも見られる。

2-2 検浜港

一方直接英国からの資材を陸上げした横浜神戸両港については，横浜港は
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「安政六年の開港以来，横浜港は出入外航船舶数および外国貿易額の増大を

つづけ，商港として順調に発展した。さらに，明治五年，京浜聞に鉄道が敷

設されるにおよび，内外商人の横浜移住はさかんとなり，海岸を埋立たて，

市街地をつくり，漸次商業機構が整備されると，それに応じた貿易施設や港

湾設備が必要とされるようになった。元来，横浜港は湾、形が完全なものでは

なく，強風が吹けば，湾内は平穏をたもつこ とはできず，海上と陸上の連絡

がたちきられることが多かった。 しかも，貿易港と しては，港内になんらの

施設をもたず，外航船はみな天然の地形を利用し，湾内に仮泊して，貯舟で

荷役をする状態であり，海岸には，東，西および、新波止場とよぶ不完全な物

揚場があるにすぎなかった。 （横浜市史第4編上） のであるから，官設鉄道

の当初は，多くの資材は沖で貯取しこれを手荷役が簡単な機具の力を借りて

陸揚を行ったものであろう。従って重い車輪その他の取扱は大変困難で、あっ

たと察せられる。 7こだ明治4年3月，横浜駅（現在の桜木町〉 地失海面3万

坪を埋立て鉄道用地に当てることが決定されたが恐らくこれは鉄道建設資材

の陸揚げおよび保管に当てられたものであろう。

2-3 神戸港

神戸港では，明治4年3月早くも，鉄道桟橋の設置が決定した。大蔵省造

幣寮開局のため来阪した参議，大隈重信の意見によるものであったが，当時

わが国には適当な桟橋建設技術者がいなかったためすぐには着工できず，波

止場建築師ウィリアム・デーマソが雇外国人として 5年5月に来日，デーマ

ンの設計で工事はノノレデシテツトが当った。桟橋の長さ 450フィート， 幅40

フィート鉄製で，明治9年6月27日の完成，翌7月1日から作業を開始した。

その建設総額は18,590円で，当時鉄道寮としても自慢の工事で，8年20日

付の井上鉄道頭から伊藤工部嫡lに宛てた書面で怯， 「神戸ステーション貨物

陸揚鴎橋築設，未だ全備不致侯得共，頃日当寮用品積一込之外，舶到着貨物引

揚最中之景況ヲ為写取侯ニ付一一ー」といって写真を送付ーしている程である。
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これでみても，官設鉄道自らのものの外一般の使用をも許していた。その

ため9年7月1日，桟橋保全規則を定め，貨の陸揚および繋泊を許し， また

祈l戸税関と協定して諸貨物船積JI国序及借庫扱方規則を定めたが，明治18年7

月，桟橋保全規則を廃止，鉄道桟橋繋船規約が定められた。その条文は次の

とおりであった。

第1条 凡ソ船舶ヲ鉄道横橋及錨標ニ繋泊セン トスノレ トキハ船長或ハ其代

理者ヨリ予メ其旨ブ神戸鉄道局運輸課長或ハ（時宜ニ依リ〉其代理官ニ

告ヶ免状ヲ受クヘシ

第2条 凡ソ船舶ハ桟橋ニ於テ繋泊シ又ハ解績スノレタメ必要ナノレ少時間ヲ

除ク ノ外錨標ニ繋泊スノレヲ許サス又風位天侯ノ如何ヲ論セス総テ桟橋ニ

来リ又ハ之ヨリ去ル船舶ノ妨害ヲ為ス如キ接近ノ位置ニ繋泊スノレヲ許サ

ス

第3条 桟橋ニ繋泊スノレ船舶若、ン之ヨリ離ノレヘキコトヲ命セラレタル トキ

ノ、速カ ニ錨標ニ移ノレヘシ再許可ヲ受ノレマテハ桟橋ニ繋泊スヘカラス但此

場合ニ於テハ横橋付属ノ剣1i標ニ繋留セス直ニ去テ他船ノ桟橋ニ来去スノレ

ニ支障ナキ所ニ投錨スヘシ

第4条 鉄鎖綱縄其他繋泊ノ用具ハ其為メ設ケタル方法ニ拠ノレニ非レハ桟

橋ノ如何ナノレ部分ニモ付着スヘカラス

但船舶繋留ノ為メ錨襟鎚i柱等充分ノ備アレトモ若シ船体ノ大サ或ハ製造

ノ形特別ナル船舶ニシテ別段ニ繋泊ノ器具ヲ要シ其旨ヲ報知スノレトキハ

鉄道局ニ於テ之ヲ設置スルコトアノレヘシ

第5条 日曜日，休暇日及暴風雨ノ日ヲ除キ， 平日業務H寺間ノ、日出ニ始リ

日没ヲ以テ終ノレモノトス

但神戸税関長ノ許可ヲ受ケタノレ者ニ｜浪リ 特別ニ夜業ヲ許スコ トアノレへ

：ン

第6条 門戸ハ毎夜時ニ閉へシ，其後ハ何人タリトモ出入スルヲ許サス

第7条縦令如何様ノ事情アノレトモ桟橋及鉄道構内ニテピッチタ ーノレ等ヲ
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実或ノ、一切ノ火ヲ焚クヲ許サス。

第8条火薬，ナイトロークリヌエリン，ベトロリアム， 諸酸，其他危険，

爆発質ノ物品ハ別段ノ許可ヲ受クノレニ非レハ鉄道構内ニ荷揚スノレヲ許サ

ス，総テ右等ノ物品ヲ積載スノレ船舶ノ、桟橋或ノ、錨標ニ来着ノ前ニ其由ヲ

報告スヘシ

第9条パラスト（石泥ノ差別ナク）其他何品ヲ問ハス廃物ヲ船舶ヨリ投

棄シ或ハ鉄道構内ニ荷揚スヘカラス而シテ桟橋或ハ釦ji性ニテ無拠パラス

トヲ積入ル船舶ノ為メバラス ト受ヲ備置キタレハ能ク注意シテ之ヲ用ユ

＂＂、ン

第10条 桟橋ニテ荷揚スノレ船舶ハ自己ノ滑車ヲ用ユヘシ（格別ノ約束ニ依

リ桟橋ノ千斤力（クラン〉ヲ用ユノレコトヲ得）而シテ諸荷物ノ損害雑費

ハ船舶ノ鈎索滑車ヲ離ノレマテ其船舶ノ担当タノレヘシ

第11条 横橋ニ繋泊セノレ船舶ノ長或ハ其代理者ハ神戸税関規則ヲ厳守スへ

キヲ以テ若シ之ニ違犯シタノレトキハ直ニ其船舶ヲシテ桟橋ヲ去ラシムヘ

シ

第12条 捜橋或ハ錨標ヲ用ユノレ船舶ノ長或ハ其代理者ハ前ニ例記シタノレ規

約ヲ遵守スヘシ其承認ノ証トシテ規約写書下付ノl時受書ニ調印スヘシ

この鉄道桟橋設置によって多くの私鉄も，車両の陸揚げなどはこの桟橋を

利用した。山陽鉄道会社はその線の建設，運営に必要な資材はこの桟橋を使

用する計画で，この際桟橋使用料をどれだけ徴収するかの記録がある。

しかし山陽鉄道会社線の神戸，兵庫聞の工事が極めて困難で、，神戸に陸

揚しでも，兵庫以西への輸送が急には出来そうもないので，急いで兵庫から

和田岬にいたる線 (1マイノレ64チェーン〉を建設し，和田l仰に桟橋をつくっ

て自社線使用の貨物はここで陸揚げをした。
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わが国における倉庫ならびに

倉庫業 の史的発展
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「1 次
1. まえカ1き

2. わが国における倉庫の史的発展
3. 現代倉庫業への発展と港湾

1. まえがき

倉庫はこれを史的発展の過程でとらえると，まず初期の段階ではもっぱら

不時に備えて「もの」を貯蔵することから始まり，さらにこれが流通のため

の保管ないしはその在庫管理にまで及んで、いる。

貯蔵することは，いうまでもなく財貨を貯えおくことである。これに対し

保管はこれに加えて財貨に対する物理的な管理とこれによる価値の維持をも

含んでいる。すなわち，これを維持するための適切な措置，管理が要請され

る。これら保管機能の本質的なものは今日においても少しも変っていない。

ただ，最近流通倉庫あるいは情報倉庫ーなどというように，これを倉庫の他の

機能的な而，すなわち生産と消費を結ぶ流通という大きな側面からこれをと

らえた場合かなり変ってきている。また，その技術的な商からしても大きく

変ってきていることはいうまでもなL、。

いま，史記により倉庫の語源をたどると， 「倉」は「米ぐら」 （籾のまま

で貯えるところのもの〉であり，また「庫Jは財宝を蔵する 「くら」となっ

ている。

もともと，不時にそなえて財貨を貯えおくということは，すでに原始時代

からはじまっており，したがってこれらを収容する施設はかなり古くからつ

くられていた。文献によると，古くはエジプトの文化は， その背景に大規模
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な穀倉制によって維持され，しかも歴代のエジプ トの支配者は常に国倉の首

長をも兼ねており，その巨大な権力を誇っていたと伝えられている。また，

古代ローマにおいては， ホレア（Horrea〕 と称する当時としてはかなりの

大規模な施設と思われる穀物倉庫（負担として収納するためのもの〉があっ

たと伝えられている。

なお，倉庫を業として行われたものとしては，中世に入りヨ ーロッパ地中

海沿岸のヴネッツア，ゼノアなど港湾商業都市が輿り，当時盛んに東西の交

易が行なわれ，さらにこれらの港においては，他人のために財貨を保管し，

さらには倉荷証券に類するものが少なからず発行され，これによる売買も行

なわれ，これを業とするものがあらわれている。こ こに， ヨーロ ッパにおけ

る倉庫業の Hらんしよう H ともみられるものをみることができる。

いまここに，わが国における倉庫の史的発展を求め，さらにこれが現代倉

庫業への発展過程，さらにはまたこれらと港湾との関連について明らかにし

ようとするものである。

なお，本稿では倉庫業（現代〉とは冷蔵倉庫を除いた普通倉庫業をさして

用いる。

2. わが国における倉庫の史的発展

2. 1上古

いま，わが国の倉庫の歴史をたどってみると，かなり古くから（弥生時代

といわれる〉農業がはじまり，米穀などの栽培とともにこれを貯蔵すること

も行なわれ，これには当初「地宮」と称する穴倉のようなものからはじまっ
ザーてあ1,

ている。これらは，弥生式の遺跡である監穴からもうかがわれる。

上古の大和時代に入って， 校倉式のものがつくられはじめている。 これ

は，素朴な丸太を横に積み上げて壁体をつくり，屋根は萱で葺き，床は地雨

よりやや高く板敷きと したものである。これらは，現在登自などの遺跡から

も女IIることができる。このように極めて原始的ではあったが，建造物として
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倉庫らしきものが生れてきている。

この時代には，漸くわが国が政治的にも天皇を中心として統一国家とみら

れるものが形成されてきており，制度のーっとして農業を中心とした収穫物
みやけ

を貯え，これが凶年に備えるため屯倉の制度が生まれるに至っている。これ

は同時に，当時の主たる貢租である穀物などを収納するためのものであり，

さらにはまた，国の財貨の出納を司るところのものでもあった。これは，こ

の時代における特色をなしている。

その後，これが斉蔵，内蔵，大蔵にそれぞれ三分され，斉蔵は主と して神

物を納め，内蔵は皇室（宮中〉の財貨を納め，また大蔵はもっぱら国の財貨

を収納するに至っている。このうち，最も大きなものは大蔵であった。

2.2 中古および中世

中古に入り，次第に都市を中心とした発達の方向がみられ，まずこし、わゆる

荘園時代に入ってきている。同時に，上古の屯倉の制度から中古に入って正

倉（しようそう〉と呼ばれるものに変ったが，これは屯倉の新形態のもので

あった。さらにその後，義倉（ききんなどの救済にあてるためのもの）平常
そう

倉（貨幣の流通もこの時代一部ではあるが行なわれ，米価を平準ならしめる

ために設けられたもの〉もあらわれている。これらは，いずれも国の制度で

あり，施設であり同時に支配者の官庫でもあった。

この時代で特筆されることは，これら荘園時代において，一部の領主に直

属して主として当時の港湾都市地域などで物品の売買，金融，運送さらには

保管などをも行なう業者があらわれてきていることである。すなわち津屋

（つや〉と称するものであって，物品の保管については，その報酬を現物で

うけたとみられるが，他人のために物品の保管を行ない，報酬をうけること

を業とするものは，わが国ではこれが始まりとみられる。

その後これが中世に入って， 問丸， 問屋と呼ばれるようになり， 兵庫，

堺，博多，大津などでこれが盛んに行なわれたといわれる。
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どそう

中世に入っては，前記問丸または問屋とは別に，土倉という業者があらわ

れている。これは，問丸または問屋とは異なり，一種の質屋業である。質物

を収容する土倉（土蔵）からこれら業者の呼び名が生まれたもので，これら

は今日で、いう倉庫営業ではない。

2.3近世

江戸時代に入ってわが国の政治経済は，中央集権的な，しかも封建制にも

とずく体制がかなり大きく確立されてきている。

この時代における倉庫の特色は，幕府ならびに主要諸藩の財政的さらには

当時の政策的な商からの倉庫制度が確立されたことである。とくに注目され

ることは，諸藩ならびに旗本などの販売機関ならびに貯蔵機関としての 「蔵

屋敷」であり，その制度である。しかもこれが当時の米穀を中心と した商品

流通のうえに，かなり重要な役割りを占めていたこ とである。この背景には

当時は米穀中心の時代であったことはいうまでもないが，同時に‘江戸，大阪

など都市の拡大，さらに貨幣制度への浸透も見逃すことができない。

なお，蔵屋敷についてはあとで述べる。

は） 海上輸送と埠頭施設

江戸時代における主要都市における倉庫ならびに倉庫立地にふれる場合，

まずこれと密接な関係にある当時の海上輸送について述べなければならな

い。当時の蔵屋敷を中心とした倉庫（今日の港湾倉庫ともみられるもの〉の

立地の背景は，いうまでもなく当時の都市（江戸，大阪など〉を中心とした

海上輸送であったことである。

この時代における貨物の大量輸送はそのほとんどが海上輸送（水運をも含

めて〉であったといってよい。 陸上による貨物輸送は馬の背による輸送，荷

車（牛車など〉による輸送でおのずから量的な制約があった。 したがって，

陸上輸送は，交通の便が良くない山間部であるとか，また海運に対し補完的

な役割りないしは，小運送的な役割りをはたしており，いわゆる地場輸送が
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その中心であった。

江戸時代の海上輸送については，この時代の初期においては前時代に引続

いて海外の交易もかなり行なわれていたが，キリシタン禁令からは完全な鎖

国時代に入札海外貿易はほとんど行なわれなくなり，また，大型船の建造

も禁止され，したがって，国外海運は大きく衰退した。

しかし，圏内海運については，沿岸航路が河村議1賢などにより大きく開発

され，とくに江戸，大阪，瀬戸内を中心とした海運がかなり大きく行なわれ

た。これは，この時代の政情が一応安定しまた，経済的には一地方の物資

が他の地方に運ぶといういわば国民経済的な動きがあらわれてきたためで、も

あり，一方江戸は江戸城の修築以来江戸幕府を中心とした大政治都市に形成

され，これが京阪とと もに大消貸地を形成し，これに対し大量の物資の移動

が必要となってきたためで‘ある。

当時の圏内海運の航路の主なるものは，江戸，大阪を中心とした東細り航

路ならびに西廻り航路であり， さらには江戸大阪を結ぶ上方航路で、あった。

（別図〉

東廻り航路は，日；木if1j沿岸の港から出帆し，津軽海峡を経て太平洋に出て

江戸に至る航路であり，この航路は当初あまり聞けていなかったが，江戸中

期以降江戸が大都市として急速に発展し，人口が増加するに及んで米など消

費物資を移送する必要にせまられ開発されたものである。これと同時に，｜砕

奥，常陸などの諸i港が漸次発達するようになった。東廻りでの主な物資はや

はり米で，と くに仙台藩のものは年間40～50万俵といわれ，これらは主とし

て石巻などから積み出され，江戸の蔵前，深川地区の河岸に水揚げされてい

た。ただ，この東廻り航路は津軽海峡など海流の関係で、とくにイ1J1台以北はあ

まり発達せず，まずこ，天候，時季に大きく左右されるという難点があった。

これに対し，西旭り航路は日本海沿岸から馬関海峡を経て瀬戸内海に入

札大阪に至る海路であ り，瀬戸内の海運と，日本海の海運とが結びついた

もので， ＊迦りに比べかな り古 くから聞かれていた。 議日木では， 1~1· くヵ 、 ら
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別凶近住主要航海区｜

新潟，泊！到などそれぞれの背後地の米作地帯を控えてその積出地として栄

え，また下関および兵庫（現在の神戸港〉もその仲継港として発迷した。こ

れら海路における船には北前船があり，これが江戸末期には蝦夷地にまで及

んでいる。これらは，いうまでもなく帆船で五百石～千石（現在のグロスト

ンで換算するとおよそ50～100総トン〉のものが多く ，また，これら海上貨物

は民間扱いのものもあったが，その多くは，幕府ならびに諸藩などのものに

よって占められていた。

／注お，幕府所管の米は「城米」といわれ，これが姐鴻，{ilj扱いについては

とくに厳重な監視下のもとに行なわれ，船頭など今日でいう海上労働者にと
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つてはかなりきびしく，またかなりの辛苦があったと史実は伝えているつ

つぎに，江戸～上方の航路については，まず大阪を中心として発達した菱

垣廻船である。 これは船の構造（舷側を竹で菱形に編んで、垣をつく った形〉

によりこの名称が生れたもので，これにともなって江戸，大阪には数多くの

有力な廻船問屋があらわれ，主として日用必需品，雑貨などの廻漕が行なわ

れていたごその後に至って，灘（神戸〉の酒類を主として廻i'i聖し，江戸を往

復する専用船があらわれた、これは樽廻船といわれ，これらはいずれも当時

として，民間物資を多く取扱うかなり有力な廻船となっている。

つぎに，これら海上輸送に関連して当時の港湾施設についてであるが，こ

れについて当時の江戸湊 L当時は，港を湊，または古くは津といわれた。し

たがって，江戸は江戸湊といわれた〉について若干ふれる。

もともと港湾は歴史的にみて多く河川港から出発しており，江戸において

も元来一城下町と して発達したものであるが，幕府の開設とともに江戸城の

大修築などが行なわれ，これにともなう必要資材さらには都市と しての発達

によるぼう大な日常必需物資の輸送がもっとも重要なこととなり，これには

当時としては海上輸送に大きく依存しなければならなかったコ当時の海上輸

送の役割りはかなり大きく，このようにして，江戸湊がつくられるに至って

いる。江戸は典型的な河口港であり，幕府が江戸に聞かれてからは，次第に

河口の整備，護岸さらには大規模な水路（知書lj〕の鋸さくならびに改修がな

されたこれらの修築，土木工事はもっはら人力によって行なわれたものであ

り，また，かなりの年月とぼう大な資材と財源を要した一大事業で、あった。

したがって，これについては当時数々の辛苦と苦難のエピソードがあったと

史実は伝えている。当時の江戸湊は， 日本橋川，楓川等の川筋を内港とし，

両国から芝浦に至る隅田川沿岸地域を外港としていたラ この内港の河岸に

は，蔵屋敷，御蔵をはじめ民間商人の倉庫が数多く立地していた。このよう

に，江戸に海路移出入する大量の貨物の多くは，前記，蔵前，深川，日本橋

など河岸に揚げ積みされていた。このように，当時の江戸は河岸を中心とし
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て発達し，大きく流通が行なわれており，大川を中心とした河岸は今日で、い

う「埠頭」の役割りをはたしていたといえる。

(2) 倉庫としての蔵屋敷

江戸時代における倉庫として，もっとも注目されるところのものに，蔵屋

敷ならびにその制度がある。倉庫としての蔵屋敷は，今日でいえば立地的に

は港湾倉庫の役割りをはたしており，また機能的には商業倉庫的な役割をも

はたしていた。

もともと，蔵屋敷は，大名諸藩（旗本，寺社などをも含む）が貢租米その

他領内で生産された物資を蔵物として保管し，かっこれを飯売するために設

けられた施設であり，機関でもある。したがって，有力な，諸藩はその藩邸

（蔵屋敷〕の中に数多くの倉庫を設置していた。これらはまた，藩の財政上

きわめて重要な役割りをもっており，重要な機関でもあった。このように諸

藩は，江戸，大阪をはじめ大津，長崎など商業の中心でしかも金融の使のあ

る都市に多くこれを設けた。なかんずし江戸，大阪は大規模で、あり，江戸

では蔵前，その他本所深川地区に多く立地し，また大阪では中の島， 堂島を

中心に土佐堀，天満，立売堀などに立地していた。なお，幕府が管理してい

る倉庫はとくに「御蔵」と呼ばれ，江戸が勿論その中心で，大川河岸蔵前お

よび対岸の木所に立地し，一般に「浅草御蔵」といわれていた。

なお，当時幕府の管理するものは城米（御用米ともいわれた〉，諸藩等の

ものは蔵米といわれ，これに対し民間の米は納屋米もしくは問屋米といわれ

区別されていた。また，当時全国から江戸へ回漕され米は，城米だけでもお

よそ100～150万俵ともいわれ，そのほとんどは前述のとおり海上輸送による

ものであり，その多くは前記蔵屋敷ないしは御蔵へ収納されているO これが

輸送ならびに荷役には，当時としてかなりの労苦と困難とがあったものと思

われる。同時に，これを受け入れる施設すなわち倉庫も当時としてはかなり

のものと思われる。

蔵屋敷には蔵物の出納を掌握するものに「蔵元Jと呼ばれるものがあり，
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当初は蔵役人（藩の役職者〕がこれを掌っていたが，漸次これが尚一人勢力の

拡大とともにこれに替ってきている。さらにはまた，これら商人蔵元におい

ては，投機的な行為をなすものもあらわれてきている。

ここで，倉庫の史的発展の段階としてとらえた場合注目されることは，①

このような封建社会制のもとにおける蔵屋敷（御蔵をも含めて〉は，明治維

新という大きな政治，経済の変革によってこれらの制度は崩壊したが，これ

ら施設の多くはそのまま民間商業資本の手に移り，これがまたわが国の初期

における倉庫業への足がかりとなったことである。②さらに，これら蔵屋敷
u一、吉シ・

等で、払米に対し発行された米切手（米手形あるいは正米切手ともいう〕であ

る。これは一種の蔵預り切手ともいうべきものであるが，これが金融ならび
ームピさし

に売買取引（これらの業を行なうものに「札差し」などがあった〉にかなり

利用され，当時の米を中心とした貨幣経済時代において，その流通上重要な

役割をはたしていたことである。

このように，蔵屋敷が封建制度のもとにおいて単に米を中心とした主要物

資の収納，販売機関にとどまらず，商業倉庫業的色彩をももっていたという

ことは，一応自家保管の形ではあるが前記のように米切手の発行によるもの

である。

その後これが空切手（廻米の入津を見込んで発行されたもの〉なども一時

あらわれ問題化ともなっているが，このよ うにこれら米切手の発行ならびに

流通は，機能的にみた場合今日の倉庫証券制度の「らんしよう」ともいえる。

3. 現代倉庫業への発展と港湾

3. 1 倉庫業のはじまり

わが国の倉庫業（普通倉庫業，以下同じ〉の発展過程をみると， 三つの段

階にこれを分けることができる。①は主として明治中頃から同末期までのい

わゆる倉庫業の「ょうらん期」であり，＠ついで，大正時代から昭和の戦前

までの発展J9Jであり，このll)j，期はと くに港湾を，，，心とした基盤の確立Jtljで、も
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あった。さらに，＠は戦後とくに近年のわが国の高度成一長ー期における倉庫業

であり，同時にこれはまた，転換期にある倉庫業であるともいえる。

さきに述べた蔵屋敷制度が明治5年（1872年）の廃藩置県まで、続いた。し

かし，その後行なわれた責租の金納などによって米を中心とした商品の流通

組織も大きく変革し，民間前人が直接大量に物資を取り扱う ことになった。

ここに蔵米を中心とした蔵屋敷制度は崩壊し，これら施設の大部分は民間商

人（商社〉の手に移っていった。ここに民間企業として倉庫業が生れるきっ

かけとなっている。換言すれば，当初は前記蔵屋敷の施設がそのまま倉庫業

に活用されたことはさきにも述べたとおりである。

いま，わが国倉庫業の「らんしよう」とみられるものを求めると，明治13

年（1880年〉 三菱為替店（のちの三菱銀行）が，当時深川に所在していた旧

真図書普の蔵屋敷をそのまま受けついだのが始まりであるとされている。当初

の倉庫業が金融機関の一部門として発足していることも興味あるところでる

る。

一方， 明治政府は先進国である欧米の文化文明を積極的に導入し，これに

よって産業の振興と貿易の拡大を計る政策がとられ，これにともない繊浜，

神戸などがわが国の主要貿易港として開港整備され， また， 保税倉庫の開

設，碇泊施設など港湾施設がまがりなりにも整備が行なわれた。ただ，当時

の港湾倉庫は未だ木造，土蔵造りのものがほとんどで旧式なものであったっ

港湾倉庫に本絡的に鉄筋コンクリ ート造のものがあらわれたのは，明治末期

の42年 (1909年〉以降であった。

いま，当時のこれら倉庫業の企業数をみると，明治16年はわずかに4社，

同20:9三は12｛上，同29年には42｛上てあったが，同30年には llO社と大きく増加

をみせている。 （帝国統計年鑑資料による〉

この時代の特長は，さきにも述べたように倉庫業の「ょうらん:WJ」でもあ

り， しかも前記の横浜， 神戸などを除いて多くは蔵屋敷の施設がそのまま

く改修などもあったが〉利用されていることである。
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また，他人のために物品を倉庫に受託して保管料（当時は倉敷料と称して

いた）をうるという倉庫業が，独立した企業として出現をみたのは明治中期

以降であることである。

8. 2 戦前における倉庫業の発展期

この時代（大正から昭和の戦前〉における倉庫業は，漸く近代倉庫業への

最初の発展期であり，同時に倉庫業の企業としての基盤確立の時期でもあっ

た。なお，この時代の特長としては，まず構造的には高層建，鉄筋コンクリ

ート造など堅牢な施設がかなりあらわれてきたことである。

また，この時代は第一次世界大戦の未曽有の好況に支えられたわが国貿易

が急速に拡大の一途をたどり，これとともに大手倉庫業者が大きく主要港湾

に進出し， ステベ業務， エーゼン ト業務をも行ない，しかもこれが寡占体制

的な段階に入っていることであり，これが大きな特長ともなっている。

このように，わが国の軽工業を中心とした輸出が漸く活発となり，また原

材料等物資の輸入量の増大は当時の倉庫業の発展を支えた背景 となってい

る。これはまた，過去における国内産米麦中心からこの時代においては，輸

1:-l入物資への転換がみられることである。

なお，前時期の後半からこの時期の始めにかけわが国の主要幹線鉄道が漸

く整備され，国内輸送力の大きな柱となってきており，したがって前記圏内

産米麦輸送の主力は鉄道輸送に替ってきていることである。したがって，こ

の時代においては，主要鉄道駅を中心とした通運貨物ための内陸倉庫もあら

われてきている。このように発展したわが国の倉庫業は，大正15年末では業

者数で488社に達していた。

この時代でまた，特筆されることは法的な面での倉庫業制度が曲りなりに

も発足したことであるわすなわち，昭和10年に「倉庫業法」が制定されたこ

とである。これにより，これまでの自由営業であった倉庫業は，このうち，

主力を占める発券業者が主務官庁（当時は商工省〉の許可（発券許可〉を喪
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することとなった。当初の趣旨ないしはねらいは，証券の公信性の確保にあ

り，これが産業，金融経済に及ぼす影響を考癒してなされたものであった。

また，これと同時に料金その他の聞での規制も行なわれることとなった。

これを契機として倉庫業は，法的に公共的企業と認められ，公共的企業と

して発足をみせ，以来幾たびかの改正はあったが，これが今日まで及んでい

る。したがって，当時としては，この業法成立は画期的なことであり，大き

な変革でもあったものと思われる。なお，当時同法によって許可をうけたも

のは業者数で605に達していた。

このように発展してきた倉庫業にも問題はあった。それは主要港湾を拠点

としこれを背景と して大きく発展した大手倉庫業者とそれ以外の内陸業者と

の格差がはなはだしいことなどであった。さらに，港湾についても当時は施

設は不足であり，しかも今日のように機械設備も整っておらず，倉庫荷役を

含めた港湾荷役は封建的制度のもとで多くは人力によって行なわれていたこ

とである。

以上，戦前における倉庫業の発展を史的にとらえると，勿論内陸の倉庫も

あったが， 当時の外貿貨物という背景のもとで倉庫業の多くは港から発足

し，港の発展とともに歩んで、きたともいえる。同時に，これらの中で倉庫業

がはたした役割引土大きなものがある。

なお，戦前の倉庫面積はおよそ380万平方メ ートノレで、あった。

3,3 戦後の現代倉庫業への発展

この時代は，いわゆる戦後から今日までの時期である。いうまでもなくわ

が国は当時戦災による人的，物的損失はぼう大なものがあり，倉庫について

もまたその損失が大きし面積でおよそ 130万平方メ ートル（全体のおよそ

三分のーとみられる〉のものが焼失などによって失われた。とくに，港湾倉

庫においてはその被害が大きかった。また，終戦後は駐留軍の進駐により，

主要港湾施設はかなり接収され， また大手倉庫業者の中には財閥解体などに
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よる影響もかなりみられた。

この時期における倉庫業の特長を端的にいうならば，戦後のとくに近年の

l匂度成長を背景とした倉庫業の発展で、あり，同時にまたこれは転換期にある

倉庫業であるともいえる。

いまこれについて，項目別に述べると，まず戦11~－，戦後における倉庫業の

様相の変化であるが，①戦前の港湾倉庫企業の寡占的な様相から戦後はかな

り後退してきていることである。さらに，②過去において倉庫業の機能のー

っとしてかなり大きな役割りをもっていた証券発行 ・流通による信用機閥的

機能が，戦後においては大き く低下し， かわって流通機能（新しい意味の〉

が大きくクロ ーズアップされるようになったことである。
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つぎに，近年の変化と傾向についてみると，まず，①保管需要の増大によ

る倉庫規模のいちじるしい伸びがあげられよう。これを数字でみると，表－

lのとおりである。すなわち，最近の10年の伸びをみると，倉庫i市積で、およ

そ 2.1倍，残高数量 2.6倍，同金額4倍となっている。 （注，事業を行なっ

ている企業の数は昭和45年でおよそ 1,700を数える〉とくに42年以降の伸

びのいちじるしいものがみられる。つぎに，②立地的にみた場合，これまで

の港湾しかも 6大港港湾中心から，さらに内陸部とくに大都市周辺部への進

出がかなりみられてきたことである。やや古い資料ではあるが， 表－2によ

ると港湾倉庫の絶体数のウェ ート では43年で42%と現在でもまだかなりの比

災－2 立地別倉庫面積の推砂

I 40年 3月末 43年 9月末 40年3月末に対する

立地別
｜面積｜構成比 而積 ｜構成比 43年9月末の伸び率

.;;,,_m' % %｜ % 
港 事号 倉 3,196 44 3, 797 42 19 

I＇~ 陸 倉 庫 4,225 46 5,349 48 26 

郊外 倉庫 429 6 602 門 40 

内 ／｜ 幹線道路添倉庫 815 11 12 45 

1駅 頭 倉 庫 612 8 70 8 15 

訳 （市 街地倉席 2,399 32 2,863 31 19 

7,451 100 9, 146 100 23 

資料；運輸省

重をしめしているが40～43年の伸び率では， 19%t，高速道路添え倉庫の45

%，郊外倉庫の40%に比べかなり低くなっている。これは，港湾をも含めて

都市内における用地入手難，さらには土地価併の高騰などにもよるものであ

るが，同時に都市が過密化し，これがため倉庫立地が大きく都市閤へと拡大

しようとしている傾向によるものである。さらにつけ加えるならば，③最近

の特長と して倉庫業の協同化ないしは協業化の方向である。まだ，全体とし

てみた場合事業協同組合加入業者は20J6程度に過ぎないが，倉庫業の岡地倉
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庫化（現在，札l院，横浜本牧， 大阪東大阪， 東京京浜二区など

においてみられる〉とともにこれらは今後に課せられた問題でもあろう。

おわりに，現在わが国の倉庫業はかなりの多くの問題をかかえている。す

なわち，対海上コンテナの問題，倉庫における省力化の問題，流通の一環と

してのシステム化の問題，倉庫立地と企業採算の問題，米麦を中心とした内

陸倉庫業の問題，さ らに大きくは総合物流業への脱皮などの問題をかかえて

おり，いわば転換期にあるともいえる。なお，これらの問題提起さらには展

望については別の機会にゆずることとする。

（参考文献〕

住田正一

古田良一

東京都港湾局編
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東京港々史
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現下倉庫業をめく・る諸問題の調査Irr. ][ 
倉庫の立地に関する調査・研究
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太平洋戦争下における

港湾政策 の 意義

寺 谷武
（横浜市立大学〉

明

目次

1. ftしヵ：き
2. 海上輸送力の崩壊
3. 海運・港湾統制
4. 港湾、荷役力の緊急増強対策
5. 港湾行政の一元化
6. むすび

1. はしがき

今日港湾施設の増強・合理化が人々の話題にのぼり，港湾の担う重要性は

きわめて大きくなった。港湾の整備 ・拡充の要請は社会資本充実という大義

名分を得て，輸送力の増強が論ぜられるごとに，たえずとりあげられつづけ

てきた。しかし，日本資木主義の発展段階に応じて，港湾にたいする要請の

意義は当然のことながら異なる。今後の港湾問題を展望する場合，これまで

の港湾の演じた役割を正確に理解することから出発しなければならない。木

稿はそのような試みとして，港湾研究史上，空白をなす太平洋戦争下におけ

る港湾政策の意義を考察するものであるω。けだし，戦時下こそ，全輸送の

かなめといわれる港湾の脆弱性が白日のもとに暴露され，戦後の港湾のあり

方に教訓を与えたからにほかならない。

注 (1) 本稿は，拙稿「戦H寺下港湾対策の意義」 『横浜市立大学論議』 社会科学系列
第14巻2号（昭和38年3月〕を一部削除加筆したものである。

2. 海上輸送力の崩壊

日中戦争以来，日本は急激に軍需生産を拡大しつL，太平洋戦争へ突入し

たがp 生産力や資源において格段と劣る日本が大消耗戦に耐えるために，あ



198 A斗ι作戦争Fにおける洛的政策の：言、義

らゆるものを戦力へ結集する体制を強化しなければならなかった。基本的原

材料のほとんどを，海外に依存していた日本の軍需産業にとって，太平洋戦

争は対第三国貿易の完全な喪失を怠味するから， 受けた打撃は甚大であっ

た。いきおし、円ブロックや占領地域のいわゆる「東亜共栄圏」の内部で，必

要物資の調達をよぎなくされ，日本の軍需生産はこれらの地域からの海上輸

送力に全両的に左右されるにいたった。日本の戦力は素材的にみれば，海上

輸送力の確保如何にか与っており，その崩壊は日木の戦時経済の崩壊に直結

するものであった。

「1941年から45年の日本以上に海運に依存していた国は，世界中にも殆ん

どなかった。 日本の産業活動も，そしてまた食粗の供給も，i仮外からと 日本

諸島聞の一定した海上輸送に依存していた。戦争当初においてさえ日本の所

有する商船隊は，その経済の需要と太平洋地域における軍隊補給の要請を満

たすにも不充分だった。それがアメリ カ合衆国の反攻で，船舶の喪失量は新

造船を上廻るにいたったから，戦初からの船舶不足は一層重大な問題となっ

た。海運の悪化が，日本の戦時経済のあらゆる而に危機的影響をひきおこし

たω。」

「アメリ カ合衆国戦略爆撃調査団」の報告は，以上のように，海上輸送力

が日木経済に占める意義を簡潔明確に把握している。 緒戦の勝利もつかの

ま，昭和18年2月ガダノレカナノレ島の敗退以来，陸海軍が直接の作戦輸送用に

争って船舶を徴用したことや，連合軍の反攻の前に，日本の物資輸送用船舶

は激減し，南方占領地よりの海上輸送が円滑を欠くようになると，物資動員

計画はたてられなくなった。 19年の半ばにはアメリカの空軍，潜水般による

海上封鎖は内地沿岸：および，満州、｜朝鮮ーからの輸送すら困難となるにいたり，日

本の海上輸送力は麻庫状態におちいった。原料の輸入は激減し，さらにはまっ

たく途絶したので，軍需生産額の増加｜は不可能となり基礎産業の基盤は潰滅

し，ストックのl食いつぶしによって数か月間戦力を維持しえたにすぎず，沖

縄戦の頃には抗戦の経済的基礎は壊滅していた。
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アメリカが日本商船隊を大量に撃沈し，壊滅せしめたのちは，タ ーミナノレ

である港湾に攻撃を向け，あわせて海上輸送力の徹底的破壊をめざした。そ

の実情を具体的にみると，開戦直前日本海運は 630万 トンの船腹を保有し，

イギリス，アメリカにつぐ世界第3位の実力を誇っていたが，新造船の増加

にもかLわらず，17年11月 600万トンを割り， 18年12月 500万トン，19年3

月 400万トン，同10月 300万 トン， 20年4月 200万トンとつぎつぎに急テン

ポで大台を割るにいたった∞。昭和20年6月以降， 「日本の商船隊は，その

数が著しく減っており，港湾施設はその能力の何分のーしか利用されていな

かったに拘らず，対船攻撃の半分以上，そして全攻撃企図の9%が港湾施設

に向けられていることが注目されるく円。敗戦時には，商船隊は 120万トン

に減少し，その大部分が戦時標準船型の低性能船より成り，外航堪航性をも

っ船舶は審々とし，さらに主要港湾は大きな被害を蒙り，利用は極度に制約

されたのであるO

戦時輸送力増強対策の一環として打ち出されてくる港湾政策は，前述のご

とき日本経済の存立的基織である海上輸送力の崩壊過程において，みずから

の存在理由を明らかにしてくるのである。

注 (1) 正木千冬訳『日本戦争経済の崩桜』 1950年， 84ベージ。
(2) 同上， 52ベージ。
(3) 同上， 80ベージ。
対船舶攻麟1287の内訳は，船舶 629隻，港湾 640箇所，海軍施設18箇所であ
る。港湾I箇所と船舶1隻を同じレベノレで、計算しているので．港湾攻撃が全；吹
般企図の 9%と割合は低いが，港湾 640箇所という数字の実質的意味を想起す
れば驚くべき打撃であろう。

3. 海運・港湾統制

日中戦争後，海運 ・港湾統制は海ri次強化されたが，その過程を述べよう。

昭和15年 1月， 「海運統制令」が公布された。政府は配船の合理化，運航の

能率化をはかるため船舶の貸借および委托を命じえることとし，外国船の傭

船を許可制とした。さらに泌上輸送の［1fij端における港湾荷役を促進するべく

的主 ・的役詰負業に命令を発する旨規定した。これは運航能率の向上が港湾
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荷役力の増強にまたねばならぬことを意味し， のちの 「港湾運送業等統制

令」の萌芽をなした。同年9月「海運統制国策要項」が成立し，国家の介

入が一段と深まった。政府はみずから輸入計画と配船とを管理・決定し傭船

料を公定することになった。そのため政府機構を拡充し逓信省管船局を8課

より11課へ増加させ，のちの海務院設立への態勢を整えた。同時に「要項J

に付属して 「海運統制強化実施要領」が発表され，その末頃に機帆船その他

の統制を規定し， 「荷役力ノ向上ヲ図ルト共ニ其ノ関係事業タノレ鮮業荷役請

負業海陸連絡等ノ強力ナノレ統制ヲ行フ」との港湾運送業統制の意志を明らか

にしTこ。

このように海運統制は進展したが，港湾対策は港湾荷役の向上ないしはそ

の関連事業の統制としてあ、らわれたにとどまった。翌日年2月， 「交通政策

要綱」は，交通全体系の総合的統制を目的として公布されたが，ここに

はじめて「港湾問題が正面より解決の組上に上らされたω」。交通施設の整

備拡充の一環として「各港湾ノ使命ニ応ジ，重点的ニ諸施設ノ整備拡充」が

図られ，港湾能力の増強に関しては臨港鉄道その他水陸連絡設備，倉庫・保管

施設，荷役能力についてはとくに貯船の増備・荷役の機械化と荷役労務者の

確保に努力することが規定された。 さらには交通統制の運用を促進するた

め，港湾荷役業の総合的統制へ向うようになり，逓信省は全国主要港におけ

る港湾運送業者統制の具体化に着手した。かくて16年9月17日，「港湾運送事

業等統制令」が公布された。当局談の「理由」によれば， 「現下ノ逼迫セノレ

船腹状況ニ対処シ，船舶運航能率上至大ノ関係ヲ有スル港湾荷役力ノ統制ヲ

強化スノレト共ニ其ノ経営機構ニ根本的刷新改善ヲ加へ以テ如何ナル事態ニモ

対応シ得／レカ攻口キ港湾ノ総動員態勢ヲ早急整備シ置クノ要ア リω」とうたい

すでに来るべき戦争に備えた。従来港湾運送業は，錯綜する業態の下に群小

業者が乱立し設備の重複，作業の無統制など非能率な点が多かったゆえ，本

令の主目的は港湾運送業の一元的運営を行うための港湾作業会社を各港別に

設立し，港湾荷役力の最高度発揮を狙うことであった~ 17年の秋頃には後述
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する「港湾荷役増強対策」の急速な実施に対応するため，その設立を急ぎ同

年末には46社が設立完了，その総資本金は2億8678万円に達し，全国的にほ

ぼ完成したω。

政府は太平洋戦争突入まもない12月19日，海陸交通行政を強化すべく海務

院を創設し，海事行政を統合して臨戦体制を打ちたてた。船舶・造船・船員

にわたる全面的国家管理にともない海務行政機構の拡大強化をはかるため，

逓信省管船局を外局に改組し海務院となし， 5部21課を設けた。その地方組

織として海事部と大蔵省税関港務部を合し5局6支局の海務局を主要港湾地

におき，強力な海運統制を実施し船舶の運航を国家管理する前衛たらしめ

た。また海務院は港湾行政については内務省土木局と緊密な提携を建前とし

た。 同院運航部港運課では港湾運送業およびその附随事業の監督・助成指

導，港湾作業の指導監督，船舶荷役施設の運用．海陸運輸の連絡等，港湾運

営に不可欠な重要事項が含まれていたコ他部の分掌事項中，港湾運営に密接

な事項を加えれば，海務院が戦時港湾運営で占める地位はきわめて広範なも

のとなっTこ。

戦前のわが国港湾政策は，内務省の築港を主とする土木行政と大蔵省によ

る関税行政が中核をなしていた。しかし戦争はこれらの行政に大きな変化を

もたらした。日本海運の使命と した「外貨獲得」 「航権の維持伸張」主義が

戦略重要物資輸送主義へ転換したため，関税行政の役割は後退しつづけた。

またすべての政策が戦力増強の一点を指向している以上，土木行政といえど

もその目的に役立つ港湾修築工事へと転じた。しかも戦時下の資材・ 労力の

制約下で、新規修築工事に多くを望めないとすれば，当然のことながら既存の

港湾施設の運営が，戦時港湾行政の前面に押し出されてきたのであった。そ

れゆえ海務院の設置は戦時港湾行政確立のシンボノレとみられ，さらには港湾

運営機構簡素化の中心をどこにおくべきかを解決する鍵を提供するともとわ

れたものであるω。

海務院は港湾運営上，多く期待されて発足したが， 現実は多難であった。
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すなわち17年5月企画院が中心となって逓信 ・鉄道両省協力のもとに，石炭

および重要物資の輸送状況調査に行政考査班を主要港に派遣したが，その報

告中にまたもや 「港湾諸機能の分裂に伴なう輸送障害」が指摘されたのであ

る。港湾における官有 ・民有諸施設〈岩壁・上屋 ・倉庫 ・荷揚場 ・クレーン

・専用線・その他の陸上諸施設〕の運営利用とこれらの行政機能および諸計

画は依然、として錯雑紛溝の状況にあり，そのため戦時輸送の維持増大に大き

な支障を与えるにいたった。企画院第6部海軍少将柴田弥一郎は，これらの

「｜経路突破」のためには官庁聞の板強いセクショナリズム打破を叫ばざるさ

えない始末であった。さらに柴田はわが国の港湾拡充論者が時局下実現不可

能な狼木的拡充整備を固執し，既存設備の活用による能率向上を考えないこ

とや，港湾の拡張には熱心で、あっても竣工後の運営には無関心であることを

批判した∞。この責任ある地位の高級官僚の発言に示されるように，港湾の

造築と運営は帯離し，港湾、の総合的運営は円滑を欠き， 「陥路」をなしてい

た。

さらに同年10月1仁！の定例次官会議で，陸軍次官木村兵太郎は東京港の荷

揚状況実情調査の結果を報告し， f¥ff揚関係労務対策の改善を要望した。これ

をうけて脅視庁は同月10日東京港入港船の運輸力を向上させるため， 管内の

署長を招集し「東京港湾沿岸荷役促進委員会」を設け，関係各署に以下のごと

き通牒を発した。すなわち沿岸荷役各署は各管内の滞船回数を極力減少せし

め回転率を向上させること，水上署は沖荷役の作業能率を増進させること，

労務供給業者 ・荷主方商を督励すること，荷役場を改善せしめること等であ

る。東京水上署はこの通牒にもとずきたどちに沖仲仕にたいする食続・潜 ・

地下足袋・軍手の配給円滑化と空貯の稼働督励に乗り出した（6)0 このように

海務院の分掌である港湾作業の「陪督」や「助成」も同院の行政能力ではー｜－

分に発揮されるまでにいたらず，軍部の助言や曾察の積極的な介入で補完さ

れなければならなかったので、ある。

注 (1) 足以l将玄『if止11~i·K&Urと海運itil策』昭荊116斗， 22ベー ジ。



太平洋戦争下における港湾政策の意義 203 

(2) 逓信省管船局『港湾運送事業統制関係綴』 （横浜市立大学図書館所蔵）昭和
16年。
(3）太田康平『戦時海運経済及び政策』昭和18年， 699ベージ。
(4)(6）保坂順一「港湾荷役噌強論」 『港湾』 20巻l号，昭和17年。
(5) 柴田弥一郎「陸路突破」 『港湾』 20巻10号， H百和17年。

4. 港湾荷役力の緊急増強対策

日木の戦時－経済の帰趨は海上輸送力の増強にかLり，戦局悪化につれ海上

輸送力の確保はいよいよ焦眉の急となった。それはまさしく船腹量に比例す

るものであり，増強には大別して二方策があった。すなわち船腹の「絶対的増

加l」と「相対的増加」であるω。 「絶対的増加」とは新規造船もしくは外国

船の傭入 ・購入による船腹の絶対量増加をいう。まず新規造船について述べ

よう。政府は17年5月計画造船政策を確立し，戦時標準船型を定め，これを

強制的に採用せしめた3 そして客船等の特殊のものをのぞくほかは，戦標船

以外の船舶建造を許可しなかったのである。この船型統制により，船舶設計

は不要となり速力や耐久力を犠牲にして， 工程はいちじるしく単純化され

た。このような大量生産の標準船の性能低下は，一方では戦時国策の要望す

る船舶の増産を容易にしたが，他方では爆撃， 雷撃に対する抵抗力を大きく

弱め，喪失率をいっそうひどくした。連合国の海 ・空軍に片っばしから撃沈

され，喪失量が新規建造量を上廻るようになったこと， さらには原料， 資

材，労力の決定的不足等に制約されて，竣工は遅延するようになったことな

ど，絶対量の増加には限度があった。なかんずく鋼材不足から，銅船の建造

は頭打ちとなり，性能のおとる木造船の建造へ向わざるをえず，これらは大

洋に就航させ，軍需輸送を維持する船と しての効果は望めるものではなかっ

た。こうして船腹の量のみならず，質も減少低下をまぬがれなかった。つぎ

に外国船の傭入 ・購入による「絶対的増加｜」も，第二次大戦勃発後，欧州、｜・

地中海が交戦区域になると，交戦国は船腹不足に対処して，自国船を極東地

域から引揚げたから，新規購入の余地も少なくなった。ついで太平洋戦争後

は，世界が戦乱にまきこまれ，わずかな中立国よりの傭 ・購入はまったくの



201 太平洋戦争下における港湾政策の意義

ぞめなくなったのである。

このように，船腹の新規獲得による「絶対的増加」に一定の限度があるな

らば，El木にとって残された方法は． 「相対的増加」以外にはあり えなかっ

た。 「相対的増加」とは現有船舶の回転を最大限に早め，運航能率を増進す

ることによって，船腹量を「相対的」に増加せしめる，いわば「消極的」な

意味の増加｜策である J 現有船舶の回転を早めることは，船舶の航海度数の胤t

大を意味しており，それだけ輸送量が増大することであって，船腹を増加す

るのと同一の効果を生ずる。その方法としては航海時間および碇泊時間の短

縮がある（2》。能率的な航路の採用，もしくは速力の増大により，航海l時間を

短縮し，もって航海度数を増加することは，平時においては可能であるが，

戦時においては容易ではないο なぜならば戦時下では船団組織， 夜間航行

中止， 危険区域迂回，ジグザグ航海等をするから，船舶の有する速度を十分

に発揮し，かつ能率的な航路を通過することは実行不可能なことが多く，し

たがって航海時聞は平時に比して延長されるのが通例であるからであり，こ

の方法による運航能率の増強は期し難い。

それゆえ残る方法は碇泊時間，すなわち， 「航海に従事しない｜時間」の短

縮であり，これは「港湾の碇泊時間」の問題である。港湾においては貨物の

積卸，旅客の乗降， 燃料， 食料 ・飲料水の積込書事一定の碇泊尚一聞を要する

が，これを短縮することにより，船舶の航海に従事するl時聞を増大しうる。

この碇泊l時間の短縮も，戦時においては，船団航海による港湾作業の同時的

ii樹此港湾労働者の不足により，必ずしも容易とはいえないが，航海時間の

短縮が以上述べたごと く，本質的に不可能にちかいとすれば，港湾における

碇泊l時間短縮は，あらゆる方策を用いても実行せねばならなくなってくるの

である。しかも，碇泊｜時聞を短縮しうるもっとも大きな要素は，港湾荷役力

がになっているから， その増強が， 伺よりも要請されるようになるのであ

る。かくて，戦時下の港湾政策が，港湾における碇泊時間短縮をねらって，

港湾荷役力の増強策に集中的に向って，重点を集中してくるのは必然、的であ
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った。当時の責任者の 1人である海務院次長 ・安田丈助は，つぎのように述

べている。 「現在わが国の船舶稼行日数は 330日であるが，その中の過半数

約 180日は港に碇泊して貨物の揚積に費される 日数である。故にこの日数を

幾分でも少くすることにより，1片の鉄も 1木のハンマーも要せずしてそれ

だけの船腹を増加しうることになる。 即ちこの港内碇泊時聞を，かりに 1害I]

だけ短縮したとすれば，それはただちに数十万頓の船腹士制11にひとしい」 と

すら断言し，かLる方法こそが「わが国に残された唯一の輸送力増強手段」

であり，それはか与って 「港湾荷役の促進にあるω」と結論した。海上輸送

力増強のためには， たんに船舶を増加するのみならず， 荷役能率を増強し

て，船舶の港湾における背任船日数を短縮し， 木船速発QuickDispatchによ

り，運航回転率を図らねばならない。すでに運航の一元化， 計画造船，運航

能率の向上，陸運増強，港湾作業の統制， 等々により海上輸送の増強を促進

したが， いよいよ， 残された最後の船腹稔出の領域である 「港湾荷役の促

進Jへ全力を傾けざるをえなかったので、ある。

かくて政府は企画院に設置した 「戦時輸送委員会」において港湾荷役増強

方策を根本的に検討したすえ，17年12月10日 「戦時港湾荷役力の緊急増強

対策Jを国策として閣議で決定し， 木格的対策にのりだした。 17年12月1El 

から18年3月31日までの「港湾荷役増強期間」を設置し， 志気の昂揚，能率

競技の実施を行なう ことも，あわせて決めた。 「木増強対策」は，稼動船腹

の積極的捻出をなすため，主要港における荷役能率の5割引上を目標と し，

実施にさいしては，港湾の設備，気侯，物資動員計画等により，各港湾の事

情を異にするので，つぎのごとく定めた（4）。すなわち，東京 ・横浜 ・名古屋

・大阪 ・神戸 ・関門・ 八幡の各港は5割引上げ，小樽 ・室｜荊 ・釧路 ・留別 ・

新潟の各港は，冬期の機械荷役能力を考慮して，冬期2割，夏期5割引上げ

を目標に， とくに石炭積出し設備の建設 ・修理を促進することにした。 敦

賀 ・伏木 ・船川の裏臼本所在港は，3割引上げと し， 京浜向け北海道 ・棒太

炭の裏目；本増送に応じて，荷揚，貯炭能力の増強に必要な緊急措置を論じる
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ことにした。政府の対象港は以上であるが，上記以外の諸港についても，右

に準じて必要な措置をとることにした。

「緊急増強対策」の根幹は，労務者 ・設備 ・作業制度 ・業者の4つにおか

れた。以下各々について簡単に述べる。労務者対策は，要員確保をなにより

の目的とした。8割まで人力に依存するといわれる荷役作業においては，労

務者の不足はただちに港湾荷役の低下を意味するからであるべ港湾労働者の

応召 ・徴用・ 高賃金の軍需工場への転業，新規募集の困難等が，絶対数の不

足をもたらしたうえ，熟練労働者の減少は当然、質の低下をきたし， 稼働率は

おちる一方であった。国内で・新規に動員する余力がないので，中国人労働者

の移入も考えられたが，すでに彼等を運ぶ船腹稔出が困難となっていた。作

虜の使役は，京浜港で試験的に一部実施に移された。勤労報国隊の出動もの

ぞまれたが，荷役労働の性質上特殊な技術と経験を要するので効果にとぼし

かったコそこで既存労働力の能率向上をはかつて，必要な措置をとることと

した、米 ・酒 ・煙草などの食糧および地下足袋 ・石鹸・ゴム長靴 ・軍手 ・作

業衣 ・ズボンなど作業用必需物資を稼働日数の多いものに特配し，稼働率の

上昇をねらった。労働者の早出や夜荷役を強行して，荷役時聞を延長した。

午前711寺より午後411寺までの労働時聞を朝 1時間早めるとともに夕方 51時ーま

でのばし，これに夜荷役をlJllえた。 1El 10数間の労働は，恒久的に継続できな

いので，夜間照明の土首設，夜食用食料の増配等，夜荷役実行施設の拡充をは

かり交替制を行なうことにしたコ賃金については， 「賃金統制令」による公

定賃金では作業能率が害されるので，特別措置を講じ，これを出来高払制と

して，各人の労働量にみあう賃金を払う制度をとり，基本給を決定し，定量

以上は出米高払制を実施することになった。すでに笑施されていた「炭坑労

働者賃金督励措置」と軌をーにするもので，これに能率奨励金を交付して，

標準荷役能率5割引上げの刺戟となしたのである。

つぎに設備対策であるが，揚場の集約整理と荷役機械の緊急整備が主要な

ものであった。前者についてみると， 従来， 揚場は個人または団体の所有
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で，その聞に融通が行なわれなかったのを集約整理し全面的に利用しうる機

構をつくり，船舶運営上の能率化をはかることである。すでに17年10月， 港

務協議会にはかり，各港ごとに調査して，整理計画をたてさせていた。後者

については，荷役量の8割が沖どり状態で輸送船団入港などの荷役量の集中

的処理に対応できないので， 起重機， コンベヤーの整備をはかることであ

る。これも，資材不足で速急の実現は困難であった。ついで作業制度の改善

は，総揚制の実施を中心とするつぎの項目である。（イ）荷主の直貯の制限およ

び廃止を主限として，貨物の荷受 ・船積方法を改善する。（ロ）船内・廻漕 ・｜崎

錫の業者を統合一貫する。船側波を廃止し，総揚制を断行する。そして，貨

物荷渡方法を改善する。（ゆ貨物の検量，検数の迅速化コ伺倉庫，上屋の拡充

により，倉昨使用をなくし， 貯辞任船を防止する。（ホ）長距離陣地間輸送を制限

することにより陸連に転化し，港内運航の船数を増加1させるO 付護送船｜司等

の船舶動静通報連絡の迅速化で、ある。

業者にたいしては港湾運送業の統合を急速に完了して，以上の方策実施の

中核体たらしめようと した。政府のこれらの行－政措置により，企業の採算を

いちじるしく悪化せしめた場合は，その経済的負担につき，適当な財政措置

を考慮することになった。これは，戦時下船舶の不足ならび7こ集問護送制の

実施にともない，港湾、荷役の波動性が大きくなり， 業者が労働者の常時保有

が困難となったので，集団入港の多い港湾荷役業者をして，経済的負担を軽

からしめんためで、ある。さらに木方策遂行のため，海務官を和，，戸，横浜，大

阪，門司．新潟，室蘭，敦賀に配置し，万全を期したっ

ところで政府が， 実施方策の一項に「荷役機械の緊急整備」を加えたの

は，港湾に対する認識を深めたと，評価できょう。港湾荷役ほど機械力が要

請されながら，実状は生身の人力により機械力を無視している作業はなかっ

たからである。しかしながら，戦時輸送のかなめである港湾荷役にたいし，

戦局のまっただなかで， 「荷役機械の緊急整備」を，はからねばならぬこと

は，日本の港湾荷役の前近代的なまま放置されていた矛盾が露呈されたこと



208 太平洋戦争下における港湾政策の意義

を意味している。港湾荷役力増強に闘し，政府が具体に動きだしたのは，17

年5月逓信省が「官民懇談会Jを木省において開催したこと，さらに同じこ

ろ企画院主催で，関係官庁共同の督励班を全国主要港湾に特派したのがはじ

めである。当時ですら，遅きに失した感があるにかかわらずω，その後半年

をへて，ょうやくここまで至るは何としても「対策」の遅い憾みを免れなか

った。 「緊急増強対策」で政府が力を入れ，効果を期待している港湾労働者

の要員確保 ・能率向上にしても，同様の優遇措置が炭坑における坑夫確保の

ため，すでに3年前より実施されることをみても，同断である。海務院は，

以上の「増強対策」にもとずき，荷役能力の強化拡充と計画的重点的荷役の

徹底をはかり，わが国、港湾荷役の難民lを切抜けようとした。 「港湾運送業等

統制令」により，各港－5511に作業会社が設立され， 一元的運営機構が確立さ

れた後は， 海務院の命令は全国のすみずみまで行きわたると考えたのであ

る（6）。このように「港湾荷役の緊急消強対策Jは，この段階における港湾刈

策の根幹をなすものであり，さらに，民間側の港湾荷役研究機関として，

「港湾荷役改善協会」が，海務院の手で，主要港に設立され，官民両者の荷役

改善への体制は完成された。

これまでに主要港において，随時開催された 「荷役治強会議」の延時間，

出席延人員は莫大なものというべきであった。緊迫した戦時下，官民の叡智

を結集した諸会議がひんぱんに行なわれ，それに呼応して政府の諸対策がつ

ぎつぎに実施されたのであるから，諸対策はすでに出尽しており当然に荷役

能率は向上するはずであった。しかるに現実の荷役能率は，一片の法令，運

送関係機構の統合だけで，向上するものではなかった‘ 「徒らに会議多くし

て効少し（7）」と評されるありさまであった。諸施策のうち，効果を収めたもの

もあったcたとえば，大阪港では，荷役労務者の確保のため，米 ・酒 ・タバ

コ， 作業衣を稼働率に応じて特配し， あるいは基本給外に支出の能率奨励

金，宿泊 ・医療などの共済厚生施設として， 「港湾、荷役改善協会Jを設けた

ことなどである、このほか港湾労務者の吸収策としてはp港頭に沖仲仕寄場
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をはじめ，これに付属する共同浴場，港愛病院等，厚生施設を充実したこと

もあげられるω。

東京港では，警視庁が荷役地強に必要な労務者の確保に熱意を示し，都よ

り所有建物の提供をも とめ，これを「港湾荷役突撃隊」宿舎等として使用し

たっ18年4月，財団法人「東京港湾荷役改善協会」が設立され，港湾労務者

の宿泊所，食堂，診療所の経営にあたった問。かように，諸港でも増強対策

のーっとして，港湾労務者の福利施設の充実が図られたのである。

しかし，これらの厚生施設で，港湾労務者を港につなぎとめることはで、き

なかった。軍需工場の高賃金に魅せられて，港湾への「優先割当」に定着す

る労務者は， ほとんどなく， これが確保は思うにまかせなかったJ たとえ

ば，大阪港では，「労務供給事業規則」により，「自由労務者供給事業組合」

が設けられ，雇主はこの組合を通じて，アンコー （日傭労働者〉を使うこと

になっていたが，常｛腐者援みの労務手帳をもたず，ただ組合の登録票で、就労

契約が成り立つ仕組みで何らの保証もなく，彼らをヤミ労働市場へ走らせ，

移動に拍車をかけるのみであった(10）。 港湾には高賃金の軍需工場からハジ

き出された老令者や浮虜 ・不熟練アンコーなど， 機械一つ動かせ向者が多

く，量 ・質ともに港湾労働力の低下を招いたのである（！～ 19年に入って，

敵機による木土空襲も必至となり，建物疎開が速かに進められ， 、港湾、労務者

は，臨港地を遠くはなれた地より，通勤 ・就労するのやむなきにいたり，時

局下，とくに要請されていた荷役力の強化を阻むよ うになった(12）。

港湾荷役の機械化についてみると，日本の主要港では，戦前民間企業者に

おいても，起重機設備をもつものが多く，専用荷揚場には，大型起重機が設

置されると ころが多かった。 しかるに，河川， 運河をみると，揚浜では府船

と護岸の聞に歩板を渡し，人夫が天秤棒を肩に往復しており，また荷役設備

の不備から灯、船が倉庫代りにつかわれるという倉貯が多分にあった したが

って，港湾全体と しては荷役設備の近代化には遠かった。これは従来労働力

が過剰であり，it§.重機を設備しようとするさい，労務同体から強い反撃にあ
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ったことや，荷役の機械化に踏み切らないことが，一面で失業救済の役割を

はたしていたからである。 ところが戦時下ではこれが大きなガンともなっ

たコ戦時下の船貨の大部分は石炭が占め，石炭荷役用の設備不足は船舶の運

航能率にかかわるので，急、ぎ増備する必要があった。そこで荷役機械の動員

や配置転換 ・新設に力を注いだが，新設に要する資材が一般民需物資と同一

扱いをうけて資材入手が容易で、なかった。 19年度に入って「物資動員計画」

により，はじめて優先割当されることになったが，時すでに遅きに失するも

のがあり，結局荷役の機械化も掛声だけに終った感が深かった（13）。

政府は，港湾、作業会社の一元統合に並行して，前述のごとく「荷役増強対

策」をつぎつぎに打出し， 部分的な成果をあげたが， 全体としては’宵僚の

「作文行政」におわり成功したとはいえなかった。たとえば，昭和19年に政

府の責任者である鉄道総局長官・堀木鎌三は， 船団輸送が間歌的であるこ

ι港湾機械設備の不完備なことなどで，沿岸荷役能力において， 4書ljから
6害I］減じていることを指摘し， 港湾の能率をあげるにはあいかわらず 「労

務」と 「機械設備」の障害を克服せねばならないことを認めている（14）。 か

くのごとく， 「港湾荷役力の増強」は，戦争末期にいたるまで，つねに新し

い問題であり，そして根木的に解決をみるにいたらなかった。これは荷役能

率を左右する因子が他に無数にあって，悪条件，悪循環を形成するため，荷

役力低下の真因が捕捉しがたいからである J 客観的にみれば荷役力低下の原

因は， 現象的には戦時下不可避の人13~ ・ 物的施設の絶対的不足であろう。 仲

仕・ 鮮 ・船夫の不足，fiJ字修理資材， 曳船燃料 ・荷役用具 ・トラック ・鉄道貨

車の不足または不円滑，上屋倉庫，その他置場の不足ないし回転率の低下，

港湾労務者への食糧および作業衣類配給制度と賃金制度の不備，配船計画の

不備等枚挙にいとまがない。これらの原因は悪連鎖をなし，悪循環をつくっ

ていた。

さらに港湾を所管する官庁行政が複雑なため，あい交錯しますます荷役力

増強を難しくした。 「港湾作業行政」の繁雑さの一例をあげるとp 荷役に必
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要なロ ープ類の入手にはまず港湾作業統制会社，つぎにそれを統制する海務

院，さらに資材配給を統制する商工省、の許可を要L，当座の急には役立たな

い。また営業倉庫の回転率を高めんとしても，営業聞は商工省、の監督，内容

物の搬入出 ・保管のうち， 米は農林省、， 台湾 ・朝鮮両総督府， 砂糖は大蔵

省，台湾総督府，洋紙類は商工省、の管轄であり，労務では沖仲仕1人でも，

その作業は海務院，賃金 ・福手IJ・厚生等は厚生省の所管であり，諸官庁の監

督に束縛されて，倉庫会社の自主性を発揮する余地 はないという具合であ

る(15)。

荷役力増強の迅速化のため，その障害除去が要求される時機に，官庁にお

ける機構機能が， これに十分即応しえない所に， 荷役力低下の主因があっ

た。民間においては，各地に港運会社の設立準備がすすめられ，港運業者の

再編成統ーにより港湾業務の作業形態に大きな変化が生じようとしていると

き，それに対応する行政機構の複雑時岐は，木末嗣倒であり，大きな障害を

なすものであ•＂tこ〈ω。

注 （1) この 2方策の考え方は当H寺の論著に放見される。たとえば前抱尾関将玄『ljjk

！時経済と瓶運国策」 349ページ。 「絶対的」「相対的」の語の代りに n買極的」
対策． 「消極的」対策とする使用法もあるが内容は同一である。たとえば保坂
順一「我国海運の変貌と港湾」 （上〕 『港湾』 20巻4号。後年になると船舶の
「税廠的J稔出の名のもとに， 「相対的」地加をはかる使用法（注4の安田論
文はその一例〉がI±＼てくるので，オミ稿では混乱を避けるためfJiJ者の語法を使用
しf.::.o
(2) fJljj'＆）太田康平『現代海運経済及び政策J636ー7ベージ。
(3Xi±X6）安田丈以J「I［災l時港湾荷役カの緊急以＇ iil1対策」 『港湾』 21巻1号，昭和118

年。
(5) IJ日戦前より運航能率向上の前提と して荷役カの治強をJI昌えている論者は多
い。たとえば八木常三郎「:i;J1：変下の泌が5の丞要性」『港湾』 18巻1号昭和15年．
八回嘉明「東亜共栄｜習の確立と港湾の使命」 『港湾』 19巻l号｜昭和16i't三，川」二
胤三「港湾荷役の新体制j 『港湾』 19巻9号l昭和16年，開戦後のものに保坂順
一「我国海運の変貌と港湾 I（寸1）『港湾』 20巻5号昭和17年。
(7）保坂II煩ー「港湾荷役以：強論」 『港湾』 20巻12号。
(8))0) 『大阪港史』第2宅金｜昭和36年， 614ベージ。

(9) 『東京港史』昭和37年， 222ベージ。
01))2)13）前倒『大阪港史』第2巻 606ベージ，236ベージ，374ベージ。

¥14) 痢木鎌三「変貌せる港湾の諸問題と泌湾行政」 『港湾』 22巻9号 H自利10年

~5) 保坂順一「港湾荷役j判明論」『泌湾~ 20巻12号 昭和117年
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制 市川数造「浴湾行政のー冗化と泌許可施設の重点的拡張」 『戸占的』 20巻10号，
np,和17年

5. 港湾行政の一元化

戦前における日本の港湾開発 ・管理制度は， 「港湾国有の原則」 にもとず

いて運営されていた。港湾は国の公物であり，港湾、を開発 ・管理する主体

は国であったっ横浜ーや神戸のごとき重要な港は，大部分が国家資金により築

造され国の機闘が管理してきた。港湾の修築がすLみ施設も多種にわたって

くると，国が管理の主体であるという考え方にも変化を生じ施設を造った

ものが管理するというように，一つの港湾において施設ごとに管理者が存在

するにいたり管理関係が複雑になった。さらに港湾を場とする行政は，関係

行政官庁がそれぞれの必要から分掌していわゆる縦割りが貫ぬかれた。した

がって港湾管理 ・運営については統一的な基本法は制定されるにいたらず，

港湾にたいする法律 ・命令 ・通牒等は必要に応じてその都度断片的に発布さ

れ， きわめて多くの法令が併存のまま戦争を迎えたため混乱をきわめてい

た。それゆえ港湾管理はつぎのごとく多くの官庁に縦割りの形態で分属した

のである。すなわち築造改修等の土木関係と各種港内取締 ・水面使用等の警

察関係は内務省，労務 ・衛生関係は厚生省，関税 ・上屋倉庫 ・物揚場につい

ては大蔵省，海運業 ・港湾運送業に関して逓信省 海上軍事 ・に関しては海

軍省陸軍省、というわけである。

このように港湾行政機構の不統一性は，各般の行政機構中，最たるものと

いわれ，文部省以外の各省、が大なり小なりそれぞれ発言権をもっていて乱雑

なことは他に類例をみない。港湾監督行政が幅湊するため，各省、が同一港湾

内において別個の監督権を振い，そのため港湾運営に障害を与え，ひいては

港湾荷役停滞の大きな原因となったことは前述したとおりである。

されば昭和17年10月8日の定例次官会議で，手島逓信次官が港湾荷役の対

策につき詳細な説明をおこなったさい，各次官から根本的措置として港湾行
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政の一元化が要望されるにいたったり現行の港湾行政は一貫性に欠け混乱し

ているので業務能率を低下させ荷役促進を阻害するため，再検討をくわえ一

元化をはかるべく新措置を誹じ，戦時輸送の増強助長対策が実行されるはこ

びとなったω。

その第l弾として18年3月24日，地方長官をして港湾行政を総合せしめる

「港湾行政の運営に関する応急措置の件」が発表されたのである。 「重要物

資の生産拡充のため，港湾運営力を増強し，特に滞貨の根絶を計ること，最

も喫緊の要務なるに顧みJ，地方長官を中心として，港湾、の総合的運営をは

かるもので， 大要は以下のごときであったっ 首相の指定する港湾，すなわ

ち，門司・八幡 ・若松 ・戸畑 ・神戸 ・大阪 ・名古屋 ・横浜 ・東京の9港につ

き，重要軍需物資の生産拡充 ・主要食糧に関して必要あるときは，地方長官

は政府の旨をうけて，税関長 ・海務局長 ・鉄道局長 ・内務省土木出張所長等

の港湾現地機関に対し，港湾運営力増強」二，必要な指示を注しうることとな

った。地方長官を中心として，総合調整される主要事項は，海務局および税

関所管事項中，港湾輸送力撤強に関する事項，港湾諸施設の総合運営荷役｛乍

業 ・労務 ・港湾施設の築造等の諸行政であり，港湾現地各機関との緊密な連

絡をとり，前年設立の 「港湾荷役増強連絡委員会」 の活用により，実績をあ

げようとするものであった。政府はさきに港湾輸送力の強化こそ，戦力噌強

上の 「かぎ」として， 港湾荷役力増強の刷新に緊急措置を誹じたが，これは

ひっぱくせる戦局段階に即応して，各重要港湾所在府県知事に必要な指示権

を付与して， 重要港湾輸送力を高めようとしたのである。

この対策に対して，批判がなかったわけで‘はない。以上は， 「件名」に表

示されるごとく ，あくまで応急的措置にとどま り，恒久的なものではなかっ

た。 地方長官の指示権は官制によらず，現地機関のそれぞれの所属長官から

の訓令にもとずいてなされるが，地方長官が他系統機関に指示するゆえ，運

用上実効上，相当に円滑を欠く而があった。 指示権の対象事項も，港湾行政

の全面にわたるものでなく， fl:;、意、的なものに限られていることp 適用範囲も
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全国港湾でなく，特定港湾について施行されることなど，効果をあげるのに

十分とはいえなかった（2）。したがって，港湾行政の一元化にたいする理想的

措置とはみなしがたく ，戦争の長期化により荷役増強が緊迫すれば本格的な

一元的総合体制が要望されるのは必然、であった。港湾行政一元化への動きと

して，エポックをなしたといわれるが， 18年11月1日，鉄道 ・逓信両省、を廃

止し運輸通信省を新設したことである。当時，喫緊の要務である重要物資の

生産増強は，生産の計画と実行とを，統一的に遂行確保すべき軍需省の設立

決定により軌道に乗るにいたったが，物資動員計画の根底たる陸上 ・海上輸

送の一貫なくしては，計画生産は成り立たなし、J 陸運と海運の結節点は港湾

であるO これら三者が一貫性をもたず，いずれかー箇所に脆弱点があれば，輸

送は渋淵・し，全体の機能に影響を与え，いわゆる輸送の｜続路をもたらす。しか

るに前述のごとく，港湾施設は各省の所管にまたがっていて，とかく貨物の

動きの実情に即せず，輸送上の大｜続路をなしていた。そこで， 「戦力拡充の

基底たる海陸の総合輸送力を急速かつ徹底的に強化するJため，他省より税

関・倉庫 ・港湾 ・土木 ・港務等の港湾関係行政を移管し， 海運 ・陸運 ・港

湾三者に一貫性をもたし， 輸送の総合計画樹立ならびに運営が， 命令系統

の一元化により， 円滑化されることをねらい， もってこの院路を打開せん

とした。これが運輸通信省創設の意義であるω。かくて海務院は同省に吸収

され，海運総局が設置され，その港政課で港湾運営 ・港湾作業 ・臨港施設の

調査に関する事項が所管されたっ地方には，税関 ・海務局を合併し地方海運

局を設け， 船舶・ 港湾 ・関税事務まで一手に所管させた。 同省港湾局の管

理 ・計画 ・建設の3課で，港湾および臨港施設の管理，および建設改良 ・公

有水面の埋築と干拓 ・港湾計画 ・港湾工事の施行等の事項が所管された。

こうして，敵前転回ともいわれる運輸通信省の発足により，港湾運営に関

する行政権が，おおむね一官庁の権限に統合されたことは，港湾行政の一元化

に一歩前進したといえよう。しかしこれで問題がすべて解決されたわけで‘は

なかった。中央官庁においてこそ，ひとまず一元化されたが， 地方官庁にお
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いては，なお権限は海運局・都道府県 ・市の三者に分属せしめられていた。

さきの戦時行政特令により，地方長官へ政府の上級官庁における港湾行政が

委譲されながら，港湾の現地において直接に労務行政や港湾業者の指導にあ

たるべき下級官庁の職権は不統であった。地方長官の指示権と，新設の運輸

通信省の港湾行政部面で，競合することも生じ，目的どおりいかないことが

多かった 都府県と地方海運局との行政的連絡が不十分なため，同一問題に

対して，命令や協議が重複して行なわれ，港湾対策実施の新たな障害となっ

たコ ｜港湾荷役増強対策」がうちだされながらも，現場の労働者のための各

種の施設や給与を企画し実施する責任や，所管の調整や整然と行なわれず放

置され，時機を失するきらいがあったコ地方海運局支配下の海運報国会と府

県警察部管轄下の労務報国会とは，歩調が必ずしも一致しなかった。

地方総合行政官庁である都府県の強味は，国の行政の一部を分担しつつ，

それがもっ総合性にある したがって人・物とのつなりが， 複雑多岐にわた

る戦H寺下では，事項の遂行にあたって，都府県の発揮する総合性の妙味は大

きいといえる〉鉄道行政，船舶行政のごとく，都府県を越えてきわめて移動

性の強いものを除外すれば，都府県に総合して，いたずらに特別地方官庁を

設けぬことが能率的であり，混乱を防ぐものである。さきの重要港湾地域所

在の地方長官に，港湾運営力増強上必要な指示権を与え，総合的運営をはか

ったのもその意味であろう。戦局が悪化しつつある時期において，港湾荷役

改善の根本問題として，地方諸官庁聞の行政的運用面の現場における総合協

力が，緊急の要務としてさらにのぞまれる有様であった〈九このような地方

諸官庁聞の不統ーは，日本木土空襲が日常化すると，より深刻化してきた。

一例に港湾防空をあげよう。 「防空法」によれば，港湾防空の所管は，地方

海運局と地方庁の2つがあたった。前者の所管は防空笑施に必要な設備資材

の整備 ・偽装 ・分散疎開であり，後者は防空の実際活動を所管した。そのた

め，空襲被害時における防空活動において，海運局はタッチせず，地方庁が

直接担当したので，とかく平時の港湾運営業務と遊離するきらいがあった。
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しかし地方庁は港水域内の消防消火に吸々とする実情で，地方庁のみでは，

港湾防空の完壁を期しえなかった。 それゆえ， 輸送力増強上からはもちろ

ん，港湾防空体制確立のうえからも，地方官庁聞の港湾行政の統ーは絶対必

要であったコさらに中央の運輸通信省の所管についてなお検討すると，陸上

における港湾施設ならびに工作物件の防空業務は，海運総局ではなく港湾局

の担当であったコ同一省内でも 2分されていたから，それの一元化と，地方

における他省の所管事項との一元化の2つがのぞまれた。運輸通信省設立の

最大目的の 1つは前述のごとく港湾行政の一元化であったにかかわらず，戦

争末期の空襲激化の情勢に即応する防空上の見地からも，またもや港湾行政

の一元化が，要請されることになったのである。運輸通信省発足に当って，

海運総局内に， 「港務局」なるものを設けて，それと一切の港湾関係行政を

統合し，命令系統を一本にすべきであったという見解が生じるのも当然であ

った〈幻。

かように港湾行政の一元化は，戦時中を通じて，とくに大きな問題となっ

た。防空上の見地のみにとどまらず，当時もっとも困難視される港湾労務は

厚生省，港湾警察は地方庁，小型船舶用燃料ならびに労務者用特配物資は地

方庁，農j>,;fj務省に分管され，港湾行政の複雑共管制は依然、存続しており，所

見fjの綜合運営の万全を期しがたく，戦時機動化はいちじるしく制約されてい

たといえよう。

この時期に，注目すべき一元化への動きとして，終戦まじかに行なわれた

「港湾法案」について述べたい。 港湾行政一元化の裏付けとしての 「港湾

法Jの制定は， わが国多年の懸案であった。 運通省設立の意義も， 「港湾

法」制定により，いっそう効果が明らかとなるものであった。初代運輸通信

大臣八回嘉明は83議会で， 2代目大臣前回米蔵は86議会で，それぞれ「港湾、

法」制定の意志を明らかにし，事務当局に準備をすすめさせていた。しかる

に戦局の逼迫はなはだしく，議会の運営も極度に圧縮され，審議も最短期間

に縮少されるようになった。それゆえ提案も当面戦争の遂行に直接必要な最
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少限度にとどめられたため「港湾法」も提出されるにいたらず，陽の目を見

ることはできなかった。不提出の「港湾法」の内容は未発表であり明らかで

はないが，名称は「戦時港湾管理法案」といわれ，内容は抽象的であるが，

およそ次のごときものと考えられた。（1）戦時海運の機動性に対応し，港湾運

営の機動性を最高度に発揮するという能動的法案であったこと。 （2）戦時港湾

運営の国家性を明確化し， 強力な港湾運営の国家管理を内容とする0 (3）港湾

行政の一元化を意図し，地方海運局なども港務庁に改変して， 「港長」制度

を採用し， 複雑多岐な現行港台湾、行政を， 「、港長」 の下に集中一元化するこ

と〉 仏）防空上の見地からする給水倉庫の疎開や， 空襲被害の急速な復旧工

事，遊休施設の転活用， 等を迅速に実施しうるように，防空 ・防衛的要素を

ふくむもの。（5）港湾作業会社およひ、倉庫統制会社にたいする国家的性格の付

与，および両者の一体化をはかるための特別措置を規定したこと。

以上のごとき港湾の機動的管理ならびに運営に必要な戦時措置を，政府と

表裏一体化して急速に実施するための実施担当機関として，「港湾設備営団」

を設立することになっていた。資本金は政府全額出資の10億円を予定した。

この「法案」は重要港湾にたいして，運営上，国家が一元化に直接指導する

体制をつくり，政府の特別支配下におき，その使用運営も戦力増強不可欠の

重要物資の発着，十，，継を基準とする国家的見地から行なうものである。港湾

管理の意志決定機関としては，中央に運輸通信大臣を会長とする「港湾委員

会Jを， 地方には行政協議会長を会長とする「地方港湾管理委員会」を設置

する。運輸通信省内でも各局に分たれ，経済関係各省も関係をもっ複刺さを

減じ統一するため， 「港湾委員会」は，戦時港湾管理の最高意志決定機関と

し， 強力な権限をもたす。 地方港湾の管理運営の最高君、志決定機関として

は，中央のそれと同ーの機能をもっ， 「地方港湾管理委員会」の決定にもと

ずき，各港の現行港湾行政を集中化された 「港長」の手により，輸送力増強

の見地から，一元的に管理し国家的運営する体制を確立することとしたω。

このような「戦時港湾管理法案Jは，急速に解決を必要とされた諸問題に対
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する緊急措置であり，しかも戦局の最終段階に対応する根本対策であった。

当時一部海運 ・港湾関係者には，港湾の諸矛盾を一挙に解決するため，港湾

を 「軍管理」に移管すべきであるとの意見も撞頭していたほどである。

戦争末期になると，政府は事態捨収の最後の努力として20年5月，あまりに

膨大な機構とその複雑な運営をかかえこんだ運輸通信省から，通信部門を分

離し陸海輸送部門をもって新省へ再編成を行ない運輸省、と改めた。 地方にお

ける行政措置と しては，地方行政協議会々長を 「地方総監Jと名称，海運局

長を兼任せしめて，関係官公署にたいする指示権を付与した。 地方協議会々

長は知事が任命されたことから，知事が海運局長の権限をもつにいたり，戦

争末期の港湾海事にl訣jする事務を全而的に所管する方向にむかい， 港湾行政

の一元化の効果に期待をもたれたが，空襲の被害は港湾、諸施設にまでおよび

港湾の機能は破壊されつくしたまま，まもなく敗戦を迎えたので、ある3 この

ように中央 ・地方の港湾行政官庁を通じて行政機構の改革問題は，戦時機動

力発揮の必須条件をなしたが，結局は根木的な改革を実行しえず，行政力を

強力に発揮するまで、にはいたらなかったのであった。

注 （1）前賜太田康平『現代海運経済及び政策』 736ー7ベーシ。

(2) l践峨根達雄「前進した港湾行政の統一」 『港湾』 21巻5号， H話不1118年。
(3）東洋経済新報社『日木経済年惚』 llP,%日18年第4昭37-8ベージ。
(it）大達茂雄「港湾行政の一元化に就て」 『港湾』 22巻1号，昭和19年。
(5）猪口猛雄「空襲と港湾」 『港湾』 22巻11号，｜昭和19年。
(6) 掘卯太郎「戦時港湾管理法案の流産とその対策」 『海運』 3巻2号．木号は
昭和20年2月発行予定であったが，1:1配ならびに一部納入分を除いては戦災の
ため灰蛾に帰したため一般書店では発売されることなくおわり，同誌は以後戦
後の21年3月号刊行まで休刊した。きわめて流布部数の少ない本号を，東大経

済部研究室において利用しえた。

s.むすび

太平洋戦争は生産力のたたかいといわれ，軍需生産力の拡充はなによりも

優先的に遂行さるべき国家の絶対的要請であった。と同時にそれの不可欠は

前提をなすのは輸送の問題である。政府は生産力拡充を重視しながらそれを
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支えるべき輸送対策を軽視した憾みがあった。 「アメリカ戦略爆撃調査団」

の指摘するように，海上輸送力の十全な確保の見通しを欠いたまま，戦争に

突入し，ついに輸送の崩壊から生産もそごをきたし戦時経済は壊減の一途を

たどったのである。さらに一歩すLめて，海上輸送力の根幹をになう海運の

もつ重要性に比較すると，海陸交通の結節点である港湾にたいする政府の認

識は，きわめて浅かったことを指摘せねばならない。すなわち戦局の進展に

つれ所有船腹盆が急減し，海上輸送力が低下し，戦争遂行の｜経路となるにい

たって，はじめて港湾に注目し木船速発QuickDispatchにより船舶の回転

を早め運航能率の向上をはかる前提として，港湾設備の充実や機械化港湾荷

役力の増強が重視されるようになったのである。しかしながら「緊急対策」と

して望まれながらも，資材の絶対的不足やその他の諸要因のため意のごとく

ならず， 結局は港湾労務者の労働時間延長による労働強化のほか手段がな

く，それすらも熟練労働の流出により質の低下を招き，さらには労働者の絶

対量の不足という限界につきあたったので、ある。本船速発を企図した「港湾、

荷役力の増強対策」も，船腹量の「相対的J稔出を目的とする戦略的意味で

考慮されたのであって，敗戦後の今日これらの要望が港湾利用者側の経済的

採算を向上するという考え方から推進されていることと対比すればそれらの

もつ意義の差異は明白であろう。

また港湾問題の大きな障害をなす多元的行政の解消努力についても事情は

同様であり，今日のごとく港湾利用者側から行政サービスの改善を要求する

のとは異なり，戦時下の行政一元化は，港湾、の場の多岐にわたる行政を簡素

化し， もって港湾荷役増強をはかり，船舶の碇泊期闘を短縮し，運航能率を

向上させ，あくまでも船腹不足を「相対的」に緩和せんとする大きな戦時経

済的要請にもとずき実行されたものであった。

戦時中の港湾政策はこのように，戦争という経済外的要因に圧力をうけて

展開されたのであり，それゆえ港湾利用者不在の港湾において，軍部の要請

に対応することを，なによりの目的として笑行されようとした諸官’庁の対策
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は磁力性を欠き，一つの対策を行なえばつぎの院路が出現するありさまで，

机上プランは完全であっても作文にとどまり，現実は八方ふさがりで解決さ

れることがなかった。

戦局の悪化につれ，船腹量の「相対的」稔出の最後の領域をなした港湾へ

対する期待は高まらざるをえなかったが，現実の港湾諸能力とのギャップは

きわめて深刻なものがあり，その間隙をうずめるべく港湾諸対策がその都度

必要に迫まられ，つぎからつぎへ目まぐるしく打ち出されはしても，応急的

にして当座しのぎの段階にとどまり，恒久的にして一貫した線本的な方針は

ついに見られなかった。

それは港湾、を海上輸送力増強の「消極的」手段としてのみ把握しなかった

こと，もしくは海運の補完，または海運へ従属するものとしてしか認識しえ

なかったことの反映であり， 当然の帰結とみられた。今日港湾がたんなる平

面的なターミナノレの一端としてだけではなく，さ らに一歩すLめて交通 ・貿

易 ・産業等の結集された生産過程の一環として統一的に認識しようとしてい

る趨勢から観ずれば， 戦時下の港湾政策は顕著な対照をなすものといえよ

う。
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玉井克輔
（海上労働科学研究所）

主l 次

1. はしがき

2. 港湾における賃労働の成立・原始的蓄積

3. 原始的蓄積期の港湾労働者

4. 原始的蓄積期の仲仕組織・港湾荷役業

5. あとがき まとめと補逃をかねてー

1.はし が き

港湾において，日本資本主義の原始的蓄積期から国家独占資本主義の今日

に到るまで，一貫して変らないのは，その用役生産における日雇労働者への

依存である。港湾労働は実に日雇仲仕－El雇港湾労働者によって維持されて

きたといっても過言ではない。

にもかかわらず，正当な労使関係の外にあったかれらの歴史を知ることは，

きわめて困難である。隅谷三喜夫氏はその 「日本賃労働史論」のあとがきで，

資木の場合と異なって賃労働は自己の歴史について，殆んど何らの記録を残

していない，といっておられる。まさにその数少い記録のなかでも，封建的

労働組織の員ーとしての常用仲仕については，まだ何ほどかの根跡を認める

ことができるのは幸いであるが，日雇仲仕を知る道筋は，特に時代を逆上る

ほど仲仕以外の日雇や他の貧民層の中にまぎれており，判然しがたい。

しかしながら，港湾における賃労働の成立や港湾荷役業（仲仕組〉や海運業

の資本蓄積（荷役業はきわめて小規模〉に，主要な役割を果したと考えられる

かれら日雇仲仕に関しては，なお究明されると ころがあってもよいのではな
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いだろ うかコそのことは，ひいては常用仲仕や荷役業 （仲仕組〉の分析に役

立ちうるものであろう し またさらに，今日の港湾における生産構造，雇用

構造， 労資関係， 労働運動等を識る一つの有力な手がかりになるはずであ

る。

しかも港湾における賃労働や荷役業は産業資本や交通資木の確立，発展，

貿易の振興，戦争や労働運動などと密接有機的な関連の上に担えられるべき

であり，原蓄期においてはことさらにそれが要求される と考える。

木論はこう した問題意識になった日浅い日本港湾労働研究の一部であるわ

不十分な点もあり試論というよりもむしろ覚書きの域をでないかもしれな

い。大方の厳しい御批判をいただければ主主である。

2. 港湾における賃労働の成立・原始的蓄積

日本資本主義における産業資本の， 原始的蓄積のための賃労働者は， 幕

末，すでに存在した寄場人足としての徒刑囚や貧民，あるいは都市貧民や浮

浪者に加えて，明治新政府の政治課題であった秩鵡処分と地租改正によって

創出された。

秩J政処分は，1869（別治2）年から1876c明治 9）年にかけて行われ，こ

れによってそれまでの身分制度は解消はしたが，結局，全国 157万にも達す

る没落窮乏土族が生み出された。

地租改正は， 1875 c明治 8）年にはじまって1881c明治14）年に完了し
た。改良された地租自体の特徴は，封建｜時代の貢租に匹敵するほどに高率で、

あり，まったく金納に統一されていた。ω こうした高率の金納地租は，商

品経済の農村への診透を促進し， 前i人高利貸の進出を促し，農民層の大規模

な分解を進展し，多量の下層貧農民層を積出した。∞

さらに殖産興業政策による新産業 ・移植産業の導入興隆にともない，封建

II寺代からのキソレド職人や中小商人層などの没落が始まり，それによっても賃

労働者は供給された。
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こうした人々の多くは半プロレタリアートとなり，あるものは農村賃労働

者として農村およびその周辺に滞留し， あるものは他県への出稼におもむ

き，次第に大量に都市下層に流入沈澱していったのである。

農村における潜在的過剰人口のうち，幸か不幸か疾病を免れ，しかも家族制度の温

床に恵まれなかった部分にして否応なしに都市に流出せしめられたものは，工場労働

者となりえない限り，日雇人夫，車力，仲仕などとなり，かかるものとして一家を形

成するほかない （風早八十二「Fl本社会政策史」53頁〕

と指摘されているように，かれらのなかから，当時開港によって外国貿易が

開始され，次第に繁栄期を迎えるようになった，神奈川（横浜港〉 ，兵庫

（神戸港），箱館，長崎などの新興港湾都市に流入してきた者が少くなかっ

たのであるコω 「神戸港開港三十年史」は，その聞の1背景を次のように伝

えている） 1870 （明治 3）年のことである。

｜止上は一般に飢鵠と称し，南京米の続々輸入さるるl時勢なれば，制民は四方より述

きを厭わず，老も幼も男も女も波t:~i の如く事11戸にjfl]v、て群入し，市街に乞食の多きこ
と，実に前代未聞の有様なり・・。

こうした制民と呼ばれる貧困窮乏層の都市流入は， 1871（明治 4）年12月

十こ，太政官が各地方長官にその処置について通達を行っていることからも，

全国的な現象だったと理解される。（4)

港湾における荷役労働が，乞食 ・浮浪者と化しTこかれらにとって，その労

働力をてっとり早く売ることのできる有力な労働力市場であったことはいう

までもないd 港湾地域一開港ー場に調集したかれらの多くは，以下に述べる労

働力確保 ・固縛策によって定着し，あるいは定着を余儀なくされ，やがて既

存の封建的労働組織である仲仕組織とともに，一部は新らしい封建的労働組

織を形成し，固定的あるいは浮動的に港頭に荷役する:0労働者＝港湾労働者

となっていったのである。

たとえば神戸港では，村年寄たちの肩入れで，当時すでに人いれ稼業〈労

働力供給業，港湾1•11仕としてだけではない〉を行っていた関問清次郎に，県

当局が7500両の大金を援助し，建坪 500余坪の俗に百人部屋といわれる人足

の屯所を建築して浮浪者を収容させているO 百人部屋は日雇1111仕の寄：場であ
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ると同時に浮浪者の収容場であり， 1872（明治5）年の半ばには，収容者数

は，港湾仲仕 200名の外無宿の乞食，不具者，前科者等 L000名を越したと

いわれ，かれらは港湾荷役には鑑札を与えられて就業した。この百人部屋は

1874 （明治7）年まで続いている。（5) こうした，その施策の当初から授産

所的な性格をもった人足寄場は，おそらく当時としても例外的なものであろ

うが，これによって治安対策としての浮浪者取締と同時に港湾労働力の貯留

が可能となったわけで、ある。

1873 （明治6）年2月，東京営繕会議所は， 「封建体制の動揺から生じた

窮民及乞食を救仰するとともにこれを生産労働者に陶冶すること」を意図し

て，上野に養育院を設け， 240名を収容し，日雇会社を設立させ就労の便を

はかつており，他の都市にも類似の窮民救済施設ができている。上記の百人

部屋は，これらに似た港湾版といえる。

横浜港では，鈴村要蔵（6）が， lllJ会所の設けた人足会所の頭取りの免許を与

えられ，荷役，土木工事一切の総頭取として労働力供給を行った。この人足

会所は現在の元浜町 1丁目にあ り，鈴村要蔵はその裏に小屋を造り沖荷役の

仲仕を住まわせており，小屋は当時要蔵部屋と呼ばれた。かれはさらにこう

した部屋を配下の世ー話ー役や小頭に市内のあちこちに造らせている。また朝団

又七（りなども，やはり沖仲仕部屋を造っている。

大阪港では，仲仕は梅本町天満堂社内におかれた人足世話方出張所より供

給され，岩国屋和三郎ω， 政田屋源兵衛， 福島屋嘉兵衛らがこれを取扱っ

た。かれらは沖行や神戸行のために常用人足を擁し，不足の折には地日雇の

人足を雇入れたもので，当然、人足の起居する「部屋」あるいは「寄場」のあ

ったことは想像できる。

このよ うにいずれの港においても，固定的な港湾労働力は 「仲仕部屋Jに

よって確保 ・統制されたのであるが，横浜港や大阪港における「仲仕部屋」

と神戸港の「百人部屋Jとを同列に論ずることはできない。後者は授産所的
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性格を有しており前者にはそれがみられないが，後者はなによりも日雇仲仕

の確保供給にあてられたものであり，前者には常用仲仕が起居したからであ

る。もっとも日雇仲仕については，必ずしも常に百人部屋の如きものがあっ

たわけで・はなL、。 しかしながら，たとえば鈴村要蔵がその配下に造らせた吉

浜町，石川町・，松景町， 中村町などの「部屋Jには，日雇仲仕にあてがわれ

たものもあったのではないだろうか。

常用仲仕， 日雇仲仕については，次に述べるが，体力さえあれば，不熟練

労働力のままで十分通用しえた当時の港湾荷役では，日雇十，，仕でも力量才覚

のある者は，旧来の仲仕組の一員たる常用イ小仕に上向し，不安定（経済的だ

けでなく身分的にも〉な生活を脱け出ることができたが，それは限られた者

Tこちで・しかなく，通常かれらの聞には身分的な一線が画されていたもののよ

うである。 したがって常用と 日雇とが同居していたとは考えにくいn

明治初年の日雇付1仕の 「部屋」あるいは「部屋」以外の日雇仲仕の統轄形

態については，残念ながら記録が少いが，それは常用仲仕の「部屋」に準じ

たものと推測される。

明治初年の諸救貧策は「やL賃労働形成に視点をおいたものもないではな

いが，大部分小生産者育成を志向していたのであり，それは当時未だ不熟練

の窮民労働者に対する需要が総体的にさして大きくなかったことに対応す

る（9）」といわれているが，港湾においては小生産者育成よりも，賃労働者と

して不熟練の自由な窮民労働者をこそ必要と したのである。

しかしそうであるにしても，生産手段の幼稚な当時では，荷役需要もさ し

て大きいものではなし百人部屋などの場合，上野養育院の如き賃労働者形

成の明確な意図よりも， むしろ浮浪者の取締 ・収容にこそより視点がおか

れ，就業さえも取締りのー形態であったと考えられる、

以上に概観した如く，港湾における賃労働は，基本的には「部屋制度」を

媒介にして形成されたものである。
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注 （1) 「地方官心得」の検査例では， 41反の収獲米1石6斗，石3門としてその代

金4円80銭のとき，地調：lは1円22銭4座，村入費は地租の 3分の l，すなわち
40銭 8 厘，地租と村入~とを合せると 1 円63銭 2厘となり収穫米代仰の 3 訓 4
分となる （「1:1木における資木主義の発達」 19頁。以下「発達」と略す〉。

(2) 当日寺の地租滞納者総員の 7i!llJ 2分は，其の滞納の原因貧困にありという（「Fl
木産業資料大系」（2),424～425頁〉。

隅谷三喜男「日本賃労働史論」は， j良民層の分解による賃労働の形態を， 1 

i定村マニュの展開を基盤として，決村地帯に生じた賃労働需要に対し，周辺農
村の中貧農の中から析出されたもの， 2中貧農の過剰な労働力が自己の周辺に

おいて雇用の機会を見出しえないため，単身遠隔地の工場・鉱山その他へ出稼

ぎするもの，3段村における生活の破綻から一家をあげて，あるいは一家離散

して都市下層に流出したもの，と三つに分類した上で， 「明治前期の賃労働は

段民胞との関係から云えば， 通勤半プロレタリアを主軸として形成されてい

た」としている。

(3) 渡辺徹 「明治J11jjj;JJの労働力市場形成をめぐって」は，この，riir，につして， 「こ

れら労働力群（仲仕・土工等〉も直接決村から流出したものであるよりは，都

市貧民 ・ 浮浪者の流入が主であ ったと思われる。・・・勿論このことは~村から

全く流出しなかったとい う のではなく，~＊寸よりの流出や出稼労働の存在を全
的に脊定するのでなく ，それが主体ではないというにとどまるのである」とい

っている。

(4）大島藤太郎「封建的労働組織の研究J170頁。以下「研究Jと略す。
(5) 「神戸港開港三 卜年史・乾」 407～409頁。
(6), (7）鈴木要蔵は当時開港場の顔役であり，1873年（明治6〕には，沖仲仕の

鑑札制度ができ，かれはその取扱の権限を一任され， Y'l-1人足鑑1・Lの元締となっ
た。朝団叉七は，駿河出身の博徒であるが，後に朝回目iWl店として， 三菱会社
汽船の横浜港における取次を一手に引受けた。

(8) のちに同業の仲仕組織である偲村屋や丹波屋と合同して仲仕組令富島飢を官lj

立し， 大阪商船会主i：の大阪港における荷役を専属に行った。
(9）附谷 「前崎書」 92頁。 なお「前期的窮民の析出と陶冷」については，問書74

～94頁参照。

3. 原始的蓄積期の港湾労働者

江戸H寺代には，船積貨物の水揚げや配達に従事した者を，大阪独特の方言

で仲仕とよんでいるο これは古くは，仲使，仲士，イ1:j:1子といった字を用いて

いるが，十l1fKあるいは仲間見ぞから転靴した言葉であるといわれるω。また十，，

仕を江戸では俗に小揚げ∞と日子び，尾道あた りでは仲背の字を用いてい

た。ω （以下特別の場合を｜徐き仲仕の認を用いる〉

十，，仕には常用仲仕と日雇十，，仕があり，利l戸ではこれを常人足．部屋人足，臨
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時人足といった呼称で、区別していた。部屋人足と臨時人足は「部屋」に住ん

でし、るかいないかの違いであり，いづれも日雇人足である。

ここで注意しておかねばならないのは，常用仲仕，日雇仲仕といっても，

それは機能的身分的にみた名称であって，実際に労働力を必要とする雇主と

の関係は，あくまで日々の雇用関係でしかなかったということである。すな

わち，当時の常用あるいは常とL、う文字は，現今の如く，固定した雇用関係

を意味するものではなく，むしろ封建的労働組織における組親方と子方の固

定した人間的結合関係を意味すると考えるのが妥当であろう。

明治の中葉までは，まだ沿岸航路を主とする 100トン前後の小型木造帆船

（和船〕が圧倒的に多く ω， 積荷も 100ケ以上になることは少なかったた

め，荷役に多人数を必要としなかったっしたがって，封建的労働組織の荷役

を家業とした仲仕組は，家業経営事務と直接の荷役労働とにたずさわるだけ

の，極めて小規模の組織で十分であり，常時は小数の常用仲仕を保有してい

れば足りたのである。

また，荷役需要の間断や不足の折には，親方はかれら子方仲仕に対して経

済的責任を負う，いわゆる商倒を見ねばならないわけであるから，大多数の

常用仲仕を擁するには，自ら限度があったであろう。

荷役方法そのものも， まだ極めて簡単であった。その指揮監督にも格別の

責任者をおかず，仲仕を連れていった係りの者が荷物揚降しの事務を兼ね，

貨物もーケづっ揚降ししていた（5）。しかしながら，こうした小規模の荷役で、

あっても，海上運送が（特にl帆船や機帆船であれば〉予測不可能な自然条件

に大きく支配される限り，荷役需要の波動性（6）は木来的に不可避であり，常

用イ＂＇＇仕で不足した場合は日雇仲仕，日 雇人夫が調達されるのが常であった。

この不安定な日雇労働力に依存する港湾労働力の供給構造は，現在に至るま

で一貫して変っていない。

明治初期，イ中イ土の荷役は，外国船舶が主な対象であった。当時の貿易は専

ら外国商人の専制に牛耳られており，貿易貨物の海上輸送や取引上の手続な
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どは，ほとんど全てが外国船舶，外国商人に依存せざるをえなかったので、あ

る。下表の如く，明治末期においても，なおかれらの輸出入貨物取扱の割合

は大きかったのであり，したがって，日木人の仲仕組は，大阪商船会社に直

横浜港 ・神戸港内外商別輸出入取扱割合 （ 

港 ｜ 横 浜港

輸出 l輸入 ｜輸 出 ｜輸入

明 治 l内商 ｜外 商 ｜内商 ｜外商 ｜内商 ｜外商 ｜内間 ｜外商
1900 

23.2 76.8 28.6 71. 4 33 

1901 
24.8 75.2 37.0 63.4 34 

1906 
36.5 63.5 46.6 53.0 39 

1909 
41. 4 58.6 45.3 54, 7 42 

1911 
51. 5 63. 81 36.2 44 

注 神戸港は朝日新聞社 「日本経済統計総観」 236頁横浜港は「横浜貿易新＇＊」第
3174号 （明治43年2月23El）による。

結した富島組の如き例外もあるが， かれらに傭われて実際の荷役労働のみに

従事するのが一般的な傾向であった。

このよ うに港湾の用役生産を規定する経済的客観的諸条件は，揺能期にあ

る日木資本主義ではまだ緩やかであり，その労働形態も，何ほどか幼稚で単

純なものであったが，労働の場を離れた生活状態はどのようなものであった

カミ。

まず常用仲仕の場合であるが，かれらは通常は所属する仲仕組の一員と し

て，十I＇仕部 屋に起居していた。 部屋住みの多くは独身の平イ1.1:1仕で， 妻帯者は

1戸を構えるーといってもせいぜい粗末な長屋などであったがーのが普通で・

あった。組では，妻帯すること自体が満足のゆける実力ある働き手を意味し

たので・ある。
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こうした仲仕部屋は，木質的には納屋制度と同じように，賃労働の拘置 ・

陶冶 ・統轄を目的とするものであるが，その内部統制のための厳重な階級制

度，あるいは世話役や小頭級による逃走防止の監督などは，さきに述べた比

較的緩やかな労働条件のもとでは，後年みるようにさほど荷酷なものではな

かったと思われる。この点，村落を離れた山間にあって，堀れば出る，逆に

堀らねば出ないという鉱山業における蛾烈な資本原蓄に貢献した納屋制度

と必ずしも同列に論ずることはできないのではあるまいか。

しかしながら，部屋住みするために親方には部屋代または屋根代を払わね

ばならず，部屋代以外のあれこれも含めて，それらは大程賃金から天引され

たのである。したがって仲仕の実収入は賃金の数割減であった。

親方は，請負賃の一部を仲仕賃金として支払い，一部を荷役用具の整備購

入に費し，残りを自分の利益としたから，たまたま荷役能率が上り域収があ

っても，時に多少骨折貨が余分に貰えるくらいで，十，，仕たちは，それについ

てはほとんど干与できなかったのであるつその反面欠損がででもイ，，，仕の負担

はなかった（もしあれば，かれらは組を離反し，組織は崩壊するであろう〉

が，笑際にはよほどの旧式船でない限り，荷役による欠損が生ずることはな

かったといわれているm。

仲仕組親方の利益は，封建的身分関係に依拠した，この単純な搾取機構に

あったのであるが，それは資本蓄積というには同じ搾取基盤にたった海運業

に比すれば， 4R~いに等 しし、小規様なものにすぎなかった。

ともあれ，常用イ中仕はこうした身分関係のなかでは，人並な生活を保つこ

とはできた 3 しかし日雇仲仕の生活は，きわめて惨めなものであった。

「アンコなに食うアフゃれたときは，蛸にさとされ足を食う」といわれたの

は，後のことであろうが，この言葉そのものが日雇仲仕の生活であった。

百人部屋の如きに収容されていた者は，授産所的収容所相応に整った施設

であり，まだしもましであったο

日雇仲仕の多くは，開港地に流入部・留した零蒋細民ないし貧民ωがp たか
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だか 1分かl分1朱の低賃金で冷酷，非情に酷使され，自らを摩滅させつつ

も生き残って港域に定着したものであろう。がそれでもなおかれらは，仲仕

周旋業や労働下宿とし、 う縄張りをもった人入れ稼業によって，すでに就労過

程における搾取を経て供給されねばならなかったコこの点「部屋」の機構と

よく似ている。

時代は少し後になるが， 1891c明治24）年2月21日付の朝日新聞は，日雇

仲仕の窮状を次のようにつたえている。

彼らの生活状態の一端を窺ってみるに，わずか2畳ばかりの小部屋に5・6人も同

宿，l枚の煎餅布団にくるまって起居し，食事は軍隊の残飯をもらいうけてすませる

といった有様であった。 24年頃は物価も比較的安く ，1日5銭もあれば何とか口すぎ

できたが，彼らにはこの小額すらま与ならなかヮたようで，当時ある慈善家が，1円

3銭5厘で生活できる部屋を難波村に建てた・・・・・此等の家賃は日済にても畳2畳，護

1つを付けて 1日1銭2座より 1銭5厘，蒲団2枚付で2銭7厘より 3銭が飛切り，

食事は師団の残飯を l11分1銭2座より 3厘位，夫に3厘程の香物代を合せて4銭5

厘もあれば威張ったものなり。 （数字はアラビア数字にかえた。 以下同じ・・…・引用者）

これを1890c明治23）年の足尾銅山坑夫の生活とくらべてみる。
通常24銭をもって111の稼貨とす。－一其1j1より13銭 （後に12銭5鹿とす〉飯場料及

5分金と11呂へ1「I1銭2鹿を引去られ，之に加ふるに草粧2足代2銭，油 l合3銭5

底，Z定代少くとも 3銭（菜代多きが如しと自ftども，飯場より与ふるものは三度共に味
噌汁にして，之に塩及び醤油を混令するが故に， 酸味食うべからず。故に郷子は別に

莱を買い求めざるべからず〉を費し，喫M者は成るべく節用して 1銭の刑革を用うる

とせば，1日合計23銭7厘を要す。余すところ僅かに3座にすぎず。

この坑夫の立場は，常用仲仕と同列の常夫であろうが， 「余すところ僅か

に3厘にすぎず」といっても， 1日23銭7厘を要した（その 3分の2以上が

飯場頭の搾取であったにしても〉生活にくらべれば， 「4銭 5厘もあれば威

張ったものなり」という生活は，さらに単純な，人間であることを奪われた

労働力再生産機械となっているにすぎなかった。

1891 c明治24）年といえば，すでに官業払下げによって，財閥は着々とそ
の産業資本を確立し，木格的な資本蓄積が強行された段階に入っている。し

たがって明治初年は上と同様ではないであろうが，窮状においてそう大きな

差異はないと考えてまちがし、あるまい。
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注 （1) 仲仕については， 他に，地方によって，風太郎， l土i面，アンコ，権蔵，どん
ごろし，ゴモ，人足等の名称もあり，その発生期は不詳であるが，多くは日雇

仲仕を指していると考えられる（北海道総研編「港湾労働」 162頁参照〉 。と

くに出面は，でずらともいうが， daymenが語源といわれ，文字通り日雇の語、

＊が現わされている。

(2) この言葉は，今日でも築地市場などには残って使われている。たとえば，漁

船から魚河岸に魚を陸錫する専門の会社を小揚会社といい，その料金を小揚料

金というなど。

l3) 「大阪港史 ・第3巻」 77頁。

（生） 西洋型設絡船数のA船質別隻数（統計年鑑〉によると，1887c明治20）年の
不登待j船を含む 100屯以 Fの船舶は，汽船で鉄鋼製が10隻，木鉄交造が6隻，
木製が 347隻，木製帆船が1,039隻，合せて1,402隻であり， 総数1,631隻のお

よそ909話を占めている。

(5) 『大阪港史 ・第3巻」 25～26頁。
(6）荊船特有の構造からくる制限一単帆が簡の正中に懸って逆風・横風の利用が

困難であること，まI着不完全で耐風波性が少ないこと等がいわゆる風待ち湖l
待ちを不可避ならしめ，天候不良に基く季節的休航を余儀なくさせたので、ある

（富永祐治「交通における資本主義の発展」 29頁〕。

荊l船の一例であるが，まだ船舶の機械化がなされていない｜時代は，「波動性」

は経済的要因もさることながら，船体構造や捻進力に基く堪航性によるものが

大きかったと思ーわれる。

(7) 「大阪港史 ・第3巻」 81～82頁。

(8) 紺l民 ・貧民・窮民については，当時の社会階層としては．明確に区別されてい

る。すなわち，組l民は大体定職をもち生活も安定しており，その中核は職人で

あった。が一部には人足，日雇を含んでいた。貧民は，その中核は人力車夫と

l搬入の手伝い， その他の日雇労働者， すなわち，不熟練の筋肉労働者であっ

て，その生活は家族労働によって辛うじて維持される程度であった。いつれも

その居所が，貧民窟や哀！古住いであることにおいて変りはない。また窮民は，

まさに救側llの対象となる貧民の最下層，極貧者を指す。したがって本来の賃労

働者となるのは，細民であり，貧民はこれに準じたといえる。多くの場合，貧

民は世代的に細民l雷へと上昇した (11,'lj谷「前掲書」 107～111頁〉。

4, 原始的蓄積期の仲仕組織 ・港湾荷役業

前項でみたように，明治初期には仲仕組の親方自身が子方と共に，直接荷

役に従事し現場で指揮監督し，記帳するというように，経営者（使用者〉と

労働者の機能は，必ずしも明確な分化をみてはいなかった。

1887 （明治10）年代に入ると，わが国近代的海運業の勃興と共に，それに

所属した荷役専業者が現われ，経営と労働の分化が進み，請負賃や荷役賃に

関する制度が次第に形成されるようになる。そう した荷役業の主だったもの



232 港湾における賃労働と荷役業の成立と展開

をみてみる。

1885 （明治18〕年日本郵船会社が発足すると，神戸では海栄舎がその港湾

荷役の元請となり，沿岸荷役の専業者として郵船陸仲組が生じ，横浜では，

前述した朝回又七【1)による朝団回油店が，三菱会社汽船横浜港取次屋と称し

て，いまでい‘う一般港湾運送事業を営むようになった。

日本郵船会社の前身は，すでに1875（明治8）年のわが国初の近代的海運

業の創始三菱汽船会社にあることを考えると，特定の契約こそなかったが，

商習慣なり縄張りなどによるお得意として，常時荷役を請負うといった仲仕

組がいくつか存在していたものであろう。

1884 （明治17）年に創立した大阪商船会社は，大小の瀬戸内海海運業の合

併によるが，その場合にはイ中仕組の福村屋，丹波屋，さきにあげた岩国屋な

どが合併して仲仕組合富島屋をつくり，大阪商船会社専属のステベ ドアとな

っている。 かれらは合併前の各船主に所属していたもので， これによって

も海運業 ・船主と仲仕組との専属的結合関係は，旧くから存在していたこ

とがわかる。

このように日本船主による海運業の発展が，仲仕組の営業形態に与えた影

響はきわめて大きし、。従来の地域的な営業の縄張りは，むしろ船主と荷主と

の聞に結ばれた請負契約関係に基く営業権に変ることになる。結合した船主

や荷主の発展は，そのま L千I＇仕組の発展となる。外国船も含めて，数社の荷

役を一手に引受けたり，沖荷役（沖仲仕）から鮮運送（貯船頭〉，沿岸荷役

（浜N：仕〉までを総括して詰負うような大規模なものも成長してくる。

1886 （明治19）年に大阪府会に対して一議員が， 「仲仕業は社会的に独立

の営業基礎をもち相当収益をあげているのであるから…ぃ・特別課税せよ」と

建議したのに対して， 「かれらはこれまで車税を納めてきており，よしやそ

れを納めていなくても，十I＂次問屋 ω （運送取扱業者〉に対して一種の被用者

的立場∞におかれているので課税は適当でない」と否決されている。

このことは当時の仲仕組の営業状況を物語っているが，すでに仲次問屋と
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いう仲介的元論的存在があり，海運業に直結した例を除いては仲仕組はその

下請的立場となっていたことが分る。すなわち，組織規模の大小にかかわら

ず，荷役業が木来的に従属性の業であったことをしることができる。

業と して相当収益をあげていながらも 「一種の被用者的立場」 というの

は，い与えて妙であり，今日の専属的荷役下請業の性格をも適確に表現して

いる。まさに「資本による労働者の搾取が，こ Lでは労働者による労働者の

搾取を介して実施される（4）」木質は，こLでは，仲次問屋＝元請に対しては

被収奪者であり，仲仕＝港湾労働者に対しては搾取者である二面性を見せて

おり，それは荷役業発生のときから，すでに備わっていたことになる。

ちなみに，明治10年代に発足した荷役業者を列挙すると次のようなものが

ある。

1873 （明治6）年神戸，上組。横浜，村山組。

1879 （明治12）年 神戸，ニ ッケノレ商会（外人経蛍の元請）。

1880 （明治13）年神戸，鮮船会社（元請〉。

1882 （明治15）年横浜， ；横浜田消会社（鮮船業者）。

1884 （明治17〕年神戸，神戸桟橋会社。

これらのなかから，典型的な発展を見せたものとして，上組と神戸桟橋会

社についてとりあげてみる。

上組の発展史は，封建的労働組織の仲仕組が，その基本的性格を維持した

まま近代化する港湾運送様式に適応して，営業形態を形成し， 発展拡大させ

企業と しての成立をみた好個の実証で、あるω

神戸開港の当初，神戸浦には伊豆半七郎を差配人，半lj頭とする神戸浜1'1＇と

称し，運上所に詰所を有し水揚運搬の人足請負を業とする御用常人夫があ

り，沖行，水揚，高などの職種が一括されていた〈的。神戸浦が次第に発達し

てくるとかれらの作業場も拡大し， 1873c明治6〕年，神戸浜イ中は次のよう
に職種別組織に分化した。浜仲は港湾（まだ沿岸が主体であり，沖仲仕は独

立していない）における運搬を主とし，岡仲は薪炭の運搬を専門とした。 鳶

普組は筏運搬であった。
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1--1:.組〔旧札場浜組中心〉
I YJ~ fi:jiー｜
I I cjコ組 （旧走水浜組中心〉

神戸浜仲ー｜一岡イ＂＇＇＇

I 小頭t宮本善吉 （；な善組として独立）

浜仲の仕事は，Fl字船や帆船によって輸送される貨物の水揚や積込，配達，

倉入れをする労務の請負いで，職場内の荷主の倉庫等を職場としていたもの

で阿組は互いに職場を守り，繁忙時には労務者の相互の応援を求めて極めて

親密に業務を営んでいた。このことは沿岸荷役が主体であったことを意味し

ており，それは多数の仲間による，極めて非能率的な人力による水揚や大八

車による運搬であった∞。

1882 c明治15）年には，次に取上げる1111戸桟橋会社のj陸橋竣工とともに，
上組浜仲の西谷庄蔵外数名が退組して桟橋組を新設したのをはじめ，その後

次のように多くの組が上組傘下から独立した。

1882 （明治15）年桟橋me陸揚運搬商谷庄蔵外数名）
-1882 （明治15）年関m1組（8)0中行人足〉

上組 ｜1884 （明治17〕年消防組（外国人専属阪木宗兵衛外数名〉

-1887 （明治21〕年 三輪車iよ（三輪徳太郎）

1894 （明治28）年 大浜組（陸揚貨物運搬大浜岩吉外数名〕

これはいわば職人や商人のノレン分けに似ているが，個人が店舗を構える

のとは異なり， 「外数名」は一つの集団としての分離である。したがって，

個人的身分的に給分した一定数の配下を従えた人望も指導力もあり仕事もで

きる仲仕でなければ，新らしい組をつくることはできなかったはずで、ある。

それにしてもまずそれだけの分離，一競争同業者の増加1あるいは下請の重層

化を招く をしても営業が成立つという荷役需要がすでにあったものと考え

られる。

そうした一方で，1883c明治16〕年から1895c明治28）年まてj二組は仲間
を増やすのを中絶している。以上のような集団的な分離独立があれば減員は
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当然であるが，これには組織の結束を強化して良質のイ1j1仕を碓｛呆しようとし

たか，あるいは「一極の被用者的立場」という；•i:f;業を維持する人的規；｛）~の限

界を考慮したかとも考えられる、こうした規般の減少に対して荷役需要の大

きい場合には，当然日雇十I＇仕を ・(Jtうか，分離独立した組に協力融通をはかっ

たにちがいない。一方首業形態をみると， 1904・5（明治27・8）年までは，

港湾荷役として総合的に日負うことはなく，入港する外航船も和J役討i負栄治

とその者111立契約し，言:j＼，、記録では入港J~L＼を手J］山 111111の沖でとらえ契約して人夫

をつれていくという幼稚なもので，上組も司＿；： ·1-i~iーにあ~j通した華1l'fiの詰負の下請

をしていたのであるくの。

それが1895（貯治28）年には， 91名の仲間入れをしており，これは1:1清戦

争による貿易拡の地大にも影響され，下請専業から元詰業への拡大発展のた

めであったと考えられる。上組の粉、組織は独特Aのものであるが，こ Lではふ

れないことにする（10）。

上組の発展は，平イrj:i仕（イ＇I＇仕組子分〉→1111仕組（荷役下品業）親分→仲仕

組（荷役元；1'J・業）親分という仲仕の｜借層的上｜何分化と，十I＇仕組（荷役元副業）

子分→仲仕組（荷役下詰業〉親分という下向分化の典型をみせてくれる。

神戸。！長橋会社（正確には合木会社〉の創立は上組と全く刈照的である。大

｜袋財界の指導者であり，尚法会議所の初代会事lでもあった五代友厚の主｜叫に

よって，鴻池普右衛門，住友吉左衛門，中野吾ー，藤i王｜伝三郎，村野山人ら

同地の有力者が発起人となり， 1882（明治15）年に資本金16万円で創立され

た（11) もので，わが国港湾企業のu~·~矢 としたい。

同社が1884（明治17）年11月ネqi戸に竣工した，延長 149.8メートル（のち

28.4メー トノレ増〉， 11n2. 8メートノレ， 深さ－6～7.6メートルの木造大佐怖

は，工計149,000円を要し，大型船が十分係岸できるもので，当時としては，

恐らく全回収ーの接岸本船荷役のできる場所であった（山。

同社の蛍業内容は，木船荷役， 貨物の拐杭， 尉換えのほかに倉庫業も首
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み，1884（明治17）年8月には最初の私設上屋特許をうけ11月から営業を開

始 した川〉。 現在でいえば，専有埠頭を有した埠頭タ ーミナル ・元請業とで

もいえようか。対象船舶は主に外国船であった。

上組が，仲仕あるいはイ，，，仕組が，海運業（船主〉の従属的家業として，海

運業の発展にともなう資木蓄積〔きわめて小規模だが）によって次第に発展

拡大し成立したのにくらべて，神戸岐橋会社は，幕末から明治初期にかけて

商業資本の蓄積をとげた資産家の資本力によって，最初から全く規模の異

なる企業と して設立された。あたかも，幕末から明治前期にかけて， 一介の

水夫から船頭や船主に1±1-w：し，千石船を駆ってわが国海運業を リードした北

前船主 ・北前商人があり，そこにそれに比肩しやがてはそれを凌ぐ日本郵船

会社が，其「I業界に何らの伝統も有さぬ新興富豪資本による近代的海運業とし

て登場したのに似－cし、る。

注 (1) 羽田又七 〔石川底〉は1876（明治9〕年3月に三必の指定貨物上限扱業者とし

て契約し，三袋仙浜ぷ社以とのI/JIに契約書を耳見交した（契約書は「三変社誌」
第4ぢ93瓦以下〕。この契約が，三変のM!lli経必の合J!Jl化に役立つ反面で，初
任i又七の l!!l憎貨物））（~及業の発展に大きく寄与したことは疑いなし、。 lji]J 回は｜旦ll1N
業を基盤にして，やがて造船（横浜船製株式会社〉や鉄迫（横浜鉄道） Jノ設立；

に参加するなど，秘浜の経済界で活躍する一方， ・・市政の面でも重要な役者IJ

を来すようになる（「断浜市史・第4巻上」 531工0。
(2) ｜日幕時代からの［ム統により 木;f.[li'fij.iili業者のためにする仕事は，船宿を経由
し，その紹介またはー｜、訪で行う習慣だったが，（oi'型船の普及につれて仲仕調.ii
は宇佐で行われるようになり，船宿の名称はだんだんすたれ， l倣能も分化し，着

荷仲次業とか荷物以次業，荷造：n:J政栄といった新名弥が生れた。 （「 J］水港湾
運送事業史」 198京参Jl(~〕
(3) 明治20年一前後の一般的状出としては， -F店11i業者が多く ， 取扱貨物11悶につ
いて，イ中次問屋に｝天歩金と判、し2匝5毛を創ねられていた（「日本港湾運送事

業史」 198頁）

(4）岩波l坂「資本論」第1巻693頁。
(5) 上組については， 大.~：； Jf事太郎氏が「封主J! I拘労働組織の研究」で詳しく究明分
析しておられる。また「JI本港湾運送事業Y.'.Jおよび［」二組合資会社五十年
誌」は，その歴史的経総をまuる上で貴重な文献である。
(6）差配 人判政 伊豆半七郎

沖行人足 小野l 闘昨日消次郎
水 jt}人足小野｛ 長谷川~治

起｛r¥r仕筏%J:L 小YJ'.i ：必本議官
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人足頭
｜司

｜司

山口辰之助

浜仲芳成

吉田佐日）］

（上組五十年誌）
(7X9l 「上組合資会社五十年誌」
(8) J'1j1行人足 〔イ中｛上〕 j'1j1十i'LLと船l;'l仲｛J：とは災なる。 沖イ中仕とは，約外ー判1に
停泊した大型船の貨物車~1ilill しのためにそこまで 1±： かけーた専門の付｛ ｜；を指すので
あり，仲仕が船総内に入って仕事をするようになり，船内仲仕，船内イ，，，仕組が
できたのは，一般に J］街戦争以後のことである。

(10）上組の株組織については，大島rnri拘訂」 168～195頁，参j以。
白羽司 「三:JIニ倉庫五十年史」 97～98J.'.lo。2)1890 （切j治13年） 11月，上山惟t1!i'ーらが桟僑必築を願い出，92(15〕年にょう
ゃく許可になり，翌年利l戸俊総合本会社によって着工したものである。

5. あとがきーまとめと補選をかねて一

まず明治初期 （1870年代〕は，わが国初迎業の発述はまだ未熟で‘，海上愉

送は小型の大手l:J型l汎ftl{，＼や少数の西洋型帆船で行われ，大型船は全て外国船で

あった。港湾設備は整っておらず，わす．かに小型船の着岸がで、きるだけで，

大型船は全てが沖泊りをして貨物は灯、取りせねばならなかった。

そのため，荷役をする｛1J1仕組の仕司iは沿岸（浜）作業が主体であったが，

荷主の指定による十，，次問屋を介して外国船の仕事を前負い，沖荷役にいくや，，

仕組もあった。 この｛rj1次問屋はいわば元詰的機能を有していた。

船内荷役は船員が行っており，貨物も少 く，通常荷役は少数の常用仲仕で

まに合ったが，不足の折は，労働下宿や荷役周旋人をjillじて日雇十，，仕や日雇

人夫を淵述した。かれらの多くは強力的に土地を引離され港湾都市に流入し

たと！とプロレタ リアート であった。 また幕末米の浮浪者や｜必人も少くなかっ

守．‘
l ~C 

常用や，，仕と 日雇イ中位の階層差は歴然、と しており，ti金にも著しいひらきが

あった。その生活もまた悲惨をきわめた品低水準のものをやっと維持ーしてい

た。資本の原始的蓄積のために土地を奪われ，いままた組親方に搾取される

二重の苦痛を背負うかれらこそ，その芯、味でまさに当時の近代的港湾労働者

であった。
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明治10年代になると，船舶も凶洋型帆船が次第に和船に代るようになり，

わが国にも恭汽｛~；＿＼が出羽した J NL＼型は大型化した。しかしながら，なお港湾

設仙は整わぬま Lのr911反り荷役を行うヰj保であり，近代的港湾の修築は20年

代以後を待たねばならなかった。

船型の大型化，鉄道網の発述，内外貿易の振興により貨物誌はL白川｜し，荷

役需要は次第に多くなり，イ，，，仕の数も千，，仕組も多くなった。

日木郵政i会社や大｜仮尚船会社など，近代的なわが国tfJJ迎業が興ると，十，，仕

組の＇，'0；業形態にも変化が生じてくる。あるイ＂ ＇仕組 は，それらrfJJJlli業の荷役を

直接専属して~1 'J·負い，ある｛'r111i:イ，，，仕の組は独立した組となった。またある組

は分離して独立の組を生みつつ発展拡大した それら旧米のイ，，，仕組とは別

に，新興資木により全く新らしく港湾J!.U送業をはじめる会社も山Dlした、ザj

治10年代は，港湾荷役楽においても，ょうやく労働と経；：主（資本）の分化が

おこりはじめ，新旧入混じった山役業者の保々な経世形態の変化がみられた

11~， J山である。

明治20年代に入ると，船舶の近化代はさらに進み汽船の｜｜与代になる。大型

船の接出が可能になってくると，いままで船員がやっていた船内初役も十，，仕

が行うようになり，千，，仕の荷役も船内 ・沿岸の分業が始まり，その分業によ

りさらに新らしい組が分離して形成され，あるいは， tfU:運業，倉Jd1業，泌陸

辿絡業などの力で，全く新らしい荷役下請の仲仕組がつくられたりした。ま

た逆に， いままでの分れていた小さな組を統合して拡大するものも出現し

ザ初

μ」。



239 

港湾の油濁損害に関する一考察

目次

1. はしがき
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4. 衝突約款ではf'.tJ11されない

今泉敬 J忠
（杭浜岡立大学〕

5. Jili"rl.MHll互保険斑lf¥'によって負担される範囲
6. 保護f11l'1'l約Jょによってれ担される範囲
7 むすび

1.はしがき

1967年3月18日に発生した TorreyCanyon号事件は，各方而に影響を与

えた。これらの影枠の中で， diLI二保険に与えた影響は見逃せない大きな問題

である。イギリスでは，この事件を契機として協会衝突約款(InstituteRun-

ning Down Clause）を中心とする各施約款の改正がやっき、ばゃに行われ

ている。大型タンカーのifFj難とそれに伴う計［］濁m害の問題は近年以リ＇Jllの傾向
をみせ，上記事件以外にも1966年2月20日：｜ヒ(fij沿岸て、衝突事故を起したノル

ウェーのAnneMildred Bri:iveg号事件や同年3月1日ボスポラス海峡で衝

突事i肢を起したソビ‘エト の Lutsk号事件などは有名である。 わが同のよう

に，京浜地区，名古屋地区，阪神地区， 北九州地区などに財貨が集中してい

る場合には，万一衝突，座礁などにより港湾内に油が流れ出し，火災でも発

生しようものなら，莫大なtr¥害が生じることは切らかである。しかもこのよ

うな危険をはらみながらも，タンカーは日増しに大型化している。もちろん，

このような事故に対して各純の施策が講じられ法律の改正や新しい法律の制

定なども行われているが，これらは司T-i＇＆を完全に消滅させることができるも

のではなく， TorreyCanyon号J:j:f.;'改を通じて明らかになったこの和の司H&

による直接的7~ ・間接m害の大きさは広大なものとなり，他人に対して加え
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たH1害に対する船主の即：'ff1'tI'tf下は巨額に注ーするであろう。そこで Torrey

Canyon号事件をもう一度振り返りながら，これらの事般による船主の賠償

責任に刻する善後策と しての海上保険の現状がどうなっており，またどこに

問題があるかを検討することにする。

2. Torrey Canyon号事件の概要

すでに，各方而で，この＇.jT何二の詳細が報じられているωので，こ こでは必

要な範囲に限ってごく簡単に概要を述べることにする。

1. 木船の明細

船名 ・船利：・ftlf＼紘一TorreyCanyon号 ・タンカー・ロイド

100 A 1 

船籍ーリベリア

トン数…118,285重最 トン・61,263総トン

ftli:¥::t・・・Baτracuda Tanker Corp. 

用船者・・UnionOil （アメリカ） (Barracuda Tanker Corp.の親会社〉

航海用船f陪・・・BritishPetroleum Co. Ltd. 

2. 事故の概要

Torrey Canyon号は，ペノレシヤ湾の MinaAl Ahmadiから，119,328ト

ンの原油を積載して，苔望峰続出でイングラン ド‘中部のMilfordHavenへ向

け， 平均16.23ノットの速力でJiJJ'L行していた。天候はかすかにかすみがかか

っていたが祝界はよく， 風力5の北西の凪があり， 海はおだやかだったo

Scilly Islandsの西約5マイノレを通過するように白動操舵装置で北上．してい

た。ところが瓜と強い潮流のため1967年3月18日午前611在30分頃，予定通り

ならば右舷に見える首：の ScillyIslandsが若干左舷船首の方向約24マイルの

距断に発見された。船長は，ここで予定通り ScillyIslandsの西側を通ろう

として，いったん西へ転金｜したが， }J]，いなおして MilfordHavenへの近道

になる ScillyIslandsの京側を通過することにきめ， 再び金｜路をA:に戻し
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た。

午前811寺18分，木船は P巴ninnisHead灯台の東約4.7マイルの地点にい

た。船長は SevenStonesとSt.Martin’s I-I巴adとの聞を通過しようと して

左にコースを変えようと し，自動操舵のまま二度（最初16度，次に13度に〉

針路を変更した。上記水路の中程にきたときに約 325度に針路を変更するの

が船長の意図であったc午前T8時40分，船長は木船が予想していたコ ースよ

りもっと SevenStones tこ近い（SouthStonesから僅か2.5マイル〉ことを

発見，0度に針路を変えようと したが，左舷にいた漁船の中の一隻が邪魔に

なり，針路を変えることができなかった。そこで船長は操舵器のスウイッチ

を手動に切り換え，真北に転金｜して再び自動に戻した。

午前8fl寺48分頃，船長は木船が危険な位SevenStonesに近づいて い る

ことを発見，操舵手に「取舵一杯」と命令したっ操舵手はすぐ舵輸を思い切

り左へ回したが，何の反応もないのに気づいて，大声で船長を呼んだ3 かけ

つけたがト長はスウイ ッチが 「手動」でなく， 「コントロール」になっている

のを発見（ス ウイ ッチがコントローノレにある場合，舵輪自イ本は船の操舵には

何ら影響なく，舵輸の左側にある ~lilJ御ハンドルにより舵を動かすことができ

る） ，直ちに 「手動」に切り換えたので， 船首は左に回り始めたが， 午前

s n寺50分350度の方向まで向きが変ったとき，SevenStonesの中の Pollard

Rockに全速力で乗り揚げた。木船は急停止し 主機関はとまり，右般の6

つのタンクが裂けて原首Iiが流出し始めた。

3. E~.J除後の経過

Pl班長 した木船から多fitの原訓，，が流出し，イギリス海軍の艦艇は薬剤をJI~い

てi'i!J害の防止につとめ，一方船主は直ちにオランダの救助業者Wijsmullerと

Lloyd’s Open Form of Salvage Agreement (no cur巴，onpay）条件で

救助契約を結び，救助作業が開始されたっ しかし救助作業は天候の悪化，

木船上の爆発などで抄らず，この間3月20日までに3万 トン，同26日までに

さらに3万トンの原油が流出し， イングランド南部海岸はー而に原i'1!1で汚染
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され始め，さらにその影響は大陸沿岸にまで及びそうになった。すでに船体

は二つから三つに折れて全担状態となり，3月28日朝，船主は保険者に船体

を委付し，同日夕刻イギリス政府は泊客のこれ以上の拡大を防ぐため，船内

に残っている原刈｜を船体諸共爆撃して炎上させるという非常手段に訴えた。

この手段により， 3月30日までに船内および近接水而の油は処分されたとい

う。

4. 抗害の慨要

この事故の結果生じたjfi宮は，木船の座礁による釘筈だけで16,500,000ド

ル（59位4千万円〉であり， li't;I来していた約 120,000トンの原￥1!1の流出と爆

撃によるJ日立子 600,000ポンド （当IIキとして約6億円〉であり，さらに流出し

た原油の清掃担用としてイギリス政府は約20億円を支出した。この他イギリ

ス軍隊の爆撃白川（約10億円）や海産物件に加えたm害を加算すれば，この
事故によるm害は巨額に達すると考えられる。
5. 事故の原因

リベリア政府の作成した調査報告需によれば，シリー諸島付近のような水

域でかつ近辺に漁船などがし、る状況の下で，自主IJ操舵のまま航行を続け，コ

ースの選択についても判断をれり，また自動操舵装悶の切換えについての規

則を作成しておかなかったことなど，事故の原因は，もっぱら船長のみの過

失にあった，としている。

注 (1) この事故については，東京海l二船舶業務部「TorreyCanyon号庄市長市故」『損
件保険研究』 29:&3号96Tl以下に許制IIが述べられている。木和もこれによった
なお，加f日伝三郎「トリー ・キャニオンり寸下件と大引タンカーの問題」『海運』
2花479刀8瓦以下；G.Gill, F. Booker and T. Sope1・, The Wreck of the Torrey 
Canyon, 1967; R. Petrow, The Black Tide in the Wake of Torrey Canyon, 

1968咋参照コ

3, i由濁損害に対する海上保険の立場

Torrey Canyon号事件を， m害の而からみると，木船自体の損害とm荷
である原詩｜！の担害という実体的m害と，流出した原油のために船主が負う責
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任損害とに大別することができるO もしこれが前記 Ann巴 MildredBrov暗

号事件や Lutsk号事件のように衝突から生じたのであれば， 責任損害は相

手船とその積術に生じた損害のために船主が負う責任損害と流出油のために

船主が負う責任煩害に細分化されることになる。

さて，これを海上保険者の責任の聞から考えると，木船自体の滅失 ・損傷

による損害と木船上の積荷自体の滅失 ・損傷による損害は，通常は海上保険

の中の中心的保険である所有者利益に刈する船舶保険と積荷保険で負担され

る。衝突の場合には，責任利益の保険であり，通常，船舶保険証券に特約とし

て貼付される衝突損害賠償金興補条項（通称，衝突約款－RunningDown 

or Collision Clause）によって，他船と他船上の積荷またはその他の財産に

生じた損害に刻し， 船主が賠償責任を負う金額の 4分の 3c 4分4のことも

ある〉を保険価額を限度として負担される。しかし，現実に船舶聞の衝突が

あってもそれ以外の損害は負担されず，さらに衝突以外の事故の場合，例

えばTorr巴yCanyon号事件のように座礁等の事故の場合には， 船主の責任

損害は，船舶保険証券や術突約款によっては，まったく負担されなし、。すな

わち，通常のdrJ上保険では，油i勾損害に対する船主の責任は負担されない，

ということであるJ この点イギリスの旧協会期間約款（船舶）中の衝突約款

はこのようなm害に対し負担するか否か明確さを欠いていたため， Torrey 
Canyon '.r；・事件を契機として改正され，負担しない旨を明記するに至った。

それならば，油濁m害に刻する船主の責任は，いかなる方法で負担される
かといえば，二つの方法が考えられる。一つは，主要な海運固に存在する

船主責任相互保険組合（Protection and Indemnity Club or Association-

わが国の場合は昭和25年設立の日本船主責任相互保険組合がある〉による方

法で，もう一つは通’日’の船舶保険証券にイギリスの協会建造危険約款(Insti-

tute Clauses for Buiiclers’Risks〕や協会係船危険約款 (Institute Time 

Clauses-Hull Port Risks〕中の保護補償約款（Protectionand Indemnity 

Clausめを特約と して拝古入する方法である。わが問の宍際の場合にはp この
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ような約款が存在しないため， 船主から要求があった場令には， 手11文の船

舶保険証券に英文の保護＇fillfi't約款をlt片付ーするという使：rt手段が消じられてい

る。

ただ問題はこれら二つの方法のし、ずれをとっても，船主の責任全額が負担

されるとは限らない，ということである。

そこで，木稿では，IZh会衝突約款の改正の問題をおりまぜながら，？由濁損

害に刻する船主の賠trtJ''l任についてのl'/1j上保険の立喝を明確にすることにす

るのなおわが同の実際は，:fll文の保険証券と英文の保険証券が使用され，英文

保険証券はイギリスif!J:上保険T1)bJで、j凡にJlh、られているのと同じ様式のもの

であり，しかもその中に英法前拠法約款 (E:}g!ish Law and Usage Clau-

se)rnが挿入されており，この約款によって，1Pt害に対するJjJ司令1IJ責任の有無

およびその支払方法についてはイギリスの法律・慣習に従うことになってい

るので，両者を比較検討することにする。

注（1) 原文は次の通りである。
This insurance is unde1stood and agreed to be subject to English law and 

usage as to liability for and settlement of any and all claims. 

4. 衝突約款では負担されない

前述のように， TorreyCanyon号事件の場合は，座礁に起因するもので

あるから，船舶の運航に伴って生じる賠償責任のうち，船舶聞の現実の衝突

によって生じる賠償責任に限って負担する衝突約款ωの適用がないことは明

らかである。 しかし，もし衝突によって計l1濁損害が生じ，その結果船主が賠

償責任を負うことになった場合について検討することにする。

1. わが国の衝突損害賠償金j民間条項の場合

船舶保険特別約款第3種乃至第5種に規定されている衝突釘害賠償金填補

条項∞は第1条第1項に， 「被保険船舶カ他ノ船舶 ト衝突シ之ニ困リ他船又

ハ他船ノ積荷ニ生シタノレ損害（被保険庫川自；カ他船 ト衝突シ其直接ノ結果トシ

テ其他船カ吏ニ他ノ所油’lト衝突シタルi場合ニ於テハ其船舶波ニTi't:r1:1ニ生シタ
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ノレ損害ノ、之ヲ合ム又船舶ノm傷修紙ニ困ノレ使用利益ノ喪失ハ船舶ニ生シタノレ
J員害ニ加算ス〕ヲ被保｜没者カ賠抗スヘキ法律上ノ義務ヲ負ヒ且ー・・・現実ニ之

ヲ賠償シタルトキノ、次条規定ニ依ノレ賠償金 （何レノ場合ニ於テモ保険価額ヲ

限度トス〕ノ 4分ノOヲ保険金額ノ保険価額二対スノレ割合ヲ以テ損補スノレノ

責ニ任スー・」と規定し，保険者の負担する損害の範囲を明確にしている。

これによると，保険者が負担するのは，被保険船舶が他船と衝突した場合

の他船と他船の積荷の損害と，被保険船舶が他船と衝突し，その結果その他

船が第三船と衝突した場合の第三船とその積荷の損害に対する賠償責任に限

られており，従ってこれ以外の物件に生じた損害に対する賠償責任は負担さ

れなし、。ただ他船の煩害には他船の使用利益の喪失，すなわち，いわゆる滞

船料が加算される。

被保険船舶と他船との衝突が保険者の責任発生の要件であるから，被保険

船舶が航法を誤り，他船が被保険船舶の衝突を避けようと して第三船と衝突

した場合とか，狭い水路を被保険船舶が高速力で拘／L行したため，それによっ

て生じた波浪により他の二船間に衝突が生じた場合のように，現実に被保険

船舶と他船との衝突がない場合には，たとえ法律上損害賠償責任が発生して

も保険者はこれを負担しないのである、

さらに，第l条第2項に「… 如何ナル場合ヲ問ハス船舶又ハ積荷ニ非ス

ル物件又ノ、利益若ハ人命ニ力！｜ヘタノレm害並ニ船舶又ハ柏市ノ引揚若ハ撤去ヲ
命セラレタノレ場合ニ要スノレ町周ニイ、jテハ当会社ハj民有｜｝ノ責ニ任セスJとまfi定

し，保｜没者の免責する範囲を明確にしている。

これによると，他船の乗客や船員の死亡・ 傷害，乗客や船只の所持品のJ自

答に対する賠償責任，船：t去や騎手：1の難破物の除去に要ーする費用に刻する賠杭

責任は，保険者ーの負担しないところとなっている。

従って，たとえ被保険船舶と他JlQとが衝突して被保険船舶または他iめから

流出した訓｜による訓Ii濁損害が発生しその結果被保険船舶の~Yi\主が賠償責任

を負うことになっても，衝突阻害賠償金収納条項はこれを負担しないのであ
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る。

2. 協会衝突約款の場合

19世紀末以来，殆んど大きな改正なしに継続して使用されてきた衝突約款

ωがTorreyCanyon号事件を契機として1969年1月1日に可成り大きく改

正された（叫。そのII的とするところは，船舶の衝突によって生じた油濁m害
に対する船主の賠fft責任に閃する保｜役者の収納責刊を明確にすることであっ

も’Rハー。

i.,＇＼：：正前の旧約款によると「 ．木｛呆｜：会；fE券記l肱の船拘1'1が｛也船と街突し，そ

の結果被i号~I決者がこの館I突に閑してあるゴb：：額を他人にJ日害R自fi't として支払う

責めをft＼，、J工つ支払わなければならない1場合．．．．」 C・・・ ・if the Vessel 

h巴r巴lコyinsur 

Assured shall in consequ巴neethereof b巴comeliable to pay and shall 

pay by way of clamag巴sto any other person or perons any sum oτ 

sums in respect of such collision，・ーー・） と［呆｜没者の負担する範囲を規定

していた。そして但需（Provisoor Exceptions Claus巴〕に 「但し木条は，

如何なる場合においても，制定法上のtfril仮による附害物の除去のため，また

はかかる衝突の結果， j百：Hr;-l必，波止場，J1；：.顕，桟儒およびその他これらに卸

する構造物またはこれらの上にある貨物もしくは財産または｜略上にある貨物

もしくは財産に与えた担傷に対し，または被保険船舶のm荷もしくはf:tl務に
関し，または人の死亡傷害に対し，被保険者が支払う責めを負L、または支払

わなければならない一切の金額には，これを適用しない」〔Providedalways 

that this clause shall in no cas巴extendto any sum which the Assured 

may become liable to pay or shall pay for removal of obstructions 

under statutory pow巴rs,for injury to hart】ouiswharves piers stages 

and similar structures, or any goods or property thereon or on land, 

consequent upon such collision; or in respect of the cargo or巴ngage

ments of the insured Vess巴lor for loss of Ii fe or personal injury.〕と
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免責される範囲を規定していた。

従って，被保険船舶と他船との衝突の結果被保険者が負う賠償責任のう

ち，白書に列挙されたもの削除くすべての賠償責任がこの衝突約款によって

負担される．という解釈も成り立たないこともなし、。そう解釈すると，衝突

の結果生じたれ11濁損害に刻する船主の賠償責任も負担されるのではないかと

いう疑問がでてくるのは当然で、ある。

もちろん，約款のfi：、図するところは，わが衝突m害賠償金J~1布ll条項と 同じ

く，他船と他船上の貨物またはその他の財産のm害に対する賠償責任を負担
することであろうが，文字解釈からすれば上記のような疑問も出てくること

になる。

そこで，現行約款（のは，こういった疑問を除去するため，負担される範囲と

免責される範聞を可成り旧約款に較べて明確にしている。すなわち， 「－－－

木保険証券記・I真の船舶が他船と街突し，その結果， 被保険者がその衝突に関

して下記の損害に対するm害賠償と して，他人にある金額を支払う責めを負
い，かつ支払わなけーればならない場合

(i) 他船または他船上の財産の滅失または損傷

(ii〕 他船または他船上の財産の遅延または使用利益の喪失

(iii〕 他船または他船上の財産に｜期する共同海損．任記：救助または契約救

助」

（・・・・ifthe Vessel h巴rebyinsured shall come into collision with any 

other vessel and the Assured shall in consequence thereof become 

liable to pay and shall pay by way of damages to any other persons 

or persons any sum or sums in respect of such collision for 

( i) loss of or damage to any other vessel or prop巴rtyon any 

other vessel, 

(ii) delay to or loss of use of any such other vessel or property 

th巴reon,or 
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(iii) general average of, salvage of, or salvage under contract of, 

any such other vessel or property thereon,) と負担される範囲を

規定し，さらに但書と して， 「但し如何なる場合においても， 被保険者が，

下記の事項に刻してまたはこれに関連して，支払う責めを負わされまたは

支払わなけばならない金額については，本条は適用しないものとし， また

適用しないものとみなす。

（め 制定法上の権flRによる，またはその他の方法による障害物，難破物，

~荷その他程類の如何を問わず一切のものの除去または処分

(b) 他船または他船上にある財産以外の不動産または動産もしくは種類の

~IJ 'filfを I L\Jわずその他一切の物

( c) 被保険船舶上にある積荷またはその他の財産，もしくは被保険船舶の

日L務

(d) 人命の死亡，傷害または疾病」

(Provided always that this clause shall in no cas巴extendor be 

deemed to extend to any sum which the Assur巴d may become 

liable to pay or shall pay for or in r巴spectof：ー

（己） r巴movalor disposal, under statutory powers or otherwise, of 

obstructions, wrecks, cargoes or any other thing whatsoever, 

(b) any real or personal property or thing whatsoever except other 

vessels or property on oth巴rvessels, 

(c) the cargo or other property on or the engagements of the 

insur巴clVess巴1,

(d) loss of life, personal injury or illness.〕

と免責される範囲を規定している。この現行約款は，IEI約款で暖昧であった

被保険船舶が他船と衝突した結果被保険者が負担する賠償責任のうち，保険

者の負担する範囲を明確にしている。（i)(ii)(iii）に規定されている損害を

みると現行約款の負担する範凶は一応「他船または仙船上の財産に生じた損
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害」と考えることができ，わが衝突JH害賠償金J民有Ii条項に可成り近づいたと

いえよう。

さて，次に免責の範聞を旧約款よりも切］般にした別行約款の但書のうち，

本稿に必要なi'llS分を摘出すれば，旧 約款の「制定法上の権限による障害

物の除去」に代えて（a）「制定法上の権限によるまたはその他の方法による障

害物，員~~Ti皮物，~」荷その他極炉、の如何を問わず－ WJの物の除去または処分」

とした点にある。このうち，特に「処分」 (disposaり という言葉の意味する

ところは， TorreyCanyon号事件で、切らかなように，流出地｜に対し「除去」

(removal）という言葉には該当 しない薬剤の散布というような方法もとら

れるので使用したものと忠われる。

現行の協会衝突約款は，その負担範囲として，一応「他船または｛也市＼上の

財産に生じたm害に刻する賠償責任」に限定しているから，この｛且書ーがなく
ても，計11濁m害に対する ｛~；；＼主の賠償責任は免責されるのであるが， その免責

をさらに明確にするために，特に付方｜｜されたものと考えられる。

要するに， 協会衝突約款の場合も， 被保険船舶と他船との衝突に起凶す

る首11濁tw蓄に対する被保険船主の賠償責任は負担されないことは明らかであ

る。

注 （1) 衝突約款については，.w城博士「新）仮;iiV/3長海上保険契約論」 342京以下； 同
「イギリ久船員｜］保険契約論J193京以下； 加藤山作i卓士「似害保険実務排出」
139頁以下； 小lllJ谷凶土「衝突安｛一「担保約，;j.,:の 1i!f~E」『ifリ尚法研究第 6 u』 197
1立以 F, Dover, Analysis, pp. 40巴tseq., Hurd, Marine Iusurance, pp. 93 
巴ts巴q参照。なお，協会約款改正以後の研究としては，111凶正幸1J 「Hiiヌ：tu;l:
賠償金現有ll条項に｜刻するす＂.＇干の考祭」 『J1~ ＇8保険研究』 30巻 4 号76京以下， 3 1
巻 21，~·s 1頁以下， 31巻 4 号35J主以下IC~附11な研究がある。

(2）全文は次の通りである。

衝突損害賠償金Jj)玲n条引
第1条 当会社ノ、木；fE15'記依ノ船舶 （以下被保｜倹船舶 ト事j＼ス）カ他／船舶ト例突シ
之ニ｜刈リ他船又ハ｛出先日ノt'i初ニ生シタノレ損害〈被保険船』.JI’げJ他船ト衝突、ノ.ltf｛（以
／結果トシテ共｛也船カ:u..'.ニ他ノ船舶ト衝突シタノレ；場合ニ於テハ其船舶並ニお初Jニ
生ツタノレ損害ノ、之ヲ含ム叉船舶ノ損（j:j修繕ニ因ノレ使用利続ノ喪失ハ船舶ニ生ツタ

ノレ損害ニ加幻ース〉ヲ被保険者カ賠償スヘキ法flt上ノ，広務ヲ：（＂.！ヒ ll確定判決ニ依リ
叉ハ当会主l；ノ占面iニ依ノレ同店；ヲwテm実ニ之ヲ賠償シタノレ トキノ、次条!J;I.定ニ依ノレ
賠(1't金（何レノ 1場合ニ於テモ保険 11日時~~ヲ ｜以l文トス、） ,1分ノ ヲ保険金鉱iノ保険f1Uj
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傾ニ真、Iスノレ古IJ合ヲ以テlJlHlllスノレノ支ニ 任スm.普通保険約款~o 条列記ノ ~j；：由ニ困

リテ主l.シタノレ衝突又ノ、同第4条列記ノ；場合ニ生シタノレ衝突ニイ、jテハ此｜浪ニ在ラス
lilJJj’iノ場合ニ於テハ本衝突損害賠償金填補条項ニ依ラサノレ当会社ノ填補金ノ有
1rn〔ニ拘ラス当会主l：ハJ§Jflllノ'I'tニ任スヘシ トmmモ1回ノ術突：：：j;:i＇＆二千l当会社／狽ネill
スヘキ金在i’lハ如何ナノレ場合ヲ問ハス保険金額ヲ限度トシD.如何ナノレ場合ヲ問ハス
船内｜’｜文ノ、右派：1ニヨloサノレ物｛Ljc又ノ、利益若ハ人命ニカ1:1ヘタノレ損害並ニ船舶叉ノ、芯｛荷ノ
引払，mハ撤去ヲ命セラレタノレ場合ニJ&iスノレ費用ニイ、lテハ当会社ノ、興布11ノ立ニ任セ
ス

おi~ 2条 下記ノ金額ヲ以テ本条:gr.(ニイ衣ノレ賠償金トス

1 衝突カ被保険船舶ノミノ過失ニ悶リテ生シタノレ場合ニ於テハ他船又ハ他fK¥/ 
泊予；iノm筈ニ対シ被保険者プ？）賠償シタノレ金?iH
2 衝突カ被保険船舶ノ過失及他船ノ過失ニ悶リテ生、ノタノレ場合ニ於テノヅ~）品失
ノ；1;1恰（各船舶ノ過失ノ l経重ヲ判定スノレコ ト能ハサノレ トキハ各船舶ノ過失ノ割

合ハ同等ナノレモノト沼倣ス〉ニ応シJHJ殺ヲ行ノ、スシテ被保険者カ他船叉ハ他
船／初予日ノJ員答ニ刈シ）！；¥j・f:i'tシタノレ金主rtULI殺ヲ行ヒテ賠償シタノレ場合ニ於テハ
キI.I殺セサリシナラハj情的スヘカリシ金鉱！〕
3 被保険者;IJ金銭ヲ以テ賠償ヲ為ス代リ ニ商法第690条ノ規定ニ依リ委イナヲ為

シタノレ トキハ委付セラレタノレ船舶（被保険船自1'11・1，ニ包含セラレサノレ附属物ヲモ

合ム〉ノ委十j当Hキノ！日j制Ii（船均｜’｜ト共ニ委付セラレタノレ述送15'.及被保険者プ＇J~ t船
舶ニイサヰI久ノレ損害賠償叉ハ￥！棚1ノ訪求権アノレトキハ~t見引金額ヲカ口抗1ス一一以

下委イ、l物｛斗ノ liili悠lト称久〕但委付ヲ為ササノレ場合ニ於テ被保険者カ賠償ノ武ニ
任スヘカリシm書中ニげ）木衝突条項ノ下ニ於テ当会社プ＇］jff!布！レ武ニ｛工スヘキ他
船及i也船ノ積荷ニ生シタノレ損害（古i）条／規定ニ依ノレ）並ニ（ロ）木衝突条項ノ下ニ
於テ当会社カ収補ノ立ニ（［セサノレm害叉ハ費mヲ合ムトキノ、委付物事｜ーノ何千iJ'iヲ
前記fイl並ニlロ）ノ各見積額ニ対・ンj安分シテ~~；：出 シタノレ前記（イ）ノ見税額ニ対λノレ吉lj

当額

第3条 他船叉ハ｛也船ノ秘荷ニ生シタノレ損害ノ賠償請求ノ訴訟ヵ：被保険者ニ対シテ
t?J：品セラ レ被保険者カ当会社ノ書面ニ依ノレ同志ヲ得テ之ニ陀；訴シタノレ トキ叉ハ被
保｜没者カ当会社 ト 協議／」二争 ヲイ1j:1裁ニ十i シタノレトキハ之ニ必~叉ハ有ぷナ リ ・ン訴
訟指flj叉ノ、仲裁，賀用ノ、之ヲ本条項ニイムノレj賠償金ニ加x.1：シ其合気.LrJic保険価額ヲ限
度 トス） / 4分ノ ヲ保険金額ノ保険liili務lニ対スノレ;!Ill合ヲ以テjffl布tiスノレノ立ニ任
ス

他船叉ノ、他船／積荷ニ生シタノレmtlffト他ノ jffj!:fトヲ併セテR1'J求セラレタノレ場合ニ
於ケノレ費用ノ、各被布＇i求金抱い応シテ絞分シj)ij項ニ依リ賠償金ニ加鋭スヘキ金制ヲ
定ム

第4条 被保｜没船舶カ被保険者ノ所有叉ハi'i'fl｝ニ係ノレ他ノ船舶川島突シタノレ場合ニ
於テモ第三者ノ所有叉ハfiil，＼＇ニ係ノレ 他ノ船舶 トノ衝突ノ；場合ニ準シ木条項ノ各規
定7適用久へキモノトス似此場合ニ於テハ各船舶ノ過失ノ有4!¥fi及其割合並ニ各船

舶ノ損害額ノ、7政保険者ト当会社トノ問ニ之ヲ協定ス
J]lj :g".! ノ協定ヲ為スコ ト lieハサノレ ト キノ、被保険者 ト 当会社ト協議シテ 1 人ノイ1j1~il(
人ヲ選任シ其判断ニ一任ス若シコノ選任ヲ為スコト能ノ、サノレトキハ各自 1人ノイrj1

裁人ヲ選任ツ其選任セラレタノレ2人ハ吏ニ第3ノイNぷ人1人ヲ選任シ仲裁人ノ多
数決ヲ以テイrj1裁判断ヲ為ス

(3）全文は次の通りである。
1. It is further agreed that if the Vessel hereby insured shall come into 
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collision with any other vessel and the Assured shall in consequenc巴thereof
become liable to pay and shall pay by way of damages to any oth巴r
person or persons any sum or sums in respect of such collision, the Under-
writ巴rswill pay the Assured such proportion of thr巴巴ーfourthsof such sum 
or sums so paid as their respective subscriptions h巴retobear to the value 
of the Vessel hereby insured, provided always that their liability in respect 
of any one such collision shall not exceed their proportionate part of 
three-fourths of the value of the V巴sselhereby insured, and in case3 i日
which the liability of the Vessel has been contested, or proceedings hav巴
been taken to limit liability with the consent in writing of th巴 Und巴r-
writers, they will also pay a like proportion of three・fourthsof the costs 
which the Assured shall thereby incur or b巴 compelledto pay; but when 
both vess巴Isare to blame, then unless th巴 liabilityof the Own巴rsof one 
or both of such vessels becomes limited by law, claims under this clause 
shall be settled on the principle of cross-liabiliti巴sas if th巴 Ownersof each 
vess巴lhad b巴encompelled to pay to th巴 Ownersof th巴 otherof such 
vessel such one-half or other proportion of the latter’s damages as may 
have been properly allowed in ascertaining the balance or sum payable 
by or to the Assured in consequ巴nceof such collision. 
Provided always that this Clause shall in no case extend to any sum which 
the Assured may become liable toρay or shallρay for removal of obstructio附
under statutory powers, for i河:juryto harbours 叩harvesρiersstages and 
similar structures or any goods orρroperty thereon or on la河d,consequent 
u』onsuch collision; or in resρect of the cargo or engagements of the insured 
Vessel, or for loss of life orρersonal iniury. 
2. Should the Vessel hereby insured come into collision with or receiv巴
salvage servic巴sfrom another vessel belonging wholly or in part to the 
sam巴 Ownersor under the same management, the Assured shall have the 
same rights under this Policy as they would have were the other vessel 
entirely the property of Owners not interested in the V巴sselhereby insured, 
but in such cases th巴 liabilityfor the collision or th巴 amountpayabl巴 for
the services rendered shall b巴 referredto a sole arbitrator to b巴 agreed
upon between the Underwriters and the Assured. 

ω この改正約款は当初「協会改正衝突約款」(InstituteAmended Running Down 
Clausめ とよばれていたが， 1970年10月l11改正の 「協会期間約款（船舶〉 」
(Institute Time Clauses (Hulls）） にそのまま挿入され「協会衝突約款」 (Insti 
tute Running Down Clause）となった。

(5）全文は次の通 りである。
L It is further agreed that if the Vessel hereby insured shall come into 
collision with any other vessel and the Assured shall in consequence th巴reof 
become liabl巴 topay and shall pay by way of damages to any other person 
or persons any sum or sums in respect of such collision for 
( i ) loss of or damage to any other vessel or property on any other 
vessel, 

(ii) delay to or loss of us巴 ofany such other vessel or prop巴rty
thereon, or 

(iii) general averrge of, salvage of, or salvage under contract of, any 
such other vessel or prop巴Ity thereon, 

the Underwriters will pay the Assured such proportion of three-fourths of 
such sum or sums so paid as their respective subscriptions h巴retobear to 
the value of the Vessel her巴byinsured, provid巴dalways that their liability 



252 港湾の計11消鎖害に関する一考察

in respect of any one such collision shall not exce巴d their proportionate 
part of three-fourths of the valu巴 ofthe Vessel hereby insured, and in 
cases in which, with the prior consent in writing of the Underwrit巴rs,the 
liability of the Vess巴lhas been contested or proceedings hav巴 beentak巴nto 
limit liability, they will also pay a like proportion of three-fourths of the 
costs which the Assured shall thereby incur or be compelled to pay; but 
when both vessels are to blame, then unless the liability of th巴 Owners
of one or both of such vessels becomes limited by law, claims under this 
clause shall be settled on the principle of cross-liabilities as if the Owners 
of each vessel had b巴巴n compelled to pay to the Owners of the other 
of such vessels such one-half or other proportion of the latter’s damages 
as may have been properly allow巴din ascertaining the balance or sum 
payable by or to th巴 Assuredin consequ巴nceof such collision, 
Provided always that this clause shall in no case extend or be deemed to 
extend to any sum which the Assured may become liable to pay or shallρay 
for or in respect of:-
(a) removal or dis戸osal,under statutory powers or otherwise, of obst叩 ctions,
wrecks, cargoes or any other thing whatsoever, 

(b) any real oy戸ersonalρroj;ertyor thi日gwhatsoever except other vessels 
orρrojうertyon other vessels, 

(c) the cargo or otherρro戸ertyon or the engagements of the insur’ed Vessel, 
(d) loss of life，ρersonal i叩:juryor illness. 
第2条姉妹船約款（SisterShip Clauseは旧約款と同一であるので省略する。

5- 船主責任相互保険組合によって負担される範囲

18世紀初頭のイギリスにその起源を求めることができるω 船主責任相互

保険組合（Protectionand Indemnity Club or Association）は現在世界

の主な海運国ωすべてに設立されており，わが国でも，船舶の運航に伴って

生じる責任および貸用に｜却する相互保険である損害保険事業を行い，組合員

の利益を保護し併せてtfrj運業の健全な発達に資することを目的として，昭和

25年に設立された日本船主責任相互保険組合【めがあることは周知の通りであ

る。

この種の組合は， j画常のflX：＼自i

負担することを主な目的とするが，現在この種の組合の負担する範囲は極め

て広く，アメリカでは「何でもとれる保険」（Catch All）とよばれている。

しかしその中心的な負担危険は「保護補償危険J(Protection and Jndem-

nity Risks）であり ω，本稿の必要とするのもこの危険に属するので，こ
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れに限って検討することにする。

もともとProtection とは船主の利益の保護を意、味し， 船主が船舶の運航

に伴 って生じる第三者に対する責任と船員に対する保護の責任を表わし，

Indemnityとは補償を意味し，船主の運送人と しての過失の責任を表わして

いるといわれる。元来独立した組合によって負担されていたため，ごく最近ま

で同じ組合であっても別個の部門を構成していた。しかし両者に区別し難い

点もめるので，1959年に世界最大といわれる UnitedKingdom Mutual 

Steamship Assurance Associationがこの区分を廃止して以来，多くの組合が

これに習った。日木船主責任相互保険組合も特にこの区分を設けていないω。

1. 船主責任相互保険組合の負担の内容

この種の組合の負担する内容については，基本的に殆んど相違がない

が（6），細部については若干相違もみられるので，基木的部分のみを列挙

するにとどめるm。

イ．死亡および身体傷害 船員，乗客，荷役人夫またはその他の人々の

死亡および身体傷害に関して生じる組合員の責任

ロ．衝突危険 組合に加入している船舶の不当な航海または不当な管理の

結果生じた仙船または他船上の財産の滅失または損傷で衝突約款で負担

されないものを負担する。この中には他船の船骸または同船上の積荷の

難破物の引揚げ，除去または磁嬢に要する費用，さらに衝突の結果他船が

港湾施設に加えた損害を含む。従って衡突以外の原｜刻から生じる責任，

例えばwashdamageやCrowdingdamage等も負担される。

ハ．積荷危険 加入船の不当な南m路，不Jtj;航，不当な航海または不当な管

理の結果生じた同船上の積荷の滅失またはH1傷および積荷の保管および

管理に当つての過失の結果生じた滅失または損傷で力｜｜入船に朕l連して組

合員が賠償の責めを負うものを負担する。もちろんこの場合，事故が組

合員自身の現実の過失により，またはその関与の下に生じたものでない

ことが条件である。
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ニ． 港湾被害の危険 加｜入船が港湾施設，例えば港，船渠，岸壁，桟橋，

埠頭等固定物または可動物に』｜｜えた損害に刈する組合員の責任を負担す

る。

ホ．船i技等の除去力II入品。の船政および同船上の杭荷の難破物の引揚げま

たは除去に要する費用を船自｜’｜保険証券またはその他の保険証券で負但さ

れない範闘で負担する。

へ．人命およびその他の救助と共同向山の危険 人命数助に対する組合員

の責任と組合員が支出しなければならない救助料，共同ifd:損費用および

特別代用で，航海の開始の際に船舶を堪がしにするために相当な注芯、を払

うことを怠ったため積荷の利害関係者ーから回収できない部分を負担す

る。

ト．船員の求凶船員の入院此）＇［），医療山または非祭山で組合員が）l音 u~lの

責めを負うものおよびこれらの結果から生じる送還貨を負担する。

さて，計11渇阻害に刻する船主の賠償責任という問題に関連して検討すれ

ば， 'l、orreyCanyon号事件のように衝突以外の事故，例えば座礁に起凶す

るとすれば， 百11 ￥埼担害に刻する清抑~！（用はホの項 Uで負担されるであろう

し， dd:産物，例えば侮2~等の損害は，ニの項目で負担されることになろう。

次に他船との衝突によってこのような損害が生じたとすれば，他船と他船上

の積荷のm害で衝突約款で負担されない部分と他船から流出した油に刻する
清婦貸用はロの項LIで，また海産物の損害はニの項目で負担されることにな

るJ この点，UnitedKingdom Mutual Steamship Assurance Association 

はその定款第34条（唄tillの範囲〉で，また口本船主責任相互保険組合はその

定款第37糸（第三者に刻する責任〕でその負担を規定しているが，後者は，

海産物に力IIえた損害（第37条第1項 1号〉および泊による汚濁水面清j;,1｝貨用

（同5号〉の負担を明記している点，特記に値いする。

なお，この中のニの項目に関辿して興味深い事件があるので付記しておく

ことにする（8)0 
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1962年2月，アメリカのタンカー EagleCourier号は東京湾の鉄筋コンク

リート・プラットフォームに激突して甚大な損傷を被った。その際，燃料庫

からの油と第一および第二タンクから油を含んだ水パラストが海上に漏出し

たコそしてこれらの漏出した油は東京湾とその隣接する海岸で養殖されてい

た海苔に大きな損害を与えた。 2, 182名の被害者を代表する12の漁業協同組

合は，これに対し約 200万ドルに達する損害賠償を請求した。船主側に責任

があることが明らかであったため，損害額の査定を東京水産大学に依頼，そ

の結果は請求金額のほぼ半分となったので，さらに漁業協同組合と交渉を続

けた後，UnitedKingdom Mutual Steamship Assurance Associationが合

計520,513・12ドノレを支払った。

要するに，いずれにせよ，船主の計t1濁損害に対する賠償責任はこれらの組

合により負担されるということである。

2. 保険金額の限度について

船主の油、褐m筈に対する賠償責任が船主責任相互保険組合で負担されると

して，果してどの限度まで負担されるかという問題がある。

イギリスて、は，現在殆んどの組合がその定款に保険金額に関する規定を設

けておらず， UnitedKingdom Mutual Steamship Assurance Association 

の場合もその例外でなし、。ただ， 1957年10月の船主責任制限条約（Brussels

International Convention, 1957）に基いて制定された1958年商船法（船主

およびその他の者の責任） (Merchant Shipping〔Liabilityof Shipowners 

and Others) Act, 1958) により， 船主の現実の過失または関与なくして

(Without actual fault or privity）発生した事故については人の死亡傷害

に対しては，一事故につき 1総トン3,100金フラれ また財産の滅失損傷に

対しては一事故につき 1総トン 1,000余フランに船主のnf'ffrt責任を制限で、き

ることになっている3

従って，現在UnitedKingdom Mutual Steamship Assurance Associ 

at ionを始めとする組合のとる立場は， 船主が自己の責任制限の権利を正し



256 港湾のih消損害に関する一考察

く利用した上で、の正当な法律上の賠償責任に対しては，組合は無制限に負担

する立場をとっているといえよう。

日本船主責任相互保険組合の場合は，基本契約に対する保険金額を総 トン

数により段階別に定め，さらにその保険金額を超える超過額に対する契約に

ついては最高 5,000万ドルとし， さらに例外としては無制限に負担する こと

もありうる。なおわが国も商法上免責委付の制度が存在する（第690条〕が

最近は保険金額の範囲内で損害賠償ヲが処理されるため，殆んど行われていな

いことを付記しておく n

従って，この種の組合に加入していれば，その保険金額までは負担される

ことになる。

注 （1) 組合の起源に関する最近の学説については．関島和夫「英国の海上保険市場

におけるPIクラブの地位」 『損害保険研究』 29巻3号61頁以下に詳しい。な

お，今泉「Protectionand Indemnity Clauseの研究J 『損害保険契約の基木

問題』249頁参照。

(2) 治革的な理由もあ りこの種の組合の活動はイギリスが一番感んであるが，こ
の他にも， ／ノレウェーの AssuranceforeningenSkuld, Assura口ceforeningen

Gard，スウェーデンの NorthernShipowners’Protection Association，アメ
リカの Am巴ricanSteamship Owners’Mutual Protection and Indemnity 

Assoiationなどが有名である。

(3）定款第2条参照。
削 Protectionand Indemnity部門のほか，WarRisks 部門，Freight, De-

murrage and Defence ff!)門などがある。

(5）今泉 「T]l)fG＼論文」 260頁参照。

(6）北原貞幸「「｜本船主責任相互保険組合新定款誕生のいきさつJ『海運.J479号
77頁，今泉「前掲論文」259頁以下。
(7）詳しくは.United Kingdom Mutual Steamship Assuranc巴 Association定

款!Jl'B4条 （填布llの範囲〕， 11本船主責任相互保険組合定款第5節（基準撰布llの
箱閉〕 参Hi'i¥。
(8) 関島「前掲論文」 71瓦， UnitedKingdom Mutual Steamship Assurance 

Associationの AnnualReport (l 9G4〕参照。

6-保護補償約款によって負担される範囲

船主は， ｛~＼主責任相互保険組合に加入していれば， 油濁損害に対する賠償

責任について組合から回収する ことができるが，同じようにこの種の保護を

必要 としながらも，組合に加入できないものがあるO 例えば造船業者や船舶
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修繕業者などがこれである (I)J また船主で、あっても組合に加入したがらない

場合も考えられる。これらの人々に対し，イギリスで中土保護補償約款（Protee-

tion and Indemnity Clause）を利用してj目前の海上保険会社やLloyd’sが船

舶保険に付帯して引き受けるという方法をとっている。 協会建造危険約款

(Institute Clauses for Builders' Risks）や協会係船危険約款（Institute

Time Clauses-Hulls Port Risks) にこの約款が挿入されているのはこの

ためである。また必要に応じてこの約款を船舶保険証券に貼付して使用する

こともあるときいている。わが同には，各種の船舶保険に閲する約款の中に

この種の約款は存在しないが，必要に応じて，変則的ではあるが和文の船舶

保険証券に英文のままこの約款を貼付して使用することもあるらしし、。そこ

で，この約款により，一体どの範囲まで船主の油濁損害に対する賠償責任が

負担されるかを検討することにする。

協会係船危険約款では第3条乃至第5条〈わがまた協会建造危険約款では第

14条乃至第16条がこの保護補償約款となっている。両者の相違は，前半；の第

5条a号が後者では独立して第17条となっているだけであとは同文となって

いるので便宜上前者に基いて論述することにする。

なお協会期間約款（船舶）の衝突約款が改正されたことは前述の通りであ

るが，協会係船危険約款も協会建造危険約款も，まだ衝突約款を改正してい

ない（九そして両者ともに旧協会期間約款（船舶〕中の衝突約款の但書を削

除したものが使用している。

1. 保護補償約款の負担の内容

この約款の主な目的は，船主またはその他の利害関係者が被保険船舶の過

失ある航海または過失ある管理（negligentnavigation or management〕

の結果支払う責めを負わされた損害賠償金のうち，衝突約款では負担されな

い部分を負担することである。

従って，第3条には他船と他船上の積荷のm害で衝突約款で負担されない
残額，死亡または身体｛努害に刻する賠償責任，港湾施設学の回定物または可
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動物の損害，衝突の結果生じた｜惇宮物除去四用，および被保険船舶と他船の

現実の衝突はなかったが被保険船舶の過失ある航tfijまたは過失あるよ行理の結

果生じた損害等が負担される範囲として列挙されている。そして，その6号

に「上記以外の原因から支払う責めを負わされて支払った金額の中， United

Kingdom Mutual Steamship Assurance Associationから回収できる金額」

(Any sum or sums for which the Assured may becom巴 liableor 

incur from causes not hereinbefore specified, but which are abso-

lut巴ly or conditiona!ly recoverable from or undertaken the United 

Kingdom Mutual Steamship Assurance Association Limited）と規定し

ている。

従って，この約款によって負担される内容は，組合の場合と同じことにな

る。

2. 保険金額の限度について

この約款の第3条の前文に 「さらに次の通り約束する」 (It is further 

agreed that・・・）とあるのは， この約款が船舶自体の保険契約および衝突約

款による契約とは異る別桐の契約であることを示している。従って場合によ

っては一つの衝突事故に関連して被保険船舶自体の損害と衝突約款により他

船と他船上の積荷に／JI!えた損害の賠償金のほかにこの約款によって更に負担

されることになる。そしてその最高限度として第3条の後文に，第4条と合

算して保険金額の協定保険制額に刻する'i1fll合で，かつ 「保険金額を限度とす

る」 （…shall be limited to the sum hereby insured・・・），と規定してい

る。従って，この約款によって負担される範囲の内容は組合と同じである

が，保険金額の而では，可成り組合の場合を下回ることになる。

注 （1) イギリスで組合員となれる告は．船主，用自｛｝青，回航請負人であり，わが国
の場合は定款第9条によって，船主または賃・（，＇＇，・人にIll.｛っている。
(2) 原文は次の通りである。
3. It is further agreP-cl that if by reason of interest in the Vessel the Assured 
shall become liable to pay and shall pay any sum or sums in resp心ctof 
any liability, claim, demand, damages, and/or expense3 arising from Ot-
occasioned by any of the following matle1s or things during the cunency 
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of this Policy, that is to sayー
Loss of or damag巴 toany other vessel or goods, merchandise, freight, 
or oth巴rthings or interests whatsoever, on board such other vessel, 
caused proximately or otherwise by the Vessel insured in so far as 
the same is not covered by Clause 1 : 
Loss of or damage to any goods, merchandise, freight, or other things 
or interest whatsoever, other than as aforesaid (not being property on 
board the insur巴dVessel and owned by builders or repairers or for 
which they may be responsible), whether on board the insured Vessel 
or not, which may arise from any cause whatsoever : 
Loss of or damage to any harbour, dock (graving or otherwise), slipway, 
way, gridiron, pontoon, pier, quay, jetty, stage, buoy, telegraph cable 
or other fixed or moveable thing whatsoever, or to any goods or prop・ 
erty in or on the same howsoever caused : 
Any attempted or actual raising, removal, or destruction of the wreck 
of the insured Vessel or the cargo thereof, or any neglect or failure 
to raise, remove, or destroy the same 
Loss of life, personal injury, illness or payments made for lif巴 salvag巴：
Any sum or sums for which the Assured may become liable or incur 
from causes not hereinbefore specified, but which are absolutely or 
conditionally recoverable from or undertaken by the United Kingdom 
Mutual Steamship Assurance Association Limited: 
the Underwriters will pay the Assured such proportion of such sum or 
sums so paid, or which may be required to indemnify the Assured for 
such loss, as their respective subscriptions bear to the insured value of 
the Vessel hereby insured, provided always that the liability under this 
clause, together with any liability their may b巴 underClause 4, in respect 
of any one accident or series of accidents arising out of the same event, 
shall be limited to the sum hereby insured, but when the liability of the 
Assured has been contested with the consent in writing of the Und巴r・
writers, the Underwriters will also pay a like proportion of the costs which 
the Ass11red shall thereby incur or be compelled to pay. 
4. This insurance also to pay the expenses, after deduction of the pro・ 
ceeds of th巴 salvage,not recov巴rableunder Clause 3, of the removal of 
th巴 wreckof th巴 insuredVessel from any place owned, leased or occupi巴d
by the Assured. Underwriters’liability under this clause is subject to the 
limitations in amount provid巴din Clause 3. The provisions of that clause 
regarding the payment of legal costs shall also apply h巴reto. 
5. Notwithstanding the provisions of Clauses 3 and 4, this Policy is 
warranted free from any claim arising, 

（司 directly or indirectly under Workmen’s Compensation or Employers' 
Liability Acts and any other Statutory or Common Law Liability in respect 
of accidents to or illness of workmen or any other persons employed in 
any capacity whatsoev巴rby the Assured or others in on or about or in 
connection with the Vessel h巴rebyinsured or her cargo materials or repairs. 
(b) in connection with an occurrence resulting from the operation of a 
peril excepted by, 
( i) the Free of Capture and Seizure Warranty, 
(ii〕 theFre巴 ofStrikes, Riots and Civil Commotions Warranty. 

(3) この点については，今泉「前招論文」258頁参照。
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7.むす び

結論として，船主の油消Hl害に対する！！剖れ責任は，先日立＝責任相互保険組合

か保護補償約款によって負担されるということができるの

ここでもう一度 TorreyCanyon号事件についてその保険関係について検

討してみることにする。同船の保険関係は次の通りであった、すなわち，

イ．船舶；保険価額と保険金額 l, 650万ドノレ

保険者 ：Lloyd’s 40% 

アメリカのHullSyndicate 50活

A. I. U. 10% 

ロ 積荷 ・保険価額と保険金額 60万ポンド

保険者 ：TankerInsurance 

ハ．保護補償危険．限度額 1, 650万ドル

保｜没者： MarineOffice of America 250万ドル

Sedgwick Collins l, 400万ドル

さて，この数字からすると，船主の訓l濁損害に対する賠償責任は，船主責

任制限の問題を別とすれば， 1, 650万ドノレ（59億4千万円）を限度として保

護持llfi't危険の保険者によって負担されることになる。

木稿は，もっぱら船主の賠償責任について検討してきた。この立場で結論

を下すならば，世界のタンカーは益々大型化する傾向にある。このような状

況の下で，もし衝突や座礁のような事故が発生すれば，Torrey Canyon号

事件以上の損害が発生することも考えられる。 このようなことを考えた場

合，船主は善後策として十分な保険を千jーしておくことが望ましいと同時に，

この問題はこれだけで片付くものではなく，事故の防止や事故が発生した場

合の措置等の予防策や対抗策も国際的に講じることが必要であろう。
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1. はしがき
2. 小名浜港における路頭利用と背後地工業の関係

3. 時頭利用からみた工業港の類型化

4. 工業港における埠頭利用上の問題点

1.はしがき

戦後におけるわが国港湾発展のなかで，工業港の占める役割は，きわめて

大きかったと言える。

戦前においては，工業港の概念は定着しておらず，商港の中でとりあっか

われていた。 ω 戦後は，臨海工業の発達にともなって，木格的に各地に工

業港が 出現し，その種類も多くのものに類型化ができ得るほどに多くなっ

た。∞このような中で，工業港の概念が固定化しつつあるこ とは否定でき

ない。

固定化しつつある概念の中で，一般的に指摘し得る特性の一つは，工業原

材料の入貨と工業製品の出貨であるといえる。

工業港の特性を以上のような貨物の出入の特性に求めた結果を前提に，工

業港を塊定したとすると，そこではそれなりに多くの問題点をかかえている

ことが考えられる。

従来，港湾研究は，6大港を中心に，商港施設における諸問題を中心に議

論がなされてきていた。 しかし，商港だけが港湾でなくなった以上， 工業港

についても学問的な検討が加えられるべきである。

工業港がかかえる問題は，いくつかあると考えられるω が，とくに，工
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業港については，地域開発の強力な手段として開発が進行し，的後進地域

にも建設が進められる一方，工業港への進出企業は，その工業の性絡からし

て巨大資木の大工場が多く，その点からも商港においてはみられない特異の

問題点が抽出されることが考えられる。（5)

このような特性と問題意識の中で，今回は，埠頭利用上の問題点について

若干の考察を加え，今後における工業港研究の一磁石と したいと考えて い

る。しかし，今回，若干の考察を加えたWl'iJi利用上の問題点については，工

業港ーのみの問題ではなく，港湾における埠頭利用の基本的問題につながる問

題でもあることは当然である。

以上のようなやや袋とした問題担：識で、はあるが，具体的事例については，

小名浜港の利用状況を詳細に調査した結果を基礎に，問題を整理したもので

ある。

2. 小名浜港における埠頭利用と背後地工業の関係

小名浜港は，昭和44年現在，総取敏い貨物量550.2万屯に達しこのうち常

磐炭の移出を｜徐くと，原料ii命入と製品積み出しを主体とする典型的工業港で

ある。

小名浜港に隣接して，日：木水素工業（株〉小名浜工場をはじめ，堺化学工

業（株〉小名y只工場，新日；木化学工業（株〉 小名浜工場，菱化吉野石官：（株〉小

名浜工場， 小名浜製錬（株〉小名浜製錬所，東邦亜鉛（株〉小名浜製錬所が立地

し その総工場用地面積は，約250haに達する臨海工業地帯が存在し，小名浜

港と直結して稜勤している。（6 また近辺には呉羽油イじ (tj（）錦工場，呉羽化

学工業（株〉錦工場，常~！；炭l政（株〉磐城！政業所等の工場も存在している。

小名浜港の施設は，昭荊144年現在，16パースを有しており，これが全部公

共埠頭として供用されている。これは一般に，臨海工業地帯における工場

が，民間専用埠頭（工場士号l頭〉を有し， 雑貨取扱いが公共埠頭（または公共

雑貨埠頭）であるとの一般的概念と異なっており，この点で，小名浜港は，
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小名浜港特有の問題を提起しているものと考えられる。

小名浜港における埠頭利用の概要は表に示す通りであるが，このうち，取

扱い貨物量が一番多い埠頭は， l号埠頭5千屯岸壁〔I-5〕であり，小名

浜港の515.4万屯の総量の16.5%に相当する。この岸壁は，工業港形成の基礎

をなした埠頭であり，石炭合理化の一環として6,835.4万円の公共投資に

よって築造された岸壁であり，その荷役施設ならびに荷役機械には，福島県

が， 25,000万円の投資をしている。しかしながらl 取扱い量の全量が，常磐

炭硝（株）の粉炭移出で占められており，一社が専用的に利用 3 所有してい

る形態がみられる。

ついで，3号埠頭1万5千屯岸壁〔III-1〕であり，この岸壁での取扱い

貨物量の71活の貨物が，粉炭の輸移入で占められ，日木水素工業（株）コー

クス工場一社の原料炭である。昭和41年に完成した3号持liiJ（は，年間， 140.3万

屯の取扱い量を示すが，昭和39年に設立された日木水素工業（株）コークス

工場への原料外炭荷揚げに使用されており，延長 364mのベノレトコンベヤ ー

で工場と直結され，工場野積場に直送されている。

2号埠頭3千屯〔Eー3〕および5百屯桟橋〔II-4〕は，危険物取扱い

横橋であり，3千屯横橋では，重社11とナフサで，100%移入で占められ，5

百屯横橋では濃硫酸，粗タールで：－100%移出で占められている。とくに， 4貨

物とも小名浜港臨海部の工場貨物であり，重計11は， 小名浜石油l埠頭（株），

移入ナフサは， 呉羽油化（株） 錦1工場の工業原材料用に荷揚げされる貨物で

ある。また，移出濃硫敵は，東邦亜鉛（株〉小名浜製多R所，小名j只製錬（株〉

小名浜製錬所から，粗ターノレは，日本水素工業からの工業製品移出貨物で‘あ

る。

2号埠頭l万屯岸壁〔日ー 1〕での取扱い主j：の多い貨物は，銅鉱石，工業

塩および亜鉛鉱であり， 3貨物で約70%を占めており，銅鉱石は小名浜製錬，

工業：塩は呉羽化学工業，亜鉛鉱は東邦亜鉛の化学工業原料である。 2号埠頭

I万5千屯岸壁〔II-2〕では，主要取扱い貨物は，原木輸入呉羽化学工業



266 工業港における場頭利用の問題点

（一部保土谷化学〉の工業塩，東邦亜鉛の亜鉛鉱，小名浜製錬の銅鉱石の輸

移入．および日本水素工業，呉羽化学工業のりん鉱石，堺化学工業のイルメ

ナイト の輸入貨物であり，原木を除くと，この5社用の貨物が取扱い量の約

半分を占めている＇ 3号埠頭1万5千屯岸壁〔E 2〕は， 2号埠頭〔II-2〕

とともに原木の取扱い量が最も多く，原木輸入量は12.9万tの取強い量を示

し この岸壁での取扱い貨物量の65.1%を占めている。 しかし，パルプ工場利

用外材は無く，ラワン材は，｜臨海部の小名浜合板（株〉および江戸川製材の

2祉のプレート合板製造用であり，その他は背後地の一般製材用業社の原木

であるコ3号埠頭 I万5千屯岸壁は，日木水素工業，呉羽化学工業の2社使

用のりん鉱石の輸入が，取扱い量の625杉を占め，さらに，堺化学工業のイノレ

メナイ ト輸入，日木水素工業の硫安輸出貨物であり，小名浜港臨海部の3社

の化学工業原料および製品で・ある。

2号埠頭7百屯岸壁〔I[-7〕は，コークスの移出だけに使用されており，

年間28.4万tの取扱い量を示している。このコ ークスは，日木水素工業一社

の製品であり，ベル トコンベヤーで工場と直結され，岸壁は完全に専用的に

コークスの積み出しに使用されている。

1号埠頭5千屯岸壁〔 I-1〕， 〔I-2〕は，硫化鉱，亜鉛鉱および石

灰石の移入，塊炭，からみの移出が主要取扱い貨物である。取扱い貨物量の約

半分の貨物は， ｜臨海部の日本水素工業，呉羽化学工業，東邦亜鉛，住友セメ

ントおよび小名浜製錬の 5社の各工業原料が主体となっているO 1号埠頭1

万5千屯岸壁〔 I-3〕の主要取扱い貨物は，銅鉱石，一般製材用原木の輸

入，硫安の輸出，亜鉛鋭、の輸移入，硫化鉱の移入，および小名浜製錬の珪石

の輸移入貨物がみられ，原木を除いて， 5貨物がこの岸壁で取扱い量の60%

を占めている。

最後に，I号埠頭1千屯岸壁〔I-6〕，I号埠頭1千屯岸壁〔I一7〕

は，埠頭別取扱い量は少量であり，両岸壁ともに移出岸壁として利用されて

いる。 〔I-6〕は，主として，呉羽化学工業からの亜硫酸ソーダ，および
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化成肥料の移出がみられ，一社で36%の取扱い量を占め，その他，新日本化

学工業からの水酸化マグネシウムの移出もみられる。〔 1-7〕では，日本水

素工業一社からのコークス移出が54%を占め，その他，呉羽化学工業からの

亜硫酸ソーダ，日本水素工業ーからの化成肥料の移出で占められている。

以上，埠頭別，岸壁別に，まず，取扱い貨物内容により埠頭の利用形態を

考察してきたが，さらに， ｜臨海地域に展開されている，工業地域との関連に

より，とくに，原材料の搬入および製品の積み出しの両面から，港湾といか

なる形で結合しているかを切らかにする必要がある。

工業地域の形成の核となった，日本水素工業（株〉小名浜工場が，設立当

初の資源立地の内陸性化学工場と しての発足から，工場規模の拡大をともな

いながら原料の海外依存を強め，次第に｜臨海工場へと変貌して，小若浜港と

直結されてきた。かくして，小名浜港を中心とする｜臨海工業は，戦後，新規

立地工場が小名浜港利用工場を前提として集積し，次第にコンビナート化も

進行しつつ今日に至った成立過程を有している。（7,

その結果，小名浜港取扱い貨物総量の約%は，前述の｜臨海部立地の7工場

で取扱っており，埠頭別にこれをみればなおさら明i僚になっている。

以上のように，小名浜港における埠頭の利用，所有形態を厳密に考察する

と，特定少数の産業資木が，一埠~Jiを独占的に利用しているということがで

きょう。

3. 埠頭利用からみた工業港の類型化

小名浜港における埠頭利用の実態は，いくつかの問題を提起している。小

名浜港の提起する問題点を整理分析することは，わが国における埠頭利用，

埠頭管理，強いては港A湾問題の本質につながると思われるので，この点の指

摘を行なわねばならない。しかしそれ以前にこの問題の指摘と整理が明確に

行ーなわれるために，工業港における埠頭利用形態からみた類型化を試みてみ

る。
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埠頭利用上の一般的形態は，多品種取扱いを目的とする，一般雑貨埠頭

と，特定貨物取扱いのための貨物別専門埠頭とに分類して考えることが出来

る。前者は一般的には埠頭における諸活動，特に貨物取扱いについては港湾

運送業が大きな役割を果し，従来の商港での中心施設であったといえる。こ

れに対し後者は前者に比して機械化，合目的化が容易であるため，合理化が

進み，特定貨物に｜浪つては能率的であり，港湾運送業の果す役割は少なくな

る。結びつく船舶と しては前者は一般雑貨船が主夫l称であり， 後者は専用船

が主対称となる。

このよ うな分類をした場合，埠頭管理との関係をみると前者は一般的に公

共埠頭が多く，後者は専用埠頭が多いのがわが国での現状であることは否定

出来なし、。

戦後急速に発展した工業港では，｜臨海工場が例外なく海外資源への依存の

ために立地する一方，船舶の専用船化と結びついて，民間専用埠頭としての

工場埠頭を中心として形成されてきたのが一般的傾向で・あることは周知の事

実である。 このため専用埠頭利用の臨海工場が主体の工業港という第一の形

態を認めることが出来ょう。鹿島，京葉，横浜（根岸〉，四日市，水島，堺

泉北，福111，大分等，主要な工業港における埠頭利用の原型であるといえ

る。

しかし，戦後，形成された臨海工業地帯のすべてが，以上の形態をとって

いたかというとそのようには言えない。木稿の中で詳細な実態調査結果を第

1章で報告したごとく，小名浜港においては公共埠頭に依存しながら臨海工

業が形成されてきた。 小名浜｜臨海工業地帯における立地業種が，化学，非鉄

毒事の比較的生産額当り貨物輸送量の少さい業種が中心であったことからも，

鉄鋼，石油のような民間専用の工場場頭の必要性が弱かったことでもあろう

と考察すると，やはり公共専門海頭利用の工業港を一類型と考えておく必要

がある。しかし公共専門埠頭利用の工業港には，小名浜のような新規に形成

された他に，戦前からの内｜出生工業地帯が，その質的変化も影響しで港湾と
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直結し， 港湾自体が主と して背後の工業地帯のための工業港となっている港

湾を認めるこ とが出来る。この場合，工場の立地と港湾施設が別途に整備さ

れたこともあって，港湾における埠頭の管理形態は公共埠頭が主体であり，

その利用形態は主と して専門埠頭的となっているのが事実である。

これら第二の類型に属する工業地帯の特性と しては，装置性の工業であり

ながら，業種的，立地年代的に大規模な工場でないことが共通的に指摘出来

る。その点では公共埠頭利用の妥当性は，工場規模とそれにより発生する貨

物孟から説明が可能かも知れない。

第三の類型としては公共雑貨埠頭利用の｜臨海工業地帯が存在する。その典

型例は東京 ・大阪の運河沿いにある装置性重化学工業の工場や，都市内に点

在する比較的小規模な工場であろう。これらの特徴は，地域的集積をなしな

がら半ば都市社会に溶け込んでおり，重化学工業については戦前立地したも

のが多く，その点では第二の類型と同時j切ないしそれ以上に古い成立とみて

良いであろう。仰 海上輸送との関係では，原形的には専用船出現以前，す

なわち商船時代の工業であり，その意味からすれば公共雑貨埠頭利用は一応

の妥当性と，それに伴なう歴史的背景を持っているものといえよう。例

第二の類型が日本海沿岸や東北地方等どちらかといえば後進地域に多く見

られるのに対し， 第三の類型はわが国における重化学工業化の先駆をなした

東京，大阪，名古屋等大都市で認められるものであり，各類型別に，地域的

にも大別することが可能である。

以上のようにわが国における臨海工業地帯と港湾の結びつきを，土車頭利用

を中心にしてみた場合，極めて大担にいくつかの形態に類型化することが出

来た。このことは，各類型別にその成立の歴史的背景や成立過程における港

湾との結びつき方，さらには工場規模と輸送の形態や規模等でそれぞれ異な

る動機と事情を有しており，（10) さらに基盤となる地域経済の発達の度合い

等も考屈すれば，括一的基準に基ずく問題点の抽出と解析が当を得ていない

ことに気付くものである。これは大局的には資本主義経済体制確立に大きな
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役割を果した明治以来の公共投資が，地域的にもかなりの差異を認めると同

時に，国土発展上今日まで累積してしまった経済的地域較差等とも密接に関

連する問題であり，国土利用上の問題ともからんでいる根源的問題の内在を

｜暗示しているといえよう。

4. 工業港における埠頭利用上の問題点

工業港とその背後にある臨海工業地；出・の工場との結びつきとそれに伴なう

埠頭利用の形態にいくつかの類型があると推察したが，この推察が正しいと

すれば，首［J章において指摘したごとく，各類型毎に問題解析の視角を変える

必要も出てくると思われる。このよ うな見方に基づく詳細な解析は今後に

譲り，ここでは問題指摘をしておくこととして，本章では各類型に共通した

問題，換言すれば一般的，基本的問題について整理，指摘せねばならない。

類型化考察の結果，各類型毎の各個｜問題については問題指摘に終り，一般｜問

題についてのみ整理解析を加えること自体，論理的に充分なる斉合性を有し

ていないが，あえて若干の考察を加えることとする。

港湾における公共性についての論議は現在までいくつかなされてお

り，（11)(12) 今後も大きな問題として検討を進める必要があるが，現在まで

のところ，不特定多数を対称とする論理が主体をしめていると考えてよい。

このような考え方自体が，主！：の公共性かどうかは大問題であるが，少なくと

も以上の論理によって建設され，管・JIJ!.されている埠頭利用が，特定少数に限

定されていることは，問題として検討すべき余地があることを物語っている。

交通設組建設で，受益者負担制度が次第に普及してきていることも事実であ

る中で，特定少数の限定された利用者が公共施設を独占的に利用しているこ

とを直線的，結論的に取上げて問題とすることもまた検討すべき余地がある

と考える。

現在の公共性論理の上に立つとして，工業港において特定少数の利用者が

公共埠頭の独占的利用を行なっているのは問題であり，さらに公共性論理の
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厳格な規定を行なって，その上での問題折摘を行なえば，さらに問題は深刻

かつ大きくなるであろうことは容易に想像がつくものである。現在の埠頭使

用料が，けい留施設建設費の利子にも満たないという埠頭利用上での非経営

性に基づく港湾料率制，さらには貨物別専門埠頭化が進んでいる埠頭におけ

る雑貨埠頭と同ーの港湾料率が，現実には特定少数の利用者の培養を行なっ

ているのではないかという疑問を忘れないでこの問題を見詰める時，問題の

大きさはさらに具体化され深刻化されるのである。

現在の公共性論理がかなりの問題を内在していながら，なおまかり通って

いる事実の｜二で，さらに問題となるのは，利用にいたるまでの諸施設建設に

おける公共資木による利便の提供を考えねばならない。この計画的，工事的

註文の上に立って公共施設を見直すl時，特定少数が公共埠頭の独占的利用を

許している事実は，その点で工業港における埠頭利用上で‘の問題の原点で、あ

るともいえよう。

しかし公共資木による工業港開発が，地域開発の中核的役割を果し，地域

住民への充分な利益配分が行－なわれているとすれば，問題は単純でなく，か

つ直線的にいえなくなってくる。特に明治以来今日までの公共投資による社

会資本の整備や地域経済への寄与が，地域的に不均等になされ，それが今日

の地域的不均衡発展の根源をなしていたと仮定すれば，これへの是正を目途

にした公共資木の投下とその効果，さらには公共施設の利用上で、の問題点も

大部様相を異にしてくるものである。

工業港における拡大再生産は，特定少数の産業資本を介在して行なわれる

のが一般的である。この基本的性格を認めると， 11-l］題は公共資木の投下によ

り不特定多数を対称とする埠頭を特定少数の利用者が独占的に利用したか否

かが木質的問題なのではなく，むしろ特定少数の利用者が公共施設を独占的

に利用することによって生じた利潤を，どこの誰がいかなる形で吸収してい

るのかという問題に置きかえられてくるといえよう。

この問題は何も工業港に限ったことではなく，商港においても問題が窓起
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されていることも事実である。

それでは埠頭利用において，完全なる受益者負担制をとることにより，民

間専用埠頭の利用が行なわれるようになれば，問題がなくなるのかと考える

と，必らずしもそうはいえない問題がある。現在のわが国の社会通念では，

土地所有を基礎にして，私権が大巾に認められていることでも問題が生じて

くる。海洋水面が国民全体の共有財産であることは事実であり，そこに土車頭

利用によって強い使用権が設定されてくることは，同様に巨大な問題であろ

う。

以上のごとく工業港における埠頭利用上での問題点は，公共埠頭の独占的

利用形態の事実を問題とすると同時に，専用I車頭利用上での問題も指摘され

得る。これらに共通なものは，わが国における社会全体の問題とのものであ

り，単なる公共性の理論のみで結論が導き出されるものではなく，社会にお

ける諸秩序とその背景の思潮を検討する必要があることを痛感する。

以上のように工業港の埠頭利用上での問題点は，公共性ないし公共資本と

の関係で、の問題が介在している。この問題は公共の概念を充分に検討する必

要があるが，それにしても公共の概念は時代と共に変化するであろうし，固

定的概念でないことも事実である。そのため究極的には公共性との関連問題

は，時代と共に微妙に変化するものであろう。このような流動的性格の上に，

公共概念の検討不足が加わって，問題の結論は明確化の点で限界があるとも

いえよう。

しかし一歩離れて考察してみると，この問題は公共資本の利潤配分の基本

体系が確立していないことにあるのではなし、かと考えられる。利益率の低い

事業が公共事業であるという公共のあいまいさが残る限り，公共資本の経営

論は確立せず，公共資本による再生産の利益還元方式は成立しない。この悪

循環が資本主義経済が大工業港の発生をみるまでに発展した中で残存してい

ることが，問題の根源に存在しているものと考えられる。大工業港が出現する

段階までに達した資本主義経済社会の中での公共論理の確立が急がれねばな
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らないのであろう。

現段階で・の資木主義経済社会の中て、の公共論理の視点の上に立つn~j，，始め

て工業港での公共埠頭利用がいかなる問題があるのかを究明し得るといえよ

う。さらに注意をする必要があるのは，地域的特性を充分に考慮する必要が

ある点であるοわが国における経済発展の地域的不均等発展を考慮に入れる

時，公共の果す役割は地滅的に異なっているべきである。以上の二点を充分

に留意した視点に立つI侍，場合によっては現在概念的にいわれている工業港

の埠頭利用上の問題点は，~たな姿となって指摘されるようになるかも知れ

ない。

例えば工業港における埠頭利用上の問題点は，特定少数の独占的利用がな

されている公共埠頭のみではなく，私権の強い水面管理，民間専用埠頭とい

う水際線のあり方と土地所有形態，埠頭利用よりみた港湾の料金体系や港湾

産業等の新しいあり方等も浮び上る可能性を有している。

工業港という特定少数の利用が顕著な港湾における埠頭利用は，不特定多

数の利用者と商船に支えられて樹立された現在のわが国の港湾の諸体制と理

念では，完全に除しきれない問題があることが判明する。この問題は資本主

義経済の今後の発展を考慮に入れる時，放置し得るものではなく，今後真剣

に取上げるべき問題であると考えられる。それには現段階での資本主義経済

社会を充分に理解した新たな理二念を基盤にした，新しい判断基準が確立され

るべきであり，それに準拠しない検討はあくまでも中間的検討の域を脱しな

いのではなし、かと考えられる。その意味で今後の本格的検討の必要性を説い

て，結びにかえておきたい。木論が以上の問題提起にいささかでも役立てば

幸いである。

木fi¥':iを草している最仁1-1に学恩大なる矢野悶1J会長の逝去の十四に桜したが，I反念、ぎ粗稿

ではあるが先生の霊に俸げ，本稿を通して深く冥福を祈る次第である。

本論を草するに当り日頃御指導を戴いている青山学院大学・北見俊郎教授，横浜市
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立大学 ・柾卒雄助教授，運輸港湾産業研究室 ・喜多村昌次郎室長 他学会の諸学兄

に深甚の謝意を表しておきたい。

また小名i浜港調査に当っては現地の諸機関に大変御世話になった。この際併せて

謝意を表したい。
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港湾 における 言論の自由

荒木智種
（関東学院大学〉

目次

1. 欧米におけるポート ・オーソリティーの形成とパブリック ・
リレーションの性絡

2. 変革期における港湾社会と港湾コミュニケーション
3. プレス ・ジャーナリス トの任務と木質について

1. 欧米におけるポート・オーソリティーの形成とパブリ ＇1ク・

リレーシ ョンの性格

欧米の先進諸国の中では，ポート・オーソリティーのなかにパブリック ・

リレーション課 （PublicRelations Department：，以下， P.R.Dと略す〉が

正式に設けられているところが多い。

英国，ロン ドン・ポート ・オーソリティーのP.R.Dは1970年9月現在で21

名のスタッフをかかえ，ジャーナルを主に内外の情報交換，取材，報道，解説，

渉外サーヴス等と地域住民に対するサーヴィスに積極的な公共への奉仕に専

念しているのが目立つ。

P.R. Dは，各セクションに庶務，設備，プレス（現場取材〉 ，編集室等

の上に課長，補佐，秘書が置かれ，計21名の構成である。構成の配置は，課

長，T！目、書，補佐（各1名）庶務2名，設備2名，プレス14名（2名の現場取

材，1名の写真員，2名の木部ニュ ース担当者， 3名の校正，タイピス l''

3名の渉外サーヴスと編集委員3名〕となっているO ロンドン・ポート・オー

ソリティーの直接発行の代表誌としては，＂ Portof London" （正式には，

Magazin巴ofthe Port of London Authority〕月刊雑誌， 1925年創刊が優

位を占め，直接編集の担当をしている p. R Dでの発行は日刊の機関紙

' Daily news bulletin ” と次いで，月一回刊行の“ POLA NEWS”新

聞（平均8頁〉がある。これはp ロンドン ・ポート・オーソリティーのスタツ
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フ紙（社内報に相当する＝StaffJournal of the Port of London Author-

ity）がある。

その他に，ポート ・オーソリティーとは別個に港湾出版社が発行している

“Th巴 Port，， 新聞（AnIndependent Port News＝独立の港湾新聞を副題と

した〕隔週の発行があり，他にも港湾と深い関連i生をもった民間紙がみられ

るが，ロンドンはもとより衆知のごとく言論の自由を確立した都で‘ある。

特に18世紀以降の言論，出版の自由の闘いは，他国に先んじて英国市民が勝

利を獲得し，特許 ・検閲制度の廃止，議会報道等，自由な取材と報道を獲保

した。これは，プレスが中流階級の知的向上に寄与したことを意味し，中で

も，ダニエノレ ・デフオーを端と して，スティ ール， アディソン等は一般紙に

政治論文を掲載し一般民Fだからの強い支持を受けた事実と共に，これらとは

性格の異った 『論文紙』の発行も忘れてはならない。また，この時期になっ

て優れた文筆家も誕生してきた。なお，言論の自由を説いた 「アレオパジテ

ィカJジョン ・ミルトンなり， 18世紀後半に現れた 「ジュニアス・レター」

は（パブリック ・アドパタイザー紙〕に政治を論じ，政界人と王の側近を鋭

く攻撃したことでもわかるコ

つまり， 市民階級によって下から勝ち得た言論， 出版の自由と言うもの

が，その根底に築かれていたロンドンの港は，現在も引き続いて，コミュニ

ケーションの重要性の尊重を怠っていないことが理解できる。 これは，ロン

ドン・ポート・オーソリティーの史的な形成事情のう えに，ジャーナリズムが

関連性をもち背景となったものと考えられる。なお，L.P. A (London Port 

Authority）の P.R.Dスタッフは，ジャーナリズム講座を港湾、の専門教育

機関ωで履修していることをも附記しておく。

西ドイツハンブルグにおいても P.R.D （ハンプルグは勺nformationund 

Public Relations，，と称す〉が1967年1月16日∞に設けられている。自由・ハンザ

都市国家は，（ FREIE UND HANSET ADT HAMBURG ）独立した自治

体国家としての伝統を持ち，ハンブノレグ市の伝統的な中立的政治政策に基い
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た発展という史的過程∞をば，吾々は学ばねばならない。またハンフツレグ都市

国家の近代化＝転換期ともいい得る1840年代頃から1885年代頃までのハンプ

ノレグ港湾発達史をみても解るように，ハンフツレグ自治体国家が築き上げたハ

ンブノレグのための自由と独立の闘争が理解されるであろう。

梗概すると，ハンフツレグ市民は1847年に訪門した英国の リチヤ ード・コブ

デン（RichardCobden，・・・自由貿易運動の先駆者〕を讃同するが， フリード

リヒ ・リスト（FriedlichList) のドイツ関税同盟政策なりまたビスマルク

との闘いにおいて自治防禦するハンブノレグは，1881年5月22日，ドイツ国家と

ハンフ＠ルグ市との聞に最終的な共同関税同盟法が規定され， 1882年1月1日

エルベ下流はドイツ関税領域に統合，1882年1月21日， 連邦議会は4000万マ

ルクの補助金を可決， 1882年11月16日に立法化がなされた。 1885年3月18日

H. F. L. G (Hamburg Freihafen Lagerhaus-Gesellschaft) の創立と直

接に関連して用地の買収，港湾労働関係者層の大巾の転地により社会的問題

をひきおこしたが1887年，ハンブノレグ市（ハンザ、自由都市国家の怠〉は上記

の関係者層のための H国民コーヒー・ホーノレ’Fの建設にあたった（2港湾地域

に〉。この効果は，そのどのハンプノレグ経済，社会に大きな効果を及ぼした。

米国の経済学者， マック ・エルヴィ (Mac-El wee) は， コーヒー ・ホー

ルについて，次のように述べているo H広い社会層に役立つと共に， 経済

上，商業上の利益を直接ハンフ守ルグ都市にもたらすといった特徴のある社会

的かつ社会福祉的な事業を， ハンフeルグ自治体は見事に育成した顕著な例

証II(4）であると述べている。またノ、ンブノレグ自治体の発展なり港湾 ・貿易

の発達過程には，その根底と基盤には，絶えず織のコミュニケーションと

いった経済性の概念が強固に築かれているとも言えよう。 その具体的な一

例として， 古く 1188年にまでさかのぼることができょう。ハイ リヒ・／レ

ーヴェ（Heinrichder Lowめの下で，経世性を実地に学び，税管理者

として著名なボイゼンフソレグ CBυizenburg）の豊富な企業心は，新開 地

ハンブルグの成立当初からp やや独占的な経首主義的な熟慮；に負っていたζ
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とは良く知られている。その後フランス革命，ナポレオン戦争等はしばしば

ハンブソレグの経済的動揺を港湾 ・貿易界のみならずハンブ、ノレグ全体の産業

界に影響を与えたが，その後は仏の行政機構を学んだハンフeルグは，著るし

く行政組織が単純化され引きしめられた近代化が成されたことは，かな

り著しい進歩であったことはよくしられているが， 19世紀でのハンフ＂；レ

グの発展は， II伝統に培かわれた商人階級の個々の人間の行為が，ハンフツレ

グ19世紀自由ハンザ都市国家の運命をしばしば決したII(5）と述べられて

いる。 1847年発足の Hapag（“Hamburg -Amerikanische -Packt-

fahrt-Actien Gesellschaftつによるハンフ守ルグの H公共の繁栄Hは1857年

の商業恐慌の痛手とその再建なりデンマークとの闘争なりビスマノレク執政と

の闘い，といった困難を克服した19世市己におけるハンブノレグ自治体国家の堅

実な基盤は白からハンフ守ルグ・ポート・オーソリティ ーへも関連し着実なる

形成がなされ得たものと解釈しても差しっかえないであろう。紙1隔の都合上

これらについての詳述は略すが，戦後にあってもハンブノレグ港湾の復興は自

力で、起ち上ったことを忘れてはならない。しかも， 「1945年～65年までのハ

ンブノレグ都市（自治体〉とハンフツレグ民間企業との港湾、投費額は，民間企業

では約 Ein巴MilliarcleDMであり，自治体は約750Million巴nである」とエド

ガー・エンゲルハード氏（Edg巴rEngelhard：ハンブルグ・経済・交通名誉局長〉

は述べているω。械に経済性を主体とした伝統ある自由 ・ハンザ都市ハンブ

ノレグの発展と，市民への奉仕は， PR. D.が巾の広いかつ連繋のとれた深い情

報の場をポー ト・ オーソリティーは提供しつつ市民とのコミュニケーション

（信号報〉に努力している。港湾のジャーナルに関しては，直接的な出版の主

体となる会社はVer泊gOkis Dr. K. J. Sattelmair，であり，それに H.H. 

L. A ( Hamburge Hafen-uncl Lagerhaus-Aktiengesellschaft）ハンブ

ルグ情報センター，（ArbeitsgemeinschaftHamburg-Information e. V.) 

ポート ・オーソリティ ーベ商工会議所 (I-IamburgischenWirtchaftsverb-

andei1）等が港湾年鑑をはじめとして各種港湾ジャーナノレの編集にまたアド
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パイスなり直接的資料をも提供しているのがハンブルグ ・港湾ジャーナ Jレに

みられる特徴であろう〈旬。一方，ハンプノレグは， H港とプレスのIUJヘ ボン

はH政治のlllJ11, ベノレリンは H音楽のlllJ＂とまで西ドイツ・ジャーナリズム界

で言われるごとく，プリンテイング ・ジャーナリズムは西ドイツ最大の規模

をもち質 ・量ともに誇る国際的な刊行物仰としての優位性を占めていること

は現在のハンフツレグ都市と港湾機能なり港湾と台所（市民生活〉といった地

域住民の関係をより一層深く交流できるコミュニケーション回路をもってい

ることである。つまり，それは，わが国にみられない質的な（高級紙〉ジャ

ーナノレの存在と鋭く深い監視力，教育，開発といったジャーナリズムの機能

が具体的にハンブノレグ・ポー トオーソリティーにまで及んでいることである。

米国においても，同様にポート・ オーソリティ ーの中にP.R.Dが設けら

れ，ジャーナノレ，その他国際間の交流，地域住民へのサーヴィスに1IJ広く尽

している。

ニューヨーク・ポート・ オーソリティ ーを例にとれば，公共企業体（Public

Corporation Bi-State) としての港湾経？話が極めて合理的，能率的に運；1きさ

れている点が顕著である。それは，公共企業的経営を基盤としたもので，港

湾施設の効率化を考え，それとの闘辿において交通体系の総合化一トンネル

・橋渠 ・空港の運営および開発を進めているので，ポート・ オーソ リティ ー

の管理対象範囲が他国にみられないほど拡大化されているが，これは，大規

模な情報機関 (World Trade Center）の建設と管理をすすめていること

でも判る。以上の諸要因を考えても，当然設置せねばならないP.R.Dとそ

の広報活動は鋭い活動をみせているが，米国各港のポート・ オーソリティー

の組織形態にはそれぞれ多少の相異があり，P.R.Dの性格もまた異ったも

のを持っている。しかし各ポー ト・オーソ リティ ーのP.R.Dに共通してみら

れる要因は，個々の港湾における背景となる地域経済なり地域住民の意志

が，個々の形態 ・組織・機能に強く反映しておりその性格を形成し決定して

いることである。
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西部沿岸のシア トノレ ・ポート・ オーソリティーは， ニューヨークと同様に

空港を経世するといった大規模な公共的企業の経営性を主体と して， 港 ・陸

（輸送〉 ・空の総合体と しての生産性を高め，杭の地盤に立った経済性の追

求に専念しているコここでのP.R.Dは月刊紙“r巴porter”を刊行し，中心

となる編集委員は4名（広報課長， 編集長・，補佐， フオート・ グラファ

ー〉であり，それにPacificNorthwest lndustorial Editors Associationと

International Council lndustorial Editorsという，二つの編集協会がこれ

に参加し，シアトル・ ポート・ オーソリティーP.R.Dの編集の特徴を表し

ている。このジャーナノレ，“reporter”は約 7,500部（海外も含め〉の刊行で

ある。

米国は，既に，正；i校を始めとして，短大，大学にマス ・コ ミュニケーショ

ン，ジャーナリズム等のコースを設けた高度な II理論と実務H のマス ・コミ

ュニケーションの研究が諜されている。もとより米国は，言論 ・出版の自由

に関しては第一憲法修正箇条の10項のうち8項までがその中に規定されてい

るという Billof Rights （権利の掌:1)1.!;) と出版の自由への権利 (Right of 

Freedom of the Press〕が保証されていることは衆知のとおりである。

米国ジャーナリ ズムの発展地域は，古くは東部の港湾、地帯が始りであり (10)

特に，米国においてはコミュニィティー ・ペーパーの質的向上は評価され，

その主要因は，地域住民とのコミュニケーション（精神〉の密接な交流がそ

の出発点に見られることである。つまり， 『知る権利，発見する権利，話す

権利』が極めて機能的にコミュニティ ーと地域住民の生活に浸透し，交流し

ていることは，なんら疑いをもたない。これらの一般的な背景と併せて，米

国のポート・オーソリティ ーと P.R.Dをみるに，やはり地域住民の意見の反

映として位置づけられるポート・ オーソリティ ーの性絡・組織・運営は，必

然的に， コミュニティ ーの人達へのサーヴィスを計るべく広報活動が展開さ

れることも決して不思議なことではない。

今や，欧米先進諸国は伝統的なプレスの自由主義理論から脱し， 「公共の
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知る権利」の実現化， つまりプレスの社会的責任理論という質的変革がなさ

れようと している。かつては，新聞が基本的には与党といった立場から政府

を批判，監視した， 従米のプレスの自由主義理論から， 「公共の知る権利」

（吾々の生活を組織だて， 知的認識を形成するための必要な情報を知る権利

を意図するもので公共的立場をとって自由に議論する権利と，コ ミュニケー

ション ・メディアを通して，話され，知らされる必要のある情報に近づく権

利 〔Accessto Information，または Fr巴edomof Information〕〉といった

メディアがかりに財政施設等の窮乏不備により言論出版の自由が充分に機能

し得ない場合には，それらを法的に保護したり公共的社会投買を行ない国民

の知る権利と，その目的達成のため努力を傾注することが，端的にいって新

しい「公共性J（社会的責任）への質的変革で、あると考えられている。

そのためには，前提条件として「公共の精利リ Innerof Lowを実際的に

機能するには，まず基本的にいって法律は以下の項目の基盤に立って言論の

自由という問題を取り扱わねばならないし，このような基盤が離れたときに

Violation of liberty, of Lowが生れるとミネソタ大学，スクーノレ・ オヴ ・

ジャーナリズムのエドワード・ ヂェラル ド教授（prof.Edwad Gerald）は，

Freedom of Press and Communication Lowの講座の中で指摘している。

1. 自由への適応性とは，SystematicOrderlyでなくてはならない。 2. 

inform，人々によく認知されているものでなくてはならない。3.Predicable 

断定できるものではなくてはならない。 4.Proceed from reason理性によ

って生れたものでなくてはならなし、。 5.Free of impulse衝動的ではいけ

ない。6.Free of caprice気まぐれではいけない。 7. Full and fair完全，

公平。 8. Understanding of facts事実を完全に理解して始めて成立するも

のでなくてはならない。

欧米の先進諸国にみられるポート・ オーソリティーの史的発展形成過程を

みるに真の伝統ある自由と市民（コミュニティー〉への反映と経営性を基盤と

した各港の特性の着実な管理運営に着目する走らば当然，P.R.Dがこの新
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しい社会的責任理論 (Theory of the Social Responsibility）への質的

変革を利己的ではなく市民（コミュニティーの総体〉自身からの社会へのサー

ヴイスといった意志決定を反映させながら新ら しいポート・オーソリ ティ ー

の果す広報の意識を具体的にどのようにしていかなる回路を経て上，下のも

つ相互的交流の期待に対応し，かつ中和的調整の作用を行なうかが今後の課

題となるであろう。

注 （1) POLA NEWS Port of London Aothority, 1971 

(2) Jlll:fi·i~ ＂ハンブノレグ泌のポー ト・ オーソリティ－＂「横浜のポー ト ・ オーソリテ
ィーの研究」 p目 p175～P p 176，運輸港湾、産業研究室編 1971年gJ'J 
(3) 同上書 Ifハンフソレグ港の歴史的形成過程II p • p 119～p. p 138 
(1) 向上書 ：p.p 137 
(5） 「Hbgs.Weg zum Welthafen」：B.Mey巴r-Marwitz,seit巴 19,I-I. H. L. 
A, 1960 
(6) E吐garEngelhard；「HafenHamburg 1945～l 965J seite 5, Befりrdefur 
Wirtschaft und Verkehr, Hamburg, Verlag OKIS Dr. K. J. Sattelmair, Hbg. 

“Die Freie und Hansestadt Hamburg brachte aus ihrem Etat rund 750 
Millionen DM auf, die private Wirtschaft investierte einen Betrag, der 

mit einer Milliarde DM eher zu niedrig als zu hoch beziffert ist”． 

(7) ハゾプソレグ ・ポートオーソリティーの機椛については，北見，知的；｝の IIハン
プノレグ港における港湾体系事情II 「輸送革新と港湾産業」 p, p 269～p, p 271・

海文堂，1970年8月
(8). (9），向上書 p,p286～p,p287 

。。） Jlli仙 H港湾における「ジャーナリメム」の研究H 「変革期の港湾産業」
p, p 199，港湾産業研究会編，1968年

2. 変革期における港湾社会と港湾コミュニケーション

わが国の近代的なジャーナリズムのスター 卜は，主に諸外国人によって導

入され変則ではあったが言論の自由が治外法権といった後楯によって守られ

ていた一時期がはじまりといえよう川。

一方，わが国のコミュニケーション体系の出発点は，旧土族層が成したリ

ーダーシップの力は強く上からドへという圧力形態で押しすすめられたこと

は衆知のとおりであろう。現在においてもマス ・コ ミュニケーションの機能

（人事，投費額の関連〉は従来の史的な流れを残し中央集権的，かつ中央志

向的な傾向がうかがえるが，これは必らずしもマス ・コ ミュニケーション産
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業のみとは｜浪らず他産業にも見受けられるものと考える。

わが国，港湾の初期の発達は，一般資木の蓄積の弱体さもてつだい欧米の

港湾企業にみられるような社会的奉仕への基盤とは異った性格をもって歩む

が，いち早く欧米の技術導入，資木動員のメカニズム等を眺めても国家がそ

の任に当らねばならなかったのもその一つの理由となって港湾制度も断片的

な法施行といった形で機能化し，その都度の要請に応じた主に港湾修築に関

する行政指導がなされていたことは，第2次大戦後になって港湾研究者等に

よって明らかにされた。

1950年（昭和25年〉以降の港湾行政は， 1950年の港湾法の施行によって地

方自治体による民主的な港湾行B政がうたわれたが，実際的には従来のプロセ

スをふまえた背景と複雑な港湾行政各機構（運輸，大蔵， 法務， 厚生，農

林，通産，郵政，労働の各省、と警察庁，防衛庁，県，市〕の中において地方

自治体の財政面は， ドツヂラインによる地方財源の引きしめ政策を始めとし

て，そのご益々困難の色をていし現在に及んでいるものと考えられる，

また．港湾産業界も多くの諸問題をかかえながら体質改善の必要性に迫ら

れている。

これら両者のもつ多難な現状 （変革期〉を監視，教育，開発するといった

機能をもっている主要なチャンネルはメデアであろう。

行政面からみた昭幸1125年以降の諸問題のいくつかを列挙すれば「地方自治

体と港湾行政」 「港湾行政の一元化論J 「港湾労働法」 「3・3答申と港湾運

送業の集約化」「広域港湾と経済圏の拡大J「行政圏と広域化の諸問題」 「外

貿埠頭公団と港湾法」 「港湾の合併」 「狗貨業と料金体系」 「ラッシュ船問

題」 「港湾機能と住民」 等といった諸点とプロセスをながめると，あらため

て「公共性」についての再検討が各専門分野から積極的に研究されねばなら

ないであろう。

そのため本章で、は， 情報コミュニケーション体系の立場から特に 「情~

孟」 「機構」 「正確性」等を中心において，わが国の港湾の史的形成と変革
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:IWにある現状等をみた場合つぎのような基木的な諸問題が残存しているので

はなかろうか。

1. 港湾の複雑化した行政機構，また産業界のなかで主要な位置を占めるの

は，いうまでもなく人間である。その人聞の活動範囲は，いままでのものと

余り大差がないのではなかろうか一つまり，この人物は大量の情報量を選別

するよりも，むしろ限られた情報を拡大していないだろうかJ 2. 情報量，

スピード， 規則等をいかに調整し，統制しているのであろうかJ また統合す

るために必要なメカニズムを欠いていないだろうか。 3. 港湾情報のソース

（源）をどこに依存しながら情報の選択と基準がなされているのだろうか。

4. 港湾行政機構での情報担当者の要員配置，業界体 （組織での〉情報担当

者の要員配置は適当であろうか。また港湾界の各機関は国際的な情報量の交

換，流れについてゆくことができるだろうか。

近代化された情報コミュニケーション体系では上記の諸点を脱した社会的

責任＝開放された高度な組織化と明11在な制度化， 高度の専門分化の側面とイ

ンホーマルな社会全体を基盤とした対而的なコミュニケーションが効果的に

フィ ード， パックされると共に情報量が広範囲に伝達されることが必要であ

る。（但し，これは決して膨大な情報量をただI発的に伝達するものではない）

「変革期」一曲りかどにある，わが国の港湾界は決して封建的なコミュニ

ケーション体系ではなくむしろそれを脱した過度的な体系にそうく向うしてい

るものと考える，しかし木章ではこれらについて言及するつもりはない。

こういった過渡的（変革JW〕な港湾社会（港湾行政機構と直接的港湾業界

をさす〕のなかにおいて各種の研究機関，情報の担当者，地域住民といった

立場からみても西ドイツ ・プレーメンにある綜合的な海，港湾、経済関連情報

資料センター（研究所と図書館〉’2）のようなSocialInstitutionが必要であ

るものと考える。また質的な人間教育を目指す教育機関， SocialInstitution 

も必要で、あることは言うまでもない。
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注 (1) Nli:Ji¥ii H港湾における「ジャーナリズム」の研究II 「変革期の港湾産業」港
湾産業会編，海文堂，1968年12月，p.p 201 

(2）各分野の専攻論文，ハンド・ブック，年鑑，年次報告書，各企業の報告書，

雑誌，新聞，関連記事，統計資料その他関連文献と未刊行文献をとりそろえ約
5万3千種類に区分した文献項目が専門図書室，乃至:fill5Jljc公文書〉図書室に
設けられている。図書館は主に海運，港湾，船舶．建造，貿易等を対象としたそ
の他関連分野を含めた図書を設け，特に豊富な諸外国の資料（El本は一部のみ
の資料〕と，1664年以降のロイド（Lloyd〕の公文，（文献〉書類が保存されて
いるのが一つの特徴とも言えよう。また利用者のためには，マイクロフイノレム

が完備されている。定期刊行物としては，1870年前後からの海運関連国に関す
る新11［］，雑誌が取りそろえてあることと現在約50万のタイトノレに整理統合され
た全ての定期刊行物に対するシステマタイズと 3千以上にわたるカタログ，タ

イトノレが用意整理されている。そのうえ，各新聞記事に部分的に掲載されたも

の，海図図書室とか，船舶，港湾，海運業，造船各界に関するカタログがあ
る。また，」二記と関連した社会科学分!Jl｝の図書と調査，研究のためのアドバイ
スをも行なっている。製図（Graphicaland Cartographical〕，マイ クロフィ

ノレム，複写写真機具等のオフィスを設世し一般市民の利用に役立たせている。

3. プレス・ジャーナリストの任務とその本質について

木稿を理解する前提と して， まず 「港湾経済研究JNo.8(127～131ページ〉

の H養成のための概念とその方向性H について参照して欲しし、。すなわち木

章はこれとの関連の上にたって論究するものである。

ある人物をジャーナリストに養成するということは，その人物がジャーナ

リストの任務を遂行することができるように必要にして望ましいあらゆる援

助を行うことである。それl抜本稿ではまず第一にジャーナ リス トの任務につ

いて言及するがその任務は個々にではなく，全体的にとらえながら任務とは

「何かJを論究するのであって，任務を果すには 「どのように」すればよい

かを論ずるつもりはない。 したがって上記で述べたジャーナリストの任務と

は 「何か」を見た場合に次のような相対するものが明らかとなる。つまり一

方の側に読者がおりもう一方の側にジャーナリス トがいるということであ

る。両者はある目的をもって対応している。それは読者が何かを得ょうと

し，ジャーナリス トはそれを与えようとする。そのためジャーナ リス トはそ

の仕事の成果が読者の判断によって左右されるわけで、あるから，ジャーナリ
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ストは読者の欲求に応じなくてはならないといってジャーナリストはーただ

自分の執筆したものが読まれればよいと願ってーセンセーショナノレな5・己主~Tに

よってネガティブな傾向を呼びさましたり主張してはならないしまた，この

傾向を主張するということは多くの場合，それを初めて呼び覚ますとい うこ

とであると問機に結果を考えるあまり，別のネガティプな方向に導いてはな

らない。それは「批判性の乏ぼしい固定さ，プロ的スポーツ的な競争をして

相手より一枚上手のネタを得ょうとするせり合い」（1) 等がよい例である。

従がって読者の要求に応ずるというこ とは次のようなことが考えられる，す

なわちジャーナリ ストの伝達欲求が報道や楽しみを求める読者の欲求を目ざ

し，ジャーナリストの行為が読者の望みを目ざしているとい うことである。

説者は自分の見解や自分の行動の全てを事情によってはそれを適応させるこ

とを可能とするし，また事尖や見解の伝達をも期待している。そのため報道

は目的的なものではなく，読者が%極各様な事柄に精通するようにと援助す

るものでなくてはならないし，報道の乱用はもちろん許されなし、。 Otto B, 

Roegeleはこの点について次のように述べている。 「KarlRahnerはかつて

事実の《完全な純潔さ》について言及したことがあるが事実は担造すること

でそこなう ことができるつ しかし事尖を隠し，不条理なi美J{:系をもたせ，歪ん

だ背景の前におき， 曲がった地平線の上に投影し大きく したり小さくしたり

することによって名誉をうばうこともできる」と指摘している。従がってジ

ャーナ リストは報道と娯楽を求める欲求と自己満足といった点のみがまづ目

に写るのであって，憤怒， l弘知・，憎悪，悪意または読者を自分の信ずる方向

へ向けたいという願望，このようなことをジャーナリストは考え且つもって

はいないだろう J つまりジャーナ リスト はまずもって人間を教育しようとす

るだけである。そのことはジャーナリス トが読者に対して自らを啓発する機

会を与えるという意味での教育である。伝達ということは従来の考え意見に

よると自分のもっているものから読者ーがある意見を作り出すことができるよ

うにするH寺， （努力のプロセスを含めて〉 あるいは読者が楽しむ｜待その時に
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初めて読者にとって価値あるものとなる場合を指すと共に，読者は全ゆる生

活範囲，具体的には政治，経済文化といった形の種々な報道を期待している

し， また読者は「単なる報道だけではなしそれの使用法」（2〕をも期待して

いるのである。それはすなわち注釈や傍注であり，その他に報道に対するジ

ャーナリストの見解表明も読者は期待しているのである。さらに連繋的な深

い関心性をも読者は期待している。こういったことは報道が提供される形で

達せられうるが，また反田娯楽に役立つ寄稿文で、でも達成することができる。

一方読者が政治，経済，文化における瞬間的状況の中においてできるだけ明

確な像を作り1±1すことができるためには，ジャーナリストは読者が知ろう

とする願望と同時に読者が知らなくてはならないことを与える詣務を持って

いる。これはすなわちジャーナリストがより広い洞察力によって，情報や解

説や批判を通して読者が知るべきであるということに読者の注芯、を向けさせ

るということである。 「ジャーナリズムは人々に関係あるli：柄をもって人々

を精通させるという技術である。」とHeinzB邑verl巴inは述べている九

読者に関係ある事柄に精通させるということは， 「主義ジャ ーナリズム」

とは無関係である。主義ジャーナリストは読者を導きその考え方を支配しよ

うとするものである。そのため主義ジャーナリス トは読者を読者自身の立地

点から自分の側へ引張っていこうとする。従ってその描写は潤色されている

のみならずしばしば不完全でありまた意識的にも不正確なものであることは

言うまでもない。たとえばドイツでは1945年までに主義ジャーナリズムは支

持されたこともあるが，それは特に国家社会主義者の闘で、は広く支持され

た。 Josef Goebbelsは極端におしすすめられた主義ジャーナリズムを出版

に要求している。 「私はジャーナりス トとして情熱をもって，また内而的帰，

依をもって私の職業（ジャーナ リスト〉 に従事した。何故なら夜、は主義の芯；

志と考え方を表現法の明確さと証明の論理によって他人に押しつけることを

何か素晴しいものと思っていたからである。（4）」と述べているし，またヒッ

トラーにとって出版は「あとさきを願りみない決断」をもって行なわなけれ
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ばいけない民族教育の手段であった〔5）と記されている。

今日ではメディアは読者の考え方を意識的に支配することを否定すること

はもとよりジャ ーナリス トは「読者に興味あるもの，読者が読みたがるも

の，読者にとって人間的にかかわり合うもの」を与えようと努力するもので

ある。現在のジャーナリス トは「事件のできるだけ完全な明確な興味ある像

を教えるのではなくて，伝達するとい う理念によって支配されている。」と

Mowrerは述べている。 OttoGrothは今日のジャーナリズムの任務に｜掬し

て次のように述べている。また「主義と意向からではなく解釈と知識から生

ずる報道の優位性（6リこそが必要であると強調している。

ジャーナリ ストの任務が読者の満足を目ざしていない時，または極端な場

合には国家計画，政策等によって強力に規制された際の社会生活というもの

は言うまでもなく不健康な関係となる。逆に他人の意志が考慮される民主主

義国家ではジャーナリス トにとって読者の君、志がその任務の方向を決定する

ものでなくてはならないし同様にジャーナリス トは，任務に従うことができ

るためには経営者と協力しなければならないという条件を備えている。すな

わち，経営者は別の任務領域をもっているし当然両者の任務領域が交差する

ことは周知のとおりである。従って両者は相手の任務に顧慮を払わねばなら

ないので，ジャーナリストの仕事は読者の望み以外に経営者の希望をも目ざ

すものでなければならない。したがって上記の論から次のようなことがまづ

切らかとなるであろう。すなわちジャーナリストの仕事は読者のある一定の

期待や読者にかかわり合いをもつものを目ざし，この期待からつまりジャー

ナリストの任務が更に明らかになるものと考えられる。この任務とは3つの

個々の関心興味によって規定される（7）。すなわち読者の関心興味（8），経営者

の関心興味，そしてジャーナ リスト自身の関心輿l床である。

ジャーナリストは報道と素材を読者の興味と関心のために取材し編集し整

理することによって初めてその任務を完了することができるのである，今日

では個人でその業務を行なうことはほとんど不可能に近いのでジャーナ リス
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トは次のような形態をもって基木的な業務を分割している。つまり，通信員

(correspond巴nt) と報道員（reporter〕は主として報道のみを担当， また

編集者（巴ditor）は主として報道を編集するだけであるO 編集者（政治， 経

済，文芸娯楽欄，地方記事等〉，報道員， （裁判所，役所等〉また通信員も

そうであるが業務を再びそれらの専門分野に従って分筈I］担当することが常で

ある，したがってジャーナリストの任務の論究がその養成を目ざすものであ

るならば，この業務分担に注意しなくてはならないしそこでは当然専門分化

を顧慮するジャーナリストの養成が必要となる。

ジャーナリストは報道をつぎの二通りの方法で取材することができる。 1

つは直接的報道獲得であり，今 1つは間接的報道獲得である。直接的報道獲

得は主として報道員や通信員の仕事の領域であるが，両者は報道を二通りの

方法によって取材することができる。 lつは彼らが報道するにふさわしい見

解や事件を第3者ーから聞くことであり，いま lつは彼らが報道するのにふさ

わしい事件をその現場に行ーって調べるということである，つまり両者は人々

と場所を確認することが必要であるひ

間接的報道獲得は一般的に言って報道代理店（presseagentur）や通信社

(korrespond巴nzb凸ro）との契約によって行なわれる。そのため養成の問題

にとっては間接的報道獲得はさほど重要ではないので，ここで・はそれについ

て言及しない。

ジャーナリス トのいま lつの主要な仕事（任務〉としては次のものがあげ

られるであろ。報道編集と他の読みものの編集はまず素材が選択され次に読

者のために調整されることは衆知の通りであるが，そのためジャーナリスト

の任務にならって報道選択の際情報（解説と批評を含んだ）と興味関心を求

める読者の欲求がその方向を決定するということを認知しなければならない

のでジャーナ リストは当然それに従ってできるだけ客観的に報道を選択しよ

うとするし，読者は瞬間の状況の明確な像を作ることができなくてはならな

い。それ故，報道は読者を誤り導くようなものは何も含んではならないが，
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これは大変むづかしいことである。何故ならばジャーナリストは次のよう

な2つの困難な要素を前提としているからである。第ーにジャーナリストは

選択の際にまちがし、をおかしてはならない。第二にジャーナリス トは＇＊道に

対する主観的な見方を報道にさしはさんではならないと EmilDovifatは指

摘している。（9)

報道を客観的に取材選択するのにジャーナリストトが成功したかどうかは

問題ではなく，むしろジャーナリストが客観的に選択しようとした際ジャー

ナリストは果して誠実に行なう努力をしたか否かが問題なのであるとドイツ

の主な7名の新聞学者は「報道の真実性」 (10）について触れている。ここで

は「正しいか正しくないか」とい うこともさることながら「できるだけ完全

に」ということが重要なのである。従ってジャーナリ ストの責任はまさにそ

こにある。依って，報道が表現される形式もおのづから任務から導き出すこ

とができるであろう。すなわちジャーナリストは報道が読者に正しくまた容

易に理解されるように表現しなければならないし，報道の内容は「迎えられ

る」ものでなくてはならないが，その際ジャーナリ ストは正しい言葉の使

用，明確な文体，その記事にふさわしいタイトノレ及び巧妙なレイアウトなど

といったものに注意しなければならない。また一面ジャーナリス トは報道と

同様に純粋な情報とい うものを解説批評と純粋な娯楽とに大別した場合に読

者がどのような伝達形式が問題なのかを調べるこ とが必要であるが逆にジャ

ーナリス トはこれらの伝達形式の問題点を上記の大別によって知ることがで

きるであろう c おしまいにあたって以上の論をまとめてみると次のように集

約される。ジャーナリス トはその任務として読者に報道を通して↑，＇；－報を与

え，この報道を解説批評しそれによってまたは別の記事によって興味関心を

引き込ませようとする。またー而ジャーナリストの任務取材と報道を行なう

には個々別に接触するか，あるいは業務契約等によって取材するかまたは自

分自身で体験するかによってそれらを客観的に選択し， 読者がそれを正しく

理解しその上に読者が楽しむような表現を必要とするからである01l l ' 
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注 （1) Alfred Frankenfeld .“Der ideale Journalist", 20頁
(2) Walter Hagemann .“Grundzi.ige der Publizistik", 18頁

(3) 同議2頁
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(1) Schmidt Leorhardt/Gast：“Rede zor Ver Ki.indigung des Schriftlei-
tlergesetz’＂20頁
(5）“Mein Kampf”，264頁

(6) "unerkannte Kulturmacht’；第4巻，509頁

(7) ジャーナ リストの任務は個々の興味からだけではなく共同の興味からも導き

出すことができる。その際にはジャーナ リストの任務の広さと限界は法律によ

って規制されるであろう。故に次のような理解しにくい概念が生じるものと考

えられる。 「公的任務」「公的義務」 「公的意見」などであるが，逆にこのこ

とは個々の興味がより明確に理解されうるし，そこから同じ概念を正しく導き

出すことが出来るのである故共同の興味については本稿では言及しない。

(8）読者の興味は種々職業位置によって異なったものであるのでジャーナリス ト

は企業家が好む報道と労働者やサラリーマン達にとって好まれる別の報道を伝

えることになるであろう。ジャーナ リストは誰にでもその人が望むものを伝達

するのであるから他の人々はその人に関係しないものも同時ーに伝達するもので

ある。従ってジャーナリス トは各グノレープ聞の対話の｛去達者になることができ

るが，対話の伝達者はジャーナ リストの直接的任務ではない。 故に伝達者の役

割りはあらゆる読者の興味を取り扱う といったその任務から生ずるのである。

(9) Emil Dovifat ・“Zeitungslelre”第1巻59頁 E.Dovifatは報道の3つのま

ちがいの原因を指摘している。 1つは報告者の身体的欠陥によるもの（聞き違

い，誤認，見務し〕2番円は1云述の技術的欠陥によるもの（古き誤り，文章の
まちがい，伝達障害）• 3番目は事件に対して報告者の心理的立場からくるも
の（賛同，反対，*11i届史的，n妥蔑的）。
（附 「真実」を見い出し公けにするという問題について研究発表しているドイ ツ
の学者， A. J. Wehle, Theodor Reuss, Walter Hagemann, Waldemar 

Pfefferkorn, Josef M~irz, Em日Dovifat,Friedrich Fischer等が次のように

述べている。

A. J. Wehle：「まず第ーにジャーブリス トは自己満足のための真実性つま

り自己を認識へとかりたてることによって他人もそれを認識するかどうか，あ

るいは認識するとしたらどの程度にとどめるということを考える。」

T. H巴uss:: 「「I／，の出来事はより大きな出来事の一部である波によって運

ばれてくるということをわれわれが理解するならばその背景には何かの意図の

もとに選択された報道聞の中でそれらの国の内的な活発な力は何かまたはそれ

自身の問題点や正当性は何かというイメージをもっ確信のあるものは誰か一一

年という鎖の中でIJ々 の出来事はその磁のつながりにすぎないので 。長い目。

で政治を行なってゆかなくてはならないという感じを強くすることこそが問題

なのである。」
W. Hagemann .“Grundzi.ige der Publizistik”63瓦 「報告は忠実に真実

を伝え，誰にでも理解され，可能な範囲で余すところなく伝えるものでなくて

はならない。 しかし，ここでい くつかの因燃が生じて くる。完全な広実はいつ

も確認できるわけではなく ，事件は説明抜きではいって、も理解されるとはかぎ

らないし，打＇Ii写はほとんどの場合一番重要なことだけにしておかなく てはなら
ないのである。真実は出版の誠実さの核心をなすものであり，説明は個人的立
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場見地の所産であり，重要さの程度を決定することは報告者の義務的判断にまかさ

れている。同じ出来事に関する 2つの報告は，それ故決して一致してはいないだろ

うし，概して気分の異なったものである。」

w. Pfefferkorn . 「II選択を行なう者の中立。とでも名づけたいものが，今まで
に挙げられた報道加工作成として客観性といった形で加えられる。それがどのよう

な政党，宗派のものでも報道は同じように選択者に好ま しいものでなくてはならな

い。選択者はただ次のような見地からのみ導びかれるものでなくてはならない ．す

なわち，この事件は自分の読者に興味をおこさせるだろうか？この報道は真実や公

訴に寄与するだろうか？ということである。」

J. Marz.「もともと潤色されてしまっていることを新聞に書いてはならない 。
報道は客観的な内容を示すべきものであって何がある人にとって好ましい，あるい

は何がある人にとっていやなことを書いてはならなし、かである・・・・・3 しかしジャー

ナリスト彼がタイトノレの選択や本文中の位置の選択や他のちょっとした軽卒さによ

って，ある立場を無意識のうちに表明することにある程度の危険がある。」

E. Dovit'at: ・“Z巴itungslehre＂第 三版第一巻58頁

「その責任を意識した新聞というものは，その報道の客観的な正しさを常にコント

ローノレする。それは勺iえ上の知識II に従って報道する。新聞は。客観的に真実II に

なりえないがしかし主観的に真実に近くなることはできるであろう。 J
F. Fischer.質的な四つの搬送選択条件に従って区別する。 「1.緊急性 2.現実

性 3信頗性 4.完全性」もし量的な報道選択に従えばそれは活動目標によって従

う選択である。

同 このようなジャーナリストの任務に関して述べる際， 「誘導任務」はとかく見
務されがちなものである。しかしジャーナリストの行為の主目標は以前に決定し

た定義の中において娘道と娯楽（関心，興味を合む〉を求める読者の欲求の満足

にあるものと言い得ょう。従つてジヤ一ナリス トがその広い視野によつて認．めた

説者のE退むこと以上の事実について読者－にi古械A全与占える行
るある手Eの誘導が含まれているで、あろう。しかしこの誘導はその任務の一i郁では
ないので、，むしろそれは任1労の．成身：！；にすぎなし、。

※ 本論文i:Iコ，282頁，注（1）の「POLANEWS」は，
正します。

「Portof London _I と訂
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鉄鋼産業と港湾産 業

（その系列化傾向と支配構造の一面について〉

山村 学

日次

1. まえがき
2. 鉄鋼輸送の構造変化について
3目 港湾物流部門への影響
4. 系列支配関係の現状
5. 鉄鋼産業資木の現状
6. 港湾、産業発展の方向について
7. おわりに

1. まえがき

（京葉鉄鋼j串頭側〉

わが国の鉄鋼業は朝鮮動乱を契約として，あとに続いた神武景気の波にの

り高炉メ ーカーを中心に新技術の導入や大規模な設備投資が進められて生産

の合理化による噌強が行われた結果，高度経済成長政策の立役者となって日

木経済を急速な発展へと導いた。 （別表1.及び2参照〉

この飛躍的な鉄鋼産業資本の成長はill：・質両而の変化を伴L、ながら膨大で

多彩な系列企業群を生み出した。乃ちコンツェルンへのii去化であり，まさに

産官複合的巨大産業資本となってきている。ω （別表3（そのけ及び（その2〕

による高炉メーカーグノレープ構成例を参照。 「鉄鋼産業」について参照〕。

この独占的巨大鉄鋼産業資本における多角策の一部門として港湾物流業

（阿荷サー ビス部門の運輸而一部を形成〉が位置づけられている。 しかし鉄

鋼材の流通形態における質的変化や規模の拡大化に追従できず，一方的とも

いえる鉄鋼産業資本の輸送合理化策に巻き込まれているのが現状である。加

えてこれら系列化企業部門に対する支配的圧力は，その度合を噌々強めてき

ているといえる。

この主要因は利潤獲得の増大化を目的とした独占資木の流通過程への進出
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1960年

別表 1ー付） 主要因の粗鋼生産量比較

係l19701,cl三 考や11 び率

2, 214 ]J叫－－－－；五Z万百｜ 4.20 倍I1:1木の間 昨は日

一
米

木

一
国

一
連

9,007 

6,529 ソ

イム ／／  

／／  f!_lj M、

11. 914 I 1. 32 
56万屯，1956年

は約1,000万屯

に過ぎなかった11, 578 1. 77 

／／  
，〆 1. 37 

／／  1. 32 

別表 1ー（吋 日本の鉄鋼生産設備投資額比較

1960年
｜｜ 

5億9,8CO万ドノレ

1970勾三
｜｜ 

18憶8,900万ドノレ

倍率
｜｜ 

3.2倍

別表 1村主要同の粗鋼生産比較

別表2 主要国鋼材輸出実鍛比較
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別表3ー（イ） 高炉メーカーのグノレープ構成例（その1〕

11：（燃料、資材

付街、サピス 派生．新規i並，＇l¥

自国 回目

にほかならず，大量，定型， 連続的な輸送荷捌きを一方的な合理化によって

行おうと しているものであり，複雑多様化する需要形態への対応策として専

用流通手段の確保を前提にしている。

、従って系列色が薄く，単に取引関係のみの従属的港湾物流業者は新らしい

輸送手段や方法への対応が出来ない上に，現状の企業規模では投資力， 労働

力共に機動性を欠くため参入条件を満たし得ない結果となっている。この様

な不均等発展をもたら した問題点について若干の構造分析を試みたものであ

る。

2. 鉄鋼輸送の構造変化について

鉄鋼資源の大部分を海外に依存し且つ｜世界の鉄鋼供給基地となるためには

近代的な巨大製鉄所を臨海港湾に立地することが必要とされ，また国内向も

海送を主体とするため流通拠点港湾における物流機能の整備が重要課題とな

っている。
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ところが臨海工業港湾は生産設備の一 環と して先行投資による整備が行わ

れたにも不拘， 流通拠点港湾、は追従的な投資による機能形成であったため今

日の如き不均等発展を招 来せ しめ た ものと考えられるの

その史的変せんをたどってみるならば， 戦後日本の産業復興基礎資材 メ ー

カ ーと して傾斜生産方式採用により息を吹き返えしたが朝鮮動乱から利I武景

気へと売手市場を形成 し， 先物契約による割当て制を行っていたため生産中

心 主義であったっ従って輸送t:ill門 は圧延完了後の単なる附 帯的補完機能 にす

別長3 （ロ） （却 ll鉄 の主 'lli関元ll会社〉例（モの2)

l市 l”l II: "' 資本金 却 門 ll: 名 資本金 自l/"I 11: 名 資本金

, .. , 9; n l!i拠 鋼 誌 67Jf'/ Z～3次加工 新 H 本バイプ 百3万α円)(] セメ γト 日本テトラ，＂＇.ド ＇・
(i/j／『l

21，冊。 100 
II j、版製鋼出 2, 163 II 円 鉄裕接持 1,6α】辿JJH1fi睦 大平工築五 1,800 

'I' .•• Bヨ トピー工業※ 4,4叩 II 円 jlli 鋼業

自：国~~
II 不動建設詰 1,665 

II 大谷市工業 86 II 日 鉄鋼機 ，」 H 鉄...設工果 l曲

II n；泌鋼泉；；； I，α抽 II 'I• Ji（製制l II 友 和産業 50 

II 大市I¥! j穂波 I, 5加 II 鈴木金属工業滋 I, 20C ，』 新日本工機 l，飢）（］

II 中古II 鋼板 l,230 II 日本銅線剣媒 3庇 ，』 日 鉄化工 l提 30 

II fl;;J;；砂鉄鋼業涼 I，凹l II 11:1 和 製鋼 150述。品 ／）＿；、知l i師述 410 

II 大鉄工業；o, 750 II n ！生ポルテン 3旺 2』 製鉄辿愉 I，似〉日

II 凶 $! 鋼 2凹 II 八 厄製鋼 llX II II 鉄 述愉 3曲

4年£1;j司 大 同 製 鋼滋 10，α）（） ，， 大和ハウ3え工集 i日 7 80( II 東京鉄鋼民i孤 I, 7回

II 三必製 鋼涼 4, 767 II 訂作鋼板 bll工 割M ，， 名古民法鉄鋼Jf,I孤 匝悶

II 愛知製 鋼 4, 712 II 援 ti＼銅版加工 2~ II 大阪鉄鋼共討附瓢 4佃

，，， ill防特殊製鋼 •I ， 品；9 什金 It n本軍化学工柴 '" 3，似M ，， )f( ;rJ!鉄鋼 l¥I9Ji 百抽

II 日 本特殊鋼 1,679 II H 木屯工，詰 2,021 II 以問鉄銅山町1 75 

II 特殊製鋼諜 972 II 大 －V・ I下企廊，t’ 3，~ II 三つ子..~··替mJJi 10 

，， ｝！（北特殊銅；；； 2曲以 燃料 H 鉄鉱梁＊ 日世l鉄鋼Jf,IJJiil Hl 5 

，， JI（泌特 fl< 鋼 5叩 II 光 和祈鉱 鉄骨； 43Z 

” II本J白金工業；；； 2,430 II 有 191 製鉄 ；＆ 梁振興 150 

II 11 木金属※ l，却O II 引崎’荒；＼＇； ;;: H 鉄朴 正日j 産 500 

II 高砂鉄ヨ 1回4 ，， 係府耐火悌Jもd I l 鉄 企業 2珂

，， H 木 fl！鼠鋼 l，例刻。 II 製鉄＊キシントン 3四 ，， 太平起業 2 

!/¥ JE 大 ／ •ii 銅 版日 2,250 II 名古民ザンソヒンター 10< .~i!ll迎Ill y、ヵ 1 7 /L，ミ 8，飢）（）

II 大 作製鋼 3似3 II n ii'. j七 l•i／火力 4,50< II J、則金属 450 

，， 北 海鋼殴 :JOO II 堺共同火／J 1,50< II 1" ，~1 1；制1 3,l刷］

,, ］明日 鋼 Ni 80 II 戸 棚 Jむ I••！火力 I, 500 冊t タト マラヤヤワタ製鉄 却，875

Z～3改加工 1"111:エコ ンλチール Z，《ゆO II 大分比 io'J火力 I，似X ，， I i本クジミナノ、 10, 770 

II II鉄也 kil工J駐 l，似）（） 化学 II：；！＞；触媒化＂i＇工某誌 3,3凹 II フ γ お2

II 三 品 4足以 l果 ;50 ，， 両IIぶ製鉄化学一l；誕 3. 10< II フジマーず・／ 2, :!76 

II 大 ~ll 制（i; l，似）（） ，， 製鉄化？:i：東日 2, 5田 ，， λータ’ニーズ7'チ＿，， 186 

’J II 本ドラム知事H'FJ軒 250 ，， II鉄lt't工某 7,006 

"" 
』l 火 阪鋼材：・3 l,250 

,, ・,;;:I：こ.l出揃 ？？ 2,()()(] ーヒメ・ノト ／，＼士ヒメ γ ト I, 5α1 II 入 丸座決 I l似泊

,, 関東 大 JIj網干f 5曲 II II コ ：ノ 4叩 II H’m 鋼材 3佃

II 大 f王鋼＂＂ 33! ，， I l本プレ7-七グメント Z田 II :K: F宇商。I> 270 

II H 本 it ~i 叩

(I') ①関述会11:2回.ttll：のうち約半分弱を主要会社として計上したものである。

② 目印は上場企祉を示す。 （週刊東洋経済による〉
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ぎず，納期や多少の輸送事故なども殆んど無視されていたこともあって，メ

ーカーの指示通り運送及ひ、受渡業務を行ーっていればよかった。また販売受渡

条件もCI F河岸波又は十I＇継 O/R契約が中心であり造船所，商社又は営業

倉庫などの貯着岸河岸向が大部分を占めていた関係上，港湾物流業者は荷主

である。鉄鋼メ ーカーの代役的存在として従属関係を構成していた。

しかし昭和32～33年頃を境として市況の変動や後発高炉メ ーカー2社の台

頭等により生産競争時代の買手市場構造へと変化をとげることになるが自由

経済の原則に従って需要先は納入条件のシビヤー化を要求することになる。

現在における鉄鋼材の輸送経路は別図lの通りであるがここ数年聞に内航

船舶による分担比率はD型からE型化，小型鋼船化， バージラインシステム

の採用及びカーフェリ ーの利用へと，その内容に変化をみせてきているが相

11i:1;i｝己WU也） 1次爾志 (l~J面ff 2次輸送以降
fi •I（、ト ラ y ク i トラック、 filド

;k 

以
降

グ〉

要

先「一一－1'jま

鉄道 6%

トラック 20% I 

（注）① iAt泊J111X!.liJ也とは鉄綱引”JI>似国．加工サービスセンターなどの臨海
ぷJ也のもの

②仲拠河1 ;1 とは船，l<fil換えターミナル（t 'J な性桁のみの臨海、 i•r川河1;>

トラック

③特約山、内脱却！工部J也、 その他町内雌サービスヤー ドは 2次輸送以附に合む．

ナφ 

ど

f守,_ 
・El: 
J[ 

ド、l

陵h介Jo'. 

別図 1 〈高炉メーカーを中心とした〉鉄鋼製品の閣内輸送経路
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変らず海送が大宗となっている。

日本鉄鋼連盟の資料によれば昭和44年度における輸送分担率は総計約 6,0

00万屯のうち

O船舶輸送 計4,500万屯 74、3%

（内訳）

本船 約20%

小型鋼船 48% 

自宇 7% 

Oトラック輸送計1,160万屯 19.5% 

0 貨車輸送 計 370万屯 6.3% 

（但し以上はメーカーからの一次輸送量）

であるっこの中で トラック輸送部門の延び率が貨車輸送部門をしん蝕 して

約20%となってきているがこれは買手市場化による受渡条件の後退的変せん

を示すものであると考えられる。

3. 港湾物流部門への影響

一方，この海送による大宗貨物を取扱う港湾物流部門をみてみると鉄鋼資

木の合理化の波をかぶっていることが理解される。

鉄鋼資木は買手市場化が強まるにつれて納入条件の後退を余儀なくされて

いるが，シェア競争に勝つためにはあえて一方的合理化をも辞さない状勢に

ある。これは独占的資本主義経済体制の確立へ歩を進めるものであり，

付） 港湾における荷役作業については極力ハンドリング回数を減らすため

の接岸率向上及び水平移動化を強力に推進してきている。

（ロ） 又，接岸荷役埠頭は単なる倉庫機能のみではなく，合理的な流通機能

をもっ基地，乃ちダム的な需給調整のほかに解梱，仕訳，包装，加工，情報

機能などを有し且つ総合的物流業者として複合一貫輸送を可能とする私設専
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別表 4 鉄鋼流通及び加工基地の現況

（υ 昭和40年以降建設された鉄鋼メーカーの流通戦略基地
メーカー別 ｜ 基地名称 ｜所在地 （闘 fl棚

新日本製鉄 坂 出 鋼 板 力日 工 香川県坂出市 43.4 

製鉄運輸木牧事業所 神奈川県横浜市 43.5 

千A、' 薬 欽 鋼 主告 頭 千葉県市川市 43. 12 

沼 津 鋼 板 力日 工 神奈川県横浜市 43. 12 

I] 木 鉄 椛 大阪府堺市 44.2 

堺 シ ア リ て／ グ グ 高石市 44.6 

太陽シ ア リ 、／ グ 広島県広島市 II 

新 日鉄千葉鋼 材ヤード 千葉県千葉市 44.9 

ti；土鉄鋼センタ 一 ／／ 44.11 

｜ニl 明 3失 S側 J:lf¥ 頭 北九州市小倉区 45.12予定

製鉄運輸 市川 事業所 千葉県市川市 46.3予定

新日鉄東京鉄鋼団地（仮〉 東京都10号埋立地 米 定

日 木鋼管 日木鋼管本牧流通加工センタ ー 神奈川県横浜市 42.9 

II 型民 鉄 銅 倉 庫 大阪府堺市 44.9 

。名古 屋鉄鋼坤頭 愛知県知多郡 44. 11 

グ市川 鋼材倉庫（仮） 千葉県市川市 米 定

住友金属工業 ｜住友金属 横浜作業所 ｜神奈川県横浜市 I 42. i 
｜住金鉄鋼主主頭（仮〉 ｜東京都10号埋立地 I46. 3予定

川 崎製鉄 甲南サービスセンター 神戸市（王手合工場内）42. 7 

生浜サービスセンター 千葉市（千葉工場内〉 43.6 

川鉄 鉄鋼埠頭 （仮〕 東京都10号埋立地 47年度中予定

II 市川サービスセンター 千葉県市川市 未 定

神戸製鋼 事11鋼市川サー ビスセンタ ー II 40.10 

λY 市川 鋼 材 センタ ー II 46.3予定

II 名古屋三 λy 愛知県名古屋市 II 

計 I 25墓地
（注） 木表は大手高1155ネ上の貌況でありメ ーカー中心で運用されるものである。
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地域別設 ii'.1＇：数

(2）全国 CJ也i或別〉の鉄鋼流通及び力II工セゾターcs44. 8. 31現花〉 （計画i中を含む〕

地域別設置数 ｜備考地域別設i泣数

東 ：｜ヒ I'i"I森
59 ｜：岩手

宮以

秋田

山形

稿島

関東 ｜伏城

651 ｜栃木

群馬

j命玉

千楽

7 

4 

24 

8 

5 

11 I中｜詔

。。口
U

巧’
oo

τ
i
y
i
1
A
44
 
94 I四｜玉l

112 

滋賀 4 九州 福岡 53 

京都 17 74 佐賀 1 f「

大阪 357 長崎 6 計
画

兵庫 55 熊本 4 中

奈良 2 大分 3 の
も

和歌山 5 宮崎 2 の

箆主l自GI'由ij 5 55 
を
含

鳥取 7 
む

島似 2 ） 

岡山 8 

広Jゐ 77 

Ill口 18 

（総計） 1695 

徳島 2 

香川 11 

愛鋲 3 

高知 2 

Sl'l芳（ 389 I 18 

神奈川 80 

北陸 ｜新潟

51 ｜富山

石川

福井

中 ffll I山梨 2 

245 ｜長野 10 

岐lfl 10 

1'11ili1'd 37 

愛知l 177 

三重 9 

ヴ

’

」

今

月
f

q
d

2

1

 

（注）上記調査数は（社〉鋼材fJ~3陸部の資料による。

用士号l頭の建設を進めている。 （別表4及び5参照）

通産，農林18団体のリーダーである日本鉄鋼連盟も港湾機能合理化の方向

（鉄連AB C方針〉を打ち出したがその内容はあくまでも鉄鋼資本中心主義

による流通基地の拡充策に他ならない。その基本的な内容は
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別世S 茄 円鉄 グループの主要時間illl駐〈阻要〉

- 11： ~白 鍛鉄 ~ 鎗 n切鉄捌b;IJAJ¥!ll 4大国 鉄闘 仰顕 京聾餓 摘 ~I 頭 大臣鉄柵:II;白血6踊 東京銚摘瓜i醐..側 、

('5,9現有：〉 (45.3現住〉 (4<.9皿花〉 (44.9現在〉 (44.0皿住〉 (44.9且花〉
,,, :¥1 務上，Jl.び睦，，週活

土i作：I地果役，機食微店r.；及JIびの摘Jt材間 m~· fl>JI.追聞週 1店~1亜~： 4鋼~R材＇·の道加工路理他 世亜，倉時｛畢 地加工理他古川1拒．過乱＂

百本金 2.筑＂百 万円 5百万円 75百万円 敏＂＂万円 4曲百万円 1.7曲，，，－，ii・l
〈払込抑〉

大低主 .ti II位 皿E百 続 日鉄 相＇% 三井物庫 泊 3% 前 畑町。6% 大阪市 5田% )f[J;<lill 田 39$

"::Ji•物産 25 日本郷船 40 $i II Z食 13.3 ≫1 ti鉄回O 新 ntt 15.5 Ji fl焼却.6
商船Ml・ 四 山九亜愉 四 依附術院 6.6 他に10日会商祉11社 他高炉メ“カーと商 三井物産 3.9 

n 通 20 社〈丸紅飯悶．三Jf 商船三JI•

三井造船 5 物産〉 n本郷附 0.8 

山下新＂＊ 0.8 

1訴JM,J;J! 0.8 

世fl，一般人＇ii 支出あ り 空流あり ま躍な し 主流 あ り 役j:＼のみま班＂＇り 世日のみ 空Iiあり

;il 』~－ 542.7.19 5"1 10.1 s 39 .... 24 543 6.8 SJB.6 21 532 10. 7 

支系列配の，・＊－は~ 官M従瓢tとd取除引巨関と係してにのよjる~ wこ同じ 取引関係による従属 2阪置ヲにl聞よ係るE世属ぴ位m長 左に同じ leiこi白4じ

0 (A案の場合〉

港湾における流通基地所有者が新会社を設立して物流業を自営する。

0 (B案の場合〉

既存業者と提携して新会社を作る。

0 cc案の場合〉
流通基地の所有者が既存業者に作業を依頼する。

ということであるが何れにせよ資木，人事及び専用利用などによって系列支

配乃至は下請支配の強化となる必然性を持っている。

生産から販売荷渡完了迄一貫した物の流れを適確に抱握する必要性につい

ては，論をまたないにしても鉄鋼資本の合理化対策には多くの問題がある。

すなわち，

(1) 港湾物流業をJ易当り的に利用してきたことであり，現状においてすら

自己中心主義の不合理性排除策を進めている観がある。

従って弱小資本で労働力中心の生産手段しか持ち得ない，中小企業性の港

湾物流業は自らの発展を抑圧され，ますます鉄鋼資本への 「れい属」を強め

させられているといえる。

(2) 次の点は行政指導の方向が集約再編成による港湾物流業の体質改善と

資本規模の拡大による一貫責任体制の確立にあるにも不拘，その基準設定を
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はじめとする指導理念に問題がひそんでいることにある。

これは輸送手段の専用化や流通システムの体系化を計ろうとする物流革命

の中にあって港湾を総合輸送体系の結節点機能としてと らえていないことに

あるが，現状の縦割l的バラバラ行政に基因する整合性の欠除であると考えら

れる。そのために相互関連性をもった有機的な物流体系の結合整備方向を示

し得ないのではないかという事である。

物流形態は沖取りから接岸荷役に転換し専用埠頭化を促進する結果となっ

Tこt.J'>o

（イ）． 既存業者起用の適否は荷主側の選択意志にもとづくこと。

（ロ）． 港湾物流業は波動性と労働集約性から考えて元請，下詰関係の構造形

成を必要とすること。

的．又，労働集約型産業であるため生産性の向上率よりも人件費の上昇率

の方が高くならざるを得ない現状にあること。

などから考えて適応構造への体質改善には国家の助成策を必要としてる。

港湾は公共性と同時に経済性の追及を要求されているため，その機能形成

上の問題は国家施策としての解決をせまられているにも不拘，実態は適正な

配慮を欠く無責任行政であるといえる。

。）．輸送構造変化への対応問題については港湾物流業界側にも一端の責任

がある。

港湾の公共性にもとづ，秩序維持という行政方針と法の理念に固執し経済

構造の変化に対応する私有施設の拡充や企業の拡大におくれをとったため自

力では追従困難な体勢になってしまった事で・ある。

これは状勢判断の不適確に因るものであり企業経蛍上の責任｜問題であると

いうことも出来ょう。

4. 系列支配関係の現状

独占的鉄鋼産業資本における運輸部門の系列支配関係は別表1に示した通
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りであるが内航は必ず一社以上を自己の資本におさめている。 （別表6参）¥IA)

さらに内航部門内でもグループ構造（系列支配関係〉が形成されており，

その資本関係を図解例示してみると他産業資木との互恵関係によって結ばれ

ていることも理解出来る。 （別表7及び別図2参照〉

港湾物流業はその両端における補完的機能を果す存在となっているが，一

貫直営体制ではなく主体部門のみを鉄鋼資本の直系会社が担当し，他は荷主

の代行権行使による一元的運営という形態にはめ込まれている。

別表6 高炉メーカー鉄鋼製品輸送部門の構成

（船舶輸送部l"D…・・・ー一 内航l)f.）係

1. 新円木製鉄

／近海郵船 （NYK資木，人事〉

（注〉※は別表再分析参照

｜商船三井近海（MON〕 (MO資木，人事）
J iJ_J下車「rFl木近海（｜上l新，資本，人事）

木船5社 1栃木汽船（独立資木，人事〕 …100%新「l鉄グノレープの輸送
｜に従主，］；：，
｜＊新和活運（新日鉄グノレープ〉 （現fE資本参加のみ， 人Ij；：交
~ 流なし〉 ……殆んど新日鉄グノレープの輸送に従事，

［本船5f:上
小型鋼船l八幡船舶 品；~~警〕人I]i交流あり 100%新 11tJ; p・ノレーフ。の

l広畑海運 （新日鉄1009杉資木，人事交流〉 か

2. 日木鋼管 （本船， 小型船舶共〕

芙手平海運 (NKKグノレープ資木，人事交流） 100%NKKグ
ノレープの輸送

日産船舶 (NK K資本参加〉
Fl木通運 （＠系の｜二l木海運）

3. 住友金属工業 （同上〉

住金海運 （資木参加，人事交流〕100%住金製品の輸送

第一中央汽船（ II ) 

4. 船川崎製鉄 （同 ｜二〉

川鉄運輸 （資木，人事交流） 100%Jll鉄製品の輸送

5. 神戸製鋼 （同一i二〕
神鋼海運 （向上〕 II 事11銅製，',j'，の輸送

6. 円新製鋼 （向上〉

月星運輸 （向上〕 万 円新及び新日鉄グノレープ
の輸送

7. 中 山 製鋼 （同ヒ〉

三星運輸 （同上〕
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別表7 新和海運のグループ構成

O新和海運は海運集約によってNYKグノレープになり，その主体は外航である。

（大株主）NYK30%，新日鉄15%,ff!!銀5.3%，東京海上3.9%,Cl鉄鉱業3.1% 

三菱重工業2.8%, I H I 2. 8%，大正海上2.5，安田火災2.4%

資
本
金

海

［晴海汽船（資本参加1009百，人事交流〉

j新和ケミカノレ
斗盤塁IU＿~ タンカー （向 上〉…タンカ一部門

（ 1万野汽船 （資本，人事交流）
ネ上
船〆
〉 ｜日和産業海運（資本参加100%，人事交流〉

運 1----11脳 71L）協和汽船（資本，人事交流〉
｜永岡汽船（同 一I.)

｜大王汽船（資本参加lのみ〉

新

和

六

O
O百
万
円

｜ ｜ 港湾及び ｛丸邦運輸倉庫（資木，人事交流） j 
: I ｜術部・輸送 J 
」←一一一〈日 邦港務（If.I] 」コ〕 （参考） （小川迎輸系列〕
: 部門系列 I 
: 1日新運輸倉庫（資木参加のみ〉

: 主な定備及び f掘江船舶（木船〉，扇興運愉（木船〉，新泉海運
i 受託先 J （本船，小型鋼船）

｜八幡汽船（本船），広洋船舶 （小型！鋼船〉

/ 
別図2 住友金属の内航fi1S門資；；j-[¥'.I係肱｜

この様な直系会社を中心とする管理体制の強化は当然、既存の元請業者を下

請企業へと追いやる結果になっていることは前にも述べた通りである。

具体的実例をもって示すならば新日鉄における製鉄運愉，広畑海運等を窓

口とする一元管理体制であり，住友金属の住金海運，日本鋼管；の英容海運，
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川崎製鉄の川鉄運輸，神戸製鋼の神鋼海運及び日新製鋼の月星運輸などもす

べて同様な形態である。

次に港湾物流業に対する鉄鋼資本の系列支配構造を分類してみよう。

位） 株式の過半数所有の場合は資本金が少なく長期借入金（他人資本〉の

保証，重要人事派遣，全面利用などによって完全支配を行っている。 （例，

鋼管堺鉄鋼埠頭〉

(2) 互恵関係先との共同出資によって資本金（自己資本〉の拡大を計り，

人事交流，優先的商取引などを通じつつ物流蘭て、の全面利用を行って従属強

化を進めている 3 （例，製鉄運輸〉

(3）全面的利用による取引支配の強化を計り重要人事の派遣を行ってい

る。 この場合は公私共営企業が多く，資木参加は鉄鋼資本の他に商社，船会

社，地元港運業なども加わっているが過半数資本出資は港湾管理者である。

（例，東京鉄銅線頭，大阪鉄鋼共営埠頭〉

(4) 大量取引く利用〉による支配の強化を計るが資本参加は積極的に行わ

ず単に人事の交流を行っている（例，山九運輸機工〉

(5) 資本参加を行うが互恵関係先との協調体制強化を中心とする（例，秋

田鉄鋼埠頭〉

(6）鉄鋼資本の自由意志にもとづく選択により取引 （利用〉を行ってい

る。 （例，一般の既存港湾物流業者〉

などに大別できるが支配上の圧力度合いは（1）から（めに向って紳属性があら

わになり且強まってくる。

5. 鉄鋼産業資本の現状

相次ぐ生産設備の犠強によって鉄鋼産業資本は資金調達の而のみならず市

場計画にも破たんをきたす傾向にあるといえる。（2)

昭和44年下期における各鉄鋼メーカーの決算内容をみてみても固定資増大

からくる高操業度維持の問題が生じており之は l~I 己資本率の低下によって，
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うかがい知ることが出来る。 OJI］表8参照）

従って不況に弱い体質となっていくにも不拘，シェア競争による市場指向

性は相変らず続けられ昭布J44年生産実績で組鋼約785弘普通鋼熱間圧延鋼材

で79%のシェアをもっ高炉5社（新日鉄，日本鋼管，住友金属，川ii崎製鉄及

び神戸製鋼〉が主体となって増産体制づくりを進めている。 （別表9及び10参

照） (3) 

(Ill（な 1,000円｝
別山8 w.!TUH年世下期間産EびJ\ln · \'! ;i: I~成珂 ｛晶辿慣例による〕

決梓II
( ， .の滞 日 I ）；. ぴ ~i ，；：の i諸 怖本政の及ftびi合¥lo'< fi 計

IM動 'll" I~成比 l'i 足 腎照明成比I " A I「＇i＂＇ 構成比 fl己 軒 ,i; I 

大阪 税 畑 45, :J.31 8, 7!17,853 53' 7,6田，8叩 " ' 13,253,403 80' 3,201, 340 19.S 16.45"1. "'' 
川崎製鉄 45. 4.30 237.~謁， ト19 ・10.’ 351，日通，担3 59. 473，出I，盟7 回 4 115，四5.1酷 19.6 S園。856.472

白神 戸 ，sg銅 45. 3 31 202酎2泊3 47. 7 2盟，曲4,716 52. 3田， 080.4~1 823 75,4凪曲5 17 7 425,5•17， αm 

炉 。」託金属H震 45. 3.:u 238, "'7,f~3 44.7 29.J.879,3拍 55 4却，289,759 曲？ !03，副YI.四2 19.' 533, 297，田1

•I• 111製掴 45. 3 31 21，担6,8担 52. 7 19，田5,446 47. 却，脱却。054 74.€ !0,252.22•1 25.4 40 312 278 

9 II新製 摘 45. 3:11 69，由2,936 芯if l剖，593，凹8 66.( tn,•133, 189 87.( 26.453, 7国 13.C 四3,8駈，914

日本欄官 45. 3.31 337, I田．田7 .J3. I 444, GOO, 355 時 4 曲し770,0却 81・ H旧，O四，912 12.! 781, 7四．曲2
社矢作目鉄 •1412‘;II 3,320,5岨 :18.! 5,213.815 61.1 G. ~1 :1, 2田 7U  2, 191，回l 国 7 8. 534. 3』7

新 日本製鉄 •IS. 331 599, ＂＂・剖 6 '"' 1,01 3,244.~15 62.1 1,312,923,7剖 81.4 羽拘.o岨，957 18.f 1,612,四2,691

~ 1· 1,718,153,681 40.8 2, 493,527, 767 59.2 3,475 7¥5116 82.! 735.966,331 17-5 4211681447 

平 炉 7 11：計 日5,722, 7坦 58.! 自，O描.015 41.2 186, ＂＇・田 4 田 9 H,014，ヨE 19.1 2抽，7抽．剖7

~tt 炉回 11: n 3曲，473,269 58 ' 209,416，同9 41.5 534,863,293 '"' 115,026, 6•15 17.7 G 

その 他 9 社 ： ~ 却l,!03，辺五 日 ． 116, 7曲，却9 担 ？ 2団，628，田4 7U  91, 234,853 28.7 3』7，師3,707

I~ I 4511：臨計 2 435.4日.1曲 ;s.o 2.974. 740 840 ss.o 4.423. 951. 817 81.! 986. 242 134 18.2 5,410, 193.950 

川削捌位計 2 125 974.179 44.2 2682992159 ss.s 3881734552 B0.7 927.231.789 19.3 4808.966344 

別表9ーげ） メーカー別粗鋼生産シェア実績

（東洋経済統計による〉

三千二
s 3 9 s 4 3 s 4 4 

シェア IJI シェア ｜順 シェア ｜服

（全 計〉 100 ioo I 100 

八幡製鉄 19.3 1 18.5 18.6 1 

富士製鉄 15.5 2 16.9 2 16.8 2 

1=1 木鋼管 10.8 4 12.9 3 13.4 3 

川崎 製鉄 10.9 3 11. 3 5 12.2 4 

住友金属工業 9.6 5 11. 8 4 12.0 5 

神 戸製鋼 4.2 6 5.5 6 5. 1 6 

「｜ 新製鋼 2.4 7 3. 1 7 2.8 7 

中山 製鋼 1. 9 8 1. 5 8 1. 3 8 

大間製鋼 1. 5 9 1. 3 9 1. 1 9 

東大谷京重製工業鉄 1. 4 10 0.9 10 0.8 10 
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( s 44実績〉新日鉄の生産シェア（参考〉（ロ）

－
↓

実
線
は
新
日
鉄
シ
ェ
ア

－
点
線
は
二
位
企
業

ー
ー

は
そ
の
他

（単
位
以
下
）
計

トー一一一一ー一一一・ー一一－
2 f立
ト一一一一一ー ・一一一ー

ト一一一ーーー｛ーー一一一ーー一一ー 一一一一ー

43. 7 % 

:J5. 4 

37. 4 
I ト一一一

ト

86. 3 

95. 4 

トー一ー一一一一ー ー

ヤー一一ー一一一一ー一一一一一ーー一一一ー『ー

トー一一一一一一 一一ー一ー一一ーー

トーーー一一一一一一

トーーーー一一一ー一一一一ー一一一

5 J. ~ 

38. 8 

35. 6 

4q_ 1 

4 "・ 4 

6-1. 2 

39. 7 

51. 0 

銑 鉄

粗鋼

普通鋼熱延鋼材

重 軌条

鋼鋼板

大型形鋼

普通線機

原鋼板

広 巾 帯鏑
冷延 ρ 

グ 電気帯鋼

高抗張力銅

鉱力板

トー一 一一一 一一一ー

トー一一一一一

100% 80% 50% 20% 

高炉メーカー （S:fi）の生産地域構成

新製 八幡製鉄 （’ 
1:1 一一一一一一
本鉄 富 士製鉄 0 0 ・ 0 0 0 

一一一一一一
日本鋼管 。 。
川 崎製鉄 。． ． 。
住友金属工業 ． 。 。
神 戸製鋼 。
日新 製鋼 ． ． 。
中 山 製鋼 () 。

地域｜北海道1東北 ｜関東 ｜中部｜北陸 ｜関西 ｜中国 ［四国 ｜九州

別表 10

・印は使用素材全量 （｝は－j怖を他地域生産工場からから振替へ輸送

されるもの尚生産地域構成は s 45. 4. 1現在調査。
（注〉

生産は上昇しでも市況が変動すれば需給関係は均衡を保て得なくなる

が，供給過剰の場合には港湾物流業に対して大きなしわょせがくる事実を見

逃がしてはならない。

過去の実績が証明しているように工場，揚地ヤードなどの在庫増加は荷捌
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能率を低下させるばかりでなく倉鮮も動員されるという施設の不足，不備現

象が生じる。

昭和36年に続いて昭和42年にもみられたこの現象は今後の鉄鋼不況説から

も再発生が予測されるところである。

従って鉄鋼産業資本が打ち出すであろうと思われる対処手段と方法を見極

めておく必要があろう。

まず考えられることは国家公認の不況カルテルで、ある生産調整が行われる

であろうが従来とは，その規模と内容に大きな変化がみられる。乃ち園内需

要に対応する生産量が昭和36年に比して2.5倍，昭和42年との対比でも 4割

増加とふくれ上っており需要先への納入諸条件も非常にシビヤーになってい

ることで、ある。

従って港湾物流業へのシワ寄せもかつてない事態となりかねないし，その

結果如何によっては近代化の阻害要因となって自立向上を計れない状態に追

込まれることも予測されるであろう。

6. 港湾産業発展の方向について

鉄鋼産業との関連においで港湾産業発展の方向を眺めてみると次の諸点が

考えられる。

(1) 港湾における物流用役は自然条件のほかに荷主の生産や販売事｜育など

からくる波動性のため供給容量にllJの広い蝉力性を要求される。

従って量的増加と質的変化に対応出来る方策を樹立するため，まず変動要

因の適確な把握と今後の予測検討が進められなければならなし、。次に適正標

準作業量と運賃料金の算出が行われ，つづいて適応範囲外作業の諸条件と対

処策を考えていくのが体制作りの第一歩であろう。

勿論荷主の積極的な協調姿勢を必要とすることは云う迄もない。

(2) 港湾物流業の元請，下請の関係を総合商社対専門商社及び特約店の関

係と同様な見方でとらえてみる必要があろう。
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専門商社や特約店の場合は需要家と筏援な関係にあるがこの点をl荷社機能

のにj:rに包含してしまえば資金而からは総合商社の保証があるため取引流通に

専心出来るという構成になっている。

港湾物流業も分業化と専門化による合理的な近代化を推進していくために

は，一貫元請業者が中核となって専業部門の充実化を計ることである。

そのためには専業者への援助，保証体制を確立しなければならないが国家

助成策範囲拡大の運動を展開する必要がある。同時に自己本位制からの脱却

をはかるとともに社会的責任の自覚を深め協業性を高揚していかなければな

らない。又これらは港湾の地域的な特性を充分に生かした有機的な体系とし

て構成されねばならないと考えるc

例えば広域港湾としての機能整備体系に対応する港湾物流業界の体制強化

や更に細分化すれば物資別，方而別の港内利用地域設定による業界再編成が

必要となってくるであろう。

（δ） 前向きの再編成は国家の助成策を必要としているが港湾利用度の高い

鉄鋼産業資本も当然、積極的に協力すべきである。

この場合再編成による体質強化の内容は日本の海運大集約と同様に考えら

れなければならないものであろう。

国民経済の発展と物価の安定を基調と した施策が立てられるならば，その

ためのコストとして租税負担増があっても公平妥当な限りにおいては己むも

得ないものであろうと考えるコ

(4) 臨海工業港湾は公共性よりも経済性が先行しており流通拠点港湾もそ

の色彩を強めてきている。

従って港湾経済諸法は旧来の遺物と化していく傾向にあるといえよう。

1970年代の 「港湾産業」に適合する様早急に改正される必要にせまられて

いるにも不拘，その機運を盛り上げる体制が出来ていないのは国民生活と疎

遠になってきているからである。

国民の台所である港湾の認識を深めるため大衆運動への展開が必要てある

と考える、
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7.おわりに

政府は独占的産業資本を中心とした経済発展政策にのみ傾注するのではな

く整合性のある均衡経済の基礎条件を見究めなければならないH寺期に当面し

ているし，産業資本も又社会的責任に対する自覚を深めながら協調体制を整

えなければならない必要にせまられているのが現状である。

経済成長によって所得水準が向上したといわれるが社会資本のス トックは

不十分であり，国民生活の内容も，ほんとうに豊かになったとは云い難い。

交通をはじめとし社会福祉施設の整備が立ちおくれをみせているばかりで

なく工業地帯や都市における公害はますます激しくなってきているo

これは国民生活の向上というよりもむしろ重化学工業中心の過保護と輸出

拡大優先による経済政策の結果がもたらしたものである。

この政策のゆがみについて独占的鉄鋼産業資本と従属的物流部門の一分野

を形成する港湾産業の構造分析からその傾向をさぐり出そうと試みたのが木

論の主旨である。

単なるー而的考察にすぎないが今後は更に他の流通分野への考察を加えて

いくことにより， 資本主義経済政策の本質的な矛盾を明かにする所存であ

る。

最後に先進自由主義経済大国となるためには港湾経済体制の確立が前提条

件であり， 当然やらなければならない国民的課題であることを強調しておき

たい。

注（1）仔）「鉄鋼産業」の考え方について
l［災前までの旧財閥に特徴的であった人的支配，閉鎖的持株ilil］及び内部編成にお
ける商業資木の異常な高地位などが喪失し，所謂近代化された再編成が行今われ
たため独占組織の内部構造に大きな変化をもたらしたが，一方非llil胡系の新ら
しい巨大企業（例えば旧八幡，富士鉄＝現新日鉄）も政府金融機関，興銀，外資
等を広〈利用しながら独自性を保持しつつ急速な発展を遂げてきている。
これらの巨大企業は多角化や関連部門への支配を進めながら自らが頂点に立
って多数の関係，系列企業をょうする集約型を形成するに至った。鉄鋼業の場
合は高度経済成長政策の中核的存在として国家の手厚い保訟を受けながら我が
国特有の産業構造 （重化学工業を頂点とした多層化構造による系列企業群の椛
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成）を形成したのである。

従ってこのような多彩事業部門をもっ複合企業性の独占的巨大鉄鋼産業資木

は「鉄鋼産業」と名付けても呉論がなかろうと思う。

（ロ） 「港湾産業」の考え方について

港湾を主たる経済活動の場として物流部門を担当する港返業，臨／f.i}倉正｜］業及
びその他関連事業を港湾物流業と名づけた。

荷役，保管，運送などの用役生産は効用fnlifi一色を創造し，叉これを1羽大させる

ための経済的行為であり，その過程において労働対象に対する属性として定着

する対ftlliが拡大再生産のための資本循環過程を形成するものである。
しかし資本主義経済の高度な発展は物流手段と方法について合理化を民話し

てきており，独占的巨大資本の補完的機能完備を目途としてますます従属性の

強い位置づけが行ーわれつつあるといえる。

弱小資本の港湾物流一楽は公共投資による港湾、諸施設のほかにわずかな自己資

本の用役生産手段を併用する労働集約型の企業であり，各物流部f"jを専業的に
分担する中小企業性の強ν、企業1洋である。そのため国家独占資本主必的経済体
ilil］への進展に伴って従属的補完機能分野として形成されていくことになる。

従って港湾物流業は従属的各産業の一分野を形成することの立味から「港湾

産業｜とl呼んだ。

(2) IJ本鉄鋼連盟の資料によれば1970～1975年の所要設備資金は3兆7千億円と恕
定されており年額にすると6.2百億円にものぼるぼう大な投資額となる。

また過去における日本の鉄鋼生産設備投資額はドノレ換算で1960年に5低9千万

ドノレ1970年は18（意8千9百万ドノレとなっており3.2倍にもふくれ上っている。

(3）既に神戸製鋼加古川製鉄所の新高炉が完成し，建設計画でも新日鉄の君津，大

分，戸川及び八l隔（改築〉と住友金属の鹿島及び川崎製鉄の水島，千葉，史には

日本鋼管の福山と扇島（リプレース〉があり次表の通り完成が予定されている。

高炉建設計画（S46～50ifl 
（メーカー〉 （高炉名〉 （着工〉 （完成〉

新日木製$J 君主it4号 49'.f-1ニ8月 51年1月

｜＝｜本鋼管 制1115号 46. 5 47. 10 

II 6号 47.11 47. 4 

川 崎製鉄 水島4号 46. 3 47. 7 

千葉6号 47. 7 48.12 

住友金属 鹿島2号 46森 47. 3 

グ 3号 47春 48秋
II ，！号 48｛火 50春

神戸製鋼 加古川3号 48. 4 50. 3 

またj王延設備で、も冷｜尚（コーノレ ドストリッ プミノレ〉で住友金属鹿島 l号(115万

屯）， 新日鉄君津3号（85万屯〕，同名古屋3号，厚板ミノレでt土住友金属鹿島な

どすべて45年々内完成が予定されている

(1）生産やj版発表j因による波ifJIJ性とは資本主義経済に特有のものであり，鉄鋼産業

の場合の具体的事例lをあげれば
げ） 園内向と輸出用の生産圧延l時期〈月間｜付〉からくるもので特に輸出向は中旬

に集中圧延となる傾向がある。

（ロ） 公共投資向資材は官公庁の予知｜時期との関係から毎年需要II封切がT~I三WJに集
中する。
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従って圧延も出荷も同時期がピークとなる。

れ製缶材料であるブリキ板はミカンの時期，各漁獲の11ii'j切などによって需要の

波！日J性がある。また弱電部門である家庭電球用材料や自動車用材料などもモデル

チェンジのl時期には大きな差が生じる。

ド） 以上のほかに鋼材は好，不況の変動が激しく品種的，量的両国への影響が大

きいことなどである。

（参考資料）

1. 「輸送革新と港湾産業」 海文堂 拙稿「変ぼうする鉄鋼材の輸送構造」

2. 拙稿「流通革新と港湾軍IJ)fjの方向」 ／／港湾H VOL47 11月号

3. 拙稿 「70’における日本鉄鋼業の課題j日本鉄鋼連盟 H鉄鋼界II 1970 12月号

.]. 拙稿「物的流通と港湾機能」法政大学大学院

5. 「日本経済研究の成果と展望」下巻，エコノミス ト編集部毎日新聞社

6. その他 日本鉄鋼連盟，鋼材倶楽部，日本鉄鋼問屋組合等の資料による。
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北海道における工業開発と

港湾の課題

目 次

1. はじめに一一道民所得と工業生産一一
2. 北海道の港湾都市と経済の集積
3. 道央地域の港湾貨物の流動
4. おわりに

1. はじめに一一道民所得と工業生産一一

松沢ヌミ郎
Ok ;:,,i,建設（株）〉

昭和45年8月北海道庁は，昭和44年の道民所得推計結果の概要（速報〉を

発表した。

この発表によれば，昭和44年の生産所得は，2兆 l,337億円となり，昭和

39年の1兆722億円からこ こ5年間で倍婚し， 2兆円の大台を超えた。

これは，前年に比べ名目12.0%，実質7.9屈の増加を示した。 （表ー1)

表ー1 昭和44年道民所得の前年比較

区 分 flf?. ;f日44年｜対前年比 IIJB5fl:r43~＇ユ
億円 tいl43)% {Ii円

生 産 所 4得 21,337 112. 0 19,051 

／／ II 

実質生産所得（40年価格〕 18,410 107.9 17,056 

千円 千円
就業者1人当り生産所画符艶肴盛 864 110. 6 781 

就業者1人当質り
ノY II 

実生産所得 746 106.6 699 

千人 千人
就 業 人 lコ 2,469 101. 2 2,439 

就業者 1人当り生産所得は 864千円となり，前年に対し10.6%増，笑質で

は 746千円となり，対前年 6.6%増となった。
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昭和44年の道民所得を全国と比較すると，生産所得では，北海道の伸び12

がは，全国の件lび16.3泌を 4.3%下回った。

この原因は，前年豊作であった農業が低温の影響をうけ，16.3%の所得減

をみたのに1111え，製造業が全国ほど高い伸びをみせず，全国より 4.0%下回

ったためである。 （表ー2)

増加率への寄与も，第3次産業ーは北海道 9.5%，全国 9.2%といづれも高

いが，製造業は全国 5.6%であるのに対し，北海道は 2.2%と一段と低い。

表－2 昭荊144年産業別生産所得の北海道・全国比較 （単位：%〕

北 海 ill ノ二ι、 医｜

｜豆 分
対前年比｜｜構成比 ｜｜ 榊の加寄率与へ 対前年比 ｜｜ 構成比 ｜｜ 矧の加寄l率与へ

総 ~＇［ 112.0 100.0 12.0 116. 3 100.0 16.3 

第1次産業 91. 7 13.3 ム 1. 3 100. 1 8. 7 0.0 

うち j足業 83. 7 8.3 ム 1. 8 

第2次産業 114. 1 29.2 4.0 118. 3 39. 1 7. 1 

鉱 業 115. 3 3.2 0.5 113. 6 0.7 o. 1 

建設業 113.1 10. 4 1. 3 117. 9 7.7 1. 4 

製造業 114. 5 15.6 2.2 118. 5 30. 7 5.6 

第3次産業 116. 9 58.8 9.5 117. 9 52.2 9.2 

この結果，全国に対する生産所得の割合は 4.5屈と下回った。

このように，ここ数年間，国民所得の方が道民所得を上回る伸びを示して

いるため（表－3〕， 全国に対する道民所得（生産所得〉の割合は次第に小

さくなった。 （表－4)

これは主として北海道の工業生産が伸び悩んでいるためてある。 （事長一4〕
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表－3 全国と北海道の純生産対前年比

（単位 .%〕

年 国次 ’剖
叶山道 一法l

Jli:l手I] 38 114. 4 120.9 昭和 42 118. 4 118. 3 

39 114. 2 109.0 43 118. ,1 114. 2 

40 111. 2 113. 4 44 116. 3 112. 0 

41 115. 2 113. 2 

表－4 道民所得と工業出荷額の全国比

(.tjJ.位：%〕

年 次 道 民 m 供｝ 北海道工業出荷額

昭和 38 5.2 2.6 

39 5.0 2.6 

40 4.8 2.6 

41 4.8 2.6 

42 4. 7 2.5 

43 4.7 2.4 

44 4.5 

ところが，一方，本州先進地域では，重化学工業を基軸として世界にも類

のない成長を続け， このため過密の弊害がますます顕著となり，特に最近は

公害問題の深刻化に伴って，工場立地の排除ωゃ，また公害問題をめぐって

操業短縮ωに追込まれている企業もあるということで， わが国産業界には北

海道の工業開発への期待が急速にたかまってきた。

しかしながら，このように木州では公害工場の進出を拒否しているからと

いって，北海道へ公害を移入するわけにはゆかなし、。公害の未然防止に十分

配嵐しながら，これらの工業立地とその発展をはかることが強くのぞまれて

いる。
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注 (1) Ill！，手I.I’l証工（福｜上I），アジア石油（坂出）

東京屯力（銚子〉，関西定力（新宮沖〕

東京電力（富士〉，石油コンビナート（宙博〕

(2) 富士地区の紙ノミノレプ工場，日木鉱業の敦賀工場，東邦TIE鉛安中工場，｜：｜宙
金属会津製錬所，｛主鉱婿j誉工場

2. 北海道の港湾都市と経済の集積

わが国経済力の地域分布をみると，京浜，阪神，仁｜コ京が経済発展の重要な

戦国各地点となっているが，このような経済の集積がかたちづくられた要因と

して考えられることは，次の4つであるといえる。 ω

心 すくAれずこ自然条件に恵まれ，歴史的に蓄積された外部経済の利益が他

地域にまさっていたこと。

② 圏内資源が乏しく ，貿易依存度が高かったため，自然、の良港と広い背

後i也がある地域がとりわけ重要で、あったこと。

＠経済水準を西欧先進国のそれに近づけるため，局地的工業化政策が推

進される傾向にあったこと。

④ 拡大形成された外部経済の利益に誘引され，産業や人口が累積的に集

U!iしたこと。

などである。これに刻して，北海道の経済集積の形成要因は，全国と事↑11f

が若干異っている。

北￥f1j道は，明治2年（1869）に開拓伎が設置されて以うに，昭和43年(1968)

で 100年目を迎えたが，この100年間，北海道は常に国の主導する長期計画ω

のもとで組織的に開発が進められてきた。

北海道の産業開発は，当然のことながら水産業が先発した。試みに，明治

29年（1890）の北海道の産業別生産額をみると，漁業1124千万円（うちニシ

ン 824万円〉でlj~［然他産業を圧しており ， 第 2 位は農業で 483万円， 第 3 位

は工業で 274万円であった。

しかしながら，内陸部の開発にともなって，明治32年（1899）まで首位に

立っていた水庄業は，翌33年（1900）には設業に政かれて 2位となり，明治
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39年 (1906）には工業に追い越されて3位に落ちた。

その後，めざましい発展をとげた工業は，第1次大戦がわが国に好況をも

たらしたこともあって，大戦終了後の大正9年（1920）には，こんどは工業

が農業を抜いて第1位の生産額を示し，以後，大正10年，大正14年を除いて

今日まで首位を継続している。 〈日

以上のように，水産業が北海道の先発産業であったことから，臨海部が最

初に開発されたことによって，都市形成が臨海部に集中しているように考え

られ勝ちであるが，事実は異って，内陸都市の比重が相対的に高L、。このこ

とが本州と呉っている点である。

その要因は，

① 幕末まで奉行所が置かれ，北海道統治の中心であった正月館は，全道を

管轄する立場からみると南西に偏在していたので，北海道の首都として

新たに内陸都市札幌が建設された。

② 北海道の農業を振興するため，開拓使が建設した官営工場は農産物を

原料としたものが多く，例えば，製糖， ビーノレ，製粉，亜麻などで，農

産中心の内陸都市形成の遠因となった。その後，北海道農業の躍進とと

もに，農業生産物集荷の中心である内陸都市をますます発展させた。

③ 北海道の石炭産業は今日では斜陽化したとはいえ，多くの産炭地都市

を形成させた。などである。

さて，北海道の全都市数（市の数〉は29あり，このうち港湾都市は10であ

る。表－5に北海道の港湾都市の主要経済指擦を示Lた。

表－ 5 北泌道の港湾都市の主要経済指際

区 分｜都市数 ｜人 口｜工業出荷額 ｜商品販売額

｜ ｜ 万人｜ 億円i 億円
全道都 市仏） ｜ 29 I 329 I 7, s30 I 23, 795 

全道港湾都市（同

B/  A (%) 

10 

34.5 

116 

35.3 

4,495 

57.4 

6,244 

26.3 

注 ： 1. 港湾都市は，小神i，函館，室蘭，苫小牧， 事H路，根室，網走，紋別，
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稚内，留瑚］の10市
2. 人口はH古和43年9月30日住民基本台帳人口
3. 工業出荷額は｜昭和42年1月1I］一昭荊:142年12月31[J工業統計調査
4. 尚品販売額は｜沼荊HO年7月1I］一昭和41年6月301:1商業調査

同様に，全国の人口10万人以上の都市について主要経済指標をみると，表

-6の通りである。

表－6 全国の港湾都市の主要経済指標

区 分 ｜都市数 ｜人 口｜工業出荷額 ｜商品販売額

億円

全国都市 ｜
(lo万人以上）ω 131 4,573 15兆9,100 29~ち4 , 100 

全国港湾都市 ｜ 58 
(10万人以上〉同

3, 134 12兆3,000 25兆1,000

B/ A (%) 54 68.5 77.3 85.3 

注． 1. 人口はllP.和40年国勢調査
2. 工業出荷額は｜昭和38年，商品販売額は昭和39年

すなわち，全国数字では，人口，工業，商業等の経済活動が港湾都市に集

中しているが，これに反し，北海道では経済の｜臨海部依存の割合は全国より

低い。

このことは次の二つの迎由に基づく。

① 北海道の首都札幌（内陸都市）は，工業出荷額では全道都市の185自こ

すぎないが，人口は全道都市の27%，商品販売額は全道都市の507c;と高

い比率を占めていること。

品） 山林生産の中心都市（内陸都市〉に旭川， 帯広，北見など有力都市が

あり，またEt炭1也都市として夕張，岩見沢，美l県，芦別， 赤平，三主主，

滝川， 砂川， 歌志内など9干11があること。

これを要するに，北海道の港湾都市は，物的流通の；切ではあるが，商業活

動は低調で人口比よりも小さく，工業生産の場として室前，苫小牧において

みるべきものあるが，わが国港湾都市のように人民 商工業のいづれにおい

てもその比重が高いこととは幾分趣を具にしている。
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注 ： (3）経済企図庁地域経済問題調査会編「地域経済問題と対策」 1963
(・4) 10カ＇￥・計画（明治3443年〉
第1J羽拓殖計画（明治43 1昭和元年〉
第2期拓殖計画 er昭和2 21年〕
第1i切北海道総合併！発計画 0沼羽127-37年〉
第2期北海道総合開発計画（昭和38 45年〉
第3期北海道総合開発計画（昭和46-55年〉
(5) 北海道総務部文書課編「北j毎道のあゆみJ1968 

3. 道失地域の港湾貨物の流動

319 

北海道の人口の 3分の 1 （昭和44年常住人民全道522万人， 道央地域174

万人， 33%），全道工業出荷額の半ば〔昭和43年工業l:l:l荷額，全道l~~l, 385 

億円，道央地域 5,090億円， 45%）を占める道央地域（6）は，現に室闘を中心

とした鉄鋼業，苫小牧を中心とした紙ノミノレプ工業，アルミニウムー電力一石

油精製コンビナー ト（建設中〉 ，さらに札幌， 小樽を中心とした消費財工業

が発達している北海道の心臓部である。また，用地，用水に恵まれた苫小牧

東部の第2苫小牧港周辺には新たに鉄鋼，石油精製，石油化学，アルミニウ

ム，ガス化学，自動車，関連機械工業などの大規模工業基地を建設する目的

をもって，現在道が用地を先行的に買収しつつあり，昭和145年末現在すでに

民有地7,300haの大半を買収した。

さらに，小樽市と石狩町にまたがる石狩湾新港背後には，道央地域の物資

流通のi将大，都市型消費財工業の発展に対応して，約 2,500haの｜臨海部用地

を確保する計画である。

このように， 道央地域は，現在においても将来においても北海道経済を先

導する工業開発展開の場であるから，この地域内の小樽港，室闘港，苫小牧

港の既設港について貨物の流動をみてみる。

まず，港の港湾貨物の陸上流動をみてみる。

前述のように，内陸都市札慨は，北海道の首都であり，人口， 商業等の集

積が大きく，したがって消費， 流通商で全道中大きな比重を占めているの

で，札幌市の存在は前記3港に大きな影響を及ぼしている。
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また，北海道の石炭生産の約60%が木州に供給され，その積出し量の665ζ

（昭和143年）までが前記3港が受持っていることにより，港湾取般貨物の中

に占める石炭移出のウエイトが大きし、。

このような事実をふまえて，3港を中心とした陸上貨物流動図を画いてみ

た。（図－ 1)

石炭172.401 I・ ノ

室
尚
治

1
3
i
ド
ル
λ
L
d

・8J
1
4
3
V

図－1道夫地i或の港湾を中心とする陸上貨物流動（｜昭和141.6. 1 6. 30の1カ月間〉

図－ 1からわかるように，セメント，自動車，石油などの都市型消資財が

3港から札幌圏に向って流動し， その港湾移入量に占める比率は，小樽港

34.4%，室関港28.6%，苫小牧港63.7｝~ と高く ， また空知圏の石炭がその港

湾移出量に占める比率は，小樽港 84.7%，室闘港 73.0%. 苫小牧港 92.3

%と異常に大きい。

これを極言すれば， 3港は， 室闘港の鉄鋼，苫小牧港のアノレミニウムと紙

パルプを除いては， 3港とも札幌圏の消費財の揚｜法と，空女II圏の石炭積出し

の二つの役割を果している港であるといっても過言ではない。

次に，3港について，海上貨物の流動をみる。 （図ー2) 図－2からわか

るように3港とも内国貿易が大きく，外国貿易は宅関港の輸入がやや目だっ

ている外はみるべきものは少なし、。
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区1-2 道央地j或の港湾貨物流動

注 （6）新産業部市道央j也j或，6市（札幌，小村1-.室蘭，苫小牧，江J]lj，千政〕，
12/llJ村

4.おわりに

道央地域の港湾、は，小梅，室前，苫小牧の既存3港のほかに苫小牧東部新港，

石狩湾新港（し、づれも仮称〉が築設される予定である。苫小牧東部は大規模

臨海工業基地，石狩湾新港は流通港湾としてその背後に流通基地と都市型消

費財工業地帯を設ける計画となっているが，これら新港の機能は既存3港を

含めて総合的に分担をきめるべきものと考える。なお既存3港には，大規模

な石炭積出施設があり，石炭産業の急速な低下に伴って，これらの施設が遊

休化してゆくので，これをどのように転換させるべきかについて，前記港湾

機能の分化ともにらみ合せながら今のうちから検討しておくべきであろう。
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海運流通の斉合性

（その資本生産性からみた斉合性の追求〉

目次

ーはしがき－

1. 資木生産性相違の背景

神代方雅
（小樽市港湾局〉

1-1 一つの海運ノレートの中で‘の夫々 の資木生産性の相違
1-2 複数の海運ノレートにおける輸送資木生産性の相違
2. 資木生産性均衡化の方向
2-1 輸送資木生産性を左右する要素と，その均衡化の方向
3. 結び

ーはしがき一

海運流通の斉合化を求めることについての論理，ならびに斉合化の方向に

ついては，そのIとEに，夫々ある程度論じた所で、ある。しかし，斉合性追

求の木質についてもう一歩突込んでみる必要がある。海運流通が，生産と消

費に対し，できるだけ高い便益を供与するという目的をもちながら，供給す

る企業全体と しては，資本生産性の高度化を追求している。低コストの流通

用役を生産し，高い流通便益を供給する前提は，供給企業の資本生産性高度

化にあることは言うまでもない。ただしこの前提は，極めて基本的な前提で

あるということであって，この他にも多くの前提条件があることは勿論であ

る。極めて基木的であるということは，輸送資本全体として，所要の資本生

産性を維持し得ない場合は言うまでもないが，個々の輸送企業としても自律

的発展を望み得ないばかりか，必要な機械化等のサービスをしなかったり，

更に余分な仕事をして不斉合な輸送コストを形成したり，或いは流通／レー ト

の中で，その企業の部分がネックとなり，ルート全体を制約するC 現況にお

いては， 夫々の地域間海運流通としても， 更に夫々の輸送関係企業として

も，これらの資本生産性は夫々相違が甚しく，流通斉合化の理論的形体に対
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し，阻止要因を形成している。

このようなことは，自由経済における原則のなかで，止むを得ないとする

判所と，もう一つ生産性の相違が如何なる結果を招来しているか，このギャ

ップを埋めうる方法があるとすれば，如何なる方法論によるべきか，という

積極的判所とがある。現実に後者の判所のーっと して，近代化資金等の措置

があるが，詮じつめてみると，輸送企業が夫々に必要な効率を維持して輸送

用役を生産する，即ちそのことによって全体としてバランスのとれた用役生

産効率を上げる， 或いは斉合的流通ルートを形成する， このことのために

は，輸送企業夫々に資本の蓄積，或いは資木動員力が必要であり，結論とし

ては資木生産性の均衡が必要で、ある。木論はこの点に焦点をあてて，資木生

産性相違の背景或いはその招来するもの，均衡化の方向について論じたい。

1. 資本生産性相違の背景

資木生産性相違を木論ては，一つの地域間流通のJ易で考え，これを一つの

／レートにおける，地域輸送需要（荷主〉と船社・港運 ・陸運の 4側而の相違

或いは夫々の中にある相違でと らえ，更にこれを広域的に地域聞における幾

つかのルートにおいて資本生産性の相違を検討する。

1-1 一つの海運ルートの中での，夫々の生産性の相違

一つの海運流通の形成において，荷主 ・海運業 ・港運業 ・｜控運業が同ーの

場で，共同の資木生産性の高度化が図られねばならないことは，少くとも港

湾道路等流通基本施設に対する公共投資の立場や金融資本の立場，或いは国

民経済の立場では，明確に主張しうることである。

しかるに， 夫々の生産性追求だけが中心をなしており，全体としての調和

連けいに欠け，一部の利益が他の損失によって賄われる形態， 経営上の リス

クを弱者に転嫁せしめるなど，事実は調和ではなく して，逆に調和を破壊す

る状態が見られ，結果として生産性の低い部分が全体の生産性を制約してい

る。
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このことは，これら4似I］而における夫々の企業経営の目的や手段の相違，

社会的或いは経済的な体制の相違資本力の相違等によるものであり，従って

これらの相違との関連において，rt木生産性相J章一の背景を明らかにしなけれ

ばならなし、。 しかしながら基木的に，海運流通の特性，例えば用役生産の不

連続或いは固定投資の体様の相違など不可避の特性があり，これに対して海

運流通全体についての意、志決定が，成行のなかで、行Bなわれると言っても差支

えのない， 総合的判所をする体制が不足である。 また総合的判断があって

も，これを総合的プロジェク トとして反映すべき手段をとり得ないのが現況

である。これに対して，コンテナ一等，物的或いは技術的手段の革新が，一

挙にこれらの問題を解決しようとしており，一貫協同愉送或いは複合愉送へ

と，総ての障害物をネグレク トしようとしている。従って木論における資木

生産性の問題は，輸送革新のTHTには影をひそめるものであるが，一つは輸送

革新に順応し得ない物流として挺らえることと，他は言うまでもなく，如何

にして順応するか，或いは革新的愉送体系に発展させるために必要な問題点

として，資木生産性の問題を捉らえねばならない。ただし木論の主旨とする

所は，上記4側面夫々の資木生産性ではなく，夫々の間にある相違点と，こ

れを如何に統合的に資木生産性高度化のために結合すべきかという点にあ

る。また本論の立場は，一つの斉合的海運ノレートを形成するための，計画論

の立場或いは分野ともいうべきものである。

1-1-1 荷主産業の資木生産性との関係

地域産業の資本生産性と輸送産業ないしは公共投資との関係において斉合

化を求めるこ とは，j侮運流通斉合化の基本的命題といえる。輸送需要の内容，

特に夫々の産業の資本生産性に立入るこ とは，総合的に海運流通を計画し調

整する立場として非常に困難なことであるが，基木的動向だけでも把握しな

ければ，輸送高度化への対応策は成立しない。いま北海道の産業等を例にと

り，簡単に産業資木の生産性と海運との関係を例としてあげるの
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北＃rj道産広葉樹による合i阪は木目が美しく，アメリカ向需要が大きし、。需

給の波が概ね一致するので，比較的冬期の生産は少なかったが，近年労力不

足に伴い，年間平均生産が行なわれている。このため合板芯材に使用するラ

ワン材を年間平均に輸入するか，大量の保管を必要とするに至ったが，ラワ

ン材生産の労働生産性とも一致するので，年間平均即ち冬期の輸入を行なう

ようになった。これに対して，道内各港の原木受入能力が不足であり，道内

陸に散在する合板工場への内陸輸送費を考慮した適切な港湾を選ぶ余裕はな

く，空いている港湾に入れて需要に応ぜざるを得ない。或いは冬期輸入を行

なった結果，ラワン材が港外に流出し，甚大な被害を生む等，社会問題に発

展した。 従って各港においては，夫々原木受入施設の増強を計画していた

が，管理者の起債事業としての比重が大きく，更に国直轄事業部分に対する

受益者負担として30泌を誰かが支出することになり，これは受益者が誰であ

るかと言う議論に発展したが，結果として管理者の借入金によって処理せざ

るを得なくなった。一方管理者は従来，水面使用料として2円／m2程度を徴

していたが，施設増強に見合うものとしては，水両回転率を同ーとすれば，

実に従来の25倍に及ぶ料金を必要とするに至った。 この結果， 商社デーラ

ー・メーカーは利111が縮少したが，経常’｜約十命入と仰Ii絡の安定が期待され，筏

業は原木流出等のトラフヂルを解消し，船舶は操業率を拡大するに至った。水

而使用料25倍に驚いて施設婚強不可能とする判断と，安全な水面と機能の高

度化ならびに原木価格の何%に使用料が反映するかを算出し，全体的な投資

使識とを検討し投資計画を立案することとは，後者が斉合的であることは

言うまでもないが3 この；場合商社からメーカーに至る産業資木の生産性の立

場に立って，長期かつ広域的に判断しなければならない。このように施設増

強の公共投資が産業資本の生産性をあげ，港運業と船祉資本の操業率を上げ

るが，この場合公共投資に対しての使用料は産業資本の負担となり，結果と

して製品市場価格に影響することは免れないので，その上昇率を予想するこ

とも投資計画では検討すべきであろう。またこの例はp 後進地域としての愉
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送の質 ・量 ・密度或いは低生産性産業と愉送産業生産性との関係として捉ら

えねばならない。次にこのような産業資本との関係を，貨物価格との関係で

例示してみたい。低価品であり，運賃負担力が少いものを分類すると，①産

業資本として， 小資本かつ資本生産性の低いもの， ②大資本に属していて

も，その産品については資本生産性の低いもの，⑤資本生産性の高いもの

（この場合大ていは大資木に属する〉，④更にこれらの流通が後進地域であ

る場合量的にまとまらない，この4点が輸送産業資本の生産性を制約する条

件になる。①に属するものの好例は，北海道産広葉樹の製材で欧州を中心に

世界的に愉出される吋材である。原木樹令 300年以上のものが多く，従って

輸出を始めて50年も経過した今日，所在地は山奥に後退し，工場も全道に散

在し，需給は比較的安定はしているが，メーカーの資木力が弱いための価格

不安定，生産の時季的偏向等資木生産性が低し、。これをJj1命送する立場では，

沿岸・船内ともに完全な労働集約型である。形体の不統一，低価格等がコン

テナー化を阻むものであり，港運・船社ともに有難くない貨物であるが，欧

州からのコンテナー貨物の帰り荷として，船社資本と産業資木とが提銑すべ

きものであり，打開策が必要である。②に属するものの例は般産品である。

例えば硫化鉄のごときは，上屋保管料の負担にも耐え得ない。この場合，比

較的大量でコンスタント の輸送需要があるため，輸送業としては利巾を縮少

して，かつ自 ら機械化投資を行なL、。産業資本にサービスする。＠に属する

ものと してセメントをあげるならば，低価格でも資本生産性が高く，大量 ・

連続等の輸送上の性格をもっていて，海運 ・陸運に無理の言える産業或いは

その前に，先づ白からの投資によるJjl命送を計画し， 次いで船舶のチャーター

や海運業 ・陸運業を白からの資木系列に入れて支配権を握るなど，力関係に

よる輸送費負担の低下を図る。更にこれら性格の貨物が後進地域に流通する

場合，流通密度の小， 季節的或いは需要からの波動性，これらが量的まとま

りがなく不連続の操業率を輸送業に余儀なくさせる。

このようにみると，産業資木生産性との関連においては，その低い部門の
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ものは勿論，高い部門のものについても，輸送関係資本としては，従的に不

利な立場にあり，当然受け得ベき利潤を失い，資本力を充実し得ない。こ

のことは， 産業高度化の残された最も重要な部分である輸送高度化のため

に，具体的には最も重要な工業原材料の輸送費低減に対して，基本的課題を

与えている。まずこ生産と流通とが力関係で成立しており，海運流通の全体的

視野からの斉合的関係の解明が少なし、。 更にまた， 先進地域と後進地域と

の，荷主産業から輸送産業へと連動する資本生産性の地域格差が，物価の地

域差までの諸々の格差の要因を形成している。

1-1-2 輸送産業生産性相互の｜剥係

一海運業との関係ー

海運業の造船投資が，世界的な造船需給の波動によって余剰投資となり，

輸送需給と必らずしも一致しない，或いは景気の変動に対応することの困難

性，運賃では荷主との力関係や世界的市況その他による制約を受け，港湾に

おける貨物賀 ・港費 ・消費時間の比重が高く，船舶機能高度化の効果が少い

等，fd自社資本生産性を制約する多くの要素がある。 しかし反面，定期 ・不定

WJ・外船 ・内船と性格は異るとしても，船舶運航は或る程度選択力をもち，

更にこれら各種の運営方式や大小の船舶・ 専用船等と適宜運航ルートの組合

わせを行ない，部分的な資本生産性を平準化して経営する可能性や，大資木

としての安定性と国際的視野からの補助政策を受ける等，他の輸送産業に比

し，決して不利な立場にはない。のみならず，積載率・回転率の高い港湾に

航路を変更して，吏に港湾運送や陸連との提携によって貨物をl庇引し，小荷

主は望む港に船舶の入港が得られない~；という，主動的立場も可能である。

荷主とは一般的に力関係にあり港運 ・陸運に対しては主動的といいうる。し

かし，このことは大資本の船社或いは一般論であり，次のように逆の場合も

ありうる。例えば，コンテナ輸送が船社資木にとって，船舶速発 ・貨物資港

政の大1IJ節減・安定的運航サイク／レの構成，一貫輸送において陸上部分の用
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役生産にも参加lし， 資本生産性拡大のため極めて有利であるから，争ってコ

ンテナー化への投資が行なわれ，或いは行なわねばならない立場に立たされ

る結果，フノレコン船の過剰を米すと思われる。従って，コンテナ貨物獲得の

サービス競争に発展し，海運レートを破ることができないので，内陸輸送費

をダンピングしp 或いは多数の港から僅かの貨物でも集めたり，運賃負担力

の低い貨物でも受入れるという努力をしなければならないであろう。このこ

とは，港の側では，僅かのコンテナーに対しても荷役能力への投資を必要と

し，公共や民間投資の資本生産性を低下させる。 しかし一方， ローカノレポー

トにフノレコン船が入るなら，メインポートにトランシップする経費 ・不便が

省け，コ ンテナ化に不利な低｛［lfi格 ・出し入れに労力を多く要する ・空間が多

く出る等の貨物には有利になる。船舶の積載率紺持のため，船社資本として

受身の立場に立たされ，小荷主は便益を受け，港湾、の公共・民間資本として

必らずしも有利とは限らないという関係で・ある。

;fi'i1肱率をあげるための努力として，輸送機関一般の手段であるが，貨物市

況 ・取引関係 ・運賃市況 ・生産と保管その他の関係と結びつき一般に帰り船

等が，生産と消費の聞に正当にあるべき流通需要を上回る輸送を行なう。こ

のため当然，保管機能に対するより多い投資が必要になるだけではなく，輸

送基礎施設全般に余裕が必要であり，空間的に固定する輸送関係投資に，よ

り多く問題を投ずる。

また，他の輸送機関と同様に，船型 ・運賃 ・リ ンクコストとノ ードコスト

の比率によって相違はあるが，夫々にある経済的最適距離や損益分岐の輸送

距離をもっている。 資本生産性をあげるための条件の一つで、ある。

一港湾 ・港運業との関係一

港湾の公共投資は勿論，港運業の土地・ 建物は空間的に固定，機械・労働

力も簡単に他に移動し得ないので，首iT記のような意味の過剰輸送に対する余

剰投資があり，更にピークに対する余剰投資，サービスのためのものまで，

常に余剰投資を抱えながら，用役生産の不連続が／Jr!わって資本生産性を低下
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し， 性格的には最も弱い立場にあることは切らかである。 内部条件として

の，港運業の小資本による経営の可能性や，下請制度によるリスクの分散，

或いは荷主 ・貨物その他による流通系統が縦横にわたる等港運業の乱立が，

資本の分散 ・投資の重複 ・操業度の総体的低下を来す。また，港湾や背後に

対する流通基礎施設そのものが，諸々の原因によって，港湾産業資本の生産

性を制約し，かつ海運流通／レート として船社 ・荷主等が得ベき流通使益の程

度や地域産業のもつ流通需要の内容が制約条件となる。

以上のような外部よりの制約や圧力，或いは内部条件としての空間的資木

の固定その他マイナス条件に対し， 労働力やタリフによって頭を押さえら

れ，資本蓄積に弱い立場にあるので，機械化・ 高度化への投資は余剰投資と

して危険視し，船社 ・荷主には益するが，港連業としての利益即ち操業率の

拡大を望みうるかどうかという危快は避け難いものがあるが， 言うまでもな

く港湾から背後に至る全体の機能や流通需要からみて，全体を制約する弱い

部分があるならば，港運業だけの高度化投資は危険と判断されるべき根拠が

あるo

しかして，輸送産業相互依存のなかで，船社として最も経営コス トの比率

の高い部分である港湾が，全体的に資木生産性が低く，受身の立場にある点

が，斉合化の中心であることは言うまでもない。従って港湾に寧ろ負担をか

けないで、，船社資木として生産性をあげる，船社資本の防衛策として港湾の

施設機能・労働力にti:ia度に依存せず或いは緩和し省略する方向を遮りつつあ

る。例えばコンテナー化・セノレファンローデイング船 ・ラッシュ船 ・パージ

ライン等物的手段による方策によるものであるが，この点はー聞において港

湾諸機能 ・労働力等利用の平準化，即ち港連業として用役生産の連統化であ

り，船社 ・港運相互に益するという見方もできる。

一陸運業との関係一

道路輸送業は，投資額からみると容易に零細企業が乱立し，操業率はある

程度自由に追求できるので競争が激しく，過在iや夜間運行ーなど，積載率 ・巨l
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転率を上けーるための無理な手段がとられ易く，運賃ダンピングが行なわれる

必然性があるc夜間運行それ自体は道路の有効利用であり，少くとも時間外

あるいは時間差を設けた運行は自動車の；場合可能である。これに対して港湾

労働が必らずしもこれに適合しない。このことは港湾と船舶との関係も同様

であるa ダンピングは更に，輸送需要の波動や復荷の確保のために行なわれ

るが，フェリ ーによる長距離輸送等にも顕著である。このことは，保管機能

に余裕を必要とし，荷主には利益を与える。

輸送業として積載率を左右するものは，輸送需要がどれだけ，いつ，どこ

にあるかということであり，港湾と背後との関係で、これを見出し，最大の積

載率を求める。回転率を左右するものは，走行と荷役の所要時間即ち道路の

良否や混雑度と積卸荷役能力とである。更に収益率を左右するものは，運賃

に対する運行距離と積卸との時間比である。

海運流通全体のコストに占める陸連の比率が大きく，保管と配送の関係完全：

コストに大きい影響があるが，自動車輸送業が容易に成立したり，曲りなり

にも道路がある等によって， '{ffj運と陸連の関係の盲点を形成している

海運の大量をできるだけ背後に及ぼすための道路形体の不適格や，自動車

の増加に道路が追っけないという現状は，荷主に高いコストを与え，自動車

輸送業の資木生産性を制約し，海運流通ルート全体の効果を削減する。

また港運業が，港湾における資本の固定と操業率の低位から脱皮するため

に，陸運業を兼ねる動向は当然、の成行であるが，逆に陸連業が陸運適合貨物

をフェリーに乗せて港運業の分野に入る。 このことは両者が，港運 ・陸連を

包含するr!J広い企業体であることの妥当性を示している。企業規模がより大

きいことが，操業率を巾広く求めうる，資本生産性を平均して向上しうる，

という点は港運 ・陸運 ・通運業の一体化から，更には海運業まで含めて，協

同一貫輸送体制への必然性がある。

道路輸送業の乱立競合から，自家用 トラック まで入れると，全体の積載率

は極めて低位にあることは想像に難くないが，交通量 ・混雑度の増大等影響
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する所は大きい。

次に鉄道輸送と海運流通の関係であるが，公共的性格をもちながら，道路

と同じ基礎施設を自ら建設維持する所に資木生産性の上らない基本的理由が

あり，道路運送 ・海運が鉄道の欠点を補い，かつ鉄道輸送に近似化しながら

鉄道の分野に入っているが，海運との関係についてはもう一度見直さねばな

らない動向がある。即ち，一つは道路建設が自動車の増加に対し追付けない

状況を示していること，第二には適切な計画によって海運の大量を内陸に効

果的に及ぼす手段として必要であること，第三に海陸一貫あるいは複合輸送

としてである。

鉄道輸送の特徴的欠点は，空間的 ・構造的に固定しているために，種々の

制約を受け， 路線の設定が道路より困難であったり， また改良も簡単でな

い。貨物輸送の面では，貨物駅からの集配のコストが高くつくこと，一方向

愉送に索引力に応じた綱数編成のため待時聞があること，リンクコス トとノ

ードコストの比から経済的最低距離の限界があること等が主な要素と思われ

る。一方利点においては，列車スピードに限界はあるとしても， 何者にも制

約されず，路線の物理的限界一杯に，必要な輸送を可能とし，大量ピス トン

輸送に最適である。また計画的に配置された工業団地や流通業務団地の専用

線輸送に特に有利である。これらの利点を生かして， フレーライナー，海の

バイパス，流通センターの建設と計闘が行なわれているが，従来国鉄の制度

の然、らしめたものであると思うが，海運や道路輸送と連絡する輸送形体，荷

主の立場に立った安い輸送コストを与えるための手段に欠ける所が多いと思

われる。この点については，船舶や自動車との結合の技術と，大量貨物を計

画的に処理する適切な構造・スペース・位置をもっターミナノレの配置が必要

であるから，鉄道のもつ空間 ・構造の固定的性格をいかに地域全体の計画に

もち込むかという点に焦点がある。

計画者はややもするとイージーに考え，道路輸送に依存することを中心と

し，鉄道を高度に利用することを忘却しがちであるが，海運流通／レート全体
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の用役生産性をあげるためには 道路輸送と相対的に判断し，広域的に土地

利用計画を検討し，適切な鉄道利用計画をもっ必要がある また，米国の鉄

道会社が内陸に工業団地を造成しているような，地域開発への積極的参画が

国鉄-OUJに望まれるが，特に海運 ・港湾、計画に対する認識と積極的参画が必要

である。

1-2 複数の海運ルートにおける輸送資本生産性の相違

A～B地域聞に複数の海運流通ルートがある場合，夫々のルートの全体と

しての輸送資本生産性の比較の問題である。また広域的なj侮運流通斉合化の

問題であって，夫々の輸送産業全体としての生産性相違の背景を洗出してみ

る必要がある。生産性相違の要素は厳密にいうと，運賃構成に刻する総原（！日i

の構j」Ji;，’次いて、輸送機関の回転率と積載率とによる操業率であり，また荷主

産業資本に与えうる使益の程度であり， 更には便益の2次的効果が輸送資

本 ・荷主資本夫々に発生し，あるいは過密 ・混雑等のが）効果が発生する程度

までを洗出さねばならなし、。しかしここでは簡単に，複数のノレートを比較す

る前提として，A～B両地域間の総運賃が両／レート同一であるものと し， 船

舶 ・陸上輸送ともに積載率と速度は同じで，港湾機能と陸上輸送基礎施設も

同じ能力をもつものとする。但し海上と陸上とに距離差があって，輸送機関

の回転率が異り，リンクコストが夫々相違する。

海上と｜控上を単純に単位走行原佃iと積量で‘比較すると，陸上の方が大山に

高くつく。この関係を，瓶陸距離差と回転率によって算出すると，この前提

だけで一つの比較が成立する。若し両ルー トの総原価に大差がない場合，一

般論として言いうることは，海上が遠く｜盤上が短いノレートは，海上における

大型化・ 高速化等原｛1聞を 下げうる要素が多く，陸上にはある程度限界がある

ので，輸送需要日［Jち操業率の増大によって輸送原価を下げ生産性を増大しう

るということである。更に陸上が近いという内容において，港湾から内陸輸

送需要の場所と直接集配する，E!llち港頭を直接流通センタ ーとする経済的可
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能性があるなら，荷主にとっては内陸にもう一度積卸するコストが不要にな

る。

このような論理に基き，内陸輸送需要に近い位置に港湾の建設が求められ

ているが，計画の前提とすべきことは，海上が陸上に比して輸送原佃iを下げ

うる可能性が大きいということに対し， 陸上の輸送基礎施設がこれに対応す

る機能がなければ計画の論理を失うというこ とであり， 次に長期的 ・広域的

に見た輸送需要の動向と，海陸差のある複数の港湾の機能分担の考え方であ

る。

次に若し，両／レートの輸送基礎施設に差があり，操業率に差がある場合，

当然、全体として良い方に流通は集中するが，この；場合海上が短かく陸上が長

いノレートとしては，船社資本として他のルー トより積載率 ・巨Jil去率が高くそ

の資本生産性は高いし，陸上の回転率は低く資木生産性は低い。従って2 同

ノレー トが荷主に同一輸送費を提供する場合，船社資本と陸上輸送資本とが，

資本生産性の平準化が行なわれる必然性があり，この場合船社資本の操業率

を中心としての働きかけであることは当然である。実態と して，船社資木と

港運 ・｜控運資木の間には系統化が行なわれているので，容易『こ平準化が可能

であろう。

このことは，基礎施設の良好という基盤に立って，輸送産業資本のコンビ

ネーションが行なわれるということであり，これが更に輸送需要を吸引し，

幾つかのノレー トの中で，このルー トがA～B岡地域間流通の主流を形成する

に至る。このこと自体は，公共・民間の資本生産性を拡大するものであり，

A～B間輸送需要からみて，主流をなすノレートに限界が来るまでは，このノレ

ートに集中すべき必然性もある。

しかしながら一方， ;ljljのノレートにより高い流通使益を生み出しうる理論的

根拠がある場合，このノレートの流通基礎施設の整備をしないときは，折角得

られるであろう便益差を放置することになる。 勿論整備の前提となるもの

は，理論的効果に対する必要投資額であり，かつまた海上距離差，｜控上距離
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差に対する，船社 ・陸運夫々の得ベき正当な運賃率の設定でなければならな

L、。

以上複数の海運流通ノレートにおける輸送資木生産性の相違は，その他多く

の要素によるものであるが，計画する立場として最も明確な基本的な要素に

よって比較すべきであると考える。

2. 資本生産性均衡化の方向

以上述べたように，地rj運流通に関連する資木の生産性は，物理的 ・経済的

・社会的 ・政策的等要素によって相違し，これら組合わせの中で，相互に排

他的，あるいは協力関係を望みながら効果をあげ得ないなどという制約条件

を生み出し， 夫々の資木生産性の相違が悪循環を形成している。これらの点

を網慨して，均衡化の方向を論じ得ないので，経済的に主な要素について整

理し，夫々均衡化， 斉合化の方向を考えたい。

2-1 輸送資本生産性を左右する要素と，その均衡化の方向

！｜頃序として，固定投資における差違，操業度の差，用役生産効率の差，資

本の限界生産性の差異について列挙し，その均衡化の方向を簡略に述べる。

① 医l・公共資本による輸送基礎施設への投資と輸送産業としての投資，

これら総ての固定投資が相互に理論的であるかどうか，が夫々の資本生

産性を左右する要素である。 少くとも，固定投資の（特に空間的に固定

するもの）や，投資額・維持保全の経費等に相違があり，またその効果

との関係にも相違がある。また投資難易の差や，需給変化への対応力，

時間的空間的投資体様等の差違が，夫々の制約条件となり，最も弱い音ll

分が全体を制約する。

この点に関するものは， 「海運流通計画論」の骨子とも言うべきもので，

簡単にその方向を論じ得ないが，簡単に言えば，生産性均衡のためにはイコ

ーノレフッティングの立場で考えることが必要であり，次に長期・広域的視野
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からみて地域流通需要の特性に応じ，貨物の流れに斉合性を与えうるプラン

ニングでなければならなし、。

② 輸送関係固定投資は，総ての資本の関係において資本が分散し同質

の目的に対して，夫々の投資が重複し，全体としての資木生産性が低下

し，回転しない資本は断絶エネルギーの方向を遮るという一般的性格が

ある。

この点については言うまでもなし流通基礎施設以下総ての投資について

計画の最適投資の理論の必要と民間投資については，制度 ・体制として乱立

を防ぐ規制の必要がある。

＠ 固定投資の難易と生産性の相違に対し， 夫々の投資能力には資木力形

成の背景に相違があり，このことが④に述べる相互非協力の一つの要因

でもある。

資本力におけるイコールフッテイングが必要である。 方法論としては，

同・公共 ・大資本からの長期低利資本の投入，あるいは別の芯、味で、は小資本

の強化によって自己の生産性を上げうる立場のものからの資木投入 （応益

f!JIJ) ， 大小資本をプールする体f~lj ， あるいは小資木夫々を系統化・ 協力化し

て経営の多角的拡大を図る等の必要である。公共投資の効果を発揮するため

には，これら不均衡な資本力を是正する必要がある。

④ 輸送資本夫々は相互に依存し，協力しなければならない。しかるに，

相互に排他的な手段，非協力の立場をとらざるを得ないものがあり，必

らずしも固定投資が互恵関係として成立しない。 即ち例， 夫々の資本

力・資木生産の相違が効率化への投資の差を生み，付）， 一つの流通ノレー

トとして，流通需要の動向への不安，あるいは流通基礎施設の一部に弱

い部分がある場合の制約，更にはその投資が投資者の利誌として直ちに

反映せず他を益するに過ぎないばかりか，高度化投資が余剰時聞を生み

全体と して余剰投資になるが，これに対する補償はない等が投資を差控

えさせ，（ウ），輸送機関夫々に，同質の目的に対する投資の重複があるた
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めの排他的関係。あるいは夫々に輸送の距離 ・量 ・手段等の損益分岐点

や最適形体があるので，運行や労働体制のギャップがあって相互の結合

のための投資が計画的に行かなし、。（エ），これらの結果は更に，効率の大

きい輸送資本の効果を削減し，その効率化のための投資を制約して悪循

環を生む等。である。

切については略，付），ノレー ト全体としての機能のバランスに重点をおき，

広域的海運流通の斉合化のなかで，一時余剰投資であっても貨物を吸引しう

るであろうとする見込，更には他のルートとの比較分析等可能性を検討し，

理論的に投資の方法を考える必要がある。（功，各輸送機関のもつ特徴に適合

した全体の輸送手段の組合わせの計画が必要で、あり，運行体制や労働体制lに

ついては，収益と賃金即ちその輸送産業の資本生産性の関係で捉らえねばな

らないが，相互の輸送の結合における量的，質的なものと，料率と利潤との

関係で可能性を見出すべきである（例えば割増料の妥当性の検討等〉。全般

的に言いうることは，ウィ ークポイントに重点をおくことであろう。

⑤ 操業度は，輸送用役生産全体として不連続のものが多い。荷主により

異るが，輸送の時期 ・質 ・量 ・経路 ・範囲等に相違があるためで、ある。

不連続の用役生産は，断の収入:t_H，ピーク時に対する余剰投資の二国で

損失が評価される。また，操業度追求の能力は自由性に差があり，不連

続の程度が異り ， 資木生産1~：相違の中心をな している。

この点については，（丸荷主産業の生産性と対応した流通の連続化，（イ），

／レート・ 範囲により限界はあるが，広域的流通の中から，流通の連続化を整

理する（例えば機能分担による集中方策〉。（ウ），操業度追求の自由性の低い

港湾に対しては，操業度をプーノレする技術的手段（コンテナ，ラッシュ船そ

の他類似の方法〉 と， 保管と荷役の適切なll~I' r悶配分等を必要とする ， 伺， 操

業度を拡大することは波動 ・ピークを解消することであり，情報化とともに

輸送需要を調整する体制が絶対必要である。

⑥ 操業度の追求は，切，荷主資本に対する低コス ト・ 高使益の拡大を図
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る。このため輸送の大量 ・高速 ・専用 ・正確化等が進み，また流通過程

に生産力H工工程を加え，輸送や取引のステップの省略等，夫々の輸送機

関の特徴を生かした手段や機能配置が行なわれる。｛イ），輸送機関は夫々

近似化（大量・高速 ・小型化 ・ドアツードア等〕し，他の領域に操業度

を求める。（ウ），全く別の領域に投資し，資本生産を拡大する（海隆夫々

に等〉。同，流通用役を白から創出しようとする。例えば揚荷が積荷を

呼び（復荷〉 ，他の港からノレートを変えさせたりし，このためダンピン

グが行なわれる。（オ），必要以上の無駄な用役生産を行ない，輸送コスト

を上げたりする。

（労～（ウ）は斉合的というべきである。（坊については，愉送機闘が復引を安

い運賃で成立するものがあるなら，ダンピングそのものは斉合的と言ってよ

い。このあたりに料金率の難しさがあるものと想像されるが，必要以上の用

役生産に伴って，これを受入れる別のijr命送資木としては余裕が必要になる。

（札労働集約的なものにみられるもので，当然；省略しうる作業過程を，収拾

増の目的で省略しない等というものであり，制度的な問題であるが，一面！に

おいて機能の造成により解消しうる。

⑦ 流通基礎施設と荷役 ・保管の機能が，用役生産を:5J2・i¥f＼化する。余分の

仕事を吸収し，吸収した余分の仕事が別の仕事を生み，保管機能の前後

で輸送機関用役生産を平準化するが，保管のための機能の在り方，保管

コスト， 保管機能を中心とする大量と小口配分輸送とに問題が集中す

る。

流通基礎施設 ・保管 ・荷役の機能は悪くいうと，輸送機関操業度追求のし

わょせを受けるが，海運流通全体としての資本生産性のプーノレの役割lを物理

的に果たす（経済的負担もある〉。従ってこれら機能，特に保管機能が安価

な投資により，充分のキャパシティが得られ，保管：業として資本生産性が低

くないということが基本である。また，大量と小口との結合の機能，特に小

口集配に適切な機能HPち流通の計画化やロスの排除等情報機能の活用が必要
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になる。

③ 荷主資本の生産性，貨物の愉送費負担力により，輸送資木の生産性が

左右される。 運賃コストは貨物の負担力とは無関係である。 低価Ji品ほ

ど，労働集約的用役生産の多いものがあり，機械化されるものでも保管

費の負担力が少ない。低価品即価格弾力があり，工業原材料として価値

造成の必要があるので，低コストの用役を提供する必要がある。またコ

ンテナ化に負担力がなく，高度化から取り残され，逆に言うと海運流通

全体のネックになる。

この点については，荷主資本との関連において検討されねばならないが，

国民経済的視野からの対応策が必要になる。即ち，荷主資木もしくはこれを

輸送する資本に対し，伺らかの応援措置が検討されねばならなし、。また，こ

のような貨物は安い保管機能の造成と，技術的な面での荷役の高度化が必要

であり，あるいは生産との関連において用役生産の連続化による輸送資本へ

の応援が図られねばならない。更に帰り荷としての適応性，多角航路の積載

率上昇の方策等輸送機関操業度向上の対象として適応性を検討すべきであ

り，あるいはまた輸送産業全体として負担力をプールする考え方も検討さる

べきである。

⑨ 輸送高度化は，高度化された輸送ノレートや適品に集中し，高度化に取

り残され易いノレートや貨物に不利益 ・余分のコストを与える。

前記と同様であるが，不利識を与えるという点が重要である。方策として

は同様，国・公共資木による応援，輸送資本と してプール計算の中に入れて

料率を安くする制度，余分の用役生産能力を活用，特に取り残されたノレート

からメインポート えの トランシップについては，コンテナーのリンク形体を

突 ・空との関係で出入に適応させたり，トランシップ船に対する仙の貨物と

の積合わせ等，船舶・コ ンテナーに対し，無理のない方法を検討しなければ

ならなし、。

⑩輸送資本生産性のアンバランスは，輸送の高度化 ・一貫化により平準
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化され，安定した海運ノレートおいてまた相互に均衡化し，投資のプーノレ

とコンビナート化の動向がある。しかしながら，高度化に伴って不要に

なる輸送資木の固定投資，あるいは安定しないノレートの固定投資に問題

があることと，一般的に相互の利益に達しうる限界線に至るまでは，均

衡化の条件が整わないという点に計画者の配慮が必要である。

基本は流通基礎施設が一貫してバランスがあることである。まずこ操業率を

あげるための輸送需要が必要であることは勿論であるが，需要を換起するた

めの輸送便益が高いということ，換言すれば輸送関係資本全体と してそのノレ

ートにおいて生産性が高いことが，資本生産性平準化の条件であり，このこ

とによって輸送資木相互の利益を確保しうる。

⑪各海運流通ルートは，貨物が分散し，あるいは集中する。従って輸送

資本の生産性はこの動向に従わねばならない。 地域的輸送需要の変化は

言うまでもないが，港湾の（あるいは機能の〉増加が流通ルートを分散

し流通上の使益の格差が集中する3 更に輸送資本相互の提携強化が集

中度を増す。従って流通は必らずしも，計算上のトータノレコストに従わ

ず，コンビネート された使益が高ければこれに従う。

港湾の増加は，その地域の海運貨物増の動向， ならびに海上 ・陸上輸送コ

ストの差が，内陸経済集積中心に近い位置に港湾を求める等によって計画さ

れるので，この聞に妥当性があれば良いと言える。流通上の便益絡差は，港

湾ならびに全体としての輸送機関の生産性の絡差がもたらすものであるか

ら，広域流通機能造成の上から，イコ ーノレフッティングと，適切な機能分担

の計画が長期広域に必要である。

⑬ 運賃料率は，一般に－w：界的等輸送産業の競争関係，物価抑制策等によ

る制約下にある。また夫々の用役生産効率と必らずしも一致しないもの

がある。特に機械化・ 高度化される段階，あるいは異質の用役生産との

関係等に一致しないものがある。即ち，資本力の差や用役生産効率の差

とともに，料金率は相対的関係において，各輸送資本の生産性に差をとと
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ずる。

この点については，制約するという観点からだけでなく，夫々の生産性の

商から再検討すべきであると考える。更に言えば，荷主産業の立場での資本

生産性をも加味して，荷主の負担能力と輸送産業の用役生産効率との相対的

関係において検討されねばならなし、。

3 結び

以上，各輸送資本生産性の相違の要素について，夫々大凡の均衡化の方向

を考えたが，要はこれらの判断を流通施設と運営の計画にどのように取入れ

るか，プロジェクトプランと しての方向づけが必要である。特に広域的かっ

長期的に輸送資木夫々の立場と荷主産業資本の立場との相関で判断すること

が大切と考える。またこのことは計画者だけのものではなく，産業資本 ・輸

送資木と三者の聞で判断され，協調を求めねばならない。

資本生産性均衡化の方向を判断するためには，費用・便益あるいは費用 ・

有効率または限界分析等の経済学の手法に，否でも取組まねばならないこと

になる。いわゆるエンジニアリング・エコノミイである。しかして，エンジ

ニアリング・エコノミイガ， 海運流通に関するものとして系統化される必要

がある。シビソレエンジニアとしての小生の斉合性に関する小論は，海運流通

のウィークポイント，マイ ナス条件・阻止的要因に焦点をあて，海運流通を

系統化して分析し，インターモータツレ トランスポーテーションへのmi進に役

立つことを念願したものであるが，竜頭蛇尾と言わざるを得ない。

最後に飛躍した考え方を述べて結びと したい。都市計画を担当したシピノレ

エンジニアの考え方に，応益主義に順拠して，固または公共団体が，法的措

置によって全体の機能を造成し，結果として全体の利益をあげる。即ち区画

整理の考え方である。 応益に順拠して負担せしめた原資により，新たな機能

を作り，全体としての生産性をあげるという方法を，海運流通に適用できな

いかということである。但し， 応益の判定，事業としての手段が問題であ
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る。区画整理は明治以来の経験により論理の裏打がされている。 しかし海運

について考えてみる価値はあるであろう。
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イギリス絶対王政下にみる

港湾 と海 運 （1)

ーロン ドン港の隆盛と地方港衰退の歴史的背景一

長

小

色ιムJ

林

秀

照

夫

夫

目次

1. 志村 言

2. 主要港にみる毛織物輸出のi盗事！｝
3. ロントン港の興隆とアントワープ
4. 結語

1.緒言

チューダーTudor王朝期は15i笠紀末から17世紀初め（1485年から1603年ま

でうにかけての一時期である。この16・17i±！：紀は現代でも容易に処理できな

い歴史的事象が山積みされ，それらの事象の取り扱いにあたっては，これま

で以上のアプローチの視角と深い問題提起が要求されている。いわば，研究

史上の「暗黒時－代」 (Dark Ag巴s）といわれる一H寺j叩で、ある (1)

また，この則は世界史的にはi首回四郎教授が指摘しているように， 「とに

もかくにも東西両洋の経済的つながりが形成されはじめる時期，つまりのち

の世界経済的関連への素地がで、きる（2）」 重要な時期でもある。 その意味で

は，チューダー王朝が位置する16・17世紀という時代は，船山栄一教授がそ

の論稿， 「イギリス貿易の構造変化」 （社会経済史学会編『社会経済史』，

第37巻第1号，5ページ〉で論述しているように，都市経済を単位と した一

種の国際貿易とよびうるような， 「中世的世界貿易〈め」の構造的枠組が徐々

に解体し，国を単位とする新しい世界経済が図式化されようとする段階であ

っTこ。

このような世界史の潮流のなかで，チューダー王朝もまた大きな変革を遂
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げようとしていた。政治的側面においては絶対王政という国王主権の形態を

とりつつも，歴史的近代を位置づけるにふさわし国民国家が覚醒いしつつあ

る一時期であり，そうした政治的側面の変化と相まって，経済的側面では毛

織物工業などのような国民的規模での産業が徐々にではあるが形成されはじ

め，まさに， 「資本主義的生産様式の基礎を創出した変革の序曲ω」といわ

れる，これまでにない変化が現われはじめた。こうした状況のもとで，その

国の政治的 ・経済的変化と深く結びついた貿易構造も，当然のことではある

が大きく変わろうと していた。貿易構造の変化と密接に結びついた現象につ

いては，次の3点をもって整理することができる。その第ーの点は，15世紀

中頃を境として主要な輸出品目であった羊毛にかわって，毛織物輸出が徐々

に伸張してきたこと。第二の点は，毛織物輸出の増加lに伴って，ロンドン貿

易商人の活動がこれまでよりも積極的になってきたこと。第三の点は，首都

ロンドンへの経済力集中と，それにもとづくロン ドンの排他的・独占的地位

の確立などである。

こうした貿易椛造の質的変化一一一次生産物たる羊毛から製造品たる毛織

物への推移とその量的拡大が，都市経済に支えられた 「中世的世界貿易」の

担い手として，従米の指定市場 Stapleを中心に活動を続けていたマーチャ

ント・スティプラーズ MerchantStaplersに対抗して，新たに台頭してき

た特権的な毛織物輸出商組合たるマーチャン ト・アドヴェンチュラーズMer-

chant Adventurers （以下，アドヴェンチュラーズとする〉の勢力を顕在化

させた。つまり，これは多くの外国商人を含む構成体であったマーチャント

・スティプラーズによる貿易の主導的地位にあった羊毛輸出が，花形輸出品

としての地位を喪失し，イギリスω貿易商人，とくにロンドン商人の構成体

たるア ドグェンチュラーズの毛織物輸出にその地位を談らざるをえなくなっ

た過程で、ある。

アドヴェンチュラーズの活躍の場は，イギリス産毛織物の主要海外市場と

して15世紀後半から脚光を浴びてきたアントワープ Antwerpであった。
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アン トワープにあらたに開拓された海外市場を通して，イギリスの貿易は

大きく変ろうとしていた。このような歴史的背景のもとで，イギリスの主要

港が担う役割について若干の素摘を試みつつ，ロンドン港の隆盛と地方港表

退の原因について言及したい。

しかしこの小稿ではとりあえず16世紀中頃までの状況に限定し，後のエ

リザベス一世の治下までの一時期のそれについては， 次の機会に位置づけた

、2、
l
uv 

注 （1)F. J, Fisher，“The Sixteenth and Seventeenth Centuries Th巴DarkAges 
in English History? Economica, vol. 24, No. 93, 1957. 

(2）増凹四郎「社会経済史における 16 ・ 17•世紀 共通論題報告のじめにー」 （社
会経済史学会編『社会経済史学』第37巻第l号） 1ページ。
(3）船山栄一教授の用語法に従う。何故なら，教授がいうように，国民経済成立
以前の段階で，国民経済の有機的関連のもとではじめて用いられる「国際貿易」
の概念によっては，当時の交易関係を十分に説明できないように思われるから

である。
（幼 向J反逸郎訳，マルクス『資本論』 （岩波書店第一版刊行百年記念号） ' 1967 
今三，899ベージ。
(5）小稿でいうイギリスはと くに断わりのない｜浪りイングランドを指す。

2. 主要港にみる毛織物輸出の趨勢

アドヴェンチュラーズのアントワープへの進出は， 1407年，へンリー四世

の治世，ホーランド Holland，ジーラン ドZeeland，プラバント Brabantとフ

ランダースFlandersにおけるイギリス商人に与えられた組合結成の権限と，

ブラパン トDukeof Brabant公からかれらにアントワ ープ居留の特許が与

えられたことに始まる。その後，イギリスはアン トワープ市場を開拓し，ヘ

ンリ一七世の治世， 1496年にへンリ ー七世とマクスミ リアン大公 Archduke

Maximilianとの間でかわされた近代的な通商条約の先駆と して有名な 「大

協定J(Magunus Intercursus）によって， この地でのイギリス商人の特

権的地位が約束された。 この地におけるイギリス商人の特権的地位の確立

は，当時のイギリス王国にとってこのうえもない喜びであったに違いない。

そのことはあのしみったれたへンリ一七世がそれを記念してアン トワープの
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大聖堂ヘステンドグラスを贈ったことからうかがい知ることができるω。

アドヴェンチュラーズはこのようにアン トワープ市場を獲得し，チューダ

ー王朝の政策的意図のもとで次第にその組織を拡大しつつ，輸出品目の移り

変り一手毛から毛織物へーと強く結びつきつつ3 その地位を揺ぎないものに

していった。このような歴史的背景のもとで，アドヴェンチュラ ー ズは保

護，育成され，その保護，育成と相まって王国の富の源泉たる毛織物の輸出

は年々増加｜の一途を辿っていった。とくに，その後のへンリー八世の時代に・

は，毛織物輸出はかれの巧みな自由主義的な国家政策にあづかつて，さらに

いっそうやj1張した。

151企紀から16世紀中頃にいたるまで‘の約一世紀半にわたる当時の主要港か

らの毛織物輸出量をケアラス・ ウイノレソン E.M. Carus-wilson教授らの

周到詳密な統計資料から次のように素filiすることができる。

ィ γ グラン ド 主主~ f告からの毛織物愉 IU説。刷立クロス〉

防t』Zの期間は Mkh"'"'" to Micl.,clm＂と なっている。
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表から判断できるように，ロンドン港の毛織物輸出の占める割合は途方も

なく大きなものであった。こう したロン ドン港の隆盛とは対象的に，プリス

トノレBristol，サウザンプトンSouthampton，ハノレHull，エクセター Exet巴r

などの地方港outportsは日々衰微の色合いを濃く していった。

1400年から1410年までの毛織物輸出量と1530年から1540年までの 140年間

もの長きにわたる各港の輸出量の趨勢を求めるために， 1400年から1410年を

100として比較すると，ボストンBostonは約1.4，ブリス トルは約75.5，エク

セターは約l,648, ハノレは約26.3，サウザンプトンは約98.1, リンについて

は1400年から1410年にかけての数字が求められないため，1410年から1420年

までの10年聞を100として求めると，1520年から1540年には約6.2というよう

に，エクセターの約l,648を除き， いずれの港も毛織物の輸出量が減少した

のに比べ，ロンドンは約636.5と6.4倍近いややび率を示している。エクセター

は約16.5倍近い数字を示しているが，このような大きな伸び率の割合にはそ

の港から積み出される毛織物の量は少なく， 1400年から1410年までの輸出

量をロンドン港からのそれと比較すると2.32たらずにすぎず， 1530年から

1540年の50.264クロスは，その当時のロンドン港の836.16クロスに比べ，6 

5杉にすぎない。それゆえ，エクセターからの毛織物輸出量は，全体からみて

決して大きな割合を占めてはいなかった。

ロンドン港からの毛織物輸出は， 15世紀の中頃からとくに活況を呈し，

1450年から1460年には既述の七港の毛織物総輸出盆 306,273クロスの約52.1 

Zと， 1460年から1470年には総輸出量 289,071クロスの約64.7形， 1470年か

ら1480年の聞は約74.8%, 1480年から1490年には約76.4%，先に述べた「大

協定」締結を含む1490年から1500年には約67.4%,1500年から1510年にかけ

ての約66.3%というように一時的な停計仕の時期はあったが，その後また順調

に伸び，1510年から1520年には総輸出量が841,865クロスと伸張し， ロンド

ン港からの積み出し比率も約74.4%になり，ほぼ4分の 3をはき出すのいずこ

った。さらにこう したロンドン港からの輸出量は1520年から1530年にかけて
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も増え，その聞には約80.3%を占め，1530年から1540年にかけては約85.6%

になり，毛織物総輸出量の大部分を首都ロンドンの港湾から積み出すにいた

~－ ペコれ」。

ロンドン港からの毛織物輸出の集中は，とりもなおさず地方港の衰微と密

接に結びついていたし，イギリスにおいて羊毛輸出が減退し，毛織物輸出が

伸張のきざしをみせはじめた頃とほぼ時を同じく（15世紀後半〉していた（2）。

このように毛織物輸出によってロンドン港は隆盛をみたが，それと対象的に

地方港は衰退した。そのような地方港衰退の原因については，おおよそ次の

ように推察することができる。

西海岸に位置しているブリストルは14世紀にはガスコーニュ Gascogny貿

易の基地として，全国の毛織物輸出の半分以上も積み出した中心的な港であ

った。しかし，1453年に終結をみた 100年戦争の余波をうけ，ガスコーニュ

地方自体が経済的に疲幣した。そのため，この地方への貿易はふるわなくな

り，ガスコーニュ地方の経済に支えられていたブリストノレも次第にかつての

賑わいを失い，その港からの輸出量は大きく減少した。

北海に面したノリレ，ボストン， リンに代表される東海岸の諸港は，中世以

来の北海 ・バノレ ト海貿易の中心的な羊毛輸出港として賑わっていた。 しか

しハンザHanseとの抗争に敗れたのち，北海 ・パノレト海貿易から締め出さ

れ，その後背地の市場を失ったことが原因となって，貿易港の機能をこれま

でのように果たさなくなった。

南海岸のサウザンプ トンはブリストノレと同様に，ガスコーニュ貿易の杜絶

に影響され，昔日のような活況がみられなくなった。 しかし，サウザンプ ト

ンの場合は，プリストルほど速いベースで衰退することはなかった。その港

はロンドンとの陸上交通の便の良さや，イ タリア人がこの港を蹟繁に利用し

ていたことが助けになり， しばらくの聞は貿易港としてかなり 機能してい

た。しかし，16世紀に入り，イタリアの諸都市国家にかつてのような繁栄の

面影がみられなくなるにつれ，この港の衰微は厳しく， l~I を覆うものがあっ
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た。 1532年 5月22日，フランダース航海の途中に寄港していたベニスの年次

船隊がその港から姿を消した。その日を最後にして，この港でペニスの年次

船隊を再びみることができなかった（3）。この年次船隊の帰港はサウザンプト

ンに大きな打撃を与えたといわれている。

i主 （1)G. D. Ramsay, English Over~eas Tracie during centuries of Emergence, 
1957, p. 14 

(2) E. M. Carus-wilson, Medieval Merchant Ventures. 1967, Introduction 

に記』除されている図表 （TheRis巴 ofthe Merchant Adventurers- England 
of Row Wool and Wollen cloth. 1347ー1544〕から趨勢を読みとることがで

きる。
(3) C. E. Fayle, A. Short History of the World’s shipping Industry, 1933 

& 193'1，佐々木誠治訳『世界海運楽小史』 1957年，154ベージ。

3. ロンドン港の興隆とアントワープ

毛織物輸出のfFJliI長に伴う海外市場の動向を考えたとき，その海外販路をプ

ランス，イタ リア，スペイン，ポノレ トガノレの南ヨ ーロッパ市場と，プロシャ

やポーランドからスカンジナビア半島を含む北海 ・パノレト海市場と，アン ト

ワープを中心とする低地地方 LowCountriesの三つに大別することができ

る。ところが15世紀後半になると，イギリスは南部ヨーロッパと北海・パノレ

ト海の二つの海外市場を手放さなければならなくなった。これは一般に言わ

れているように，百年戦争の余波をうけたガス コーニュ地方の経済的な疲幣

と，ハンザとの抗争の敗北との二つの事由によって説明される。このような

理由から，イギリス商人に残されたII佐ーの海外販路はアン トワープを中心と

する対低地地方貿易だけとなった。このアン トワープはイギリス商人が白か

らの手で選んだハンザとあまり縁のない海外市場であった。この間の事情を

船山教授は次のように説明している。 「15世紀後半以降における海外市場の

諸事情によって，イギリスの毛織物輸出はいわば強制的にもっぱらアン トワ

ープに集中することを余儀なくされたともいえよう。そしてこの間の事情を

象徴的に示すものが，ロンドンのマーチャント・アドヴェンチュラーズのイ

ギリス毛織物輸出における独占的地位の確立過程であろうω，」と。
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こうしていまやドーパーDoverの対岸にようやく世界的な市場として成長

してきたアントワープへ，アドヴェンチュラーズの手によって毛織物は積み

出されていった。その新しい市場の開拓の担い手がロンドンのア ドヴェンチ

ュラーズであったことから，毛織物はロン ドン港から集中的に出荷されてい

った。同H寺にこのことが首都ロンドンへの経済力集中につながり，新市場と

してアン トワープが発展していくにつれ，毛織物輸出に従事していた多くの

貿易商人たちがロンドンのアドヴェンチュラーズに加入したため，それは全

国的な大独占組織へと育っていった。

低地地方の市場の中心地として位置づけられるアン トワープは，それまで

プリ ージュ Brugge やロン ドンには比べものにならないほど小さな RIJであ

り，その内壁でのイギリス産毛織物の市場の確立が主たる原因になって，そ

れはヨーロッパ商業の中枢へと変貌を遂げて’いった∞。アン トワープがヨー

ロッパの商業の中枢的機能を果していくにつれ，次第に金融市場としても注

目されはじめた。そのことはジェノア GenoaやリヨンLyonにも西ヨーロツ

パおよび中央ヨーロッパ全体にわたって，取引を比較的容易にする国際的な

金融機構があったものの，その中枢はアン トワープであったω，ということ

からうかがし、知ることができる。

そうしたヨーロッパの商業市場と金融市場の中枢であるアントワーフ。へ向

けられた，ロンドンからの主たる輸出品は毛織物であった。それゆえ，ロン

ドンへの経済力集中はかの地への毛織物輸出と不可分の関係にあった。この

ことは多くの史家が論ずるところである。しかし，アドヴェンチュラーズの

手によってロンドンから出荷される毛織物は，染色と国毛の最終工程を取り

除いた未仕上げ，未完成の織物であった。未仕上げの毛織物はアン トワープ

の背後地で染色，男毛されて完成品となった。その意味では，イギリ ス産毛

織物の輸出は量的拡大こそみたが，あくまでもそれはアントワープの染色と

弼毛の優秀さと，その製品の眼路がアントワープによって確保されていたこ

とによる拡大であって，イギリス産毛織物の優秀性とその市場掌握によって
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約束されたものではなかったコつまり，それはアントワープの従属的関係に

おいて確保されたものであるO

従属的関係にあったにも拘わらず，イギリスは未仕上げ毛織物の輸出に力

を注がざるをえなかった。そのことからガスコーニュ地方の経済的な疲幣と

ハンザとの抗争の版北が，イギリスにとっていかに大きなものであったかを

推察することができるつ

しかし理由はともあれ，アドヴェンチュラーズの海外貿易の働きかけによ

り，ロンドンは経済力を強め，その経済力の強化がこれまでみることもなか

ったロンドン港の繁栄をもたらした。

注 （1）船山栄一前掲稿， 16ページ。
(2) G. D. Ramsay, op. cit., p.15. 

(3) G. N. Clar九 TheWealth of England, -1495～1760ー， 1946. 大淵彰三
監訳『イギリスの富 イギリス経済史1496-1790ー』 1970年， 48ベージ。

4.結語

ロンドンの毛織物輸出量は大幅に増加｜した。このように大きな伸張をみた

毛織物は当時つぎのよ うにとらえられている。その頃の産業を担う手工業者

を15世紀中頃の人々は「国外へ貨幣をもちだすことだけしかしない業者，も

うけた貨幣を圏内でっかう業者，さらには，国内に財宝をもたらす手工業者

ω」の三つに分類している。そして，第ーのもののなかには，絹牧Ii札雑貨

商，ぶどう酒尚一，小間物商，装身具商を組み入れ，第二の種類の手工業者に

は，靴屋，仕立屋，大工，石工，瓦屋，肉屋，醸造業者，パン屋，あらゆる

食料品などの業者を，第三のそれを，織物業者，なめし革業者，帽子製造業

者，毛織物業者と して分類し，第三の業者だけがその技術と能力によって，

財宝を国内にもたらすと，高く評価している（2）。この第三の業者を基軸に，

多くの業者が町や都市に集まり，国をあげて製造品の輸出に励げみ，ー閣の

富を蓄積しようとする機運がみられた。 このような機運はなにもこの頃には

じめて現われたものではなかった。
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そのことを物語る全産業構造を再編制するなかで、の都市への集中化傾向は

15世紀の末頃からみられ，それはロンドンに最も顕著に現われた。 15世紀の

末頃から16世紀のはじめには，ロンドンは40,000から50,000の住民をもっ比

類のない都市であったといわれている何〉。そして，その都市の人口は年々増

加し， 1539年には60,000から80,000の聞を数え， 1555年には90,000人ほどに

も増え，1605年には224,775人を数えたと推察されるω。このようなロンド

ンへの人口の集中は，ロンドンの経済的繁栄と不可分な関係にあった。アド

グェンチュラーズの活躍により，ロ ンドンがますます経済の中心地として発

展していくにつれ，他の地域の富裕な商人や織元までがロンドンへ吸引され

てきたっかれらのロンドンへの移入を数字として正確におさえることはでき

ないが，ロンドンの人口増加の一端を裏付けたことは確かである。

このようなひとつの歴史的背景のもとで，ロンドン港の隆盛と地方港の衰

退の原因のひとつを説明することができるが，それはなにもこれまでに述べ

てきたような海外販路の移り変りに伴う港湾の立地性にのみ規定されるもの

ではなかった3 それは必要条件であって十分条件ではない。

当時のイギリスの港を振り返ってみると，ロ ンドン港だけが秀れた立地条

件をそなえていたわけではな＼， '0 四而が海に囲まれ，長く不規則な海岸線を

有していたイギリスでは，いたる所に良港を築くことができた。ましてや当

時のような小型船舶時代には，高見玄一郎氏も指摘しているように，港湾は

一般にきわめて単純な，幾つかの条件を充足すればそれでよかったω，から

である。

しかしそれにも拘わらず，ロ ンドン港の隆盛と地方港の表退といった，地

域的発展の裕差が現われるにいたったことは，港の背後にある都市の盛衰と

密接に関係していた3 換言すれば，港湾の盛衰はその立地条件にのみ規定さ

れるものではなく，むしろ港湾の背後地の政治的・経済的力関係に多分に依

存するものである。

詳細については次の機会に委ねたいが，こののちはあのように繁栄してい
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たアン トワープまでが，1585年を境にして，アムステノレダムに国際商業と経

済的繁栄が移るに従い，海上通商路の図式が大きく塗り変えられていったこ

とからも理解できょう。

こう考えると，港湾の盛衰は政治，経済と切り離された形で独立的に存在

するものではなく，むしろ常にその国の政治，経済的な要因と深く密接に結

びついている。

大都市への経済力の集中，集積，それと結びつく港湾の隆盛，その反面で

の地方都市，地方港の衰退，この関係は決して昔日のものとしてかたづけら

れない。

i主（1) E. Lamond (ed.) A Discourse of the Common of this Realm of Engl 
and.出口勇蔵監修『近世ヒューマニスムの経済思想』 1957年，98ページ。
(2) 出口勇蔵監修，前掲訳書.98 I iooページ。
G. N. Clark. (3）大淵彰三監訳，前燭訳-:ii.17ベージ。
(1±) C.H. W川iams(ed.) , English Historical Documents, Vol. 4, 1967, p. 

8. 

(5) 高見玄一郎『近代港湾の成立と発展』 1962年， 34ページ。
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文献紹介

喜多 村 昌次 郎 著

「港 湾 産 業」

松橋幸
（三協運輸（株）〉

港湾産業という言葉が用いられ始めて，既に久しい。用語の定義はひとま

ずおくと して，この言葉がそれなりの概念で一般に理解されるに到るには，

それなりの背景がある。

港湾連送事業法の施行以前には，港湾、の笑務の理解は容易であった。貨物

の流動を中心に，貨物輸送のための作業依煩の流れが，そのまま港湾業務相

互間の関係を明示していた。港湾運送の系路も，単一ではないまでも，比較

的単純であったといえよう。海上輸送が大型化・大量化するに従い，流通経

費の削減要請とも相まって，効果的な別のルートが求められた。港湾におけ

る荷役時間数の短縮の目的から，湾内を水路輸送にて到着した貨物を，船社

の費用負担にて，一旦｜陸揚げし， ユニツッ ト化した後船積みする船社も表わ

れたほどである。叉，港湾運送業においても，内外の能率向上の要請と努力

から，労働内容が次第に細分化され， 専業化された。 船内荷役に例をとる

と，貨物の固定をはずし，輸入貨物を揚げ，船艦の一部を清掃し，輸出貨物

を積み，これを固定固締することは，すべて船内荷役業の作業分野であった

ものが，貨物の船積み陸揚げ専業となり，船内清掃やセキュアリングは整備

業として独立するに到った。

『自然発生的業種の実態はきわめて複雑多様であり， にわかにその範囲と

対象をさだめ難いといわれるものであるが，港湾運送事業法ーによる規制は，

これらを適用範囲とするに際して， （中Ill各〉業として需要に応ずるもののみ
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をつぎの区分により対象としたことは，いわば画期的な秩序づけでもあった

わけで、ある。』（p. 54）と述べておられる事情もこの辺にある。

ところで，このように法文なり法規制ができてしまうと，港湾運送業に連

接する他業種との聞に明確な一線が画され，港湾における貨物の流動が，こ

れら八種の業務の範囲内で完結するような印象を与えるようになる。そのう

ちにそれが通念となって，流通革新といった具体的な問題の解決を，これら

八種の業務のうちに求めようとするに到る。港湾、を経済活動の場とする業務

は，これらの他にも数多い。しかもそのそれぞれが，貨物の移動というII住ー

の条件において相接している。ならばそこに発生した諸問題の考究の対象を

港湾運送業内部にしぼることは不適当であろう。このことから，港湾を語る

に際して，貨物の流動の実態にのっとった相関連する業種を，その連接する

部分においてとらえ，これを広い視野から観察する必要が生じてくる。これ

らの港湾運送の実状にそった業務の全体を包括するならば， 「港湾産業」と

いう表現は突に適切であろう。

一方，最近の港湾運送業の内部に，港湾、における業務を，果して運送業と

定義づけてよいものかという疑問が起きている。確かに運送業的生産機式も

あり， それなりに納得もしうるが， 海上輸送の形態の多様化・ 専問化に従

い，港湾における業務も需要に応じた変化をとげてきた。輸送革新という名

の，合理化の方向への近代化で、あるコこのような情勢の中で，一搬に運送業

といわれるような概念の枠の中に，港湾、の業務がとどまっていてよいものだ

ろうかという意識が，業界内部に高まってきたのである。

『本書が港湾産業をとりあげるのにあたり，主と して「港湾運送J 「｜臨港

倉庫」および運送取扱人である 「海運貨物取扱業」 に焦点を置いた理由は

（中略〉それらが中核的業種であるとともに， 「輸送革新」の過程で，もっ

とも多くの問題を抱えているとみられるからで－－－－』 （はしがき）とある

通り，港湾運送業の枠を越えて， 「流通機構の一環としての港湾」において

相関連して経済活動を営む業務という一線を画して，これに，現在港湾問題
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と理解されている諸事項を投げかけ，ひとつの解答を見出そうと試みておら

れる。この解答こそ，実は港湾運送業の港湾産業たる姿なのである。

港湾に内在する問題点の個々を指摘することは比較的容易である。外部か

ら港湾の後進性を批判することもやさしい。しかしながら，それらの改善が

他の幾つかの間題を派生するであろう事情について，あらゆる条件を考慮し

て予測するのは困難である。部分的な改善策が，実は他の部分に大きな不合

理をもたらす結果を，一搬は理解しない。ある時期の船混みから，港湾施設

の不備不足がさけばれ，建設が進められた。ところが労働力の確保が施設の

拡充に追いつかづ，この安定供給を目的として港湾労働法が施行された。そ

の目的を達するいとまもなく，労働力の不足基調が定着した。折から，ユニ

ット・ロード・システムとして，パレチゼーシヨンやコンテナリゼーシ E ン

が撞頭しはじめ，これが労働力不足を解決する有効な手段と受けとめられ

た。やがてコンテナ専用船が就航するようになると，新たな問題が次々と発

生してくる。タ ーミナノレの運営，埠頭の運営の問題。海運貨物取扱業，通開

業の問題。労働意識と質的変化の問題等々である。一見労働力不足解消の手

段であるかに見えたコンテナ輸送が，実に幾多の港湾問題を誘起した。この

辺の事情が，第6章に詳記されている。港湾の将来を予測するについても，

コンテナ輸送の伸長率をどの辺にとるかによって，大巾な差異を生ずること

になろう。時に応じて，港湾労働者の確保或は保護育成の具体策を講じなけ

ればならないだろう。諸外国の実情を参考にする必要もある。同じく第6章

に，米国，欧州などの実例が，幾っか紹介されている。

以 F，章を追って紹介すると，従来港湾は，単なる海運のための貨物の集

積 ・配分の場とのみ見られて来たが，第1章において，港湾の機能的な観点

から，その性格，海運・陸連・空運との関連，都市交通との関係，大都市港湾

として求められる性格，或は地域経済に及ぼす影響を解明している。第2章

においては， 港湾運業の歴史的発展過程から， 労働体形の変遷までを概説

し，港運業の現状に到った必然性を説いている。つづいて，物流費用の相当
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の部分をしめる港湾運送料金の体系の構成について，港湾運送業の現状を主

体とした業種別・作業内容別なるが故に，多様化 ・細分化されていることを

指摘している。

第3章において，新らしい港湾運送の方向として，港湾運送事業及び港湾

労働が法制化されることとなった業界の背景から説き起し， 埠頭運送事業の

法制化のこころみについて紹介し，港湾運送業自体が現状から脱皮すること

への努力の必要性を説き，あるべき体系を明示している。第4章は，倉庫業

のうち，特に｜臨海倉庫について，港湾運送業との関連を説明している。又，

臨海倉庫はその立地条件のもたらす必然性により，要請される機能も時と共

に変化し，今や流通倉庫として脱皮することがひとつの課題であると指摘す

るとともに，コンテナ輸送と密着した運営態勢の必要性を力説している。

第5章において，貿易輸送をめぐる港湾の課題として，現在の公共埠頭に

おける港湾業務の運営のされ方について，公共なるが放の非合理性について

指摘し，ニューヨーク港における荷捌の具体例を挙げ，我が国のそれと対此

している。一方，メーカーの専用埠頭等，自家荷役 ・自家運送の効果のいち

じるしい点を詳説し，これが公共埠頭運営における将来の方向であることを

例証している。 さらに海運貨物取扱業の現状の把握から将来のあり方を，

又， 通関業については， 規模の経済を追求しえない業務であることを指摘

し協同一貫輸送の港湾に及ぼす影響へと結んでいる。第6章はさきにも述

べた通り，コンテナ輸送と港湾切・働の関連を詳説し，将来的問題と して， 新

らしい労働力の育成の課題を述べ，横浜港港湾労働者教育訓練学校について

紹介し，併せて，ロッテノレダムの港湾運輸専問学校の，現状に到る過程と実

態，及び効果について解説しているO

第7主主は，港湾産業の合理化と近代化と題して， 6章までに個別にとり上

げた問題について総括し，むすびとしている。

以上，極めて簡単に内容を列記したが，現象をとらえて，これを物理的に

改めようとする理論は多い。本書の特徴は，現実を充分認識した上で，現状
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に到達する過程をじっくり観察し，本質の存在を究明している点にある。現

象に政策的規制を与え，港湾における経済活動を抱束することによって，木

質を遠隔操作し，近代化という名の合理化を推し進めようとする動きの多い

中で，その矛盾を鋭く追求している。港湾問題に関心を持つ者に深い共感を

呼ぶものである。一方，我が国港湾においては，国民性として勤勉であると

いう通念からか，港湾労働者の意識を経済活動と結びつけて両者の関連性を

研究しようとしなかったきらいがある。木書では，随所に労働問題をとり上

げ，経済活動における重要な条件のひとつとして論及している。港湾運送業

の将来が港湾産業たるは，それに従事し，或はそれをリードしようとする

「人」にかかっているといっても過言ではあるまい。そのような観点から，木

書「港湾産業Jが，これに相当のウェイ トを置いている点もうなづけよう。

これら幾つかの点で，未踏の分野を開拓された好著で、ある。

成山堂発行，1971,

A5判， 246頁

定価， 1.500円

「港湾研究シリ ーズ」⑤
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北 見 ；つ品
1ぇ 良日 ＋者

「港 湾
.vr,.、
ドJじ九 論」

山 本 和夫
（東京都港湾局）

1 はじめに

戦後26年，爆発的な成長を続けた日本経済は，今やGN Pにおいて自由世界第二位

という，所謂H経済大医I＂に迄， 医｜際経済における日本の地位を抑し上げてしまった。

それは，あの荒廃した口木の街々に，色とりどりの豊富な商品を縮れさせ，夜を翠

やかなネオンで彩っただけでは済ますことができなかった。

即ち．国際的には，全世界にメイド・イ ン・ジャパンの商品を送り こむII日本国工場H

として， 資源の購入，製品の輸出にからんだ経済戦争，国内的には，狂熱的な集中が

斉した都市問題，それと裏腹に人手を引抜かれた地方政漁村の過疎開題，絶え間なく

しのび寄る物価上昇，工場公害，労働力不足，等々 ，いろいろな場所に多様な IIひず

みH を顕現させてしまったこともまた，事実なのである。

このよ うな厳しい内外状勢の中におかれた円木経済にとって，物的流通の近代化，

合理化は，今や最も重要な課題のーっとして，自の前に投げかれられているものとい

えよ う。

物的流通問題の中での。港湾H の地位は，かつて，学としての交通論においても，

貿易論においてすらもそれ程高いものではなかった。しかし乍ら，今や勺乱と怒言語II

の大海の中を1億人の国民を乗せて走る H 日本ブLII の進路を定めよう とするに当

って，港湾問題が見過ごすことのできない分野としてスポッ ト・ ライ トの中に浮び上

ってきたことは， 1止の識学の認めるところであろう。

港湾問題が現在のように大きくクローズ ・アップされてきた背景には，長年にわた

って孜々として努力され，科学としての港湾問題に取り組んでこ られた幾多の先覚の

血と汗が積み重なっているのであるが，それらの多くの研究者の中で一際光を放って

いるのが， 木書の著者である北児教授である。
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教授は，既に1968年に，それ迄の多くの著者 ・論究を通して重ねられてきた教授の

社会科学としての港湾問題を H港湾論。として集大成して世に問うておられる。

木訟は，一つには， 教授が前掲科 H港湾論H で提示された社会科学としての問題意

識に続く更に高次で深lJHIな理論の展開としての研究と，もう一つは，新たに成山堂か

ら発刊される港湾研究シリーズ全 卜巻の中の第一巻であ り，この舎の後に，教授が主

宰され或いは主要なメンバーとして関与される多くの学会，研究会の有力な諸氏によ

って脅かれる． 「港湾産業」 「港湾労働J「港湾経蛍」「港湾行政」 「港湾発達史」

「港湾経済J等々の所調 ’各論II に対する H総論H として，斯学研究の先端をきるも

のである。

2. 本書における課題

本~；；は， 全館iを 7l百szn立に分けており ， 各f·mの主題は次のとおりである。

第1部人聞社会と港湾

第2部国民経済と港湾

第3部地J或（都市〉と港湾

第4部港湾の管理ー運蛍と港湾経滋

銘5部港湾産業と労働問題

第6都港湾の行政と政策

第Hfll 港湾と社会科学

以上の主題をみても明かであるが，今迄の港湾問題の現状や港湾研究の進展の過程

でi±＼されてきたような，港湾に｜長lする考え方や政策などが部分的なものにとどまって

いることにあき足らず，社会科学としての綜合的研究を目指している態度は高く評価

されるべきと恩われる。

特に，港湾というような現実に生きている社会経済的な対象を論ずる場合にありが

ちな，特定の立場に拠った政策的意見や主張とか，ごく妓術的に－rniからだけ解明を

図るような論などを止揚した綜合性が，学としての形成にとって如何に重要であるか

ということを，教授がエネノレギッシュに説かれていることが，全然iを通してr:rかれて
いる。

第1{lflの人I副社会と港湾においては， 港湾が単なる施設の集結や.~！命送体系とい う コ

ンベアーの歯車の一つなのではなく，まさしく人聞をもって構成され，そこに人間が

生きている，人間の歴史の産物であるということが力強く説かれている。
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特：こ第3草の港湾における「合理化」と「近代化｜においては，教授の長年の港湾、

研究の基本的な視点としての近代化の理念が提示されており，人間不在の港湾問題論

議への笠鐙とされている。

第2音gの国民経済と港湾、においては，戦後日本経済の高度成長の中で，港湾がどの

ように位置づけられてきたか。 そして， 現在解決を迫られている港湾問題を，例え

ば，第5章の「国民経済における輸送の合理的体系化と港湾の輸送体制」 ，第6章の

「港湾開発と再開発問題」，第8主主の 「社会資本と港湾」 というような形でとり上

げ，それらの諸問題を惹起した背景が，まさに経済成長の Fでの港湾の位置づけであ

ったことを説かれている。

!if) 3部の地域（都市）と港湾においては，港湾をとりまく地域社会をテーマにして，

地域社会と港湾機能の関連が述べられている。

ここでは，[J木においては，欧米に見られるような所調。港湾社会。というものが

あるのかどうか。

港湾都市とし、うような港湾先導型の都市構造の中での課題が港湾の発展段階として

位置づけられるのかどうか。港湾機能と都市機能が，それぞれに影響し合い，からみ

合う態様が都市の形成，港湾の形成にどのように関与し現在どのような問題を提起

しているのか。

特に，過密過疎開題の一方の極としての大都市問題の中で，大都市港湾が抱える諸

問題の背景とその将来は何か。というような問題点の解明を，第9主主「地域開発と港

許可機能J第10章「港湾都市の性格と問題点」，第ll:l掌「港湾機能と都市機能」，第12

f,J:「大都市滋湾の問題点と将来」 ，というように整理してとり上げている。

そして，次の第4音ll，港湾の管理 ・運蛍と港湾経蛍においては，第3音15の終章大都

市港湾問題を受けて，明治以降 100年の港湾運？誌の歴史が，今や変革されようとして

いる事情とその背景を， 東京湾を中心とした広域港湾問題， 流通革新と港湾経蛍の

問題，ポート ・オーソリティと新しい秩序の問題，としてとり上げている。そして，

ここでは，現在の広域港湾といい，流通革新といい，ポート ・オーソリティというよ

うな問題ですらも，港湾内部の自律的サイクノレの発展から生じた問題て‘はなく，我国

経済の構造的問題から派生したものとしてとらえ，それが真の港湾の近代化にとって

何を意味するかが鋭く論じられている。
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第5部の港湾産業と労働問題では，JJl在，港f.'15運送業がi泣かれているJ);'.lJ克ど港湾

逆送業の産業としての構造的欠陥をとらえて，その港湾産業への変革と，産業として

の展開の問題を述べ，我医lにおける港湾労働力の質的向上と量的確保の問題としてと

らえられがちな福利厚生と教育訓紋の問題を，笑は逆に，この業界の労働力に虫、jする

考え方の変革が港湾の近代化にとって必須最大の問題なのであると論じられている。

!Jf1; 6 fiHの港湾の行政と政策においては，我｜到 100年の港湾の歴史の1-1コでの｜到家主導

性の構造的問題をとりあげて，それと港湾の近代化との闘係を論じ，港湾行政や港湾

政策のあり方を H港湾におけるビジョンの基礎課題H として考えようとしている。

最後の第7f司l，港湾と社会科学は，突はこれこそが「港湾経節学方法論序説」（言、ド

者）としての港湾総論にあたるものであって，港湾研究を社会科学の体系として樹立

する為の基本的な理念が説かれている。

特に第26f','.i:泌が｝における「技術」と「経済Jにおいては，従うlEの港湾が物理的土木

施設として優先してきたことによる「工学的技術」の問題をとりあげ，その歴史的な

背景と資本制経治体制！との関係を説し、て，今や港湾が社会・経済の場としてとりあげ

られない限り「学」としての形成がないことが論じられている。

3. おわりに

以上，この蓄の概~を述べたが， 終りに若-Fの感想を述べるならば， 一つには，教

授がはしがきの中でも言われているように，若し港湾研究を学と して体系つけるなら

ば，海運論，交通論をはじめとした隣接諸科学：の中での位i位づけと，経済学，経2語学

等の手法を駆使した内容分析の方法論の展開，経済政策論の1-pでの港湾政策論の位置

付け等々が欲しかった。

港湾問題があまりにも up-to-elateな問題であるだけに，現実の生々しい問題の研

究を学として昇華させることの難しさをこの誌に見ることができるのであるが，処女

峰に挑まれる教授の研究成採が歩一歩とその頂上tこ近ついておられることをもこの古

から伺い知ることができて，斯学の後輩の一人として，まことに切るい光明を前途に

見，力強く感じるものである。

なお，この書を第1巻とする港湾研究シリーズは，これから港湾研究に興味を持っ

て入ろうとする人々の為の啓蒙をも目的とすると聞いているが，港総特有の11¥J誌の難
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解さをそのltt~j"l童としない為に，尚更それ以外の表現を部外者にもわか り 易く説かれる

ことを希望して，教授のこの警に続く研究成果の発表を偽首して待つものである。

成 山 堂発行，1971

A 5 判 540頁

予価 3,500円

「港湾研究シリーズ」①
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欧米港湾労働事情研究調査団編著

湾」

川 勝一
（全日本検数協会〕

市

港の米「欧

本書は，昭和三十八年より約二カ年にかけて，神奈川県港湾労働協議会が港湾にお

その際ける教育訓練問題を調査審議するために港湾の教育 ・訓練部会を結成したが，

の公 ・労 ・使委員を中心にした十一名の団員によって欧米港湾調査団が結成されこの

調査団によってまとめられた欧米主要港の研究調査書である。欧米主要港の研究調

査対照、は，当初ロッテノレダム港における「運輸港湾専門学校」に焦点があったが，あ

コンテナリゼーわせて港湾労働事情から港湾産業の実態，また港湾の法制化と行政，

ションの諸問題，港湾の管理，経蛍面など，かなり幅広いものであった。このため調

査団は約一年間の編成期聞をもち，予備研究会をもっとともに，昭和四 卜五年の春に

欧米主要港の現地調査を行なった。そして帰国後現地資料や文献の分析をふくめてー

応まとめたのが本書である。

調査団の氏名，分担，構成は下記の通りである。

（総括）

（総括補佐〉

（港運問題担当）

（機能問題担当〕

（労務管理問題担当〕

（司l腕問題担当〕

（労働問題担当〕

（港湾経済問題担当〕

（業務問題担当）

（機械化問題担当〉

（労働行政問題担当）

（港湾管理運営問題担当〉

郎

夫

夫

郎

雄

健

昌次郎

雅春

辰男

栄

郎

俊

秀

孝

太

照

成

北

藤

森

笹

森

大賀

喜多村

JlJ 

野

1L 

見

土

木

本

回

村
士
口
足
荘

団長

副団長

総務部長

渉外部長

団員

II 

／／ 

／／ 

／／ 

／／ 

／／ 

／／ 

本書の構成と主要目次を列記すると次の如くである。

欧米の港湾事情第 1部
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(1) ロッテノレダム（ロッテノレダム港，運輸港湾専門学校，港湾労働安全局，ロッ

テノレダム港使用者協会，オランダ交通港湾労働組合）

(2) アムステノレダム（アムステノレダム継の諸事情〉

(3) ハンァソレグ （ハゾフソレグ港の諸事1i!J-)

(4) ロンドン（ロンドン港の諸事1-;!i)

(5) アン トワープ（アン トワープ港の諸中情〉

(6) ニューヨーク（ニューヨーク港の諸事情〕

(7) ハンプ トン・ロード（ノーフォ－ (I，ポーアマ久，ニューポー ト・ ニュース

治その他の港湾司，；~ 1 r'i:t＜＞よびノ、ン プ ト ン ・ ロースー港の港f.!!M1 ↑1li〕

(8) ワシン トン（ワシントン職業訓練制度〉

(9) ニューオノレリンズ（ニューオノレリンズ港の諸王l¥:110

。ゆ ロスアンゼノレλ （ロスアンセ〉レス港の諸蔀悩〕

(11) サγフランシスコ（サンフランγ久コ港の諸事↑i'i〕

02) オークランド〔オークランド港の諸事情〕

第2;'ffl 欧米の港とその背景

＝｜｜本の港はなにを学ぶか＝

(1) まえがき

(2) 欧米の文化導入と問題点

(3）絡の近代化と合理化をめくって

（心者1sr11と港と市民性

(5) 港の経＇li； と管：~~・ 運滋

(6) 港の行政と法制化の問題

(7）港の国有化問題について

(8）港をめぐる公共性

(9）港湾産業と業界

（即）港湾労働と教育 ・?,Jll紛

ω むすび （港湾文化と港湾人〉
02) あとがき

第31;11 ロッテノレダム港における「港湾巡輸専門学校」とわが国港湾教育 ..j)I協~問

lifi 

(1) 問題意識

(2) 「港湾運輸専門学校」の内容と性絡

(::lJ わが閣の港湾教育 ・訓練問題とその役割

仏） あとがき
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第4部資料

(1) 欧米港湾労働事情研究調査団関係資料

(2）欧米港湾関係者リスト

(3) 欧米港湾関係文献 ・資料

365 

欧米の港湾事情を紹介した文献としては，昭和四十一年三月に， （社） 1:1本港運協

会専務理事の川村宥一氏により「欧米の港湾運送事業概況」が紹介されている。同書

は，当時これらの文献が~！lfiU、ときでもあり，私達港湾問題を研究する者にとって，良

き研究書として好評を博した。その後， 数回にわたり，各種団体主催による欧米港湾

事情調査グノレーフ。の視察が行われているが，視察報告を報告書としてまとめ一般に公

刊されたものはなかったが，今回北見俊郎氏を団長とする欧米調査団により，調査が

行われ，これら調査報告が「欧米の港湾」としてー刊行されたことに対し，これを編集

するための各調査団員の苦労と貴重な文献を錠供してくれたことに対し敬遠；を表する

次第である。本：古の全体を通じてのねらいは，単に港湾造成や施設などの港湾開発に

ともなう技術的な聞や外国文献のほん訳の紹介ではなく，欧米港湾のつくられた港湾

の社外制度，機構，港湾社会の人間関係，港湾の経済や経悩に関する構造的な内面に

焦点をあてた点に注目する必要がある。

とくに第2部3ffllに於ては，わが国の「港湾問題Jの本質は，すでに港湾の技術的

な造成や施設の問題にあるのではなく ，それらの社会的な適応の問題，法律ならびに

行政のあり方，労働力の内面的な性絡，業界の性絡，公共性の問題等々をし、かに近代

的なものにしてゆくかを示唆している点であり，港湾国民経済における体制のあり方

をどのように民主化（近代化〉させるべきかということで，港湾機能を単に利潤率増

大のための合理化手段にとどまるものからの脱皮こそが，遠回りであっても本来の政

策的方向を示すものと考えていると述べている。

したがって，都市問題，地域性の問題から，港湾産業の主体的な近代化と教育 ・訪I¥

raiを関連づけており，さらに港湾と国家 ・港湾産業と荷主，船主の関係等々も客観的
にとらえ経済性の理念をもとにする PortAuthorityの課題と港湾の近代化に及ぼう

としている。

本書は， 従来発刊された専門誌の形体とは異なり，270Jrのアート紙に輩富なカ

ラー写真をまじえ全体に配置し，一見専門研究図沓らしからぬように見えるが，内容
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は，わかりやすい解説を加え， 一般の港湾産業に関係していない人々にもわかるよう

に配店、されている。

そうした配慮は，一面専門的な研究書とはいえないかもしれないが，社会科学的な

視角で立体的に欧米の港湾をとらえているすぐれた図書で，海運関係，港湾産業，貿

易関係，港湾管理に関係ある人々，また大学にて港湾論，海運論，交通論を研究され

る人々は是非一郎この図書を備えておいて価値のある図書である。

270頁 大判

横浜港連協会発行，1971年刊

頒 ｛1Ui 6, 000円
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J. Mondalski, 

Zegluga W Gospodarce ]aponii, 1969 

1. はじめに

山 本泰督
（神戸大学〕

「l木経済がいちぢるしい発展をとげるにつれて，諸外国において「l本経済にかんす

る木絡的な研究が，それも様々 なt~I聞についておこなわれるに至った。それらの多く

のものはわが国で紹介され統訳されてきているが，こと海運に関して云えば，雑誌論

文は別として，日本海運を正面から取り上げて分析の対象とした労作は，ほとんど見

当らなかったので‘はなかろうか。

第2次大戦後の壊滅状態から立ち上り，いちぢるしい発展をとげつつある日本海運

にたいして，諸外国がどのような分析 ・評1illiをおこなっているかという点は，われわ

れにとりきわめて興味深い問題である。ここに紹介するモンダノレスキーの「日本経済

における海運Jは1969年にポーランドで'Fil行された315ベージに及ぶ木絡的な労作で

あり，幕末の開港から最近の海運業集約化までの約 100年間にわたるわが国海運業の

発展過程を，ひろく日本経済を背紫として抱えようとしている。そして著者の主要な

関心は日本海運の発展にたいして諸海運政策を通じて政府が果した役割を明らかにす

ることにある。

モンダノレスキーの研究は，それが「l＊海運に関する本格的'!f,・f'「であるということば

かりでなく ，それが同国の海運研究状況についてわれわれに充分知られていない社会

主義国ポーランドにおける研究という点でも，われわれの関心を呼ぶ。ただし，ポー

ランド語で書かれたこの書物について．わたくしは充分の紹介，批評の能力を持って

いないことをお断りしておかねばならない。問書は巻末に比較的詳制な英語およびロ

シヤ語での要約が付されているので．主としてこの要約と目次，統計表および引用文献

を通じて、その内容を紹介するに止まる。これは筆者およひ‘読者双方にたいし非礼駆

りないことになるが，現在わが国の研’先者の聞でポーランド諮iこ通i兆した人も:f¥fiと思
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われるところから，あえてこのような形での紹介を行なうことにしたものである。

2. ポーランドにおける海運研究

ポーランドにおける海運研究状況について，わが国では余り知られてないと忠われ

るので，書物の紹介に先立ち簡単に触れておこうコポーランドで本械的な海運研究が

開始されたのは1950年以降のことである。 この年，同国海運省はグダニスクに海運研

究所 （InstytutMorski）を設立した。その設立当初は工学的技術的研究に限定され

ていたが，その後経済および海法をも含めた総合研究所となり，現在は研究部として

は海運経済学，海法，船舶，港湾，船舶修理，水力学z海水俣蝕のγ部門がある。こ

の研究所は，ポーランドでは伝統の浅いこれら部門についての研究の開拓者としての

役割を果しており，また社会主義国のことであるので個々の海運・漁業企業や港湾管

理者の要求に応じた調査研究センターたるに止まらず，海運省のために経済計画の調

査立案などの作業も実施している。

研究部のひとつ，港湾部門について紹介しておくと，この設立は比較的新しく 1964

年に創設されており，そこでは港内での船舶滞宿I時間の短縮を目指す諸研究，たとえ

ば港湾地域の鉱大 ・近代化，荷役方法の改普，後背地を結ぶ新輸送手段の研究などが

進められている。またこの部門では海運省の筒抜的必要に応じてコンテナ等の貨物ユ

ニット化方式への投資効率やその輸送方式についての研究も実施している。

海運研究所では専任スタッフ以外に関連分野の大学教授等を兼任スタ ッフとして擁

しており，したがってポーラ γ ドにおける海運研究は何れも斜度の尤こそあれ海運研

究所が関与しているものと思われる。

3. 本書の概要

現代日本海運の発展について，それを国家および医l家独内資木が海 ｜ニ運送の分野に

介入したもっとも顕著な事象のひとつだと考たる著者は，この点を明らかにするため

に，分析の期間を幕末の開港に始まる約百年間とし，研究を進めるに当っては，その

視野を単に海運業に限定せず，ひろく 円木海運が18：かれた経済的JXlJJlに注意を向け，

日本経済の一般的発展過程にも注目している。 ；5'者にとって，このような分析Jt)］間お

よび研究純聞の設定はぜひとも必要なことと考えられている。なぜなら，海運にたし、
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する国家の助成政策がどのように独占資本の利益と結びついているかということはn
本経済全体についての分析を抜きにしては確かめようがないし，また資本主主主発展の

諸段階における海運政策の形態 ・方法の異同を切らかにするためには，第2次大戦前j

と戦後の双方についての分析を必要とするからである。

さて上述のように日本海運の発展にたいして国家の海運政策が果した役割lおよびそ

れが独占資本の利授といかに結びつくかという点に視角を定めた著者は，つぎの目次

に従って研究を進めている。

n主 資本主義的発展の初期における日本海運の問題

2 :t主 資本主義的工業化の時期における日本海運の発達と国家の介入

3主主侵略的日本帝国主義とその発展の主要手段としての海運の役割

4章 日本海運と外国海運との紛争一一貿易および海上交通の独占をめくる利害の

対立

5章 円本帝国主義の侵略の結果としての商船隊の崩主義一一再建の必須条件の硲保

をはかる国家独占資本の努力

6 :t主 戦後における円本経済の復興と海運の再建

7 $:. H木海運の発達にかんする国家資本および民間秒、市資本の介入の最高度の形

態一一海運企業統合

8主主 円本海運の今後の発展にたいする余業統合の影響

以下にその論旨を辿ろう。

日本資本主義はかなり荒々しい方法で短期間のうちに生み出されたが，「l本が鎖国

状態から開港を余儀なくされたのはアメリカの軍事的圧力によるものである。当H寺三

つの帝国主義諸国，イギリス．アメリカ．帝政ロシヤが極東の支配を争っており，Fl木

は西欧の支配的な資本主義諸国との接触により，後進国の弱さがあきらかになったa

このように明治維新前後の1:1木がi泣かれた政治的・経済的環境を示した後，わが国の

資本主義的発展の初期における海運業について，次のように述べている。

円木経済発展のための最初の仕事のひとつは近代的海巡業の建設だった。 II木の医｜

土には工業生産の刷始に不可欠な原料が不足しており，また急速にI削r1する人仁lを支

える食料輸入のため，これは必須だった。 「｜木近代化の初期の段階を通じてII本海運

の発展は国家により援助されたコこのl時期には国家はそのァソレジョワ的if.1:1者にも拘わ
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らず，日本の全経済制度を組織し発展させるために進歩的役＼！fl）を演じた。海運は国家

の大規模な保護政策下に置かれており，この政策は広汎な補助金，政府貨物の優先杭

取りを通じ，また国家資木と財閥支配下にある独占資本との｜制動によって進められ

マ p，、」。

日清，日露の戦勝は日本に帝国主義的傾向を成長させた3 その後における日本経済

の特色は財閥資本の巨大な蓄積で，財閥は短期間に産業，外国貿易、海運への統制カ

を強めた。国家は国民経済の統制をゆるめ，自らは独占体と寧事的寡頭政治に有利に

取りはからう共働者の地位に退いた。

海運は輸送能力の拡大と日本の外国貿易に適合した定期航路網の形成により，その

発展の第2段階に達した。財閥と結びついた少数の巨大海運企業が海運業を支配した。

第l次世界大戦中に日本海道は商欧諸国の間際を縫って諸航路に進出し，それが｜二｜木

の経済的軍事的帝国主義とアングロサクソン諸国およびアメリカの権裕との聞に紛争

を起すもとになった。しかし太平洋戦争に至るまでアジアにおける海運および貿易を

めぐる争いでは日本独占企業が勝利を収めた。それは円本の海運業と貿易業の街接な

結び付きのため，諸外国の関税障店主による報復指置はあまり効果がなかったこと，ま

た両者の密接な結びつきによって海運同盟をかなりの程度にコントローノレし，円本の

輸出貿易に佼利な条件を実施させることを可能にしたことによる。

第2次大戦開始に先立つ数年聞から国家は再び海道活動の全面的統1111川:ffiをffilり，侵

略戦争を準備した。このとき商船隊の貨物輸送能力は11木の経済的必＇≫！・を超えてお

り，超過分は軍事輸送に使用された。この期間を「｜木海運の発展の第3段階としてい

る。

両大戦聞の期聞を通じて日本海運は国家資本と民間生l~r』：i資木により資金の供給を受

けた。独占資本の政策は園内産業のための原料輸入，対外愉l:l:lに見合う高能率商船隊

を維持することであり，国家は経済的理由に止まらず日本帝国主義の戦略的理Ll:iから

海運業を補助した。

以上が戦前期についての著者の分析’門・子であるが，戦後の分析では，戦争によって

疲滅した商船隊の復興を可能にした要因として，まずアメリカの占領政策の変化に注

目している。艇東の政治状勢の変化により 1947-8年にアメリカの刻II政策は，「l木

帝国主義の廃絶から，｜｜木を拘束におけるアメリカの経済的軍事的シ久テムに創｜込む
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方向へと転換した。賠償計画のぬ楽，それに対11平和条約中に海運 ・造船を制限する

条項を含めなかったことにより，かつて円木帝国主義の経済的，軍事的施設と目され

た商船隊を再建 ・発展させる途がIJFJかれた。

円本の工業の再建・拡大は外国貿易の伸長と並行した。新しい政治的環境下では対

外貿易は日本の経済的発展の基本的指標となり，原材料の不足は工業，外国貿易，海

運の聞に特別な利害の相互依存関係を生んだ。このような状況下で海運は従前以上に

国家政策の対象となった。政府は全般的な経済発展計画中で海運が果すべき役割を決

定し海運政策を実施した。

政府の長期信用供与により，また金融資本と海運業との密接な結びつきにより日本

商船隊の規模は急速に鉱大した。その後，海運業は政府の行政的圧力の 下に統合さ

れ，その資木は6つの超大海運グノレープに集中した。その結果，海運企業の合理化が

進められ，輸送能力が橋大すると共に，多数船主聞の競争は海運グノレープによる海運

市場の独占的統治IJカにとって代られた。

戦後における円本海運の発展過程について上のような理解を示す著者は，11本海運

業の今後の動向につき，つぎのように述べている。 日本商船隊は自国の外国貿易輸送

路でもつばら活動しており，三医l間航路での活動は相対的に小さい。速からぬ将来に

おいても，この状態に変化はないものと予想される。また日本経済の正常な発展条件

の下では．三国間航路は今後引統いて 2次的な重要性ーしか持たぬだろう。けだし商船

隊の増大にも拘わらずn木のノミノレタ ・カーコeの船JI重需要は輸送能力を上廻っているか

らである。ただし船腹jilJ加により 11木は外国船でこの種の貨物を輸送する際の運賃水

準に大きい影響力を持っている。

長期経済計画が実施されれば円本は10年前後で世界第1位の商船隊を持つことにな

るが，それは現在の資本主義的海上輸送の椛造を一変させ，日本がイギリスなどの伝

統的な西欧の海運諸国に代り，｜比!Ni師連1!JIJ皮に対して，その影響力を発帰することに

なろう。

N 若干のコメント

上に紹介したモンダノレスキーの日木海運の発展過程に関する分析は，と くに新しい

知見をもたらすものではないし，またかれの理解については，いくつかの難点を挙げ
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ることもできょう。たとえば明治期における自生的な海運業の発展についての認識は

不充分なようであり，また戦前の海運業の発展にかんする函J~lの仕方も些か機械的に

過ぎる憾みがあろう。しかし，それにも拘わらず著者が海運業の発展過程，海運政策

を研究するに当って採用した分析の枠組は，われわれにこれまでの研究方法を反省さ

せるものを含んでいるのではあるまいか。わが国における海運史ないし海運政策の研

究の多くは， その視野を海運業に限定していたと云ってよい。しかし海運業の集約

化，計画造船あるいは物的流通合理化など，現代日本海運史あるいは海運政策上のど

の問題をとってみても，それは海運業の日本経済の循環 ・発展のなかで占める相互依

存関係を無視しては適確な分析が不可能だと考えられる。モンダノレスキーのような問

題意識や分析視角をとるかどうかは別にして，かれの研究はわが国の多くの海運研究

における枠組の決め方に再考をうながすものを含んでいると考えられるのである。

かれの著作はまた明治期から現代に至る日本海運の発展過程を一貫した視角から分

析した 「通史Jとしても評価されてよかろう。わが国の海運史研究もかなりの蓄積が

進んでいるが，まだ本格的な通史を持つには至ってない。この分野こそ資料を豊富に

駆使できるわが国の研究者による成果が期待されるのである。

最後にかれの分析についての疑問点をあげたい。それは「｜本海運の戦前，！被後の発

展を支えてきたものとして政府の十！日以］政策，それに加えて国内の金融資木や産業資本

との結びつきだけを考え，そこでかれの分析が終っていることである。つまり，かれ

には日本海運業の費用梢造およびそこから導きl上1されるFl木海運業の国際競争力や資

本諮るT経路についての分析が欠けている。もとより，これらの問題は資料的制約のた

め， もっとも研究上の制約が大きいところである。 しかし，たとえばスターミーが

「英国海運と世界競争」で‘試みたような具体的統計資料から一応離れた競争力分析の

方法もありうるわけで， そのような分析をふまえてかれの結論が導き出されていれ

ば，その説得力は一段と強まったことであろう。残念ながら，かれの分析にはその点

が欠けているため，戦前におけるわが国商船隊の活滋な不定期船活動など，かれには

充分説明しきれぬのではなかろうか。それにしても日本経済，i毎週にかんするわが国

の雑誌，新llfl（英文〕をも丹念に渉猟して，これだけの研究をまとめ上げた著者の努

力には充分の敬意を表したいと考えている。 (3 l 5 pages. Wydawnictwo Morsk1e, 

Gda凸sk,Poland.z. 40.) 
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William L. Grossman : 

“OceaγEγeight Rates" 

富 田 功
（運輸港湾産業研究室）

〔はしがき〕

ここに紹介する文献は，当時ニューヨーク大学の助教授であったグロスマンによっ

て執筆された『海上貨物質率』である。それは1956年にメリーラン ド州のコーネノレ海

事出版局より刊行されたものである。 グロスマンは序文で次のように述へている。

「研究分野として海上貨物質率の問題は三つの主要な要素を含んでいる。本書はそれ

らの全部を取扱う試みを提示している。したがって，本書では，1.航路線の賃率慣例

(=practices〕とそれの板拠， 2.海上質率規制における法令と行政政策， 8.海上運送

人の幸IJI間最大化のための賃率決定に関する原則について叙述される。」また， 「木書

が海運業とその荷主に対する主要な関心事の開拓書ともなる。」と言っているように，

海運（」ニ〉運賃に関心を抱く者に対して木書はパイオニア的指針を示してくれるであ

ろう。

海上輸送て‘は三つの異なる地理学的カテゴ リーが含まれると言われている。一つは，

同一国における両地点間の海上輸送であり，それは沿岸内輸送であり，二つは，一国

に属するがその国の陸地境界内にある両地点もしくは一地点のどちらでもないという

両地点間の海上運送であり ， それはJl~fには ＂Noncontiguous 輸送。 と呼ばれている。

三つは，外国海上輸送である。コ1>:11:-cはこれら三つのカテゴ リーの全部の海ヒ貨物質

率の取扱いが企てられている。 （木訟の重要部分はその三つのカテコ リーのすべてに

ついて叙述されてはいないけれども〉

今日，わが国（[I本）の海上運賃がいわゆる公共規制を受けていることは周知の通

りであるが，グロスマンによれば，アメ リカでも近海輸送すなわち，外国海上輸送お

よび non-contiguous輸送は連邦海事局の規制を受けており （但し， 州際交通は除

く〉，一般的に，近海貿易の賃率梢造は相互にかなり似かよっているが，重要な点で

沿岸内輸送貿易の賃率構造とは異なっている。というのはp アメリカ大陸における各
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地点間の水路輸送は鉄道および自動車運送人の競争に対拠せねばならないからであ

る。それ故，外国および non-contiguous海ヒ貨物賃率は一研究分野を構成し，沿岸

内貨物質率は別の取扱いを要求するといった他の研究分野を構成すると主張されるで

あろう。

〔本書の内容〕

本書は全22：））主で構成されており，以Fこれを簡単に述べてみよう。

〔1掌〕貨物積載単位

実際には積依単位として，スペース界獄ーすなわち，容積ーと重量が用いられてお

り ， 次のような貨物重f~：単位が海上輸送の積校単位用の一般的に使用されている。す

なわち，

Hundredweight (cwt) 

Scale ton hundredweight 

Short ton or net ton 

Metric ton (1, 000 kilograms) 

Long ton or gross ton 

また，容T'l!i単位は園内輸送のM;I主単位にほとんど決して使用されていないが，海外

輸送と non-contiguous1•命送では非常に一般的に使用されている。すなわち，次の三

つが最も共通的単位である。

Cubic foot 

Cubic meter 

Measur巴111巴ntton 

更に，特別単位として， と述の二つの何れて‘もない積載単位のうち，最も｝般的な

それはおそらく，一筒あるいは一頭，価格および直線フィー トの三つである。

〔2掌〕船舶の選択権（＝option)

重量単位と年寄積単位の両者について運送人が賃率を決定することは，外国輸送およ

びnon-contiguous海上輸送の 1=1 ·；：~的慣例j (=common practicめ である。この慣例l

が船舶の選択権と呼ばれている。この選択権はその術語の通常の意味では，貨物運送

料金の決定は算術的問題であるから，実際には何ら行使されていないa
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〔3章〕等級貸率，貨物質率，および容積貸率

等級iま率は多くの品目を表示する符号で決められる賃率であって，その一品目につ

いて決められる貸率ではない。それは文字または数で、表わされ，等級JJIJ (=rating) 

と呼ばれている。所定の取引における海上運送人の等級貨率桃造では6等級別から9

等級別まである。

貸主将決定の要因は，運送人のサービス生産の費用と荷主がそれに対する支払おう と

する立志それは主として輸送する貨物の価値に依存しているのである。もし， i玉率が

重£l単位について決められるならば，比較的1重量単位当り小さい容積を占める物資

(or,'1'i'1目〕は低賃率等級（数は高くなる〉になる傾向がある。というのは，海外輸送

および non-contiguous輸送の等級賃率は一般的には重量も しくは2華航，すなわち船

舶選択権ベースで引用されるから。 （ここでは， 容積貨物の答I）当てで考慮されるべき

重量密度に対する要請ーは何らないが〉

貨物質率は特別輸送貨物もしくはその種類について決められる貨率であり，容もH'i'.

率は飽全な商業的慣例による賃率である。

〔4$〕直通貨率と他の特別賃率

.fi｛みfillは二人ないしはそれ以上の継続した海上運送人によって移動するので，荷主

は一般的にはi13:)i'flノレー ト輸送がよ り便宜的であ り，多くの場合，彼は継続した運送人

を個々別々に取鍛わねばならなかった場合に比べて，費用はより少なくて済むことが

わかる。直通ノレー ト輸送に課される貨準が直通貨率であ り，これとは対初、的に，ある

運送人の路線輸送用の貨率は地域賃率としてま[Jられている。直通貨率が地域貨率の結

合したものより低い場合がある。それは園内輸送では H結合貨率 （＝jointrate）＂と

して知られているが，外国海上輸送では一般的に使用されていない。

比例貸率は本土国内輸送で設けられてきたものであるが，それは一般的には近海輸

送では使用されていない。しかし，比例賃率の特別のものが近海輸送サービスでport-

equalization貨率として採用されている。

〔5掌〕特別料金と補助料金では，一連の特別料金について述べられており，港湾

は経済的望ましさとか物理的必要性とかのためよりはむしろ貨物の秘換えによって寄

与されるかもしれない，と港湾の実態について若干触れている。

〔6掌〕 朋船当事者では，用船契約も しくは用船とは船舶がその所有主によるよ り
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はむしろ他の者によって利用可能となされる協定である，としている。また，用船契

約として定Wl用船と航海用船の二つを列挙している。

〔7章〕貸家決定の目標では，賃率決定の目標を，真のそれは利潤最大化にあると

考えており，それは次の二つの原則を包含していると説いている。すなわち，（1）貨物

は，それを輸jきするために負担されるで、あろう純特別費用貨物輸送の純現金支出の費

用以下の貨物料金で輸送されるはずのものではない，（2）貨率は，長期的には純現金支

出の費用に対する収入の超過を最大化するであろう水準で決定されるはずのものであ

る。

〔8章〕現金支出費用では， T)i）述の現金支出の費用を，予備的定義として，特別貨

物の輸送のために負担される特別費用〔or追加的費用）と述べている。 （この定義が

いくつかの間短に対して未解答のままにあることを著者は認めているが〉それ故，こ

こでは，サービスの定義と特別貨物の輸送費用について叙述されている。

〔9章〕サーヒ‘ス側値で山主，運賃決定の二要因の一つであるサービス価値を明解に

説明しており，その道具Aとして負担力と需要路力性を用いている。

〔10章〕海運同盟制としては，加入者間の競争を統制し，未加入者に対抗する競争

力の獲得に努めることをその必要条件としている。

〔11章〕二重賃率制では，特定運送人対非特定運送人の賃率システムが果たして公

共の利益と合致するものであるかを述べており， 〔12章〕同盟賃率手続きでは，海運

同盟貨率の手続きの申請とその取扱いが平易に説明されている。

〔131¥5:〕 「集団の幸IJl関獲得のための貨率決定jでは，海運同盟加入者の聞で誤まっ

たある信念がはびこっていると言jつれている，すなわちそれは彼らのある者には有益

である賃率の増加あるいは減少が自動的に加入者の他の者に有益であろうというこ

と。これは，加入者がそれぞれ異なった費用水準で連活しており，費用の相異が主と

して賃金の相具によって引き起こされるという要因を見務しているのである。

したがって，ある賃率が加入者のある者にはより望ましいものとさせ，他の賃率が

他の者にはより望ましいものとさせるのは，両者のサービス生産の現金支出の費用の

相兵による，ということは言うまでもない。それ故，ここに加入者の間で・利潤獲得の

ための利害関係の衝突が生ずるのである。それは，相対的に高生産費用を持つ運送人

と相対的に低生産費用を持つ運送人との聞の本来的な (=genuine）利害衝突であ
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る。これは，ある者にとっては最良の賀半が他の者にとっては最良の貨率ではないか

もしれないことを表わしている。

貨喜界に関する利害対立は，海運同21を維持することによって尚生産費用の運送人に

与えられるより大なる保護の代償として，（民生産技用の運送人のために解決されるif.:

のものである。この例外があることも忘れてはならない。

利tllU最大化の通常の貨率決定に不可欠のものとして縫立されてきたのは合迎的に正

確な必用決定と収入査定（＝estimates）であり， 集団としての同盟の巡送人の全体

的利jf{jを最大化するであろう水準によるf'（率のli'lli立は，共同計'fl：協定により会員すべ

ての運送人の利害と公平に一致するよう行なわれるかもしれない。

〔14章〕賃率規~iJI）の l~I 的

アメリカ経済ーの目標（＝goals）は伝統的に自由競争の維持にあるとこれまで考え

られてきたことはJ;¥"J知の通りである。自由経済では価格は生産技汗！と生産物に対する

誠~とのこつの要因の相互作用によって決定され，したがって，競争が佃l格を生産費

用に等しくさせよ うとする。

競争下の仰l絡決定と行動との説明は過大に単純化されるけれども，競争的理念の木

質と競争下の侃Ii格が公共の福祉を増進すると考えられている根拠とを表現するのには

それは役立つであろう。その根拠とは，かかる価絡はそれが生産費用を依い損なうほ

どに大層低くならないでできるだけ低くなるという傾向があることであり，換言すれ

ば，競争的価格は限界的生産者の費用ーそれ以上の費用ではないーを償うのである。

しかしながら，競争iilli絡が生産諸資源を浪費させることなくできる限り多量の消費

を奨励することができるほどにはそれは必ずしも合理的（＝desirable）なものでは

ない。したがって，自由競争下の価格は限界（的〉生産者の費用を償うであろう最低

水準，すなわち，正常な水準と考えられるところまたはそれに近いところで維持され

るのでなければ，自由競争は本来の正常な目的に貢献し損うであろ う。また，規制が

そこではおそらく正当化されるであろう。

したがって，貸率規制は自由競争の価格決定による生産諸資源、の浪費をできるだけ

回避することに役立つためのものであろう。

〔15章〕賃率規制！の歴史とその範囲

19世紀後半と20世紀初期の年間に，海運産業における同盟の創設とその強化は米凶
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と他国との利害関係を引き起こした。特に，同盟の特別慣習，つまり， リベートの払戻

しが批判を生ぜしめたのである。イギリスでは，政府が王立海事委員会という調査機

関にその問題を調査するよう命じた。1909年に問委員会は，海運同波システムは必要

だがそのシステムはひどい乱用をこうむっていたという趣旨のレポー トを発表した。

これに対して．米国では，商船漁業委員会に海道同盟を調査し適切なる（＝appropriate〕

勧告を行なうよう権限を与えたのである。 1914年に同委員会は一般にアレタサンダー

・レポートと呼ばれるレポートを提出し，イギリスのさきの委員会と同様に，海運同

盟は解散することを要求されるべきではなく ，そうした慣習の大部分を修正すべきこ

とを要求されていると明らかにした。その結果，問委員会の勧告は1916年海運法の法

律を成立せしめた。

海運法の貸率規定の禁止条項は以下の七つに要約される。（1）リベートの払戻し，（2)

船舶の競争，（3）差別的ないしは不公正な方法による報復， (4）不公平な差別， (5)non-

contiguous輸速における不合理な貨率，（6）非隣接輸送において，規制当局へ発（公〉

霊長され，錠出されねばならぬ運送人の貸率表て‘明らかにされた:f:l率よりも他の貨率を

課すること，（7）財産の受領，荷役，保管，および配送に関係した不合理な慣習

同法は，合理的な貨率を課すへき外国貿易における運送人には何ら義務は課してい

ないことは注目されよう。もし，外国貿易の賃率がいろいろな困燦政府当局による貨

率規制の強要の結果はわれわれが容易に想像しうるという諸困難ーなく して法律によ

って決められることになれば，関係国が貸率決定権力を（それに〉与えることに同意

するという国際的機関（＝agency）によって決定されねばならないだろう。

〔16主主〕公共運送，特定 （契約〉運送，および自家運送

賃率規制に関しての法令規定では，三者の区別は意味深長な (=profound）重要

性があるとされている。このうち公共運送人のみが不当に差別lしではならない義務を

有している。

公共運送人の義務はあるf111のサービスに対する合理的な需要？を拒否してはならない

ことであり，それは特定運送人および自家運送人がかかる義務を有しないのに対する

一つの特質である。

公共運送と特定運送および自家運送との区別は非常に重要な法的なそれである。す

なわち，公共運送人はたいていの場合規制されており，特定迎送人と自家運送人は規
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制されていない。

公共運送人の定義は州際交通法の第3条でなされているが，この概念はj司船の貨物

輸送の船舶の用船には適用するか。用船は同法第3条の解釈によって公共運送から除

かれている。

水路運送の経済的規制に関する法令規定は自家運送には拡大していないが放に，そ

れには自家運送人についての定義は含まれていない。

：住邦海事局は貨物迷送取扱人（＝forwarder）を公共運送人たることを信じて疑わ

ないと主張して，その板拠を輸送手段の統制とかその所有にで、はなく，むしろ，それ

が貢献する公共性に関与するという事業の本質に依存するとしている。運送取扱人と

同様にみなされる通運会社（＝expr巴sscompany) は明らかに公共運送人であり規

制を受けているが，それは運送取扱人とは次の二点で異なっている。すなわち，（1）前

者は後者の規則的貨率表の賃率を定期輸送の運送人に通1￥；’は支払っていないが，特別

サービスから得た収入の分配のために運送取扱人の特別協定に加入している， （2）！持別

輸送は輸送能力（＝spac巴〕の不足の場合には他の貨物に対して優先権（＝priority)

を受けていること。

〔17掌〕合理的なこと， 一般的賃率水準

木章では合理的な収入額の確保について考慮されよう。

賃率規制という概念は公議事業ならびに交通の賃率規制には不可欠なものであり，

それによって運送人の収入額はそのサービス生産の費用を償うのに十分高くなっても

よいはずだと議論されている。

費用には蛍業費，租税，のみならず投資者への公正報酬も含まれるが，この三要素

のうち最も問題を生ずる要素は資本の公正報酬であり，それの決定ーすなわち規制さ

れた会社が営業費と租税を加えて稼（収〉得することが認められでもよいはずだとい

う収入額ーに関連して，一般的に最も重大な問題が生ずる。 というのは，規制された

会社といえども一般的には有価証券（＝s巴curities）を提供し，または公共機関（＝

institutions）からローンを獲得しようと試みて，資本 （政府より与えられた資本は

別として〉利用を獲得して他事業会社と競争とせねばならないが故，規制会社に通し

は有価li~fE券を引きつけ，そのローンを合理的に安全なものとするべき十分な報酬の見

を与えらねばならない。
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公正報酬決定のためのオーソドックスなテクニッ タは，賃率水準というド、／レ数と公

正報酬率といわれる百分率の二要因を決定することであり，そして，貸率水準を公正

報酬率によって増大させることであるコそこでは，サーヒ。ス生産物が公正報酬の対象

であり，貨率水準は運送人が報酬を獲得することが認められるべきだという ドノレ数と

して広く考えられよう。

〔18掌〕合理的なこと；特別賃率

特別貸率の問題解決への基本的指針として七つの原則が構成'JI!素となるが，中でも

最も重裂な原則は，不変費用が，各トン等しい負担（＝share）をこ うむっていると

いうトン当りベースで特別サービスへ配分されるべきであり，その際に例外として，

距離に也、接に関係してくる不変費用は，各トンマイノレ等しし、負担をこうむっているト

ンマイノレ当りベースで配分されるべきである。

これらの原則lは本質的には経済的であり，政治的または人道主義的目的が例外を故

意に行なわれるようにさせるのである。例えば，現金支出の費用が収入を超過すると

いう差徽は政府補助によって償われるのでなければ，公共の福祉の増進のためにその

原則が要求している水準以下に貨率を引き下げることは賢明なことか否かは常に問題

とされる余地を残している。

認容できる最高賃率と最低賃率との範凶ーすなわち貨準が合理的に違いないという

その原則を犯すことなく，運送人または同盟が貨率を決めるという範囲内 は合理的

なことの領域といわれている。

〔19主主〕不当な差別

海運法と州際交通法は共に公共運送人が不当な，あるいは不合理な特恵 （＝prefer-

enc巴）や利益を与えたり， または不当な， あるいは不合理な優先権（＝pr巴judic巴〕

や不利読を引き起こすことを不法と しており，海運法（1916年〉 第14条，第15条，お

よび第17条では。不当な差別H も禁止されてし、る。いうまでもなく，狭義では，この

II用語H の%1：味は， 問ーとみなされるサービスに対して呉なった貨率を課することで

あり，この条項は水路運送人について州際交通法の第2条から法令規定へ準用されて

し、る。

だが，ここで注意すべきことは， II差別II が法律によって禁止されていないことで

ある。禁止されているのは H不当な差別II であり，したがって， H差別。と II不当H
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な差別とを区別する努力がなされてきたのである。

II不当な差別H が可能となる根拠は，サービス費用と（ないしは〉サーピス価値と

が相異なるからである。したがって，それは；i町議商品の貨率はむろんのこと，同種商

品の貨率にも適用されうるのである。

〔20章〕貸率表（＝tariffs)

公共運送人としての水路運送人にはその賃率表について次のような法的義務が課さ

れている。すなわち， （1）賃率表における:Ci'.率は談されうる唯一の賃率であり，（2）貸率

表は特殊の目的に充てられた（= appropriat巴〉 規1M当局に提供されねばならない，

(3）賃率表は公衆に利用可能なものとされねばならない，住J賃率表はさきの規制l当局に

よって規定された規制に応じて提出されねばならない。ここでの規制当局（ ICC) 

とは州｜祭主主率を含む賃率表の；場合には州際交通委員会であり， noncontiguous輸送の

賃率を含む貸率表の場合は連邦海事局 （FMB〕であり，I C Cは，あらゆる改正を

しながら述送人にその主要な事業所（＝atits principal place of business〕で全部

の賃率表を保存しておくように求め，また，FM Bはそうした賃率表が公衆の行きや

すい ( = accessibl巴〉 本店とか他の事務所で運送人によって保存されるよう災求し

ている。

〔2H幻外国海運の市場の不安定性 （＝volatility)

海運市場の不安定性はサービス需要の急激なる変動，のみならず船舶トン数の供給

の動きによる以下二つの特質の結果である。すなわち，一つは，サービス稀嬰にかか

わらず供給の急激なる変動，他一つは需要の変動に速かに適応させるべき船舶 トン数

の供給の失敗， の二つを挙げており， ここで、の供給は単に現存の1止（or一部分〉第一

界の トン数量ーで測定されてはならないとしているの また， 後者の場合には部分的に

次および第二次世界大戦によって引き起された廃船 （＝withdrawals）の結果であり

，それは，船舶の長寿命と船舶を係留する費用の高いこと， の二つの要因が結び合っ

て生じている，としている。

かかる不安定性の結果，海巡業では，海上運送人によって課された賃率の大きな変

化の傾向がみられ，これは用船賃率の方が定期船 （貨物〕貸率よりもより明らかとさ

れうるのである。

〔22章〕諮求書と支払い決済
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岸壁受取り証には荷主またはその代理人はいわゆる必要事項を書き入れ船荷証券が

荷主と運送人聞の関係を支配する基本的な？虫類 （＝document）である。荷主によっ

て書き入れられた情報としての船荷証券の申込書は （＝form）通’前運送人のオフィ

スへ約20通送付され，船荷証券と岸壁受取り証の照合 （ニmatching-up）後，船荷

証券は言平価員（＝ratecl巴rk）の手元へ入る，という手順を踏むものである。

運賃は積み荷i也または積み飼lし地でト支払われ，それが積み荷地でなされる場合には

Tili払いと言われており，輸送取引では多くの場合，運賃は前払いを要求されるのであ

る。もし運賃の前払いが当然であるならば，逆送人の通常の慣習は運送人が船荷証券

を渡すl時期に荷主または運送取扱人（＝forward巴r〕に支払いを求め支払満期到来の

請求書（＝d印刷II〕に署名を求めることになる。その条件によって，多くの航路線の

j場合の支払満期到来の詰求書は満期日後3日以内に決済を要求してし、る。

〔あとがき〕

アメ リカ経済における公共政策の伝統的型念は自由競争の原理に基づいた公共の福

祉の増進のために寄与することであった。したがって，そこでは， H競争こそはあら

ゆる取引の王国であるH という格言が示す通り，競争の理念がすべての経済活動を支

配しているのである。

木市でも，i主率規i!JIJの目標は利潤最大化のために設けられる，と主張するグロスマ

ンの考え方はアメリカ海運の経話思想主：tm突に表わしている，と考えるのはあなが、ら

筆者だけではなかろう。

本書のポイン トは第15主主と第16章で詳述されていると恩われる。つまり，著者は，

海運同盟の海上貨物質率は外国貿易輸送のために規制されねばならないとする恨拠を

述べており，特定運送人および自家運送人と区別される公共運送人がその貨率を規定

当局によって何のために規制されねばならないかを，州際交通法の条文を引用して詳

しく説明している。

なお，グロスマンは当時，ニューヨーク大学で交通論と公益事業論を担当してお り

本書の刊行3年後の1959年に Simmons-Boardman出版社より 『Foundamentalsof 

Transportation』の著書が刊行されたが，グロスマンは公共統制！と公共規制lについて

詳述していることを付記しておきたし、。

(Cornell Maritime Press, Cambridge, Maryland. 1956.〕
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A.H. J. B 0 W N 

PORT ECONOMICS 

山上 徹
（青山学院大学）

木書の著者は，英国のサンダーランドにおいてGeneralManag巴rand Clerk River 

Wear CommissionerのAH.J. Bown氏て‘ある。木訟は，1950年，Dockand Harbour 

Authorityによって出版された， PortOperation and Administration〔Bownand 

Dov巴〕の手引書として発行されたもので，その対象は交通学を研究する人々（特に学

生〉であるということを銘記しておかねばならない。

木書は， 1953年に刊行されており，港湾問題を経済学的思考のもとで．解明するこ

とに目擦が置かれている。従来，港湾研究の領域は土木工学の立場からか，他はj也理

学も しくは交通地理学の範附から取扱われてきたが， 昭和36年頃から， わが国てーは

「船ごみ」現象が生じて，港湾の経済的考察を重要視するようになってきた。港湾を

経済学的研究として促えている本書を紹介するその目的には．港湾諸問題を社会科学

上の経済学として体系化づけるための一助になる誘因を備えてu、るかどうかを観察す

るために行なうのである。

本書の各主主の構成は，次のごとくである。

I 緒論

1I 港湾の特質と機能

』［ 港湾設備の需要

N 港湾の管轄と統制

v 港湾財政

VI 港湾労働

¥III 港湾諸料金

珊 管理と運蛍

])( 競争と調節

x 港湾諸問題
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X[ 内航水上輸送

以下，各主主の内容について簡単に説明する。

I章の緒論においては， Economicsという用語の概念的志味内容の定義がされてお

り，マーシヤノレの経済学の定義から，経済学とは「日常生活を位んでいる人間に関す

る研究であって，それは富の研究であり，人聞の研究の一部である。」，また欲望充

足の稀少性のもとで最大効用を満足しよ うとする経済行為である。そこで著者は 港

湾経済学を人間の経済的歴史を背景として，一般的な経済学の一分野であると促えて

いる。すなわち人間が水上運送の利点を発見し，停船中の船の安全な保護を目的とし

た．港の管理，運’gとし、う業務の発生が史的考察によってされている。

港湾を経済学的に評価するには，次の諸問題を解明しておく必要があるといし、。

1. 港湾の生成が，いっし、かなる理由で，いかなる方法でなされたか？

2. 自然的利点ゆえに港の発生があったのかどうか？

3. 自然的利点を有していないならば，し、かにして港湾機能が形成されたのか？

4. 人工港であれば，修築費をu、かにして調達したのか？

5. 補修費用等の費用はどのようにして調達されているのか？

6. その港が貿易構造上，し、かなる役割lをもつものなのか？

7. 港湾管理，~必が独立採算で可能であるか否か。

8. 総収入の 11~，利子， 減価償却費， 管理費， 運’凶弾t ， 維持費に何パーセン ト づっ

配分されるのか。

9. その港に特有の問題があるか否か。

10.総収入を上昇させる展望があるのか。

11. 港の存在が，地域的；国家的福利に役立つているか。

12. 国家的観点より，その港が効率的機能を発揮し得ているのか。

以ヒのよ うな問題点に主眼をおき，著者は 「港湾、経済学」とし、う見出しで，港湾を

分析解説しよう としている。

IT 章での港湾の定義は， 「海陸交通の連絡地または避難場所，通路」といった地域

的環)JI'.における交通的諸条件の一環として規定している。この定義は，交通地理学等

の定義に従ったものである。港湾は国民経済 I：：，産業の発展上に重大な役割をもち，

単に交通の通路，結宣il点としての交通施設，設備だけではなく，貿易量の増大に伴な
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J、地域開発のための一拠点として考える必要がいる。

田章では，港湾設備の需要者，直接的には船主，輸出入業者であるが，その木質的

需要というものは，ヒンターランドの広狭，国家政府の方針に左右されるが，港湾設

備の需要の波動性について，例えば，英国北東部沿岸のある港の貨物労働設備の需要

量を示している。 (1950年，7/8,P45) 

31st July ・・ ・・ 3 Vessels Working 

l st August ・・・ 1 II II 

2 ncl II・・・・ 2 グ ／／

3 rd II ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3 II II 

4 th II ・ ・ ・ 3 II II 

5 th II ・・ 3 II II 

6th 11 (Sunday) 

7th /1 (Bank Holiday) 

8th II ・・ 6 Vessels Working 

9th 

10th 

11th 

II ・ ・ ・ ・ 6 II 

II ・・・6 ／／ 

／／・・ ・・ 5 II 

グ （and 3 waiting berths) 

グ（and 2 waiting berths) 

II 

この例によると，港湾設備の需要の波動性が端的に示され，ピークとピーク ・オフ

の波1fiiJ1生のゆえに， 港湾管理者と需要者の間には，港湾設備能力に対する要求に必然

的差異が生じることが指摘されているc

N撃では，英国の港湾管理の組織形態を分類解説している（p55）。

1. Autonomous on Turst. 

2. Municipally Owned. 

3. Company Privately Owned. 

4. Country Owned. 

5. Body Corporate Owned (set up by Government). 

6. Province or region Owned. 

7. Railway Owned. 

8. Canal Owned. 
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さらに PortAuthorityの権利と義務が分類列記されている。わが国の港湾管理と

異なり，企業的自由，効率的経営が維持できる公共企業形態を形成しているといえよ

う。

V章では，PortAuthorityの財政事情に主眼を置き，資本の定義を AlecCairnc-

rossの定義にもとづき，バランスシートの資産を意味するとし，港湾資産状況を詳細

に分析している。わが国港湾管理形態と異り，独立採算制を基調とし，港湾収入と支

出を分類解説している。

¥11￥では，英国の港湾労働者の雇備制度には長い歴史があるが，1950年の驚録港湾

労働者は78,500人であり．その内で日雇労働者は62822人である（p82）。港湾労働の性

絡上，Fl属労働者の比率が多いために， 港湾労働の安定が望み符ないことが主張され

ている。その反面， 「港湾労働者は他産業の労働者より所得が高し、」ということを強

調している（p.85）。また港湾労働の機械化の遅れを指摘し，機械化，近代化を要望し

ているが，それは単に港湾を利用するものの立場から，港湾機能の憎大という前提で

強調しているc

百主主では，EdwardEが行なったトン税制度からの史的分析と，港湾諸料金の項目

やその賦課基準についての説明がしてある。

VfITJ;主において．港湾の経？主」二，設備の管理，維持，運＇13，財務等の業務事情と経済

学とを関係させ，組織形態を分類考察している。

K主主では， 著者は「独占と競争との差異が種類によるのでなく， 度合いによると

し」 ，英国には 300以上の港があり，競争と独占は一般企業に対する Priceと港湾の

Port Chargeに対比させて解説している。また PortAuthorityの国有化が推し進め

られた TheTransport Act ( 1947）とTheTransport Act (1953）の制定過程が解

説してあるο

X章では， 9項目に亘って説明している。（1）港税。（2）利益税。（3）超過利後課税。（!J,)

地方税。（5）保険。（6）自由港。（7）港湾の付属的サーヒ‘ス業務。（8）港湾組織体，つまり（a)

イギリス港庁協会，（紛全国港湾事業者協会について。（9；抜荷について分類考察してい

る。

:xi:主主では， Briti~h Transport Commissionの Dockand Inland Waterway -Ex-

ecutive . つま り港湾と内水路の統合された執行機関（なお1953＇＜「以後，港湾ffl~－Trans-



“PORT ECONOMICS” 387 

port Dock Divisionーと内陸水運背［；－Transport Waterway Divisionーの二つに分

離した）があった。 この寧においては， 特に運河の経済的問題を考察し， Trasport

Commission Canalの取扱い輸送トン数は1948年， 11,310,000トン， 1950年， 12,

236,000トンと内航水上輸送の幸lj用上昇を分析説明して， その現状と将来性などの解

説をしている。

以上が， Bown氏の PortEconomicsの各章の内容概説であるが， 1953年以前の

英国の港湾状況について経済学として体系化を試みた書で、ある。

経済学の研究対象は，経済主体の悩む経済行為の集まった経済現象にある。木書の

研究対象はその港湾経済現象の分析に主眼を置いている。しかし経済現象は経済以外

の要因によって制約されるので，その木質を究明しなければならない。特に港湾は木

質を解明せずして，港湾現象を分析すべきでない。本書の内容は，i学に形態的に港湾

に関係する経済的諸問題，各事情なり，専門用語の解説なりを精織に分類考察してい

るにすぎない。それゆえに港湾経済活動にとって必須の実践的知識体系やそれによっ

て導き出される判断力を形成するのに，本書は役立つといえるが，しかし社会科学上

の「経済学」として港湾研究を似えていたといえるであろうかという疑問が生じる。

本書は港湾を経済学に関係づけているが，科学的な方法論がなくて，単に形態的な研

究対象方法のみで解明することのできる学問分野（例えば，自然科学の分野や，商業

学もこれに近いものをもっている〕と同様に『港湾経済学」を取扱っているように感

じ得る。その意味では本書は商学的接近方法や経済地理学的手法で論じられていると

もいえよう。

Economics として，体系化したものにするためには，社会科学，と くに経済政策

上問題意識のもとでの独立の一定の科学的方法論のもとでの分析考察が必要である。

「港湾経済学」が，社会科学であるには集成された知識ないし認識が，体系化された

論理的諸条例＝をうらづけにして一定の立場より解釈されなければならなし、。港湾問題

には，例えば，経済発展に伴な う わが｜謹港湾の諸問題が単にーll~i＇的な現象として生じ

た性質のものでないように，資本主義経済のもつ内部的必然、性なり，経済のもつ法則

的な結果として現象化したのであるから，木告の分析考察のような実践的状況判断力

では説明が不可能であるω つまり実践的解説もしくは問題整理の分析では，港湾問題

を説明つけるには限界が生じている。それ放に港湾研究には，花gr,専にとりまくもろも
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ろの条件の中で， 総合的な商からの研究が必然、的に要求される。 単に経済地理学手

法，商業学的接近方法にもとづく港湾事情や港湾経済に関係する取引上の知識として

ではなく ，資本主義経済社会の中にあって最も港湾が木質的にかかわり合いをもっ要

因との関連で，経済政策上のもとで港湾研究がされるべきである。

学聞は各時代における社会的発展の観念的所産として，とくに研究対象や方法論の

推移動向は，その時代の社会的要求を如実に反映するものであるから，本書は当時の

港湾学としての成果を十分に発揮していることを認めねばならない。港湾が国民経済

活動に重大なる要因を持つ今日，社会科学上の方法論として，全領域を網羅している

「港湾経済学」を集大成させることが必要である。

(Published by the Dock and Harbour Authority, London, 1953. ) 
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学会記事

1. 学会10年の歩み

円本港湾経済学会は， 1962年10月に創立総会および第1回全国大会を横浜港（シノレ

タ・センタ ー〉において開催してより、本年で、満10年をむかえた。したがって本年は

第10回記念大会を再び横浜港において開催されることになった。第10回全国大会以降

の小史をみると下記のようである。

第1回大会 (1962年〕 （横 浜 港〉

第2回大会（1963年〉 （東 京 港〉共通論題 （港湾投資の諸問題〉

第3回大会 (1964年〉 （神 戸 港〕 （経済発展と港湾経悩〉

第4回大会 (1965年）（名古屋港〉 （地域開発と港湾〉

第5回大会 (1966年〉 （新 ？烏 港〉 〈日本海沿岸における港湾、

の諸問題と将来〉

第6回大会（1967年） （北九州 ・下関港〉 （輸送の近代化と港符〉

第7回大会 (1968年〕 （小樽 ・道夫諸港〉 （流通体系の斉合i~：と港湾

の近代化〕

第8回大会 (1969年） （大 ｜波 港〉 （大都市港湾、の諸問j也と港

湾〕

~9 回大会（ 1 970年） （清 水 港〉 （流通革新とj:f,'頭経必〉

第10回大会 (1971年〕 （航 lJi'< 港〉 （広域港湾と港湾絞滋の諸

問題〕

この学会が発足するまでにはいくつもの契機があった。その一つは， 1956年頃より

不定期に京浜地区の主だった港湾の関係者や研究者が横浜の中華街（安楽闘）に集ま

り，自由に泌を論じ合う会があった。 「船ごみ」問題がもちあがった1960年頃から，

この会で学会をつくろうという意見がもちあがり 、それが横浜の各大学関係者を通

じ， 36名の全国的な発起人会をみるにいたった。こうして1962年の10月には，正会員

99名，賛助会員13名をもって第1回全国大会の開催となった。
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その後，会員数も大巾な増加をみると共に， 第2年目からは学会年報の刊行，各部

会の発足と活動も活発にみられ、数多くの成果をあげてきた。本年の10周年を期して

は，年半Rの特別刊行をはじめ， 改めて理事役員改選を行なうなど今後の発展に備えつ

つある。 （この項は． 『学会10年史』として，実証的な資料をも加えて詳細な歩みを

まとめる予定であったが，時間的な理由から，いづれ他の機会にゆずらざるを得ない

ので，きわめて概要的なものにとどめる。〉

2. 第9回全国大会概要

第9回全国大会は，昭和45年10月51:1より 7Elにいたる三日間清水市において開催

された。共通論題は「流通革新とi阜頭経？芸」で、ジンポジュームもきわめて活発であ

った。港湾見学も公害に悩む田子の浦港から清水港史跡にいたるまで，多くの参加者

をみた。

この大会開催については静岡県，清水市， J也元港運業界および大学の各｛立のど努力

によるところが大きく，改めて感謝の意を表する次第である。

第9回全国大会のプログラムおよび研究報告会のプログラムは下記のよ うである，

大会プログラム

月 行 ドサ 容 場

10.00 見学会集合（i'(,ft岡駅 ・吉原駅 ・清水市

役所前のいづれかに集合し，見学用パ

スにのる。〉

10/5 見学コース（因子の浦港→清水港→海

（月〕 洋博物館→清水港史跡〉 （途中にて昼

17.30 食 ・12.30）開散（17.30頃の予定〉

18.00 理事役員会 レストラ γ

みなと

20.00 
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9.00 開 iヱコ〉' 清水市文化

9.10 講演会「駿河湾諸泌の現状と将来」 センター

（市川武氏〉 (4階大会議室〕

10.00 研究報告会 （共通論題〉

記念線影（昼食Tli!)

12.30 
10/6 

（昼食） （食券発行〉 日本平観光

13.30 、ノンポジューム ホテノレ
（火〉

16.30 総 会

17.30 

18.00 懇親会

20.00 

9.00 研究報告会 （自由論題〉 清水市文化
センター

10/7 12,00 （昼食〉 （食券発行）
(4階大会議室）

（水〕 13 00 研究報告会〔自由論題）

17.00 閉 5:l; 

研究報告会ブロゲラム

研究報告 （共通論題〉 ｜流通革新と埠離蛍 l
10月HI（火） A・M 10.00～12.30 

報告1時間l人30分，質疑応答はシンポジュームにて行ないますので，配布される用

紙に質疑 ・話、見を記入ねがいます。

(1) 日本港湾におけるターミナノレ ・オベレーターの論理

（石川島播磨重工K・K)...・......……東 寿

(2) ターミナノレ ・オベレーションと「公共性」の経済的意味

（港湾経済研究所）...・H ・...・H ・－…－…・…千須和富士夫
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(3）広域港湾と蛇頭経i三

（運輸港湾産業研究室〉 ……・…い H ・H ・喜多村 昌次郎

（生） 輸送革新と港湾近代化について

（明治大学〉……・・・…………・・麻生 平八郎

(5) 流通革新と港湾経i誌の基本問題

〈青山学院大学〉……－－－－・－……・北 見俊郎

研究報告 （自由論題） 縦割lg＇附1人40分質疑応答10分

10月7「！（水）A・M 9. 00～P • M 5. 00 

(1）北海道における工業開発と港湾の課題…・… .....・ H ・－－…・……・ー松 沢 太 郎

削 鹿島B阪地域問題 （海上労働科学研究所） 警罪史締
(3) 長崎港における自由港設置の可能性

（長崎国際経済大学〉 ………・…………・・松本 男

（心 沖純における港湾問題とその本質

（運輸省港湾局〉 …・… .............……今野修平

一一昼食 〈インター ・ミッション〕 12.20より約11時間一一

(5）北海道における海運流動高度化の方向と問題点

（小樽市港湾局〉…－…・……－－－一神代方雅

(6) イギリス絶対王ffj!J下にみる海運 ・港湾政策

一ーその社会経済的アプ且ーチを前提として一一

長島秀夫（関東学院大学〉 … … ・ー－－… ・....・ a・－小林 Jlf.¥ 夫

(7）港湾産業と鉄鋼産業

（京葉鉄鋼埠K・K） ー・・ ・ ・・・山 村 学

(SJ 外貿埠頭公団の建設に係わる海上コンテナータ ーミナノレ料金の考え方

（日本港運協会〕 .......…………………山 本長英

(9）今後の港湾拡充政策について

（大阪産業大学〉・… －…－…・・… …｜司庭 博
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3. 部会活動状況

北海道部会

北海道部会はH白羽Hl年5月設立以来，満5年を経た。設立:)"IJ]j直後，日本港湾経済学

会第7回大会の北海道開催まで活発な活動をつづけてきたが，このところ法千活動が

沈静している。事務局がやや動きがにぶくなり，会員諸氏から激励，叱声がとんでい

る。会員の研究成果もかなり蓄積されて来たので， 今後精力的な研究会を開催してい

く予定である。

当面，昭和46年度総会ならびに研究会を下記によって開催の予定である。

O昭和46年度総会ならびに研究会

日 l時 H百和46年9月中旬

場所 札幌市

研究会 報告「石狩港新港のfj/j発桃想について」

JllJ田真也（北海道企画部〉

（文責 ・徳田欣次〕

関東部会

H百和44年度にひきつづき，関東部会は研究発表と討論を中心に活発な活動を持続し

た。特に今年度は第l田部会において，木大会開催地である清水港について予備的研

究を行なった。毎会参加会員は25～30名であり，関東部会の活動も定着したものとい

える状況である。

昭和45年度の活動概1要を示すと次の通りである。

(1) H召荊145年度第l回関東部会

日 II寺 H自利45年9月lZJ:I（土） 13.00～16.00 

場 所 日本港湾協会談話室（東京都港区芝家平llD・ 1〕

発表者喜多村昌次郎氏（運輸港湾産業研究室〉

発表題目 「ヨーロッパにおける港湾産業」

要 旨現地の調査旅行の成果を折りませ’て， 理路整然とヨーロ ッパの港湾産業

の実態と体質，合理的企業活動等についての分析と説明がなされ，会員

各位に深い感銘を与えた。氏の巾広い知識と深い洞察力が，わが国の港
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湾、産業について自動的に考えさせた発表であった。

共同討議 「清水港に｜刻する研究成果と今後の課題J

コメンタ 柾幸雄氏 CWi浜市大〉 「清水港発達史概要」
ーおよび
コメン ト 落合敏郎氏（京浜外貿i阜頭公団〉 「コンテナの流動よ りみた清水港」

今野修平氏（運輸省〉 「駿河湾・清水港の今後の課題J

以上3名のコメンタ ー提案の問題を中心に討議を行なったが，当地清水港より本会

会員片平明氏他1名が御多忙中臨席下さり，討議に参加下さると共に， 現地の大会準

備の状況等の報告があり，招待の挨拶があった。

(2) ｜昭和45年度第21団関東部会

iヨ l時昭和45年12月121:1（土） 14.00～15.30 

場 所 日本港湾協会談話室（東京都港区芝琴平町1〕

発表者団中英輔氏（NCT〕

発表題目 「コンテナターミナノレにおける実務上の問題点l

~. 旨 東京港品川崎頭のコンテナターミ ナノレにて活躍中の氏からシャーシ一方

式・ストラドノレ方式の比較，施設機掠の問題点と日米の比較について，

極めて専門的見解が抜属された。コンテナ化の当初からこの問題に取組

んでいられる氏の実地にそく した見解は， 会員間での活発な討議をl呼

んだ。

(3) II百45和年度第3団関東部会

l二｜ ｜時昭和46年2月9Cl （土〕14.30～16.00

場 所 日本港湾協会談話室 （東京都港区芝琴平町1)

発表者 市川勝一氏 （全日本検数協会〉

発表題目 「港湾産業と教育訓練」

要 旨輸送革新に伴な う港湾荷役の変貌． 港湾労働の安定と労働者の地位向

上，港湾産業の質的向上のためにも，港湾産業における教育訓練の必要

性を専門的立場から熱っぽく説かれた。全く新しい観点からの港湾問題

の提起で，参加した会員に新しい問題意識を与える有意義な部会であっ

た。
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（日本港湾経済学会会長矢野剛先生には，昭和45年度の部会活動にも参加せられ

ていたが，昭和46年8月23日逝去された。関東部会では弔電を霊前に捧げると共に，

告別式には会員一同を代表して山村学氏，玉井克輔氏が参列し，先生の生前における

)';JI会での活躍をしのぶと共に，似しんで街l冥；福をお祈りした。 〉

x × × 

本部会活動には会員一同の熱意溢れる協カの他，会場の提供等で日本港湾協会事務

局より，常に暖い支援をいただいている。この際厚く謝意を表しておきたい。部会事

務局では適宜日本港湾協会に対し，部会会員の共通の意志として粗品等を贈り謝意を

表している次第である。会員一同および本部事務局への報告も兼ねて一筆呈上してお

く次第である。

〔文責 ・今野修平〉

中部部会

中部部会設立経過の概要

(1) 中部地区における，港湾、の近代化・合理化に対処し，また学会本部の聖書請もあり，

H百和45年8月J也元（名古屋市〉在住の大学の諸先生，公共団体，業界の有志、が中心

となり，部会設立準備委員会（委員長酒井正三郎〉を結成して準備会を重ね，附荊1

46年6月5日（土〉設立総会を開催，中部地区の学者， 研究者，実務家約90氏の結

集を得て発足した。学会本部創立10周年に当り意義深く感ずる。

この発足については学会本部並びに会員諸子の絶大なるご支援に対して本誌を拝

借して厚くお礼を申し上げる次第である。

(2）設立総会記念青!It演会

｜二｜ ｜時

場所

昭和46年6月5日午・mm,oo～午後3.00

名古屋市港区南倉H汀名古屋港湾会館会議室

設立総会は会員60名の参集を得て開催，議事として会則案の審議．役員選出．役員代

表挨拶（酒井正三郎〉．港湾管理者代表挟拶（紅村文雄〉．学会本部より柴田副会長，高見

：常任理事，北見事務局長の出席を得lf.：：.，日本港湾経済学会会長挨拶（代理柴田銀次郎〉．

続いて地元代表名古屋商工会議所高橋副会頭より祝詞を得て盛会裡に進められ午後1

Ilg＇より 311寺までお念講淡が行なわれた。
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（記念研究報告〕

「名古屋港と地域経済について」 .....（名古屋大学教授〉岡崎不二男

（記念講演〉

「港湾管理経営問題と港湾の近代化」……（青山学院大学教授）北見俊郎

(3）部会所在地，役員，会良

部会事務局所在地名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の対ll

名古屋市立大学経済学部気付

役員 部会長 酒井正三郎（南山大学）

副部会長 野村寅三郎（名古屋学院大学〉

理 事 橋本~三（名城大学）

II 岡崎不二男（名古屋市立大学〉

II 富田 俊三（商工会議所〉

II 小林陸自II（名古屋港管理組合〉

幹 事 松永嘉夫（名古屋市立大学〉

監 司5 井｜品l弘太郎（名古屋大学〉

／／ 富安正美（東陽倉庫KK)

会員 6月現在 92名

所属（大学関係26名官公庁関係28名会社関係38名〕

(4）中部部会設立後の状況

部会が設立されたばかりで具体的に動き出すには，ある程度のH奇聞を要する。関係

者から期待される，調査研究を実施するには，先づ基礎造りが先決である。従って研

一究熱心な部会員によって，プロジェタ ト，チームを編成，調査研究課題を選定，積

鋭的に取組み，権威ある部会活動を実施するため，実施要領の策定段階である。今後

層会員諸子のご支援とど指導を重ねてお願いする。

（文責 ・宇尾野俊夫〉

関西部会

3月271:1，芦屋市民会館において昭荊146年度関西部会を聞いた。参加者30名。
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神戸市港湾局岸孝雄氏から「神戸港港湾労働訓練センター構想についてJ，大阪市

港湾局大西英雄氏から「大阪南港複合ターミナノレプランについて」の研究報告がなさ

れた。岸氏は，すでに訓紋施設の設置が進行している横浜の例を紹介されながら，神

戸の訪l協Ifセンターにおいても，技術のみでなく社会的な人格形成の場としても完備し

ていきたいと現況の報告がなされた。質問の中で訓練センターの運蛍主体にっし、て疑

問が出され，港湾法の解釈はどうするかなどと討論がなされた。

大西氏は， 複合流通団地の建設予定である大阪南港の開発プランについて述べら

れ，当面考えうる建設タイプとして 4種の方法〈多線型，平面＋立体型，多層型．装

［丘型）とその特徴について報告された。フレートライナー，トラックターミナノレとと

もに港湾のターミナノレを開発しようとする新しい方向を具体化されたものとして興味

深いものであった。

{{jl会席上3名の学会加入申入れ者があった。

4. 理事役員会開催状況

(1) 大会l時理事会 （昭和46年10月5上l，於清水市〕

E 報告事項

(1）第8回大会完了の件

(2）事業促進の件

A) 年報・名簿・資料配布の件

B) 部会活動の件（年報 ・学会記事参照〉

C) 中部部会発足の件（ が 〉

D) 昭和46年度大会準備の件

E〕その 他

(3）来年度大会にともなう件〈別紙参Jliの

(4）会員増減の件（別紙参照〕 （年報 ・学会記事参照〕

(5）会計事務の件（別紙会計報告参照〕

E 協議事項

(1）会計 （予算 ・決算〉承認の件

（文京・柴田悦子〉
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(2) 部会活動の件

(3）役員改選 ・会則変更等に闘する件

（必来年度大会の件

(5）その他

（付） 事務局要望事項

(1）会員の労作 ・動的｝の報告要望および労作放刷配布の件

(2）来年度「年報」原稿の件

(3）新規会員推薦の件

(4）会員名簿整備の件

(5）来年度大会にともなう件

(6）その他

(2）常任理 4_1';: 会

① Iii'!.不U46年2月61:1 ' 1=1本港湾協会談話室にて第l巨｜の常’任理基i会が開催され

た。報告事項および協議事項は下記のようである。

I 報 告事項

(1) ｜昭和45年度大会終了の｛Lj:

（清水大会開催後の整理，残務処理報告）

(2) Iii!,手1.146年度大会準備の件

（横浜大会報告者アンケート，大会財政事情，横浜市との打合せ事情

その他〉

(3）年報（記念号〉刊行準備の件

（生！神~ 9号一＋IJ行事情，編集方針，原稿募集，アンケート発送事情）

(11） その他

（久リーピング・メンバー整理事情〉

アンケー ト（ 3年間会費未納者対象） 70名

｜加入継続希望者 16名
退会者 54名

（但し適当なH寺期退会者中より特定の者に再加入をすすめる〉

立 協議事項
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(1）理事改選にともなう委員会の件

① 下記の者をもって委員会を編成し， H百荊146年4月頃開催予定の常任理事会

までに理事改選を中心とする原案を挺1:1:¥する。

委員会構成，会長副会長願問常任理事院査事務局長および事務局

幹事

②委員会開催要領

各委員に原案草稿を事務局が前もって送附し，各委員の訂正意見をとり，そ

れをまとめる。委員会を開催し最終案を決める。

③原案作製の要領

木学会の特性なり背景等を充分考慮する。 j也j或1:19（部会）な配分を考J台、す

る。その他職j或織成をも考慮する。

(2）会費値上げに関する件

発足以来正会員会費 1,000円であったものを 1,500円とする。 （会Jllj変更 ・大

会総会での常任理事会一任〉尚賛助会員については従来通りとする。

(3）来年度大会に関する件

主として共通論題のテーマを具体的に決定することにあった、共通論j琶の趣旨

な下記のよう にすでに示されていたが，表現上の技術的な点で論議をつくレた

が，まとまらないので趣旨を尊重して，事務局に一任するものとする。

記 ：（広域港湾問題を中心とする港湾管理，経話，港運業等の近代化について〕

ω昭荊147年度大会に関する件
昭和47年度大会開催地に関して大体の案を検討したが，柴田副会長よ り神戸港

の提案があり，次回常任理事会において決定するものとした。

(5）会員税減の宇｜

清水大会以後の入 ・退会申込者の検討が行なわれた。

② H自荊146年5月28日，日本港湾協会談話室において第2[!'i］の’前任理事会が開催さ

れた。報告事項，および協議事項は下記のようであった。

I 報告事項

(l) 昭和46年度大会開催の件
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(2）年報編集の件

(3) 中部部会発足の件

住）理事選出家の件

(5) 昭和45年度決算報告の件

lI 協議事項

(1) 昭和l5年度決算承認の件

(2) 昭和46年予算案編成の件

(3）理事選出案の件

理事選出にかんする方向付けのために，常ff理事，その他を対象に行ったアンケー

トの大要は下記のようである。

(a）選出要項案としては大体良しとするものが多いが，港湾の特性からして，地域

性を尊重すべしとする意見が多い。

(b）候補者選出方法については， 特にj也j或別推薦率についての見解が多くみられ

た。

（巴）郵送投票の方法については了解されるが，地域性，！職域性については具体的な

意見がょせられた。

(d）選出事務について大体了解された。

(e) その他， 評議員を不安とする見解及び．これに関する具体的な立見がよせられ

た。

(4) 会員増減の件（入会Fj'Iし込み〉

(5) 昭和47年度大会開催地の件 t事11戸港に内定〉

(6）その 他

（尚，理事選出にともない将来検討する必'JE'あるものは，新理事会の成立後あらた

めてとりあげるものとする。〉

5. 理事改選について

｜昭和45年度大会（清水〉総会において，恋FJ.；：改選についての協議市‘項が可決され，

その運蛍については従来の常任：im~rr.会に一任された。したがって桁任理事会は理事選
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出委員会を構成し，選出の方法， その他を再三に亘り検討の上，下記規約によるもの

とした。

尚理事選出にともなう手続きおよび円程は次のよ うである。

一
日
月
5
H
一

『

－

Z

E

－

一
大
会
総
会
了

2

5

一

一

一

理
事
決
定

一

大
会
時
理
事
会
｜
叩
月
4
日

常
任
理
事
会

選
出
委
員
会

計

一
開

票

結

果

↓

T
（
立
会
人）

明

一9
月
お
口

百一小

集理事選出集B目候補者

（無記名）

9 9 
月月
6 20 
El ；；： 「l
頃み〆
発色切
送

投円 ~1_:_i~ 1t1~1 ~ 

｜記2
11 I定

C1！日己名〕

8 
月
:31 
II 
〆
切

（報
告
）

（報
告
）

理 事選 11:＼内規① 

き71> しは1. 

またできうるかぎり公平かっこの規定は．木学会の特性，歴史的背景を考慮し，

民主的な方法をとり入れて，下記のような要項にもとづき選出を行う。この規定に

ともなって生ずる諸問題等は会員ljにもとづき理事会及び常任直下）：；：会においてとりあ

ト「る。

選出権．被選出権2. 

選出総および被選出ra：は，入会年度大会後満2年を経過した疋会員および賛助会

員 （代表者〉が有する。

候補者選出方法3. 

理事候補者を下記要領により推薦する。

(1）全会員による推薦候補者〈自己推薦も可）をつのる。

(2) 抗llt.ifl民補者は地域性， i倣域性を考慮する。
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4. 理事選出方法

(1）推薦された候補者を対象に， 全会員による投禁によってJ!l!'IIを定める。

(2）理事はJ也i或i~I： ， 職域性を考店、する。

尚， 選出の結果，選出委員会は，客観的立場より，かぎられた数の理事が学会

運蛍上必要と認められた場合に限り委員会選出理事を推薦しうる。

5. 選出事務および実施要項

(1）選出にかんする事務は，選出管理委員会を構成して，その任に当る。

(2) この規定によって選出する際の具体的な市項，また必要と思われる実施要項

等は別途定める。

(3）理事候補者，および理市の選出方法は郵便投票によって行う。

(4）理事選出は年度大会前に終了し，理事決定は大会li1Jの'if;(T:理事会（理事会〕

を経て大会総会の承認をうるものとする。

6. その他の事項

(1） 会長， 副会長， 常任理市，評議員， r；：；~在，事務日長その他の役員は，新用事

会成立後会則によって定められる。

(2) この規定は，昭荊]46年度より実施される。

②理事選出実施要項

1. この要項は選出内規にもとづき，選出実胞にともなう具体的諸問題について定

める。

2. 選出に当つては，下記要領により選出管理委員会を梢成する。 偶成委員は選1:1:¥

委員会により定められる。

委員長 柴田副 会長

副委員長 束 常任理事

委員 その他の’常任理111：，事務局長および事務局幹事，各部会τj;：務

局責任者

3. 理事候補者及び羽！事の決定数は下記の'Jl.＇攻により，地域性，l倣j域性を考rc：する。
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③地域性

（会員10名＝ ( ＇！拾5入〉＝につき，候補者1名，理事1名を投票するの〉

(45年度現在会員数による〉

403 

i也 域 JJIJ i会員合計 ｜推附者数 ｜理事定数
①北海道山 ｜ 32 3 3 

②東 北（ 2〕名

rMJ 東（131）名 133 13 13 

③北 7 1 1 

④中 部ω 13 1 1 

⑤関

広 島 (1）名 43 4 4 

⑥九 9 可ム 1 

237 237 23 23 

職域名 （地域性の項に同じ〉

職 域 男lj 員 数（%） 理事梢成比率

①大 83 (39) 40% 

②研究所 26 26 (10) 10% 

③官公 If 58 58 (24) 20% 

④業 界 58 58〔24〕 20% 

⑤その他 7 

不 明 5 13 c 4) 10% 

237 237 (100) c約） 100% 
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尚上記数表は基準を示すものであり，実際の問題については，各地域および部会の

事情を噂重し，理事定数についても委員会選出理事 （内規4条2項〕の活用を行なう

必要があると思われる。

④推薦候補者の決定方法

全会員により，地域別候補者を投票した結果に対して全体として職域別の比率

に合せて投票数上位より，理事決定数の約倍をもってきめる。

⑤ 理事の決定方法

上記の候補者数（J也1或別〕により，投薬の結果，全体としてl隊j或別の比率に合

せて投票数上位よりきめる。

⑥候補者投票および理事投票の開票にあたっては，選出管J!l!.委員より立会人を

定め集計事務を行なう。

謹 告

会長矢野剛先生は＇ 1!lli熱肺炎にて 6 月以降東京都立夜原病院に入院，.~，の

ところ，8月23「l午後10時30分頃お亡くなりになりました。 （解）~IJ により nm

舵iとのことです〕

10周年全国大会をT]IIにして誠に痛恨のいたり に存じます。

ここに直しんでお知らせすると共に，この10年間の御舟労をしのび心よりご

冥福をお祈りEjJしi二げます。

尚，お通夜 （8月241=1) （自宅〕

館i ~~ ( 8月25「l〕 （自宅〉

告別式 （8月26「｜〉 （池袋木教寺〉

埋葬式 （8月29口〉 （池袋木教寺〉

等がそれぞれ行われ，本学会からは御香料，花輪吊辞などを鉾；げ，叉会員な

らびに関係者各位も出席され弔慰を示しま した。

尚，街l逃族より，矢野先生の御泣言により学会への寄附金ならびに文献寄贈

の旨お申1±¥がありました。詳細については追って御報告致しますが，以上I灰

敢えずのお知らせと共に御巡族のど平安を念じます。

昭和46年9月5口

円木港湾経済学会事務局

n木港湾経済学会会員各位様
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はしがき

1. この文献目録は「港湾経済研究」 (No.2, 3, 5, 7, 8）の各号に収録してきた「会

員業績」リストおよび，木誌 No.9に収録する分の向上リストをもとにして，そ

れらを項目別に再編成したものである。

2. したがって， この文献目録の収録範囲は「港湾経済研究」 (No. 2) 刊行時

(1963年〕をさかのぼる10年頃 (1953年〉より1971年2月頃までの間の会員の研

究業績を示すものである。

3. 「会員業績リスト」の再編成に当っては次のような分類項目にしたがった。し

かし，項目別再編成の分類基準は主として Iテーマ lに依存したため，適正を欠

くものもあると思われ，また分類にむづかしいものもふくまれるのでこれらの点

については尚，今後の作業で補ってゆかなければならないものであることをおこ

とわりする必要がある。

l. 港 湾 全 自立 10. 長l EB 港ー 問 題

2. 港 湾 史 l l. 港湾開発（計画〕

3. 港湾管理運蛍 12. 料 金・運賃問題

4. 誌L' 1湾 財 政 13. 広域港湾問題

5 港湾政策（行政〕 14. 都市と港湾問題

6. 港 1湾 労 働 15. 地域と港湾問題

7. 港 湾 産 業 16. 臨海工業と港湾問題

8. i名 事宅 'ill 17. クト 国 港 i宵
9. 港 湾 i'Jl[ 通 18. ｛岡 Jjlj 港 湾

（交通海運・鉄道 ・運 19 関 連 匹目 J担
河・空港コンテナ

4. また，目録中の「区分」は著者，共著，訳書，謙訳，論文，資料， 書評（紹介〉

等の別を示す。

5. すでにのべたように，これは，学会員の「業績リストJをもとにしたので，必

ずしも目録のすべてが「港湾研究」そのものとはかぎらなし、。
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港湾全般

発表テーマ ｜灰分｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

港湾経済の研究 著T'f- Fl本港湾協会 1964. 11 矢 野 岡lj

「国民経済と港湾J 著書 1958. 11 北見俊郎

港湾経済文化論序説 著書 横浜市 1968. 3 II 

港湾論 II 海文堂 1968. 6 ，， 

経済発展における「港湾研究」 共二詰
同「新海文運し館いと発港発行湾

1964. 11 ，， 
の方法論的考察

の展
のために」

輸送革新と港約 ミ生：~！｝ 港湾経済研究
所

1968. 4 喜多村昌次郎

'/II}.迎と港湾の新しい発展のため 共王者 同 x 
lこ

釘i 1964. 11 中西 ｜｜宅

海運国際収支特に港湾経I/Jiの分 II 船主所協会海運 1965. 6 II 

析 研究

〔RochdaleReport) 諜訳 神奈川県経済 1966 高見玄一郎
英｜芸｜における港湾改革の方向

調日査本会港湾経済

μそf:.~

Movement for the Establi 吾行ifUJλ .. Kobe Econom・ 1954 柴間 銀次郎
shment of Free Port in Japan. ic & Business 

Review, No. 

港湾というもの II 東 京 港 1955 矢野 同1

定期船港についての若干の考察 ノY 東 京 港 1955 II 

経済の不均等的発展と港湾 II 「経済系J33・4号 1957 北見俊 nil
商港論に関する覚書 ／／ 「フエリス論 1957 II 

-Terminalの意義一 集J3号

港湾研究法 ノY 人文地理学研
究報

1957 I王 幸雄

海港の性絡 ／／ 海の世界 1958 矢野 同lj

港湾の新しい考え方 II 日本港湾、協会 1958 北 見俊民rs
「港湾」

国民経済と港湾 著：trr 日本港湾、協会 1958 II 

日本経済の不均等性と港湾問題 論文 日本経済政策 1958 ノY

年報No.4

港湾における「技術」と経済 II 「H 」Vol35 1958 ノY

No.7 
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発 表一 ア 一 ーマ 1区分 ｜発表筒所 i発表年月 ｜氏 名

日本の港湾 三E・11マ二凡広f よ也 理 1958 柾 ~主 雌

－港湾経済論組立てのための考 ／／ 交通学研究 1958 中間 ｜陸
短河呈、ミ

労働費の上昇が港湾荷費に及ぼ II 横浜港湾荷役 1961 北見俊郎
す影響について L共同研究J 研究会

経済成長と「港湾」 II 「交通学研究」 1962 II 

経済発展と港湾の基本的関係 II 貨物No.11 1962 ／／ 

（上〕〔下J No.12 ノY

ターミナノレにおける「技術」 と ’F Handling 1962 
経済（上） （下〉 Management. ／／ ／／ 

Vol. ll. No.9 
No.10 

最近のわが国貿易港の重要需品題 ／／ 地 理 1962 柾 主幹 雄

港湾経済について ノY 日本海事新｜苅 1963 矢野 岡リ

港湾と貿易における基本問題 II 日本貿易学会
年宇佐 No.1

1963 北見俊郎

St. ローレンスシーウェイの経 ノY 「5経6号済系」 55・ 1963 ／／ 

済的効果と港湾

経済発展における港湾への一考 II 「埋立と波深」 1963 II 

祭 No. 5 

港湾経済の意義と諸問題 ノY 「港 湾」 1963 II 

港湾経済の本質 ノY 「港湾経済研 1963 II 

究」 No.1 

統計からみた港湾の姿 ノY （印刷 物〕 1964 l詰 文雄

港湾取扱貨物量の変動要素につ II 
第運輸6調巻査第月2報号 1964 

II 

いて

公共陣頭の公共性について ノY 早稲田商学 1964 .5 中間 l陸
No.173 

港湾、経費の海運経営に占める位 ノY 船主協会月報 1964, 9 II 

l宣と国際収支に及ぼす効果 No. 9 

公共投資と港湾 II 「港湾経済研 1964. 11 北見俊民11
究」 No. 2 

港湾経済学体系・試論 II 「港湾」
Vol.41 No.12 1964. 12 ／／ 

港湾、と地域経済・社会 ノY 「交通学研究」 1964 ／／ 

海運国際収支と港湾経費 ／／ 港 事雪 1965. 2 寺谷 武明
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発 表 ア 弓ミF ｜区分｜発表箇所｜発表年月｜氏 名

港湾のTu:'ll!性 論文 城西経済雑誌 1965. 4 矢野 岡リ

セントローレン久のシーウェイ II 国土産業経済 1995. 5 
と港湾問題

経問済題発点展における港湾の役；！illと ／／ 経年済政策学会
報 No.12

1965. 5 北見俊郎

工業化と港資湾本（上〉的 II 「経済系J 1965. 6 
ーその 主義性絡一 No.65 

転換期をむかえた港湾問組 II 「貿易と関税」 1965. 11 喜多村昌次郎

貿易港湾問題の一考察 II 
論中央主主大7学巻商6学号

1965. 12 三橋文明

II＊港湾経済学会北海道部会に II 北海道港湾号経 1966. 5 上原附三自ll
際して lfl （創刊 〉

港湾における体制的合理化と II 「経岱研究 1966. 7 柴凹悦 子
その内容 （1.2) (84.86号〕

港湾における輸送体ilJIJの近代化 II 「交通学研究
年報」

1966.10 北 見俊郎

工業化と港湾（下J II 「経済系」 1966. 11 
No.70 

本邦港湾の特性と当面ーする重安 者文 日本財政経済 1966. 12 中正 孝 雄
諸問題 研究月報

Vol. 13No.12 

経済発展と「港湾問題」 論文 日本財政経済 1967. 2 北見俊郎
研究所報

経済発展と港湾のビジョン II 「切るい市政」 1967. 5 
1967. 5 

港湾における「合理化」とその II 「運輸と経済J 1967. 6 
flヰ造的問題性 1967. 6 

港構造湾における「合理化」とその ／／ 「運輸と経済」 1967. 6 
的問題性 No. 7 

港を洗う近代化の波 ／／ 「エコノミス ト」1967. 6 柴回悦子

社会科学6)としての「港湾論」 ／／ 「港湾」 Vol.441967. 8 北見俊良ll
(1，～ No.8. 9, 10. 12 9.10. 

Vol. 45No.1. 2 1968.12 
1969.1.2 

経済発展と港湾機能 ／／ 「港湾経済研究」1667.10 
No. 5 

港湾焔設利用の問題点 II 「港湾経済研究」
No. 5－号

1967. 10 今野修平
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発 表ー ア 一 ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月｜氏 名

輸入食糧とこれからの港湾 論文
輸会記入食糧協集周議年

1968. 1 今野修平
創立20
念論文

港湾革命談議 (1～5) II 「港 湾」 1968. 7 東 守雪
～11 
1969. 1 

港湾近代化をめくって（12.3) II II 1968. 8 喜多村昌次郎
9-10 

港湾の経節的性絡に関して II 「港湾経済研究」 1968. 8 柴田悦子
No. 6 

港湾に対する私見 λy 「港湾」Vol.46 1969. 4 浅薬 尚 一

流通経伐と港湾体制 II 「港湾」Vol.46 1969. 5 喜多村 昌次郎

流通革新と港湾機能（上・ι｜」・下〉 II 日刊巡輸タイ 1969. 8 ノY

ムズ

港湾の近代化 ノY
「運運輸輸調と査経局済」

1969. 10 高見玄一位ll

港湾運送機能合理化の考察 ／／ 「港湾経済研 1969.10 宮地光之
先」 No. 7 

港湾の近代化と「制度Jの問題 ／／ 「港湾経済研
究 No.7

1969.10 佐々木高志

人間・そ経の済基と礎港晴旬湾諸
／／ 「港湾Jvol.46 1969.11 北見俊郎

一 問題一 No.11 

市民生活と港湾 ／／ 「港湾」Vol.46 1969. 11 柴田悦 子
No.11 

港湾の合理化と近代化の基礎条 λy 「輸送展望」 1970. 6 北見 俊良II
｛牛 No.96 

1:1本経済の発展と港湾の本質的 II 
「会日年本報交」通学 1970.10 ノY

課題

港湾における公共性と経済性 II 
「究海所事報産」業研 1971. 1 和泉 P:ft三

天野剛者「港湾経済の研究」 書評 早稲田商学 1965. 4 ノY

No.179 

；｜ヒ見俊民II著「国民経済と港湾」 II 泌 事母 1966. 3 喜多村品次郎

北見俊郎著 「港湾論」 λy 「海 運」 1968. 8 ノY

北見俊郎著「港湾論」 II 「究港」湾経済研 1968. 8 』正 主主 kilt 
No.6 
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発 表 ア 一 ... ｜区分｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

北見俊自II「港湾論J 書評 「経済系」 1968. 10 柴田悦子

「港湾経済研究， No.7 ／／ 「、港湾」No.3 1970. 3 北見俊郎

「輸送湾産革新と浴会湾産業」 II 「海運JNo.516 1970. 9 II 

（港 業研究編）

槍山千里編「中山民主次先生伝」 紹介
経「北済海研道究港」湾No.5 

1968. 4 徳 田欣 次

北見湾俊」郎を 「アジア経済の発展と ／／ 「究港」湾経済研 1964. 中西 陸
¥1!i 読んで

海運系新新論発集展刊行会「海運と宇佐 ／／ 「港湾」 1965. 8 北見 俊 郎
湾のしい のためにJ Vol.4No.8 

矢野岡lj「港湾経済の研究」 II 「港湾」Vol.43 1966. 12 ／／ 

“Towards an Economic App- ／／ 「港湾経済研 1970.10 東海林 滋
raisal of Port Investment” 究」 No.8
(R. 0. Gross〕

日本港湾経済学会編「流通革研f新 II 「泌 ~·fiJ」 1970.12 徳 ｜王lj伏次
と土師兵経泊」 ( 港湾経済 先
No.8) 

港湾，サーヒスコス トの分析 資料 111 冊｝ 1962 是常福治

分「港析湾」のもたらす経済的利益の ／／ 巡輸省港湾局 1994. 3 北見俊郎

港析湾のもたらす経済的利益の分 II 運輸省港湾局 1964. 3 ミな：谷武明

経済発展と浴湾のピジョン ／／ 「切るい市政」 1967. 5 北見俊民II
No.23 

「港化湾問題」をめぐる合理化と II 「ヲf働経済」 1968. 7 ／／ 

近代 No.15 

港湾の体系と体制 II 「港湾」Vol.46 1969. 12 ノY

No.12 

神り戸）港史概説（ 1部協力者あ 著書
神同戸港名振発興協行会

1961 持仁 孝維

近代港湾の成立と発展 ノY 東洋経済新報社 1962 高見玄一郎

史け的考察よりみた変革期のはし 共著 港編湾産業研究 1968.12 今 野修平
運送 会 No.2

港湾の昔と今 論文 海の世界 1958 矢野 関U

わが国主要貿易港発展形態の分 ／／ 日本会経年済政策 1961 松浦茂治
析 学報X
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発 表 ア 一 ー才 ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月｜氏 名

本邦戦時港湾施策 論文 日本港年湾経済 1963 矢野 問1
学会報No.1

港的湾における海上貨物輸送の史 II 港湾労働 1964. 3 荊l 泉雄三
概説

港連企業の史的分析 II 11 No.96 II ／／ 

東北野蒜築期港覚湾え書 II 横浜市立大学 1963 寺 谷武明
一明治前港研究序説ー 論叢15巻1号

三光汽船発展史論 II 三論文光汽集船34年 1964. 9 岡庭 ↑専

消水港袋史 II 港新しい海発運と
湾の展の

1964. 11 中正 幸雄

ために

Jj本における近代港湾の生成 II 
堀江海究保義編 1967. 1 佐々木誠治
「 事経済史
研」

升米iを石 II 「神戸港」 1967. 4 是常福治
一中1止の港湾使用料

本邦港湾政代策史序説 ／／ 「交通学研究J 1967. 10 寺谷武明
一明治｜待を中心と してー

「流的通革命と港湾」の世界 II 「港湾」 1968. 5 柾 2¥t 雄
史考察 45巻5号

港湾運送業の合理化と資本的集中 ／／ 
「輸港送湾革新産業とJ 1970. 8 玉井克輔

一主として戦前における史考
察一

わが凪主要貿易港発展形態の研 研究 一橋論叢44の 1960 松浦茂治
究 ノート 1 

掘江保］歳「海事経済史研究」 書評 V「港o 湾J 1967. 8 北見俊郎
ol. No.5 

大阪市港湾局編 「大阪港史」 ／／ 「究港」湾産業研 1969. 10 問中文信
No.7 

北海道の港運業の社史について 紹介
「北済海研道究港N湾o. 1968. 4 

徳田 j伏次
（その1) 経 5

イギリ ス戦時港湾施策 資料
学湾＇.＇2会経号h港年済研湾報経究！港済第

1966 矢 野 岡lj
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3－港湾管理運営一

発ぷアーマ I 12＜：~ 1 発表箇所時竺｜三一一名 一
経・，Oj；立j也

経営立J也政tilt

著書 1958 米花 稔

II 1961 

港湾企業経泊主体の自主化 ｜ ／／ ｜海運叢書 sI 1961 

1牢瀕ターミナノレ発展の一般理論 l II ｜港湾経済研究 I1966 
｜｜ 所

為替消3平協定概論 I II ｜千倉書房 I1938 

矢 野 間lj

高見玄一良11

小 泉 信

欧米のポート ・オーソリティと ｜共著 ｜明治100年記 I196s.10 I：矢 野 附I]
わが国の港湾管理 ｜ ｜念講座

「広域港湾の
開発と発展」
神戸市企画局

グ l II I 1鰯 31北凡 俊郎「広域泌総経討のあ り方

港湾運白の実証的研究

「港湾迎；留の実証的研究」
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港湾、運おの実証的研究

港湾巡悩に~］する研究 ｜訳書 ｜港湾都市協議会I1963 1北 見俊民11

(Booz・Allen& Hamilton ｜謙訳 ｜港湾経済研究 I1966 ｜高見玄一郎
l{eport) I I肋
i事頭タ ーミナノレ経蛍論 ｜ ｜ 

Problems in Port Administr-I論文 JKobeEconom-1 1962 ｜柴田 銀次郎
ation and Finance in japan. I lie & Business 

Review, No.9 

イギリ ス港湾の管理 ・経蛍1M皮 ｜ II ｜伊坂市助教授 I1964 
とその問地点 ｜ ｜巡歴論文集

中西 lklk 

木邦六大港における港湾収支の ｜ ／／ ｜横浜市立大学 I1966. 3 I寺谷武明
考察 L上 ・下〉 ｜ ｜論叢

港湾経泊のJill念と問題点 I II I「港湾経済研 I1965. lo I北見 俊 郎
究」 No.3
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( f) 

グ ｜「経済系」 I 1967, 6 I北凡 俊郎

I No.72 I 
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発 表 ア ーマ ｜区分｜発表箇所 ｜発表年月｜氏 名

「港湾講座」港湾ターミナ①ノレ経 論文 貿易実務ダイ 1967. 7 喜多村昌次郎
？よ？とポー トオーソ リティ ジエス ト

米国における港湾経営とポー ト II 貿易実務ダイ 1967. 8 ／／ 

・オーソリティ （2.3) ジユス ト

輸送革2.新3)と港湾ターミナノレ運送 II II 1967. 11 ／／ 

(1. .12 
1968. 1 

港湾巡？よ？の諸問題と基礎条件 II 「経済系」 1967. 12 北 見俊民IS
No.75 

港湾管理運蛍の諸問題（1.2. 3) II ノY 1968. 5 喜多村昌次郎

コンテナ輸送に必要な運送証券 II 海外商事法務 1968. 6 小 原三佑)j(i
I . TI .11 

私の提言「港湾経蛍に対する私 II 「港湾」 1968. 8 杉沢新一
見」

商学 ・経輸官；学論：および会法計学専攻 II 「貨物教室」 1968. 8 田中文信
者の運理研究方 222号

大阪湾ポー ト・ オーソリティ問 II 
港発神戸湾展市の編開広発域と

1968.10 東 寿
題

固定資産の再評価の滅価償却 II 「海外海事研 1969. 7 米山 談
究No.66

合理化一般とターミナノレ ・オベ II 「海述」No.507 1969. 8 喜多村昌次郎
レーション

港湾の合中理化と経蛍 ・労働 II 日刊迎輸タイ 1969. 9 ノソ

（上 ・ ・下〉 ムス

欧米のポートオーソリティとわ II 会「城誌西経済学 1969. 9 矢 野 問lj
が国の港湾管理 」Vol.5 

No.2 

広域港湾論観一主としてオベレー ／／ 「港湾経済研 1969. 10 高見玄一郎
ションの点からー 究JNo目7

雑貨埠頭ターミナノレ経営論序説 ／／ 
港「輸湾送産業革新」の

1970. 8 宮地光之

港湾経出の諸問題 ／／ 
長崎県大立国研際究 1970. 9 柴任！ 銀次郎

経所究済」「調学査研と

11本港湾におけるターミナノレ ・ II 「港湾経済研 1970.10 東 ヲ寺
オベレーターの論理 究」 No.8
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発 表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

「流通革新」における「港湾経 論文 「港湾経済研 1970.10 北 見俊郎
？よ：の基本問題 予iCJNo.8 

広域港湾とふJij(経詮； II 「港湾経済研 1970. 10 喜多村昌次郎
究」 ・oNs

ターミナノレ ・オベレーショ ンと ／／ 

「公共性Jの経済的意味
「港湾経済研
究」 No.8

1970. 10 千須荊1富土夫

欧米のポー ト・オーソリティと ／／ 「港湾経済研 1970. 10 矢 野 日11]
わが閣の港湾の管理問題 ヲiENo.8

公共H事政の効率化と公共性 ／／ 「港湾」
Vol.47 No.11 

1970. 11 宮 地 光之

向井船次若「港湾の管理開発」 書評 港湾経済研究 1966.10 喜多村昌次郎
No.3 

住任l正一「港湾管理と港湾運送 ／／ 「海運」 1968.10 北 見俊民11
の基礎理論」 Vol.45 No.10 

ロッテノレダム港の管理運蛍につ 紹介 東 京 港 1966. 1 ｜司 素夫
いて Vol.15 No.4 

アムステノレダム港の管理につい II λY 1966. 6 λY 

て Vol.16 No.3 

ロンドン港務)f,)の機構について ノY λy 1966. 10 II 

Vol.16 No.5 

ニューヨーク泌とそのお楽 資料 東 /'J'~ ザ占 1955 矢 野 ~~jl] 
（上） （一卜） 1956 

米i到港湾経’以前1査桜色i II 1959 JR 予言

ニューヨーク ・ポー ト， オソ リ ／／ 資首都両速研究 1960 小 泉信 一
ティのcJ＋業概11.' 料 No.8

ロンドン港の管理五g必 ノY 査運輸調査局調
資料No.572

1964. 11 井 上文雄

東京湾のボートオーソ リティ に II 

就て
神奈川県委託
吾6間b.~ムL且~

1969 高見玄一良II

港湾の経悩形態 II 全国市長会港会
湾都市協議

1970. 6 柴 旺l銀次郎
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4－港湾財政一

発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所｜発表年月 ｜氏 名

港湾財政確立の問題点 著書 1960 是常福治

港湾の経蛍とその財政問題 論文 年国際経済研究号 1961 柴田銀次郎
報第11

都市港湾財政確立の問題点につ ／／ 

協集第議（4全会回国港総市会湾長都講会市演） 
1961 柴閉銀次郎

いて

各国港湾に於ける港費の比較研 ／／ 海外海事研究 1964. 7 古 川 留次郎
究 No.1 

港湾資産の推計と課題 !! 富士論叢 1964. 11 杉沢新一

各国港湾に於ける港費の比較研 !! 海外海事研究 1964 ii 川 有次郎
究

イギリス港湾の財政問題 ／／ 港湾経済研究 1964 rj・1 丙 ｜陸

港湾資産の雄計と課題 II 富士論叢 1964 杉沢新一

独立採算制とロンドン港庁の港 II 海運と港発湾の 1964 矢 ~＼f 同リ
許可財政 新しい展の

ために

港湾投資効果の判定 λy 海事交通研究 1966. 6 ,,, j7可 II圭

社会資本資産（とくに港湾資産 ／／ 港 T主l 1966. 9 竹内良夫
の地域分布〕

絵り宮方拭著「港湾の財政経蛍のあ 書評 日本港湾学会 1966. 10 柴田悦子
年村i No.4 

港湾資産のiff~~－1・（前編 ・ 後編〕 資料

経析官表発湾表J 

1957 官 ｜崎 茂－
画局およ
輸省港湾
料として

雑に誌要旨「捲発

港湾投資の収主主セI: 資料 国土産業経済 1966. 5 矢 野 同1

港湾、資産の評印Ii II 運輸省港湾局 1966. 11 杉沢新一

5－港湾政策 （行政〕 ，港湾関違法一

発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発 表筒所1発表年月 ｜氏 名

社会学と社会政策との接点 著書 「社本会政策の I1960 
基 問題」

1岩崎重男

港湾三法の解説 II 五島 書店 I1965. 10・1松木 話j
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発 表 ア ーマ ｜灰分 ｜発 表 箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

各国港湾行政の実態 共著 日本港湾協会 1960 i嶋 文雄

バース，上屋，倉庫，併 論文 （神 戸港〕 1961 是常福治

船混み対策問題の根底にあるも ／／ 鯨言欧諸第l 1961 矢好 同lj
の 号

戦時下港湾対策の意義 ／／ 横浜市立大学一号
論議14巻2

1963 寺 谷武明

港湾運送事業法の改正と港運業 ／／ 雑誌 1966. 3 r「1 丙 目安
の将来 「海運J468号

「港湾問題Jと港湾近代化対策 ／／ 港湾 Vol.43 1966. 4 北見俊郎
の誕生 Vol. 4 

港湾投資と港湾政策（1・2・3〕 ／／ ／／ 1968. 2 喜多村昌次郎
3•4 

転換期の港湾政策 ／／ 「「l本経済政 1968. 3 北見俊民11
策学会年報」
No.15 

運送法規の基本的構造と問題点 ／／ 「貨物教室！ 1968. 6 問中文信
220号

〈イギリス＞ 1966年港湾法 資料 外国の立法 1967. 1 今 野修 平
No. 27 

港湾、と港湾運送事業法 論文 「港許可」 1968. 1 喜多村畠次郎

6－港湾労働一

発 表 ア ーマ ｜的 ｜発 表 箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

恐るべき労働第2巻 者fH （共同執筆〉 1961 大 山 吉郎

港湾労働の桝造と変動 ／／ 現ii )(_ ＇、’二：1一． 1964. 11 書多村昌次良11

港湾労務管理の実務 ／／ 1毎 ：女 ，長！： 1964 高見玄一良II

兵庫県労働運動史 共著 （兵府県発行〉 1951 大 山 吉 郎

港湾労働 ／／ 北海立総合経 1964. 3 ｜市I!fl 7，号
術研究所

港湾労働 ／／ 港湾労働所収 1964. 3 徳田 l欣次

港湾労働の構造と変動 ~，＿い； ；守－？I 村証 ：女 て弘 1964 喜多村 昌次良II

港湾労働に関する諸問題ー港湾
労働者の実態ー （未定稿〉

共著 lit¥' 写 1958 河越 if!: (T; 
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

神戸港における港湾労働事情 章研一究叢 兵庫県立労査働
研究所「調

1952 大 山吉雄

研究議書」No.l

港湾労働者の収入の安定策 2ill訳 労働研究 1952 ／／ 

(A.A.P.DAWSO N〕

IL O第且ェ7囲内国運輸委員会の ／／ 「労働研究」 1961 ／／ 

一般報

港湾当運送す事業諸及びその労働関係 論文 ヲ'jj劫研究 1954 ノツ

の面る問題（1)(2)'.3)

港湾労働の実態と性格 ／／ 「経済系」32号 1956 北見俊郎

港湾の労働ボス制度をめぐる諸 II 労働研究 1957 大 山 吉郎
問題

神る戸資料港の「手配師問題」に関す 資料 労働研究 1957 ／／ 

下請制の発展と社外工制度 論文 日本労働働法学会
「労法」No.12

1958 ／／ 

Port Labor Conditions in Japan ／／ Kobe Econom-1959 柴田 銀次郎
-Particularly in Kobe port, in t立Business

Review, No. 6 

港地位湾労働に於ける日傭労働者の ／／ 国民経済雑誌-0・ 1959 ／／ 

第100巻第5

転換期をむかえた港湾労務対策 ／／ 「労働 研 究」 1960 大 山 吉雄

港湾労働対策関係資料 ／／ II 1960 II 

現神戸況港における港湾労働対策の ／／ II 1960 ノ／

本道における港湾労働の諸問題 ／／ 職業安定 1961. 1 及川 i日1
No. 48 

港湾労働の雇用実態 ／／ 社会政策学会年 1961 河 i也~： ff 
報10集「労働市
場と賃金l

神戸慣港における 日雇労働者の藤 II 「労働研究」 1961 大 山 吉封i
用行と労働条件

神戸港における荷役作業の実態 ff 国際幸R経済研究 1962 柴田銀次郎
年第12号

港湾労働問題の焦点 ff （全国市長会〕 ff 

北海道港運・企業 ・労働の現状 ／／ 「職業安定」 1963. 1 及 川 i¥JlJ 
No.f>l 
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

港湾運送業における労働力需給 論文 北海道の港現運
企業労働の

1963.3 徳旺i欣次

状

港湾運送業における労働力の需 II 職業安定 1963. 9 ／／ 

給実態 No.60 

港湾労働の問題点と将来 ／／ 「国土産業経 1963 北 見俊郎
i斉JNo.4 

経済発展における港湾労働 ／／ 「経済系」 1963 II 

イギリ λ港湾労働の現状と問題 ／／ 海運研究所報 1963 中丙 l陵
布、 19号

港湾労働者の組合ハイヤリング II 経済経伝研究 1963 山 本君主ー脅
ホーノレ制度ー一一海員組合との対 第14号（ 1 
j七

本道における冬期の雇用事｜言 II 経研I時報 1964. 1 及 川｜ 前1lJ
No.5 

ロッテノレダム港の発展の港湾労 ノY ＂＊船主協会 1964. 10 杉木 － nil 
｛動 月半I~

欧州港湾労働事情概観 ノY 海運研究所報 1964. 10 ノY

港湾労働の課題 ／／ 港湾経済研究 1964. 11 河越屯： （f:
No. 2 

アメリカ太平洋岸における港湾 II 輸入食組協議 1964. 11 II 
労使関係について 会報 No.194

港湾労働の現状と近代化 II 海運No.446 1964. 11 徳田欣次

機湾における労働の生産性と問 ／／ 「海運」 1964. 11 北見俊郎
題点 No.446 

港湾労働の硝1呆と楠矛lj施設の充 II 大
足

｜波 治 1964 jt;j 村忠也

家州の港湾労働事情 II 輸入食組協議
会W No.197 

1965. 2 河越市. ([ 

港湾労働法制化の回顧と展望 II 港 湾 1965. 4 喜多村昌次郎

ロンドン港湾労務管理と其の問 ／／ 事11
題

港 1965. 4 訟木 一 良II

不安定就労の規制と使用者の責 ／／ 季llJ労働法 1965.6 河越屯：｛壬
(l－港湾労働法の基調なるも No.56 
の一一一

木道港湾労働対策の推進 II 職業安定 1965. 6 及 川 百日j
No.71 
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発表テーマ ｜区分 ｜発表箇所｜発表年月 ｜氏 名

制労働の近代化条件についてi論文 ｜港湾経済附119日 61徳間欣次
I No. 3 

港湾労働の諸問題

港湾労働近代化の過程

グ l；京浜文化 I 1965. 7 I柾
Vol. 7 No. 2 

幸雄

!! l海 運 I1965. 9 I：喜多村昌次郎

港湾労働の基調 ｜ ／／ ｜ 「港湾経済研 119£6. 10 I II 

｜｜ 究JNo.4 

1毎員争議と港湾労働の課題 ｜ ／／ ｜「貿易と関税_II :966. 4 I II 

英国における港湾労働者雇用調 lII ｜国民経済雑誌 I1966. 10 I高村忠 也
整制度の生成 巴 巴 巴

横浜港における港湾荷役労働の ｜ II ｜「海
需給実態

連」I1966. 10 I喜多村昌次郎

英国の港湾労働者雇用調格制度 I" l大 阪 港 I1967. 3 I ；志村 Fit'、也
の新動向 (1・2)

「港湾講座」港湾労働をめくる l!! ｜「貿易実務ダ I1967. 4・｜：喜多村 昌次郎
諸問題点 (1・2・3) I ｜イジェス卜」 I5•6 

英国の港湾労働者雇用調整制度 I/1 I大 阪 港 I1967目 51高村忠也
の新動向（3) 目 ι 

港湾労働法の問題点と将来 I II ｜「労働経済」 I 1967. 7 I北見俊郎
No.11 

輸送革新下の港湾労働

港湾J.lli送の現状と港湾労働

北海道における不安定雇用の突 ｜ μ 
態

)1f＼頭の効率利用と港湾労働 I 11 

港習のjの近代化と運送の機械化 I !! 

船員の賃金体系について I !! 

港湾運送における港湾労働問題 ｜ ／／ 
の必礎

港湾における労働生産性 ｜ ／／ 

港湾労働実態報告書 （部分〉

グ ｜「港湾と貿易」 I1968. 2 I喜多村 局次郎

グ ｜「輸送展望」 I1968. 3 I斎膝公 D)J

「北海道労働 I1968. 3 I徳田欣次
研究」 104号

「港湾と貿易」 I196s. 5 I：喜多村 日次郎

「港湾経済研 I1968. s I和良雄 三
究JNo. 6 

「海運経済研 I1968. 10 I柴田悦子
究」 No.2 

「港 湾」 I1969. 2 I喜多村昌次郎
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発 表 ア ーマ ｜区分｜発表箇所｜発表年月 ｜氏 名

北海道における不安定雇用の実 吾dfftr.X: 「北海道労働 1969. 3 1f{j¥ 旺l欣次
態一臨＇＊＇時 ・El雇 ・パートタイマ 研究」 No.107
ーを心にー

港湾労働災害に察関する責任の所 ／／ 「港湾経済研 1969. 12 玉井克輔
在役についての考 一特に船内荷 究」 No.7 
労働についてー

港前労働論 ／／ 
横浜市所大「経産動業済

1970. 3 寺谷武 明

構都研市究造の変 と
問題」

港湾における教育訓練の意義と II 「海運」No.515 1970. 8 北見俊郎
課題

港湾労f!f:h者の供給側面について II 「港湾経済研 1970. 10 篠原陽一
究」No.8

北海道における労働力流動と過 II 「日本人口学 1970. 10 徳田欣次
来lj人口 会会：w」No.4
労務管理に見る港湾荷役企業の II 「港湾経済研 1970. 10 ま :JI二克繍
「近代化」について 究」 No.8

港湾労働近代化手法としての荷 II 

役工学
1970 松橋幸一

港湾、運送事業の近代化と労佼関 ／／ 「近代港湾｜ 1971. ] 害多村昌次郎
係 Vel.3 No. 2 

港湾労働はどう変わるか ノY 「港湾」Vol.48 1971. 1 II 

港湾運送事業と港湾労働 II 「よこはま港 1971. 1 II 

湾厚生JNo.54

港湾労働者をめぐる問題 II 会日本編労有働法学 今野修平

座「新1労8，斐労働法働閣講保

護法（2)

北海道の港湾荷役労働 書評 港湾経済研究 1964. 11 寺谷武 明

港湾労働 II 海運 No.447 1964. 12 古 川 哲次郎

港湾労働の構造と変動 II 「港湾経済研 1965. 6 徳間欣次
究」 No.3 

港f考さザ務管l!I!.の実務 ，， II 1966. 9 II 

No.4 

米国におけるj：患頭と港ターミナノレ ・ 資料 港事業湾貨物働災運送害 1968. 2 ~~＋多村昌次郎
オペレーシ ョン 湾労働

防止労協会
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発 表 ア --.. ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

栗林労組編「栗林労働史」 書評 「港湾」Vol.46 1969. 7 北見俊郎
No.7 

栗林商会労働組合編「栗林労働 II 「究港」湾経済研 1969. 10 喜多村昌次郎
史」 No.7 

Maritime Cargo Transporta- ／／ 「究港」湾経済研 1969. 10 千須和富士夫
tion Conference N.A.S .. No.7 
San Francisco Port Study 

イギリ スの港湾労働事情とその 紹介 レファレンス 1964 河越重任
問題点 No.158 

港湾労働等対策審議会の答申と II 職業安定No.661964 II 

その問題点

喜多村昌次郎「港湾労働の構造 II 「港湾」 1965. 8 北見俊郎
と変動」 Vol. 41 No.8 

荷役技能訓練調査書 ／／ 横浜市港湾局 1966. 8 II 

北海道新、合経済研究所港 ／／ 「港湾JVol.43 1966. 12 ／／ 

「 湾労働」 No.12 

新潟県商工労働部編「港湾労働 ／／ 「港湾経済研 1970. 10 寺谷武明
者実態調査結巣報告書」 究」 No.8 

港湾労働の実態 資料 ヲj’働研究 1956 大 山 吉 !if~

港湾労働者の現状と住宅事情 ／／ 横浜市港湾局 1961. 8 北見俊郎

ニュー ヨーク港の港湾労働法制l ノY 国会法考図書館調査 1961 河越重任
立 査局調査
資料61-8

イタリアの港湾労働法lli!J II 向上調査資料621963 II 

-6 

オーストラリアの港湾労働法 ノY

〔世界の港湾労働事情（班）〕
労働研究No.1761962 II 

新しい港湾労働者の形成 II 「荷役と機械」 1962 北見俊郎
Vol.7 No.7 

曲り角に来た港湾荷役労働 λY 総研時報 1963. 2 徳田欣次
No.2 

北海道の港湾荷役労働 II 北海資道総研研 1963. 3 II 

究料 No.8

インドの港湾労働法制l〔世界の ／／ 労働研究No.1791963 河越重任
港湾労働事情（］）（）〕

「港湾労働等対策審議会」の答 II 「労働神奈川J 1965. 1 北見俊郎
申をめぐって No.193 
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発 表 ア ーミr ｜区分｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

港湾労働法をめぐる諮問題 資料 財団法人運輸 1966 大島藤太郎
調査年記局創念立20
集周 論文

欧米における港湾労働者の職業 ／／ 神奈川県委託 1966 高 見 玄一郎
訓練について 調査

港湾労働教育訓練の方向 ／／ 神奈川県 1970. 3 北見俊郎

7.港 湾 産業一

発 表 ア ーマ l 1x:'l} I発表館i所 ｜発表年月 ｜氏 名

倉庫経泊論 若手十 空宇 x 争上 1966. 4 松本
港湾と「産業貿易センター」 防i ／／ 横浜商て会議 1970. 6 北 見俊郎
j題 月「「

港湾産業の発展のために 共·~ 港編湾産業研究 1967. 2 λY 

会 No.l

港湾産業の発肢のために ／／ 港編湾産業研究 1967. 2 喜多村日次郎
会 No.l

（港湾産業の発展のために〕 ノY 港湾産業研究 1967. 2 市川 勝 一
会編 No.1 

物資流動と輸送手段選択の般移 II 北海道移出入 1968. 3 和泉雄 三
白書

輸送革新と教育訓練（変革期の ／／ ;&di編湾産業研究 1968. 12 市川 勝一
港湾産業〉 会 No.2

変革期の港湾産業 ／／ 港湾産業研究 1968.12 北見 俊民／S
会編 No.2 

変革期の港許可産業 ／／ 港湾産業研究 1968.12 喜多村昌次J)/S
会編 No.2 

変革期の港湾産業 II 港湾産業研究 1968.12 宮地光之
会編 No.2 

輸送革新と港湾産業 II 1毎 文 「】叫』『 1970. 8 北 見俊 郎

「輸送卒業fiと港湾産業」 II 1毎 文 ，三7・ュ 1970. 8 喜多村昌次郎

「輸送革新と港湾産業」 λY 海 文 堂 1970. 8 今 野 修平

倉庫醤業者の先取特権と留置権 論文 倉庫研究昭和
30年

1955 桜 井 正
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発 表 ア ーマ （区分 ｜発表箇所｜発表年月 ｜氏 名

港湾における「技術」 と合理化 論文 「経済系」37号 1957 北見俊郎
の問題

簡類倉易荷庫役荷サイロを利用した撤穀 II 大光阪倉庫協会 1961 桜井 正
役の合理化に就て 浩別冊

国際荷役協調協会の活動 II 泡： 運 1964. 9 松本一郎

港業湾輸送体系の近代化ー港湾運 II 「海運」 1965. 7 北見俊良ll
送の経伝的試論ー〔上 ・下） No.454・455 8 

港湾倉庫の整備発展 II 横浜市第史
4巻上
1966. 3 寺谷武 明

「港業湾講実座態」港湾運送構造とそ II 雑誌貿易実務 1967. 1 喜多村昌次郎
の務の (1・2・3) ダイジェ スト 2・3

＇，：；！；業倉庫の現状の問題点 II 「輸送展望」 1967. 3 斎藤公日！J

荷検役討よりみた定期船泌泊時間の II 「El本船舶学 1967. 5 西 山 安武
(n) 会誌」

港湾近•TI代〕化への基礎調査 II 海事産業研究 1967. 8 ／／ 

〔I 所報 1968.12 

冷蔵倉庫の現状とその動向 II 「輸送展望」 1967. 9 斎藤公比）J

港湾業務の合理化と海運 ／／ 「港湾経済研
究」 No.5

1967.10 ｜司庭 jJ!i( 

物的流通の近代化と保管機能 ／／ V「港ol湾と貿易」 1967. 12 千須荊l富土夫
oil. 3 No.12 

｜玉Ii祭海運貨物取扱業の現状 II ザ ・コンテナ 1968. 6 喜多村 昌次郎
エージ

l調際海運貨物取扱業の将来 II ザ ・コンテナ 1968. 8 II 

エージ

港湾産業合迎化と港湾産業の合 II 「海巡」 1968. 11 1X J山 光之
理性

i成近の保管漏要の｛動き と倉庫立 II 「港湾」Vol.46 1969. 9 斎藤公助
地 No.9 

港湾産業の組織と桝造（」二 ・＇・Iコ ノY 1:1干！Jilli輸タイ 1969. 9 喜多村 昌次郎
－下） ムズ

協同一貫輸送と港湾産業 II 「港湾」Vol.46 1969. 10 II 

臨港倉庫の機能と立地 （上 ・中 II 日刊運輸タイ 1969. 10 ノY

・下〕 ムス

食管今後体制を背①景とした農業倉庫 II 

の の動向
「輸送展望J 1970. 3 斎藤公 ll)J
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発 表 T ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

70年代の物的流通機関別の展望
“倉庫” ② 

論文 「輸送展望」
（百号記念集〉

1970. 8 斎藤公助

食料倉庫の現状とその動向③ II 「輸送展望l 1970. 10 II 

港湾業務の屯算化とその問題点 ノY 「近代港湾J 1970. 5 三 ~j: 郷己

北海道の中小企業の基本問題 II 「政道研」 1970. 7 和泉 Ml~ 三

穀物サイロにおける内部流動現 λY 「港湾経済研 1970. 10 桜井 正
象と均－t!I＇出装置について 究」 No.8 

港湾産業の発展のために 書評 「港湾経済研 1967. 7 和泉雄三
究J No.5 

港湾産業研究会編「変革期の港 II 「港湾」Vol.46 1969. 3 北 見俊郎
湾産業」 No. 3 

港湾産業研究会編「変革期の港 II 「港湾経済研 1969.10 松橋主主ー
湾産業」 究」 No.7 

松橋卒ー「港湾荷役実務」 λY 「港湾」Vol.47 1970. 2 北 見俊 郎
No. 2 

流通革新と港湾産業 λY 「港湾」Vol.47 1970. 10 柾 孝雄
No.10 

「輸送革新と港湾産業」 紹介 「港湾経済研 1970. 10 柴 田悦子
（港湾産業研光会編） 究」 No.8 

港湾における石炭荷役機械の経 資料 運輸省調査局 1964. 3 井上文雄
也実態 調査資第料5 

54号

海運機能のバランスと余裕（港 II 北海道部会北 1967. 2 神代方雅
湾』漠能を形成する資本の契機〕 会海道交通研究

港湾運送業実態調査報告書 ／／ 運輸省港湾局 1967. 6 中西 IRii: 

倉庫の立地に関する調査 ・研究 ／／ 斎 藤公 助

グ 第E編首都地l或 1970. 1 

グ 第E編名古屋を中心 1970. 8 

とした都市闘

II ~N編大阪を中心と 1970. 12 

した都市圏
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8.－港湾情報一

発 義一 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

港研湾究におけるジャーナ リズムの 共著 港会編湾産業研究 1968. 12 荒木智範
（変革j切の港湾産業〉

l輸送革新と港港機湾産能湾業体J系（ハンブ II If.正 予父 堂 1970. 8 ／／ 

ノレク港産における 事情一
港湾楽と情報 をめぐって〉

港湾運＇id；と情報処迎 論文 「港湾」Vol.46 1969. 4 高見玄一良ll
No A 

港湾の＇I＃縦 II 「港湾」Vol.46 1969. 12 荒木智 秘

港湾における情報の研究 ノ7 「究港」湾経済研 1970.10 荒 木智種
No.8 

ジャーナリ ズムと港 資料 日本海事新聞 1969. 1 荒木智 種
社
「新年特集号」

9-1 港湾流通ー 〈交通，運輸，海運，鉄道，運河，空港，コンテナー〉

（交通 ・運輸〕

発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所｜発表年月 ｜氏 名

昭和60年究の人口に対応する首都 著書 東査京会都市政調 1966. 6 北見俊郎
交通研

「日本交通の現状と将来」 λY 経 』Aニ 庁 1958 宮崎茂一

港湾流通経済の分析 箸書 東京成文堂 1967. 6 中西 ！陸

交通地理学 ｜共著 大 明 堂 1968. 6 柾 卒雄

現代の交通問題 II 労働旬報社 1970. 2 大島藤太郎

日本横断運河計画地域の輸す送椴調 ／／ 
研日本究産所業（刊構行造〉

1959 沢田 fi!f 
造査とその経済的基礎に関 る
lilt究（1)

LI本横査断造運と河計画地域的に於礎ける
／／ ／／ 1959 ノY

輸す送機調 その経済基 に関
る 研究（］［〕

貨物運輸の近代化一物的流通の ノ／ 行交通日本社刊 1968. 5 回中文 信
合理化を中心として

「輸送革新と港湾産業」 II 海 文 主 1970. 8 111 村 学
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

一湾岸流通基地を中心としたー 共著 運輸通調経査局
鉄鋼材の トラック輸送 「交 済論集J

1970. 9 山 本 学

名古屋複合ターミナノレ構想 ／／ 中部経済同友
会

1970. 11 市 来消 也

現代の都市交通 ／／ 千倉書 房 小 泉信一

現代の都市交通 ；深訳 丸善株式会社 1960 II 

The Degre巴 ofDependency 論文 Ferris College 1958 北見俊民11
of Industrial Journal.No.14 
Machinery upon Import in 
Japan. 

都市高速道路の必要性 ／／ 「エコノ ミスト」
誌1958・7・19号

1958 小泉信一

セントローレゾプ、シーウェイと ／／ 海 1)1：研究 1959 矢野 問lj
港湾問題

工業の地方分散と運輸政策 ／／ ill£愉調査月報 1960 旺I •:Iこl 文信

富山県綜合開発音｜画における交 ノY 北陸経済季報 1961 II 

通部門検討

道路建設の経済効来 ／／ 番大経済論叢 1961 植村福七

都市の発展と交通体系 II 所:tl'／収， 千5倉命書房 1963 岩崎重男
浜市大 ~ 

トラ ック資本の現況分析 ／／ 北海道労働研 1964. 3 和泉雄 三
究

横浜市の交通事業 ／／ 経済の貿易 1964 岩崎重 :¥l'J

流通過程におけるわが国港湾の ／／ 早V<大社研誌 1965. 5 中西 ｜塗
f支持リ論 01.10 No. 2 

港湾物資流通機構の近代化とそ ／ノ 港湾経済研究 1966. 10 λY 

の方向 No.4 

道路と港湾 ノγ 高動速率道路と自 1966. 11 右E 孝雄

Vol.9 No.11 

輸送の「近代化Jと全港湾輸送 ／／ 「港湾経済研 1967. 10 北見俊自II
体制 先」 No. 5 

アメリカにおける港湾と輸送の ノY 神査奈川県書委託 1667 高見玄一良11
近代化について 調 子I'&告

物的流通合理化の研究方法 ノY 「貨物教室」号 1967. 12 田中文信
214 
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 1発表年月｜氏 名

貨物誘致ーその意義と手段 論文 貨物教室215号 1968. 1 問中文信

外国交通・運輸文献の聞読につ II II 216号 1968. 2 II 

いて

貨物運輸と工業立地との関係 II 「公蛍評論」号 1968. 3 II 

217 

物的流通経済論序説 II 「社会科第学論号 1968. 4 ／／ 

集」 4

総物合交通体系的にみた北海道の II 
総の体合交系通化究工に学関

1968. 3 筒浦 明

一資道流内動主要工場を主体とした輸 する研 グノレ
送ノレートー ーフ

北海道における物資流動からみ II 
日本港「湾北経海済道 1968. 4 

／／ 

た港道湾内の位置つけ 学部会会誌」主要工場を主体とした輪
送ノレー トについてー

交通 ・運輸理論への接近方法 II 「貨物教室」号 1968. 5 田中文信
219 

貨物輸送革新と物iilli問題 II 「公営評論号」 1968. 9 II 

第13巻9

経済面からする運輸問題の研究 II 「貨物教室」号 1968. 7 II 

221 

鉄鋼の流通と鉄鋼専門埠頭計画 II 「港湾荷役」 1968. 9. 今野修平
(1. 2) Vol.13 No.5. 6 10 

交通理論の新しい側面 II 「貨物教室」 1968. 9 田中文信
223号

大港湾の実現と交通体系 II 「広発域港発湾の 1968. 10 柾 主主 雄
開と展」

物的流通コスト分析による港湾、 ／／ 「海事報産業研 1968. 11 西 山 安武
近代化へのアプローチ（共同研 究所 」
究）

地域開発と交通 II 「地域3開集発と 1968. 12 柾 主幹 雄
交通」

貨物輸送力増強とストッグポイ II 「貨物教室」号 1969. 1 国中文信
ント 227 

流通過程における港湾の立場 II 「港湾」 Vol. 1969. 5 北見俊郎
46 No.5 

物的流通「近代化」の問題点 II 「大阪港」No.951969. 5 柴田悦子

物的流通「近代化」の：官、義と本質 ノY 「経済」 1969. 6 
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発 当主 ア ーマ ｜ゅ ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜ 氏 名

流通経費と港湾、輸送（上・中・下〕 論文 日刊運輸タイ 1970. 1 喜多村昌次郎
ムズ

交通学の対象に関する学説の批 II 
市大邸学「社園会短期科

1970. 1 EH i:Jコ文信
判と巡輸サービスの概念につい

学学論集 No.7て

大分j也lメーj{.fj業流通の近代化 II 「大分大学研 1970. 1 松浦茂治
究所；械」 No.5

物的流通小火 ／／ 「物的流通」 1970. 2 宮 ！町－武雄

交通学の対象に関する学説の批 II 「社会科学論 1970. 2 田中文信
判と運輸サー ビス 集」

貨物運輸業務への電算機導入 ／／ 「貨物教室」 1970. 7 ／／ 

新時代の貨物運輸の構想 ／／ 「輸送展望」 1970. 5 ／／ 

輸送近代化と協同一貫輸送業 ρ ｜ 「輸送展望」 1970. 8 市米消也

北海道における輸送高度化と間 ／／ 「北海道交通 1970. 8 事Ji 代方雅
題点 研究会・会報」

新しい港湾Jlli送体制への転換 が ｜「運輸と経済」 1970. 9 喜多村昌次郎
Vol. 30 No.9 

明治百年の物的流通史 ノY 「企業と流通」 1970, 11 宮野武雄
～1971, 1 

流通革新と港的利用の方向 ／／ 「港湾」Vol.47 1970. 11 1J l村 学：
No.11 

物的流通と港湾機能 ／／ 1971. 1 II 

「法院鉄政修鋼大士2学課4」大学
程

ニューヨークニュ－ ＇／ヤージー 紹介 「j菖路建設」誌 1960 小 ）jl f.J ー
都市地域主lの幹線道路共同開発計
画の展

シカコ市の古111市高速道路網計l出l ／／ 「道路連設」 1961 II 

慨安 No.161 

瀬戸λ析の経1斤調書 (l〕 資料 調査 w告 1962 他私i’じ村
II g) 〕 ／／ II 1963 λγ 

λr ノY ／／ 1964 ，， 

有末， ~；IE , I’t ,,J~ r交通地理学」 古；¥iiiι l港湾」
Vol.46 No.l 

1969. 1 ：｜じよ－~ （~ !ill 

物的流通市場の実証分析 資料 運輸調査局 1998. '7 杉沢新 一

高速道路の維持管理費研究 ／／ 日本道路公団 1969. 1 
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発 表 ア ー ーマ ｜区分｜発表箇所 ｜発表年月｜氏 名

都市と輸送 （輸送歳時記〕 資料 「物的流通J 1969. 宮 !ITT’武雄
No.1～4 8～1 

結合一貫輸送調査報告書（共編） λy 港所湾経済研究 1970.3 北 見俊 郎

結合一貫輸送調査報告書（ ρ 〉 II ／／ 1970. 3 千須荊l富士夫

三告河書港流通加工基地計画調査報 II 「運輸経済研 1970. 12 今 野 修 与IL
究センタ ー」

9 2海運

発 表 T ーマ ｜区分｜ 発表錨 所 ｜発表年月｜氏 名

鉄鉱石輸送と鉱石専用船 著書 五島書店 1958 岡庭 時、

海運の概要 II 成 JlJ 堂 1959 II 

日本海運金融発達史 II 手ム 刊 1959 ノY

海運面よ りみた資源輸送 ／／ 科学技術庁 1960 ノY

資源、輸送と海運経伝 II 科学技術庁 1961 ／／ 

i二｜；本の船員 II 労働科学波書 1961 西部徹ー
No.16 

身代｜こ｜ 本泌巡~o品ー集〉 II 日刊海司i通信社 1961 ｜刈 l返 ｜場

オーナーと呼ばれる海運企業 ノY 五島書店 196l II 

海運の経伝 ノY d仕 文 A止U止． 1963 II 

海運産業構造の研究 II t毎 ヌ； a五、，！， 1964 λY 

海運の知識 II 治： ヌ； ＇ーU門己<. 1970 古 川 哲次郎

｜｜本の交通問題（第8掌内航海運〉 共著 「ミ不ノレバ」 1967. 4 柴出悦 子

北海道と本州各地域との物資察交 ／／ 北白書海道移出入 普1968.3 和泉雄 三
流の推移一物ii:¥:による考ー

タゾカー専用船の発達と海述経 II 「身通経代｜｜本の 1968 .8 附白昼 ｜事
’，：ι！＼ ’ 交済」

船員の労働力の構成について 云..~し.;,: V労o働科学 1954 副部徹 ー
l.30 No.2 
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

海運金融機関の構想 論文 ！「運輸と経済」 1955 ｜間町 t専

第二次大戦後変の遠洋不定期船の II 「運輸と経済」 1956 
強絡とその化について

Present Status of Japan’5 ／／ Kobe Econo- 1965 柴田銀次郎
Shipping. 

一一
Review, No. 3 

船積すの｜時期とそれの持海つ意保味に ／／ 「商経論集」 1957 中西 陵
l羽 る考察一貿易， 上！険， （早大）
海運よりみて

海運金融の特殊性と今後の方向 ／／ 「海 運J 1957 岡庭 博

我国海運企業における株式資本 II マインタイム 1958 II 

レビュー

景気変動と海道経＇i話。について ノY 「海 運」 1958 ／／ 

船員の労働と傷病にl刻する研究 ／／ 11 Vol.35 No.7 1959 凶部微 ー
第 l¥hl～第5{'& ～No.9 

船員設備の傾向について ／／ 11 V ol.35 No. 6 1959 II 

徳川i時代の海運金融機関，三橋 ／／ 「海事経済」 1959 ｜刈庭 t事
会所について ／／ 

日本における海運金融の発達 II 「海事研究」39号 1959 ／／ 

国際汽船における海辺金融の教 II 「海事経済」 1960 λy 

設｜｜

長期契約に関する一考祭 II 「海 述」 1960 ／／ 

低｜摘発｜芸｜海運の現状 ／／ 三光汽船調査 1960 ／／ 

資料

itJj迩金融における融資の法則 II 日本交年通学年会 1950 ／／ 

1960 研究報

インダストリアノレキャリーの発 ／／ 「海 述」 1960 ／／ 

達とその本質にっし、て

船舶共有制度について ／／ 海運浪者.4 1961 λY 

i'f]j)lli経済の成長と船JJl'!:Pl；充 . ／／ マリタイムレ 1961 λY 

ビュー

わが｜王lオーナーの実態と本質 II 「海事研究」45号 1921 II 

日本海運における独占形態 II 「立命館経号済学J1961 II 

10巻3
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発 表 ア ーマ ｜附 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

海運における長期契約の運賃 論文 11本交年通学報会 1991 岡庭 ｜寺
1961 年

如何にして高金利に対処するか II 「海 運」 1962 ／／ 

海運金融問題について ／／ バンキング 1962 ／／ 

170号

海運における経営構造の変化 ／／ 「海運」No.7 1962 ／／ 

海運企業の合同の意義 ／／ 「海運JNo.9 1962 II 

経済成長と海運 ／／ 交年通学年会1962 1962 ／／ 

研究報

海運業と港湾港荷役実 ／／ 「海事研究」49号 1962 佐々木誠治
一神戸の情に即してー

船員の健康教育について II ノYVol.39 No.6 1963 西部徽ー

海の再運補検討助政策の限界と市場椛造 ／／ 「海運」No.I～21963 岡庭 t噂

海運業のJ以主主 ノY 海運号研究号所報 1963 ／／ 

12 16 

海運における経仰の転換 ／／ 海運No.IO～11 1963 ／／ 

観光事業のあり方 ／／ 
観年光報学2会号研究 1963 

／／ 

j也j或開発と海運 ／／ 交年通初f学究会年~世963 1963 ／／ 

国際収支と造船金融 ノY 「海運」No.3 1964 II 

海運業に現われた経話転換につ ／／ 大阪交通短大 1964 II 

いて 記要3号

海運経伝説t座 II 「海運」 No.1 1964 II 

～12 

海運業の収益性 II 「海運と港湾の 1964 II 

新しい発文展のた
めに運（同館〉

クロ ーズアップされた三国間輸 II 「海」No.440 1964 古 川 哲次郎
送助成11~］度

仕組み船の問題 II 11 No.443 1964 II 

自社船問題について II 11 No.444 1964 II 

久ポッ ト輸送対策 』Y グ No.446 1964. 11 λY 

海運業に現われた経伝転換 大紀阪要交通大学 1964. 51岡庭 博



432 港湾研究文献目録

発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月l氏 名

海運の特殊費用研究（1) ｜論文 早稲田商学： 1964. 9 中肉 ｜除
eppartun ity costsについて No.174/175 

海運の特殊費用研究（2) 「交通学年報」 隙
out・of・pocketcostについて 1964 

ifO:運経；~f；の岡観と展望ー グ ｜外航労務協会 1965. 1 I松木 ms 
叢担？

トイツ側近況概観 I 11 I「瓶 運｜ 卜蜘 zI // 

外国新興船主の経岱及び収後 II II 1965. 2 II 

「｜｜本陣…殊政策と ［ 11 I 1-1tiJ 連J 1悶 ｜岡庭
一般政策」

海運業の国際競争力 I II I ttt.:3'~f.lj'J~il'Hfili 1965. 41 
造船市場構造の変化と侮運への II 海中ー建業研究 1966. 2 
影轡 Wr 

アジアシーウェイについて ／／ 「港 許可」 11鰯 61竹内良夫

アジア γーウェイの構想につい ／／ アジア経済研 1966. 8 
て 究所「アジア

の域述内協力と
海 J

砂矛I）類の海上輸送橋大：化傾向に ／／ 「港湾経済研 I1966. 10 I棚橋貞明
ワいて 究」

佐々木誠治箸「内航海運の笑紹介国民経済雑誌 I196. 1 1 I柴田悦子
態J

船型大型化の経済性とその限界 l1 11 1 r交19通6学7勾研ヨ平究骨J企I 1967. io I附庭 博

海運機能のバランスと余裕 II 「n本会北港湾海経 ｜｜ 1967 
済学 道 ｜；例代方 ~l~
f.11会誌」

専用船と国際貿易 ／／ 四 13巻2号 11968.21今野修平

｜｜木の内航海巡の地理学的考察 ノ／ 「東北地理」.fヨ, 1968. 7 II 
20巻3

はしけ運送の成立と変革 ／／ 

（都市交通の諸問題）
「交通学研究」 I1968. 10 I II 

物的流通と海述 ・港許可 グ 誠文老｜こ「貨物 I196s. 10 I柴！Tl 悦了今
と流通」
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月｜氏 名

プレー トライナー輸送方式の椛 論文 「貨物教室」号 1968. 12 国中文｛高
オd山ヰ1、 226 

新海運政策と海運経；：~；のあり方 λ／ 「海運」 1969. 5 岡庭 博

海運流通の斉合併：ーそのI ノY 「港湾経済研 1669. 10 事11 代方郊
究JNo. 7 

日本海運の資木構成及び附！のlII 「海運」 1969. 10 米 l[[ 言権
問題

海運経自の今後の変化 I II 「海運i 1970. 1 同店主 f手

スてテベ人夫傷害と堪航1;1：につい ｜｜ II i 航海学会 1970. 6 久保田 ff・夫

海トー輸送 （物流部門の革新） グ ｜「金融四科IU 1970. s I市 来 ir'i' 血
秋零号

海運市場におけるtを需「ド給心分」析 II ｜神戸出~v研大I学絞 1970. 8 7：＞.；下｜同止＇＂・ーザンマンの所論 としてー ＇，：：＼＂学 究年
！日仁｜

オランダの「造船 ・海運の予測fli¥ が I 「船協月縦J 1970. 9 赤 ~Fl ~0：男
に関するシムポジウム」に出 Vol.11 No.9 
して

「造船長と海予運測lに関する中j切なら II 「ifj}.'l.f産業研究 1970. 10 ノ7
びに j羽 の間際シムポジウ

所｛；［~」 No. 5 1.52 
ムJについて

カーフェリ ーと新輸送方式 II 「9荷月役号と機械J 1970. 9 市来消也

ザンマン「世界海運市場論」の II 「海運経消iilf 1970. 9 宮下 院i生
経済学的基礎 究JNo. 4 

海運経済学の成立 II 「海事交通研究」 1970. 4 小 島昌太郎

輸送機関別展望 ー 海運 ／／ 「輸送展望J 1970. 10 市 来 j古 也

海運流流通通の斉化合性方 （そのE・海 II 「港湾経済研 1970. 10 事11 代ブrJJff~ 
運 斉合の 向） 究JNo.8 

新向しい産す業立地と考内航海運の動 II 「海運ー経済研 1970. 10 今 日！r修平
に関る予察的察 究J3 

円木海運業のj収様性ー 書評 「海運研究所 1964. 8 岡庭 f事
判t」 No.26

佐々木誠治著「l付事陸海運の実態J ／／ 「北海道港湾 1967. 5 徳間 欣次
経済」 No.3

｜柏村弘i 七四国海運の現況と分析 資料 1962 

本州四国間輸送稿：~予測 ／／ 
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表筒所 ｜発表年月 ｜氏 名

日本の内航海運の現状と問題点 資料 「教養｜時事」 1965. 10 11E ヨド Ml~ 
No.357 

スエズ運河の閉鎖、の影響と海運 II 「II寺事教養J 1968. 11 II 

の動向 No.420 

物的流通と内航海運 II 「海運経済研 1969. 10 柴田 悦子
究JNo.3 

北海す道 ・本州問貨客輸送状況に II 北海道開発周 1967. 11 子1.十嵐 II出夫
関る研究

海上貨物輸送需要想定について ／／ 北海道開発周 1969. 2 II 

現代世界海運の構造 II 「善関ふ西大学商 1969. 10 東海林 滋
学集」 Vol.
14 No. 4 

9-3鉄道

発 表 ア "7 If;<:分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

富山・直江津間鉄道の輸す送力鳩査 主咽主ヨH止 1961 回寸I 3ど f~i
強（複線 ・ 電化）に~I る調

向調書 （改版〉 II 1964 回巾文信

神奈川県における鉄道輸送事情 II 神査奈川県経済 1962 i笥見玄一郎
調会

コンテナ一般ターミナノレ 論文 中央評論 1967. 7 麻生平八郎

国鉄財政の再逮策について II 「公必評論嬰17 1968. 2 回 rl,X ｛；言
第13-2

国鉄と市政 II 「都市問9題号研 1968. 9 中正 5ド M~
究」 59巻

湾域高速鉄道の構想 II 「港湾経済研 1970. 10 浅葉尚一
究」 No.8

9-4運河

発 表テー マ ｜灰分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

本邦運河経済論序説 ｜論文 ｜「経済と貿易JI 1968. 3 I征 宰 維
I I No.94 I I 

運河の発達とその意義 ・機能の ｜ II I 「港湾｜ I 1958. 11 I II 
惟移 I I 45巻u8・ 
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発表テ ｜云分 ｜発表箇所｜発表年月｜氏 名

わが｜詣における運河発達の特性 ｜論文 ｜「港湾経済研 I1967. lo I柾 幸雄
究」 No.5

9-5 空港 ・コ ンテナ

発 表 ア → 、 ｜区分｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

国際航空貨物流動状況報告書 著書 日本関税協会 1968. 1 柾 孝雄

世界の:ze運と空港 ／／ 「地理月報」 1968. 12 II 

No.114 

ニューョ－ !I港庁が経＇／：！；する空 資料 JR 一万』ミ 込ー 1955 矢野 岡lj

港

国際j銀上コンテナ輸送と外貿担割 ／／ 

城誌V西o経l.4済N学0会.1 
1968. 12 II 

頭公団の出現

国際主主海上コンテナ輸送をめくぜる 共著 成 ¥II A五" 1969. 2 喜多村昌次郎
12 

コンテナ輸送の知識 ／／ n経文庫 1970. 5 市来 li＇；也

査国際海上コンテナ輸送の実態調 ／／ 運輸経済研究 1970. 11 中正 孝雄
センター

コンテナーオベレーションの経 訳手干 港所湾経済研究 1968 高見玄一郎
済l!~論

rtbり角の大平洋航路一現状とコ 論文 地 理 1966. 8 今 野修平
ンテナ化による問題点ー 第11巻第8号

コンテナ輸送と港湾運送の基調 ／／ 「海 巡」 1966. 9 喜多村昌次郎

海上コンテナー輸送と港湾 ／／ 「大阪港」 1966. 12 松本 清

Containarization in Japan and ，， 港所湾経済研究 1966 高見玄一郎
Yokohama in Particular 

海上コンテナー輸送体制と港湾 II 「海運」No.4701 1967. 5 北見俊郎
労働の問題点

コンテナー埠頭の沈思録 II 「国民経済雑 1967 佐々木誠治
誌」 11-6

コンテナ リゼーショソと港湾労 II 「海 述」 1967. 11 喜多村昌次郎
iYPJ 

港湾近代化の基本問題 II 函館大学論集 1968, 3 京l泉株 三
ーコ γテナリゼーションと労働 第3；間
関係の前近代性一

コンテナ輸送に伴う港湾問題 II 「海運」 1968. 9 北見俊郎
No.492 
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発 表 ア 目マ l区分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ［氏 名

国際主コンテナ貨物輸送とアメリ ｜｜論文 ｜｜ 「名城巻商学」 I 1968. 9 I橋 本 英
カ要港湾におけるコンテナ ・ 第18 第 I号
ターミナノレ

海 ｜二コンテナと海運開 I // I四一 1968.11 I柴問悦子
コンテナタ ーミナノレの運蛍をめ II 「海運」No.498 1969. 3 喜多村 昌次郎
くって

海上コンテナ輸送1か年の回顧 ノY 「港湾JVol.46I 1969. 10 I斎藤公助
と展望 No.10 

欧州主要港湾のコンテナーシス II 』Ui 1只 市 I1969. lo I高見 玄一郎
テム

{rj＇総に おける交通のあり方 II 「季lll沖縄」 1970. 5 今 IJ野 修平

港湾問題の木質と東京港の課題 ／／ 「東 京 港J 1970 II 

I.JI.]I 

コンテナ輸送と泌ー湾運送業の諜 II 

港海「湾輸産送文業革新｜常と
1970. 7 市川勝

題

輸高村忠を也編「国l深海 ｜ユコンテナ 書評11 「港湾」Vol.46I 1969. 4 I北見俊郎
送めぐる12草」 No.4 

G. Haussmann; Transcontai- ／／ 「港湾、経済研究」I1969. 4 I荒木智稀
ner U mschlag No.7 

国際コンテナ貨物輸送について 紹介 ｜ごl本商業英語 I1968. lo I橋木英
の若干の考察 時寸4ムヱ、

コンテナターミナノレ ｜資料
湾 I1967. 1 I池

コンテナーシステムの全貌 II 港所湾経済研究 1967 高見玄－郎

アメリカ港湾視察報告 II 港所湾経済研究 I1967 ’F 
L コンテナーリゼーションと
オークランド

コンテナは陸海空を駆けまわる ／／ 主幹 雄
（上，下） Vol.2No.1～2 2 

10.一自由港問題一

発 亥F ア ーマ i区分 ［発 表箇 所 ｜発表年月｜氏 名

自由港の研究 著書 同文： 11954 

自由港の起源とその史的発展 論文 年国際%！経第済4研号究 1954 
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発 表 7 ーマ ｜灰分 ｜発表筒所 ｜発表年月 ｜氏 名

lll:Wに於ける自由港の経也実態 壬日itじλ入' 
年国際報経第済5研号究 1954 柴田銀次郎

自由港設世の可否をめぐる基礎 II 「経済系29J号 1956 北見俊郎
問題

米国型自由港に於ける ／／ 研究紀要 1966. 3 業「f 宮宏、良
Free-Trad zoneの実質，実務．
実態について

ヨーロッパ実型績自，由実港務cs実ing態 ／／ ノY 1966. 8 ／／ 

a pore）の，に
っし、て

台徴湾の自由港高l主雄義輸出加工｜ズの II 
学「論国際集経」済大 1967. 12 

／ソ

特と現代的 の考察
第1巻第l号

長内港崎港構想の貿易 ・経済的役割｜と白 II 「長研崎究文所化経 1969. 2 ／／ 

済限」 季

自件l港の復虜1 II 「港湾経済研 1970. 10 柴田銀次郎

｜詔評
'JEJ No.8 

柴田銀次郎著「自由港研究」 「経済系J27号 1956 北見俊郎

11.ー港湾開発 （計画）ー

発 表ー ア 『、 I 1><:'l} I発表街所 ｜発表年月 ｜氏 名

港湾計画論 著占 II木港湾協会 1956 束 手雪

港湾計同 ，， 海 文 堂 1964. 10 宮崎 j'J. 一

むつ運河対策基礎調査 II 協国会民経済研究 1966. 4 柾 ード 必I~

地域開発計画論 ／／ 「l本経伝出版 1967. 10 
＂＂＇‘台、
米花 稔

会刊l

観光港の現状と開発への課題 論文 「港湾」Vol.64 1969, 8 今 野修平
No.8 

わが国における最近の港湾計画 II TI'ij学集志 1964. 10 in: 11支 すd
の発展 No.34 

港大湾にお港ける「計広域行政J ノY 経自研究合 1965. 9 柴田悦子
一阪神開発画をめ くっ 7.8.9 併号
てー
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月l氏 名

北海道開発の実態 論文 新評論干IJ「地 1969. 3 徳 田 欣次
域と産業」

用石狩の確湾保新港の建設と背後土地利 II 
（自関己附係〉機関へ 1970. 2 利1 代方雅

大分新産一都地建域設開進発捗と
II 大分大学済経済 1970. 2 松浦茂治

公害防止一 学所部経 研究
No.4 

70年代の港まちづくり ノY 1970. 3 永瀬栄治

海洋性レクリエーションリゾー II 「港湾」Vol.47 1970. 8 今 野 修平
卜の地域的展開とその核として No.8 
の港湾

港湾再開発の基本的問題と「あ ／／ 「港湾」No.12 1970. 12 北見俊郎
り方」

港湾と港湾（計画〉図について 紹介 地図Vol.4 1966. 8 今 野修平
No. 3 

小樽港港湾計図書 資料 小樽市開発局 1959. 8 事11 代 方旅

銭極I副港計画 （石狩湾新港〉 ，， λr 1961 ／／ 

幸 雄伊勢湾臨海地帯工業開発計画百 1963 中正
(l=I木工業立地センター〕

三重県低開発地域工業開発計図 ／／ 1963 ノY

書 向上〕

木邦，四国間輸送需要最予測 II 建 設 省 1964. 3 和町村福七

小神港の副港計画について II 北海道交通研 1967. 1 事11 代方雅
ザノロU正.:fk

群馬県経済開発報告書 報告書 国土計画協会 1962 林 実

愛媛県中夫都市圏建設計画 ／／ ノY 1963 II 

奈良県総合開発 II ／／ 1963. II 

12.一料金運賃問題 （船荷証券・保険〉ー

発表テーマ恒l発表箇所陛出氏 名

公主主企業料金論 n

y

n

U
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D
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線
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港湾運送運賃料金入門 山 本長英
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発 表 T 円マ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月｜氏 名

倉庫保管料荷役料入門 著書 港所湾編経済研究 1971. 1 桜井 正

保険法海商法 ／／ 島 谷英郎

海上運賃と外国貿易の相関性 苦，，(m‘ーx_ 国民経済雑誌号 1957 柴田 銀次郎
第96巻第2

海上運賃変動の法J~lj と今後の市 II 海事：経済 1959 岡庭 l:i!f. 
況観測

海上運送におけるター ミナノレ・ II 海 運 1962 佐々木誠治
コストの問題

港湾使用料のあり方 ノY

第協集議（5全会回国港総市会湾長都講会市演〉
1962 柴田銀次郎

イギリスにおける港湾諸料金の II 「港湾経済学 1964. 11 中西 i陸
徴収制度と問題点 研究」No.2

港湾費神値戸上げについての一考察 II 海 運 1964 高 村 J忠 也
一一 港に重点をおいて一一

公話交通企業料金論 λ／ 都市問題研究 1964. 12 竹中竜雄

1962年信改訂荷為引替信用状統一規 II 名城商学 1965. 5 橋本英三
則と用状取 No.14～49 

着船売買と港の慣習 II 「ジユリスト」
海事判例百選

1967. 11 小原 三佑嘉

貨物質率の構造と流通コスト λr 「貨物教室」 1967. 11 田中文信
213号

Bill of Ladingは果して船荷証 II 海外商事法務 1968. 1 小原 三佑嘉
券か

通し船荷証券について II ザ ・コ ンテナ 1968. 7 喜多村 昌次郎
エーシ

海上保望険創生史料をめぐる学説 II 「甲南経営研 1968. 9 ！勝呂 51、
の展

究第」9巻第2号

入浴料問題について II 大阪港 1968. 10 ｜凶庭 ｜導

コンテナ船荷証券にI刻する技術 II 「神戸外大論 1968.12 小原 三佑嘉
論的研究 謀長J

設運定賃率型論の進化的発展とその II 
市大邸学「社園短会期科 1969. 3 田中文信

の理想的原理について
学A論守以与， 集」No.6
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海運市海場の構賃成論に関する一考察 論文 「神説戸1大年学経 1969. 6 宮 下 国 生
一上速 の基礎としてー 蛍学 報」

xv 

ザンマンの海上運賃論 ／／ 「海運経済研 1969. 10 II 

究」 No.3

・uulf!.海辺市場解体の理論 II 「国民経済雑 1969. 12 ／／ 

ーザンマン教授の所説を 誌」 Vol.120
中心にしてー No.6 

検数 ・検量：・鑑定業務について II 「かすと協む」会 1970. 8 市 川 勝一
口木関税

港湾運送事業金運賃料金と港湾運 ノY 「港湾経済研 1970. 10 山 本 ：l乏 英
送近代化基 について 究」 No.8 

保l険l存学雑誌総目録（1895～1970) 資料 日本保険ド売学品会〉 1970. 11 ）勝呂 5L 
（ 呂，ほか2名共編〕 140頁 :HJ Cヨ

13.一広域港湾問題一

発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発 表箇 所 ｜発表年月 ｜氏 名

港湾における「広域化」問題 l論文 日本経済政策 1969. 5 北見 俊郎
学会年¥Ja

大都市港湾の問題点と将来 λY 「港湾経済研 1969. 10 ／／ 

9'CJ No. 7 

）ぶi或港湾とポー ト・ オーソリテ II 「海運経済研 1996. 10 II 

ィIt司！也 究JNo. 3 

東分京担湾内諸港における貨物流動 II 「港湾と貿易」 1970. 6 千須荊l富士夫
の動向 No.11 

'JAPANESE CITIES” ／／ “Special Pub・ 1970. 10 今 野 修平
(Port of Tokyo Funct即 lS lication”No.2 
and Roles of th巴 SeaPort in 日本地理学会
the Metropolis－ーウ

神戸市編 「広域港湾の開発と発 書評 「港湾経済制 1969. 10 1自 tr.；： 雄
展」 究」 No.7 

大都市港湾の現状と問題点 資料
研「1交96究通6生年F学報研究」

1966. 11 今 野 修平

対東京す湾における広域港湾計画に II 「港湾経済研」 1966. 11 II 

る一指針 究 No. 4 
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14. 都市と港湾問題

発 表 ア 『、 ｜区分｜発表箇所｜発表年月 1氏 名

大都市と公議事業 著書 東洋経済新報 1960 竹中竜雄
ネ土

日本の交通問題（第7章港湾） ／／ ミネノレウーァ書
房

1967. 4 柾 宰雄

事11 戸 共著 ライフ’ラ リーシ 1962. 岸 孝雄
リーズ有斐閣

都市と交通（都市と港湾〉 ／／ 有 斐 閤 1965. 1 柾 三；主維

担交通〉地理学（都市開発と港湾分 ノY 大 明 ρ主u主， 1968. 6 今野修平

広域経済聞における函館市と隣 II 

j~UIJ；村
函館大学究産所業 1969. 9 荊l泉雄 三
凶発研 ¥1i 
告

函館通市と亀田II日における都市化 ノY 函館大学究産所業 1969. 9 II 

と交 開発研

広域経済閣函のもつ経済的社会合併的 ／／ 同 上 ／／ II 

諸効果ー館市と亀田町の
問題をめぐって

都市問題に関湾する講義集 II 

（都市と宇佐 ） 
全術者J:I本協建会設技 1970. 5 今 野修平

「都市交通問題」 II 汐 3ι ネ上 1970. 6 柴田悦子

講本題座』の第都『悦4市代巻問日

都市コンミ ュニティの抱射につ 論文 ；防浜大学論f設 1957 岩崎重労
いて

戦後w~浜の社会教育 II 「経済と貿易」 II II 

j忌近横浜の社会 II λy λY 

どうすれば室闘を中心とする！ム
j或都市閣はよくなるか

II 「室開J民報」 1961. 10 筒 1甫 砂j

広域事Jl市閣としての室闘地域の II 「I由理学評論」 1963 II 

地域構造的検討 Vol.36 No.12 

港湾都市への榊:ti;!CL..ー卜〕 II 「港湾JVol.42 1965. 9 北見俊 良11
No.9・11 11 

都市港湾論！？；説I-IV ノY 「海事産業研 1966. 8 今野修平
究所報」 No. ～11 
38-41 
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発 表 ア ーマ ｜区分｜発表箇所 ｜発表明 ｜氏 名

港東湾における都市再開再発の発問題 論文
一京港における都市聞を

「港湾経済研究」 1966. 11 今 !ITT’修平

例としてー

横浜港の横浜市に及ぼす経済効 II 
市所大「経経済済研と究貿

1957. 1 河西 稔
来

易」

都市と港湾 ／／ 「港湾」 1667. 11 東 寿

都変市貌化H寺代における港湾機能の ／／ 「カラム」 27 1968. 3 今野修平
号

港湾と都市の形成発展 ／／ 「都市問題研 1968. 7 柾 幸雄
究」 20巻7号

都市化と港湾の近代化 II 「港湾経済研 1968. 8 今野修平
究」6号

港湾とシティプランの基本論 II 「究港」湾経済研 1968 事11 代方雅
No.6 

食料輸入と大都市港的 ／／ 「経年記悩研念究」 20 1670. l 柴田悦子
周号（上〉

臨海都市と港湾 II 「京葉」 No.62 1670. 3 北見俊虫II

物的流通からみた大都市港湾 II 「大阪経済」 511970. 3 柴田悦子

横浜市課域における都市交通の動 ，， 「経済と貿易」 1970. 3 中正 幸雄
向と勉 Vol.100 

首都｜翻流通と繊浜港の機能 II 「よこはま経 1970.12 ノY

J汗JNo.10 

伊藤策善一著 「都市化｜時代の開発 書評 「潮」 6月号 1970. 6 北見俊郎
政」

15.一地域と港湾問題ー

発 表 ア ー守 ｜区分｜発表箇所 ！被年月 ｜氏 名

神戸港と棉花 論文 「雑誌神戸港」 1954 再ルム三' 孝 雄

港湾の後方地域 II 東 京 港 1955 矢野 阿IJ

一宮市羊毛織輸物工業の将来につい II 

一4中cl宮ヨ部，J市都市調学査会幸R
1958 松浦茂治

て（ 毛 入港廿併舟・ ・毛製品輸出港
についての内 を含む〉

コンミュニティ近代化への志向 II 横浜大学論議 1959 岩崎重男
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発 表 ア 一 dマ ｜区分｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

中部経済闘の貿易にみられる変 論文 報愛知学大研究 1960 松浦茂治
動究と成長 （中部経済臨港別研 告K
を含む〉

地域的工業化計画における公益 II 公益事業研究 1960 問中文信
ヰ；：業の機能および任務

四日市市の外国貿易 ・倉庫業・ II 

交通通信
四日市市央 1961 松浦 茂治

一宮市毛織工業製の体質出改善 （羊 II 

中一調部宮査市都報市学会
1963 ／／ 

毛輸入港，毛 品輸 港につい 第告書2次
ての内容を合む〕

瀬戸内開発のビジョン II 市 政 1964. 7 米花 事念

近閤整備の課題 II 都市問題研究 1964. 1 ／／ 

港湾と地域｜淵発 II 日本経済政策 1964 北見俊民＼I
学会年報

地輸域入開港発政策の実輸統的港研究（羊
II 日本会経年済政策 1964 松浦茂治

毛 ，毛製品出につい 学 1*XII
ての内容を含む）

北海道の物資流動と商閣 ノY 「地理学評論」
Vol.37 No.12 

1964 日市 i市 沙j

j也j或開発と交通計画 II 交通学会年報 1964 柏村福七

近圏整備の問題点 II 市 政 1965. 7 米花 稔

地域開発へのマネジメン ト的核 II 
「高地瀬域萩開太発郎」編

1965 II 

近

北海道における港湾商機能と背 ，， 北海道商工経 1966. 3 武 山 弘
後圏開発 済研究4号

地域開発の怒、議および内容と宇佐 II 

湾並びにそれに連絡する輸送手
富大経済論集 1966. 5 l正｜ 中文信

段による地域開発について

後進地域開発と港湾 II 「港湾経済研究」 1966. 10 jl:; 111 店、
No.4 

「地域側発」と港湾における生 ノY 「港湾JVol.43 1966. 12 北 見俊良＼I
産力支配（上・下〕 No.12 

ノ7 Vol.44 1967. l 
No.11 

港湾の影響一千葉港公共埠頭係の II 千 薬 市 1966 菊 地利 夫
千葉市整備と背後地との関ー

機湾能転機に立つ北海道開発と港 λy 「北海道港湾 1966 武山 豆、
経済JNo. 2 
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発 表ー ア 『、 ｜附 ｜発表箇 所 ｜発表年月｜氏 名

北海道の開発と日本港湾、経済学 ｜論文 「北海遊港湾 1967 上原撤三郎
ムコ＂＇ 経済」第l号

戦後北海道開発20年（1)（北海道 ，， 
開発第道論集第開（北一発

1967 II 

開発法制定まで〉

研究大所学発行

地域開発と港湾 ノY
合「北経海道年研立究総所

・l時報済」

1970. 2 利l 代ブ＇］ ~ft 

No.27 

地域政策とかL交通問題 ，， 
「域神開奈発川調県査地シ 1970. 6 HE 主主 :l'Jif 

リーズ」

仙台湾岸における港湾の羽況と グ 「仙台大学紀
1生Jれ ~」第 2 集

1970. 7 永野為紀

「地域開発」と港湾の課題 II 「京葉」 No.65 1670. 9 北見俊民II

「地域開発」とターミナノレ ・港 ノY 神奈発川県地jズ或 1970. 10 II 

湾の基本問題 開シリー
No. 7 

地域開発と港湾の基本的11d係と ノソ 「海中産業研 1970. 10 今 野修司ι
課題 究所搬」

No.52 

わが匡lの立ll立小業と埋立地域 ノ／ 1-J也 理」 1959 征 豆；主総

似j下j湾の担ll立ιcj；.業と周辺地域へ ／／ 「経済と貿易」 1962 II 

の彬響

北海道における港湾の地型的l.¥L ノY 「~tibii.註港湾 1967. 1 的浦 明
fi".1＇.と該都市 の産業人II梢造 経済」 No.2

北海道港湾における立地過程と ／／ II本港湾経済辻l 1967. 5 IUJ 社l J＼也
問題点

学経部r会i会済ヒ「北海ノー鰍」港
海道湾
J No. 3 

港湾投資と地域経治 資料 「凶土産業経
ifTJ No.11 

1964. 11 杉 V＼ 新 一

治的投資と地域経げf λr 巡輸省港湾局 1964 ／／ 

「港湾投資の地域側発に及ぼす
効果J （分担調査）

ノY II 1965. 3 北見俊虫II

港湾投資の地域開発に及ぼすがJ ノY λY 1965. 3 杉沢新 一
来に関する調査報告書
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発 表 ア ーマ ｜区分｜発表箇所｜発表年月｜氏 名

護湾投す資の地域査開発告に及ぼす効 資料 運輸省港湾局 1966. 3 中西 陸
に関る調 幸Ii 書 No.3

II （港湾資産調査要領〉 II II 1967. 2 II 

地域開発と港湾 II 第8回港湾管 1967. 8 五十嵐日出夫
理事務講習会

神奈川県の港湾事情 II 神査奈川県委書託 1967 高見玄一郎
調報告

16. 臨海工業と港湾問題一

発 表 ア ーマ ｜区分｜発表箇所｜発表年月｜氏 名

臨海工業港湾 論文 「経済系」 39号 1958 北見俊郎

湾1:1本〉の工業化（臨海工業と港 著書 古今 書院 1966. 1 柾 幸雄

千葉港の発展（京葉臨海工業地 II 千葉県刊行 1966 菊地 利 夫
干w・A5,SOOPのうち30p)

The Distribution of coal in 共著 Science 1966. 3 今野修平
Japan-The Flows of coal in Report 
Marine Transportation with (Tohoku 
special References to the Univ.) 
Hinterland of Tokyo port. 

臨海工業地帯における港湾機能 論文 貨 物 1954 柾 ヨド ~J; 

産業港湾の形成 II 横浜市立大学 1958 II 

論叢

京浜工業地帯と横浜港 II 岩波・II本の 1961 II 

地理

臨llti地，おと産業観光 ，， 「りんかい」
第 5号

1968. 1 河村宜介

Dredging Engineering Plans II Construction 1968. 9 今 出f修 玉jL
Great Roi巴 inLand Develop・ Machinery 
ment Program vol. l No. l 

小名浜工業港の現状と成立過 ／／ 「新地理」 1968 永 ~f 為紀
16巻I号

石油化学工業の計画配置 ／／ 地 理 1964 柾 ヰ w~

臨海工業基地計画への提案 II 苫 小牧民報 1970. 1 松沢太郎
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発 まえ ア ー＜＇ ｜附 ｜発 表 箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

開発荊｜迫られる超大規望模臨海工港 論文 ベ トロ ケミカ 1970. 2 今野修平
Iii?. 60年代への展 ノレエンジニア

リング vol.2
No.2 

工業立地の適性概念 II 「工業立地」 1970. 12 柾 ヨド Ml~ 
Vol. 9 No.12 

京録浜工業地帯（含港湾〉文l駄目 記言￥・ 「京浜文化」 1966. 7 II 

Vol. 8 No. 2 

下北7臨5海地区工業開発計画調査 資料 上l木工業立地 1964. 2 II 

4世↑』7 センター

筑後 ・有明－臨J海地域工業開発青｜ II λY 1964. 3 II 

画調査報告ー

川査報内市告書臨海地｜坦：J::業lff.l発計闘調 II II 1965. 3 ／／ 

17.ー外国港湾ー

発表テーマ ¥1Ht j 発 表 箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

アジア経済の発展と港湾 ｜著書 ｜東京大学出版 I1964 ｜北見俊郎
｜会

アメリカ港めぐり ｜ ／／ ｜港湾経済研究 I1969 ｜高見玄一郎
｜所

副ヨーロッパ港湾に於ける穀物 ｜共著 ｜「港湾産業研 I1967. 5 I松木俊武
荷役と保管設備について ｜ ｜究会JNo.工

欧米の港湾 I II ｜機浜港遥協会 I1971. 1 I喜多村 昌次郎

外国貿易j也市 ｜謙訳 ｜神戸市港湾古gI 1949 ｜岸 孝雄

外国貿易地帯利用方法 ／／ 

ロッテノレダムの現状と将米 ／／ 

兵庫県

「港湾」

1950 I II 

1968. 111荒木 智厳

ロッテノレ〆ム港と港湾労働 ｜論文 IEconomic I 1962 ｜北 見俊民IS
Survey.No.7 

欧米の／毎週 ・港湾事情 I II 1「海迎」 436 I 1964 ｜佐々木誠治

港湾の類型一欧米主民港に民JIし lII ｜国民経済雑誌 I1964 I II 

て I I 109-3 

独立採算制とロゾドン港庁の港 ｜ ／／ ｜海運と港湾の I1964. IOI矢野 剛
湾財政 ｜ ｜新しい発展の

ために
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発表テ ーマ ト区分 （発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

ロンドン港経；・；；＿；，－及び港湾労働

ニューヨーク港（1)(2) 

パナマ運河（その経済地理的背
景）

ターミナノレ ・オペレーションの
経伝基礎
一米国主要港との比較におい
てー

港湾都市の国際比較

My Impression of Australia 

論文 l「海 運J

II ｜国土産業経済

ρ ｜「地理J
Vol.12 No. 6 

松本一郎

矢野

1964. 11 

1964 剛

孝 雄1967. 4 I柾

グ ｜「港湾経済研 I1968. s I存多村 昌次郎
究J
No. 6 

グ ｜「都市問題統 I1969. 6 I北見俊郎
gj~」 No.2

グ ｜南山大学「ア I1970. Jl I il'o~ :JI: 1£ー．郎
カデミアJ78 

北見俊郎著「アジア経済の発展｜書評｜「港湾経済研 I 1964. 11 I 1・11 内 ｜除
と港湾J ｜ ｜究J No.2 

北見俊郎著「アジア経済の発展 ｜ ρ ｜「港 湾JI 1966. 6 I喜多村昌次郎
と港許可」

に
と
港
円
安
運
主
の
国
ル
米
ナ

「
1
1

、

若
一
則
タ
次
頭

目
臼

埠

村
る
」

多
け
日

h
A

同
お
経

「北海道港湾 I1968. 5 I徳！干｜欣 次
経済研究」
No. 6 

アメ リカの地 ｜紹介｜（神 戸港） I 1964 I Ji'.:市福治

ロス・アンセノレス港におけるバ lII ｜「港 問_I I 1965. 2 I II 

ース優先筈IJ当命IJとふ頭料 ｜ ｜ 

]. Bird: The Major I 11 I「港湾経済研究」I1965. 10 I北見俊郎
Seaport:; of the U. K. I I No. 3 

“A Com oarison of the coast I 11 I「港湾経済研 I1970. 12 I織 m 政 夫
of Continental and United ｜｜ 究JNo.8 
Kingdom Ports ”（National 
Ports Council) 

イギリス主要港湾に関する調査 iII ｜「港湾経消研究」I1963 
委員会報告持〔ロッチデーノレ報
特需1962年〉

欧米の港湾事情とロッテM ム ｜資料 ｜「貨物JNo. 3 I 1962 ｜北見俊郎
港問題

欧米の港湾と経消

ニューオリンズ港

γンガポーノレ港

ボーノレチモア港

111 jJ[j ｜｜主

II ｜「地理」Vol.7I 1963 
No. 9 

II l匡！土産業経済 I1963 

／／ 

矢 野 附IJ

II II 1963 

1963 II 

’f 
ノY II 
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発 表 ア ーマ I 13:5t I発表 箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

資料 ［関晴間｜附ロソグビーチ港 ｜矢肝 附lj

ロッテノレダム港 II II 1964 

シドニー港 II 

ロンドン港（1)(2) 

ニューヨークの即ー ミナノレlII 運輸調査局調 I19~ 5. 9 ：：！ ~ I: 支燐
と空港 査資料No.646

｜止界の港 II 港湾経済研究 1965 ｜高 見玄一郎
所
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18.一一個別港湾一一

発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

横浜書港戦の現議後詰及び将本来
著書 J黄浜経済調査 ｜高見吋

~： 7湾湾lfj戦運 事の基業実の変的変せ化ん ゐ，ι、 1953 
1954 

3. 労の際問題 1955 

神戸港（におけ〕る港湾荷役経済の 共著神戸大－学ヲ＂~'G主経済 1962 山 木泰督
研究共皆 経’＇／；！；叢研所

苫小牧港過去・現在 ・将来

研究 5 I 
普，1.f 北海評論社 1970. 2 I松沢太郎

神戸港第に3お苧け：る港戸港湾荷役経済の 共皆 研究殺害 5l 1962 佐々木誠治
研究 利I の船内荷役

ti/！浜市およびその周辺 λr 
；（のJ,W神I談文奈社化川」地県理日編本」〕

1970. I i柾 十 Mt

横浜港の際史的発展 論文 織浜経済年制 1953 ｜高見女一郎

J賞浜港・和11戸港との比較 I II I II I附 II 

ぽt浜港 II 経済j叫学年判 四 6 柾 ‘F I世；

悶｜｜市港の研究 ，， 
愛判d知学大研究 1959 
側 I I 

』会 lflj i主治

横浜港と貿易都市 I II I附也誌ゼミ11960 If.正 二千： 84~. 
ナーノレ

衣存11港の交通
半中部調田市査都市来学会計 1962 

｜松浦｝完治

好致、築港論 グ ｜制交通学研究年 11964.10 寺行武 明

仇おけるd型鋼船仰 III 港湾荷役No.6 問64.11 I関谷義男
港湾〕 （「杭浜の経済と社会」所 II 償浜市立大学経経 1964 ｜寺谷武 明
Jj;{ 済研究所 「 済

と貿易J84号

東京都のP'J水路の利用問題 「港 湾」No.3 1965. 3 関谷，A 男

J裁浜港の研究 ，， 神査奈川県経済
調会

1965 高見玄－UIS

室蘭港の発展と性格の変化 II 「東北地理j
第18巻第3号

1966. 9 今 野 修平

東湾京湾港考湾の開発問題と広域港 II 「港湾荷役」 1968. 1 北見 俊郎
への一察 Vol.13 No.1 I 
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発表テーマ ！区分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

流通革命と貨物流動 ｜論文 ｜「港湾」 I 1968. 4 I柴田悦子
大阪泌を中心にー

神戸港の発展指標について I II ｜「経済経営研 ｜ ｜佐々木誠治
(1・2〕 I I究」18-rr I 1968. 5 

, 19-rr i2 

地域開発と新しい臨海工業地帯 ｜ II ｜「工業立地」 I1968. 1 I松沢太郎
の整備一苫小牧港－ ' ' ’ 

開港6年目を迎えた苫小牧港 ｜ λY ｜ 「港湾J I 1968. 9 I グ

東京をめくる内水路の利用と将 ｜ II ｜「浴湾J I 196s. 11 I今野修平
米への提案 I I 45巻11号 1 ' 

II 「大阪人J I 1969. 11 

f:I本の臨海て業地干r,：・の発展と）JITI II オーシャゾエ l1970. 2 
島港の！？再発 ｜ ｜イジ Vol.2 I 

I I No.2 

港湾の近代化と背後j也との関係 ｜ ／／ ｜ 「東北地周」 I 1970. 4 I 
博多港穀物陣頭を例として－ I I 22一一2 ' ' 

苫小牧港の現状と将来の課題 I II ｜北海道部会 ｜ 
｜ （日本港湾経 ｜

済学会〕 ！ 

神戸港における港湾荷役経済の ｜書評 ｜円本港湾経済学I1963 
研究 I 1会年限第1号 ｜ 

「東京湾港湾」問題と「広域港
湾Jの基礎課題

横浜市における港湾収支問題

大阪港の貨物流動とその問題点

大都市港湾としての東京港の問
題点

物的流通からみた大阪港

博多港のあゆみ

港ヨコハマ

「横浜港における港湾労働需
給」

消の内港経済調査報告書

東京泌物資流動調査ドI~告書

郎

明

子

一千

俊

武

悦

修
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谷

間
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究
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柴 田悦下

ノ干好修、F

II 

！怯沢太郎

寺谷武 l珂

II 「港湾JVoL47I1970. 11 I今 野修 平
No.11 I I 

「j也理」 I1959 I 柾 宰雌

「労働神奈川」I1963 1北見俊郎
No. 174 1 1 

資料

害訴

資料 ｜第 3港湾局 I1964. 3 I植村福七

II I 11木工業立地 I1965. 3 I柾 宰 Ml~
センター
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発 表 ア ーマ ｜灰分 ｜発 表 箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

横浜港と神戸港 資料 「教義時事」 1966. 9 柾 幸男
No. 381 

名古屋港に行なわれた投資につ II 月刊「名古屋」 1966. 9 松浦茂治
いて 港 15巻8号

小樽港の現状と課題（海運の生 II 「l本港湾経済 1966. 10 村l 代方雅
産性を中心とした「l本海沿岸港 学会
の一考察

横浜港における定期船のターン II 運輸省委託調 1967 高見玄一良II
ラウンドおよひ’貨物流動につい 査，
て

横浜市の都市交通問題 II 横浜市企画調
3を室

1970. 1 中正 幸雄

19. 関連問題ー

発 表 ア ー.，. ｜附 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

貿易実務 共著 山川 1:1:¥版社 1956 柴田 銀次郎

米ソ比較経済論 著書 ミネノレヴァ書
房

1957 野田早苗

社会諸科学の全体的歩み ／／ 
「社」所会収科．学の展 1958 岩崎重男
関 関書院

「「｜木の間宮梢造j ／／ 
共知著郎編〔）｜コ山伊 1959 宮 崎 茂一

Fl本経済の成長と循環 ／／ 東洋経済新報 1960 酒井正三郎
社

世界の鉄鋼資源問題に関する基
木統計資料（Ii許集〕

／／ 科学妓術庁 1961 岡庭 博

ブラジノレの経済構造 ／／ アジア経済研
究所

1962 柴 田銀次郎

公益企業の経釘 λY 日本経済新聞 1963 竹中竜雄
ネ上

現代の地理学（交通 ・通信 ・観
光事業〉

共著 広 "5( ネ」二 1963. 4 柾 宰 Ml~

低開発国工業化の過程と諸問題 共訳 高官 社 1967. 9 北見俊民II

経済学 ・経’j立学を学ぶために 共著 新評論社 1970 II 

世界の食糧 7議訳 白水社タセジ 1953 ljff 田 早苗
ュ文庫

世界の工業原料 II ノY 1954 II 
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発 表 ア ーマ ｜区分｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

共同市場 言飛訳 白水社席タセジ 1959 野間早荷
ュ文

低開発諸国 II ，， 1962 II 

改訳共同市場 II II 1963 II 

消費の地震学 ノY II λy 

地域開発の,l!g論 論文 円本経年済政策 1963 酒井正三郎
学会 報XII 

船舶の色彩調節に関する研究 II Vol.31No. 2 1955 西部徹 ー

のア互メ恵リ通カ商貿協易政定策法の主主調として
II 国民経巻済雑誌号 1955 柴間銀次郎
第91 第 1

アメリカ合衆｜習の貿易政策に於 ／／ 年国初際経済研究 1956 ／／ 

ける動向 第6号

カナダの経済構造と外岡貿易 ／／ 年国際経第済研究 1957 ／／ 

'lill 7号

「世界経消総覧」 （巾〉 λY 「世界の海運」 1959 岡庭 j~t 

平均概念にっし、て II 
国民経2巻済第雑2誌
第10 号

1960 柴間銀次郎

Japanese Emigration and ノY Kobe Econom・1960 ／／ 

Effect on Internatioal ic & Business 
Payments. Review, No.7 

地詳産業関連分析の理論的実証 ／／ 呑大経済論i叢 1961 楠村福七
的究

調中査部経研究済闘の閤域画定に関する ／／ 名椴古告屋書市調査 1964. 3 酒井正三郎

公益企業の社会的責任 ノY 「経信教室」 1964. 3 竹中竜雄

輸出振興と租税政策 II 経済貿易研究 1964. 4 岡野鐙記
Vol.14 No. 2 

各産業に於ける企業の金利負担 II 「海外海事研究」 1964. 10 t1 川脅次郎
状況 No.2 

横浜の観光事業 II 「経済と貿易」 1964. 7 柾 幸 雄

イギリスの産業国有化 ノY 「陶経法論議」 1964. 9 岡野鑑記

行政と経包・との交錯 II 「年報行政研 1964. 9 竹中竜雄
究」 No.8 

インドの公企業の経悩 II 神年戸制大， 研究 1964. 9 II 
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 i発表年月 ｜氏 名

インドの公共企業体の経泊 論文 閤民経済雑誌 1964. 10 竹中竜雄

工業地域の形成と工業開発計画 II 横浜市立大学 1964. 12 t正 幸雄
論叢

瀬（戸国市内陶・磁国稼外業〕分需要析・市場
／／ 瀬戸市査開告発計 1964. 12 松浦茂治
画調報

地方公信企業論 ／／ 「自活論集」 1964. 12 竹中竜雄
No.22 

＇＊＇京閣発備の謀題 II V都o市L問題研究 1965. 1 酒井 正三郎
.17 No.1 

港湾倉庫の現状と問題点 II 「早稲田商学」 1965. 3 中西 I~ 
No.178 

国家経費の国民経済的機能論 ／／ 経済貿易研究 1965. 3 岡野鑑記

公企業の経済学的考察 ／／ 「運輸と経済」 1965. 3 岡田 清

造船奨励法 ｜ごの民・，0；造船所 ／／ 
究「所海事報産」業研 1967. 手f谷武 明

7～9 
13号～151考

第一次大戦期の民；：：？造船所 II 向上 1968. II 

21号～22号 3～4 

｜司米船鉄交換と民以造船業 ／／ 同上 6968. II 

23号～30号 5～12 

大都市社会の出現 ／／ 「アカデミア」 1968. 5 酒井正三郎

Iのl0i海t教上会貸法借一の利息禁jj)ljと地中海 II 「名古日間屋学院 1968. 6 ！勝呂 弘
大学集」
第14号

道失業rr産都市の現状と問題点 ／／ 「地理」第13 1968. 10 fri'i ll市 明
巻第10号

交通工学の成立 ／／ 
「貨物2教2室4号」 1908. 10 

回仁，.文信

交通事故防止論序説 II 「貨物教室5号」 1968. 11 II 

22 

11%：船鉄交換と民日造船業 ／／ 「所海事産業研 1969. 2 寺谷 武明
CI X〕 Xx l!I) '!i°'G f.U」

No.32～45 1970. 3 

流行歌にみる港湾 ／／ 「港湾」 1969. 11 今 野修 平
Vol. 46 No.11 

北海道工業（建設業を含む〉の II 
道立総海節研道判

1969. 12 徳田欣次
季節性要因 「北 経済

の季性一総
括一」
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発 表 箇所 発表年月 ｜氏 名

日本鉄鋼業70年の課題 論文 日本鉄鋼連思 1971. 1 山 村 A干叫与

掘江保蔵 「海事経済史研究」 紹介 「港湾」 1967. 5 北 見俊 郎
Vol. 44 No.5 

道都札幌 ノ7 本講談社干lj「日 1969. 8 筒 1甫 明

の文海化道地理」
（北 編〕

昭和30年四国産業連関表報告書 資料 1962 植 福七村

昭和35年四国産業連関表報告書 ／／ 1963 II 

地域学研究のすう勢 II 土 木 学 会誌 1964. 9 II 

道南地域の現状 ／／ 北海学園大学 1967. 6 筒 浦 明
IJ日発研究所

都市j也理学 ノY 北海道企画部 1967. 10 ／／ 

神（奈共川著県〉貿易構造調査報告内 II 神奈川県商工 1968. 12 柾 辛 料i
部

私の挺言一港湾に対する私見一 随筆 「港r.~u 1970. 4 和泉雌 三

劇的終末 ／／ 「港定約」 港湾
法念制号 20年記

1970. 6 柴 ｜干l銀次郎

港と人聞のl断層 II 「流通設計J 1971. 1 北見 俊 民II
No. l 

函館干i稜郭 ／／ 「地形図に限 1970. 6 筒 前1 明
第史をよむ」
2集

国際化のrj1の円木 竹内良 夫

公企業経也 著書 ダイヤモンド 195 l ゲI r!・1 i'ti; Q;ji; 
ネt

公企業研究の世界的動的l ノY 森 山 書 店 1954 ／／ 

The Th巴orgof Structural ノY Econonmic Se-1955 酒井正三郎
change of National ries No.12 (th巴
Economy Science council 。fJapan 
ロス ト ウ ~tlil訳経済成長の過程 λY 東洋経済新報 1955 II 

社

経済機造変動の理論 II 森 山 書 店 1956 II 

中部産業戦後十年史 II 東洋経済新報 1959 II 

ネ上
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1958 
1959 
田中文信

公主主企業の経笛（初版） グ I El本経済新｜苅I1959 
社

II ｜日本観光協会 I1961 観光統計のとり方

石川島重工業株式会社108年史 lII ｜石川島重工K.I 1961 
K. 

地方銀行小史 II 全国地方銀行 I1961 
協会

同文館 I1962 

II本生産性本 I1962 
1百i

京都市観光局 I1964. 3 

社会科学一般理論

コス ト解析（共著〕

II 

II 

ぷ都市における観光事業の現状
と将来

公必企業料金論（初版）

II 

II 東洋経済新報 I1963 
4上

成長理論と椛造理論 ／／ ダイヤモソド I1963 
:fi 

中部都市学会 I1964 
名古屋市

，，＿，部経済閣のl闘地面l定作業に闘
する調査研究

／／ 

「総合的経済開発の基本問題」 ｜共著｜日本学術振興会11961 
「総合開発の一前提条件」 ｜ ｜四国開発問題委

員会著「四国の
産業開発」の一
部

マノレタス1止!Ji－経済の均衡と成長 ｜共訳 ｜ダイヤモンド I1967 
｜ ｜社

公経話論の見地よりみたる北海｜共著作i本学術振興会
道開発行政の批判的考察 ｜ ｜「北海道開発に

関する経済学的
研究」の一部

東ドイツ新経済構造とその内国 ｜論文‘｜ 『徳増教授迷 I1935 
商業組織化一一および， 新『内 ｜ ｜暦‘記念論文
｜到商業経済学』 計画の成立 ・発 ｜ ｜集』
j畏 CI)

社会生態学の生成基盤に関する lII ｜横浜大学論叢 I1956 
一考察

竹中也雄

士仇
r

J
a
n

－
 

笑

寺谷武明

II 

酒井 正三郎

松沢新 一

河村宜介

竹中竜雄

泊 ~ Iニ 正三郎

／／ 

竹 中竜雄

波辺行郎

竹中竜維

渡辺輝一

岩崎重労
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発 表 ア ーマ ｜区分 ｜発表箇所 ｜発表年月 ｜氏 名

わが国の南米移民と国際収支 吾［j［必m‘:x_a戸 神戸大学経済経 1960 柴田銀次郎

蛍研究南究所書経， 中南
米『研対 叢米 済E政

策』

事業部full II 経済往来 1961 杉沢新一

現場管理による原価管理 ノY 富士論議 1961 II 

経理規定 ／／ wと"・ 査 1961 λr 

原fiUi管理図表 ／／ 女子大研究論 1962 II 

当金

コスト ・マネジメン ト ／／ 富 土 論叢 1962 λr 

原価Ii管理グラフ ／／ 工場管理 1963 II 

近代的原仰1管理の概念、と領域 ／／ 女子大論集 1964 II 

無包装による包装の合理化 II 新しい包装 1965. 5 桜井 正

日本的二重構造の貿易政策 ／／ 世界経済評論 1967. 12 渡辺行郎

北海道における炭任｜地域の現状 ノY 「地理」 1969. 2 筒浦 明
Vol. 14 No. 2 

新しい港湾のイメ ージ ／／ 「港湾」 1970 力n納治郎

宗教改社革前会後にみるヒューマニ I/ 「関東学論院集大 1970. 2 小林照 夫
ス トの 経済観ーとくにモア 学人文 」
とへイノレスの闘い込み観を中心 No.2 
に

監査．証拠論 書評 江I~~ 査 1961 杉沢新一

愛長＆.9県・松山・道後観光診断 報告書 ／／ 1962 林 笑

山梨県下部温泉観光診断 ／／ 山梨県観光連盟 1963 II 

三重県伊賀地区観光診断 II 
一 重 県 1963 II 

棉スフ織物業のコス ト解析 資料 日本中小企業 1963 杉沢新一
指導センター

プラλチッ ク工学 ／／ ／／ ／／ 1963 II 

機械靴 ・家具工学のコス ト解析 ノY ＇＊＇小企業セン 1964 λy 

ター

コスト解析〔歯車工業） ノ7 日本中小企業 1965. 3 II 

指導センター

枚方市観光診断報告書 II 枚 方 市 1965. 3 河村宜介

イスラエノレ（議訳〉 λY 「新地理」 1970. 3 永野為紀
Vol. 18 No.3 

北海道 λY 「分県トラベ 1970. 9 筒浦 明
ノレカeイド」
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田

坂

見

本

浦

見

泉

研究

本邦戦l~f港湾施策…－－－ ・・・ ・・…...・ H ・…・………....・...矢

港湾財政の問題点ー・…・…－…－－－ －・・…・・・・・・・・・・…・ … ー柴

港湾設備の土居E強と地域開発 ・……一…－…－・・…………・・伊

港湾における新しい労働管理の概念ー…－・一・一－…...・ H ・－高

港湾運送業の現状…・・…・…－－ －………・－－－－…・・ 松
衣浦港の交通…・・・・・一一 ・・一…－…ー・ ……・・・…....松

港湾経済の木質 一・…・・－…… ……ー・・........・ H ・－－－－北

港湾施設の与えた損害に対する船主の賠償責任と海上保険・・・今

文献紹介

「イギリス主契港湾に関する調査委員会報告書」 ...・ H ・－－……中

「事11戸港における港湾荷役経済の研究」 …・ ・…・……－－…寺

陛

明武

西

谷

学会記録
・嶋咽・・ー・・面画面ー．．．．．．．． 

（学会事務局〉(l'fi~数浩二｜二あ り， 送事｜実費と も ￥500)1964年 （No.2) 2. 

問qfilf W・・・・…一………・一一…・…...・ H・－－………・………...・H ・－矢

研究
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( 16) 

( 28) 

ー

や

E

目
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刷

制
向

山

削

治

孝

俊

最品長期経済計画における港湾投資額の推計・ーい・……・・…一加

摩耶ふJlJ［の建設と述；~ －···
公共投資と港湾経済… ....・H ・－－－…・……・…・・ … ……・－…北

山 論 J也

J~辿論題（港湾投資の諸問題）

( 42) 

( 51) 

( 78〕

( 82) 

( 97) 

｜佳

和俊

銀次郎

重 f[

忠也

見

凶

穴

問

越

村

住｜

イギリλにおける港湾諸料金の徴集jlliJJ.ltと問題点…・・………・中
ヨーロッパの石油港湾 …・ー－－－－…－ －－ ...・...…・・ 一 浮

港湾労働対策への一提案－…・…………・…－…・・………柴

港湾労働の課題 ・・ ・・・ ………....・ a・回 一－ －………・ー・・・河

船l読み月末集中の原因とその対策………・一－－－－－－……・高
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国際コンテナーの諸問題…....・ H ・.......・H ・－－－－……・－…・…宮野武維（114〕

文献 紹介

北見俊郎著「アジア経済の発展と港湾」 … ・……－－……中 西 l陸 （141)
北海道立総合経済研究所編「北海道の港湾荷役労働」 ……－寺谷武明（145)

同 上「港湾労働」……いH ・H ・.......・H ・.......・ H ・－…北海道立総合経済研究所 (150) 

学会記録

II木港湾経済学会会則 ・役員……ー…－… ...・ H ・....・H ・－…・…・・……・・… (167) 

学会記事 …－ －－－－－－－・－… －－…－……...・H ・.......・H ・－…....・ H ・. (171) 

会員業績リスト・.....……....・ H ・....・H ・－… ・・……・・...............・ a・－－－…・・・・ (175〕

会員 名 簿 ………・・・…………….....……・一… H ・H ・－－…・・・・・・・ H ・. (188) 

3. 1965年 （No.3) （部数若干あり，送料実費とも￥500)

序 －… －…－…・・－……… … .......…・……・……－－－－矢野 剛

研究

共通論題（経済発展と港湾経営〕

港湾のもたらす経済的利益の分析ぃ一一……・…・・・・・…・・…柴 田 銀次郎 c 1 ) 
港湾経芭の「理念」と問題性……………...............・…北見俊 郎 c12) 

自由論題

港湾機能の地域的問題点…－－－－－ －－－…ー…………・今野修平 c25) 
匝際収支における港湾経費改善のための理論的考察・・・田……・中 西 ｜詮 c 67) 
港湾資産評価とその問題点・…・・・・……－－......・ H ・－一…・……杉沢新一 c69〕

文献紹介

矢野剛著

「港湾経済の研究」 －…...・ H ・......・ H ・－－－－－……－－－－…－一寺谷武明 c84) 
海運系新論集刊行会編

「海運と港湾の新しい発展のために」 …・・…ー………・ー織 田 政夫 c 90) 
向井梅次著

「港湾の管理開発J…・・…...・H ・－・…・ー……....…・リ…・・喜多村 昌次郎 c 96) 
喜多村昌次郎著

「港湾労働の構造と変動」………・...・ H ・...・H ・－………・…徳田欣次（103)

宮崎茂一著

「港湾計商」....・H ・....・H ・.......・ H ・－－－…・……・・・…・………..JI I 崎芳一（113)
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Report on th巴 Profitability of Port Investments……lド 凶

J. Bird; 
｜陸（117〕

The Major Seaports of the United Kingdom ··· ···· ・ H ・ －北 見 俊 ！~II (m ) 

学会記録

II木港湾、経済学会会則・ 役員……・・・・・・ ・……....・ H ・－・…・………・…ー… • (131) 

学会 記 事…－……… H ・H ・.....・ H ・－ー・ー…ー… ・…・ …・… ・……・… （138〕

会員業績リスト・・・.....・ H ・....・ H ・－…… 一－－………...・H ・・・・・・・H ・－…－…(145〕

会員名簿…－－……………・・……・・・ ……・…...・...………－……・・（151)

編集後記・－－－－－…・υ …－…・・…・・・・・…・……………－－－－－……・…（164)

4. 1968年（No.4) （部数若干あり， 送料実費とも￥800)

トr;..・…－－－－・－…－……・…・・・・・・・...・H ・・・－－－….......・H ・－－－矢 野 間lj

研究

共通論題 （地域開発と港湾）

後進的地域開発と港湾機能…・…・…・……… ....・ H ・－… H ・H ・－－武 山

港湾による地域開発問題について………・・…....……・・・…問 中

港湾機能と経済発展……… …...・a・－…...・ H・....・H ・－－…・…・北 見

一一地域開発に関連して一一

弘 c1 ) 
文 信 c16) 
俊民llc 31) 

．一
東北l苅発と野蒜築港・…・・・・・… 一…ー…・…・.....・H ・－……・・；；！i・谷 武 則 c 59) 
一一明治前期港湾の一事例一一

神奈川県の第3次総合開発計画と新しい港湾の計画理論……高見 玄一郎（72) 

港湾における都市再開発の問題 ……...・ H ・－……・ーー…・…今 野修 平 c87) 
一一東京港における都市再開発を例として一一

自 由 論題

港湾労働の基調 ......… … ....…・ー ・ ・・ー・…・・・・・喜多村 昌次郎 (101) 

一一 横浜港における労働力移動の素描一一

港湾労働の近代化条件について……一 －－－・ ・…・・・徳田 欣次（121〕

港湾の最適投資基準ー •••• • • •• －－ー ・・・…・…・・ーーよ正常福 治 (147) 

一一神戸港における測定の一例一一

名古屋港発展史－ ー－ ••• •••• • ・ •• • ・...... －・ ・4公 If i又治（158)

一一昭和13 32年の20か年について一一

港湾の物的流通費についてー 一一 E
 

－rs
 

コ ｜！を （170)
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(186) }i(t 武息子－・・ー・ ・・・・・・’写了山フオークリフ トの諸問題パレッ ト，
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野
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野

矢

奥

今

イギリス戦ll~i＇港湾施策 。 …・…

(206) 武
修

指針

横浜港施設改善に関する円本損害保険協会

からの民望について・・・・・・・今

東京湾における広域港湾計画に対する

(216) ，必敬泉

(220) 

(233〕

(238) 

(225) 

(233〕
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，
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次
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』~t

泰

！砂く

木

木
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泉
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文献紹介

Colonel R. B. Oram , 

Cargo Handling and the Modern Port ・・・・・・. ・・…・・・・ー・ 松

Charles P. Larrowe; 

Shape叫 pand Hiring Hall・・・・・・・・・・・

，·~；j見玄一郎著

「港湾労務管’理の実務」

松宮斌者

「港湾の財政 ・ 経~｝;J；’のあり方」 ー

防浜市港湾局編

｜一般浜港における港湾労働者の実態と住宅事情」・…・…不＼.I

新潟臨港海陸運送株式会社編著

「創業六十年史J

111 

・・・・f,gt

．』L匡
d司、

1.250〕夫売［十小iq
 

学会記録

1・港湾経済研究」総l=I次・・… … － －－・－－－－－－－…－－ …...........・a・－…・（279〕

編 集 後 百~－ .....…－……・・・…ー・・…・υ ・・・ ・・・・ ……－・…・・…ー....…・ー・・ （279〕

（部数若干あり，送料実費とも￥500)1967年（No.5) ~－ 
附1Ylf 序…・…・…………….................リ … … … … … … …・・矢

研究

( 1〕

( 9〕

( 19) 

( 30) 

( 48) 

消

博

郎

助

郎

玄

公

俊

木

庭

見

必

見

輸送の近代化と臨港上屋の運話・・・・・・・・…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・…－松

港湾業務の合理化と海運ー・……・・・・・・・・…一…… ・岡

流通近代化とコ ンテナ リゼーション・・・－……...・H ・－－…・・…・・高

物的流通の近代化と港湾… －－－…・ ・…… ……………・…・斎

「輸送の近代化」と全港湾輸送体協IJ・・・・・…い H ・H ・－……...・H ・－北

共通論j越 （輸送の近代化と港湾）
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共通論題（日本海沿岸の港湾の諸問題）

経済開発と日本海沿岸の港湾…・…・・・…………・・・・・・・・ H ・－佐藤元霊（ 60) 

新潟臨海埠頭の形成とその特性…・…………－…・……ぃ……小林 芳夫 （68〕

小階港の現状と課題・・ H ・.......… ………….....・H ・－－－－…・・・利1 代 方 雅 ( 76〕

自由論題

港湾施設利用の問題点－－－－－ －－－…・・－－－ －….....・ H ・－．今好,JIニ J: 修洋二平郎 ( 89) 

菊｝ (105) 港湾原単位算定における問題点… ー…・…ー ・……・…一…・杉沢

港湾労働法の施行をめぐる諸問題・・ 0・…・－・……………－－－大森
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編集後記

1962年10月に横浜港をのぞむシノレタ ・センターで，日本港湾経済学会がIJlll,似の声を

あげてから10若手になった。この学会年報は， 2年目の大会l時に誕生したので，今年で

No.9をむかえた。年端 ・No.lはタイプ印刷で，それに規約や会員名簿までふくめて

178頁というささやかなもので，発行部数もたしか 500部かと記憶している。タイプ

用紙のままで校正をしなければならないので，執筆者校正はできず，一枚一枚包気の

ひかりをそらせるようにして校正した記憶もまだあざやかに残っている。

さて，本年度年械は，10周年記念大会とて，装いをこらす企画が編集会議のはじめ

から種々もたれたが，現実的な諸条件のきびしさもてつだって，憶い多くとも為すと

ころ必ずしも多きにいたらない結果に終った。 昨年度大会の自由論題，本年度大会の

共通論題の原稿に，10周年記念論文としての寄稿を願しりさらに，No.2より各号にJ以

してきた会員の［業績リスト」を再編成し， 「港湾研究文献目録」とした。録

凡そ編集作業で困難なことは，〆切j切LIまでに原稿が出揃わないことであるが，ご

多用の＂＇コを玉稿をよせて］兵いた先生方にはあらためてお礼を申し上げねばならない。

とくにこの記念弓は，論文内年半からして「況代港湾の諸問題」という総合的な表題と

したが3 編集についてはきわめてむずかしい問題に当面した。 こうした困難な作業

を，荒木先生をはじめ，土居（官官純）さんや井抗： （文也〉さんがやってくださったこ

とは感謝に耐えない。とくに井尻さんには， 「文献目録」作製など，きわめて厄介な

こ とをまとめて頂いた。また成山堂社長小川実氏と文化印A~IJ社の社長桜井清次氏には

ずいぶんよけいなご配慮をおかけしたことをおわびしなければならない。

学会誌の刊行は， もっとも重必な学会活動の一つである。 今までの「港湾経済研

究」が学問のために，またわが国港湾経済 ・社会のために何をなしえたかは目下のと

ころ未知数かも知れないが，港湾の学問的研究のたゆまぬ軌跡として，世に関われる

ものであることを信じたい。

Sept. 1971 （文武 ・二｜ヒ凡〉

編集委負（A・B • CJI阪）

荒木智経i，今野修平，北見俊郎，柾幸雄，柴田悦子，徳田欣次，JlJ本：泰督
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